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まえがき 

 
 障害者職業総合センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、我が国における職

業リハビリテーションの中核的機関として、職業リハビリテーションに関する調査・研究をはじめ

として、様々な業務に取り組んでいます。 
 本調査研究報告書は、当センター研究部門が 2019 年度～2021 年度に実施した「障害者雇用及び

雇用継続において事業主が抱える課題の把握方法及び提案型事業主支援の方法に関する研究」の結

果をまとめたものです。 
本調査研究では、障害者雇用に向けた事業主の更なる取組が求められ、支援者には、個別の事業

主のニーズ・課題を把握・共有した上で、改善方法を検討・提案を行っていく提案型の事業主支援

が求められてきているなかで、地域障害者職業センターの提案型の事業主支援等での活用を意図し、

地域障害者職業センターにおける事業主援助業務の状況等を踏まえたツールを開発するとともに、

個別の事業主のニーズ・課題を把握し、それに応じて作成した研修プログラムを活用した事業主支

援の試行を行いました。 
 本報告書がたくさんの方々にご活用いただき、障害者の雇用の促進と安定のための一助になれば

幸いです。 
 調査研究の実施にあたり、ご協力いただきました皆様に対し、心より御礼申し上げます。 
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概要 

 

１ 研究の背景 

（１）障害者雇用における提案型事業主支援の重要性 

障害者の雇用促進を図る上では、障害者のみならず、障害者を雇用する事業主に対する支援が重要と

なる。地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）では、障害者の職業リハビリテーシ

ョンを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する助言や支援を実施している。地域センタ

ーの事業主支援においては、それぞれの支援ニーズに応じて、総合的・専門的な支援を実施しているが、

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）の改正により、2016年４月

から、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供が義務付けられ、また、2018

年には精神障害者の雇用義務化、2021年には法定雇用率が 2.3％に引き上げられる等、障害者雇用に向

けた事業主の更なる取組が求められてきている。 

こうした中で、支援機関には、個別の事業主の支援ニーズ・課題を把握・共有した上で、改善方策を

検討し、提案を行っていく提案型の事業主支援が求められてきているが、個別の事業主の課題やニーズ

の把握方法や、効果的な提案内容・提案方法等の手法については、必ずしも十分な検討が深められてい

るとは言えない。 

 

（２）事業主支援における課題・ニーズの把握について 

事業主支援のプロセスについては、一般に、事業主の課題やニーズを把握し、これを事業主と共有し

た上で、課題の改善方策を提案し、同意の得られた計画の実行を支援し、その効果を検証し、必要であ

れば更なる改善方策を提案していくことがポイントと考えられる。ニーズを充足する上での課題につい

ては、段階的に改善していく必要のあるもの、ニーズを充足した後に新たに生じるニーズもあるため、

支援を実行した場合に、その効果を検証するとともに、必要であれば更なる改善方策を提案するという、

いわば PDCAサイクルを回していくことが求められる。 

 しかしながら、上述したように、事業主のニーズを充足する上での課題の把握方法は必ずしも定まっ

ておらず、さらに先行調査結果からは、障害者雇用の課題については、企業と支援機関とで認識に様々

なギャップがあることも確認されているところである（障害者職業総合センター調査研究報告書 NO.114

（2013））。 

事業主支援業務の円滑な実施のためには、事業主と支援機関が、障害者雇用に関する課題やニーズ

を互いにすり合わせていくプロセスが必要になる。支援機関は、相談に来所した事業主に対して、丁寧

な面談等を通じて事業主のニーズを把握するとともに、事業主が訴える問題とあわせて、その背景にあ

ると考えられる課題も含めて事業主も納得した形で共有していくことが求められる。ここにおいて事業

主の持つ課題を可視化し、事業主と支援機関の間で課題を共有するためのツール（以下「ツール」とい

う。）が必要になると考えられる。 
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（３）課題の改善方策について 

ア 事業主の障害者雇用の意思決定の支援 

地域センターをはじめとする就労支援機関を訪れる事業主の多くは、すでに障害者を雇用しよう(雇

用しなければならない)と考えていることが多いと思われるが、その時点ではまだ明確な障害者雇用に

対する具体的なイメージを持っていないことも多いと考えられる。障害者雇用を具体的に進めていくた

めには、支援者がそれらのニーズを顕在化、具体化させることにより、障害者雇用の意思決定を支援し

ていくことが重要となる。 

 

イ 職場定着支援の充実 

事業主支援の最終的な目標は、それぞれの企業が自社の障害者の雇用・定着の課題に自立的に取り組

み、ナチュラルサポートができる力を備え、外からの支援を必要としない状態になることとされる。そ

のためには、職場内で障害者の就労支援を行う人材（以下「支援者社員」という。）を育成することに

より、事業所内の障害者の支援体制の構築・強化に向けた支援を実施することが必要となる。しかしな

がら、現段階では、支援者社員育成のための研修の実施や、その効果の把握、特にその成果が個人や組

織にどう還元されたかについての検証が十分実施されているとは言い難い。 このため、支援者社員の人

材育成のための研修の実施やその効果の検証等に係る事業主支援の充実も重要な課題と考える。 

 

ウ より積極的な事業主支援の展開 

事業主の課題を把握し、そのニーズを充足するための支援を実施する過程において、例えば障害者雇

用をしたいという漠然とした事業主のニーズが、より具体的なニーズへ変化することもある。また、あ

るニーズが充足されたとき、そのニーズが満たされたことで新たにニーズが生じる場合がある。例えば、

新規に障害者を雇用するというニーズが充足された後に、新たに当該障害者の職場適応や職場定着に関

するニーズが生じ得る。また、改善方策の実行である支援をとおし、さらなるニーズを引き出すような

提案、ニーズの具体化を図るような提案を行うことにより、積極的な事業主支援を展開することが可能

となると考える。 

 

２ 研究の目的 

 以上のことを踏まえ、本研究では、地域センターの提案型の事業主支援等での活用を意図し、地域セ

ンターにおける事業主援助業務の状況等を踏まえたツールを開発するとともに、個別の事業主のニーズ・

課題を把握し、それに応じて作成した研修プログラムを活用した事業主支援の試行に取り組むこととし

た。 

ツールは、いわばアセスメントシートで、これをもとにヒアリング等を行うことにより、担当者の知

識や経験に関わらず、ある程度、均質な情報を得ることができ、また、事業主の持つ課題を可視化し、

関係者で課題を共有できるものとすることを目的とした。 
研修プログラムを活用した事業主支援については、単なる情報提供にとどまることなく、研修を通し
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て、障害者雇用に対する潜在的・抽象的なニーズを顕在化・具体化するような提案を行うことにより、

さらなる事業主のニーズを引き出し、より積極的な事業主支援を展開することを目的とした。 
 

３ 研究の方法 

本調査研究においては、下記の方法により、地域センターにおける事業主支援の実態を把握し、その

結果を踏まえてツールを開発するとともに、支援者が把握した事業主の課題解決を支援するための研修

プログラムの試行に取り組むこととする。 

（１） 地域センターの事業主援助業務の実施内容についてのアンケート調査を実施する。 

（２） 地域センターへの調査結果や既存のツールを踏まえて事業主が抱える課題やニーズを抽出し、支

援の専門家や事業主へのヒアリング、地域センターの支援対象企業への試行実施等を経て、ツール

を作成する。 

（３） 研修を通じて事業主の課題やニーズを把握し、対応する支援を行うことを目的とした研修プログ

ラムを開発、試行するとともに、実施結果についてのアンケートやヒアリングを通じて、研修効果

の検証を行う。 

なお、本報告書においては、（１）を第２章、（２）を第３章、（３）を第４章でそれぞれとりまと

めている。 

 

４ 地域センターの事業主援助業務について 

地域センターによる事業主援助業務の実施状況を把握するために、アンケート調査を実施した結果、 

下記のことが明らかとなった。 

① 障害者が特定されていない段階（雇用の拡大含む）の事業主支援は、特定の障害者の採用（又

は職場適応、職場復帰）に伴う支援より頻度は低いものの、ほとんどの地域センターで実施され

ていた。 

② 障害者が特定されていない段階（雇用の拡大含む）の事業主支援の、事業主にとってのねらい

については、「法定雇用率の達成」（96％）、「障害者の担当職務の検討」（92％）、「経営者・社員の

意識向上、経営者・社員への情報提供」（88％）が多かった。 

③ 障害者が特定されていない段階（雇用の拡大含む）の事業主支援の方法では「社員研修への協

力（講師派遣、外部講師の活用を含む）」が最も多く、すべての地域センターで実施されていた。 

④ 地域センターで支援したことがある研修の事業主にとってのねらいについては、「障害者雇用

に向けた経営層の理解促進」、「障害者雇用に向けた社内の理解促進」、「職場の雇用管理ノウハウ、

具体的接し方の理解、演習」、「雇用開発・職務創出」、「その他」の５つに整理された。 

 

５ 地域センターの実態を踏まえたツールの作成について 

本調査研究では、上記地域センターにおけるアンケート調査結果等を踏まえて、ツールの作成を行っ

た。ツールの作成に当たっては、依然として０人雇用企業が多い実態を踏まえて、主に地域センターで

の活用を意図し、「これから障害者雇用に取り組む事業主や既に取り組んでいる事業主」を対象に、「事
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業主が主体となって障害者雇用に向けた取組を検討していただく中で、地域センターの障害者職業カウ

ンセラー（以下「カウンセラー」という。）と相談しながら活用するためのツールとして作成することと

した。  

ツールは、下記のプロセスで作成した。 

① 地域センターへのアンケート結果から、障害者雇用に関する事業主の課題、支援機関への期待及

び今後の事業主支援の在り方に関する自由意見等をクラスター分析することにより、事業主の抱え

る課題の抽出を行うとともに、既存の資料等も参考としながら障害者雇用の課題を円滑に把握する

ためのツール（試作版）を作成した。 

② 障害者を支援する機関の専門家（中央障害者雇用情報センターの障害者雇用支援ネットワークコ

ーディネーター、２地域センターの主任カウンセラー、全地域センターの事業主援助業務担当者等）

の意見を取り入れて修正を施した。 

③ 事業主の視点として、地域センターにおいて事業主援助業務の対象となっている事業主との相談

場面でツール（試作版）を試用してもらうことで、障害者雇用の取組の整理にどのように役立つか

の確認を行い、さらに障害者の雇用実績のある企業２社の人事担当者の意見を聞いて修正を加えた。 

 

上記の調査結果や専門家等の意見を踏まえ、ツールの作成においては以下の点を意識することとした。 

 ① 事業主と支援者が、同じツールをもとに話し合いながら課題を把握することができるようポイン

トを押さえた、わかりやすい言葉でチェックポイントを整理する。 

 ② 事業主の障害者雇用に対する姿勢、取組の進捗状況や置かれた環境等に応じて、障害者雇用の課

題のうち取り組みやすいところから始めることができるよう配慮して作成する。 

 ③ そのため障害者雇用の各チェックポイントについては、（ステップを踏んで直線型に進めるもの

として捉えるというより）始めやすいところからスタートできるような円環状の配置とする。 

④ 初めて障害者を雇用する事業主を意識して作成したが、その後の職場定着も見据えて、障害者の

仕事に対するモチベーションの向上、スキルアップや戦力化を意識した内容とする。 

⑤ 障害者の職務創出、採用や配置など、障害者の受入れに当たって、事業主が抱え、悩みやすいポ

イントを整理する。 

⑥ 事業主が、各チェックポイントの背景となる情報やより詳しい内容を参照できるようチェックポ

イントの一覧とは別に参考資料を作成する。 

 

作成したツールは、以下の２点となった。 

① 障害者雇用のためのサポートツール：障害者雇用を円滑に進めるためのヒントになるような７つ

のチェックポイントを「障害者雇用のための取組みチェックポイント一覧」としてまとめた。形式

としては、相談場面における事業主の見やすさや支援者の使い勝手を考慮して、チェックポイント

の一覧を、Ａ３・１枚でまとめた（巻末資料 13－１）。 

② 障害者雇用のためのサポートツール チェックポイント別参考資料：７つの各チェックポイント

についてその背景等についてわかりやすく説明した冊子。この参考資料については、支援者がチェ
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ックポイントの背景やより詳しい内容を事業主に情報提供したり、事業主自身が読むことで、より

深い理解につなげることができるよう、関連するデータや調査結果、事例、制度の概要等について

まとめたものとしている（巻末資料 13－２）。 

 

６ 研修プログラムを活用した提案型事業主支援について 

（１）試行した研修プログラムの概要 

地域センターへのアンケート調査結果から、障害者・患者が特定されていない段階の事業主支援の方

法について「社員研修への協力」が一番多かったこと（問８：100％）、その研修のテーマ（タイトル、

内容）や、事業主にとっての研修のねらいは多様である（問 18、問 19）こと等が確認された。研修の実

施は、事業主支援の有効な方策と考えられることから、本調査研究では、事業主の課題解決の方策とし

て、研修プログラムを活用した提案型事業主支援を試行することとした。 

本試行については、支援の内容として、第１章で整理した事業主支援の課題を踏まえ、大きく「事業

主の障害者雇用の意思決定」及び「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」の２つの課題に対

応することを目的とした。 

また、「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」については、「認知行動療法の４つの技法を

活用した全般的なプログラム」と、４つの技法の一つである Social Skills Training（以下「SST」と

いう。）を活用し、より専門的な人材育成を目指した「SST を活用した人材育成プログラム」とを実施

した。 

さらに、「SST を活用した人材育成プログラム」については、「個々の企業を対象」としたものと、地

域全体の支援力の向上と地域ネットワークの構築を目指し「複数企業を対象」としたものを実施した。 

以上、本研究における研修プログラム試行の概要をまとめると表のとおりとなる。 

 

表  研修を活用した提案型事業主支援の内容 

把把握握ししたた課課題題  研研修修ののねねららいい  対対象象企企業業のの属属性性  提提供供情情報報やや活活用用理理論論等等  

事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用のの意意思思

決決定定  

障害者雇用ニーズの顕在

化・具体化 

関連する事業所を含め

た企業グループ 

支援制度や支援機関に関

する情報を含めた多様な

情報提供 

企企業業内内でで障障害害者者雇雇用用をを支支ええ

るる人人材材のの育育成成ⅠⅠ  

支援者社員として身に着け

る情報一般、地域のネット

ワークづくり 

複数企業 認知行動療法の４技法 

企企業業内内でで障障害害者者雇雇用用をを支支ええ

るる人人材材のの育育成成ⅡⅡ——ⅠⅠ  

社内のより専門的な支援者

育成 

個別企業 認知行動療法の４技法の

うちの SST 

企企業業内内でで障障害害者者雇雇用用をを支支ええ

るる人人材材のの育育成成ⅡⅡ——ⅡⅡ  

地域の支援力の向上、地域

のネットワークづくり 

複数企業 認知行動療法の４技法の

うちの SST 
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（２）事業主の「障害者雇用の意思決定」の支援のための研修プログラム 

障害者雇用の意思決定の支援についての試行対象企業へのヒアリング等を通じて把握した課題は、主

に、①特に身体障害以外の雇用に消極的で障害特性の理解も不足していること、②障害者の担当職務の

創出、③障害者雇用に対する支援に関する情報不足の３点であった。これらの課題に対応した研修プロ

グラムを作成、試行するとともに、研修プログラムにおいて、短時間の雇用から、徐々に職務の幅を広

げ、勤務時間の延長を図っていくことを提案した。 

 研修プログラム実施後に、アンケート等で、その効果等について確認を行ったところ、研修を通じた

情報提供の中でも、特に障害に対する理解及び支援機関から得られるサポートについての理解を深める

ことは、障害者雇用に際して事業主が抱く不安の解消等に繋がり、障害者雇用への意欲を高め、具体的

な行動の検討を促す効果が期待できると考えられた。 

 一方で、受入れ態勢の整え方や障害者雇用の進め方に理解を示しつつも、それに係る人的・時間的コ

スト等から、その実行に困難を感じ、行動を検討するに至らなかった可能性も示唆され、同業他社の事

例の提供等更なる情報提供のあり方の工夫が必要と考えられた。 

 研修実施の方法として、本研修プログラムについては時間の制約等からオンラインでの講義という形

式をとったが、特に担当職務の創出という課題に対して、事業主の主体的な取組を促すためにはグルー

プワークを取り入れることが必要と考えられる。 

さらに本研修プログラムを通じて事業主に提案した、支援機関を活用した「週 10時間から始める障害

者雇用」については、地域センター等の職業リハビリテーション機関の専門的支援が有効に機能するこ

とも併せて説明することで、事業主の障害者雇用の意思決定を促すことができたことから、課題の把握

から解決方策の提示に至る提案型の事業主支援の一つの有効な方法となる可能性があると考えられる。 

 

（３）「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」支援のための研修プログラムⅠ（認知行動療法

の４つの技法の紹介） 

研修プログラムの試行のもう一つの課題として設定した、「企業内で障害者の一般雇用を支える人材

の育成」については、２つの研修プログラムを設定した。 

一つは障害者社員の職場定着に対する支援体制の強化のための支援者社員の人材育成を目的として、

地域センターで活用されている認知行動療法の４つの技法をもとに試作した。 

ヒアリングを通じて把握した試作対象企業の抱える課題は、主に、①精神障害者及び発達障害者に対

する支援スキルの向上、②就職前に就労支援機関が実施した支援と就職後に支援者社員が実施する支援

の継続性、③支援者社員のメンタルヘルスの３点であった。 

これらの課題に対して、地域センターで、リワーク支援等で活用されている認知再構成法（コラム法）、

精神障害者、発達障害者等を対象として活用されている問題解決技法（技能訓練）、アサーショントレー

ニング並びに SSTの講義及び演習により構成された研修プログラムを実施した。 

本研修プログラムの試行について、アンケート及びヒアリングでその効果等について確認を行ったと

ころ、研修で提供した認知行動療法等についての情報やその演習は、支援者社員に一定程度の満足度を

提供したこと、研修で学んだ知識やスキルが、少なからず支援場面において活用できるものであったこ
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とが伺えた。 

また、研修効果について、研修で学んだことに基づいて自らの行動が変化したかどうか等により評価

したところ、職場での研修プログラムの活用について、現時点では、職場単位で研修等に活用するには

至っていなかったものの、９名中７名が近い将来、活用を予定していると回答したことから、本研修の

効果が確認されたと考える。 

 

（４）「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」支援のための研修プログラムについてⅡ（認知

行動療法の４つの技法のうち SSTを活用） 

「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」についてのもう一方の研修プログラムは、認知行

動療法の４つの技法のうちの一つで、コミュニケーションスキルの向上支援に有効とされる SST（障害

者職業総合センターにおいては、SST を活用し、障害者を雇用する企業における、障害者社員及び支援

者社員の人材育成を同時に行うことを目的とした「SST を活用した人材育成プログラム」を開発してい

る。）を活用したプログラムとした。 

 なお、本研修プログラムの試行については、下記のとおり、①１企業を対象としたものと、②地域の

支援力の向上等をめざした複数企業を対象としたものとの、２パターンの支援を実施することとした。 

 

① １企業を対象としたプログラム 

本プログラムの対象となった企業のニーズ及び課題は、「障害のある正社員に SSTを実施し、キャリア

マップに盛り込みたいが、どのように実施してよいか分からない」、また、「支援者社員に SSTの運営・

実施を任せることにより、支援者社員の人材育成を同時に行いたいが、そのスキルを有した社員がいな

い」というものであった。 

これらのニーズや課題に対応した演習を含んだ研修プログラムを支援者社員と障害者社員に実施し、

研修終了後のアンケート調査等において結果の確認を行ったところ、支援者社員については、理論と実

践がセットになった本研修プログラムの実施方法についての高い満足度が確認されるとともに、研修で

伝えたかった知識の習得及びスキルの向上について一定程度の効果が認められたと考えられる。 

障害者社員に対する効果としては、SST の受講に対する満足度が高かったことが確認され、またその

目的もきちんと理解されていたと推察される。これらの結果から、障害者社員が支援者社員の支援を受

けながらコミュニケーションスキルの向上を図っていったこと、それが職場全体のコミュニケーション

の活性化、職場環境の改善につながり、ひいては職場定着を促進する効果が期待できると考えられた。 

 

② 地域の支援力の向上と地域ネットワークの構築をめざした複数企業を対象としたプログラム 

本研修プログラムの試行は、「SSTを活用した人材育成プログラム」を既に知っていた企業が、自社の

みならず地域の他の障害者雇用事業所に普及させたいとのニーズを受けて実施した。その際、１企業を

対象としたプログラムの場合と同様、SST の指導を担当するスキルを有した支援者が自社にも地域にも

いないことが課題として挙げられていた。このため、研修プログラムの内容は、①地域の支援者社員に

本プログラムの内容を知ってもらい、これを地域のネットワークの中で実践したいというニーズを引き

− 7 −



- 8 - 
 

出すためのワークショップ形式の研修と、②引き出された支援者社員のニーズをもとに構成した研修プ

ログラムの実施という２段構えの研修を、複数企業に対して実施することした。 

研修終了後のアンケート、ヒアリング調査等によりその効果を確認したところ、本研修プログラムに

対しても、研修受講者の高い満足度とともに、研修内容の理解が図られ、かつ学習したことに基づいて

自らの行動を変容させていることが確認できた。このことから本研修プログラムについては、行動変容

に至るまでの効果があったと考えられる。あわせて、本研修プログラムについては、地域の支援力の向

上や、支援者社員のネットワークづくりも、そのねらいの一つであったが、研修の実施による事業所外

のネットワークの形成の効果についての回答が得られており、当初の研修ニーズを一定程度満たしてい

ると思われる。 

 

７ 今後の課題等 

 本調査研究の今後の課題として、第５章で、ツールについては、①ツールの内容の検証・改訂の必要

性、②ツールの効果的な活用のための検討、③ツールを活用する支援者のスキルについて、また、研修

プログラムを活用した提案型事業主支援については、①研修プログラムの検証方法等、②研修プログラ

ムの内容・実施方法の更なる工夫、③研修プログラムの的確な実施のためのカスタマイズと支援者スキ

ルの向上について、それぞれ挙げている。 
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第１章 研究の背景・目的及び方法 

第１節 研究の背景 

１ 障害者雇用における事業主支援の重要性 

 障害者の雇用促進を図る上では、障害者のみならず、障害者を雇用する事業主に対する支援が重要と

なる。地域センターでは、障害者雇用促進法に基づき、障害者の職業評価、職業指導、職業準備支援及

び職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する

助言や支援を実施している。地域センターの事業主支援においては、それぞれの支援ニーズに応じて、

総合的・専門的な支援を実施しているが、個別の事業主のニーズや課題の把握方法、課題に対する支援

の効果的な提案方法について、必ずしも十分な検討は行われていない。 

事業主支援の実施方法に関する研究として、障害者職業総合センター（2015）は、法定雇用率の引き

上げ、精神障害者の障害者法定雇用率算定基礎への追加等により、障害者の雇用促進及び雇用継続のた

めの事業主支援の重要性が増しているとしている。当該報告書においては、今後、事業主支援のニーズ

や必要性についての意識が高まり、全体として障害者雇用・就業において、様々な機関が、事業主支援

に力点を置くようにシフトしていく可能性や、支援機関及び支援者の数が増え、多様性も広がってきて

いるため、単独機関による支援から地域のネットワークとして事業主支援を展開することが標準的な実

施方法となっていく可能性が指摘されている。さらに、職場定着支援の充実の必要性を指摘するととも

に、事業主支援の最終的な目標は、それぞれの企業が自社の障害者の雇用・定着の課題に自立的に取り

組み、ナチュラルサポートができる力を備え、外からの支援を必要としない状態になることであり、そ

こに行きつくまでの事業主支援が求められていると述べている。また、事業主支援における課題の一つ

として、多様な事業主のニーズに的確に対応するための効果的な事業主支援の手法の開発を挙げている。

しかしながら、障害者雇用促進法の改正により、2016年４月から、雇用の分野における障害者に対する

差別の禁止及び合理的配慮の提供が義務付けられ、また、2018年には障害者雇用義務の対象として精神

障害者が加わり、2021年には法定雇用率が 2.3％に引き上げられる等、障害者雇用に向けた事業主の更

なる取組が求められる中で、上記報告書以降、このような効果的な事業主支援の手法に関する研究はな

されていない。 

 

２ 事業主支援の現状 

上記研究によると、一般的に、事業主支援は、①障害者雇用の意思決定の支援、②障害者の採用に係

る支援、③就職後の適応のための支援、④就職後の定着のための支援に分類される。また、職業リハビ

リテーションの専門機関である地域センターにおける事業主支援の内容は雇入支援、定着支援、各種情

報提供等の３つに分けられるとし、それぞれの具体的な支援内容は図表１－１のように整理されるとし

ている。これによると、雇入支援は、②障害者の採用に係る支援、定着支援は、③就職後の適応のため

の支援、④就職後の定着のための支援に該当するものとなる。各種情報提供等については、①～④の全

てに該当する。地域センターにおいては、個別事業主の障害者雇用の課題等を的確かつ速やかに把握し、

事業主の取組と併せ、活用できる上述した援助内容等の提案を行う等により具体的支援が行われている。
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しかしながら、その際、課題等の把握方法や、提案内容・提示方法に関しては、必ずしも十分に検討が

深められているとは言えない。また、障害者雇用の意思決定を行っていない事業主が、地域センター等

の就労支援機関を訪れることは多くはないため、①障害者雇用の意思決定の支援は他の３つの支援と比

べて少ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※定着支援においては職場復帰支援も実施している 

図表１－１ 地域センターにおける支援内容 

（障害者職業総合センター 資料シリーズ No.87（2015）p-15より引用） 

 

３ 事業主支援のプロセス 

地域センターの就労支援は、サービス利用者のニーズを充足する上での課題の解決のため、ケアマネ

ジメント（ケースマネジメント）の考えに基づき、実施されている。ケアマネジメント（ケースマネジ

メント）とは、「対象者の社会生活上でのニーズを充足させるため、適切な社会資源と結びつける手続

きの総体」と定義され（白澤, 1996）、もとは医療、介護福祉の領域において用いられた用語である。

ケアマネジメントの基本的なプロセスは、①相談（ケアマネジメントの希望の確認）、②アセスメント

（ニーズの把握、ニーズを充足する方法の検討、社会資源の検討）、③ケア計画の作成、④ケア計画の

実施、⑤モニタリング、⑥終了という段階を経て実施される（朝日, 2007）。 

事業主支援においても、このプロセスは同様であり、事業主のニーズ及びニーズを充足する上での課

題を把握し、これを事業主と共有した上で、課題の改善方策を提案し、同意の得られた計画の実行を支

援し、その効果を検証し、必要であれば更なる改善方策を提案していく。ニーズを充足する上での課題

については、段階的に改善していく必要のあるもの、ニーズを充足した後に新たに生じるニーズもある

ため、支援を実行した場合に、その効果を検証するとともに、必要であれば更なる改善方策を提案する

という、いわば PDCAサイクルを回していくことが求められる。例えば、障害者を雇用したいというニー

１．雇入支援 

① 障害者の雇用理念の確立に関する助言・援助 

② 障害者雇入計画に関する助言・援助 

③ 障害者の配置、職務設計および作業環境の整備に関する助言・援助 

④ 障害者の労働条件（勤務時間、休憩時間、休日、賃金、安全衛生等に関する配慮）に関する助言・援助 

⑤ 障害者の教育・訓練、指導方法又は障害者雇用に係る従業員への教育に関する助言・援助 

⑥ 新規雇入れの際の人間関係作りの配慮等に関する助言・援助 

２．定着支援 

① 在職中の障害者の配置転換、職務再設計および作業環境の整備に関する助言・援助 

② 在職中の障害者の労働条件（勤務時間、休憩時間、休日、賃金等に関する配慮）に関する助言・援助 

③ 在職中の障害者の教育・訓練、指導方法又は従業員への教育に関する助言・援助 

④ 在職中の障害者の人間関係作りに係る配慮等に関する助言・援助 

３．各種情報提供等 

① 障害に関する情報提供 

② 障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度（助成金を除く。）に関する情報提供 

③ 各種助成金制度に関する情報提供 

④ 行政サービスに関する情報提供 

⑤ その他の情報提供等 
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ズを持ちながらも、障害者雇用に対する強い不安を抱いている事業主にとっては、この不安がニーズを

充足する上での課題となり、この課題が改善されない限り、障害者雇用に向けた取組を開始することは

難しい。そこで、事業主支援においては、この課題に対する改善方策として、研修や障害者雇用事業所

の見学等の提案を行い、同意の得られた計画の実行を支援する。事業主の不安については、一度で改善

可能なものあれば、段階的に改善していく必要があるものもあり、また、障害者雇用後に新たに生じる

不安もある。また、新たなニーズ等が生じることもあるため、事業主支援においては、PDCAサイクルを

回していくことが重要となる（図表１－２）。 

 

図表１－２ 事業主支援の具体的プロセス 

 

４ 事業主支援における課題 

（１） 課題の把握方法について 

どのような分野の支援であっても、そのスタートは支援対象のニーズの把握から始まる。 

ニーズは理想と現実のギャップであり、このギャップの原因となっている課題の改善を図り、ニーズ

を充足するために行うのが支援である。このプロセスにおいて、利用者に対するより個別的・計画的な

支援の実施のために、アセスメントが重要な役割を果たす。しかしながら、事業主のニーズを充足する

上での課題の把握方法は、支援機関ごとに異なっており、地域のネットワークとして事業主支援を展開

する上で情報共有を十分行いにくいという現状がある。また、担当者の経験知に基づき、アセスメント

が実施されており、担当者の知識や経験等により、その情報の量・質、精度が左右されるという問題も

ある。 

さらに、「中小企業における障害者雇用促進の方策に関する研究」（障害者職業総合センター, 2013）

においては、障害者雇用の課題について、企業と支援機関とで認識に様々なギャップがあることが示さ

ニーズ・課題の把握

課題の共有

課題改善方策
（事業主支援計画）の提案

結果の確認

ニーズの発生

意思決定

改善方策の実行

課題の改善

J支支援援機機関関

ニーズの充足

事事業業主主

新
た
な
ニ
ー
ズ
・
課
題
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れている。当該研究で実施した中小企業 4,858社を対象としたアンケート調査において、障害者を雇用

するに当たっての課題や制約を単一回答で問うた結果、「作業内容・手順の改善」「物理的な環境の整

備」「作業を遂行する能力」の３項目が突出して高い割合となっていた（図表１－３）。一方、障害者

就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、主要地方自治体が独自に設置している就労支援機関の

計 2,694機関を対象としたアンケート調査において、支援機関として感じている企業側の課題について

複数回答で問うた結果では、「現場従業員の理解」「作業を遂行する能力」「経営トップの方針」「社

内支援者の配置」「作業内容・手順の改善」の回答割合が概ね半数以上となっており、５項目のうち３

項目は企業調査ではさほど重視されていなかった項目であった（図表１－４）。 

図表１－３ 企業規模と障害者を雇用するにあたっても最も大きな課題や制約となる事項 

（障害者職業総合センター 調査研究報告書 No.114（2013）p-53より引用） 

1.0%

2.8%

20.1%

29.1%

8.3%

4.4%

14.5%

1.0%

0.7%

2.8%

0.0%

0.3%

0.1%

0.3%

0.1%

1.7%

1.4%

0.4%

7.5%

16.1%

26.2%

3.9%

4.1%

17.2%

1.3%

1.3%

5.4%

0.0%

0.2%

0.0%

0.2%

0.0%

2.2%

3.9%

0% 10% 20% 30%

経営トップの理解

現場従業員の理解

物理的な環境整備

作業内容・手順の改善

労働条件などの配慮

社内支援者の配置

作業を遂行する能力

仕事に対する意欲

遅刻や欠勤などの勤務態度

社内コミュニケーション

家族との協力関係

外部機関の支援

支援制度や支援機関の理解

具体的な手続き

親会社の理解

取引先などの理解

応募者の不在

56-300人

301-999人
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図表１－４ 雇用・就労支援において、支援機関として感じている企業側の課題 

（支援機関全体 複数回答） 

（障害者職業総合センター 調査研究報告書 No.114（2013）p-101より引用） 

 

このように、事業所が課題と感じることと、支援機関が課題と感じることが乖離している場合は、そ

れをすり合わせていくプロセスが必要になると考えられる。支援機関は、相談に来所した事業主に対し

て、丁寧な面談等を通じて事業主のニーズを把握するとともに、事業主が訴える課題とあわせて、その

背景にあると考えられる課題も含めて事業所も納得した形で共有していくことが求められる。 

原田（2011）は社会福祉士に対するインタビュー調査を通して、ソーシャルワークにおけるニーズに

57.7%

80.1%

28.8%
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24.2%
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は、ソーシャルワーカー自身が考える「仮説ニーズ」と、利用者との合意形成の過程で生成される「合

意ニーズ」とがあることを示した。ソーシャルワーカーが仮説ニーズを考えることなく、単にクライア

ントや家族の示すオーダーに応じるだけであれば、特に資源配分にかかわる点については、社会から要

請される期待に応えていないといえる。そのため、ソーシャルワーカーは利用者に関する様々なアセス

メントを行い、仮説ニーズを構築する。その上で、現在の状態に対する課題やそれに対する支援につい

て、合意ニーズを生成する。事業主支援においてもこのプロセスは同じであり、障害者雇用に課題を抱

える事業主をクライアント（利用者）と位置づけると、支援機関の担当者は事業主の置かれている状況

（障害者雇用率達成状況、従業員規模、業種など）を考慮し、仮説ニーズを構築する。その後のアセス

メントや仮説の検証（ニーズを充足する支援の提案）を経て、仮説を修正し、最終的な合意ニーズを生

成する。 

この合意ニーズを円滑に形成する上では、事業主の持つ課題を可視化し、関係者で課題を共有するた

めの課題把握ツールが必要と考える。 

 

（２）課題の改善方策について 

ア 事業主の障害者雇用の意思決定の支援 

事業主の障害者雇用に際して生じうるニーズには、様々な類型が考えられる。 

社会福祉の分野においては、「ニーズ（ニード）」という用語の定義について、いくつかの観点から

整理が試みられている。三浦（1995）は、「ある種の状態が、ある種の目標や一定の基準からみて乖離

の状態にある」ことを広義のニードとし、こうした状態の「回復、改善等を行う必要があると社会的に

認められたもの」を狭義のニードと呼んでいる。さらに、ここでいう「一定の基準」をどのように設定

するかに応じて、「規範的ニード」、「比較ニード」に分類し、また別の観点から、「潜在的ニード」、

「顕在的ニード」といった分類を提案している。 

規範的ニードは、ニードにおける基準を「『理論的』または『科学的』な判断に基づいて設けられた

りして社会的に合意が得られた基準」として測定されるものに設定し、そこからの乖離をニードと定義

するものである。一方比較ニードにおける基準は、「他との比較によって『統計的』に、かつ、相対的

に設定された基準に基づいて計られたもの」である。 

地域センターをはじめとする就労支援機関を訪れる事業主の多くは、障害者雇用の意思決定を行った、

すなわち、障害者雇用に対する顕在的ニーズを持っていることが多い。しかしながら、更なる障害者雇

用の促進を図る上では、事業主の持つ障害者雇用に対する潜在的・抽象的なニーズを顕在化、具体化さ

せることにより、障害者雇用の意思決定を支援していくことも必要と考える。 

また、2020年の「障害者雇用状況」集計結果（厚生労働省）によると、障害者を１人も雇用していな

い企業（いわゆる「０人雇用企業」）が未達成企業に占める割合は 57.9％となっている。このことから、

障害者を雇用したことのない事業主の障害者雇用の意思決定を支援していくことは特に重要と考える。 

 

イ 職場定着支援の充実 

事業主支援の最終的な目標は、それぞれの企業が自社の障害者の雇用・定着の課題に自立的に取り組
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み、ナチュラルサポートができる力を備え、外からの支援を必要としない状態になることとされる。そ

のためには、職場内で障害者の就労支援を行う人材（以下「支援者社員」という。）を育成することに

より、事業所内の障害者の支援体制の構築・強化を図ることを支援することが必要となる。 

「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会報告書」（厚生労働省, 2009）（以

下、「報告書」という。）においては、働く障害者を支えていくためには、障害者の一般就労を支える

人材の育成を図り、支援の質を向上させていくことが求められているとしている。 

また、報告書においては、地域の就労支援機関において一般就労を支える人材について現状と課題を

把握し、それぞれの役割に応じた就労支援のプロセス・職務等の整理、支援に必要な知識・スキル等を

明確化し、障害者の一般就労を支える人材の育成のための研修体系や具体的なモデルカリキュラムが提

示された。その後、「企業在籍型職場適応援助者（企業在籍型ジョブコーチ）による支援の効果及び支

援事例に関する調査研究」（障害者職業総合センター, 2020）において、企業在籍型ジョブコーチの配

置の効果とともに、研修等による支援スキルの向上が１つの課題として挙げられたことは、上述の報告

書の成果を活かした研修が十分実施されているとは言い難いことを示唆するものである。 

さらに、報告書においては、研修の受講者から提出された研修レポートや研修内容に対する満足度調

査等により研修の効果について検証し、これらを研修内容の改善に生かしていくことが必要であると指

摘している。この点については、研修成果が個人及び組織にいかに還元されたか等について把握するこ

とも重要である。さらに、一般就労を支える幅広い人材が共通の知識・スキルを習得することで、地域

の就労支援のネットワークを支える共通基盤の形成に資することができるとの報告書における指摘を踏

まえた研修の実施方法の工夫についても検討すべきと考える。 

 以上のことから、支援者社員の人材育成のための事業主支援の充実も重要な課題と考える。 

 

ウ 積極的な事業主支援の展開 

支援はニーズの充足を目標に実施するものであるが、例えば障害者雇用をしたいという漠然とした事

業主のニーズが、より具体的なニーズへ変化することもある。また、あるニーズが充足されたとき、そ

のニーズが満たされたことで新たにニーズが生じる場合がある。例えば、新規に障害者を雇用するとい

うニーズが充足された後に、新たに当該障害者の職場適応や、職場定着に関するニーズが生じうる。ま

た、改善方策の実行である支援を通し、更なるニーズを引き出すような提案、ニーズの具体化を図るよ

うな提案を行うことにより、積極的な事業主支援を展開することが可能となると考える。 

 

第２節 研究の目的 

 以上のことを踏まえ、本研究では、地域センターの事業主支援等での活用を意図し、事業主の抱える

課題を把握していくためのツールの開発と、個別の事業主のニーズ・課題を把握し、それに応じて作成

した研修プログラムの試作を行い、これを活用した事業主支援の試行に取り組むこととした。 

ツールは、障害者雇用に向けた事業主の課題を見える化するための、いわばアセスメントシートで、

ツールをもとにヒアリング等を行うことにより、担当者の知識や経験に関わらず、ある程度、均質な情

報を得ることができ、また、事業主の持つ課題を可視化し、関係者で課題を共有することを目的とした。 
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研修プログラムを活用した事業主支援については、単なる情報提供に留まることなく、研修を通して、

障害者雇用に対する潜在的・抽象的なニーズを顕在化・具体化するような提案を行うことにより、更な

る事業主のニーズを引き出し、より積極的な事業主支援を展開することを目的とした。 
そこで、本研究で試行した事業主支援については「研修プログラムを活用した提案型事業主支援」と

名付けた。 
 

第３節 研究の方法 

本調査研究においては、下記の方法により、地域センターにおける事業主支援の実態を把握し、その

結果を踏まえてツールを開発するとともに、支援者が把握した事業主の課題解決を支援するための研修

プログラムの試行に取り組むこととする。 

（１）地域センターの事業主援助業務の実施内容についてのアンケート調査を実施する。 

（２）地域センターへの調査結果や既存のツールを踏まえて事業主が抱える課題やニーズを抽出し、支

援の専門家や事業主へのヒアリング、地域センターの支援対象企業への試行実施等を経て、ツー

ルを作成する。 

（３） 研修を通じて事業主の課題やニーズを把握し、対応する支援を行うことを目的とした研修プログ

ラムを開発、試行するとともに、実施結果についてのアンケートやヒアリングを通じて、研修効

果の検証を行う。 

なお、本報告書においては、（１）を第２章、（２）を第３章、（３）を第４章でそれぞれとりまと

めた。 
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第２章 地域センターによる事業主支援の実施内容 

第１節 調査の趣旨 

本章では、地域センターの事業主援助業務の実施内容の一端を、調査を通じて明らかにする。 

第２節 方法 

2020年２月に、支所を含む全国すべての地域センターあて、メールにより調査票1を配布し、図表２－

１の事項について調査を実施した。各地域センターの事業主援助業務担当者による回答を求め、すべて

の地域センターから回答があった2。 

 

図表２－１ 調査事項の概要 

  

 
1 巻末資料１ 調査票「事業主支援の実施内容に関するアンケート」（179ページ） 
2 地域センターは 47都道府県に各１地域センターの他、北海道、東京、愛知、大阪、福岡の支所を加えると全部で 52の地域センターがある。

今回調査ではこのうち１地域センターから回答傾向が全く異なる担当者２名の回答があり、その他の 51の地域センターからは各１件ずつの

回答があったため、回答者総数は 53件となった。以下本章では、この 53件を 53の地域センターとみなして結果を整理する。 

【調査事項の概要】 

●▶ 雇用する障害者がまだ特定されていない段階の事業主に対する支援 

✓ 支援のきっかけ(企業からの要請やハローワークとの連携など） 

✓ 事業主にとっての、支援のねらい（法定雇用率の達成など） 

✓ 支援の方法（情報提供、セミナーなど） 

●▶ 社内研修に対する支援 

●▶ 障害者の職務の検討に対する支援              ････その他 
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第３節 結果 

以下、設問の順に調査結果を紹介する。 

１ 障害者が特定されていない段階の事業主支援 

問１の回答は図表２－２のとおりである。 

図表２－２ 問１の回答 
回答地域センター数 ｎ=53 

選択肢 
（頻度が高いものから 1、2､･･を付番） 

支援の頻度 × 

(該当なし) 
無回答 計 

最も高い ２番目に高い 最も低い 

特定の障害者・患者の採用（または職
場適応、職場復帰）に伴う事業主支援 

43 
(81%) 

9 
(17%) 0 0 

1 
(2%) 

53 
(100%) 

障害者・患者が特定されていない段階
（雇用の拡大を含む）の事業主支援 

16 
(30%) 

35 
(66%) 0 

1 
(2%) 

1 
(2%) 

53 
(100%) 

その他の事業主支援 0 0 
10 

(19%) 
24 

(45%) 
19 

(36%) 
53 

(100%) 
※ 回答傾向の目安のため、回答総数 53地域センターの 2/3（66%、35地域センター）以上だった回答に網掛を施している。 

図表２－２の選択肢中「障害者・患者3が特定されていない段階」とは、新たな障害者雇用において、

障害者の見学の受入れ、職場実習の受入れ、求人活動等で事業主が特定の障害者との接触を始めた段階

ではなく、その前の、まだ特定の障害者と出会っていない段階をいう。この「特定されていない･･」の

選択肢が設けられた意味は、新たな障害者雇用に取り組む企業を支援する上では、障害者の見学の受入

れ、職場実習の受入れ、求人活動等に至る以前の段階における支援が重要と考えたからである。 

これに対して「特定の障害者・患者の採用（又は職場適応、職場復帰）に伴う事業主支援」とは、障

害者の雇用前から雇用後にかけての、例えばジョブコーチ支援に伴う事業主への支援のように、特定の

障害者の雇入れや、職場適応を図るための、事業主に対する支援を意味している。 

結果を見ると、雇用前の障害者等がまだ「特定されていない･･」段階の支援は、「特定の･･」段階の支

援よりも頻度が低いものの、後の問３の結果から分かるように、ほとんどの地域センターで実施されて

いた。 

  

 
3 「患者」とは、当該事業所の社員であって、障害者手帳の所持が確認できていないものの、事業主に対して精神疾患や難病等の患者であるこ

との申出があり、合理的配慮指針や障害者雇用率制度の対象となり得る方も含む。 

問１ 次のうち、今年度（平成 31年 4月～令和 2年 1月、以下同じ。）の貴センターで頻度が最も高いものを「１」とし、

順位を（ ）内に入力してください。同程度の頻度であったり頻度の違いがわからない場合は同じ番号を付してく

ださい。該当しない選択肢には×を記入してください。 
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２ その他の事業主支援 

問２の回答の全文は図表２－３のとおりである。 

 

≪支援サービス・制度に関すること≫ 

●職員研修依頼、企業在籍型職場適応援助者の研修についての問合せや相談など。 

●企業在籍型ジョブコーチ養成研修についての相談。 

●助成金等制度に関する情報提供等。 

≪社内研修に関すること≫ 

●人事労務担当者が実施する研修内容（障害者を雇用する各店舗の障害者支援担当者）についての助言。 

●特定の障害者の複数人と事業所への支援を行った。障害のある従業員向けの研修について企画段階から事業所の相談に応

じ、研修当日は地域センターが研修講師を、また事業所がグループワークのサポートを担当した。 

●事業主団体主催の研修（情報提供、スキルアップ等）への協力依頼。 

≪その他≫ 

●雇用管理体制構築についての相談。 

●一般従業員のうちで、配慮が必要であると思われる方についての相談。対応方法の助言など。 

自由記述（８地域センターが計８件回答） 
図表２－３ 問２の回答4 

前掲の問１で「その他の事業主支援」を選択した 10 地域センター中８地域センターが問２に回答し

た。問２の回答のほとんどは、雇用前の障害者等がまだ「特定されていない･･」と「特定の･･」の両方

の段階にまたがる支援であろう。例えば「雇用管理体制構築についての相談」等は、「特定の･･」段階の

雇用管理体制に関する相談もあれば、「特定されていない･･」段階の新たな障害者雇用に向けた相談もあ

り得るからである。 

  

 
4 本章の自由記述の回答文の分類及び分類名は、読みやすさ等の配慮のため本章執筆者が行った整理結果である。その際、複数の回答者が偶然

同様の回答記述をした場合であっても、その事実を示すため、すべての回答を列挙した。以下同じ。 

問２ 上の問 1で「その他の事業主支援」がもしあれば、その概要を入力してください。 
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３ 事業主支援の実施の有無 

問３の回答は図表２－４のとおりである。 

図表２－４ 問３の回答 

回答地域センター数 ｎ=53 

選択肢（単一回答） 

地域センター数 

（回答地域センター数 

に占める割合） 

実施した 

→問 4へお進みください。 

52 
(98%) 

実施していない （またはわからない） 

→問 10へお進みください。 

1 
(2%) 

計 
53 

(100%) 
※ 回答傾向の目安のため、回答総数 53地域センターの 2/3（66%、35地域センター）以上だった回答に
網掛を施している。ただし、以降の問４～９においては、上の問３で「実施した」を選択した 52地域セ
ンターが回答総数となる5。 

障害者・患者が特定されていない段階の支援は、ほとんどの地域センターで実施されていた。  

 
5 問３で「実施していない（またはわからない）」を選択した１名は、52地域センター中唯一、１地域センター内で２名の回答があった地域セ

ンターの２名には含まれない。つまり 52の地域センター中１地域センターのみが「実施していない（またはわからない）」と回答した。 

問３ 貴センターでは、障害者・患者が特定されていない段階（雇用の拡大を含む）の事業主支援を、今年度に実施しま

したか？ いずれかの（ ）内に〇を入力してください。 
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４ 事業主支援のきっかけ 

問４の回答は図表２－５のとおりである。 

図表２－５ 問４の回答 
回答地域センター数6 ｎ=52 

選択肢 

（複数回答） 

支援の頻度 
× 

(該当なし) 
無回答 計 最も 

高い 
２番目に 
高い 

３番目に 
高い 

４番目に 
高い 

最も 
低い 

事業所からの要請 
35 

(67%) 
11 

(21%) 
1 

(2%) 
1 

(2%) 
1 

(2%) 0 3 
(6%) 

52 
(100%) 

ハローワークの 
雇用率達成指導への同行 

19 
(37%) 

12 
(23%) 

6 
(12%) 

7 
(13%) 0 3 

(6%) 
5 

(10%) 
52 

(100%) 

ハローワークによる 
センター利用のあっせん 

3 
(6%) 

17 
(33%) 

15 
(29%) 

7 
(13%) 0 2 

(4%) 
8 

(15%) 
52 

(100%) 

ハローワーク以外の 
関係機関からの要請 

3 
(6%) 

8 
(15%) 

18 
(35%) 

8 
(15%) 

2 
(4%) 

6 
(12%) 

7 
(13%) 

52 
(100%) 

その他のきっかけ 
1 

(2%) 
2 

(4%) 
1 

(2%) 
3 

(6%) 
4 

(8%) 
21 

(40%) 
20 

(38%) 
52 

(100%) 

※ 回答傾向の目安のため、回答総数 52地域センターの 2/3（66%、35地域センター）以上だった回答に網掛を施している。 また、表中の％値は
小数第１位を四捨五入した結果であるため単純合計値は必ずしも 100にならない。 

問４では、地域センターの支援サービスの要請元や、いわゆる利用経路を尋ねている。雇用前の障害

者等がまだ「特定されていない･･」段階の支援の利用経路は、ハローワークを介した依頼よりも、事業

所からの直接の依頼の方が多かった。事業所からの直接の支援依頼を受けた 49 地域センターのうち 35

地域センターは、事業所からの直接の支援依頼の頻度が最も高かった。  

 
6 本調査の全回答総数 53地域センター中、問３で「実施した」を選択した 52地域センター。 

問４ 今年度に実施した、障害者・患者が特定されていない段階（雇用の拡大を含む）の事業主支援のきっかけについて、

今年度の貴センターで頻度が最も高いものを「１」とし、順位を（ ）内に入力してください。同程度の頻度であ

ったり頻度の違いがわからない場合は同じ番号を付してください。該当しない選択肢には×を記入してください。 
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５ その他のきっかけ 

問５の回答の全文は図表２－６のとおりである。 

≪障害者雇用に関する企業向けセミナーや研修会等≫ 

●事業所担当者が企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講。 

●ハローワーク主催の雇用率未達成企業を対象とした研修で実施したアンケート。 

●事業主支援ワークショップをきっかけに職務の切り出し等の支援につながっている。 

●精神・発達障害者しごとサポーター養成講座、障害者職業生活相談員資格認定講習、納付金説明会、障害者合同面接会、事

業主支援ワークショップ、企業見学交流会。 

●都道府県支部高齢･障害者業務課が開催するセミナーで地域センターが行った業務説明をきっかけとして。 

●地域センターが労働局と共催して実施した事業主支援ワークショップ、チャレンジセミナーへの事業主の参加をきっかけとし

て。 

≪地域センター以外の高齢・障害・求職者雇用支援機構内の事務所との連携≫ 

●都道府県支部高齢･障害者業務課との連携。 

●中央障害者雇用情報センターとの連携。 

●他県の地域センターとの連携。 

≪企業からの紹介≫ 

●他企業からの紹介。 

●相談のあった企業内のほかの事業所からの紹介。 

≪地域の他機関からの紹介≫ 

●市役所に相談のあった事業所で、市役所が地域センターに確認の上、事業所に地域センターを紹介したケースあり。 

自由記述（９地域センターが計 12件回答） 
図表２－６ 問５の回答 

前の問４で「その他のきっかけ」を選択した 11 の地域センター7のうち９地域センターが、本問に回

答した。 

ここでは、雇用前の障害者等がまだ「特定されていない･･」段階の支援は、障害者雇用をテーマとし

事業主を対象とした、セミナー、研修、交流会、地域センターの業務説明等がきっかけとなる場合が、

最も多かった。 

  

 
7 問４で「その他のきっかけ」を選択した地域センターの、支援の頻度別の回答数（１＋２＋１＋３＋４）を合計すると、11地域センターにな

る。 

問５ 上の問４で、「その他のきっかけ」がもしあれば、その概要を入力してください。 
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６ 事業主支援のねらい（解決を図りたい障害者雇用の課題） 

問６の回答は図表２－７のとおりである。 

図表２－７ 問６の回答 
回答地域センター数8 ｎ=52 

選択肢（複数回答） 

地域センター数 

（回答地域センター数 

に占める割合） 

法定雇用率の達成 
50 

(96%) 

障害者の担当職務の検討 
48 

(92%) 

経営者・社員の意識向上、経営者・社員への情報提供 
46 

(88%) 

法定雇用率の達成後のさらなる障害者雇用の拡大 
24 

(46%) 

その他のねらい 
9 

(17%) 

※ 回答傾向の目安のため、回答者総数 52地域センターの 2/3（66%、35地域センター）以上だった回答に
網掛を施している。 

本問の「事業主にとってのねらい」とは、次のような趣旨である。地域センターが事業主に対して支

援を行う際、雇用前の障害者等がまだ「特定されていない･･」段階の事業主に対しては、事業主が障害

者雇用で困っていること、わからないこと、悩んでいること等を聴き取り、地域センターが提供できる

支援内容を説明し、支援のねらいや目的となる、解決を図りたい障害者雇用の課題について話し合う段

階がある。本問は、当該年度内にそのねらいとされた項目に関する設問である。 

結果は、「法定雇用率の達成」、「障害者の担当職務の検討」、「経営者・社員の意識向上、経営者・社員

への情報提供」の順で回答数が多かった。 

障害者の担当職務の検討が障害者雇用の最大の課題となることは、これまで多くの調査結果にみられ

ている9。今回の調査で第２位だった理由は、「法定雇用率の達成」が、「障害者の担当職務の検討」や「経

営者・社員の意識向上、経営者・社員への情報提供」の目標であり、重複回答において共通の目標であ

る「法定雇用率の達成」の回答が最も多くなったためと考えられる。 

  

 
8 回答者総数 53地域センター中、問３で「実施した」を選択した 52地域センター。 
9 障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010）は、国内の３つの調査と米国の１つの調査から、障害者雇用を進める企業にとって、障

害者の担当職務の検討が最大の課題である旨を指摘している。 

問６ 今年度実施した、障害者・患者が特定されていない段階（雇用の拡大を含む）の事業主支援の、事業主にとっての

ねらいについて、今年度の貴センターの事業主支援に当てはまるものをいくつでも選び、（ ）内に〇を入力してく

ださい。 
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７ その他のねらい 

問７の回答の全文は図表２－８のとおりである。 

≪社内体制、雇用の仕組づくり≫ 

●新規担当者（雇用管理）への引継ぎ、支援機関との顔つなぎなど。 

●社内の雇用管理体制づくりの検討。 

●担当者（雇用管理）のスキルアップ（サポート力向上）。 

●担当者（雇用管理）のスキルアップ。 

●障害者雇用の取組についての社内コンセンサスの形成。 

●障害者雇用を促進するための、社内におけるスキームづくりや関係機関とのパイプづくり。 

●障害者雇用や障害特性に応じた防災マニュアル等社内のマニュアル整備。 

●障害社員のキャリアアップ（評価基準や方法など制度設計、研修の実施など）。 

≪実雇用率≫ 

●雇用率が上がることを想定した採用。 

●既に雇用している障害者が退職した(若しくは定年退職予定などの)場合に備えた採用。 

≪その他≫ 

●労働力の確保。 

●地域の就労支援機関サービスに関して、地域センターから情報を得る。 

●求職者の募集方法に関して、地域センターから助言を得る。 

●テレワーク等多様な働き方の検討。 

●職場定着。 

自由記述（９地域センターが計 15件回答） 
図表２－８ 問７の回答 

前の問６で「その他のねらい」を選択した９地域センターの全部が問７に回答した。 

結果は、雇用前の障害者等がまだ「特定されていない･･」段階の支援は、「相談・指導者側のスキルア

ップ」や「マニュアル整備」等、社内体制や雇用の仕組づくりに類する回答が、最も多かった。これら

は、障害者雇用に伴う建物や設備等のような「環境（モノ）」の整備とは異なり、選択肢のひとつである

「経営者・社員の意識向上、経営者・社員への情報提供」とともに、障害者の受入体制の整備、理解の

浸透、雇用の現場における適切な配慮等の「ヒト」に関する事項である。 

  

問７ 上の問６で、「その他のねらい」がもしあれば、その概要を入力してください。 
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８ 事業主支援の方法 

問８の回答は図表２－９のとおりである。 

図表２－９ 問８の回答 
回答地域センター数10 ｎ=52 

選択肢（複数回答） 

地域センター数 

（回答地域センター数 

に占める割合） 

社員研修への協力（講師派遣、外部講師の活用を含む） 
52 

(100%) 

セミナーや研修への参加のご案内 （センター主催か否かを問わない） 
49 

(94%) 

典型的な障害特性や配慮事項の説明 
49 

(94%) 

障害者の担当職務の内容の提案 
48 

(92%) 

制度や事業の利用のご案内 
47 

(90%) 

他社の障害者雇用事例の紹介 
47 

(90%) 

求人票の作成に係る助言 
31 

(60%) 

雇用事例企業、訓練校等の見学の設定 
16 

(31%) 

障害者雇用管理サポーターの活用 
12 

(23%) 

その他の方法 
8 

(15%) 

※ 回答傾向の目安のため、回答者総数 52地域センターの 2/3（66%、35地域センター）以上だった回答に網掛
を施している。 

雇用前の障害者等がまだ「特定されていない･･」段階の事業主支援の方法は、「社員研修への協力（講

師派遣、外部講師の活用を含む）」が最も多かった。 

第３位の「典型的な障害特性や配慮事項の説明」については、雇用前の障害者等がまだ「特定されて

いない･･」段階の支援であることから、障害のうち代表的な種類に共通する特性と、多くの企業に必要

とされる配慮事項についての一般的な説明が行われたものと考えられる。 

 

  

 
10 回答者総数 53地域センター中、問３で「実施した」を選択した 52地域センター。 

問８ 障害者・患者が特定されていない段階（雇用の拡大を含む）の事業主支援の方法について、今年度の貴センターの

事業主支援に当てはまるものをいくつでも選び、（ ）内に〇を入力してください。 
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９ その他の方法 

問９の回答の全文は図表２－10のとおりである。 

≪社外のサポート、情報の活用≫ 

●地域障害者職業センターを含む、圏域内の就労支援機関の役割の整理と説明、活用に向けたパイプづくり。 

●ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の関係機関の情報提供、利用に向けた調整。 

●中央障害者雇用情報センターの障害者雇用支援ネットワークコーディネーターによる事業主への助言。 

●インターネット情報の活用の仕方（web検索）。 

≪障害特性等の理解≫ 

●職業準備支援での作業状況を見学してもらい、発達・精神障害者への理解を深めてもらう機会とした。 

●採用や定着支援を担当する社員に対して、ワークサンプルのMWS（OAワークなど）などの体験を通じ、アセスメントの視点や

方法について研修を実施した。 

●現場の指導担当者向けケース検討会の実施（スタッフミーティングに参加・助言） 

≪その他≫ 

●今後の雇入れ、雇用の拡大の段階、検討課題の“見える”化。 

●事業主が障害を確認できたものの手帳未取得の社員について、事業主から相談を受けた。障害種類ごとの一般的な特性につ

いて質問を受け、個別の事例に配慮して、慎重に説明した。事業主から、当該社員の職務遂行能力に関する評価を聞いた上

で、提案として、家族を交えて相談を進め、職務の習熟目標と到達目標を立て、習熟具合により本人のキャリアップをどうする

かを検討することを助言した11。 

自由記述（７地域センターが計９件回答） 
図表２－10 問９の回答 

前の問８で「その他の方法」を選択した８地域センターのうち７地域センターが、本問に回答した。

結果は、社外のサポート、情報の有効な活用が図られるようにするための支援、次いで障害特性等の理

解を図るための支援が挙げられた。 

  

 
11 この回答は雇用後の社員に関する相談について述べたものであるから、雇用前の障害者等がまだ「特定されていない･･」段階の支援につい

て問う問９の回答としては、実は当たらない。 

問９ 上の問 8で「その他の方法」を選択した場合は、その概要を入力してください。 
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10 職務の提案の支援 

問 10の回答は図表２－11のとおりである。 

図表２－11 問 10の回答 
回答地域センター数 ｎ=53 

選択肢（単一回答） 

地域センター数 

（回答地域センター数 

に占める割合） 

提案した 
50 

(94%) 

提案しなかった 
→問 17へお進みください。 

2 
(4%) 

その他 
1 

(2%) 

計 
53 

(100%) 
※ 回答傾向の目安のため、回答者総数 53地域センターの 2/3（66%、35地域センター）以上だった回答に網掛を施して
いる。ただし、以降の問 11～16では、上で「提案した」又は「その他」を選択した 5１地域センターが回答総数である。 

この問 10では、前掲の問３で回答した「障害者・患者が特定されていない段階の事業主支援」の実施

の有無にかかわらず 53 地域センターの全部が回答し、問 10 ではこのうち 50 地域センターが「事業主

に対し、障害者の担当職務の内容に関する何らかの提案をした」と回答した12。 

なお、地域センターが提案した具体的な職務内容については、この後の問 12で尋ねる。 

11 その他の支援 

問 11の回答の全文は図表２－12のとおりである。前の問 10で「その他」を選択した１か所の地域セ

ンターが問 11にも回答した。 

≪事業主に対する、障害者の担当職務の内容に関する何らかの提案の有無≫ 

●相談以前から事業主が障害者向けの職務として想定していた職務について、より具体化できそうか、従事できそうな求職者（障害

者）の障害特性等について、助言を行った。 

自由記述（１地域センターが１件回答） 
図表２－12 問 11の回答 

  

 
12 前掲の問８では、障害者・患者が特定されていない段階の事業主支援を実施した地域センターのみが回答したため、52地域センター中 48地

域センター（92％）が「障害者の担当職務の内容の提案」を選択した。 

問 11 上の問 10で「その他」を選択した場合は、その概要を入力してください。 

問 10 貴センターでは今年度、事業主に対し、障害者の担当職務の内容に関する何らかの提案をしたことがありますか？ 

いずれかの（ ）内に〇を入力してください。 
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12 支援者が提案した職務 

問 10で「提案した」又は「その他」を選択した 51地域センターのうち 49地域センターが問 12に回

答した。職務の検討方法や提案した職務内容は多様だった（詳細は 184ページ巻末資料２参照）。以下で

はその回答の概要を説明する。 

回答結果に示された職務内容については、同じく全地域センターを対象として 2009 年に障害者職業

総合センターが実施した、過去の別の調査13（以下「2009年調査」という。）の中にも、本設問と同様の

設問があった。2009年調査の結果と今回調査の結果とを比較し、図表２－13のような傾向がみられた。 

●清掃業務、データ入力・シュレッダー作業等の事務補助作業が依然として多いこと。ただし事務補助作業の中では、ＰＤＦ化作

業等以前にはなかった新たな作業も出てきたこと。 

●介護職の補助、物流倉庫作業等への職務の拡大がみられること。 

図表２－13 問 12の回答傾向（2009年調査との比較） 

また、今回調査では、地域センターから事業主へ提案した職務の検討方法や、今後同様の取組を行う

支援者に伝えたい留意点についても、回答を求めた。この結果を図表２－14のとおり整理した14。 

障害者雇用の検討に至った経緯に着目 

●事業主の話を十分に聞き、その事業主が障害者雇用に取り組むきっかけや、面談する担当者の立場を考慮して、ニーズを汲

み取り、ニーズと結び付けて提案することに留意し、事業主の状況を踏まえた職務の提案が行われていた。 

他社の雇用事例に着目 

●Web上でも公開されているデータベースや事例集の冊子等を活用し、同業他社の事例を紹介した。 

特定の障害者の障害特性や適性に着目 

●例として、地域センターを利用している求職中の特定の障害者が当該事業所で雇入れられた場合を想定して、障害特性、対応

が可能と思われる職務、職業能力を生かすために事業所に求められる対応方法等を説明した。 

現に事業に貢献している職務に着目 

●障害者に仕事を確保することが全体の効率を低下させることがないよう、できるだけ企業・事業所全体を俯瞰して捉え、障害

者・事業主双方の利益につながる提案が行われていた。このため、当該事業主の主力業務を中心に、主力業務の成立に不可

欠な周辺の仕事や一部を担う仕事を含め、事業所内の実際の職務の中から、様々な障害者の障害特性を考慮して、働き甲斐

がありモチベーションをもってそれに従事できる仕事を抽出していた。 

職務の検討手順に着目（業務のリスト化、並べ替えなど） 

●具体的職務を提案する前に、切り出し・再構成モデル、特化モデル、積上げモデル等の職務創出の理論的考え方を、わかりや

すく説明していた。 

その他の着目点、留意点 

●事業主が想定していた職務や配属部署をベースとして相談を進め、外注業務の内製化、キーパーソンの選任、障害者の希望

職種等を必要に応じて考慮した職務の設定の提案が行われていた。 

図表２－14 問 12の回答傾向（職務開発の留意点）  

 
13 障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010）障害者採用に係る職務等の開発に向けた事業主支援技法に関する研究,pp.109-112. 
14 2009年調査でも、職務創出の方法や、今後同様の取組を行う支援者に伝えたい留意点について自由記述で尋ね、「職務開発支援の進め方」等

に関する回答があった。その結果の詳細については、障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010）障害者採用に係る職務等の開発

に向けた事業主支援技法に関する研究, pp.113-114に掲載されている。 

問 12 貴センターが提案したのは、どのような職務でしたか？ できれば、職務の検討方法や、今後同様の取り組みを行

う他の支援者に伝えたい留意点と併せて、ご記入願います。 
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13 職務提案の留意点 

回答者総数 53地域センター中、問 10で「提案した」又は「その他」を選択した 51地域センターが問

13に回答した。結果は図表２－15のとおりである。 

図表２－15 問 13の回答 
回答地域センター数 ｎ=51 

選択肢（複数回答） 

地域センター数 

（回答地域センター数 

に占める割合） 

主な職務を補う周辺の職務 
50 

(98%) 

その事業所の誰かが日常的に担当していた職務 
46 

(90%) 

外注していた職務 
38 

(75%) 

当該事業所では普段行われていなかったが、他社では行われており、当該
事業所においても有用となることが期待される職務 

33 
(65%) 

生産性向上、主要な業務への専念等が期待されるサポートの職務 
31 

(61%) 

当該事業所の誰かが行いたいと考えていたが十分に行えていなかった職務 
31 

(61%) 

その他 
5 

(10%) 
※ 回答傾向の目安のため、回答総数 51地域センターの 2/3（66%、34地域センター）以上だった回答に網掛を施している。 

問 12と同様、問 13の回答についても 2009年調査の結果15と比較したところ、以下の状況が見られた。 

（１）「主な職務を補う周辺の職務」及び「その事業所の誰かが日常的に担当していた職務」の２つが

最も多いという傾向に変わりはなかった。 

（２）「外注していた職務」が 33％から 75％に増えた。 

（３）「当該事業所では普段行われていなかったが、他社では行われており、当該事業所においても有

用となることが期待される職務」16が 29％から 65％に増えた。 

（４）「生産性向上、主要な業務への専念等が期待されるサポートの職務」17が 38％から 61％に増えた。 

（５）「当該事業所の誰かが行いたいと考えていたが十分に行えていなかった職務」18が 46％から 61％

に増えた。  

 
15 障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010）障害者採用に係る職務等の開発に向けた事業主支援技法に関する研究,p.101. 
16 2009年調査の選択肢は「その事業所では行われていなかったが、同業他社などでは行われており、その事業所においても有用となることが

期待される職務」。 
17 2009年調査の選択肢は「生産性向上、多忙な業務の手助け、仕事上の困りごとの解消等につながることが期待されるサポートの職務」。 
18 2009年調査の選択肢は「事業主（又は従業員）が行いたい（又は行うべき）と考えていたが、十分に行えていなかった職務」。 

問 13 障害者の担当職務の内容の提案に際し、貴センターが着目・確認した事項について、今年度の貴センターの事業主

支援に当てはまるものをいくつでも選び、（ ）内に〇を入力してください。 
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図表２－16 2009年調査と今回調査の違い 

 2009年調査
19 今回調査 異同 

調査対象 全地域センター 全地域センター 同じだった。 

調査に回答した

地域センター数 

24地域センター 

（46％） 

全地域センター 

（100％） 
約２倍に増加した。 

回答者の業務経

験年数 
20

 
平均 18年（最頻値 16年） 平均 18年（最頻値 20年） 概ね同じだった。 

 2009年調査の問２ 今回調査の問 13 異同 

設問に回答した

地域センター数 
13地域センター 51地域センター 約４倍に増加した。 

設問の 

選択肢
21

 

その事業所の誰かが日常的に

担当していた職務 

その事業所の誰かが日常的

に担当していた職務 
同じだった。 

主な職務を補う周辺の職務 主な職務を補う周辺の職務 同じだった。 

外注していた職務 外注していた職務 同じだった。 

生産性向上、多忙な業務の手助

け、仕事上の困りごとの解消等

につながることが期待されるサ

ポートの職務 

生産性向上、主要な業務への

専念等が期待されるサポート

の職務 
概ね同じだった。 

事業主（又は従業員）が行いた

い（又は行うべき）と考えていた

が、十分に行えていなかった職

務 

当該事業所の誰かが行いた

いと考えていたが十分に行え

ていなかった職務 
概ね同じだった。 

その事業所では行われていな

かったが、同業他社や他の類似

の事業場では行われており、そ

の事業所においても有用となる

ことが期待される職務 

当該事業所では普段行われ

ていなかったが、他社では行

われており、当該事業所にお

いても有用となることが期待さ

れる職務 

概ね同じだった。 

設問の 

主旨 

〔問２の主旨：職務開発〕 

回答時点までの回答者の業務

経験の中で、回答者が実施した

ことがある（又は支援対象の事

業主が行った）職務開発に比較

的近いものを、選択肢の中から

いくつでも選択する。 

〔問 13の主旨：職務の提案〕 

回答時点を含む年度内
22
の回

答者の業務経験の中で、回答

者が障害者の担当職務の内

容の提案を行った際、着目・

確認した事項を、選択肢の中

からいくつでも選択する。 

以下のとおり、2009年調査の主旨（職務開発）は、今回調

査の主旨（職務の提案）をより広く含んでいた。 

（１）支援者が障害者の担当職務を検討した時点の範囲

は、今回調査では当該年度内のみ、2009 年調査では調

査時点までの全期間における、回答者の業務経験。 

（２）2009年調査の｢職務開発｣
23
は、支援者が行った職務

開発と事業主が行った職務開発の両方を含むが、今回

調査では後者が含まれなかった。 

（３）2009年調査の｢職務開発｣のうち支援者が実施した部

分は、今回調査の範囲（障害者の担当職務に関する支援

者からの提案に際して着目・確認した事項）と概ね同じで

ある。 

（４）2009年調査の｢職務開発｣は、就業時間の短縮、通院

配慮、人的支援等の配慮・改善を含んでいたが、今回調

査では含まれていなかった。 

 
19 障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010）障害者採用に係る職務等の開発に向けた事業主支援技法に関する研究,p.165. 
20 回答者の障害者職業カウンセラーとしての経験年数。今回調査では問 22で、また 2009年調査では問１で、それぞれ回答を求めている。 
21 2009年調査の選択肢は、これらのほかに、あと３つあった。両調査とも該当選択肢をいくつでも選択できる形式であっため、ここでは選択

肢数の違いは勘案しないこととした。 
22 2019年度。 
23 2009年調査では「職務開発」を次のように定義した。「障害者の雇用及び雇用継続の促進を図るため、既存の職務に配慮・改善を加えたり、

障害者が従事できる新しい職務を創出したりすることを意味します。また、支援者が主体となって職務開発を行う場合と、事業主による職

務開発を支援者が側面から支援する場合の両方を含みます。さらに、職務の配慮・改善は就業時間の短縮、通院配慮、人的支援等を含みま

す。」 
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前掲の（２）～（５）の結果は、図表２－15の「外注していた職務」、「当該事業所では普段行われて

いなかったが、他社では行われており、当該事業所においても有用となることが期待される職務」、「生

産性向上、主要な業務への専念等が期待されるサポートの職務」及び「当該事業所の誰かが行いたいと

考えていたが十分に行えていなかった職務」に着目した職務の提案の頻度が、2009年の時点よりも今回

の時点（2020年）の方が増えたことを示唆している。 

また、2009年調査では、上の（１）と（２）の支援を「職務切り出し・再構成支援24」、（３）～（５）

の支援を「職務創出支援25」と定義し、区別した。これらの視点から、今回調査の結果は「職務創出支援」

を行う地域センターが増えたことを示唆する。 

なお、2009 年調査の設問や選択肢は、今回調査と同じではなかった（図表２－16）。だがそのことに

よって以上の見解が否定されることはない。以下ではその理由を説明する。 

図表２－16の「設問の主旨」に示したとおり、2009年調査の主旨（職務開発）は、今回調査の主旨（職

務の提案）を含み、その範囲は今回調査の方が狭い。そうであるにもかかわらず、2009年調査よりも今

回調査の方が回答者数が多かったことは、障害者の担当職務の検討を支援する地域センターが増えたこ

とを示唆する。また、支援の内容別に見ると、上の（２）～（５）で、それぞれの選択肢を選んだ回答

者の割合が高くなったことが示された。このことは、事業主が行う障害者の担当職務の検討に対し、上

に挙げた職務創出支援のように、より多様な着眼点の下に支援する地域センターが増えたことや、その

背景にある事業主のニーズに、何らかの変化があったことを示唆するものである。 

以上の結果は、第３章のツールを活用した事業主相談と、第４章の研修プログラムを活用した事業主

支援にも反映される。特に第４章では、事業主によって異なる個別のニーズを把握しながら、研修プロ

グラムの中で把握されたそれぞれの事業主のニーズに対応した職務創出支援が実施される。 

 

  

 
24 当該事業所における、(a)主な職務を補う周辺の職務、(b)その事業所の誰かが日常的に担当していた職務、(c)外注していた職務の３種類の

職務の一部（又は全部）の切り分け、組み合わせ、スケジュール化により、障害者が担当する職務を確保すること。 
25 事業所のニーズを確認し、その事業所では行われていなかった職務を発見又は創出し、障害者が担当できるようにすること。 
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14 その他の留意点 

問 14の回答の全文は図表２－17のとおりである。前の問 13で「その他の方法」を選択した５地域セ

ンターが、本問に回答した。 

障害者の担当職務の提案に際し、地域センターが着目・確認した事項 

●まずは人手がほしい仕事は何かを聞くようにしている。ニーズがある仕事に従事したほうが、需要と供給のバランスで長く続けら

れる可能性も高まると考えるため。 

●専門職の仕事をしている人が、専門職に専念できるよう、その専門職の方々がやっている専門職以外の誰がやっても問題なくで

きる仕事について着目する。 

●ボリュームのある職務、接客・対人折衝を伴わない職務、手順・ルールが定められる職務 

●特性を強みとして活かすことができそうな職務（視覚優位、正確さや厳格さ、独創的な発想、細部へのこだわり、秩序を重んじる

等） 

●関連会社に常駐して行う業務（請負、在籍出向等） 

●事業所全体では行われていたが、当該事業所では取り組んでいなかった業務を新規導入したケースについて、新規導入に合わ

せて障害者雇用を進めた。 

自由記述（５地域センターが計６件回答） 
図表２－17 問 14の回答 

結果は多様で、「人手がほしい仕事」への着目、専門職の仕事のうち専門職以外の社員にもできる仕事

の切り出し等が挙げられた。 

  

問 14 上の問 13で「その他」を選択した場合は、その概要を入力してください。 
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15 職務提案の準備 

問 15の回答は図表２－18のとおりである。 

図表２－18 問 15の回答 
回答地域センター数26 ｎ=51 

選択肢 
（頻度が高いものから 1、2､･･を付番） 

支援頻度別地域センター数 

（回答地域センター数に占める割合） 該当なし 

最も高い 
２番目に 
高い 

３番目に 
高い 

最も低い 

業務内容についてインタビューしたり、職場
を見学させてもらったりした 

39 
(76%) 

10 
(20%) 

2 
(4%) 0 0 

同業他社等の状況をリファレンスサービス
や他職員の経験等から確認した 

26 
(51%) 

20 
(39%) 

5 
(10%) 0 0 

業務リストを事業所に作成してもらった 
9 

(18%) 
11 

(22%) 
12 

(24%) 0 11 
(22%) 

その他 0 3 
(6%) 

1 
(2%) 

2 
(4%) 

12 
(24%) 

※ 回答傾向の目安のため、回答者総数 51地域センターの 2/3（66%、34地域センター）以上だった回答に網掛を施している。
また、表中の％値は小数第１位を四捨五入した結果であるため単純合計値は必ずしも 100にならない。 

この設問では、事業主と協力して障害者の担当職務を考えるための、事前の情報収集の方法を尋ねて

いる。問 15 の選択肢「業務内容についてインタビューしたり、職場を見学させてもらったりした」と

「同業他社等の状況をリファレンスサービスや他職員の経験等から確認した」との２つは、回答したす

べての地域センターが実施しており、このうち「業務内容についてインタビューしたり、職場を見学さ

せてもらったりした」は、実施頻度が最も高かった。 

  

 
26 回答総数 53地域センター中、問 10で「提案した」又は「その他」を選択した 51地域センター。 

問 15 障害者の担当職務の提案の前段階で、貴センターが行ったことについて、頻度が最も高いものを「１」とし、順位

を（ ）内に入力してください。同程度の頻度であったり頻度の違いがわからない場合は同じ番号を付してくださ

い。該当しない選択肢には×を記入してください。 
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16 その他の準備 

問 16の回答の全文は図表２－19のとおりである。 

 

障害者の担当職務に関する提案の前段階で、事業所に対して地域センターが行ったこと 

●事業所が既に担当職務のリスト（案）を作成していたため、それをもとに相談を実施。 

●事業所主催の社内研修の中で、職務の切出しや職務設計の方法を演習形式で学んでもらった。 

●他社、職業訓練校の見学、事業主支援ワークショップや各種セミナーへの参加を案内した。 

●過去から直近まで、障害者専用の求人票や一般の求人票を事業所に確認をした。 

●企業内の他の部署や、他の地域にある事業場での障害者雇用の取組をインタビューしたり、当該地域の地域センターに相談状

況を確認した。 

自由記述（５地域センターが計５件回答） 
図表２－19 問 16の回答 

前ページの問 15で「その他」を選択した６地域センターのうち５地域センターが本問に回答した。回

答結果は多様で、当該事業所が既に進めていた障害者雇用の取組を生かした支援、社内研修の中での障

害者に担当できそうな職務の情報収集、過去の求人票の仕事の内容を手掛かりにした職務の検討等が挙

げられた。 

  

問 16 上の設問で「その他」を選択した場合は、その概要を入力してください。 
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17 社内研修に対する支援 

問 17の回答は図表２－20のとおりである。 

図表２－20 問 17の回答 
回答地域センター数 ｎ=53 

選択肢（単一回答） 

地域センター数 

（回答地域センター数 

に占める割合） 

支援したことがある 
51 

(96%) 

支援したことはない 

→問 20へお進みください。 

2 
(4%) 

計 
53 

(100%) 
※ 回答傾向の目安のため、回答者総数 53地域センターの 2/3（66%、35地域センター）以上
だった回答に網掛を施している。 
なお、この問 17で「支援したことがある」を選択した 5１地域センターが、以下の問 18～
22の回答総数となる。 

事業主が社内で実施する社員を受講者とした研修を、地域センターからの講師派遣、外部講師の活用

などによって支援したことがあるかどうかを尋ねたところ、ほとんどの地域センターが実施していた。 

  

問 17 貴センターでは今年度、事業所の社内研修（センターからの講師派遣、外部講師の活用など）を支援したことがあ

りましたか？  いずれかの（ ）内に〇を入力してください。 

− 37 −



 

- 38 - 

 

18 社内研修のテーマ 

問 18の回答の概要は以下のとおりである（全文は 186ページの巻末資料３参照）。回答に現れた事業

所の社内研修（地域センターからの講師派遣、外部講師の活用など）のテーマを６つに分類した（図表

２－21）。 

図表２－21 問 18の回答の概要 
自由記述（51地域センターが回答） 

分類27 テーマ（例） 

障害者雇用の現状、制度とサービス 障害者雇用率制度、合理的配慮、支援機関の機能、法改正の動向、･･その他 

障害特性、配慮事項 
様々な障害特性の理解（管理者、一般社員のそれぞれ向け）、様々な障害の特性と配

慮事項、発達障害がうかがわれる職員への配慮のポイント、･･その他 

職場での対応の仕方 
分かりやすい教え方、コミュニケーション技能の向上、カウンセリングの進め方と

ヒント、高次脳機能障害のある方への関わり方、てんかんの対処法、･･その他 

事例の紹介 色々な職場で活躍する障害者、･･その他 

雇用開発・職務創出 職務創出のヒント、職務の切り出し・活用できる支援、･･その他 

その他 
障害者雇用の進め方、医療・介護業務における障害者雇用について、なぜ障害者雇

用に取り組むのか、･･その他 

19 社内研修のねらい 

問 19の回答の概要は以下のとおりである（全文は 188ページの巻末資料４参照）。回答に現れた、社

内研修の事業主にとってのねらいを５つに整理した28（図表２－22）。 

図表２－22 問 19の回答の概要 
自由記述（50地域センターが回答） 

分類29 研修のねらい（例） 

障害者雇用に向けた経営層の理解促進 
▶役員に障害者雇用の大切さを知ってもらう 

▶上層部に対しての障害者雇用の理解促進･･･その他 

障害者雇用に向けた社内の理解促進 
▶これまでの身体障害者中心の雇用から精神・発達障害者の雇用を考えたい 

▶広く社内に障害者雇用の必要性を示すこと、障害理解を深めること･･･その他 

職場の雇用管理ノウハウ、具体的接し方

の理解、演習 

▶障害について、正しい知識を理解する 

▶精神障害の方との関わり方、コミュニケーション･･･その他 

雇用開発・職務創出 
▶障害者の新規雇入れに際しての職務内容の選定 

▶職務の切り出し･･･その他 

その他 
▶合理的配慮の提供、セルフケア・ラインケア、ダイバーシティの推進 

▶新設の特例子会社の支援員（未経験者）に対する障害特性の理解促進･･･その他 

 
27 この表の回答の分類及び分類名は、読み易さ等の配慮のため本章執筆者が行った整理結果である。 
28 今回調査では、回答の中に「経営層の理解促進」等が含まれており、これは、地域センターが事業主相談で接する機会が多い人事担当者の

立場から見た研修のねらいとして、回答されたものと解することができる。 
29 この表の回答の分類及び分類名は、読み易さ等の配慮のため本章執筆者が行った整理結果である。 

問 18 上の問 17で「支援したことがある」を選択した場合は、その講義･演習等のテーマ（タイトルまたは内容説明）を

お答えください。 

問 19 上の問 17で「支援したことがある」を選択した場合は、その研修の（事業主にとっての）ねらいについて、その

概要を入力してください。 
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20 障害者雇用の課題と背景 

（１）問 20の結果の概要 

46 地域センターが回答した（全文は 189 ページの巻末資料５参照）。回答文の中から、地域センター

が把握した障害者雇用に取り組む事業主が抱える課題を抽出するため、問 20 の自由回答文に対する形

態素解析を行い、障害者雇用の課題のトレンドを分析した30。結果は図表２－23のとおりである。 

図表２－23 は、問 20 の回答全文に対する階層的クラスター分析の結果を表す樹形図で、分析から生

成されたクラスターの配置を示している。ここでは、障害者雇用に関する最近の事業主の実状、地域の

障害者雇用の課題、支援機関への期待、今後の事業主支援のあり方に関する意見の回答文の中に比較的

高頻度で出現した語のうち、出現パターンが31似通ったもの同士を組み合わせた９つのクラスターが生

成された32。 

なお、後述する第４節では、第３章で課題把握ツールを検討する準備として、この問 20 の分析結果

と、前述の問６、７の回答結果を総合し、障害者雇用の課題のリストを作成する。 

（２）問 20の結果の分析（クラスターの命名とサブクラスターの確認） 

分析結果の読みやすさ等の配慮のため、各クラスター内にあるそれぞれの語が置かれた実際の回答文

に遡り、そこでの語意を確認し、クラスター内にひとまとまりの小さな語群が見出された場合はそれら

をサブクラスターとした。また、語意の確認と併せて、第１～９のクラスターのそれぞれに、以下のと

おり語群を代表する表題を付した33（図表２－23）。 

  

 
30 解析にはテキストマイニングの分析ツール KH Coder 3.Beta.04を用いた。以下本章においては、研究の反証可能性や再現可能性の確保のた

め、各処理過程での KH Coderの設定オプションを必要の都度示す。その際、発達障害、精神障害、身体障害、知的障害、障害者、障害者雇

用、中小企業、事業所、事業主、雇用管理、特例子会社、雇用率、就労支援、就労移行支援事業、就労定着支援事業、地域センター、障害

者就業・生活支援センター、関係機関、公的機関、支援機関、協同支援、体系的支援、ジョブコーチ、障害者雇用リファレンスサービス、

トライアル雇用、事業主支援の各語については、定まったひとまとまりの用語や固有名詞と考えて形態素に分解しない「強制抽出」の指定

を KH Coderの前処理として行った。 
31 KH Coderにおいて、同じ文中や段落中でそれぞれの語が出現する場所と回数のパターン。 
32 KH Coderの抽出語の階層的クラスター分析の設定オプションは、抽出方法を Ward法、距離を Jaccard、クラスター数を auto（語数の平方

根）とし、頻出上位 150語のうち、「思う」「感じる」等の動詞、「多い」「高い」等の形容詞を除く 75語に対する分析を行った結果、図に示

すように９つのクラスターが生成された。このクラスターについて本文では上から第１、第２･･としている。図の上に記された横軸は、語

と語の間の「似ていない度合い」（クラスター分析の非類似度 dissimilarity）を表し、樹形図で隣り合った２つの語を結ぶ縦線が左にある

ほど２つの語の出現パターンが似ていることを表している。 
33 例えば「雇用」という１つの語も、それぞれのクラスターの中ではある程度共通した語意が想定されるものの、それが置かれた文脈（語

用）によって語の意味が異なる場合がある可能性を考慮して、念のため全文を見直し、クラスター内にひとまとまりの小さなクラスターを

見出せないかを確認した。 

問 20 障害者雇用に関する最近の事業主の実状、地域の障害者雇用の課題、支援機関への期待、今後の事業主支援のあり

方等に関するご意見を、自由にご記入ください。 
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図表２－23 問 20の階層的

クラスター分析の結果１  

第１クラスター 発達障害者と
精神障害者の雇用上の課題 

第２クラスター 求人活動におけ
る支援機関の活用 

第３クラスター 企業全体の視点

と職場の視点 

第４クラスター 支援困難な諸課

題への対応 

第５クラスター 地域の社会資源

の活用 

第６クラスター 事業主支援の方
法・内容 

第７クラスター 事業主のニーズ

と障害者のニーズとの調整 

第８クラスター 雇用開発・職務

創出 

第９クラスター そもそもの人員
不足と育成体制の課題 

表題 サブクラスターの区分 

SC① 

SC② 

SC③ 

SC④ 

SC① 

SC② 

SC③ 

SC④ 

SC⑤ 

SC① 

SC② 

SC③ 

SC④ 
SC① 

SC② 

SC③ 

SC④ 

SC⑤ 

SC⑥ 

SC① 

SC② 

SC③ 
SC① 

SC② 

SC③ 

SC① 

SC② 

SC③ 

(SC：Sub Cluster) 
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ａ 第１クラスター（発達障害者と精神障害者の雇用上の課題）34 

「発達障害」者と「精神障害」者の雇用管理の相談や支援のニーズ増大、障害特性の理解を一層進

める必要性について言及されている。サブクラスターは存在しない。 

ｂ 第２クラスター（求人活動における支援機関の活用） 

◇◇サブクラスター①･･･「利用」は、事業主による雇用制度やサービスの利用の意味と、利用者（障

害者）の意味の２つである。「人材」「不足」は、特定の産業での労働力不足について言及されてい

る。 

◇◇サブクラスター②･･･「ノウハウ」は、障害者雇用管理のノウハウが共有されていないことに関す

る言及の中で出てくる。「定着」は、障害者の職場定着に向けた企業の主体的取組の重要性につい

て言及されている。 

◇◇サブクラスター③･･･「民間」「確保」は、障害のある応募者を確保できていない事業所があるこ

とについて言及されている。 

◇◇サブクラスター④･･･「提案」「作成」は、職務の洗い出しリストの作成等の障害者雇用の取組に

対する提案について言及されている。 

 ｃ 第３クラスター（企業全体の視点と職場の視点） 

◇◇サブクラスター①･･･「雇用」「障害者」は、回答文中に最も多く出現する語の組み合わせである。 

◇◇サブクラスター②･･･組織全体を表す「企業」と、組織の一部を表す「職場」の２つの語が、回答

文中で近似した出現パターンを示していることは重要である。すなわち、企業全体の障害者雇用

の姿は実雇用率として現れるが、職務の検討や人材マネジメント等、実務としての障害者雇用の

あり方は職場という具体的な場面の中に現れる。２語の出現パターンの近似は、回答者がこれら

２つを区別した上で、両方へバランスよく視点を向けていることを表している。 

◇◇サブクラスター③･･･出現パターンが強く類似する「達成」「雇用率」の組合せに、「検討」「印象」

の２語がやや弱い近似性で加わっている。回答文中で「検討」は、法定雇用率の達成のため、職務

の検討や採用活動等に言及する中で現れ、これらの言述と併せて、今後は障害者雇用に積極的な

企業と必ずしもそうではない企業に二極化していくのではないか、といった回答者の「印象」が

述べられている。 

◇◇サブクラスター④･･･「従業」は障害のある従業員の意味で使われている。「対応」「苦慮」の組合

せは、地域センターの支援の困難性が高いことを表す意味で使われ、その困難点として、雇用前

の準備性や障害特性の把握等について言及されている。 

◇◇サブクラスター⑤･･･「積極」「社員」の組合せは障害者雇用に向けて積極的な事業主と必ずしも

そうではない事業主とを対比し、後者の場合雇用後に障害者になった社員、障害のある社員の定

年退職、障害が疑われる社員への配慮等の「相談」も「増加」している状況について言及されてい

る。 

 
34 各クラスターの（ ）内は、サブクラスターや回答文の生データを基に、読み易さ等の配慮のため本章執筆者が付したテーマ名である。 
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ｄ 第４クラスター（支援困難な諸課題への対応） 

障害者雇用では、個々の事業所の独自性や、個々の障害者の障害特性の多様性、社会情勢の変化等

から、様々な事業主支援を経験してきたベテランの「カウンセラー」（地域センターの障害者職業カウ

ンセラー。以下「カウンセラー」という。）でも、それまで「経験」したことのない課題にも直面せざ

るを得ないこと等が述べられている。関係機関との連携や、先行する「事例」を「具体」的な個々の

障害者雇用のケースへ応用することで、解決が図られている。  

ｅ 第５クラスター（地域の社会資源の活用） 

◇◇サブクラスター①･･･「求人」に対する障害者である求職者の「応募」者が少ない又はいないこと

が言及されている。 

◇◇サブクラスター②･･･支援機関の「活用」の仕方をガイドすることの必要性、事業主が主体的に障

害者雇用を進めていただけるような「サポート」のあり方等について言及されている。後者につ

いては、本来事業主でなければできないと思われる事項を支援機関に期待する場合と、支援機関

の活用が有効と思われる事項を事業主自らが担っている場合との２つのパターンがあった。 

◇◇サブクラスター③･･･「地域」の「支援機関」の連携と機能充実をより一層進めたい旨、言及され

ている。 

◇◇サブクラスター④･･･障害者雇用に関する「会社」のニーズに応じた「制度」の活用の支援につい

て言及されている。 

ｆ 第６クラスター（事業主支援の方法・内容） 

◇◇サブクラスター①･･･「事業主」に対する「支援」の方法や基本的考え方等について幅広い内容が

言及されている。 

◇◇サブクラスター②･･･地域の事業主に対する支援の背景のひとつとして、「地域センター」と地域

の関係「機関」との連携があることが記述されている。 

◇◇サブクラスター③･･･「モデル」については、「ジョブコーチ」支援の成功モデル・連携モデルの

事例の蓄積と共有に関することと、職務開発の研究 35で示された「切り出しモデル」「積み上げモ

デル」「特化モデル」に関することの２点について言及されている。 

◇◇サブクラスター④･･･同業「他社」同士の事業主支援「ワークショップ」や、セミナーを開催し、

事業主に参加を求めることの効果について言及されている。 

◇◇サブクラスター⑤･･･地域の障害者雇用の「課題」のひとつとして、定型「作業」の切り出しが難

しい事業主もいることが挙げられている。 

◇◇サブクラスター⑥･･･雇用前ではなく、「就労」（雇用）後に課題が明らかになり、対応に苦慮する

「ケース」（障害のある社員）に関する「事業所」からの相談を受け、その時点から（つまり雇用

の前段階ではなく雇用後に初めて）支35援に入る場合があることについて言及されている。 

 

 
35 障害者職業総合センター調査研究報告書№133（2017）105～108ページ 
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ｇ 第７クラスター（事業主のニーズと障害者のニーズとの調整） 

◇◇サブクラスター①･･･「本人」（障害者）の「希望」と事業主が示す雇用の条件との折り合い、調

整の難しさについて言及されている。 

◇◇サブクラスター②･･･障害者の労働市場や、どのような障害特性を持った求職者が応募している

か等の「状況」について、事業所が「把握」していないこと等を踏まえて、事業主に必要と考えら

れる支援の「ニーズ」を的確に把握することの重要性等が、ここでは言及されている。 

◇◇サブクラスター③･･･職務の「内容」の検討に関する言及と、合理的「配慮」その他の障害特性へ

の「配慮」事項に関する言及とが為され、２つの語が回答文の中で近似した出現パターンを示し

ている。職務の検討は障害者雇用の最大の課題となっており36、これまでも、課題の解決に向けた

職務開発、職務創出の基本的方法論が研究されてきたが37、そこでは個別の障害者の障害特性への

配慮事項と併せて検討されることは必ずしもなかった。これを地域センターによる事業主支援の

実践的な視点として指摘しておきたい。 

ｈ 第８クラスター（雇用開発・職務創出） 

◇◇サブクラスター①･･･障害者を雇用するために特別に検討された「職務」を、既存の職務の再構成

等を通じて「創出」することの重要性と難しさに関する言及である。 

◇◇サブクラスター②･･･障害者の担当職務の検討に際しての「業務」リストの作成等の具体的方法

が、「実践」事例の報告等で挙げられていることに関する言及である。 

◇◇サブクラスター③･･･雇用した障害者の「仕事」の内容を検討するために、「切り出し」モデルで

は限界があり、積み上げモデルや特化モデルで考える必要性等について言及されている。 

ｉ 第９クラスター（そもそもの人員不足と育成体制の課題） 

◇◇サブクラスター①･･･一人で完結する作業、専門性の高い作業等、多様な「中小企業」の実状の中

で、新規雇用の障害者の雇用に際しては、「人」員不足等から育成体制を構築できないこと等によ

り、新たな障害者の「採用」が進まないこと等について言及されている。 

◇◇サブクラスター②･･･「障害」者雇用の「社内」の理解が不十分であること、「障害」に関する知

識を有する社員が「社内」にいないこと等について言及されている。 

◇◇サブクラスター③･･･「身体障害」と「求職」の２語の出現パターンが近似し、これら２語と「労

働」の語とがやや近似した出現パターンを示した。すなわち、「労働」条件のうち通勤の便の悪さ

やそもそもの「労働」力不足等の課題と、「身体障害」者雇用と比べると「身体障害」以外の「求

職」者の雇用がなかなか進んでいないという障害者雇用の課題との２つが、併せて言及されてい

る。 

  

 
36 障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010）５～10ページ、121ページ。 
37 障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010）143～149ページ、障害者職業総合センター調査研究報告書№133（2017）109～111ペ

ージ 
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図表２－23の階層構造を単純化すると、図表２－24のようになる。第２～７クラスターは、その内部

で第６、７クラスターを中核とする階層構造を成している。また、最も外郭にある第１クラスター（発

達障害者と精神障害者の雇用上の課題）が、障害者雇用のどの課題にも通じる基本的課題として、第２

～７クラスターの一群と第８、９クラスターを包含している。第８、９クラスター（雇用開発・職務創

出、そもそもの人員不足と育成体制の課題）には第２～７クラスターからの独立性が見られ、この課題

に対する特別な支援の必要性が示唆される。 

★発達障害・精神障害への対応    ■第１クラスター(発達障害者と精神障害者の雇用上の課題) 

 ★求人活動の支援    ■第２クラスター(求人活動における支援機関の活用) 

  ★支援機関が行う事業主の状況の把握 ■第３クラスター（企業全体の視点と職場の視点） 

   ★それぞれの職場や障害者に固有の課題の解決 ■第４クラスター（支援困難な諸課題への対応） 

    ★支援機関と制度の活用 ■第５クラスター（地域の社会資源の活用） 

     
★個別実際の雇用現場の状況に応じた支援 

■第６クラスター（事業主支援の方法・内容） 

     ■第７クラスター（事業主のニーズと障害者のニーズとの調整） 

   
 

★雇入れの体制の整備と障害者の担当職務の検討の支援 
■第８クラスター（雇用開発・職務創出） 

 ■第９クラスター（そもそもの人員不足と育成体制の課題） 

   

図表２－24 問 20の階層的クラスター分析の結果２ 

上図で、第６～７クラスターの２つは、より上位の１つのクラスター群の下位クラスターとなってい

る。この上位のクラスター群を、その内容から仮に「個別実際の雇用現場の状況に応じた支援」と名付

ける。 

次に、第６～７クラスターの群は、第５クラスターとともに、語の出現パターンが共通する、より上

位のクラスター群の下位クラスターとなっている。これらを、その内容から仮に「支援機関と制度の活

用」と名付ける。 

同様に、第４クラスターを加えたクラスター群を「それぞれの職場や障害者に固有の課題の解決」、さ

らに第３クラスターを加えたクラスター群を「支援機関が行う事業主の状況の把握」、第２クラスターを

加えたクラスター群を「求人活動の支援」とそれぞれ名付ける。 

以上の第２～７クラスターの６つの階層構造とは別に、第８～９クラスターは独自のクラスター群を

構成している。こちらについては、その内容から「雇入れの体制の整備と障害者の担当職務の検討の支

援」と名付ける。 

最後に、第２～７のクラスター群と、第８～９のクラスター群とを束ねる第１クラスターの存在があ

る。この最も外枠にある大きなクラスター群を、「発達障害・精神障害への対応」と名付ける。 
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以上のことから、問 20 の回答結果においては、図表２－25 のとおり７つの障害者雇用の課題が見ら

れた。 

●発達障害・精神障害への対応 

●雇入れの体制の整備と障害者の担当職務の検討の支援 

●求人活動の支援 

●支援機関が行う事業主の状況の把握 

●それぞれの職場や障害者に固有の課題の解決 

●支援機関と制度の活用 

●個別実際の雇用現場の状況に応じた支援 

図表２－25 問 20の回答結果に見られた障害者雇用の課題 

21 今後の事業主支援に役立つ資料等 

問 21の回答に現れた、事業主支援に役立ちそうな資料、ツール、プログラム等の内容、解決したい事

業主支援の課題等を図表２－26のとおり６種類に分類した（全文は 191ページの巻末資料６参照）。 

図表２－26 問 21の回答の概要 
自由記述（42地域センターが回答） 

分類38 
意見（例） 

（事業主支援に役立ちそうな資料、ツール、プログラム等の内容、解決したい事業

主支援の課題等） 

相談で役立ちそうな資料、ツール 
A4サイズ 1枚の各障害特性や中途障害者の職場復帰の進め方等の資料、地域ごとに

求職者数や就職者数などを入力すれば活用できるフォーマット、･･その他 

障害者雇用の理解促進 
事業主が障害者雇用の取組を始めていただけるような資料、障害者雇用への取組へ

のハードルが下がるような見やすく使いやすいツール、･･その他 

雇用開発・職務創出 
業務の切り出しのためのチェックリストなど事業主がすぐに活用できそうなツー

ル、業種ごとの職務の切り出し例、･･その他 

事例関係資料 
精神・発達・高次脳に特化した業種別の雇用事例集、業種ごとの雇用事例をまとめ

たリーフレット、人事評価制度やキャリアアップのモデル事例、･･その他 

研修資料 
研修メニュー及び説明資料、面談の進め方や課題の共有の仕方、問題解決のための

面談方法等に関する研修プログラム、･･その他 

その他 
合理的配慮について話し合っていくことが大事だと理解できるようなわかりやすい

パンフレット、事業所内で作成できるナビゲーションブック、･･その他 

 

  

 
38 この表の回答の分類及び分類名は、読み易さ等の配慮のため本章執筆者が行った整理結果である。 

問 21 どのような資料、ツール、プログラム等があれば、貴センターの今後の事業主支援に役立ちそうですか？ 資料等

の内容、解決したい課題等を自由にご記入ください。 
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22 回答者の業務経験年数 

回答者の属性（業務経験）は図表２－27及び図表２－28のとおりである。 

図表２－27 問 22の回答１（経験年数の平均値等） 

回答地域センター数39 ｎ=51 

平均値 18年 

最大値 33年（2名） 

最小値 1年（１名） 

最頻値 20年（5名） 

１標準偏差 9年 

平均値±１標準偏差（回答者の 68%） 9～27年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－28 問 22の回答結果２（経験年数ごとの人数の分布） 

  

 
39 回答総数 53地域センター中、この設問に回答した 51地域センター。 

問 22 このアンケートの主たる回答者の障害者職業カウンセラーとしての経験年数を、１年未満は切上げて１年として

加算し、「〇〇年」の単位でご記入ください。 
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第４節 まとめと考察 

１ 地域センターの事業主援助業務の実施内容 

障害者・患者が特定されていない段階（雇用の拡大を含む）の事業主支援と、その後の特定の障害者・

患者の採用（又は職場適応、職場復帰）に伴う事業主支援との比較では、支援の頻度は後者の方が高か

った。前者の「特定されていない」段階の支援は、後者の「特定の」障害者等に伴う段階の支援よりは、

頻度は低いものの、ほとんどの地域センターで実施されていた。 

支援の内容は、社員研修への協力が全地域センターで実施されていたほか、社外のセミナーや研修へ

の参加の案内、典型的な障害特性や配慮事項の説明、障害者の担当職務の内容の提案、制度や事業の利

用の案内、他社の障害者雇用事例の紹介等の支援がこれに続いていた。 

また、障害者の担当職務に関する地域センターから事業主への提案は、2009年調査の結果との比較か

ら、次の点において進展がみられたことは、職務開発等に対する支援ニーズの変化とともに、その背景

にある担当職務の検討という障害者雇用の課題を捉えることの重要性が改めて示唆された。 

（１）問 12の回答に示されたように、介護職の補助、物流倉庫作業等を含め、提案する職種が、より

多様になったこと。 

（２）問 13の回答に示されたように、元々いずれかの社員が担当していた職務から切り出した作業の

みならず、生産性向上や主要な業務への専念等が期待されるサポートの職務等の提案も増えた

こと。 

２ 支援が求められている障害者雇用の課題 

今回の地域センターに対する調査では、障害者・患者が特定されていない段階で事業主支援を実施す

る場合の、事業主にとってのねらいが調査された（図表２－７及び図表２－８）。 

また、今回の調査では、障害者雇用の課題の背景となる、障害者雇用に関する最近の事業主の実状、

地域の障害者雇用の課題、支援機関への期待、今後の事業主支援のあり方について、自由記述で尋ねて

おり、図表２－25のとおり７つの課題が見出された。これらの課題は、図表２－24でみたとおり相互に

階層構造を成していた。 

以上をまとめると、支援が求められている障害者雇用の課題は図表２－29のように整理できた。 
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図表２－29 地域センター調査に見られた障害者雇用の課題 

３ 障害者雇用の課題を把握するツールの作成 

支援機関が、事業主の障害者雇用の前進に一層寄与するためには、個々の事業主の状況の円滑な把握

とともに、障害者の雇用準備段階から雇用後にかけて生じやすい事業主の課題を予測し、随時課題を発

見し、これに対処するための的確な支援方法を適切なタイミングで事業主に向けて積極的に提案するこ

とが重要である。 

その際、事業主の障害者雇用の課題を円滑に把握するためのアセスメントツールの活用が有効と考え

ることから、本章で明らかになった障害者雇用の課題のリストに加え、専門家や企業の人事担当者の意

見及び先行文献等を基に、主に地域センターのカウンセラーと相談しながら活用できる、障害者雇用の

課題を円滑に把握するためのツールを作成することとした。次章では、その作成の過程を説明する。 

 

■ 企業全体の方向性 

● 法定雇用率の達成、実雇用率、法定雇用率の達成後のさらなる障害者雇用の拡大 

● 経営者・社員の意識向上、経営者・社員への情報提供 

■ 職場の理解・調整 

● 障害者の担当職務の検討、職務開発 

● そもそもの人員不足と育成体制の課題 

● 社内体制、雇用の仕組みづくり 

■ 企業全体と職場の両方の理解、企業と障害者のニーズ調整 

● 企業全体の視点と職場の視点 

● 事業主のニーズと障害者のニーズとの調整 

■ 予測が難しく準備を整えることが困難な課題の解決 

● 発達障害者と精神障害者の雇用上の課題 

● 支援困難な諸課題 

■ 企業における障害者雇用の実務 

● 求人活動における支援機関の活用 

● 事業主支援の方法・内容 

● 地域の社会資源の活用 
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第第３３章章  

  

課課題題のの把把握握方方法法  

（（ツツーールルのの作作成成とと活活用用））  
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第３章 課題の把握方法（ツールの作成と活用） 

本調査研究においては、主として地域センターの事業主援助業務での活用を想定し、事業主が主体と

なって障害者雇用に向けた取組を検討する中で、主に地域センターのカウンセラーと相談しながら活用

できる、障害者雇用の課題を円滑に把握するためのツールを作成することとした。 

作成に当たり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域センターの業務を統括する部門

との間で、ツールの内容や活用方法について調整し、ツール（試作版）の対象となる事業主を、主とし

て、これから障害者雇用に取り組む事業主とすることとし、ツール（試作版）の名称を「障害者雇用の

ための取組検討サポートツール」とした1。 

本章では、ツールの完成までの経緯を紹介する。 

第１節 障害者雇用の取組に関する課題項目の検討 

ツールを作成するため、障害者雇用の取組において課題となることが予測される項目群を検討する。

本節では、前章の検討結果も踏まえ、ツールの骨格となる障害者雇用の課題一覧（試作版）を作成する。 

１ 既存の資料等における参考項目 

前章では、地域センター調査の結果を基に、障害者雇用の課題を前掲の図表２－29のように整理した。 

ここでは本研究に先行する既存の資料等の中から、事業主の障害者雇用を進めるための課題項目を概

観する。 

  

 
1 後述（第３節）のとおり、完成後のツールの名称は「障害者雇用のためのサポートツール」（巻末資料13-１～２）である。 
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（１） 障害者を雇用するための５つのステップ 
（独立行政法人高齢･障害者雇用支援機構「障害者職域拡大マニュアル 15 はじめての障害者雇用」2004 年

発行） 

障害者雇用の基礎知識と考え方、取組事例、支援制度等の資料からなる事業主向けのマニュアルの中

で示された障害者雇用の取組段階として、障害者雇用のための５つのステップと 10 の小項目からなる

項目群が示されている（図表３－１）。５つのステップは、障害者を雇用するには「何から始めればいい

のか」、あるいは「どこへ相談すればいいのか」等の疑問を有する事業主に向け、基本的進め方、考え方

を段階別に示したものである。どの事業主もまず始めに障害についての理解を深めること、また、障害

の状況は障害者によって異なるため個別理解が重要であることが、最初の段階の留意点であり、その上

で次のステップへ進むようになっている。 

図表３－１ 既存の資料等（１）障害者を雇用するための５つのステップ 

（独立行政法人高齢･障害者雇用支援機構「障害者職域拡大マニュアル15 はじめての障害者雇用」） 

Step１ 雇用への理解を深める 
 障害者について知る □ 一般的な知識とともに、個別に理解する姿勢も重要。 

社内の理解 □ 企業のトップの理解とともに、現場で働く人々の理解と援助が不可欠。 
□ 企業のトップに対しては企業の社会的責任を強調するとともに、助成金や支援制

度の存在も伝えることが重要。研修会・講演会への参加も有効。 
Step２ 職務の選定 
 「できること」を探す □ 障害者の雇用決定後に、その障害者に「できること」の視点から従来の職務を再度

見直す。外部委託の内製化を含め、配属先の責任者を交えて職務分担を見直す。 
□ 適した職務が無ければ新たに職務を創り出すことが必要。 
□ ジョブコーチ支援やトライアル雇用制度を活用する方法もある。 

Step３-a 受入れ態勢を整える 
 職場環境の見直し □ 大幅な施設改善や立派な設備はなくても、工夫ひとつで障害者に配慮した職場に

することは可能。就労支援機器の一時貸出を受けることも可能。 
社内の意識向上 □ 職場における障害者との接し方等についてジョブコーチからアドバイスを受けた

り、マニュアルや事例集を活用。 
Step３-b 雇用条件の検討 
 職務能力に応じた適正な処遇 □ 賃金は障害のない社員と同様、職務能力や実績に応じて。就業形態や労働条件は本

人や支援者と話し合い、障害に応じた配慮を。助成金制度が活用できる場合も。 
Step４ 募集から採用まで 
 募集 □ 合同面接会等を含めハローワークの紹介が利用されている。 

採用 □ 通勤手段等での配慮を確認。面接での印象で判断せずジョブコーチ支援、トライア

ル雇用制度、職場実習を活用し多角的判断を。 
Step５ 雇用管理と職場への定着 
 配慮は必要 特別扱いは不要 □ 障害者を職場に受入れる際に配慮が必要なことも。 

働きやすい職場環境を □ 仕事に対する熱意や動機を持てるよう、職務能力に応じ、簡単なことからでも役割

と責任を与え、能力に応じ役割と責任のレベルを上げる。 
□ 地域センターなどの支援機関に相談することも必要。 
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（２） 障害者雇用のための企業用自己診断チェックシート2 
（独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ～」Web 版
2021年公開） 

主に障害者雇用を進める企業に向けて障害者雇用に関する採用・配置・定着支援などの疑問に答える

ことを目的として作成された、Web 版「はじめての障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ～」の付属資料

として Web 上で公開されたチェックシートである。４つの大項目と 30 の小項目からなり、障害者雇用

の基本的な知識、準備の進め方等の主要な観点を、事業主自らが点検・整理できる（図表３－２）。 

図表３－２ 既存の資料等（２）企業用自己診断チェックシート 

（独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用

～事業主のためのＱ＆Ａ～」） 

障害者雇用への理解 
 □ 法律によって、障害者を社員の一定率以上雇用しなければならないことを知っている。 

 □ 自社が障害者雇用率（法定雇用率）を達成しているかどうか知っている。 

 □ 経営者（役員）は、自社の障害者を雇用する方針を表明している。 

 □ 人事労務管理部門及び現場の管理職は、自社の障害者を雇用する方針を理解している。 

 □ 社員に対し、自社の障害者を雇用する方針を周知している。 

 □ 人事方針を決定する会議において、障害者雇用を推進する具体策について議論している。 

 □ 社内において、障害者雇用についての理解を進めるための研修会を開催している。 

障害者の職務の選定・労働条件の検討 
 □ 障害があっても、設備や工程などを改善・工夫することで、能力を発揮できることを理解している。 

 □ 既存の職務では障害者の対応が困難と思える場合には、新たな職務を創り出す必要があることを理解している。 

 □ 障害の状況によって、労働条件面（雇用形態、労働時間等）でどのような配慮が必要であるか理解している。 

 □ 自社の各業務を見渡したとき、障害者が従事する職務を想定することができる。 

 □ 自社では、障害の状況によって、雇用形態や労働時間などを柔軟に設定することができる。 

 □ 障害者が従事する職務について障害者雇用を支援する機関に相談し、助言を得ている。 

 □ 労働条件面で配慮が必要な事項について調整し、社内の合意がはかられている。 

 □ 障害者が従事する職務について関係部署間で検討し、社内の合意がはかられている。 

障害者の募集・選考・採用 
 □ 障害者の募集先として、ハローワーク、障害者職業能力開発校、特別支援学校などの機関があり、どのような手続きをすればよいか

について理解している。 

 □ 障害者を募集・採用する際に、公的機関からどのような助成（支援）が受けられるか理解している。 

 □ 障害者を何人雇用するかなど、具体的な採用計画を決めている。 

 □ 採用を検討する障害者の状況に応じた募集要件や、面接時に確認すべきポイントを明確にしている。 

 □ 選考基準を明確にしている。 

 □ ハローワークや自社ホームページに求人公告を掲載するなど、募集活動をしている。 

 □ 公的機関からの助成制度や支援制度の利用について、障害者雇用を支援する機関と相談し、情報や助言を得ている。 

職場環境の見直し・社内の意識向上・障害者の職場定着 
 □ 仕事の進め方（マニュアル・治具等）、職場の環境（バリアフリー化、指導・相談体制等）を整えることが職場定着につながることを

理解している。 

 □ 障害者の職場定着のためには、メンタルヘルスを含めた健康管理面での配慮が重要であることを理解している。 

 □ 障害者の職場定着のためには、障害者雇用を支援する機関と連携することも必要であることを理解している。 

 □ 自社で雇用する障害者に応じて、仕事の進め方（マニュアル・治具等）を整理している（する予定である）。 

 □ 自社で雇用する障害者に応じて、職場の環境（バリアフリー化、指導・相談体制等）を整備している（する予定である）。 

 □ 自社で雇用する障害者について、配置予定部署をはじめとした社内全体の理解を深める取り組みをしている（する予定である）。 

 □ 職場環境の整備や雇用管理の方法について、他社の情報を収集し検討している。 

 □ 障害者の職場定着のために、自社の支援体制を検討・整備している。 
  

 
2 このチェックシートは、後述する「障害者雇用のための取組検討サポートツール」（試作版）に対する支援機関の意見の中で繰り返し言及さ

れる冊子「独立行政法人高齢･障害者雇用支援機構（2010）はじめからわかる障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～」の巻末資料の中にあ

り、その後Web上に掲載された改訂版「はじめての障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ～」にも「活用の手引き」と併せてWeb上で同じもの

が公開されている（https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/index.html）。新旧２つの版の「Ｑ＆Ａ」では、それぞれの中に前

ページ(1)の「障害者を雇用するための５つのステップ」の基本的考え方が反映されている。旧版では５つのステップ、新版では４つのステ

ップになっている。 
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（３） 障害者雇用事業所の自己評価ガイドライン 

（北海道社会福祉士会「障害者雇用事業所の自己評価ガイドラインテキスト」2011年発行）3 

障害者の相談援助に携わる社会福祉士が、障害者雇用を進めている事業主の積極的な取組をほかの事

業主にも広めるため、事業主が配慮するポイントをまとめたガイドラインである。2010年に制定された

北海道障がい者条例4が求めている、障害者の差別禁止と合理的配慮義務の考え方を反映した３つの大項

目の下に17の小項目のそれぞれに２～４段階のチェック項目が設けられている（図表３－３）。 

図表３－３ 既存の資料等（３）障害者雇用事業所の自己評価ガイドライン 

（北海道社会福祉士会「障害者雇用事業所の自己評価ガイドラインテキスト」） 

Ⅰ 障害者を雇用するにあたっての事業所の方針・計画・姿勢 
 a 障害者を雇用するための方針・計画を事業計画等に位置づけており、積極的に実施している。 

b 障害者雇用を積極的に検討しようとする姿勢がある。 

Ⅱ 採用時の合理的配慮 

 a 障害者の採用に当たっては、その障害特性に応じた合理的配慮をしている。 

b 障害者を採用するときに、その障害特性に応じた環境改善をしている。 
c 採用する障害者が持てる力を発揮できるよう、スムーズに職場に受け入れる体制作りに取り組んでいる。 

Ⅲ 雇用継続のための合理的配慮 

 a 障害がある従業員が職場内で十分に情報保障、コミュニケーション支援がされるよう、様々な配慮をしている。 

b 障害がある従業員が働きやすいように、都度、職場環境を見直し改善しており、かつ、安全に働けるようにリスクマ

ネジメントに取り組んでいる。 
c 障害がある従業員の労働時間について、障害特性に応じた合理的配慮をしている。 

d 障害がある従業員への職場内でのナチュラルサポートが形成されるよう、意図的に働き掛けている。 

e 職場に、職場定着推進チーム、職業生活相談員等を配置して、職場定着に向けて努力している。 

f 障害がある従業員が的確に作業できるよう、オンザジョブトレーニング（ＯＪＴ）が機能している。 

g 障害がある従業員へ教育・研修の機会（OFF-JT）を与えて、従業員のスキルアップ、キャリアアップに努めている。 

h 障害がある従業員の能力や勤務年数等に応じてステップアップする仕組みを設けている。 

i 従業員が障害者になった場合の復職支援に取り組んでいる。 

j 障害がある従業員の生活支援を担当している事業所や家族等と連携をとって、就労と生活がよいサイクルで循環する

よう心がけている。 
k 障害がある従業員の医療的な配慮をしている。 

l災害・緊急時等の対応について配慮している。 

 

（４） もにす認定基準（厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」2020 年公表） 

「もにす」は、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主

を厚生労働大臣が認定する制度である5。認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを

付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデル

として公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用

 
3 このテキストは、2010年に制定された北海道障がい者条例にも対応し、雇用の分野における合理的配慮の視点を取り入れて作成されたものである。 
4 この条例は、2013年制定の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び改正障害者雇用促進法に先駆けて、全国の自治体の中では千

葉県に次いで２番目に制定された。 
5 改正障害者の雇用の促進等に関する法律第77条第１項の規定に基づき、令和２年４月に創設された制度で、同年10月に第１号として３社が

認定された。 
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の取組が進展することが期待されている。認定基準6は３つの大項目と 17 の小項目からなり、労働者数

が常時300人以下でかつ既に障害者雇用に取り組んでいる事業主からの申請に基づいて、障害者雇用の

取組の実施状況が優良なものであること等の基準として設けられている（図表３－４）。 

図表３－４ 既存の資料等（４）もにす認定制度「障害者雇用への取組等に対する評価基準」 

（厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」） 

取組（アウトプット） 
 体制づくり ①組織面 障害者の活躍推進のためのリーダーシップ・部署横断体制の確立、障

害者の活躍推進に当たっての障害当事者の参画、支援担当者の配置

等、ＰＤＣＡサイクルの確立 
  ②人材面 専門的な外部研修・セミナーの活用、専門的な社内研修の充実、理解

促進・啓発の充実 
 仕事づくり ③事業創出 経常利益、売上高対経常利益率、障害者雇用による新事業創出 
  ④職務選定・創出 障害特性に配慮した職務の選定・創出、適切な方法により個々の障害 

特性に配慮した職務のマッチング 
  ⑤障害者就労施設等へ

の発注 
障害者就労施設に対する業務発注、在宅就業障害者等に対する業務

発注 
 環境づくり ⑥職務環境 障害特性に配慮した作業施設・設備等の整備、障害特性に配慮した作

業マニュアルのカスタマイズ、作業手順の簡素化、健康管理・福利厚

生 
  ⑦募集・採用 障害者の職場実習生の受入れ、障害者雇用に関する先進的な他企業

の見学・ヒアリングの実施、他企業からの障害者雇用に関する見学の

受入れ、障害者雇用に関するセミナー講師や企業指導等の実施 
  ⑧働き方 テレワーク制度の整備・活用、フレックスタイム制度の整備・活用、

時差出勤制度の整備・活用、短時間勤務制度の整備・活用、時間単位

の年次有給休暇制度の整備・活用、傷病休暇又は病気休暇制度の整

備・活用、その他障害特性に配慮した制度・仕組み整備・活用、治療

と仕事の両立支援プラン又は職場復帰プランの策定・実施 
  ⑨キャリア形成 障害者一人一人のキャリアプラン（支援計画）の作成、教育訓練制度

の整備・活用、人事・給与制度の明確化 
  ⑩その他の雇用管理 障害者の業務管理等のための日報の作成、職場介助者又は手話通訳・

要約筆記等担当者の手配、障害特性に応じた通勤配慮、障害者の職場

定着のための外部機関との連携・社会資源の活用 
成果（アウトカム） 
 数的側面 ⑪雇用状況 実雇用率、年間障害者不足数 
  ⑫定着状況 雇入れた障害者の定着率、従業員全体の平均勤続年数に対する障害

者の平均勤続年数、勤続年数 10年以上の障害者の割合 
 質的側面 ⑬満足度、ワーク・エン

ゲージメント 
従業員を対象とした仕事に対する満足度又はワーク・エンゲージメ

ントに関する調査の実施状況 
  ⑭キャリア形成 人事・賃金に関する処遇、その他のキャリア形成に関する実績（職域

拡大・正社員化・労働時間延長等） 
情報開示（ディスクロージャー） 
 取組（アウトプット） ⑮体制・仕事・環境づく

り 
上記①～⑩の取組等の内容の公表 

 成果（アウトカム） ⑯数的側面 上記⑪～⑫の取組等の内容の公表 
  ⑰質的側面 上記⑬～⑭の取組等の内容の公表 

  

 
6 「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度 業務取扱要領」https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/000848650.pdf 
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２ 障害者雇用の課題の視点のまとめ 

以上の既存の同趣旨の資料と、第２章の地域センター調査の結果から得られた障害者雇用の課題を整

理し、次の図表３－５のとおり、５つの大項目の下に13の小項目を設けたものを、ツール（試作版）の

「障害者雇用のための取組 チェックポイント一覧」（以下「チェックポイント」という。）として作成

した。 

 社内のコンセンサス・組織風土 

▶ 障害者を雇い入れることを経営者が決定していますか 

▶ 障害者を雇い入れることに現場は理解を示していますか（理解できそうですか） 

 障害者雇用の理解度 

▶ 働く障害者のイメージを持っていますか 

▶ 障害者の労働市場を理解していますか 

▶ 障害特性を理解していますか 

▶ 支援機関・支援制度を理解していますか 

 障害者の職務設定 

▶ どのような職務を想定していますか 

▶ どのような部署へ配置することを想定していますか 

▶ どれくらいのレベル・仕事量を想定していますか 

 障害者の労働条件（処遇・働き方） 

▶ 採用区分はどのように想定していますか 

▶ 賃金体系や評価制度はありますか 

▶ 労働時間等は障害状況に合わせて柔軟に設定できますか 

 障害者への支援体制・配慮事項 

▶ 職場のサポート体制を構築できていますか 

図表３－５ 障害者雇用のための取組 チェックポイント一覧（試作版） 

さらに、図表３－５の13の小項目に簡易な解説文を付け、事業主と支援者との相談場面で活用するこ

とを想定したツール（試作版）とした。 

本章の第２節では、このツール（試作版）に対する、専門家や企業の人事担当者からの意見聴取や、

地域センターでの試用を踏まえた検討・修正を経てツールを完成させた経緯を報告する。 

意見等を踏まえた完成版の解説については、第３節（73ページ）で行う。 
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第２節 ツール（試作版）に対する意見と修正 

前節で述べたツール（試作版）について、専門家等の意見を踏まえて改訂を重ねるとともに、地域セ

ンターでの事業主援助業務での試用と、民間企業の人事担当者の意見を踏まえて修正し、ツールを完成

させた。以下、ツール（試作版）に対するそれぞれの意見の概要及び意見を踏まえた修正の概要を紹介

する。なお、意見の詳細は巻末資料10～12に掲載した。 

１ 障害者雇用を支援する機関の意見と修正 

（１）中央障害者雇用情報センターの障害者雇用支援ネットワークコーディネーターの意見7と修正等 

ア  意見の概要 

2020年 12月 17日にツール（試作版）の有用性や修正点等を対面により聴取した。意見の概要は図表

３－６のとおりである（詳細は195ページの巻末資料10参照）。 

 

１ 障害者雇用に向けた事業主との相談の進め方とツールの活用 

ツール（試作版）の内容は、これから障害者雇用を進める企業に対して、支援者が確認しておきたい項目が

網羅された内容になっている。それぞれの企業にとって、今一番必要な情報を見極めながら、人事担当の方が

着目しているポイントにしぼりながらツールを活用すれば、支援者側の説明が、人事担当者にとって分かりや

すいものになる。 

２ 相談の内容に応じた活用方法 

障害者雇用に当たり、企業はまず一番重要な最低限の準備を整える。労働条件に関する相談を受けた場合

は、始めはツール（試作版）の項目を頭の中に置き、企業の既存の労働条件を聞いてから、障害者にも同じよ

うになさったらいかがですか、とシンプルに助言することから始める方がよい。 

３ 支援者向けマニュアル 

ツール（試作版）は、地域センター等の支援機関の支援マニュアルとして作る場合と、実際に障害者を雇用

する企業に参考になる資料として作る場合では、内容が全く違うものになり、両方を満たすのは無理がある。

もし両方に向けて作りたいのなら、ツール（試作版）をもっとシンプルにして、別に、支援機関向けの別冊マ

ニュアルを作ればよいと思う。 

図表３－６ 中央障害者雇用情報センターの障害者雇用支援ネットワークコーディネーターの意見（概要） 
 

イ  意見を踏まえた修正等の要点 

当初案ではＡ３横１ページにチェックポイント１項目毎に解説文を記述した計 13 ページのシ－トの

形式でツールを作成していた。意見を踏まえ、13のチェックポイントの一覧表と解説集を１冊にまとめ

た冊子の形式にツールを改良した。 

また、事業主との相談における望ましい進め方に関する指摘を受け、相談の初期段階では支援者が事業主

の話に耳を傾け、次にチェックポイント一覧を提示し、事業主が課題と感じている事項に関連する内容を示

しながら話し合う等の相談の進め方のガイドラインを、本章第４節（79ページ以降）で提案することとした。 

 
7 中央障害者雇用情報センターは東京のハローワーク墨田に併設され、民間企業での障害者雇用の経験を有する障害者雇用支援ネットワークコ

ーディネーターが、障害者の雇用管理に関する相談や援助及び様々な分野の専門家（障害者雇用管理サポーター）の派遣に関する相談を行っ

ている。また、就労支援機器アドバイザーが、障害者の就労を支援する機器の紹介や貸出しに関する相談を行っている。 
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（２）地域センターの主任カウンセラーの意見と修正等 

2021年１月12日及び３月30日に、ツール（試作版）の有用性や修正点等を対面により聴取した。 

ア  Ａ地域センターの主任カウンセラー 

意見の概要は図表３－７のとおりである（詳細は巻末資料10の195ページ以降参照）。 

イ  Ｂ地域センターの主任カウンセラー 

意見の概要は図表３－８のとおりである（詳細は巻末資料10の197ページ以降参照）。 

ウ  意見を踏まえた修正等の要点 

ツールの全体構成を、チェックポイントの一覧表（Ａ３横長サイズ１枚）と、各チェックポイントご

とに２ページで完結するＡ４版資料と、雇用事例の参照方法等を記載した巻末資料を盛り込んだ参考資

料の２部構成とした。特に相談の初期段階においては、前者を活用して事業主との相談を進めるととも

に、参考資料は支援者が手元に置き、その一部を必要に応じて提示しながらチェックポイントを解説で

きるようにした。参考資料には、各チェックポイントがなぜ重要なのかを、記載するようにした。13の

チェックポイントについては、追加・修正等の意見を踏まえ、図表３－９のとおり７つのチェックポイ

ントに整理し直すとともに、事業主の関心や相談内容に応じ、どのチェックポイントから始めてもよく、

またどのような順番で相談を進めてもよいように、７つのチェックポイントを円環状に配置した図によ

って表すことにした8。ツールを活用した事業主相談の進め方に関する意見を踏まえ、本章第４節（79ペ

ージ）でガイドラインを示した。  

 
8 この段階から、ツールのチェックポイントの並べ方は、目次のように上から下へで並べる形式ではなく、巻末資料13-１（206ページ）のよ

うな円環図に並べられた。 
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１ ツールを活用する主体について 

ツール（試作版）には、事業所が取り組むとよい大切な内容と理由がまとめて書いてあるが、どちらかとい

えば支援者向けのマニュアルとして書かれているように読みとれる。 

ツール（試作版）の文言は、事業主向けか、支援者向けか、対象者が明確になるような表現にした方がよい

のではないか。 

２ 相談マニュアルの必要性について 

ほかの資料との併用を含め、ツール（試作版）を使った相談の進め方については、事業主支援を担当する支

援者向けのマニュアルがあってもよい。 

３ 事業主ごとの違いと地域ごとの違い 

ツール（試作版）の中に、事業主との相談で話題になるキーワードが書かれていると、支援者がキーワード

をきっかけに聞き取りがしやすくなり、事業主にとっては解決すべき課題に、気づきやすくなる。事業主の課

題を「見える化」するような相談で役立つ。 

ただし、障害者雇用の課題、相談内容の詳細は、事業主ごとに、また都市と地方、県内の圏域によっても異

なる。ツール（試作版）の中に、全ての障害者雇用の課題の細かい点までを網羅する必要はないと思う。 

４ ツールの中に追加した方がよいチェックポイント等 

ツール（試作版）に追加した方がよいと思われるチェックポイントは、次のとおり。 

▶ 障害者雇用に向けた社の方針、考え方は 

▶ 障害者雇用を受け入れる環境づくり（物理的、人的）の取り組み状況は 

▶ 社内で障害者が働いている姿をイメージできますか 

▶ 受入れ部署だけに負担をかけないよう、どのように社内が連携して障害者雇用に取り組んでいますか（人事部門での人

件費負担等） 

▶ 募集活動、人材確保の方法について、どのようにお考えですか 

▶ 採用面接への不安はありませんか 

▶ なぜ障害者雇用に取り組むのですか 

▶ 定着をサポートしてくれる職場外のサポート、支援機関をご存じですか 

▶ 社内に障害のある社員がいるかもしれません。確認されたことはありますか（プライバシーガイドラインの紹介・解説） 

５ ツールの分量について 

ツール（試作版）は、冊子等の形式より、障害者雇用の課題項目の一覧をＡ４片面で１枚にまとめた方が見

やすく、相談でも活用されやすいと思う。もし冊子にするなら、Ａ４両面２ページ１枚で完結する内容のもの

を複数作成したものを綴じて、支援者が相談内容に応じて必要な１枚を引き出して使えるようになっている

のであれば、全体の分量は多くてもよいと思う。 

図表３－７ Ａ地域センターの主任カウンセラーの意見（概要） 
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１ 作成者の意図について 

ツール（試作版）のような資料は、シンプルなものほど使いやすい。もっと情報量を落とせば、もっと使え

るものになると思う。ただし、活用の目的や方法等において従来の似たような資料との違い、作成者の意図が

伝わる方が、使われると思う。 

２ 障害者雇用の取組間の関係 

障害者雇用の取組を図示するときの並べ方は、「はじめからわかる障害者雇用 事業主のためのＱ＆Ａ」では

一列のステップ図になっている。取組項目の位置関係や順番は、相互に関係しながら動いたりすることもあ

り、必ずしも一列に固定して考える必要はないのかもしれない。 

３ その事業主にとってその情報はなぜ必要か 

ネット上には既に障害者雇用の情報はたくさんあり、ツール（試作版）に掲載できる情報量は限られてい

る。ツール（試作版）は、数ある資料の中から、なぜこれらが選ばれ、掲載されているのか。個々の企業にと

ってその情報は、「なぜ」必要・有効なのかが重要だ。その「なぜ」が、事業主が初めての障害者雇用であっ

ても理解できるように、相談を進めると、事業主にとって理解しやすいのではないか。 

４ 雇用前と雇用後の課題の違い 

ツール（試作版）の課題項目は、その全部が、常に課題となるわけではない。たとえば、「経営者方針」が

掲げられなくても、障害者雇用はできる。どの課題項目が入口になり、どれに波及し、当面どれをしないかは、

企業の状況によって異なる。雇用後の状況、取組の詳細も、企業によって様々なものになる。雇用前と雇用後

に共通の、固定的な課題項目を作ることは、難しいだろう。雇用後に必要となるであろう情報も、事前に想定

できるとは限らない。 

５ 複数の資料を加工して活用 

それぞれの企業において何が重要かは、相談の初期段階では分からない。相談の中でポイントが浮かび上が

り、必要な情報だけを提供することになる。事業主との実際の相談では、既存の様々な資料の中から、事業主

の状況に応じ、一部コピーや加工を加え、一番使いやすいものを、使いやすい場面で活用し、最も使い勝手の

よいツールが選ばれている。それぞれの事業主に合わせて加工し、様々な企業の反応を知り、使うことを繰り

返す中で、支援の勘どころも分かってくる。情報量が多くても小分けにできるもの、バラバラになっていても

それぞれの意味が分かるもの、シンプルなものの方が、使い方のイメージがわき、応用もきく。 

６ ツールの分量 

ツール（試作版）は情報量が多い。障害者雇用に慣れていない企業の人事担当者には、読みこなせないので

はないか。Ａ４で１枚ずつ、又はＡ３で２つ折り、Ａ４×４ページ程度にまとめた方がよい。 

図表３－８ Ｂ地域センターの主任カウンセラーの意見（概要） 

 障害者雇用の基礎理解～経営者・職場の理解～ 

チェックポイント１ 経営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか 

チェックポイント２ 障害者雇用が全社的に理解されるよう取り組まれていますか 

 採用計画の検討・準備～職務選定・労働条件等～ 

チェックポイント３ 障害者の仕事、部署は決まっていますか 

 募集活動の準備 

チェックポイント５ 募集・採用の方法は決まっていますか 

 職場定着のための取組 

チェックポイント４ 配属先の職場の上司や従業員は取組を理解していますか 

チェックポイント６ 障害者雇用をサポートする社外の支援機関をご存じですか 

チェックポイント７ 社内のサポート体制はありますか 

図表３－９ ７つのチェックポイント  
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（３）地域センターの事業主援助業務担当者等の意見及び試用結果並びに修正等 

ア 事業主支援の経験を踏まえた意見 

（２）の修正後のツール（試作版）を全国の地域センターに示し、チェックポイントの有用性、修正・

不要等の改善点等について、事業主援助業務の経験を踏まえた意見を尋ねた。 

2021年４月に支所を含む全国の地域センター宛て、ツール（試作版）、参考資料9、使い方ガイド10の３

点と併せ、アンケート用紙11を電子データにて配付した。以下にその結果を説明する。 

ａ 有用性12 

７つのチェックポイント及びそれらを解説した参考資料について、有用性とその理由を尋ねた。有用

性の評価結果は図表３－10のとおりで、不要という意見はなかった。有用性の理由に関する主な意見は、

図表３－11のとおりである（詳細は199ページの巻末資料11参照）。 

 

図表３－10 ７つのチェックポイント等の有用性 

課題７項目 

｢有用｣と回答し

た地域センター

の割合 

修正の提案をし

た地域センター

の割合 

※｢有用｣と｢修正｣の重複回答あり 

チェックポイント１ 経営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか 71% 32% 

チェックポイント２ 障害者雇用が全社的に理解されるよう取り組まれていますか 71% 26% 

チェックポイント３ 障害者の仕事、部署は決まっていますか 76% 29% 

チェックポイント４ 配属先の職場の上司や従業員は取組を理解していますか 76% 26% 

チェックポイント５ 募集・採用の方法は決まっていますか 74% 34% 

チェックポイント６ 障害者雇用をサポートする社外の支援機関をご存じですか 89% 18% 

チェックポイント７ 社内のサポート体制はありますか 79% 21% 

※ ％値はそれぞれ「有用」または「修正提案あり」と回答した回答者の回答総数に占める割合である。各行の％の合計値が

100にならないのは、「有用」と「修正提案あり」との重複回答があったためである。 

 

  

 
9
 ツール（試作版）のチェックポイントの解説と関連資料を掲載した参考資料であり、意見等を踏まえ、最終的には巻末資料13-２へと改訂さ

れる前段階の試作版である。 
10
 巻末資料９（194ページ） 

11 巻末資料７【アンケートＡ】障害者雇用のための取組検討サポートツールに関するアンケート（192ページ） 
12 巻末資料７【アンケートＡ】の問２（192ページ） 
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チェックポイント１「経営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか」 

障害者雇用を進めるうえでの大前提となる重要な項目であるため、有用である。 

障害者雇用で比較的多く見られる採用担当者が孤軍奮闘されている事業所において、この取組は重要。 

全社一丸となった取組が必要であり、現場への十分な理解促進が重要であることの認識を促すために、有用

な項目。 

チェックポイント２「障害者雇用が全社的に理解されるよう取り組まれていますか」 

人事部門のみならず、経営者、人事部門、配属先現場の共通理解が図られることが必要と考えるため。 

このような項目があるとワークショップや社内研修の提案がしやすくなる。 

経営者・人事担当者と、現場との間に、障害者雇用に対する考え方の温度差があり、現場が障害者雇用に対

し消極的であると、雇用しても必要な配慮が行われないことがある。全社一丸となった取組が必要であり、

現場への理解促進が重要であることの認識を促すために有用な項目である。 

チェックポイント３「障害者の仕事、部署は決まっていますか」 

タイトルが分かりやすく有用。職務創出の方法についてや環境設定等、どの程度事業所が情報を得ているか

が把握できる。 

「仕事、部署」が不明確なまま採用し、事後に苦慮する事業所があるため、有用な項目。 

これまでの経験上、事業主から相談を受けることが比較的多い項目であるため有用。 

チェックポイント４「配属先の職場の上司や従業員は取組を理解していますか」 

ジョブコーチ支援等の説明、提案がしやすいと思われるため有用。 

配属先の理解がないと雇用継続が難しいため。 

同僚や上司に焦点をあてている点で有用。働く障害者の周囲の従業員の関わり方が職場定着には重要である

ということを企業にご理解いただけるものと考えるため。 

チェックポイント５「募集・採用の方法は決まっていますか」 

ツールの参考資料に失業者の内訳で精神障害者が多いことを明示している点で有用。発達障害を含む精神障

害者の雇用へ取り組む動機付けになると思われる。 

ハローワークの活用方法等を説明しやすいと思われるため有用。 

障害者雇用経験が全くない事業所の場合は、募集・採用の仕方もイメージが持てていないことも多いため有

用な項目。 

チェックポイント６「障害者雇用をサポートする社外の支援機関をご存じですか」 

必須項目であると考えます。採用担当者様の多くが抱え込まずに済むと分かった時に「ホッ」とした表情を

されます。 

支援機関の活用の仕方まで触れている点が有用。支援機関が多い、アクセス方法が不明といった企業にとっ

ての疑問、ニーズに対し、対応できている。 

支援機関と関わり慣れていない事業所に、支援機関との連携の重要性を示せることは有用。 

チェックポイント７「社内のサポート体制はありますか」 

担当者が孤軍奮闘したり、疲れ果ててしまう例がある。担当者を支える仕組が必要であるため有用な項目。 

この「社内のサポート体制はありますか」は、「経営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか」と「障

害者雇用が全社的に理解されるよう取り組まれていますか」で、どのようにすれば改善できるかの具体的な

回答にもなっている。チェック項目は相互に関連がある。 

具体的なサポート体制構築等において、地域センターの支援や助言が必要かどうかを確認するために有用で

ある。 

図表３－11 ７つのチェックポイント等の有用性の理由 
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ｂ 修正意見等13 

ツール（試作版）及び参考資料に対する修正及びその理由等について、事業主支援の経験を踏まえた

意見を聞いた。意見の概要は図表３－12のとおりである（意見を踏まえた主な修正状況を図表３－12の

「➔」以降にそれぞれ記載した。意見の詳細は巻末資料11の200ページ以降を参照されたい。）。 

ｃ チェックポイントの追加14 

ツール（試作版）に追加すべきチェックポイントに関する意見は、図表３－13のとおりである。 

ｄ その他の意見15 

ツール（試作版）及び参考資料に対する、事業主支援の経験を踏まえたその他の意見の概要は図表

３－14のとおりである（詳細は巻末資料11の201ページ以降参照）。 

ｅ 効果的な活用場面、活用方法に関する意見16 

事業主との相談において、ツール（試作版）をどのような場面やタイミングで活用すると効果的か

を尋ねた。回答結果は図表３－15のとおりで、課題の把握以外の場面でも活用されていた。 

 

  

 
13 巻末資料７【アンケートＡ】の問２（192ページ） 
14 巻末資料７【アンケートＡ】の問３（193ページ） 
15 巻末資料７【アンケートＡ】の問４及び６（193ページ） 
16 巻末資料７【アンケートＡ】の問５（193ページ） 
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チェックポイント１「経営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか」 

なぜ企業が障害者雇用に取り組む必要があるのかの記載が必要と考えます。 

トップメッセージの例もあると、「経営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか」の意味のイメージを

持ってもらいやすいと思う。 
➔参考資料に、障害者雇用に取り組む必要性とトップメッセージの例を追記した。 

チェックポイント２「障害者雇用が全社的に理解されるよう取り組まれていますか」 

「全従業員が経営者の方針を理解し」に続けて「理解の輪を拡げる試みが重要です」と書く等、従業員が受

け身ではなく積極的に拡げるようになることを目指したい。 

必ずしも全社員に対して一律に情報提供をすることがよいとは思われない場合もあるため、「全社的」を「社

内」に修正してはどうか。 
➔「特定の社員のみならず社内の幅広い社員に理解され」のように修文した。 

チェックポイント３「障害者の仕事、部署は決まっていますか」 

「切り出し・再構成」に加え「特化モデル」にも言及してほしい。 

「補助的な作業」だけでなく、一連の作業工程の一部分を「切り出す」こともあり得る。 
➔参考資料で「特化モデル」について説明した。 

チェックポイント４「配属先の職場の上司や従業員は取組を理解していますか」 

「障害者雇用が全社的に理解されるよう取組まれていますか」との違いが理解しづらい。取組が何を指して

いるのか具体的に記載してあれば、差異が分かりやすくなると考える。 

「不安」を「理解」に修正してはどうか。障害者雇用を進める際に不安が生じるものと理解される可能性が

あるため。 
➔ツール（試作版）の「取組」を「関わり方」に修正し、参考資料の「不安」を「関わり方が分からない」に表現を改めた。 

チェックポイント５「募集・採用の方法は決まっていますか」 

求人の受付や求職者の紹介はハローワーク等へご相談いただけるような記述があった方がよい。 

採用面接は、事業主との相談のなかで助言や情報を求められる事例も多い。採用面接の方法や留意点につい

て記述してほしい。 
➔参考資料に職業紹介に係るハローワークの利用、採用面接での確認事項及び留意点について付記した。 

チェックポイント６「障害者雇用をサポートする社外の支援機関をご存じですか」 

支援機関の説明は、文字情報ではなくカテゴリー図等で関係性や機能が分かるようにした方がよい。 

知的障害者の雇用に際しては、特別支援学校の見学や実習が行われることも多い。支援機関のひとつとして

重要であり、掲載した方がよい。 
➔参考資料で支援機関を「採用活用」「職場定着」等のカテゴリー別に図示し、特別支援学校を加えた。 

チェックポイント７「社内のサポート体制はありますか」 

事業主支援の中で産業保健スタッフも含めた雇用管理体制づくりに対する助言を求められる機会が増えて

いるため、社内のサポートとして産業保健スタッフも例示。 

職場の受入れの担当者が「孤立したために過度な負担」とあるが、孤立と負担は、原因と結果の関係では必

ずしもない。「孤立したり、過度な負担となったりする」でもよい。 
➔参考資料に産業保健スタッフを付記した。また、ツール（試作版）の説明文を「担当者が孤立したり、過度な負担を抱え

ることがないよう」に修文した。 

図表３－12 ツール（試作版）の修正意見及び修正状況  
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「なぜ障害者雇用を行いたいと考えたか」を追加。企業の取組の支援では、法定雇用率、人手不足、社会貢

献等の、目的を確認することが重要となるため。 

「経営者自身が障害者雇用について理解し、納得していますか？」（この文言は要検討）を追加。トップが消

極的であることに問題意識を持つ人事担当者からの相談にも応じる場合があるため。既に出ている項目「経

営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか」の前段階で、トップのお考えを確認するもの。 

「経営者は、障害者雇用のメリットを理解されているか」を追加。障害者雇用のメリットを経営者が把握し

ていると、現場へ説明する上でスムーズになると考えたため。 

「余裕を持った育成期間を考えていますか」を追加。即戦力となることを急がず、新しい環境、人、作業に

スモールステップで時間をかけて慣れていくことで力を発揮できる障害者も、多くいるため。 

「障害者雇用の現状についての情報収集」を追加。事例や雇用管理ノウハウ等の情報収集を十分せずに募集・

採用し、ミスマッチが生じたり、短期離職に至ったりする事例も多いため。 

「合理的配慮の提供」を追加。募集・採用時、採用後の、障害者と企業との話合いによる相互理解、合理的

配慮が不可欠であるため。 

➔上記の観点については参考資料の巻末情報、又は本章第３節で検討するとともに、その趣旨に即した内容を参考資料に盛

り込むこととした。 

図表３－13 追加すべきチェックポイント 

●相談の進め方とツールの活用の仕方 

これまでの相談の中で、事業主も支援者も経験則に基づいて言及していた漠然とした障害者雇用の課題が、

ツール（試作版）では明確に文字化されていてよいと思った。 

ツール（試作版）のようなツールは、多種多様、多いほどよい。事業所との相談の幅が広がり、支援の幅が

広がると思う。 

ツール（試作版）を活用するには、事業主のニーズを的確に把握するための支援者の技術の向上が必要。 

➔事業主のニーズを把握する技術については、特に事業主相談のあり方については、本章第４節（ツール等を活用した事業

主相談）で検討した。 

●デザインやレイアウトの変更 

各項目に取り組んでいるか否かのチェック欄と、企業ごとに取り組んでいる内容の記入欄があると、相談を

深めやすい。「障害者の仕事、部署は」は、仕事や受入れ部署が決まっている場合の記入欄があるとよい。 

全体的に説明が文章で記載され紙面に対する文字数が多く、行間が狭い。情報量を絞り、説明は文字より図

表やイラストを用いた方が事業主にとってご理解いただきやすい内容になる。URLについては、QRコードも

付記するとよい。（文字数、行数、フォント、イラストについては多数の意見あり。） 

➔ツールの中に各企業の取組の記入欄を設け、また参考資料の要所にＱＲコードを付記した。 

図表３－14 ツール（試作版）等に対するその他の意見 
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（１）事業主の法定雇用率達成に向けたハローワークの指導への協力の際に活用 

ハローワークに同行した際の情報提供（説明資料）のひとつとして活用できる。 

地域センターの事業主援助業務等を紹介する際の参考資料として活用できる。 

（２）事業主向けセミナー、事業所内の社員研修等での、講師資料として活用 

障害者の雇入れ経験がない、あるいは少ない企業を対象としたセミナーや社員研修の資料として

活用できる。 

法定雇用率未達成企業等の採用のご担当者に向けた、事業主支援ワークショップ等の企業向けの

セミナーの中で、障害者雇用でおさえるとよい点等をまとめた資料として活用できる。 

（３）事業主との初回相談で活用 

障害者雇用を希望している事業所から地域センターに相談や支援の要請があった際の情報提供（説

明資料）のひとつとして活用できる。 

相談の早い段階において、主訴を聴取し既存の資料を用いながら相談を進めた後に、相談のまとめ

の中で材料のひとつとして活用できる。 

（４）障害者雇用に積極的に取り組もうとしている事業主との相談で活用 

事業主が障害者雇用を前向きに検討するにようになってから活用する方が、効果が高いと思う。 

障害者雇用の進め方のイメージがあまりない事業主との相談では、事業主に対応を勧めたい事項

が可視化されているため、活用すると効果的だと思う。 

（５）その他 

ホームページに掲載し、相談の前に事業主に目を通してもらっておくと、相談がスムーズに進めら

れる。 

事業主との相談に際して、支援者側の手元資料のひとつとして活用できる。事業主への支援の提案

内容を整理するための参考資料になる。 

図表３－15 ツール（試作版）の効果的な活用方法17 

イ 事業主相談での試用 

ａ 試用の概要 

前述の「ア 事業主支援の経験を踏まえた意見」のアンケート調査と併せて、地域センターでの事業

主援助業務におけるツール（試作版）の試用を依頼した。2021年４月に、支所を含む全国の地域センタ

ーへツール（試作版）、参考資料、使い方ガイドの３点と併せ、アンケート用紙18を電子データにて配付

した。 

ｂ 試用結果 

12事業主の相談事例の回答があった（図表３－16）。  

 
17 表中(1)~(5)は、読みやすさ等の配慮のため執筆者が行った整理結果であり、回答欄にはこのような区分は設けられていなかった。整理に当

たり、読みやすさを考慮して文体の一部を整えた。 
18 巻末資料８【アンケートＢ】障害者雇用のための取組検討サポートツールの試用結果に関するアンケート（193ページ） 
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図表３－16 地域センターでの試用結果 

 試用前の事業主の状

況 

障害者雇用の課題 事業主の取組の提

案（支援を伴うか否

かを問わない） 

相談の話の流れの中での、事業主の

課題はどのような質問、きっかけ、

タイミングで把握されたか。 

相談の話の流れの

中での、ツール（試

作版）の活用のタイ

ミング、併用したツ

ールや資料等 

【事例１】 

製造業 

（総務担当者） 

法定雇用率未達成。

これまでも障害者雇

用の必要性は感じて

いたものの、実際に

どこに配置すればよ

いかの検討が進ま

ず、情報も不足して

おり、障害者雇用に

向けた具体的な取組

につながっていなか

った。 

労働条件の検討(求

人)。 

職務内容の検討。 

指導体制。 

雇用率を満たすため

に、中・長期的な採

用に向けた戦略の検

討。 

アウトソーシングし

ていた業務を社内に

戻すことについての

検討。 

県内の複数の拠点

（事業所）での障害

者の受入れ方の検

討。 

職務の検討。 

社員研修の実施。 

情報収集(当方から

は各種マニュアル

や障害者雇用事例

リファレンスサー

ビス等について情

報提供を行った)。 

初回相談時に、「現状の障害者雇用

の取組について教えていただけま

すか？」という質問をしてから、

ニーズの把握を進めていった。 

ツールのチェックポイント２(障害

者雇用が全社的に理解されるよう

取組まれていますか) の質問を入

れることで、会社の障害者雇用の

取組状況(進捗)や取り組む経緯に

ついてのヒアリングがスムーズに

できた。 

障害者雇用の状況を聞いた上で、

今後の事業所としての考え(例：い

つまでに採用を考えているか、具

体的な職務を想定しているか等)を

確認していった結果、左記の内容

が具体的に把握できた。 

初回相談にて活用

した。冊子「はじ

めからわかる障害

者雇用(事業主のた

めのＱ＆Ａ)」を併

用。 

【事例２】 

プラスチック部品

製造 

障害者の雇用経験は

なく、本社から障害

者１名の採用を指示

されたが、何から取

り組めばよいか分か

らないという状況。 

作業内容が決まって

おらず、どう進めれ

ばよいのか分からな

い。 

どのような環境、配

慮が必要なのか分か

らない。 

職務内容の検討。 

社員研修。 

他社事例の紹介。 

ジョブコーチ支

援。 

ツール（試作版）を示し、一つ一

つ確認していく中で、具体的な課

題やニーズを把握した。 

チェックポイントを示し、説明し

た際に、「作業内容や部署が決まっ

ていない」「周囲の従業員に対し

て、障害者雇用をどうやって理解

してもらえばよいか」「これまで支

援機関を利用したことがなく、事

業所だけで対応するのは不安」等

の質問やニーズを聴取した。 

ハローワークから

の依頼により、大

まかな相談内容を

事前に把握してい

たことから、当セ

ンターのパンフレ

ットをもとに事業

主支援の概要説明

を行い、その後に

ツール（試作版）

を活用して相談を

進めた。 

【事例３】 

製造系業務請負業 

（総務部課長） 

入職後障害者手帳を

所持することになっ

た等で障害者の雇用

実績はあるが、新規

に障害者雇用を進め

るのは初めて。 

雇用率があがったこ

と、及び在職障害者

が定年退職等で離職

するため、雇用率が

未達成となる見込み

⇒早急に新規雇用を

進めたい意向。 

募集活動の進め方等

が分からない。 

職務の切り出しは可

能と思われるが（総

務部課長感触）、現

場の理解が得られに

くい。 

見学、職場実習、

支援機関等につい

て情報提供。 

トップダウンでの

指示となるよう、

上層部を巻き込む

よう助言。 

企業の課題認識の説明に対し、こ

ちらから適宜質問しながら把握し

た。 

２～３のやりとり

の後に、「今までの

お話を視覚化した

ものがこれです」

と提示し、更に話

を進めた。 
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図表３－16 地域センターでの試用結果（続き） 

 試用前の事業主の状

況 

障害者雇用の課題 事業主の取組の提

案（支援を伴うか否

かを問わない） 

相談の話の流れの中での、事業主の

課題はどのような質問、きっかけ、

タイミングで把握されたか。 

相談の話の流れの

中での、ツール（試

作版）の活用のタイ

ミング、併用したツ

ールや資料等 

【事例４】 

建設業 

現在雇用している身

体障害者が１～２年

内に定年退職となる

ため、新規採用を進

めたいが、どこから

手を付ければよいの

かが分からず困って

いた。 

作業内容が決まって

おらず、どう進めれ

ばよいのか分からな

い。 

知的、精神、発達障

害の求職者が増えて

いると聞いたが、ど

のような環境、配慮

をすればよいのか分

からない、不安も大

きい。 

職務内容の検討。 

社員研修。 

他社事例の紹介。 

ジョブコーチ支

援。 

ツール（試作版）を示し、一つ一

つ確認していく中で、具体的な課

題やニーズを把握した。 

チェックポイントを示し、説明し

た際に、「作業内容や部署が決まっ

ていない」「周囲の従業員に対し

て、障害者雇用をどうやって理解

してもらえばよいか」「これまで支

援機関を利用したことがなく、事

業所だけで対応するのは不安」等

の質問やニーズを聴取した。 

電話及び初回相談

時に、大まかな相

談内容を聴取して

いたことから、２

回目に訪問した際

にツールセットを

活用。リファレン

スサービスより、

同業他社の事例を

２社持参し、ツー

ル（試作版）のチ

ェック項目に併せ

て情報提供も行っ

た。 

【事例５】 

農機具販売業 

（人事部長） 

障害者雇用率未達成

であり、雇用を進め

る必要があった。 

年内までに１人の雇

用を目指し、人材を

紹介してもらえる機

関を探していた。 

ハローワークから

は、求職者の紹介の

前に地域センターへ

相談することを勧め

られた。 

経営者・職場の理解

を得ることが必要と

認識した。 

実際にできる仕事か

どうか確認すること

が必要と認識した。 

インターンシップが

必要と認識した。 

社内研修。 

作業内容。 

求人作成。 

ツール（試作版）を提供し、事業

主が目に留まったワードを読ま

れ、事業主の気づきや問いかけに

答える形で相談が進んだ。 

障害者雇用をどう

進めたらよいか、

との発言があった

ため、ツール（試

作版）を提供し

た。 

職場復帰支援につ

いても関心が示さ

れたため当該業務

の説明を行った。 

【事例６】 

ＩＴアウトソーシ

ング、映像制作 

（社長、人事担当

者） 

従業員の増加によ

り、ハローワークか

ら雇用率達成指導を

受けた。障害者雇用

をしたことがないた

め、どのように受入

れ準備、募集をすれ

ばよいか分からない

状況だった。 

障害者雇用の意義に

ついて社内で共有す

るに至っていない。 

求職中の障害者の現

状について詳しく知

らない。 

労働条件の設定や募

集方法について詳し

く知らない。 

障害者雇用の意義

や実態についての

社内共有。 

他社事例の収集。 

職務の洗い出しと

求人申し込み。 

支援機関の役割へ

の理解。 

事前に電話で相談申し込みがあっ

た際に雇用率達成指導を受けたと

の話があったので、相談冒頭に

「ハローワークから達成指導を受

けたとのことでしたね」と切り出

したところ、社長より現状・課題

について話があった。 

障害者求人を具体的に出す予定が

あるか確認したところ、労働条件

の設定や募集方法について詳しく

知らないことを把握した。 

主訴（地域センタ

ーへの相談に至っ

たきっかけ、現在

の状況など）を話

してもらった後

に、従来から使っ

ているツールを併

用して、ツール

（試作版）を提

供、参考資料は手

持ち。 

【事例７】 

銀行 

身体障害者の雇用実

績はあるが、精神障

害や発達障害の雇用

実績はほとんどな

く、令和４年４月か

ら本格的に採用を進

めていく方針だっ

た。 

仕事内容に候補はあ

るが漠然としてい

る。 

精神障害者や発達障

害者の働くイメージ

が漠然としている。 

社内体制を整備する

必要がある。特に配

属先に対して精神障

害者等の受入れにつ

いて理解を深める必

要がある。 

職務の検討。 

ＤＶＤの貸し出

し、職業準備支援

の見学。 

社員研修。 

事業主支援ワーク

ショップの参加推

奨、企業在籍型職

場適応援助者の配

置に係る情報提供

等。 

ツール（試作版）を提供し、一つ

ずつ確認する中で課題を聞き取っ

た。 

相談の最初にツー

ル（試作版）を提

供した。相談の途

中で支援ニーズを

確認しながら従来

から使っている業

務紹介リーフレッ

トで支援内容を具

体的に説明した。 
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図表３－16 地域センターでの試用結果（続き） 

 試用前の事業主の状

況 

障害者雇用の課題 事業主の取組の提

案（支援を伴うか否

かを問わない） 

相談の話の流れの中での、事業主の

課題はどのような質問、きっかけ、

タイミングで把握されたか。 

相談の話の流れの

中での、ツール（試

作版）の活用のタイ

ミング、併用したツ

ールや資料等 

【事例８】 

医療機関 

障害者の雇用経験は

なかった。 

納付金の負担及びハ

ローワークからの雇

入れ計画作成命令に

伴い、法人として具

体的な取組を始める

こととしたが、何か

ら取り組んでいけば

いいのか分からなか

った。 

職務、雇用形態、待

遇などどのように考

え、どのような準

備、進め方が必要の

か分からない。 

事業主をサポートし

てくれる機関や制度

が分からない。 

同業あるいは関連

業種の事例等を交

えた職務、雇用形

態、待遇、法人体

制の具体化及び着

手しやすい箇所の

明確化。 

ハローワークを含

めた事業主支援体

制の構築。支援機

関や制度を踏まえ

た雇入れ計画の具

体化。 

電話での問合せ時に概要を把握

し、訪問時の一連の情報提供、意

見交換をとおして確認をした。 

業務を紹介する複

数のリーフレッ

ト、冊子「はじめ

からわかる障害者

雇用(事業主のため

のＱ＆Ａ)」等 

【事例９】 

製造業 

（総務部長、総務

担当者） 

雇用している障害者

は０人。雇用の必要

性は理解しているも

のの、配置先の検討

の進め方で悩み、障

害に関するの情報も

不足し、雇用に向け

た具体的な取組にな

かなかつながってい

なかった。 

障害者雇用に関する

社内の啓発・意識の

醸成。 

労働条件の検討(求

人)。 

職務内容の検討。 

指導体制。 

  初回相談時に、「現状の障害者雇用

の取組について教えていただけま

すか？」という質問をしてから、

ニーズの把握を進めていった。 

障害者雇用の状況を聞いた上で、

今後の事業所としての考え(例：い

つまでに採用を考えているか、具

体的な職務を想定しているか等)を

確認していくと、左記の課題を具

体的に把握した。 

事業主支援計画書

を提示するタイミ

ング。冊子「はじ

めからわかる障害

者雇用(事業主のた

めのＱ＆Ａ)」を併

用。 

【事例10】 

航空機、各種車

両・機械の製造及

びメンテナンス 

（人事部長） 

雇用率の引上げに伴

い、雇用拡大を図る

必要性があり、全国

の営業拠点での受入

れを検討していた。 

求職者の状況を勘案

すると、精神障害者

の雇入れを検討せざ

るを得ないが、その

ためにはまず管理者

に基本的な知識を持

ってもらい、理解促

進を図る必要がある

と考えている。 

社員研修（管理者

対象）。 

試行した事業所だけでなく、この

間、新規雇入れに係る相談対応を

した事業所に関しては、事業所側

で取組に向けた「困り感」がある

程度明確であったため、特段、当

方から探りを入れるようなアクシ

ョンを起こさなくても課題を把握

することが可能であった。 

ツール（試作版）

を手元に置いて相

談したが、従来か

ら使っているツー

ルと通常行ってい

る相談の流れでニ

ーズの把握は出来

たため、活用しな

かった。 

【事例11】 

物流（スーパーマ

ーケット等に納入

する商品の配送

等） 

（常務、総務担当

課長） 

障害者雇用の経験は

あるが、退職した後

は雇用に取り組めて

いなかった。 

想定している業務は

ある程度決まってい

るが、その仕事にど

のような障害者がマ

ッチするのかイメー

ジできない。 

想定している業務

内容の確認と必要

に応じた再検討。 

地域の支援機関と

連携した求職者と

のマッチング（見

学・実習のコーデ

ィネート）。 

ジョブコーチ支援

等の実施。 

試行した事業所だけでなく、この

間、新規雇入れに係る相談対応を

した事業所に関しては、事業所側

で取組に向けた「困り感」がある

程度明確であったため、特段、当

方から探りを入れるようなアクシ

ョンを起こさなくても課題を把握

することが可能であった。 

ツール（試作版）

を手元に置いて相

談したが、従来か

ら使っているツー

ルと通常行ってい

る相談の流れでニ

ーズの把握は出来

たため、活用しな

かった。 

 

  

− 67 −



 

- 68 - 

 

図表３－16 地域センターでの試用結果（続き） 

 試用前の事業主の状

況 

障害者雇用の課題 事業主の取組の提

案（支援を伴うか否

かを問わない） 

相談の話の流れの中での、事業主の

課題はどのような質問、きっかけ、

タイミングで把握されたか。 

相談の話の流れの

中での、ツール（試

作版）の活用のタイ

ミング、併用したツ

ールや資料等 

【事例12】 

高齢者施設を運営

する社会福祉法人

本部 

（人事部次長） 

障害者を新規採用し

たことも、社員が障

害者になったことも

なかった。 

昨年度時点での不足

数は５名。ハローワ

ークより雇入れ計画

書の作成命令が発出

されている。求人票

は作成したものの応

募が振るわない状況

だった。 

仕事内容が具体的に

決まっていないこ

と。 

事業所全体で障害者

雇用に取り組む機運

が高まってはいない

こと（当初は現場の

理解がないと感じて

いたが、チェックリ

ストを活用すること

で管理職に対する啓

発が優先であると整

理された）。 

社員研修。 

職務創出。 

ジョブコーチ支

援。 

事業所より電話にて「知人より情

報提供を受けて、障害者雇用につ

いて相談がしたい」と依頼があ

り、現時点で２回相談を実施し

た。 

１回目は事業所担当者に来所いた

だき、主訴を整理した。 

２回目はハローワークとともに事

業所を訪問し、具体的な今後の進

め方を検討した。 

１回目の相談では、これまでの障

害者雇用の経緯を聞き取り「これ

まで障害者雇用をしたことがな

い。採用した職員から開示された

こともないし、中途障害者もいな

かった。」との返答を得た。 

ほかの支援機関との相談状況を質

問し「ハローワークと相談し、求

人票は作成したが応募者は未だい

ない。『補助業務』とざっくり表記

し具体的な内容は応募者の様子を

見て決めようと思うが、ハローワ

ークから具体的な仕事内容を質問

されることがあり、これではいけ

ないと感じている」との返答を得

た。 

そこで、職場見学等を通じて職務

を切り出していくことを提案した

ところ、「現場の理解を得ていかな

ければならない。受入れに不安を

感じている職員が少なくない」と

話があったため、啓発研修の提案

を併せて行った。 

２回目の相談では、これまでの相

談経緯があるハローワークに同行

いただき事業所を訪問した。 

当初は作業場の見学を想定してい

たが緊急事態宣言の影響で面談の

みとなり、そこで既に１名雇用し

ていることを把握したため、雇用

後でもジョブコーチ支援が活用で

きることを案内し、チェックリス

トを活用し、管理者向けの啓発研

修の日程調整を行った。 

１回目の相談で

は、業務紹介リー

フレットを用いて

相談を行った。ま

た数社分の雇用事

例を印刷し、冊子

「はじめからわか

る障害者雇用(事業

主のためのＱ＆

Ａ)」と併せて提供

した。 

２回目の相談にお

いてツール（試作

版）を手交し「前

回聴き取りした内

容を基に、課題と

思われる点にチェ

ックを付けたの

で、相違や追加が

ないか確認してい

ただきたい」と問

いかけた。 

参考資料は手交に

留め、具体的なア

プローチ方法は面

談で提案を行っ

た。 
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ｃ 試用結果の考察 

試用では、７つのチェックポイントの言葉を手掛かりとして、チェックポイントに類似の、事業主ご

とに個別性の高い課題が把握された。また、ツール（試作版）の作成の主たる目的は、障害者雇用に向

けた事業主の課題を把握することにあったが、試用では、障害者雇用の課題のみならず、事業主の取組

の現状や支援ニーズといった、その後の支援に必要となる様々な側面が把握・共有された。 

すなわち事例１では、初回相談で障害者雇用の現在の取組状況と今後の取組に関する事業主の考えを

聞く際に、既存の資料と併用してツール（試作版）が活用された。つまり課題の把握というよりは、ツ

ール（試作版）に書かれた課題等を表わす言葉が選択肢となり、障害者雇用に向けた取組の現状を言葉

に表現し、カウンセラーと事業主が共有するヒントとして活用された。 

事例２、３、４、５、６、７では、事業主の主訴を確認した上でツール（試作版）の項目を一つ一つ

確認し、具体的な課題の把握と、その支援ニーズの把握に活用された。 

事例８では、支援のために事業所を訪問する前の電話での事前相談において、障害者雇用を想定した

職務内容、雇用形態、支援機関や制度のメニューや活用の仕方について打合せを行う際、事業主が進め

ている取組を確認するためのカウンセラーの手元資料として活用された。 

事例９では、課題の把握ではなく、把握後の支援計画案の説明の中で既存の資料と併用し、ツール（試

作版）が活用された。活用のねらいは、「障害者雇用に関する社内の啓発・意識の醸成」、「労働条件の検

討(求人)」、「職務内容の検討」、「指導体制」といった当該事業主が抱える課題を解決するための、事業

主の取組とその支援内容の提案の意義や、予想される効果を説明する参考資料として活用された。 

事例10、11では、事業主との相談場面において、カウンセラーが既存の資料と使い分けるため手元に

用意したものの、結果として活用したのは既存の資料だけで、ツール（試作版）はカウンセラーの手元

に置かれたままだった。 

事例 12 では、当初は配属先の従業員全体において障害者雇用に対する理解があまりないこと等が課

題として挙げられ、事業所との２回目の相談においてツール（試作版）の中の当該事業主の課題と思わ

れる点にチェック印を付けて提供し、相談の結果、当該事業所内において配属先の管理者に対する啓発

に優先的に着手することとなった。 

ｄ 試用結果を踏まえた修正等 

相談場面での使い易さを向上させるため、ツール（試作版）のチェックポイントの周囲に記入欄や余

白を設け、障害者雇用に関する事業主の取組状況、課題等をツールに記入できるようにした。また、相

談の進捗に応じたツール（試作版）の示し方に関する示唆を受けて、本章の第４節（79ページ）でツー

ル等を活用した事業主相談について提案することとした。 
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２ 企業の人事担当者の意見と修正 

民間企業２社の人事担当者に対し、ツール（試作版）をあらかじめ郵送の上、2021 年 10 月５日にそ

れぞれ電話により意見を聴取した。 

（１）Ｃ社の人事担当者の意見 

ア 企業の概要 

小売業（店舗数 約400店舗、従業員数 約78,000人） 

※インタビュー対象者は、本社及び全店舗の障害者雇用に関する業務を担当。初めて障害者雇用を受

け入れる地方の店舗の店長・人事担当者に向けて、障害者雇用を支援している。 

イ 意見の概要 

意見の概要は図表３－17のとおりである（詳細は202ページの巻末資料12参照）。 

（２）Ｄ社の人事担当者の意見 

ア 企業の概要 

特例子会社（従業員数 約30人） 

※親会社は、紳士･婦人靴の製造小売業。インタビュー対象者は、親会社を含む企業グループ内の全て

の店舗、工場、オフィスにおいて、障害者の採用準備から職場適応までの雇用管理をサポートして

いる。親会社の従業員数は約200人、企業グループ全体の従業員数は約1,100人。障害者雇用につ

いては、特例子会社制度に加え、企業グループ内の数社に対し親会社との間で障害者雇用率を通算

する企業グループ適用（関係会社特例）の制度が適用されている。 

イ 意見の概要 

意見の概要は図表３－18のとおりである（詳細は巻末資料12の203ページ以降参照）。 
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ａ ツールの全体構成と使い方について 

ツール（試作版）のチェックポイントの１～７の番号について、もし順番を決めたいなら、「経営者は障害者

雇用の方針を全社に示していますか」が１番目、最後の７番目は「募集・採用の方法は決まっていますか」で、

そのほかについては、特に順番はないと思う。「経営者は障害者雇用の方針を全社に示していますか」は、人事

担当者として社内で障害者雇用を進める立場としては、経営者の方針が必要ではないか。 

障害者を雇用しなければならないことは、どの企業も分かっていると思う。ツール（試作版）に「取り組みや

すいものから始めてみてください」と書いてあるのは、雇用を進めるに当たって何をどのように進めればよい

かが、お分かりにならない企業にとっては、取り組みやすい、よい書き方だと思う。 

ｂ 障害者雇用の実務に資する資料について 

障害者雇用に関する人事担当者の実務は、始めは何から何まで分からないことが多い。例えば、募集、採用の

実務についてはツール（試作版）には書いていないが、企業の障害者雇用を進めるには、求人の出し方、採用面

接の仕方、保管する手帳のコピーすべきページ等々、分かりにくいことが多い。制度の仕組みや障害特性等のよ

うな基本的情報は掲載されているが、人事担当者の実務的なことが分からないと、実際の取組につながること

は難しいのではないか。 

ｃ 資料の文言について 

「仕事、部署は決まっていますか」のページに「職場の業務の洗い出し・リスト化を、相談窓口・支援機関が

ご提案する場合があります」とある。「提案されたくない」企業にとっては、強引に提案される印象があると思

う。困っている企業、提案してほしい企業に対してであれば、たとえば「提案することができます」「お困りだ

ったらご相談ください」のように書いた方がよい。 

図表３－17 Ｃ社の人事担当者の意見 

ａ ツールの全体構成と使い方について 

７つのチェックポイントの文言は、このとおりでよいと思う。企業が取り組む順番は、「経営者は障害者雇用

の方針を全社に示していますか」が最初で、そのほかのチェックポイントの順番は、企業によって違うと思う。 

７つのチェックポイントの円環図は、これだけでは内容が理解できないが、参考資料の本文を読めば理解で

きる。ツール（試作版）を活用する企業が最初に手にするのは参考資料で、参考資料の要点をまとめたものが円

環図になっていると思う。参考資料を主にして、その中にまとめとして円環図が入っていれば、書いてある内容

が理解しやすくなると考える。 

ｂ 障害者の担当職務について 

ツール（試作版）の「仕事、部署は決まっていますか」のページに、「職場の業務の洗い出し・リスト化を、

相談窓口・支援機関がご提案する場合があります。」と書いてある。「洗い出し・リスト化」は企業が行うこと

で、外部の支援機関からそのような提案を受ける場合が本当にあるのだろうかと思う。 

担当職務の検討において、支援機関との連携が重要なのは、仕事の洗い出し・リスト化の後で、障害者一人分

の作業に「落とし込む」段階においてである。障害特性、職業経験や働く準備は様々で、たとえば具体的にどの

ような障害特性をお持ちの方が、この作業に合いそうだ、というアドバイスを受けることができる。 

ｃ 資料の文言について 

ツール（試作版）の「障害者雇用が全社的に理解されるよう取り組まれていますか」の中に、「理解が、徐々

に浸透した例も」とあるが、むしろ徐々に浸透した事例の方が多いと思う。トップ経営陣が方針を出しても、社

内に浸透するまでは、やはり２～３年かかるのではないか。 

ツール（試作版）には「仕事を教えるコツをつかみ」と書いてあり、障害者への特別な教え方があるようなニ

ュアンスを感じるが、障害者に仕事を教える上司や先輩社員には、教え方は障害のない人と基本は同じだとい

う方が安心してもらえると思う。 

図表３－18 Ｄ社の人事担当者の意見 
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（３）ツール（試作版）の修正等 

企業の人事担当者の意見を踏まえ、ツール（試作版）に図表３－19のとおり修正を加えた。 

ア 経営判断の重要性について 

人事担当者が障害者の配属先の協力を得るために、障害者雇用に係る経営者の方針明示が重要である旨を、参考資料に

付記した。 

イ 業務の洗い出し・リスト化は事業主が主体的に行うものであること 

経営方針、事業内容等の実状を踏まえた分析は、社外の支援機関には難しい旨の意見を踏まえ、事業主が社内の関係部

署の協力を得ながら行う職務開発のあり方について参考資料に盛り込んだ。 

ウ 障害者雇用の実務に関する相談ニーズについて 

人事担当者等が行う障害者雇用の実務の進め方や基本情報の中には、インターネット情報や各種事業主セミナー等では

手に入りにくいものも多く、随時相談に応じることができる窓口が求められたことを踏まえ、本章第３節に付記した。 

図表３－19 企業の人事担当者の意見を踏まえた修正等 
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第３節 ツールの各チェックポイント 

前節の意見及び試用結果を踏まえ、最終的に、チェックポイントを７項目とし（図表３－20）、完成版

の名称を巻末資料 13-１（205 ページ）のとおり「障害者雇用のためのサポートツール」及び巻末資料

13-２（207 ページ）のとおり「障害者雇用のためのサポートツール チェックポイント別 参考資料」

とした。 

 経営者は障害者雇用の方針を広く社内に示していますか 

 障害者雇用が社内に理解されていますか 

 職務内容、配属部署は決まっていますか 

 募集・採用の方法は決まっていますか 

 上司や同僚は、障害者への関わり方を理解していますか 

 社内のサポート体制はありますか 

 障害者雇用をサポートする支援機関を利用していますか 

図表３－20 ツール（完成版）のチェックポイント７項目 

以下では、上述の図表３－20のチェックポイント７項目の趣旨について、本章のアンケート調査やヒ

アリング調査の結果等を踏まえて説明する。 

１ 経営者は障害者雇用の方針を広く社内に示していますか 

ここで経営者が示す障害者雇用の方針とは、例えば「障害のある社員○名を20xx年度末までに○○工

場に配属する。」、「○○年から全店舗で順次１人以上採用開始」、「障害者を配属する店舗の人件費を本社

経費とする。」、「社内に障害者雇用と定着に取り組むプロジェクトチームを立ち上げる。」、「特例子会社

を設立し○○年までに認可を受ける」等のように、企業が障害者雇用に取り組む具体的な計画を明示す

ることをいう。 

経営者の方針明示について、本章第２節（55～72ページ）の専門家及び企業人事担当者の意見は、大

きく２つに分かれた。第一は、消極的な立場からの意見で、当該企業の実状を理解していない社外の就

労支援機関の立場から、経営方針に対して意見を述べることに抵抗感があるという意見である。この意

見の背景には、人事担当者が新たな障害者雇用に対して意欲的である反面、経営者が必ずしも十分な理

解を示していない事例もあり、事業所内の事情に社外の就労支援機関の立場から口をはさむことになる

のではないか等の懸念があるものと考えられる。 

第二は、障害者を雇用するという経営判断は、企業の人事担当者が障害者の配属先に対して受入れを

求める前提として必要である等の、積極的な立場からの意見である19。2019 年の企業調査の結果によれ

ば20、従業員数 100 人未満の企業では、経営者等が障害者雇用に係る経営方針を公の場で言及している

 
19 ヒアリングを実施した企業の人事担当者２名中１名は、積極的な立場から意見を述べる中で、例え経営判断がない中でも、法令遵守の観点

から、障害者雇用に対して全社員が主体的に取り組むのが本来の姿なのではないか、とも指摘していた。 
20 障害者職業総合センター調査研究報告書№143（2019年）「障害者雇用制度の改正等に伴う企業意識･行動の変化に関する研究」103ページ. 
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方が、障害者を雇用している企業が有意に多かった21。第２章の地域センター調査では、障害者雇用に関

する事業主との相談の中でこの質問を入れることで、会社の障害者雇用の取組状況や取り組む経緯につ

いてのヒアリングがスムーズにできたとの意見もみられた。 

２つの意見の違いは、この資料を提示するタイミングが、相談の流れのどの段階にあるかによって生

じたと考える。消極的な意見は、支援者が事業主の話をまだ十分聞けていない初期段階で、経営判断の

提案をすることには、無理があることを示唆している。障害者雇用を着実に進めるためには、経営者の

リーダーシップが重要であるが、それには、事業主の話を十分聞き、適切なタイミングで提案すること

が重要である22。 

２ 障害者雇用が社内に理解されていますか 

ここで理解とは、障害者と一緒に働く上司や同僚が、障害者の障害特性や必要な配慮事項を理解し、

障害者との良好な関係構築を図り、仕事上の適切な配慮を提供することをいう。 

社内の理解は、障害者の雇用と職場定着の方法であるとともに、障害者雇用の成功の表れとしても捉

えることができる。仕事を教える上司等は、障害者にいつまでも同じ仕事を行わせるのではなく、仕事

の量、質、責任範囲を段階的に広げ、率先して人材としての育成を図ることが経営者から求められる。

社員としての成長の様子を周囲の社員が見ることで、障害者もほかの社員と同様、育成によって企業の

事業に貢献する人材となり得ることの理解が社内に浸透し、障害者が、仕事を通じたチームの一員とな

る。 

なお、障害者の人材育成について、障害者雇用は労働生産性が低く育成のコストかかるのではないか

という漠たる意見に対しては反証がある。事業主の工夫により、個々の障害者の強みが生かされるよう

な職務の調整が図られることで、高い生産性が実現した雇用事例や、職場環境を変えることで障害のな

い社員にも働きやすくなり企業全体に利得（Benefit）をもたらした雇用事例もある23，24。 

前章の調査結果及び本章の調査結果等では、事業主が障害者雇用の社内の理解を広げる際に、取組の

一環として支援機関を利用する場合、事業主が支援機関から受ける支援の内容に対して、以下のような

指摘があった25。 

① 事業主が障害特性や制度の知識、雇用事例等をテーマとする社員研修を開催する場合、参考とな

る資料を提供したり、講師となったり、外部講師を紹介する支援26。 

 
21 出典元の調査項目は「社内外の公式の場面（会合、広報誌、電子ネットワーク等）において、トップ・マネジメント（企業・組織の経営・

運営の最高方針を決定する最高首脳部。会長、副会長、社長、副社長、理事長、副理事長、代表等）が、障害者雇用の取組の方針や方向

性、重要性等について話したり、説明したりするのを聞いたり読んだりしたことがありますか。」。 
22 このことは、次節でも事業主相談での留意点として詳しく述べる。 
23 Stein,M.A.(2000) ”Market Failure and ADA Title I”. in Francis,L.P. et al. ”Americans with Disabilities: Exploring Implicat

ions of he Law for Individuals and Institutions.” Routledge. pp.193-208. 
24 Schriner,K.(2001) “A Disability Studies Perspective on Employment Issues and Policies for Disabled People.” in Albrecht, G.

L. et al. “Handbook of Disability Studies”. Sage. pp.642-662. 
25 このほか、本章の企業の人事担当者の意見の中で、障害者が配属されていない部署に雇用の理解を広げるため、その部署の職務の一部を切

り出し、別の部署の障害者がその職務を行い、その結果の完成度を社内にアピールして、新たに障害者を配属するため理解を広げるといっ

た手法が紹介された。 
26 社員研修の内容の豊富な実例は第２章の調査結果（38ページ）に、企業と支援機関が連携した研修の具体的な進め方の実例は第４章（85～1

67ページ）に、それぞれ例示している。 
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② 既に障害者を雇用している事業所を見学したり、人事担当者同士で情報・意見交換するセミナー

やグループワークの場を設ける支援。 

③ 能力開発（職業訓練）校、障害福祉施設、特別支援学校等を訪問し、求職中の障害者が作業や実

務に従事している場面を事業主が見学したり、求職者の紹介を受ける手続や職場実習等の制度の説

明を受ける場を設ける支援。 

④ 支援機関の職員であるジョブコーチ（職場適応援助者）が、事業所を訪問し、障害者の上司等が、

障害者とコミュニケーションを図ったり、仕事を障害者に教えることができるよう、具体的な接し

方の習得に関する支援を職場の中で行う。養成研修を修了した社員を事業主がジョブコーチとして

選任し、支援機関のジョブコーチと同様の役割を社内で担わせる、企業在籍型ジョブコーチの制度

も活用されている。 

３ 職務内容、配属部署は決まっていますか 

新たな障害者雇用の課題として「会社内に適当な仕事があるか」や「担当職務の選定」を挙げる事業

主は多い27。 

地域センターが事業主に提案した職務の一覧を第２章（30ページ）及び巻末資料２（184ページ）に

掲載した。職務の提案を地域センターが行う場合、必要に応じて、事業所内の職務のリストアップとそ

れぞれの職務に必要なスキルの確認（職場の業務の洗い出し・リスト化）を、社内の各部署や担当者の

協力を得て行っている。 

その際、本章の人事担当者の意見の中にあったように、職務内容、配属部署の検討は短期間で完成す

るものではなく、一定期間を要することが多い28。中でも職場の業務の洗い出し・リスト化は、地域セン

ター等の社外の支援機関が短期間で行うのは困難なことが多い29。 

支援者の助言が奏功するのは、助言の内容が、障害特性の説明や、職業的な課題の解決方法の説明に

なっている場合である。すなわち、事業主による職務のリスト化の後、リストの中の仕事（あるいは仕

事の中の一部）に対して、どのような障害特性を持った方であれば従事できそうかについて、多様な障

害特性を理解する立場から情報提供することが有効である。 

あるいは、雇用事例の中から、複数の社員の仕事を要素に分解した後、障害者にできそうな部分だけ

を切り出して、一人分の仕事として組立てる方法によって障害者の職務を開発した事例30を、障害特性の

 
27 障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010年）「障害者採用に係る職務等の開発に向けた事業主支援技法に関する研究」pp.5-13及

び119-122. 
28 本章でインタビューに応じた企業の人事担当者は職務内容の検討について「１年あればできると思う。ただし、初めての障害者雇用の企業

であれば、着手から２～３年くらいはかかる。」と述べている。第２章の地域センター調査の結果の中にも、「職務開発で業務リストを事業

所に作成していただく場合も多いが、今年度は、作成はしていただいたものの、作成後の雇用に向けた相談に至らなかった。」という回答が

あり、ここからも職務内容の検討には一定期間を要することが示唆された。 
29 本章でインタビューに応じた支援者のひとりは、経営者による障害者雇用の方針明示が背景にあると、職務内容、配属部署の検討が進みや

すいことを指摘した。また、障害者職業総合センター調査研究報告書№98（2010年）「障害者採用に係る職務等の開発に向けた事業主支援技

法に関する研究」は、職務内容、配属部署の検討に際して、配属先の職場の社員と人事担当者が連携して取り組むことの重要性を指摘し

た。 
30 巻末資料13-2の７ページ目（本報告書の211ページ）にある「切り出し・再構成モデル」、「積み上げモデル」、「特化モデル」等はその一例

である。事例は、障害者職業総合センター調査研究報告書№133（2017年）「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関す

る研究」に掲載されている。 
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説明と併せて紹介することが、事業主にとって障害者の職務の検討の手掛かりになる場合がある。その

際、事例情報を得た後の取組が進まない事業主には、職務を開発する過程に対する支援が併せて必要に

なる。第４章（85～167 ページ）の研修を活用した事業主支援では、単なる雇用事例の紹介にとどまら

ず、それぞれの事業主が自社において職務を開発する過程においても、支援を実施している。 

ところで、本章の地域センター調査の結果の中に、「職務内容、配属部署は決まっていますか」という具合

に、先に仕事や部署を明確に決めてしまった場合、その職務に合う障害者しか採用できず、範囲を狭める可

能性があるといった意見があった（200 ページ「障害者の仕事、部署は決まっていますか」に関する意見の

２つ目）。知的障害等の認知機能の障害や、一部の精神障害等のように、身体障害と比べて、具体的な職業と

のマッチングの予測が難しい障害分野の場合31、特定の障害者に職場実習等で職場に来てもらって32、実際に

仕事をしてみながら、仕事の内容、作業治具、作業の段取り、教え方等を、その人の能力が最も発揮されや

すいように調整することで、その障害者に対応した職務に開発していくプロセスが重要である33。 

４ 募集・採用の方法は決まっていますか 

本章の企業の人事担当者の意見（70ページ）の中に、求人の内容や出し方、面接の進め方、障害者手

帳の見方やコピーするページ、各種制度の書類作成等、障害者雇用の実務については、障害者雇用が初

めての事業主には分からないことも多いという意見があった34。また、支援の専門家の意見の中には、賃

金や時間等の基本的労働条件について相談を受ける場合、ハローワークへ相談してもらう方がよい場合

があるという意見があったが、これは、求人の受理、審査、あるいは職業紹介は地域センターでは行え

ないためである35。 

2005 年の企業調査の結果によると36、企業が活用した、応募資格を障害者に限定した求人の募集経路

（職業紹介機関等）のうち、最も多かったのはハローワーク（54.2%）、次いで障害者の合同面接会（40.6%）、

学校・各種学校（18.8%）の順だった。 

障害者の募集・選考・採用に当たっては、障害者から障害に関する様々な情報を取得するが、必要な

範囲や留意事項については、職業紹介機関等に限らず、地域センター等の職業リハビリテーション機関

へも相談することが望ましい37。 

 
31 地域センターでは、求職中の障害者に対する職業評価（アセスメント）を実施している。手・足・体幹の運動機能や、目・耳の知覚機能の

身体障害の場合、普段の日常生活での障害に関する聴取りや、検査室での心理検査やワークサンプル等により、事業所への通勤や仕事に従

事した際に発揮される能力相当程度の予測が、相当程度可能である。だが、知的障害や精神障害等の障害特性を確認する場合、個人の日常

生活、検査室、通勤経路、職場、職務等の場面や、家族、検査担当者、職場の上司や同僚等、周囲の環境や人が変わると、それに伴って認

知機能の発揮や心理的な反応が変化する。このため、職業的な障害特性等の確認には職場実習等が有効である。 
32 本章の支援機関の専門家や企業の人事担当者の意見では、雇用前の職場実習のほか、トライアル雇用制度が活用されていた。 
33 日本理化学工業株式会社での知的障害者の雇用事例はその典型である（坂本光司(2008)日本でいちばん大切にしたい会社, あさ出版）。日本

理化学工業では支援機関の支援を受けることなく事業主による職務開発が行われている。令和３年版「障害者職業生活相談員資格認定講習

テキスト」（74ページ）にも、「通常は「職務（仕事）に人を合わせる」方法をとりますが、障害者の業務を決める場合、障害の特性と程度

を考慮し「人に職務（仕事）を合わせる」方法も併せて考慮します」とある。 
34 支援機関の違いは分かりにくいため、一括して相談を受け付け、正確な情報を提供したり、解決方法を一緒に考えてくれる、障害者雇用の

総合相談窓口があるとよいという意見が企業から寄せられることは多い。 
35 事業所が求人申込書を職業紹介機関であるハローワークに提出すると、ハローワークは適正な求人内容となっているかの審査の後、求人票

として公開される。 
36 障害者職業総合センター調査研究報告書№76の１(2007)障害者雇用に係る需給の結合を促進するための方策に関する研究（その１）,p.163. 
37 障害者職業総合センター調査研究報告書№157(2021)プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の実態

把握に関する調査研究. 
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５ 上司や同僚は、障害者への関わり方を理解していますか 

初めての障害者雇用では、「障害者との関わり方が分からない」という声や、接し方について部下から

相談されても「対応の仕方が分からない」等の声が障害者の上司や同僚から聞かれる。この課題は、複

数の既存のチェックリストにおいて指摘され、本章の調査結果の中では支援機関の専門家や企業の人事

担当者もこの課題に取り組む意義について言及していた。 

障害者の配属先の上司や同僚が、個々の障害者の特徴と配慮事項について理解することの意義につい

ては、本章第１節の既存のツール等（50～53ページ）でも、あるいは前章と本章のどの調査でも繰り返

し言及されていた。障害者雇用における障害者への配慮の舞台は職場であり、職場の上司と同僚の対応

は配慮の要である。障害への配慮と職場適応、育成と戦力化の過程には、障害者にとって最も身近な職

場の上司や同僚による理解と適切な関わり方が、不可欠の要素としてある38。雇用後においては、職場に

おいて支障となる事情の有無を事業主が確認し、支障となる事情があれば、その改善のために障害者と

話し合うことが求められている39。 

上司や同僚の理解の促進に係る課題の解決方法のひとつとして、雇用前の職場実習と、トライアル雇

用制度を挙げることができる40。このうち雇用前の職場実習については、本章第２節で、企業の人事担当

者がその意見の中で、特別支援学校との連携に着目していた（203ページのＣ社の意見）。知的障害者の

雇用の分野では、企業と特別支援学校との連携が大きな役割を果たしてきた。特別支援学校の実習では、

仕事へのモチベーションの向上、実習ノートを活用した家庭の協力、体力、対人対応力等の実社会の視

点で働く力を身に付ける学校での指導と連動した取組が、進路指導教諭を介した企業との密接な連携の

下に進められている。職場実習は、雇用後の企業の雇用管理と、学校での職業教育との間の、相互の学

び合いの機会にもなっている。すなわち企業にとっては、障害特性を踏まえた個別の雇用管理や配慮方

法が具体化する。学校や家庭にとっては、在学中の作業学習の学習目標が明確化し、担任教諭や家庭へ

浸透する。職場実習は、企業・学校・家庭が、職場適応上の課題を雇用前に把握し、対策を図り、次の

実習で確認し、雇用後の問題の発生を予防する機会として生かされている41，42，43。 

６ 社内のサポート体制はありますか 

ここで社内のサポート体制とは、（１）障害者が困っていることを相談できる相談担当者や、（２）そ

の相談担当者及び障害者に仕事を教える社員をサポートする社内の担当者を事業主が選任する等により、

人事担当者のみならず、障害者雇用に対する組織的な対応を図ることを意味している。 

 
38 高嶋健夫(2010)障害者が輝く組織,日本経済新聞出版社. 
39 厚生労働省 合理的配慮指針。合理的配慮に関する障害別の事例については同指針の巻末表のほか、障害者職業総合センター「合理的配慮提

供のポイントと企業実践事例」に、また、配慮内容別の実態に関する企業調査結果については、障害者職業総合センター調査研究報告書

№157(2021)「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の実態把握に関する調査研究」に、それぞれ

掲載されている。 
40 雇用前の職場実習とトライアル雇用制度は、前掲75～76ページ「３ 職務内容、配属部署は決まっていますか」のマッチングの課題の有力

な解決策としても挙げられた。 
41 東京都教育委員会（2016）知的障害特別支援学校の教育内容の充実に向けて. 平成27年度東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基

づく都立特別支援学校の指導内容充実事業報告書, pp48-49.. 
42 原智彦（2007）東京都における知的障害特別支援学校の取り組み. 職業リハビリテーション, 31(1), pp.10-13. 
43 小野博也（2011）企業支援に期待するもの, 職業リハビリテーション. 24(2), pp.42-47. 
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本章の支援機関の専門家の意見の中でも指摘され、企業の人事担当者の意見の中に「（ツールの中に指

摘されている通り）障害者雇用の現場の担当者を『孤立させない』こと、『任せきりにしない』ことの重

要性は、本当にそのとおりだと思う。」とあったように、企業の組織的な対応を図ることは、障害者雇用

の成功の条件と言える。また73～74ページ「１ 経営者は障害者雇用の方針を広く社内に示しています

か」の経営者の方針明示が、それを下支えする。 

ツールの参考資料（207ページの巻末資料13-２）では、社内のサポート体制の一例として「チーム体

制」を図示した。この「チーム体制」の図は障害者雇用に社内の様々な立場から関わる様子を図示して

いるが、実際の社内のサポート体制では、必ずしも図の通りに多くの社員が関わらなくとも、その一部

でもよい。例えば、「チーム体制」の中の企業内のジョブコーチ（職場適応援助者）のように、雇用した

障害者と日々接する現場担当者を支えるもう一人の社員を社内で選任することにも、障害者の職場適応

の上で大きな意義があると考える。 

７ 障害者雇用をサポートする支援機関を利用していますか 

ここで支援機関とは、ハローワーク、地域センター、障害者就業・生活支援センター、都道府県・市

区町村が設置運営する民間企業の障害者雇用のための相談窓口のことを意味している44。 

障害者雇用に関するどのような相談を、どこに相談すればよいかが、事業主にとって分かりにくくな

ているという指摘は、本章の支援機関の専門家や人事担当者の意見の中で繰り返し述べられた。障害者

雇用について何でも相談できる、ワンストップの相談窓口が必要だとの意見もみられた。今日では、そ

れぞれの地域において事業主の障害者雇用を支援するネットワークが形成されている。この存在が事業

主に理解されることが、更なる障害者雇用を後押しすることになるだろう45。ツールでは、障害者雇用に

関する相談内容の例示とともに、対応できる支援機関について図解している。 

事業主ごとに異なる障害者雇用の課題、相談事項をまずしっかりと聞き、具体的な提案と支援を行う

とともに、障害者雇用の課題によっては別の相談先の専門家や専門機関を紹介したり、当該専門家や専

門機関と連携した支援を行う機能が、地域センター等の支援機関と、それらのネットワークに求められ

ている。そこで必要となる支援者のスキルは、地域のあらゆる関係機関と連携して事業主の障害者雇用

をサポートできる連携能力と、個々の事業所ごとに異なる障害者雇用の実状・課題を的確に理解し事業

主の信頼を得ることができる支援者のコミュニケーション能力であると考える46,47。 

  

 
44 障害者雇用について企業が相談できる都道府県・市区町村の窓口は地域により多様である。地域ごとの窓口の有無や問合せ先については、

ハローワークや地域センターでも確認することができる。 
45 狩俣正雄(2004)支援組織のマネジメント. 税務経理協会. pp119-143. 
46 狩俣正雄(2012)障害者雇用と企業経営. 明石書店. pp.171-202. 
47 Targett,P.S.(2007). Staff Selection, Training, and Development for Community Rehabilitation Programs. in Wehman, P. et al. 

“Real Work for Real Pay: Inclusive Employment for People with Disabilities.” Paul H Brookes. pp.75-103. 
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第４節 ツール等を活用した事業主相談 

ここでは、本章第２節の支援機関の専門家や企業の人事担当者の意見等を基に、障害者雇用に向けた

事業主相談に際してのツールの活用方法を検討する。 

１ 事業主相談の流れ 

ツールの使い方は、事業主との相談の進め方とも関わる。本章のヒアリング調査、アンケート調査で

は、ツールを、様々な資料と併せて相談を展開する手段のひとつに位置づけ、相談の流れや目的に応じ

使い分けることが重要である旨の回答があった。 

また、本章第２節の試用結果から、相談の進捗に応じたツールの多様な示し方に関する示唆を得た。 

これらの意見等を基に、事業主相談の流れを図表３－21のようにまとめた。 

２ ツール等の活用上の留意点 

 図表３－21の相談の流れには（１）～（４）の段階があり、同じツールを含む資料でも、活用方法

は段階ごとに異なっている。支援機関の専門家や企業の人事担当者の意見等にも照らし、事業主相談の

各段階におけるツール等の活用上の主な留意点を、次の図表３－22のとおりまとめた。 
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（（１１））事事業業主主がが話話すす  

支援者は事業主の話に耳を傾けることを最優先する。原則として助言やツール等の資料提示を行うよりも、

障害者雇用に焦点が当てられるよう、支援者から、例えば以下のように質問しながら、事業主の話を聞く。 

 

（（２２））支支援援者者がが情情報報提提供供すするる 

支援者が、ツールを含む手元の資料の中から、（１）で事業主が話した内容と関係がありそうな箇所を示し

ながら説明する。この説明は事業主への助言ではなく、（１）で事業主が話した内容と資料の内容を比較する

ことで、他社にも似たような実状があることや、障害者雇用に向けて取り組んだ事例があることを、事業主と

共有するために行う。 

もしも情報提供の途中で、事業主が再び実状を話し始めたら、支援者（支援機関）は他社の情報提供をやめ、

再び（１）へ戻って事業主の話を聞く。 
事業主が話す内容が、障害者雇用に向けた今後の取組に移るまで、（１）と（２）を繰り返す。 

 

（（３３））事事業業主主がが当当面面のの取取組組をを話話すす 

障害者雇用に関する実状を事業主が支援者に話して明確化し（（１）の最後）、事業主の関心が今後の取組

に移ったら（（２）の最後）、支援者は情報提供を一旦やめ、例えば以下のような質問をして、事業主の考え

方を聞く。 

 

（（４４））支支援援者者がが支支援援策策をを提提案案すするる 

今後の取組に関する事業主の方針に対し、必要に応じてツールを含む資料を示しながら支援策48を提案し、

例えば以下のような質問をして、支援を受けることの同意を得る。 

図表３－21 事業主相談の流れ 

 
48 企業向けセミナーや障害者雇用事業所の見学会の案内、社員研修や職務開発に対する支援等。 

ア これまでの経緯を尋ねる質問内容の例 

★相談のきっかけ（インターネット、ハローワークからの勧め、支援機関への期待等） 

★障害者雇用についてアドバイスを受けたり調べたりした経緯（アドバイスや資料の内容、相談をきっかけに取り

組んだこと等。） 

★障害者雇用について調べたり、参考資料などを入手された経緯（資料の内容や、参考になった点等。） 

イ 現在の状況を尋ねる質問内容の例 

★障害者雇用に関する社内の話合い（人事担当者だけで準備を進めていないか等。） 

★採用を検討中の障害者について等。 

ウ 今後の取組を尋ねる質問内容の例 

★障害者雇用の具体的な計画等。 

★人事担当者の取組等。 

質問内容の例（（１）のウと同じ趣旨） 

★人事担当者として取り組むお考えのこと等。 

質問内容の例 

★提案に対する事業主の意見、事業主のメリット等。 

★支援内容の再検討を要する点等。 
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（（１１））「「事事業業主主がが話話すす」」のの留留意意点点 

 図表３－21 の（１）の段階では、支援者は事業主の話を妨げず、事業主の言葉で話してもらい、その話

に耳を傾けることが重要である。支援者の説明、提案、資料の呈示等を控えることの重要性は、本章の支

援機関の専門家のインタビュー、調査結果の中でも指摘された。 
 もし事業主の関心が、制度の説明等の所与の知識情報に絞り込まれた場合は、正確な情報を提供するため

に一時的に次の（２）へ進み、再び（１）へ戻って事業主の実状を聞く。 
 （１）のア～ウの質問は、無理に全部を質問する必要はなく、また、質問の順番は話の流れにしたがって

変える。 
 （１）のア（これまでの経緯）とイ（現在の状況）の事業主の回答を聞いた支援者は、それらをすぐに問

題と捉えないことが重要である。問題かどうかは事業主が判断する。 
 （１）のウ（今後の取組）は、それが企業組織としての予定、あるいは人事担当者としての思いのいずれ

でも構わない。 
 相談のスタートの段階では、相談内容が未整理の場合も多いため、唐突に相談の内容だけを聞かれてもす

ぐに答えられない事業主もいる。そこで、（１）の質問では、支援者が、ツール（205～220 ページ）等

の資料の要点を頭の中に置き、相談に至る事業主の経緯等を自然な言葉で聞いていく。 
 事業主が、障害者雇用に向けてまだ何も取り組んでいないと述べている場合でも、その事業所の既存の雇

用管理の仕組みの中に障害者雇用にも生かせる要素があることが、相談の中で明らかになる場合がある。

また、事業主が、障害者雇用に向けた準備は既に整っており、これ以上取り組むことはないと考えている

場合でも、相談を進めると、まだ取り組んでおきたいことがあったことに気づく場合がある。 
 事業主の中には、地域センターでの相談に至る前に、ハローワークを含むほかの機関への相談やセミナー

受講等からの情報収集によって、障害者雇用の課題整理が進み、関心が絞り込まれている場合もある。そ

の関心の内容を話してもらうためにも、信頼関係を形成し、話しやすい雰囲気を心がけることは重要であ

る。話の腰を折らない、先回りして助言しない等も、話しやすい雰囲気を作る方法のひとつである。 
 事業主の中には、Web の閲覧等によりツール等の資料を入手し、相談に持ち込む場合がある。そのよう

な場合でも、ツール等の資料の中に事業主が関心を持った箇所がもしあれば、それに関連した現状をお話

しいただく。その際、相談に持ち込むツール等の資料の内容の捉え方の背景には、それぞれの事業主の実

状がある。ツール等の資料の内容に関する支援者の理解を一方的に説明するのではなく、その内容に事業

主がなぜ着目したのか、その背景を聞いていくことが、障害者雇用に向けた課題の把握につながる。 

 

（（２２））「「支支援援者者がが情情報報提提供供すするる」」のの留留意意点点 

 （２）では、（１）の事業主の話に焦点を絞り、必要最小限の情報を提供することが重要である。有効な

資料（携帯端末のWeb 画面を含む）の条件は、新たな取組のヒントになりそうなキーワード、図や表、

初見でもすぐに内容を理解しやすい短いフレーズを含むこと等である。提供する資料は、ツール等の資料

の中から、情報量ができる限り少ないものを選ぶのがよい。ツールの課題一覧図のようなＡ４～Ａ３サイ

ズで１枚の図になっている資料等がよい。 
 （２）の段階の情報提供資料として、雇用事例が用いられる場合がある。雇用事例は、他社のそれぞれの

実状がその背景にあり、支援者から事業主に対し、事例と全く同じ取組を勧めるのは無理がある。この段

階では、他社にも似たような実状があることの理解に止め、助言は可能な限り控える。  

図表３－22 事業所相談とツール等の活用上の留意点 

  

− 81 −



 

- 82 - 

 

 

（（３３））「「事事業業主主がが当当面面のの取取組組をを話話すす」」のの留留意意点点 

 前の（２）の最後に、事業主の関心が今後の取組に移った事を前提に、（３）へ移る。事業主の関心が今

後の取組に移ったことは、その取組の理由、つまり障害者雇用の課題が明確に認識されつつあることを表

していると考える。取組の理由を尋ねることで、事業主の障害者雇用の課題への認識を支援者が共有する

ことができ、次の支援策の提案につなげることができる。 
 （３）では、相談の中で焦点が当てられた障害者雇用の課題に対し、事業主が主体となり、問題の解決に

つながることが期待される取組の、具体的なイメージを事業主が描けるように相談を進める。なお、この

イメージが本当に完成するのは、その後、特定の障害者の職場実習やトライアル雇用の実施後か、又は雇

用後の段階である。 
 事業主が表明する障害者雇用の取組は１つで十分である。支援者は障害者雇用の多様な課題を知ってい

ても、無理に拡げようとせず、事業主のペースで相談支援を進め、１つの取組を足掛かりに次へ進むこと

を心がける。 
 実現可能な取組を検討する際、参考となるのは、前段階の（２）で示した他社の雇用事例である。事例の

事業所の実状を背景とする他社の事例情報を自社の取組に生かすためには、自社の実状に照らし、どのよ

うに応用できるかを、事業主が主体となって考える必要が生じる。このとき、それぞれの雇用事例から学

べる点を解説する際の視点を得るため、ツールの視点が役立つ。事業主の実状に焦点を合わせるため、ツ

ール等は、支援者の手持ち資料として活用する方法もある。 

 

（（４４））「「支支援援者者がが支支援援策策をを提提案案すするる」」のの留留意意点点 

 （４）でツール等を呈示する際は、一般論として記載されている障害者雇用の課題の捉え方、一般論とし

ての取組に対する支援策が、問題解決のための唯一の答えではなく、例えば「このような課題の捉え方、

支援策等が考えられるが、事業所の実状に合っているか」と尋ねる。この場合、支援者の提案の仕方には、

積極的かつ謙虚な態度が望まれる。 
 事業所の実状には、支援者には知ることのできない側面があるため、支援機関の提案内容や支援すること

自体が妥当ではない場合がある。また、事業所の人事担当者の「職務の洗い出し」に関するインタビュー

コメントにもあったように、支援者（支援機関）が考える提案のタイミングが早過ぎる場合もある。支援

者から事業主への提案は明確かつ謙虚に行い、併せて、事業主のご意見を踏まえて支援策を修正したい旨

を伝えるのが適当である。 

図表３－23 事業所相談とツール等の活用上の留意点（続き） 
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第５節 課題の把握方法に係る今後の課題 

本章でのツール及び参考資料の作成の経験を踏まえ、障害者雇用に向けた事業主の課題の把握方法に

係る今後の課題を考察した。 

１ 個別の事業主の実状を捉える支援者のスキル 

ツールの課題項目群は、多様な事業主のそれぞれの実状を個別に捉えているものではないため、個別

の事業主に対する障害者雇用の課題把握に関する方法の追究は、一般論としての課題項目の検討だけで

は限界がある。 

ツールの作成の過程で、支援機関の専門家と企業の人事担当者から意見を求める中で、課題の把握方

法の基礎は、障害者雇用の課題の想定や、課題把握の方法とともに、事業主の話をしっかりと聞き取る

ような、相談を担当する支援者の対人コミュニケーション能力と、事業主の取組及び支援全体を俯瞰す

る力にあるとの示唆を得た。障害者雇用の課題を把握する方法の検討のみならず、支援者が備えるべき

スキルの検討も重要である。 

このような課題の解決方法の一例を、次章で提案している。すなわち次章では、個別の事業主の実状

について、人事担当者のみならず、障害者の配属先の職場の社員や経営者からも聴取し、演習形式のグ

ループワークで研修を行い、取組後の効果を見て次の段階の課題を再確認する等、個別の事業主に合っ

たオーダーメードの研修を活用した提案型支援を試行した。 

２ 事業主や支援者が活用する相談ツールのあり方 

ツールの基本的な活用方法は、主に初めての障害者雇用に取り組もうとする事業主との初期の相談場

面において、事業主と支援者とが一緒に見ながら、当該事業主にとっての障害者雇用の課題を「見える

化」するというものであったが、それにとどまらず様々な活用が図られる可能性が見えてきた。 

また、ヒアリングやアンケートの意見や試用結果にも示されたように、事業主の話を十分に聞いてか

ら提示する方がよいという意見も多かった。事業主相談の実践では既に多くの資料が活用されており、

どのツールをどのように活用するかは事業主の実状に応じて異なっていた。 

障害者雇用に向けた事業主の課題の把握の手掛かりとなる情報のあり方は、紙媒体とともに電子媒体

やWeb上で公開されることや、電子ファイルによる加工を可能とすることなど、障害者雇用に向けた事

業主の取組や、支援者による支援で一層活用しやすくなるような工夫が求められている。 
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３ 個別障害者に対応した事業主の課題把握 

第２章の地域センター調査では、次の（１）及び（２）のような障害者雇用に取り組む事業主の取組

の２段階のうち、特に（１）の段階における支援に焦点を当てた。 

（１）職場実習や求人活動等のように障害者を職場に受け入れる段階以前の、雇用する障害者・患

者がまだ特定されていない段階（雇用の拡大を含む）の事業主支援 

（２）職場実習や求人活動等が開始されたり、採用、職場適応、職場復帰に際して、特定の障害者・

患者を職場に受け入れている段階の事業主支援 

本章で作成したツールも、主に（１）の段階での活用を想定し、事業主の状況を把握する方法のひと

つとなることが目指された。その際、雇用する障害者の特性は、障害分類ごとの一般的な
．．．．

特性にとどま

り、ツールによって個別具体的な障害特性を加味できるものではなかった。 

しかし（２）の段階になると、個別の障害者ごとの特性に応じた事業主の取組が求められ、その
．．

障害

者を職場に受け入れることを前提に、改めて事業主の課題を把握する必要がある。この点については、

次章で検討する。 
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第４章 研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試行 

第１節 研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試行の目的及び方法 

１ 目的 
本章では、個別の事業主のニーズ・課題を把握し、それに応じて作成した研修プログラムの試作及び

これを活用した提案型事業主支援の試行を実施し、その効果等について確認する。 
なお、研修プログラムについては、第１章で整理した事業主支援の課題を踏まえ、以下の二つの事業

主のニーズ・課題に対応することを目的としたものを試作した。 
① 事業主の障害者雇用の意思決定 
② 支援者社員の人材育成 
試行においては、事業主のニーズ・課題の把握から、研修プログラムを活用した提案型事業主支援の

実施、結果の確認・検証といったプロセスを意識して実施することとした（図表４－１）。 

図表４－１ 研修プログラムを活用した提案型事業主支援のニーズ充足プロセス 

 

なお、ニーズを充足する上での課題については、段階的に改善していく必要のあるもの、ニーズを充

足した後に新たに生じるニーズもあるため、支援を実行した場合に、その効果を検証するとともに、必

要であれば更なる改善方策を提案することが必要となることもある。特に、障害者を雇用したいという

ニーズを持ちながらも、障害者雇用に対する強い不安を抱いている事業主のニーズを充足する上での課

題については、一度で改善可能なものもあれば、段階的に改善していく必要があるものもあり、新たな

ニーズ等が生じることもあるため、試行においては、結果の確認・検証において、新たなニーズ・課題

の把握といったプロセスを意識して実施することとした。そこで、研修を通して、障害者雇用に対する

抽象的なニーズを具体化するような提案を行うことにより、更なる事業主のニーズ（例えば、当初、障
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害者の雇入れの検討から、やがては職場定着まで目指したい等）を引き出し、より積極的な事業主支援

を展開する、いわば PDCAサイクルを回すことを目的とした（図表４－２）。 
 

 

図表４－２ 研修プログラムを活用した提案型事業主支援の展開方法 

 

２ 実施方法  
研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試行については、以下の流れで実施した。 

（１）課題の把握のためのヒアリング調査 

 試行協力企業の事業主及び試行協力者に対し、ヒアリング調査を実施し、ニーズを充足する上での課

題を共有した。 

（２）改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

 ヒアリング調査の結果を踏まえ、以下の研修プログラムの試作を行い、これを課題の改善方策として

事業主に提案した（図表４－３）。 

図表４－３ 研修プログラムの内容等 
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ア 事業主の障害者雇用の意思決定支援を目的とした研修プログラム 

 企業としては障害者雇用に対するニーズを持ちながら、各事業所における障害者雇用の意思決定がな

かなか行われないため、障害者雇用率が未達成となっている企業グループの事業主を対象とし、意思決

定に有効と思われる情報提供及び障害者雇用の進め方の提案により構成した研修プログラムを試作した。 

イ 支援者社員の人材育成を目的とした研修プログラム 

支援者社員の人材育成に対するニーズについては、抽象的なニーズと具体的なニーズに対するものが

あったため、以下の２種類の研修プログラムを試作した。 

ａ 抽象的なニーズに対する研修プログラム 

 具体的な研修内容についての明確なニーズがなかったため、障害者の就労支援において幅広く活用さ

れている認知行動療法について紹介した研修プログラムの試作を行った。 

① 研修プログラム構成の基礎（理論）：精神障害者及び発達障害者への支援に対して有効とされ、地

域センターの支援において活用されている認知行動療法等をもとに構成 

② 期待される研修成果：支援者社員が学んだスキル等を職場における障害者支援において活用でき

るようになること、また、日常生活において自身のメンタルヘルス対策等にもそのスキルを活用

できるようになること 

③ 実施方法：研修は講義と演習から構成され、研修で学んだ認知行動療法を次回までに実践するこ

とを宿題とし、実践結果等についてのグループワークを実施 

ｂ 具体的なニーズに対する研修プログラム 

 障害者職業総合センターにおける研究成果である「SST を活用した人材育成プログラム」を活用する

ことにより、支援者社員の人材育成を図りたいという具体的なニーズに対する研修プログラムの試作を

行った。 

① 研修プログラム構成の基礎（理論）：障害者職業総合センターにおける研究成果である「SSTを活

用した人材育成プログラム」 をもとに構成 

② 期待される研修成果：支援者社員及び障害者社員（本試行については、障害者社員の試行協力も

得た）のコミュニケーションスキルの向上、支援者社員が研修で習得した SSTのリーダー（SSTの

セッションの実施者）スキルを職場における障害者の就労支援に活用できるようになること 

③ 実施方法：SSTに関する講義等を実施した後、SSTのセッションの見学→支援者社員による SSTの

セッションの実践→セッションに対するフィードバックという観察学習によるスキルを支援す

る仕組みをとり、また、観察学習したセッションを次回までに実践することを宿題とし、実践結

果等についてのグループワークを実施 

（３）改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

  事業主に対し、提案し、同意の得られた研修プログラムの試行を実施した。 

（４）結果の確認のためのアンケート調査及びヒアリング調査 

それぞれの研修終了後、受講者に対するアンケート調査及びヒアリング調査を実施し、その結果をも

とに効果と課題等について検討した。 

 なお、研修の効果測定については、研修評価の包括的なフレームワークとして知られるカークパトリ
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ックの「４レベルアプローチ」を活用することとした（図表４－４）。「４レベルアプローチ」によれば、

研修評価には４つの段階 －Reaction, Learning, Behavior, Result－があり、いずれの段階もバイパ

スすることなく、最終段階に到達することが目標とされる。 

 

図表４－４ カークパトリックの４段階評価（鈴木, 2015） 

 

 

第一段階（Level１）の Reaction評価は、研修終了後のアンケート調査等によって、研修参加者の「満

足度」を評価し、参加者の肯定的な反応をもって研修の成果とする。受講者の研修に対する満足度が低

ければ、その後の「理解」や「行動変容」は期待できないため、この段階が第一段階とされている。 

第二段階（Level２）の Learning評価では、テスト等を実施することにより、受講者の「理解度」を

確認し､受講者の知識や技術が向上したかどうかを評価する。 

第三段階（Level３）の Behavior評価では、研修終了後、一定期間を経て、研修参加者に具体的な「行

動変容」が見られるかどうかを評価する。受講者の職場の同僚や上司に対するヒアリング調査等により、

研修の成果が行動として表れているかを評価する。 

第四段階（Level４）の Result評価では、受講者の実務や実生活に、研修による実際的・具体的な「イ

ンパクト」がもたらされたかどうかを確認する。 

「公共能力開発施設の行う訓練効果測定 －訓練効果測定に関する調査・研究－」（2005）によると、

研修満足度評価（レベル１）と異なり、学習到達度（レベル２）、行動変容度（レベル３）は、どの研修

でも汎用的に使用できる調査項目は作成できない。それぞれの研修が意図している学習内容や、目指す

行動が、学習到達度と行動変容度の効果測定項目となる。これらの項目は、効果測定のための項目であ

ると同時に、その研修における受講者の研修目標でもある。学習到達度（レベル２）の効果は、研修後

のレポートやテストによって測定される。また、行動変容度（レベル３）の効果測定は、通常、研修終

了後３か月から半年後に、受講者がとっている行動を自己評価、あるいは上司や周囲のメンバーからの

行動観察等の評価によって行われるケースが多い。成果達成度（レベル４）については 研修成果とし

てもたらされた受講者の行動による組織の経営成果への貢献により測定される。ただし、研修が組織の

経営成果に、どの程度貢献したかを測定するのは難しいため、成果達成度（レベル４）で行わず、行動

変容度（レベル３）で代替するケースもある。 

 レベル 評価項目 データ収集ツール  

１．反応 

[Reaction] 

参加者は教育に対してどのような

反応を示したか？  
・受講者アンケート  

２．学習 

[Learning] 

どのような知識とスキルが身につ

いたか？ 

・事後テスト  

・パフォーマンステスト  

３．行動 

[Behavior] 

参加者はどのように知識とスキル

を仕事に生かしたか？  

・フォローアップ調査  

・上長アンケート  

４．結果 

[Result] 

教育は組織と組織の目標にどのよ

うな効果をもたらしたか？  

・効果測定チェックリスト  

・ROI 指標 

レベル 評価項目 データ収集ツール

１．反応

[Reaction]

２．学習 ・事後テスト

[Learning] ・パフォーマンステスト

３．行動 ・フォローアップ調査

[Behavior] ・上長アンケート

４．結果 ・効果測定チェックリスト

[Result] ・ROI指標

・受講者アンケート

どのような知識とスキルが身につ
いたか？

参加者はどのように知識とスキル
を仕事に生かしたか？

教育は組織と組織の目標にどのよ
うな効果をもたらしたか？

参加者は教育に対してどのような
反応を示したか？
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米原（2014）によると、研修の本質的な意義と目的に鑑みれば、「満足」にとどまらず、研修内容を正

しく「理解」し、更にその研修から得た知識や技術を「行動」に移すことが期待されているにも関わら

ず、現在実施されている研修の効果・成果については、「研修の回数」や「出席者数」などの事実関係の

報告と、アンケート調査による「参加者の満足度」などにとどまっている。そこで、本研究においては、

レベル１の理解度・満足度を研修終了後のアンケート調査で把握することに加えレベル２以降の効果測

定も試みることとした。 
各研修の効果測定項目については、４レベルアプローチに基づき図表４－５のとおりとした。 

障害者雇用の意思決定の支援を目的とした研修プログラムについては、事業主に対してテストを実施

したり、レポートの提出を求めたりすることは、事業主に負担をかけることになり、現実的ではないた

め、レベル２の知識・スキルの習得度の評価は実施しなかった。レベル３の行動変容については、障害

者雇用に向けた具体的な行動が開始されたか否かにより把握することとした。ただし、障害者雇用の意

思決定がなされてから、すぐに行動を開始するとは限らない。そこで、行動変容に関連すると考えられ

る、研修受講による障害者雇用に対する意欲の変化及び具体的な行動への検討の有無について、アンケ

ート調査及びヒアリング調査において把握した。研修受講者が障害者雇用に向けた取組を行い、企業の

障害者雇用率を向上させることがレベル４の測定項目となるが、これについては更に時間を要するため、

研究活動期間内のヒアリング調査等で可能な限り、把握することとした。 

支援者社員の育成支援を目的とした研修については、研修で学んだ知識やスキルの活用状況等を確認

することによりレベル２の知識・スキル習得度を把握した。レベル３の行動変容度については、研修終

了後、一定期間あけて実施したヒアリング調査により把握した。研修受講者の障害者の就労支援スキル

が向上し、職場の支援体制が強化され、障害者の職場適応が促進されること、また、それにより支援者

自身の自己効力感やメンタルヘルス、社員の職場定着率が向上することがレベル４の評価項目となるが、

これについては障害者雇用率以上に時間をかけて測定する必要がある。そこで、参考に資するため、研

修で学んだことに基づいて自らの行動を変化させたことにより、研修受講者及び職場にどのようなイン

パクトがもたらされたかについて、ヒアリング調査にて把握することとした。 
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図表４－５ 本研究の各試行における効果測定項目と測定方法 

Level   障障害害者者雇雇用用のの意意思思決決定定のの支支援援  支支援援者者社社員員のの人人材材育育成成のの支支援援  

1   Reaction 測定項目 受講者の満足度 

    （反応） 測定方法 各回研修終了後及び全研修終了後のアンケート調査・ヒアリング調査 

2   Learning 測定項目 受講者の知識・スキル習得度 

    （学習） 測定方法 ― 全研修終了後ヒアリング調査等 

3   Behavior 測定項目 
障害者雇用に向けた具体的な 

行動の開始 

学習した障害者支援スキルの 

職場での活用等 

    （行動） 測定方法 全研修終了後のアンケート調査・ヒアリング調査 

4   Result 測定項目 
 障害者雇用率の向上 

（受講者の生活へのインパクト） 

職場定着率の向上（離職率の低下） 

（受講者の生活へのインパクト） 

    （結果） 測定方法 
－ 

全研修終了後のヒアリング調査 

※表中の－は実施しないことを示す 
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第２節 事業主の障害者雇用の意思決定支援を目的とした研修プログラムを活用した提案型事業主支援

の試行 

本節では、企業としては障害者雇用に対するニーズを持ちながらも、各支店・拠点における障害者雇

用の意思決定がなかなか行われないため、障害者雇用率が未達成となっていた事業主に対して、障害者

雇用の意思決定を支援することを目的として実施した研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試

行について報告する。なお、本試行協力企業の事業主の中には現在雇用している障害者の職場定着につ

いてのニーズもあったため、それに対する支援も併せて実施した（巻末資料 14）。本試行終了後、中小

企業事業主の任意団体における当プログラムの実施ニーズが把握されたことから、研修内容の汎用性等

について検討するため、同様の内容の研修プログラムを試行した。この試行については、試行実施プロ

セスの一部である研修プログラムとアンケート調査のみを実施した試行であったため、その結果を巻末

資料 15として掲載した。 

１ 目的 

事業主の障害者雇用の意思決定を促す上では、障害者雇用に係る情報提供を行い、障害者雇用に対す

る理解を促進し、不安を軽減していくことが重要となる。そこで、ハローワークや地域センター、各自

治体においては、障害者雇用に対する理解の促進のため、各種研修等による障害者雇用に係る情報提供

が行われている。本試行においては、企業としては障害者雇用に対するニーズを持ちながらも、各支店・

拠点における障害者雇用の意思決定が課題となり、障害者雇用がなかなか進まなかった事業主に対する

研修を実施し、研修終了後のアンケート調査等をもとに、効果的な情報提供のあり方について検討する

ことにより、障害者雇用の意思決定のための事業主支援に資することを目的とした。 

２ 実施方法 

（１） 試行協力企業 

 試行協力企業は、研究活動の中で実施した情報収集において、本試行の目的に合致したニーズを持つ

ことが把握されたＥ社を含むＥ社の属するグループ会社８社である（図表４－６）。試行協力企業におい

ては、いずれも障害者雇用に対するニーズはありながらも、障害者の担当職務に関する問題等から各支

店・拠点が身体障害者以外の障害者の受け入れに消極的であり、障害者雇用に苦慮していた。 

Ｅ社は、2014年に設立され、損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務を行っている。10支店

28拠点を有しており、従業員数は約 624名（派遣・勤務型代理店含む。2020年２月末現在）で、主とし

て営業職と営業補助職から構成されている。 

 Ｅ社における障害者雇用は身体障害者を中心に行われてきた。過去には精神障害者を雇用したことも

あったが職場定着には至っていない。2020年度に２支店（ａ本店、ｂ支店）にて初めて１名ずつの知的

障害者を雇用したが、障害者雇用率達成に際しての不足人数は５名となっていた（2021年３月現在）。   

Ｅ社には同じく損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務を行っている７つのグループ会社が

あるが、いずれも障害者雇用率は未達成であった（図表４－６）。 

Ｅ社のグループ会社に、特例子会社（Ｆ社）があるが、Ｅ社は特例子会社制度及び企業グループ適用

（関係会社特例）の対象外となっている。また、Ｇ社はＥ社の経営管理を行うグループ会社である。 
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図表４－６ 各企業の関係図 

 

（２）実施方法 

本試行は以下の手順で行った。 

ア 課題の把握のためのヒアリング調査 

イ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

ウ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

エ 結果の確認のためのアンケート調査及びヒアリング調査 

 

３ 実施結果 

（１） 課題の把握のためのヒアリング調査 

Ｅ社のニーズについてはＦ社を通して把握されたものであったため、まずはＦ社の事業主に対するヒ

アリング調査を実施し、その後、Ｅ社のａ本店長に対するヒアリング調査を実施した。また、Ｇ社にお

けるＥ社の障害者雇用の支援担当者に対するヒアリング調査を実施した。 

＜課題＞ 

① （特に身体障害者以外の）障害者雇用に対する消極性 

   各支店・拠点では、障害者雇用については、総論賛成、各論反対という雰囲気が少なからずあ

り、特に身体障害者以外の障害者の雇用に消極的であった。また、身体障害者を中心とした障害

者雇用を行ってきたため、それ以外の障害者の雇用経験が少なく、障害に対する情報が不足して

いた。精神障害者を民間の人材紹介会社を通して採用した後、本人の障害状況が十分把握されて 

いなかったことでトラブルがあったことから、精神障害者の雇用については慎重になっている支

EE社社
（（試試行行協協力力企企業業））

aa本本店店 bb支支店店 支支店店 支支店店 ……

拠
点

拠
点

2014年設立
10支店28拠点

いいずずれれもも
雇雇用用率率未未達達成成

拠
点

拠
点

FF社社 特例子会社

GG社社 E社の経営管理

※※試試行行協協力力企企業業
((EE社社及及びびググルルーーププ会会社社))とと
FF社社・・GG社社ははググルルーーププ会会社社

試試行行協協力力企企業業

EE社社ののググルルーーププ会会社社７７社社

ググルルーーププ会会社社
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店・拠点もあった。加えて、支店・拠点によっては障害者雇用に関する情報不足もみられた。 

② 障害者の担当職務の創出 

   各支店・拠点では、身体障害者以外の障害者を対象とした職務の創出に課題を抱えていた。そ

して、この障害者の担当職務の創出が、Ｅ社の障害者雇用における最大の課題となっていた。 

③ 障害者雇用に対する支援に関する情報不足 

ほとんどの支店・拠点では支援機関・支援制度の利用経験がなかった。ａ本店、ｂ支店で初め

て雇用した知的障害者はいずれも特別支援学校を卒業した新卒者であり、学校側から支援が引き

継がれた支援機関とは挨拶を交わした程度であり、ａ本店、ｂ支店では支援機関をどのように活

用したらよいのか等に疑問や不安を持っていた。 

また、ａ本店からは初めて雇用した知的障害者の職場定着への支援に対するニーズも把握されたため、

職場定着のための支援を実施した（巻末資料 14）。 

 （２）改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

研修の実施方法については、グループ会社においては同様のニーズ・課題を持っている事業主も多く、

グループ会社全体の障害者雇用の促進につながるよう、Ｅ社を含むＥ社の属するグループ会社８社の社

長及び拠点長を対象とした、約１時間のオンラインでの実施がＥ社の希望として挙げられた。ａ本店か

らは、本研修に併せてＥ社のより一層の障害者雇用の促進に資するため、ａ本店で採用した知的障害者

の雇用の取組について共有したいとのニーズが把握された。 

また、Ｆ社からは、今後、関係会社の障害者雇用に対する支援を業務内容とすることとなったので、

これを広報する時間がほしいとのニーズが把握された。 

これらのことを踏まえ、Ｅ社と相談の結果、以下のとおり、研修プログラムの実施計画を作成した。 

１部：ａ本店長による「ａ本店における障害者雇用の取組について」の講義（10分） 

２部：本調査研究の担当者による講義（45分） 

３部：関係会社（特例子会社）担当者による「特例子会社として行うことができる支援について」の講 

義（５分） 

２部の研修プログラムの内容については、ヒアリング調査により把握された課題を踏まえ、「障害者雇

用制度に関すること」、「障害に関すること」、「支援制度に関すること」、「支援機関に関すること」、「障

害者の担当職務の創出」、「受け入れ態勢の整え方」により構成した。研修資料については、「はじめから

わかる障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～」（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,2019）

等を参考に作成した（巻末資料 16）。なお、Ｅ社の更なる障害者雇用の促進に資するため、ａ本店で採

用した知的障害者の雇用の取組を共有したいとのａ本店のニーズを踏まえ、２部の研修資料については、

まずは、障害者雇用の一つの流れとして、「はじめからわかる障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～」

でも紹介されている５つのステップ（図表３－１参照）に沿って、各ステップの取組において必要な情

報提供とともに、ａ本店の具体的な取組を各ステップに当てはめて紹介した後、Ｅ社における障害者雇

用を進める上で有効と思われる一つの方法を提案する構成とした。 

なお、各課題とテーマ（研修内容）の対応については以下のとおりである。また、研修内容と研修資

料（巻末資料 16）の対応関係については図表４－７のとおりである。 
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＜各課題とテーマ（研修内容）の対応＞ 

① （特に身体障害者以外の）障害者雇用に対する消極性 

障害者雇用に対する理解を促進するため、「障害者雇用制度に関すること」をテーマとし、「障

害者雇用促進法」に基づき、障害者雇用の根底にある「共生社会」の理念、社会連帯の理念に基

づく事業主の障害者雇用の共同の責務等を背景とした雇用義務制度、納付金制度、助成金制度に

ついて説明するための資料を作成した。障害に対する理解を促進するため、「障害に関すること」

として、障害者雇用率の対象となる障害者の範囲及び知的・発達・精神障害等についての説明資

料を作成した。また、身体障害者以外にも幅広い障害者の雇用の検討を促進するため、労働市場

における身体障害者の減少と精神障害者（精神保健福祉手帳所持者）の増加を示すデータとして、

ハローワークにおける障害別の新規求職者申込件数及び就職件数の推移の資料を作成した。更に、

障害者雇用に係る不安や負担感の軽減を図り、後述する③障害者雇用に対する支援に関する情報

不足への対応と併せ、「支援制度に関すること」、「支援機関に関すること」についての資料も作成

した。 

② 障害者の担当職務の創出 

「障害者の担当職務の創出」に関しては、障害者職業総合センター(2017)にて提案された３つ

の職務創出支援モデル1を紹介し、まずは「切り出し・再構成モデル」によって創出された多くの

障害者が対応可能であるような職務にて雇用した後、個々の障害者の強みを活かした作業を積み

上げていくという「特化モデル」と「積み上げモデル」の組み合わせによる職務創出方法を提案

する資料を作成した（巻末資料 16）。 

③ 障害者雇用に対する支援に関する情報不足 

支援制度及び支援機関についての説明資料とともに、これらの具体的な活用方法について提案

する資料を作成した。 

障害者の担当職務の創出を段階的に行う方法として②で提案した職務創出支援モデルを活用

した障害者雇用を進める際に、障害者トライアル雇用助成金を活用し、その対象となる週所定労

働時間 20時間以上（精神障害者及び発達障害者の場合 10時間以上）の仕事を「切り出し・再構

成モデル」により創出し、短時間の雇用から徐々に職務の幅を広げるとともに、勤務時間の延長

を図っていくことを提案する資料を作成した。また、これを円滑に実施するために、職務と障害

者のマッチングや職場適応・定着支援において、支援機関の持つアセスメント・マネジメント機

能やジョブコーチ支援等の活用を提案する資料も併せて作成した 。更に、障害者雇用における受

け入れ態勢の整備の重要性とともに、これについても支援制度及び機関の活用が可能であること

を説明した「受け入れ態勢の整え方」についての資料も作成した。 

これらの資料をもとにして、Ｅ社に対し、試行実施計画について説明を行い、同意を得た。 

 
1「障害者が担当する職務を創出する」ことを目的とする全ての支援の総称。職場に存在する定型的な反復作業を切り出し、1人分の作業として

再構成する従来型のモデルを「切り出し・再構成モデル」、職業リハビリテーションや能力の向上を考慮して一定の時間をかけ、次第に職務

内容や責任の幅を広げることで、十分に能力を発揮することを重視したモデルを「積み上げモデル」という。その他、本人の能力や経験を生

かせる専門性の高い職務を目指す「特化モデル」がある。 

【参考文献】：障害者職業総合センター 調査研究報告書 No. 133（2017）「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する

研究」  
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図表４－７ 研修内容と研修資料（巻末資料 16）の関係 
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（３）改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

 Ｇ社を通してＥ社の属する企業グループの各社に広報をしてもらい、Ｅ社を含むＥ社の属するグルー

プ会社８社の社長、支店長及び拠点長 58 名の試行協力者を得て、2021 年１月末にオンラインにて試行

を実施した。 

（４）結果の確認 

ア アンケート調査結果 

 アンケート調査（巻末資料 17）については、４レベルアプローチにおけるレベル１の研修効果を把握

すること等を目的に研修直後に実施した。受講者の研修に対する満足度等の肯定的な反応が、その後の

「理解」や「行動変容」に関係するため、アンケートには、①研修の満足度、②障害者雇用に関する理

解促進における研修の貢献度についての設問を設けた。また、どのような情報が事業主の意識を変化さ

せ、障害者雇用に向けた取組への「行動変容」（４レベルアプローチのレベル３の研修効果）に影響する

かについての検討に資するため、③具体的に役立ったと思われる研修内容、④研修受講による障害者雇

用に対する意欲の変化の有無、⑤研修による具体的な行動への検討の有無を尋ねた。更に、具体的な支

援希望を持った事業主を就労支援機関のサービスにつなげるため、⑥地域センターの利用希望の有無を

尋ね、あわせて、その他、研修に関する意見や要望を把握する自由記述式の回答欄を設けた。なお、③

具体的に役立ったと思われる研修内容の設問項目として、研修で扱った「障害者雇用制度の理解」、「障

害の理解」、「支援制度の理解」、「支援機関の理解」、「担当職務の創出方法の考え方」、「受け入れ態勢の

整え方（労働条件、教育訓練体制等）」に加え、研修における提案による全体的な「障害者雇用の進め方

（ロードマップ）」及び「その他」の８項目を設け、複数選択形式で回答を得た。アンケート調査につい

ては、受講者 58 名のうち、38 名から回答を得た（回答率：65.5%）。なお、アンケート調査に記名のあ

った 27名中９名がＥ社、18名がＥ社の属する企業グループの所属であった。 

ａ アンケート調査結果の基礎集計 

 研修の満足度について尋ねた設問では、全回答者 38名のうち 23名（60.5%）が「大変満足」、15名

（39.5%）が「やや満足」と回答した（図表４－８）。 

 

図表４－８ 研修の満足度 

23

60.5%

15

39.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

大変満足

やや満足

どちらとも言えない

やや不満

大変不満
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 障害者雇用に関する理解促進においての研修の貢献度を尋ねたところ、23 名（60.5%）が「とても役

立った」と回答し、14名（36.8%）が「役立った」と回答した。「どちらとも言えない」との回答は１名

（2.6%）であった（図表４－９）。 

 

 

図表４－９ 研修の貢献度 

 

 受講することで具体的に役立ったと思われる研修内容について尋ねたところ、「障害者雇用制度の理

解」の項目が最も多く、31名（81.6%）であった。次いで「支援機関の理解」（24名：63.2%）、「支援制

度の理解」（22名：57.9%）、「受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等）」（20名：52.6%）が

多かった（図表４－10）。 

 

 

図表４－10 研修で役立ったと思われる項目（複数選択）2 

 
2 複数選択のため、各項目の割合の総和は 100%を上回ることがある。 
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50.0%

63.2%

57.9%

47.4%

52.6%

31.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者雇用制度の理解

障害に対する理解

支援機関の理解
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 研修受講による障害者雇用に対する意欲の変化について尋ねたところ、21 名（55.3%）が（意欲の変

化が）「あった」と回答した。「どちらとも言えない」との回答は 16名（42.1%）、「なかった」との回答

は 1名（2.6%）あった（図表４－11）。 

 

図表４－11 研修受講による障害者雇用に対する意欲の変化の有無 

 

 研修受講によって、障害者雇用に向けた具体的な行動への検討があるか尋ねたところ、22名（57.9%）

が「はい」と回答し、16名（42.1%）が「いいえ」と回答した（図表４－12）。 

 

 

図表４－12 研修受講による障害者雇用に向けた具体的な行動への検討の有無 

 

 今後、地域センターの利用を希望するか尋ねたところ、12名（31.6%）が「はい」と回答し、26名（68.4%）

が「いいえ」と回答した（図表４－13）。 
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図表４－13 地域センターの利用希望の有無 

 

ｂ 研修内容と障害者雇用への意欲の変化の関係 

  研修内容のどの項目が障害者雇用に関する意欲に影響を与えうるか検討するため、研修で役立った内

容として挙げられた項目を、研修による意欲の変化の有無別にまとめた。その結果、意欲に変化が「あ

った」群（n=21）においては、「障害者雇用制度の理解」（85.7%）、「支援機関の理解」（81.0%）、「障害に

対する理解」（66.7%）の順に多く挙げられていた。一方、意欲に変化が「なかった」（n=1）又は「どち

らとも言えない」（n=16）と回答した群（n=17）においては、「障害者雇用制度の理解」（76.5%）、「支援

制度の理解」（52.9%）、「担当職務の創出方法の考え方」（47.1%）の順に多く挙げられていた（図表４－

14）。 

項目ごとにみると、「担当職務の創出方法についての考え方」を除き、全ての項目について、「どちら

とも言えない」・「なかった」群に比べ、「あった」群において「役立った」との回答が多く挙げられてい

た。 
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図表４－14 意欲の変化の有無別にみた、研修で役立った項目3 

 研修で役立ったと感じた項目別に、「役立った」との回答の有無と意欲の変化の有無との関係につい

て、カイ二乗検定及びフィッシャーの正確確率検定による検討を行った（図表４－15～４－21）。その結

果、「支援機関の理解」の項目において、「役立った」との回答の有無と意欲の変化の有無の間に有意な

連関がみられ（χ2(1,N = 38) = 4.79, p = .029; フィッシャーの正確確率検定における p値: p = .018）、

意欲の変化があった群ほど、支援機関の理解について研修が「役に立った」と回答する割合が大きかっ

た。また、「障害に対する理解」についての、研修内容と意欲の変化の関係は有意傾向であった（χ2(1,N 

= 38) = 3.83, p = .050; フィッシャーの正確確率検定における p値: p = .049）。 

図表４－15役立った項目と意欲の変化の関係       図表４－16役立った項目と意欲の変化の関係 

  （障害者雇用制度の理解）            （障害に対する理解） 

 
3 意欲の変化が「なかった」との回答は１件のみであったため、「どちらとも言えない」との回答（n=16）に含めて算出した。 
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図表４－14 意欲の変化の有無別にみた、研修で役立った項目3 
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3 意欲の変化が「なかった」との回答は１件のみであったため、「どちらとも言えない」との回答（n=16）に含めて算出した。 
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図表４－17役立った項目と意欲の変化の関係       図表４－18役立った項目と意欲の変化の関係 

 （支援機関の理解）               （支援制度の理解） 

 

図表４－19役立った項目と意欲の変化の関係    図表４－20役立った項目と意欲の変化の関係 

     （担当職務の創出方法の考え方） （受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等）） 

 

 

図表４－21 役立った項目と意欲の変化の関係 

（障害者雇用の進め方（ロードマップ）） 
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ｃ 研修内容と障害者雇用に向けた具体的な行動の検討の関係 

 研修内容のどの項目が障害者雇用に向けた具体的な行動の検討に影響を与えうるか検討するため、研

修で役立った内容として挙げられた項目を、研修による具体的な行動への検討の有無別にまとめた。そ

の結果、「検討有」群（n=22）においては、「障害者雇用制度の理解」（77.3%）に次いで、「支援機関の理

解」（68.2%）、「障害に対する理解」及び「支援制度の理解」（それぞれ 54.5%）が多く挙げられた。「検討

無」群（n=16）においては、「障害者雇用制度の理解」（87.5%）に次いで、「受け入れ態勢の整え方（労

働条件、教育訓練体制等）」（68.8%）、「支援制度の理解」（62.5%）が多く挙げられていた（図表４－22）。 

項目ごとにみると、「障害に対する理解」、「支援機関の理解」に関しては、「検討無」群に比べ、「検討

有」群において、役立った項目として多く挙げられていた。「受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓

練体制等）」について、「検討有」群では 40.9%が役立った項目として挙げていたのに対し、「検討無」群

では、68.8%が回答していた。同様にして、「障害者雇用制度の理解」、「支援制度の理解」、「担当職務の

創出方法の考え方」、「障害者雇用の進め方（ロードマップ）」において、「検討有」群に比べ、「検討無」

群において回答割合が大きかった。 

 

 

図表４－22 具体的な行動への検討の有無別にみた、研修で役立った項目 

 

研修で役立ったと感じた項目別に、「役立った」との回答の有無と行動への検討の有無との関係につい

て、カイ二乗検定及びフィッシャーの正確確率検定による検討を行った（図表４－23～４－29）。その結

果、いずれの項目においても、役立ったとの回答の有無と行動への検討の有無の間に有意な連関はみら

れなかった（ps >.10）。 
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その他

回答割合(%)

具体的な行動への検討有（n=22） 具体的な行動への検討無（n=16）
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図表４－23役立った項目と行動への検討の関係 

（障害者雇用制度の理解） 

図表４－24役立った項目と行動への検討の関係 

（障害に対する理解） 

図表４－25役立った項目と行動への検討の関係 

（支援機関の理解） 

図表４－26役立った項目と行動への検討の関係 

（支援制度の理解） 

図表４－27役立った項目と行動への検討の関係 

（担当職務の創出方法の考え方） 

図表４－28役立った項目と行動への検討の関係 

（受け入れ体制の整え方（労働条件、教育訓練体制等）） 

− 103 −



- 104 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 研修内容と支援機関の利用希望の関係 

 研修で役立った内容として挙げられた項目を、地域センターの利用希望の有無別にみると、「利用希望

有」群（n=12）においては、「障害者雇用制度の理解」、「支援機関の理解」（それぞれ 83.3%）に次いで、

「支援制度の理解」、「担当職務の創出方法の考え方」（それぞれ 58.3%）が多く挙げられていた。「利用

希望無」群（n=26）においては、「障害者雇用制度の理解」（80.8%）に次いで、「支援制度の理解」（57.7%）、

「支援機関の理解」、「受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等）」（それぞれ 53.8%）が多く

挙げられていた（図表４－30）。 

 項目別にみると、「障害者雇用制度の理解」、「支援機関の理解」、「支援制度の理解」、「担当職務の創出

方法の考え方」、「障害者雇用の進め方（ロードマップ）」において、「検討無」群に比べ、「検討有」群の

回答割合が大きかった。 

 

図表４－30 地域センターの利用希望の有無別にみた、研修で役立った項目 
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図表４－29役立った項目と行動への検討の関係 

（障害者雇用の進め方（ロードマップ）） 
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ｅ 研修による意識変容と行動変容の関係 

研修の受講が障害者雇用に関する意欲と行動に与える影響について検討するため、意欲の変化の有無

別に、具体的な行動の検討の有無について回答数を算出した（図表４－31）。フィッシャーの正確確率検

定の結果、意欲の変化と具体的な行動に有意な連関が認められた（p < .05）。 

 

 

図表４－31 意欲の変化の有無別にみた、具体的な行動の検討の有無の回答数4 

 

ｆ 自由記述回答の結果 

自由記述の設問について、アンケートに回答のあった 38 名のうち、26 名から有効な回答が得られた

（巻末資料 18）。自由記述回答からは、「障害者雇用に対する考え方が大きく変わった」、「障害者雇用に

ついて、制度や重要性が理解できた」、「雇用までの流れや制度、業務分担のポイントの基礎的な部分を

知ることができた」といった趣旨の、研修受講による理解の深まり等、何らかの効果があったとする回

答が多くみられた。一方で、「（社内の）限られた人数（での障害者）の雇用には未だ課題が多い」、「現

時点で採用しても、十分にケアができない」、「自社は少人数で余裕がない」、「専門的知識の不足とそこ

にかけられる時間や担当者を生み出すことが難しい現状がある」など、人材不足に関する課題も多く挙

げられていた。また、「判断不要の定型業務が少なくなっている昨今、何を担っていただくかが難しい」、

「社内でどういった業務を担当いただくのかが難しい」、「（在宅勤務を想定した場合）在宅ではできない

作業がほとんど」など、障害者の担当職務についての課題も多く挙げられていた。 

ｇ 自由記述回答からみた研修による意識と行動の変容 

 研修による意欲の変化の有無及び具体的な行動への検討の有無により、回答者を①意欲変化有／行動

検討有、②意欲変化無／行動検討有、③意欲変化有／行動検討無、④意欲変化無／行動検討無の４群に

分け、各群の自由記述回答の傾向を整理した。 
① 意欲の変化と行動の検討があった群（n=16; うち自由記述有効回答 10件） 

    意欲の変化があり、行動の検討にも至った群では、「障害者雇用の意義を知ることができた」、

「障害者雇用に対する考え方が大変大きく変わった」、「今後実際に採用するにあたってどういっ

 
4 意欲の変化が「なかった」との回答は 1件のみであったため、「どちらとも言えない」との回答（n=16）に含めて算出した。 

16

6

5

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

意欲の変化があった

（n=21）

どちらとも言えない・

なかった

（n=17)

具体的な行動への検討有（n=22） 具体的な行動への検討無（n=16）
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た業務ができるのか等、検討したい」といった趣旨の意見がみられた。 

② 意欲に変化がなかったが、行動の検討があった群（n=６; うち自由記述有効回答４件） 

    意欲に変化がなかったものの、具体的な行動への検討があった群では、「過去に障害者職業生活

相談員の講習を受けたので一通りの知識は学んだうえでの参加だった」、「（現在雇用している障

害者について、）在宅ではできない作業がほとんどなので、障害者雇用の在宅勤務の業務例で参考

にできるものがあれば教えていただきたい」といった趣旨の意見がみられた。 

③ 意欲に変化があったが、行動の検討に至らなかった群（n=５; うち自由記述有効回答３件） 

    意欲に変化がみられたものの、行動の検討に至らなかった群においては、「人数の多い職場では

役割分担による労働創出ができ、効果発揮が期待できる一方で限られた人数となる出先での雇用

には未だ課題が多い」「実際の採用事例を元にした説明なので興味を持って拝聴することができ

た」という趣旨の意見がみられた。 

④ 意欲に変化がなく、行動の検討もなかった群（n=11; うち自由記述有効回答９件） 
    意欲に変化がなく、行動の検討もなかった群においては、「既に１名採用している」という意見

のほか、「障害者の方にマッチした仕事を切り出し、周りの理解も得て、伴走していく社員も必要

という事になると、正直現時点で採用しても、十分にケアができない」、「（自社業務を行う）職場

として考えた時、実感が湧かないのが現状」、「実際のところ専門的知識の不足とそこにかけられ

る時間や担当者を生み出すことが難しい現状がある」という趣旨の意見がみられた。 
イ ヒアリング調査結果 

４レベルアプローチにおけるレベル３の研修効果を把握するため、ヒアリング調査を実施した。 

ａ ａ本店長に対するヒアリング調査結果 

 研修終了後、２支店において新しく障害者を雇い入れるための行動が開始されたことから、本研修に

ついては一定の効果があったと考える。研修については、障害者の雇用について、自分たちが分からな

くて悩んでいたことに対する回答等も研修資料に落とし込んでもらったのがとてもよかったとのことで

あった。また、支援機関については、今回の障害者雇用に取り組むまで、全く情報がなかったが、知的

障害者を雇用してからは逆に情報が錯そうし、混乱していたので、支援機関の機能や役割について整理

して伝えてもらい、また、具体的な活用方法を提示してもらえたこともよかったと思うという意見が聞

かれた。支援制度等の情報提供については支援メニュー等を提示するにとどまらず、今回の研修のよう

に、自分たちの事業所では何をどのように使ったらよいのかというプランを提示することも必要と考え

る。 

ｂ 研修終了後、障害者雇用に対する行動変容が確認されたＥ社の２支店に対するヒアリング調査結果

等 

研修終了後、新しく障害者を雇い入れることを検討したいとのニーズがあった２支店（ｃ支店、ｄ支

店）の支店長（研修受講者）に対する相談及びヒアリング調査を実施した。 

 ２支店とも、障害者の担当職務に関することがこれまで障害者雇用を躊躇してきた理由であり、また、

職務と対象者のマッチング等に不安を抱えていた。そこで、研修で提案された、短時間から始める障害

者雇用であれば、障害者の職務の創出に取り組みやすいと考えたとのことであった。また、これまで、
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支援機関を利用したことがなかったとのことで、対象者と職務のマッチングや職場適応についての支援

を得られると知り、支援機関の活用に興味を持ったとのことであった。そこで、研修で提供した情報に

ついて、更に詳しく説明し、短時間のトライアル雇用を活用した障害者雇用プランについてより詳細に

検討していった。相談を通し、創出された職務内容から対象となるのは精神障害者又は発達障害者が想

定されたことから、10時間以上の職務を創出した。更に、そこから、本人の特性等に応じ、職務の拡大

を図り、週所定労働時間 20時間以上の雇用へつなげていき、対象者とのマッチングや職場適応について

は支援機関の支援を活用するということで同意を得た。 

 その後、それぞれの支店において、職務の棚卸を行い、障害者の担当職務案について共有した。また、

障害者の担当職務として切り出された作業には、各支店・拠点に共通する作業もあったことから、近隣

の支店・拠点で障害者のワーカーシェアリングをすることを提案したところ、ｃ支店についてはそれを

前提に障害者雇用を進めていくことになり、ｄ支店についても労働時間の延長の方法として活用するこ

とを検討したいとのことであった。 

 ヒアリング調査後、２支店においては、それぞれ地域センターを活用し、障害者の採用に向けた取組

を展開しており、４レベルアプローチのレベル３の効果である行動変容が確認されている。 

 また、研修終了後、障害者の職場定着支援へのニーズが、ａ本店及びｂ支店、及び 2021年４月に知的

障害者を雇用した e支店より把握されたため、地域の支援機関へと引き継いだ。 

 

４ 考察 

 アンケート結果においては、障害者雇用に対する意欲に変化のあった群がそれ以外の群に比して、研

修で役立ったと思われる研修内容について多くの項目を選択していた。特に「支援機関の理解」及び「障

害に対する理解」において選択割合が高い傾向がみられた。また、障害者雇用に向けた具体的な行動の

検討の有無別にみたときも、「障害に対する理解」及び「支援機関の理解」の項目のみ、有群において多

く選択されていた。 

以上のことから、障害者雇用についての研修を通じた情報提供の中でも、特に障害に対する理解及び

支援機関から得られるサポートについての理解を深めることは、障害者雇用に際して企業が抱く不安の

解消につながり、障害者雇用への意欲を高め、具体的な行動の検討を促す効果が期待できるのではない

かと考える。また、本試行実施後に中小企業の事業主を対象とした研修終了後のアンケート結果におい

ても、「支援機関の理解」が参加者５名全員から選択されていた（巻末資料 15）。この研修に参加した事

業主は中小企業事業主より組織された障害者雇用の問題を考える会の会員であり、すでに障害者を雇用

している事業主もいた。これらのことから、障害者雇用の促進においては、障害者雇用の経験の有無等

に関わらず、支援機関の機能やその活用方法について、より丁寧な情報提供が必要と考える。 

一方、具体的な行動への検討がなかった群ほど、「受け入れ態勢の整え方」「障害者雇用の進め方」が

役立ったと選択した割合が高い傾向にあった。自由記述とあわせて考えると、これらの重要性等につい

て理解したが故に、それに係る人的・時間的コスト等から、その実行に困難を感じ、行動を検討するに

至らなかった可能性がある。事業主が感じた困難性を軽減するためには、同業他社等における雇用事例

の提供等、更なる情報提供のあり方の工夫が必要と考える。 
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意欲の変化の有無及び行動の検討の有無別にみた自由記述回答の傾向から、事業主の変化と事業主の 

性質の関係について整理を試みた（図表４－32）。以下、アンケート調査をもとに分類された４つの群に

ついて考察する。 

 

図表４－32 意欲の変化と具体的な行動の検討による分類 

 

第１群は、意欲に変化があり、行動の検討に至った群（n＝16）である。この群は、４レベルアプロー

チのレベル３の行動変容が期待されるグループであり、２支店（ｃ支店、ｄ支店）については、地域セ

ンターを活用し、障害者雇用に向けた具体的な行動に移ったことが確認されている（アンケートについ

ては原則記名を求めなかったため、回答者を特定することができず、ｃ支店、ｄ支店以外の 14支店の行

動変容の可否については確認できていない）。 

 第２群は、意欲には変化がなかったが、行動の検討に至った群である（n＝６）。この群は、もともと

障害者雇用に対する意欲は高かったものの、実現に際しては何らかの課題を感じていたグループと考え

られる。研修受講により、課題改善方策が見つかり、またはそれに対する課題解決に対するヒントを得

るなどしたことにより、障害者雇用に対する行動の検討に至ったと思われ、このグループにも行動変容

が期待できると考える。 

 第１群と第２群（行動の検討有群）の自由記述においては、職務創出に関する悩みに関する記述がみ

られており、これらについての相談・支援を実施することで、第１群及び第２群の障害者雇用に向けた

行動を後押しできると考えられる。そして、そのためには、研修後、気軽に支援機関に相談ができるよ

うな仕組みを作ることが必要と考える。 

 第３群は、意欲には変化があったが、行動の検討には至らなかった群（n＝５）である。この群は障害

意意欲欲のの変変化化

行行
動動
のの
検検
討討

有有

有有無無

無無

第１群（n=16）
意欲の変化：有
行動の検討：有

第２群（n=6）
意欲の変化：無
行動の検討：有

第４群（n=11）
意欲の変化：無
行動の変化：無

第３群（n=5）
意欲の変化：有
行動の検討：無

２支店

障
害
者
雇
用
に
対
し
て
感
じ
る
困
難
性

を
軽
減
し
、
障
害
者
雇
用
に
対
す
る

意
欲
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の

情
報
提
供
の
内
容
・
方
法
の
工
夫

職
務
創
出
に
対
す
る
支
援
等
に
よ
り

障
害
者
雇
用
に
向
け
た
取
組
を
促
進

− 108 −



- 109 - 

 

者雇用に対する興味・関心は抱いたものの、その実現に大きな課題を感じているグループと考える。 

第４群は、意欲に変化がなく、行動の検討にも至らなかった群である（n＝11）。第４群の自由記述に

は、すでに障害者雇用を雇用しているとの記述もみられたことから、すでに障害者雇用をしている等に

より、新規の障害者雇用に向けての行動の検討に至らなかった事業主も含まれると考えられるが、それ

以上に障害者雇用に対する課題やそれを改善するための負担感から行動の検討に至らなかった事業主が

含まれるグループと考える。 

第３群と第４群（行動の検討無群）の自由記述においては、障害者雇用に対する社内の人的支援体制

づくり等を理由にした障害者雇用の難しさに関する記述がみられた。事業主の感じる障害者雇用に対す

る困難性を軽減し障害者雇用に対する意欲を向上させるためには、それぞれが感じる課題の改善方策、

改善事例等とともに、改善方策を講じる際に受けられる具体的な支援等に対する情報提供が有効と考え

る。 

また、本試行では 45分という時間的な制約やオンラインでの開催という制約があったため、講義によ

る研修に留まったが、特に障害者の担当職務の創出という課題に対する事業主の主体的な行動を促す上

ではグループワークを取り入れることが必要と考える。受動的な学習スタイルである講義だけでなく、

職務創出という問題解決に向け、事業主が主体的に取り組み、また、事業主相互の話し合い、双方向で

のコミュニケーションを通して、個々の事業主が持つ経験等を共有することにより、更に行動変容が促

進できたと思われる。加えて、事業主が障害者雇用に対して抱える不安を軽減するための情報提供のみ

ならず、障害者を雇用したことによる効果等の事業主が障害者雇用に対して魅力を感じるような情報提

供を行うことにより、障害者雇用に対する意欲を引き出すことも重要と考える。 

一方で、本試行の研修においては、単なる支援制度・機関の紹介にとどまらず、事前のヒアリングに

おいて事業主の抽象的なニーズの具体化を図り、障害者雇用の意思決定を支援するため、試行協力企業

の抱えていた障害者雇用に関する最大の課題であった職務創出の改善方策として、「支援機関を活用し

た週 10 時間から始める障害者雇用」という提案を行った。「支援機関を活用した週 10 時間から始める

障害者雇用」においては、まずは、週 10時間以上の障害者の担当職務を創出し、短時間トライアル雇用

を活用して徐々に勤務時間の延長を図っていくことを提案した。そして、この提案における職務の創出、

職務と障害者とのマッチング、職務の積み上げ等については、地域センター等の職業リハビリテーショ

ン機関の専門的支援が有効に機能することを説明した。 

その結果、２事業所において、障害者雇用の意思決定に向けた取組が開始された。また、これとは別

に実施した中小企業の事業主を対象とした研修のアンケート調査回答者５名のうち１名の事業主が、こ

の提案をもとにした取組を開始している（巻末資料 15）。有効性を確認する上では、更なる試行の積み

重ねが必要であるが、この「支援機関を活用した 10時間から始める障害者雇用」という提案、そしてこ

の提案を盛り込んだ研修プログラムを活用した提案型事業主支援は、障害者の担当職務の創出等に課題

を抱える多くの企業における障害者雇用を促進する一つの有効な事業主支援方法となる可能性はあると

考える。 
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第３節 支援者社員の人材育成を目的とした提案型事業主支援の試行Ⅰ 

本節では、障害のある社員（以下「障害者社員」という。）の職場定着に対する支援体制の強化のため

の支援者社員の人材育成を目的とし、地域センターで活用されている４つの認知行動療法5等をもとに試

作した研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試行について報告する。 

１ 目的 

 「企業在籍型職場適応援助者（企業在籍型ジョブコーチ）による支援の効果及び支援事例に関する調

査研究」（障害者職業総合センター,2020）においては、障害者の職場定着を推進するには、企業自らが

社内で障害者の職場定着を支援する体制を構築することが重要であり、企業在籍型ジョブコーチの配置

は一定の効果があるとし、企業在籍型ジョブコーチの実態調査を実施している。その中で、多くの企業

在籍型ジョブコーチが、精神障害者の職場定着支援に課題を抱えており、支援ノウハウの提供や専門家

からのアドバイスを必要とされていることが指摘されている。また、企業在籍型ジョブコーチの支援ス

キル向上のための集合研修への参加、他社のジョブコーチとの経験交流の場や外部の支援機関とのネッ

トワークの構築の機会を増やすことも重要であるとされている。これらのことは、企業在籍型ジョブコ

ーチのみならず、支援者社員に共通する課題と考える。そこで、本試行においては、精神障害者等の支

援に対して有効とされ、地域センターの支援において活用されている４つの認知行動療法をもとにして

試作した研修プログラムを複数企業合同開催で実施し、その効果等を検証することにより、支援者社員

の育成のための事業主支援に資することを目的として実施した。 

２ 実施方法 

（１）試行協力企業 

 試行協力企業はある任意団体の会員企業の特例子会社３社である。この任意団体は、研修プログラム

の試作に先立ち実施した情報収集活動において、研修プログラムの試行協力へのニーズが確認された支

援者社員を配置している障害者雇用事業主により組織された団体である。任意団体の事務局である事業

主には、研修プログラムを通して、各社の支援者社員のネットワークづくりを行いたいというニーズが

あったため、当初はこの団体の会員企業の十数社を対象として実施する予定であったが、新型コロナ感

染症拡大防止の観点から、試行協力企業を任意団体の事務局であるＨ社及びＨ社から推薦のあった２社

（Ｉ社、Ｊ社）に絞って実施した。なお、３社の試行協力事業主の概要は図表４－33 のとおりである。 

図表４－33 試行協力企業の概要 

企企業業 IIDD  HH社社  ＩＩ社社  JJ社社  

産産業業分分類類  その他サービス業 その他サービス業 その他サービス業 

従従業業員員数数（（ううちち障障害害者者数数））  296名（76名） 123名（76名） 320名（126名） 

設設立立年年（（認認可可年年））  2000年（2005年） 2013年（2014年） 2004年（2004年） 

試試行行協協力力支支援援者者社社員員数数  ３名 ３名 ３名 

 
5 認知行動療法とは，行動科学と認知科学を臨床の諸問題へ応用したものと定義され、複数の理論とそこから生まれた多数の技法を包含した広

範な治療法として発展している。（http://jabt.umin.ne.jp/cbt/をもとに作成） 

※試行協力者のうち、Ｉ社の１名は役員 
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（２）実施方法 

本試行は以下の手順で行った。 

ア 課題の把握のためのヒアリング調査 

イ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

ウ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

エ 結果の確認のためのアンケート調査及びヒアリング調査 

 

３ 実施結果 

（１）課題の把握のためのヒアリング調査 

研修プログラムの試作及び試行計画の作成に資するため、試行協力事業主及び支援者社員に対して

実施したヒアリング調査において、３社に共通する支援者社員が抱える課題等について、以下のこと

が把握された。 

＜課題＞   

① 精神障害者及び発達障害者に対する支援スキルの向上 

精神障害者及び発達障害者の体調・症状の不安定さ、ソーシャルスキルの不足といった課題

から職場定着が難しくなる事例が少なくないこと、そして、支援者社員は、この課題の改善に

向けた支援に苦慮していた。また、支援者社員には、精神障害者及び発達障害者の支援につい

て学びたいという希望が強いが、何を学べばよいかということが分からず、また、適当な研修

を見つけられずにいた。 

② 就職（復職）前に就労支援機関が実施した支援と就職後に支援者社員が実施する支援の継続性 

精神障害者等の支援において、就労支援機関では認知行動療法を活用した支援が実施され、

その効果を感じているが、支援者社員が支援技法を学ぶ機会がないため、支援の継続性を保つ

ことができていない。 

③ 支援者社員のメンタルヘルス 

支援者社員のような対人援助職における感情労働で生じるストレスは大きく、メンタルヘル

スの不調を生じたり、場合によっては、燃え尽き症候群（burnout syndrome）6と呼ばれる状態

に陥ったりすることもあり、ヒアリングにおいては、これに対する対策の必要性が指摘された。 

（２）改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

３つの課題に対応するため、研修プログラムの内容については、地域センターにおいてリワーク支援

等に活用されている認知再構成法（コラム法）、精神障害者及び発達障害者等を対象として活用されてい

る問題解決技法、アサーショントレーニング並びに SSTの講義及び演習により構成した。また、第１回

のオリエンテーションにおいては、自己及び他者理解等を図ることを目的としたエゴグラム7を活用した

講義と演習を実施し、最終回においては、参加者の現在抱えている問題について、研修で学んだ技法を

 
6 それまでひとつの物事に没頭していた人が、心身の極度の疲労により燃え尽きたように意欲を失い、社会に適応できなくなること。（厚生労働

省 生活習慣病予防のための健康情報サイト：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-047.html） 
7 アメリカの心理学者エリック・バーンが創始した「交流分析」という人間関係の心理学理論に基づいて作られた性格診断テスト(東京大学医学

部心療内科 TEG研究会, 2019)。 
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用いた実践トレーニングを取り入れた（図表４－34）。 

実施方法については、2020年９月～12月、１回２時間、計５回の計画で実施することを提案し、３社

より同意を得た。なお、会場についてはＩ社より会議室を提供してもらうこととなった。 

また、試行協力者には、研修効果を高めるため、今回の研修プログラムを受講する上での個人目標を

設定してもらい、本調査研究の担当者と共有した。 

 

図表４－34 提案した研修プログラムの内容と実施計画 

 日 時 内 容 

第１回 2020年9月11日 

・エゴグラムを活用した自己及び他者理解 

・認知機能障害 

・認知行動療法の紹介 

第２回 2020年10月9日 ・認知再構成法（コラム法） 

第３回 2020年10月30日 ・問題解決技法（問題解決法） 

第４回 2020年11月27日 ・アサーショントレーニングとSST 

第５回 2020年12月25日 ・まとめ（総合演習） 

 

（３）改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

研修については、講義と演習から構成し、紹介した認知行動療法については、必ずグループ及び個人

で体験する機会を設けた。また、第２回の認知再構成法及び第３回の問題解決技法については、次回の

研修までに実践することを宿題とし、次回の研修では実践結果を全員で共有した。新型コロナ感染症拡

大の影響により第２回には企業単位での欠席があったほか、業務都合による欠席もあり、全回出席でき

たのは３名のみであった（図表４－35）。そこで、欠席者への対応として、実践結果を共有する際、前回

の研修内容についての復習を行った。 

なお、問題解決技法の演習を実施した第３回及び第５回については、協力講師を招いて実施した。 

図表４－35 各回の参加者数 

 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 

参加者数 ８名 ５名 ８名 ７名 ９名 

ア 第１回 

まずは研修目的を受講者と共有し、本研修で学んだことを単なる知識で終わらせないため、研修終了

後、紹介した認知行動療法を次回までに一度は実践してほしいこと、そして、それが自身の生活、障害

者支援において有効と思われたら、活用していってほしいことを伝えた（図表４－36）。 

 次に、エゴグラムについて説明し、直観で自分及びペアになった相手のエゴクラム・プロフィール、

また、質問紙を使って自身のエゴグラム・プロフィールを作成し、自己評価と他者評価、主観的評価と

客観的評価について比較してもらった。その中で、これらの評価のギャップが大きいほど、人間関係等

において問題が生じやすく、そして、特に精神障害者や発達障害者等の中にはこのギャップが生じやす
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い人が多いことを説明した。更に、オーバーラップ・エゴグラム8を活用した相手との相性分析や交流方

法、エゴグラム・プロフィールを活用した行動変容方法等についての説明を行った。 

 三番目に、ほとんどの社会的行動は観察学習により獲得されること、この観察学習には４つの過程が

あり、注意障害・記憶障害・遂行障害といった認知機能障害があるとうまく学習できないことがあるこ

と、そして、精神・発達・知的障害者等には、なんらかの認知機能障害があること、だからこそ、これ

らの障害者を支援する際は認知機能障害について理解し、それらに配慮して行動の学習を支援する必要

があることについて説明した。 

最後に、本研修にて取り扱う４つの認知行動療法について紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8
 二者間（自分と相手）のエゴグラムを上下反対方向より重ね合わせ、相手との相性関係を求めるもの。二者の自我状態の重複は、両者が同じ

価値観で考え行動できることを示す（新里, 2005）。 

図表４－36 第１回研修資料（一部抜粋・加筆修正） 

エゴグラムを描いてみよう
～質問紙～

ここでは

折れ線グラフ
で・・・

CP     NP      A      FC     AC 

CP     NP      A      FC     AC 
20

15

10

5

エゴグラムを描いてみよう
～デュセイの方法（直感で描く）～

現現実実のの自自分分、、理理想想のの自自分分、、気気のの合合うう人人、、苦苦手手
なな人人ののエエゴゴググララムムをを描描いいててみみよようう！！

＜＜方方法法＞＞①①最最もも特特徴徴的的なな心心理理機機能能をを一一番番高高いい
位位置置にに点点をを打打つつ

②②最最もも持持っってていいなないいとと考考ええるる心心理理機機能能をを一一番番
低低いい位位置置にに点点をを打打つつ

③③そそのの他他33つつのの心心理理機機能能をを①①②②ととのの相相対対的的なな
位位置置にに点点をを打打つつ

ここでは

折れ線グラフ
で・・・

自我状態の構造モデルと機能モデル

自我状態の構造モデル
 自我状態の３つの構造（Ｐ,Ａ,Ｃ）

A

自我状態の機能モデル

 ＰとＣにある２つの機能的側面

親親の自我状態：：PPaarreenntt

NP

CP
P

AC

FC
C

成成人人の自我状態：：AAdduulltt

子子どどももの自我状態：：CChhiilldd

批批判判的的なな親親：：CCrriittiiccaall  PPaarreenntt

養養育育的的なな親親：：NNuurrttuurriinngg  PPaarreenntt

自自由由なな子子どどもも：：FFrreeee CChhiilldd

順順応応ししたた子子どどもも：：AAddaapptteedd  CChhiilldd

1 自分についての理解を深める
～エゴグラムで自己理解を深めよう～

エエゴゴググララムムとは

交流分析理論に基づき、

「個人のパーソナリティの各自自我我状状態態（（eeggoo））

同士の関係と、外部に放出している心的エネル

ギーの量を評価し、グラフで表したもの」

自我状態は５５つつに区分される

研修

（知識）

実践

（経験）

ススキキルル

＋＋

日日常常生生活活・・障障害害者者支支援援にに活活用用

今回の研修の目標
1 自分についての理解を深める

2 認知機能障害という視点から

障害者についての理解を深める

3 障害者を支援する、

そして、自分を助ける方法として、

認認知知行行動動療療法法を活用できるようになる

①① 認認知知再再構構成成法法（（ココララムム法法））
ババラランンススのの良良いい考考ええ方方をを身身ににつつけけるる

②② 問問題題解解決決（（療療））法法
問問題題をを解解決決すするるココツツをを身身ににつつけけるる

③③ アアササーーシショョンントトレレーーニニンンググ、、SSSSTT
自自分分とと相相手手をを大大切切ににすするるココミミュュニニケケーーシショョンンススキキルルをを身身ににつつけけるる
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図表４－36 第１回研修資料（一部抜粋）（続き） 

エゴグラムの評価方法
－各自我状態に注目した評価－

一一番番高高いい自自我我にに注注目目

その人の性格を特徴づける自我

対人関係や問題が発生したときにすぐに反応する自我の部分

極端に高いと他人に好意的に受け取られない可能性あり

例）CPが極端に高い → 威圧的 NPが極端に高い → おせっかい

一一番番低低いい自自我我にに注注目目

一番弱い自我

極端に低い場合、対人関係などで問題が生じた場合の原因がこの部分にある可能

性があり、この機能を上げていくことにより自分の欠点をカバーしていくことが

できる

大大人人((ＡＡ))にに注注目目

Ａが十分高い･･･他の自我状態のバランスを意識的に調整することができることを

示す（他の自我状態が異常に高い、あるいは低い場合は調整不可）

Ａが低い人･･･他の高い自我状態に支配され、うまく調整できない状態になって

いることを示す

オーバーラップ・エゴグラム

ふふたたつつののエエゴゴググララムムをを重重ねね合合わわせせ、、関関係係
性性のの特特徴徴やや相相性性をを分分析析すするる方方法法
例）なんとなくうまくいかない上司と自分のオーバーラップ・エゴグラム

重なりが大きい
＝お互いに高い

重なりがない
＝片方が高く、片方が低い

/ お互いに低い

20

30

40

50

60

70

CP         NP        A          FC        AC

状況によって変わるエゴグラム

エエゴゴググララムム

・・状況や年齢によって変化する

・問題がある生き方をしている人や心の病に

かかる人のエゴグラムには共通点がある

自分のエゴグラムの特徴を理解し、つらいと
感じる状況下で自分の行動様式を変えること
が大切

自分（の行動様式）を変える

自我のエネルギー配分を変える

・こうありたいと思う理想の自分の姿をエゴグ
ラムで書いてみる

・現在の自分のエゴグラムとのズレを見つける

・意識して、ズレを修正する行動や思考をとっ
てみる（高い自我状態を低くするよりも、低い
自我状態を高くすることを目指す）

２ 認知機能障害という視点から

障害者についての理解を深める

観察学習のプロセス

①①注注意意 ②②記記憶憶

③③実実行行（（遂遂行行））

ＧＧＯＯＯＯＤＤ！！

ＧＧＯＯＯＯＤＤ！！

認知機能に障害があると、
どこかでつまづき、うま

く学習ができない！

⇓
ススキキルル不不足足、、誤誤学学習習

ＧＧＯＯＯＯＤＤ！！

観観察察学学習習（（モモデデリリンンググ））のの
４４つつのの過過程程とと認認知知機機能能

①注意過程

モデルの行動に注注意意を向ける

②保持過程

観察で得られたものを言語化、イメージ化し、

記記憶憶として保持する

③運動再生過程

記憶したことを実際に行動で再再生生する

④動機づけ過程

学習した行動を遂行するための動動機機づづけけをする
13

知覚・注意
記憶・遂行

精神障害者
何らかの障害･･･

★認知機能とは・・・
理解、判断、論理などの知的機能

★ 主な４つの認知機能
①知覚機能
②注意機能
③記憶機能
④遂行機能

コミュニケーションをとる
際には、話している相手の
表情や言葉に注意を向け、
情報を受け取り、その内容
を記憶にとどめ、自分の話
すべき内容やとるべき行動
を選択し、実際に行動する
ことが必要！

14
「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー－パートナー研修資料集－」より抜粋）
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イ 第２回 

 認知行動療法についての説明を行い、地域センターにおけるリワーク等で活用されている認知再構成

法の講義と演習を実施した（図表４－37）。 

 

 

 

 

図４－37 第２回の研修資料（一部抜粋） 

 

 演習においては、まずは二人一組となり、聞き手、話し手の両方の役割で認知再構成法の演習を実施

した後、参加者全員をメンバーとしたグループによる演習を行い、個別及び集団による認知再構成法を

体験してもらった。 

3 障害者を支援する、

そして、自分を助ける方法として、

認認知知行行動動療療法法を活用できるようになる

認認知知行行動動療療法法ととはは？？

行動科学と認知科学を臨床の諸問題へ応用したもので、複数の理論
とそこから生まれた多数の技法を包含した広範な治療法として発展。
1）問題を具体的な行動（思考、情緒、運動全てを含む精神活動）

として捉え、どのような状況でどのような精神活動が生じるの
かという行動分析をする。

2）問題解決のための治療目標を具体的に明確にし、その変容を目
指す。

3）「行動」の変容のためには、どのような体験が必要であるかと
いう考え方をする。

4）観察可能あるいは定義可能なパラメータ（例えば、点数化した
不安の程度、ある行動の頻度や持続時間、脈拍などの生理学的
な測定）を用いて、試行する治療の効果を検証することができる。

① 認知再構成法（コラム法）

バランスの良い考え方を身につける

・私たちの気持ちや行動は、その時に頭に浮かんだ
「考え」（自動思考、認知）によって影響される

・考え方のバランスをとる方法の１つがコラム法

・つらい出来事があったとき、コラムを使って考えを

整理していくことで、気分を改善し、対応策（これ

からのプラン）を考えることに役立つ

まずは
気分、気持ちを安定させよう ＡＢＣモデル

AAccttiivvaattiinngg  eevveenntt

事事実実

（（状状況況・・出出来来事事））

BBeelliieeff

認認知知

（（考考ええ・・信信念念））

CCoonnsseeqquueennccee

結結果果ととししててのの

感感情情やや行行動動

BBeelliieeff（（認認知知））のの階階層層構構造造

自自動動思思考考

その時々で瞬時に浮かぶ考え

媒媒介介信信念念

基本的態度、思い込
み、個人的ルール

中中核核信信念念（（ススキキーーママ））
価値感

出典 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/04.pdf
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ウ 第３回 

前回の研修に参加していた５名の宿題（認知再構成法）の実践結果を共有した。５名ともが宿題を実

行しており、家庭や職場において、自分の気持ちが大きく変動した場面を捉えて実践していた。中には、

認知再構成法を活用して、支援している障害者の言動に対する苛立ちの原因を冷静に見つめなおし、自

身の気持ちを立て直していた者もいた。 

次にグループによる問題解決技法のセッションを体験してもらった（図表４－38）。その後、問題解決

技法についての講義を行った（図表４－39）。 

 

− 116 −



1
1
7
 

 

 

図
表
４
－
38
 
情
報
共
有
用
に
作
成
し
た
体
験
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
記
録

（
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
使
用
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
の
内
容
を
転
記
）
 

    問
題

（
目

標
）

 
弁

当
の

お
か

ず
の

レ
パ

ー
ト

リ
ー

を
増

や
し

た
い

 
 

 
 

 

       

解解
決決

策策
  

  
メメ

リリ
ッッ

トト
  

デデ
メメ

リリ
ッッ

トト
  

①
子

ど
も

を
ス

ー
パ

ー
に

連
れ

て
行

き
、

好
き

な
物

を
買

わ
せ

る
 

１
 

自
分

は
考

え
ず

に
す

む
 

偏
る

 
お

金
が

か
か

る
 

②
卵

焼
き

に
毎

日
違

う
物

を
入

れ
る

 
３

 
い

ろ
ど

り
良

く
な

る
、

栄
養

⤴
 

入
れ

る
物

を
考

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
 

＋
α

の
お

金
が

か
か

る
 

③
1

週
間

に
１

つ
新

し
い

メ
ニ

ュ
ー

を
作

り
置

く
 

３
 

朝
の

作
る

時
間

が
短

縮
で

き
る

 
週

末
に

作
る

時
間

を
作

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
 

④
家

族
に

1
週

間
に

１
つ

お
か

ず
を

作
っ

て
も

ら
う

 
４

 
楽

し
て

メ
ニ

ュ
ー

が
増

え
る

 
断

ら
れ

る
か

も
、

お
金

が
余

計
に

か
か

る
か

も
・

・
・

 

⑤
「

揚
げ

物
の

日
」

を
（
「

〇
〇

の
日

」
）

を
1

週
間

に
1

度
作

る
 

１
 

ボ
リ

ュ
ー

ム
が

あ
る

し
、

種
類

も
豊

富
、

考
え

や
す

い
 

朝
か

ら
油

・
・

・
大

変
（

←
揚

げ
物

を
し

た
翌

日
に

す
る

） 

⑥
人

参
（

赤
）

を
毎

日
入

れ
る

 
0

 
い

ろ
ど

り
・

栄
養

⤴
 

人
参

嫌
い

だ
と

嫌
が

ら
れ

る
 

⑦
お

に
ぎ

り
だ

け
の

日
を

作
る

 
6

 
楽

、
安

価
で

す
む

 
お

に
ぎ

り
だ

け
だ

と
嫌

だ
と

言
わ

れ
る

か
も

・
・

・
 

栄
養

バ
ラ

ン
ス

⤵
か

も
・

・
・

 

⑧
調

味
料

を
増

や
し

て
味

付
け

の
レ

パ
ー

ト
リ

ー
を

増
や

す
 

2
 

料
理

変
え

ず
に

O
K

 
お

金
が

か
か

る
 

⑨
家

族
か

ら
リ

ク
エ

ス
ト

を
出

し
て

も
ら

う
 

４
 

リ
ク

エ
ス

ト
を

出
し

た
本

人
の

満
足

度
⤴

 
メ

ニ
ュ

ー
に

よ
っ

て
は

大
変

か
も

 

⑩
職

場
の

お
母

様
仲

間
に

レ
パ

ー
ト

リ
ー

を
聞

く
 

４
 

考
え

ず
に

す
む

 
気

を
遣

う
か

も
・

・
・

、
相

手
が

い
な

い
か

も
・

・
・

 

   ⑤
テ

ー
マ

提
出

者
に

解
決

策
を

選
ん

で
も

ら
う

 

 
結

果
 

④
が

理理
想想

だ
が

、
⑤

⑦
が

現現
実実

的的
 

  
 
  

  
 新

た
な

意
見

と
し

て
、
「

す
べ

て
の

方
法

を
組

み
合

わ
せ

て
「

お
に

ぎ
り

の
日

」
を

作
っ

て
、

そ
の

お
に

ぎ
り

を
家

族
に

作
っ

て
も

ら
う

」
 

状
況

 

・
毎

日
4

人
分

（
自

分
、

夫
、

娘
二

人
）

分
の

お
か

ず
が

必
要

 
・

一
人

は
好

き
嫌

い
有

 

・
お

か
ず

は
全

員
同

じ
で

よ
い

が
、

夫
は

量
が

多
い

 
・

お
か

ず
の

種
類

は
４

，
５

種
類

 

・
定

番
の

お
か

ず
は

ウ
イ

ン
ナ

ー
、

卵
焼

き
、

焼
き

魚
、

ゆ
で

卵
 

 

・
冷

凍
食

品
O

K
（

だ
が

、
割

高
、

4
人

分
だ

と
す

ぐ
な

く
な

る
）

 

・
晩

御
飯

の
お

か
ず

で
も

O
K

だ
が

、
残

ら
な

い
こ

と
が

多
い

 

・
作

り
置

き
可

 
・

茶
色

の
お

か
ず

が
多

く
な

り
、

い
ろ

ど
り

に
悩

み
 

・
夏

場
の

日
持

ち
対

策
 

①
ウ

ォ
ー

ミ
ン

グ
ア

ッ
プ

で
、

名
前

＋
今

年
中

に
や

り
た

い
こ

と
、

か
な

え
た

い
こ

と
（

夢
・

希
望

）
を

参
加

者
に

は
発

表
し

て
も

ら
っ

た
中

か
ら

共
通

点
の

多
か

っ
た

テ
ー

マ
を

選
択

 

②
テ

ー
マ

を
出

し
て

く
れ

た
人

に
皆

で
質

問
を

す
る

こ
と

に
よ

り
、

状

況
を

明
確

に
す

る
。

 

③
ブ

レ
イ

ン
ス

ト
ー

ミ

ン
グ

（
テ

ー
マ

提
出

者

以
外

の
支

援
者

社
員

及

び
講

師
）

 

④
支

援
者

社
員

＋
講

師
が

一
人

３
つ

ず
つ

良
い

と
思

う
案

を
選

択
（

3
×

9
人

＋
１

（
4

つ
選

択
し

た
人

が
1

人
い

た
た

め
）
）

 

③
解

決
策

案
を

出
し

て
く

れ
た

人
に

そ
の

解
決

策
の

メ
リ

ッ
ト

、
デ

メ
リ

ッ
ト

を
上

げ
て

も
ら

う
 

− 117 −



118 

 

 

 

図表４－39 第３回の研修資料（一部抜粋） 

②② 問問題題解解決決法法（（問問題題解解決決技技法法））
問題を解決するコツを身につける

ジョブコミュニケーション・
スキルアップセミナーでも

取り組みました

問題解決のスキル

特定の状況で、自分自身が、何が問題であ
るかを明確にでき、複数の代替的な解決方
法を考えつくことができ、それぞれの選択
肢の効果について考察できるようになるこ
とである。

協力講師作成資料

問題解決法

解決したい「問題」は何かを明らかにし、
ブレーンストーミングで問題解決のための
いくつかの選択肢を創造的に考え出し、そ
れぞれの選択肢の長所と短所を考え、複数
の選択肢の中から１つあるいは複数の解決
につながるかもしれない相手とのかかわり
方を決定し、選択した解決方法を実行に移
す。

協力講師作成資料

問問題題解解決決法法のの手手順順・・ポポイインントト

①①立立ちち止止ままっってて考考ええるる（（問問題題をを受受けけ入入れれるる））
・・問問題題ががああるるここととをを受受けけ入入れれるる⇒⇒「「前前向向ききななああききららめめ」」
・・問問題題ががああっってて困困っってていいるるととききはは、、意意識識的的にに問問題題をを受受けけ入入れれ

るるここととがが効効果果的的！！
※※問問題題にに取取りり組組めめるる精精神神状状態態かか？？

②②何何がが問問題題ななののかかををははっっききりりととささせせるる（（状状況況をを明明ららかかににすするる））

・・個個人人のの長長期期目目標標ととどどうう関関連連ししてていいるるののかか？？

・・ここのの状状況況ののななかかでで、、長長期期目目標標へへ向向けけてて一一歩歩前前にに進進むむたためめのの

短短期期目目標標はは何何かか？？

・・何何がが当当面面のの目目標標達達成成のの妨妨げげととななっってていいるるかか。。避避けけるるべべきき状状

況況ははどどううののよよううななももののかか？？

※※誰誰かかほほかかのの人人がが関関わわっってていいるる場場合合がが多多いい。。
協力講師作成資料

問問題題解解決決をを妨妨げげるる
自自動動思思考考とと自自己己教教示示

（（大大野野,,  22001111））

自自動動思思考考 自自己己教教示示

「「どどううししてて自自分分だだけけ」」 「「問問題題がが起起ききるるののはは特特別別ででははなないい」」

「「ももううダダメメだだ・・・・・・」」 「「問問題題はは解解決決可可能能,,  ままずずややっっててみみよようう」」

「「たたいいししたたここととははなないい・・・・・・」」 「「精精神神的的苦苦痛痛ははこここころろのの信信号号」」

「「すすぐぐにに何何ととかかししななくく
ててはは・・・・・・」」

「「立立ちち止止ままっってて考考ええててみみよようう」」

「「早早くく全全部部のの問問題題をを解解決決
ししたたいい」」

「「問問題題解解決決ににはは時時間間ががかかかかるる」」

「「絶絶対対解解決決ししなないいとと・・・・・・」」 「「ででききれればば自自信信にに,, ででききななくくててもも問問題題がが
ははっっききりりすするる」」

協力講師作成資料

問問題題解解決決法法のの手手順順・・ポポイインントト

③③問問題題をを解解決決すするるああららゆゆるるややりり方方をを考考ええるる
（（ bbrraaiinnssttoorrmmiinngg））
・・自自分分自自身身ははどどののくくららいい思思いいつつけけるるかか？？
・・ででききるるだだけけたたくくささんんのの案案をを挙挙げげるる。。（（皆皆のの力力をを借借りりてて））
※※そそれれぞぞれれのの方方法法がが現現実実的的ででああるるかかはは考考ええなないい

④④そそれれぞぞれれのの選選択択肢肢のの結結果果をを検検討討すするる。。

・・そそれれぞぞれれのの選選択択肢肢のの実実現現可可能能性性とと長長所所・・短短所所はは何何かか。。

・・どどのの選選択択肢肢、、選選択択肢肢のの組組みみ合合わわせせがが当当面面のの状状況況のの中中でで

目目標標達達成成ででききるるかか？？

・・目目標標達達成成のの障障壁壁をを取取りり除除いいたたりり、、ののりりここええたたりり、、

ささけけたたりりすするるここととががででききるる選選択択肢肢ははどどれれかか？？

協力講師作成資料

問問題題解解決決法法のの手手順順・・ポポイインントト

⑤⑤どどのの選選択択肢肢、、どどのの選選択択肢肢のの組組みみ合合わわせせががよよいいかかをを決決めめるる。。
・・選選択択ししたた対対処処法法はは、、当当面面のの目目標標達達成成にに役役立立つつかか？？

⑥⑥選選んんだだ選選択択肢肢、、ああるるいいはは選選択択肢肢のの組組みみ合合わわせせをを、、どどののよよううにに
実実行行すするるかかをを考考ええるる。。

・・有有効効なな社社会会的的反反応応をを得得るるたためめにに、、選選んんだだ選選択択肢肢、、ああるるいいはは

選選択択肢肢のの組組みみ合合わわせせををどどののよよううなな言言語語的的・・非非言言語語的的ススキキルル

をを使使っってていいくくののかか？？（（スステテッッププ））

・・決決めめたた選選択択肢肢ををいいつつ、、どどここでで、、どどののよよううにに実実行行にに移移すすのの

かか？？（（ススキキルル発発動動のの社社会会的的にに承承認認さされれたた適適切切なな場場面面））

協力講師作成資料

問問題題解解決決法法のの手手順順・・ポポイインントト

⑦⑦問問題題にに対対ししてて選選んんだだ解解決決策策をを成成功功裏裏にに実実行行すするるににはは、、どどののよよ
ううなな資資源源がが必必要要かかをを考考ええるる。。
・・解解決決策策をを実実行行すするる際際にに、、誰誰かからら支支援援をを受受けけるるここととががででききるる

かか？？
・・解解決決策策のの成成功功のの機機会会をを向向上上ささせせるるたためめにに、、資資金金やや交交通通手手段段

ややそそののほほかかにに必必要要ななももののははああるるかか？？

協力講師作成資料
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エ 第４回 

 最初に、前回の研修参加者の宿題（問題解決技法）の実践結果を共有した。自身の問題解決に活用し

た者以外に、職場の問題解決に向け、障害者社員のグループにて問題解決技法を実施した者もいた。 

次に、ステップ・バイ・ステップ方式の SSTのセッション（巻末資料 22）の体験後、SSTや SSTの背

景となる社会的学習理論、第１回でも取り扱った認知機能障害についての講義を行った（図表 4－40）。

また、SST に関わらず、精神・発達・知的障害等の支援については、それらの障害に共通する認知機能

障害を理解し、社会的学習理論に基づく支援を行うことが重要であることを伝えた。 

 

 

 

 

図表４－40 第４回研修資料（一部抜粋） 

本日の内容

③-１ SST体験と講義

③-２ アサーショントレーニング

体験と講義

③-１

SSTを体験してみよう

ステップ・バイ・ステップ

SST普及協会認定講師 佐藤珠江氏作成資料

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

技
能
の
意
義
を
明
確
に
す
る

技
能
の
ス
テ
ッ
プ
に
つ
い
て
話
し
合
う

モ
デ
ル
の
提
示

ロ
ー
ル
プ
レ
イ

正
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

改
善
点
の
提
示

改
善
点
を
採
り
入
れ
て
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

宿
題
の
設
定

ロールプレイを用いた訓練

目
的
・
方
法
の
説
明

宿
題
の
報
告

SSTとは・・・

・Social Skills Trainingの略で、「社会生活技能訓練」や
「生活技能訓練」などと呼ばれている。

・認知行動療法の１つに位置づけられる対人関係を中心と
する社会生活技能を効果的に学習できるように構造化され
たトレーニング方法。

SSTの背景となる社会的学習理論

社社会会的的学学習習理理論論

社会的行動は、他人の行動の観察と自分の行動から生じる結
果との組み合わせにより学習され身についていく。

社社会会的的学学習習理理論論のの５５つつのの原原理理

 モモデデリリンンググ：モデルの観察を通じて行動を学習すること

 強強化化：ある行動をした場合、その行動をまた事項する可能性
を高めるため、行動に対して好ましい結果を与えること

 行行動動形形成成：望まれる目標に向けて、連続的にステップを踏ん
で強化を行っていくこと

 過過剰剰学学習習（（反反復復学学習習））：ある技能を自動的にできるようにな
るまで繰り返し練習すること

 般般化化：ある場面で獲得された技能を、それ以外の場面でも使
えるようになること

構構造造化化さされれたた支支援援技技法法
SST（Social Skills Training）

社会生活技能の向上を目的とした認知機能障害に着目し、

社会的学習理論等に基づく支援技法
★SSTが効果を発揮する（ →日日常常生生活活ににおおけけるるススキキルルのの活活用用）

ための条件
①良いSST研修による質の高い学び
②サポーティブな環境、適切な支援のもとでの

日常的なトレーニング

34

周囲の人々に対する働きかけ

認知機能障害 → 障障害害にに対対すするる理理解解のの促促進進

社会的学習理論等 → 障障害害者者支支援援にに対対すするる理理解解のの促促進進

SSTが効果を発揮するためには・・・

3344
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 その後、アサーショントレーニングに関する講義と演習を実施した。講義では、アサーティブなコミ

ュニケーションにおいては、I（アイ）メッセージで伝えることや非言語的なコミュニケーションが重要

であることを伝え、トレーニング方法として DESC 法9を紹介し、演習を実施した。最後に、ある事業所

における１つの問題について、問題解決技法により解決方策を選択し、アサーティブなコミュニケーシ

ョンでその解決方策を実行することを目的として、SSTを活用して練習した例を紹介した。 

 

 

 

 

図表４－40 第４回研修資料（一部抜粋）（続き） 

 
9 Describe（描写する）、Express（説明する）、Suggest（提案する）、Choose（選択する）のステップに沿って会話を展開していく方法。 

③③ －－２２
アアササーーシショョンントトレレーーニニンンググ
自分と相手を大切にする
コミュニケーションスキルを身につける

ＳＳＴと似ています・・・

自己表現の３つのタイプ
（Wolpe,J.）

• アアググレレッッシシブブタタイイププ（（ジジャャイイアアンンタタイイププ））

自分の主張をはっきりと伝えるが、相手

の気持ちを無視し、主張を押し付ける

• ノノンンアアササーーテティィブブタタイイププ（（ののびび太太タタイイププ））

自分の気持ちや意見を表現しなかったり、

しそこなったりする

• アアササーーテティィブブタタイイププ（（ししずずかかちちゃゃんんタタイイププ））

自分の気持ちを正直に率直に、その場にふさ

わしい表現方法で伝えることができる

表現する権利＆表現しない権利

誠誠
実実

率率
直直

対対
等等

自自
己己
責責
任任

アサーティブネスの４つの柱

アサーション・トレーニング
Ｉメッセージで伝える

• そんな言い方ではわかりません！

→私は、もう少し分かりやすく教えてほしい

です。

• 何度言ったら分かるんだ！

→

• あなたはどうしていつも締切を守らないの！
→

アサーション・トレーニング
DESC法

DDiscribe（描写）
状況や行動の客観的事実を伝える

EExplanation（説明）
自分の思い（主観）を伝える

SSuggest（提案）
解決策、妥協案を提案する

CChoose（選択）
受け入れてもらえた場合と、もらえなかった場

合で判断する

アサーション・トレーニング
DESC法

例例：：上上司司にに急急なな仕仕事事をを頼頼ままれれたたととききののDDEESSCC法法

D（描写）
今、明日までにしなければいけない仕事を抱えているこ

とを伝える

E（説明）
この仕事を引き受けてしまうと、間に合わないので困る

と伝える

S（提案）
この仕事の期限はいつまでなのかを尋ね、明日であれば

対応できそうであることを伝える

C（選択）
相手が承諾したら提案したとおりに対応し、承諾が得ら

れないときは相手と相談する

− 120 −



121 

 

 

 

 

図表４－40 第４回研修資料（一部抜粋）（続き） 

 

  

アサーション・トレーニング
非言語的コミュニケーション

言葉以外での表現にも気を配ることが、
アサーションを成功させるポイント

ココミミュュニニケケーーシショョンンををととるる時時のの
大大事事ななポポイインントト

① 視線
② 表情
③ 姿勢
④ ジェスチャー
⑤ 声の大きさ・調子・速さ
⑥ 話のなめらかさ
⑦ 話の内容や言い方の工夫

ＳＳＴで
使っている
ポスター

問問題題：突然部下の男性社員が休んだ時に男性トイレ
の掃除を女性社員に頼むと断られる

問題解決法に取り組んだ結果、この問題には３つの問
題が潜んでいることがわかりました。

①①社社員員がが男男性性トトイイレレををききれれいいにに使使っってていいなないい

②②部部下下のの男男性性社社員員がが突突然然休休むむ

③③部部下下のの女女性性社社員員がが男男性性トトイイレレのの掃掃除除ををししなないい

（（自自分分のの仕仕事事とといいうう意意識識をを持持つつここととががででききてていいなないい））

問問題題解解決決ののココツツ：：問問題題をを細細分分化化すするる

①①社社員員がが男男性性トトイイレレををききれれいいにに使使っってていいなないい

解解決決法法例例：：トトイイレレにに「「いいつつももキキレレイイにに使使っってて頂頂きき

あありりががととううごござざいいまますす」」ポポススタターーをを貼貼るる

そのためには・・・

ビビルルのの管管理理者者ににポポススタターーをを貼貼るる

許許可可ををももららうう必必要要ががああるる

問問題題解解決決ののココツツ：：問問題題をを細細分分化化すするる

①①社社員員がが男男性性トトイイレレををききれれいいにに使使っってていいなないい

解解決決法法例例：：トトイイレレにに「「いいつつももキキレレイイにに使使っってて頂頂きき
あありりががととううごござざいいまますす」」ポポススタターーをを貼貼るる

↓↓

ビビルルのの管管理理者者ににポポススタターーをを貼貼るる許許可可ををももららうう（（頼頼みみごごととののススキキルル））

攻攻撃撃的的なな言言いい方方

「「男男性性トトイイレレのの使使いい方方がが汚汚いいののでで、、ここののポポススタターーをを貼貼っっててくく
だだささいい！！」」
受受けけ身身的的なな言言いい方方

「「大大変変申申しし訳訳あありりまませせんんがが・・・・・・ここののポポススタターーをを貼貼ららせせててくく
だだささいい。。」」
アアササーーテティィブブなな言言いい方方

「「女女性性トトイイレレにに比比べべてて男男性性トトイイレレのの汚汚れれがが目目立立ちち、、困困っってていい
まますす。。みみななささままにに快快適適ににトトイイレレををおお使使いいいいたただだけけるるよようう、、ここ
ののポポススタターーをを貼貼ららせせてていいたただだけけるるとと助助かかりりまますす。。」」

問問題題解解決決ののココツツ：：問問題題をを細細分分化化すするる

①①社社員員がが男男性性トトイイレレををききれれいいにに使使っってていいなないい

ビビルルのの管管理理者者ににポポススタターーをを貼貼るる許許可可ををももららうう（（頼頼みみごごとと
ののススキキルル＋＋ババッッククアアッッププススキキルル））

OKだだっったたらら・・・・・・
「「あありりががととううごござざいいまますす。。大大変変助助かかりりまますす！！」」

NGだだっったたらら・・・・・・
「「（（OKででききなないい理理由由ななどどをを復復唱唱））、、みみななささんんにに快快適適
ににおお使使いいいいたただだけけるる良良いい方方法法をを一一緒緒にに考考ええてていいたただだ
けけるるとと助助かかりりまますす。。」」

視線 表情 声の調子・大きさ・速さ姿勢 ジェスチャー

話の内容や言い方の工夫話し方のなめらかさ
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オ 第５回 

 参加者から現在抱えている問題を挙げてもらい、その中の一つをテーマとし、グループにて問題解決

技法による演習を行った。その後、問題解決技法において選択された解決策の実行に必要とされるコミ

ュニケーショントレーニングを SSTの手法を用いて実施した。なお、認知再構成法については、テーマ

として取り扱った問題の解決には必要がなかったため、過去の回で参加者が実施した宿題（日常生活で

の活用）の結果を共有することで復習の機会を設けた。 

 

（４）結果の確認 

各回の研修終了後には参加者に対するアンケート調査（巻末資料 19）を実施した。また、全研修終了

後には、試行協力者全員に対するアンケート調査（巻末資料 20）及びヒアリング調査を実施した。なお、

本研修は障害者の職場定着支援、そのための支援者社員の育成を目的としたものであり、最終的な研修

効果については職場定着率により把握すべきものであるが、これについては一定の期間をあけて測定す

る必要がある。そのため、ここでは、研修で学んだことに基づいて自らの行動を変化させたことにより、

研修受講者及び職場にどのようなインパクトがもたらされたかについての質問項目を加えた。また、支

援者社員のネットワークづくりも一つの目的であったため、他社との関係の変化についても質問項目と

した。 

ア 各回の研修終了後のアンケート調査結果 

 研修の各回終了後に、受講者に対して①研修の満足度、②研修の難易度、③講師の説明のわかりやす

さ、④研修時間の長さ、⑤研修内容の業務への貢献度について尋ねたアンケート調査を行った。なお、

研修の理解度については、全研修終了後のアンケート調査及びヒアリング調査にて把握することとした。 

 ①研修の満足度については、「とても満足」との回答割合が多く、「とても満足」、「満足」と回答した

受講者の割合の合計は５回を通して 85.7%以上であった（図表４－41）。 

 ②研修の難易度については、「適切」と回答した受講者の割合が多く、５回を通して 66.7%以上であっ

た（図表４－42）。 

 ③講師の説明のわかりやすさについては、「とてもわかりやすい」との回答が第４回以外では最も多

く、「わかりやすい」との回答割合との合計は５回を通して 85.8%以上であった（図表４－43）。 

 ④研修時間の長さについては、「適切」との回答が５回にわたって最も多かったが、第１回、第３回で

は「長い」、「やや短い」との回答が、第４回、第５回においては「やや短い」との回答も見られた（図

表４－44）。 

 ⑤研修内容の業務への貢献度については、「とても役立つ」、「役立つ」との回答割合が多く、「とても

役立つ」、「役立つ」との回答割合の合計は５回を通して 88.8%以上であった（図表４－45）。 
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図表４－41 各回における研修の満足度についての回答数及び回答割合10 

①研修の

満足度 
とても満足 満足 

どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

第1回 

（n=8） 
6 75.0% 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第2回 

（n=5） 
4 80.0% 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第3回 

（n=8） 
6 75.0% 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第4回 

（n=7） 
5 71.4% 1 14.3% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 

第5回 

（n=9） 
7 77.8% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表４－42 各回における研修の難易度についての回答数及び回答割合 

②研修の 

難易度 
とても難しい 少し難しい 適切 やや易しい 易しすぎる 

第1回 

（n=8） 
0 0.0% 1 12.5% 6 75.0% 1 12.5% 0 0.0% 

第2回 

（n=5） 
0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第3回 

（n=8） 
1 12.5% 0 0.0% 6 75.0% 1 12.5% 0 0.0% 

第4回 

（n=7） 
0 0.0% 1 14.3% 6 85.7% 0 0.0% 0 0.0% 

第5回 

（n=9） 
0 0.0% 3 33.3% 6 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表４－43 各回における講師の説明のわかりやすさについての回答数及び回答割合 

③講師の説明の 

わかりやすさ 

とても 

わかりやすい 

わかり 

やすい 
普通 

やや 

わかりにくい 

わかり 

にくい 

第1回 

（n=8） 
5 62.5% 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第2回 

（n=5） 
5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第3回 

（n=8） 
5 62.5% 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第4回 

（n=7） 
3 42.9% 3 42.9% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 

第5回 

（n=9） 
5 55.6% 4 44.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

  

 
10 各セルの左側は回答数、右側は回答割合を示す。 
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図表４－44 各回における研修時間の長さについての回答数及び回答割合 

④研修時間

の長さ 
長い やや長い 適切 やや短い 短い 

第1回 

（n=8） 
1 12.5% 0 0.0% 6 75.0% 1 12.5% 0 0.0% 

第2回 

（n=5） 
0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第3回 

（n=8） 
1 12.5% 0 0.0% 6 75.0% 1 12.5% 0 0.0% 

第4回 

（n=7） 
0 0.0% 0 0.0% 4 57.1% 3 42.9% 0 0.0% 

第5回 

（n=9） 
0 0.0% 0 0.0% 8 88.9% 1 11.1% 0 0.0% 

 
図表４－45 各回における研修内容の業務への貢献度についての回答数及び回答割合 

⑤研修内容の業務

への貢献度 
とても役立つ 役立つ 

どちらとも 

言えない 

あまり 

役立たない 
役立たない 

第1回 

（n=8） 
4 50.0% 4 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第2回 

（n=5） 
3 60.0% 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第3回 

（n=8） 
4 50.0% 4 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第4回 

（n=7） 
3 42.9% 4 57.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第5回 

（n=9） 
4 44.4% 4 44.4% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

イ 全研修終了後のアンケート調査結果 

 全研修終了後に、試行協力者９名に対し、アンケート調査を行った。アンケートの内容は、①研修の

満足度、②研修による障害者雇用や就労支援に関する理解の深まり・広がりの有無及び具体的な変化、

③研修で役立った内容、④研修で学んだことの職場での活用の有無と活用状況、⑤研修内容の社内への

還元状況、⑥その他自由記述回答による研修についての意見・要望であった。③の項目については、研

修内容に応じて「エゴグラムによる自己理解」、「認知再構成法」、「問題解決技法」、「アサーショントレ

ーニング（SST）」、「その他」の項目について役立つと思われる項目を複数選択にて回答を求めた。④、

⑤の項目については、研修内容の活用や社内への還元ができない理由についても把握した。 

 ①研修の満足度について尋ねた設問では、５名が「大変満足」、３名が「満足」、１名が「どちらとも

言えない」と回答していた（図表４－46）。 

②研修による障害者雇用や就労支援に関する理解の深まり・広がりの有無については、８名が「あっ

た」と回答し、１名が「どちらとも言えない」と回答していた（図表４－47）。 
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③研修で役立ったと思われる項目について複数選択形式にて尋ねたところ、「エゴグラムによる自己

理解」、「認知再構成法」、「問題解決技法」が役立ったとの回答が最も多く、７名が回答していた。また、

３名が「アサーショントレーニング（SST）」が役立ったと回答した（図表４－48）。 

④研修で学んだことの職場での活用状況について、２名が「活用した」と回答し、残り７名は「まだ

活用していないが、近い将来、活用を予定している」と回答した（図表４－49）。「活用した」と回答し

た２名に対して、具体的な活用状況を尋ねたところ、「アスペルガー症候群のある当事者との、事業所長

としてのコミュニケーション（への活用）」、「ポジティブな考え方で個人面談に臨み、１人１人に伝える

ことで対象者の意欲向上につなげた」との回答が把握された。活用の効果については、「障害者従業員と

の信頼関係を構築できた」といった効果が把握された。 

⑤研修内容の社内への還元状況について、５名が「はい」（還元した）と回答し、４名が「いいえ」（還

元しなかった）と回答した（図表４－50）。還元しなかった４名に対して、その理由を複数選択形式にて

尋ねたところ、２名が「機会がなかった」と回答し、１名が「十分に理解できていなかった」と「自信

がなかった」、１名が「時間がなかった」とその他として「コロナでの環境、出勤体制が変化したため（在

宅日が増えた）」、と回答していた。（図表４－51）。 

⑥研修についての意見・要望については、研修内容の日常への活用の意欲に関する記述や、オンライ

ン参加の要望、アサーショントレーニングの内容を深められる研修の要望などが把握された（図表４－

52）。 

 

図表４－46 研修の満足度についての回答数及び回答割合 

大変満足 満足 
どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

5 55.6% 3 33.3% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表４ー47障害者雇用や就労支援に関する理解の深まり・広がりの有無 

についての回答数及び回答割合 

あった どちらとも言えない なかった 

8 88.9% 1 11.1% 0 0.0% 

 

図表４－48 研修で役立った内容についての回答数及び回答割合（複数回答） 

エゴグラム 

による自己理解 
認知再構成法 問題解決技法 

アサーション 

トレーニング（SST） 
その他 

7 77.8% 7 77.8% 7 77.8% 3 33.3% 0 0.0% 
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図表４－49 研修で学んだことの職場での活用の有無についての回答数及び回答割合 

活用した 
まだ活用していないが、 

近い将来、活用を予定している 
活用の予定はない 

2 22.2% 7 77.8% 0 0.0% 

 
図表４－50 研修内容の社内への還元の有無についての回答数及び回答割合 

はい いいえ 

5 55.6% 4 44.4% 

 

図表４－51 還元できなかった理由についての回答数及び回答割合（複数回答:n=4） 

機会がなかった 時間がなかった 
内容を十分に理解 

できていなかった 
自信がなかった 

その価値を 

感じなかった 
その他 

2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% 0 0.0% 1 25.0% 

 

図表４－52 その他意見・要望についての自由記述回答 

演習したことを実践していくことが大切だと頭で理解していても難しいと感じることがありました。機会を作り、意識し

ていくことを今後も続けていきたいと思います。 

毎回とても有意義な時間を過ごさせていただきました。自分自身を知ることで他者とのかかわりがスムーズになることや、

トレーニングを実施することでの効果も大変参考になりました。今後はセミナーで学んだことを活かして支援していきた

いと思います。ありがとうございました。 

全ての講義に参加することができませんでしたが、改めて講義という形で勉強することができてとてもよい機会になりま

した。なかなか実務の現場で活用するにはハードルが高く難しいですが、日々の案件に活用していければと思っています。 

我々の仕事は、常に人とかかわり、コミュニケーション能力を必要とします。今回学んだ技法を用いて定着支援に活用し

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

とても貴重な研修、セミナーであったと思います。毎回の出張大変かとは思いますが、各回の時間がもう少し長くてもよ

いかと思いました。 

アサーション（SST）の内容を深められる研修会を受けてみたいです。 

オンラインにて参加が可能になると嬉しいです。 

※誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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ウ 全研修終了後のヒアリング調査結果  

全研修終了後の支援者社員９名に対するヒアリング調査結果を巻末資料 21 に記載した。主なヒアリ

ング項目は図表４－53のとおりである。なお、本研修は障害者の職場定着支援、そのための支援者社員

の育成を目的としたものであり、最終的な研修効果については職場定着率により把握すべきものである

が、これについては一定の期間を設けて測定する必要があるものの、研究期間中に把握することができ

ないため、ここでは、研修で学んだことに基づいて自らの行動を変化させたことにより、研修受講者及

び職場にどのようなインパクトがもたらされたかについての質問項目を加えた。 

 

図表４－53 主なヒアリング項目 

  調調査査項項目目  

レレベベルル１１  

（（反反応応））  
（研修の満足度についてはアンケート調査で把握） 

レレベベルル２２  

（（学学習習））  
・障害者支援において重要であると学んだこと 

レレベベルル３３  

（（行行動動））  
・研修実施前後の自身及び研修受講者の行動の変化 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  
・研修受講前後の自身の生活及び事業所内の変化 

 

全研修終了後のヒアリング調査にて、レベル２の学習効果を把握するため、障害者支援において重要

であると学んだことを尋ねたところ、４名から「自分の対応を変えることにより、相手の変化を促すこ

と」といった意見や「（障害者社員が）できなかったことをできるようにする、その引き出し方は結局、

自分たちにかかっている。だからこそ自分自身が知識を深めて成長しなければならない」といった回答

が得られた。また、３名から「（認知機能）障害の特性を理解して対応すること」といった趣旨、２名か

ら、「支援者社員が共通の知識・理解を持って、支援を行っていくこと」、「（支援者社員が）一人で悩み

を抱え込まず、情報共有し、話し合い、連携しながら支援を行うこと」といった回答が得られた。また、

２名から、「問題の本質へのアプローチ」、「行動の背景を考えた支援」といった趣旨の回答も得られた。

「支援者が一方的に支援するのではなく、障害者社員とともに問題解決に向け、意見を出し合い、取り

組んでいくこと」といった回答も見られた。その他、研修で学んだこと等についての回答を求めたとこ

ろ、「興味がある部分を拾い上げて支援に活かすことができ、有意義だと感じた。興味を持ったテーマに

ついては、書籍を購入し、読んで理解を深めた」、「（エゴグラムを）「自己理解」に役立てた」といった

趣旨の回答も見られた。 

レベル３の行動の変化について、研修実施前後の研修受講者の行動の変化を尋ねたところ、自身につ

いては「アサーティブ」、「傾聴」及び「オープンクエスチョン」を意識して会話するようになったとい

った意見や、「エゴグラム」、「認知再構成法」及び「問題解決技法」を取り入れた障害者支援を行うよう

になったといった意見が聞かれた。また、経験豊富な支援者社員からは「自分が行ってきた支援に対す

る理論的な裏付けを得ることができたことにより、自信を持ってそれを説明できるようになった」とい

った趣旨の意見も聞かれた。他の研修受講者の変化については、「障害者社員の行動に対する気づきや自

己理解が深まり、支援に対してより前向き、積極的になった」、「リーダーシップが強くなった」といっ
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た意見や「障害者社員の問題へのアプローチ方法」や「障害者社員に対するコミュニケーションの取り

方」が変わったという意見や、「それぞれの立場で障害者社員のキャリア形成に研修で学んだことを取り

入れようとするようになった」といった意見が挙げられた。 

レベル４の研修効果の一つ、個人の生活へのインパクトを把握するため、研修受講前後の自身の生活

及び事業所内の変化を尋ねたところ、「エゴグラムを学んだことで、人と接する時の対応の幅が広がっ

た」、「コミュニケーション方法を工夫したことにより、苦手だった障害者社員との話が続くようになり、

関係がよくなったと周囲の社員からも言われた」、「研修で学んだことを活用することで、他人の行動、

その背景が理解しやすくなった」、「認知再構成法を活用し、気分の立て直しを図れるようになった」と

いった変化が聞かれた。 

組織へのインパクトを把握するため、研修受講前後の事業所内の変化について質問したところ、２社

の支援者社員については、コロナ禍において、在宅勤務が主となっているため、確認できていないとの

ことであった。I 社については、「研修で得た知識等が、障害者社員のキャリアマップ作りの推進力とな

り、SST の受講をキャリアパスに組み込んだ。また、支援者社員に SST を実施してもらうことにより、

支援者社員の育成も行っていくことを検討している」という回答が得られ、本試行が企業の経営方針に

影響を与えたことが確認されるとともに、このニーズを充足するための新たな課題（支援者社員の SST

のリーダースキルの獲得）が把握された。 

最後に研修プログラムに関する意見・感想を求めたところ、「幅広く、興味深い内容を学ぶことができ、

有意義であった」、「これから何を学んでいけばよいかということがわかった研修であった」、「スーパー

バイズを受けられたことがありがたかった」といった意見が聞かれた。また、「（他の）企業の障害者雇

用や障害者の就労支援に対する考え方等に対する理解が深まった」、「共通の学びを得たことで、同じ視

点に立って話ができるようになった」といった意見が聞かれる一方、「他の企業の人の意見に触れるよい

機会であったが、顔見知りが多いとやりにくい部分はある。全く知らない人との方がもっと自由に意見

交換等ができたと思う」という意見も聞かれた。更に、「経営陣と支援者社員が一緒に研修に参加するの

はよい」、「障害者社員とともに参加できる研修があるとよい」といった意見も聞かれた。 

なお、研修受講前に設定した個人目標については、全員が一部又は全部達成できたとのことであった。 

 

４ 考察 

各回の研修終了後のアンケート調査において、研修効果を把握した結果、各回の研修プログラムに対

する受講者の満足度については、第４回にて「どちらとも言えない」と１名から回答があったが、その

他の回では「とても満足」、「満足」との回答を得ることができた。第４回で「どちらとも言えない」と

回答した理由についてヒアリング調査にて確認したところ、「以前、SSTを活用した人材育成プログラム

の試行に協力した際、SSTについては学んだから」ということであった。 

５回の研修の難易度、講師の説明のわかりやすさ、研修時間の長さについては、それぞれ「適切」、「と

てもわかりやすい」と回答した割合が最も高かった。全員が研修の難易度が「適切」と回答した第２回

については、全員が講師の説明を「とてもわかりやすい」、研修時間の長さを「適切」と回答していた。

この回は出席者が５名と少なかったため、質疑応答の時間を多く設けることができたことも、説明のわ
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かりやすさ、難易度の適切さに対する評価に影響したのではないかと考える。３名から研修の難易度が

「少し難しい」と回答があった第５回については、５回のうち最も実践的な演習内容であったことが影

響したと考える。また、３名から研修時間が「やや短い」と回答があった第４回については、２つの認

知行動療法についての講義・演習を実施したことが原因と考えられ、時間と内容のバランスに問題があ

ったと考える。なお、特定の１名については、５回中３回の研修の難易度について「少し難しい」と回

答した回の研修時間を「やや短い」と回答していたが、そのほかの支援者社員については、研修の難易

度についての回答と研修時間についての回答の間に関係は見られなかった。 

研修内容の業務への貢献度については、第５回について１名が「どちらとも言えない」と答えた以外、

「とても役立つ」、「役立つ」という回答が得られた。第５回で「どちらとも言えない」と回答した理由

についてヒアリング調査にて確認したところ、「直接障害者を指導する立場にないため、（演習で実施し

た集団認知行動療法を）活用する場面がないから」との回答であった。 

全研修終了後のアンケート調査における満足度に対する設問に対しては、「大変満足」が５名、「満足」

３名、「（満足、不満足の）どちらでもない」が１名という結果であった。「（満足、不満足の）どちらで

もない」を選択した１名に対してヒアリング調査にてその理由を尋ねたところ、「欠席者がいると、次回

に復習の時間がとられたことが残念であった」という回答であった。 

研修による障害者雇用や就労支援に関する理解の深まり・広がりの有無については、８名が「あった」

と回答し、１名が「どちらとも言えない」と回答していた。なお、この１名は研修の満足度について「（満

足、不満足の）どちらでもない」を選択した１名であり、もっと多くのことを学びたいというニーズに

応えるための工夫が必要であったと考える。 

研修で役立った内容（テーマ）についてはエゴグラム、認知再構成法、問題解決技法が７名、アサー

ショントレーニング（SST）が３名から選択されていた。アサーショントレーニング及び SSTを選択した

人が少なかったことについては、他の３つの内容については、障害者社員の支援のみならず、支援者社

員が自身の生活においても活用することを想定して研修を実施したが、アサーショントレーニング及び

SST については、障害者社員を対象として活用することを想定して研修を実施したため、在宅勤務が主

となっていた２社では活用する機会がなかったことが影響したのではないかと考える。また、７名のう

ち２名はその回に欠席したことを理由に挙げていたが、認知再構成法については、出席者が５名であっ

たにも関わらず、７名が選択していた。この差については、認知再構成法については、次回に宿題の確

認をしながら復習を行ったのに対し、第４回に実施したアサーショントレーニング及び SSTについては、

第５回でその時間をとらなかったことが原因かと思われ、反省すべき点と考える。 

研修内容の職場での活用については、アンケート調査においては、「活用した」と回答したのは２名で

あった。しかしながら、ヒアリング調査においては、全員が学んだ知識やスキルを活用していることが

確認されていることから、個人単位では活用しているが、職場単位で研修等に活用するには至っていな

いという意味で２名以外の７名は「まだ活用していないが、近い将来、活用を予定している」と回答し

たと考える。 

ヒアリング調査にて、「障害者支援において重要であると学んだこと」を尋ねたところ、自身の対応の

変化、成長が必要であるという意見や障害特性に応じた支援、応用行動分析的アプローチ、認知行動療
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法の基本姿勢である支援対象者と支援者の協働作業における問題解決等、研修で取り扱った認知行動療

法の重要なキーワードが多く聞かれた。研修受講前の状態を把握していないため、研修前後の比較はで

きないが、支援者社員がこれらのことを意識して障害者支援に取り組むことは企業にとってよい効果を

もたらすと考える。また、研修での学びは、就労支援経験の豊富な１名の支援者社員にとっては、これ

まで経験で得てきた知識やスキルについての理論的な裏付けを得る機会となっていたこと、その他の支

援者社員にとっては、障害者雇用や就労支援に対する理解の深まり・広がりを少なからずもたらす機会

となっていたことも把握されており、研修の学習効果は少なからず、あったのではないかと考える。 

自他の行動の変化については「コミュニケーション」面での変化についての意見が多く聞かれた。ア

ンケート調査においては、研修で役立った内容（テーマ）として最も選択率が低かったのは、コミュニ

ケーションのトレーニング技法であるアサーショントレーニング及び SSTであった。他の認知行動療法

に比して、比較的身近な技法であったため、新しい学びとして評価はされなかったが、日常的には研修

で得た知識・スキルが実践されているのではないかと思われる。 

自身の行動の変化については、「認知再構成法」や「問題解決技法」を障害者支援に活用していること

がうかがわれる記述や「問題の本質はなんであるかを考えて支援をするようになった」といった意見、

他の研修受講者についても「支援に対してより前向き、積極的になった」等といった意見が複数聞かれ

ており、また、「それぞれの立場で障害者社員のキャリア形成に研修で学んだことを取り入れようとする

ようになった」という意見も聞かれ、研修で学んだ知識やスキルを、研修を受講した支援者社員が障害

者の就労支援において活用していることが確認された。 

また、個人の生活の変化についての質問に対しては、研修で学んだ知識やスキルを日常生活に活用し、

自身の生活の向上に役立てていることをうかがわせる回答が複数得られており、それぞれが研修にて興

味・関心を持った内容を生活に取り入れたことにより、少なからず生活面でよい変化がもたらされたの

ではないかと考える。 

以上のことから、本試行で用いた研修プログラムについては、一定程度、受講者から肯定的な反応を

得ることができ、受講者が学習したスキル等を活用するという学習効果及び行動変容をもたらしたと考

える。また、個人の生活及び職場へのインパクトも一部確認されていることから、レベル１～４の研修

効果はある程度あったのではないか思われる。 

事業所内の変化が確認できた I 社については、SST を活用した障害者社員及び支援者社員の人材育成

の取組が行われることになったことが確認されるとともに、このニーズを充足するための新たな課題（支

援者社員の SSTのリーダースキルの獲得）が把握された。そこで、この課題解決を支援するための研修

プログラムを活用した事業主支援を実施した（第４章第４節）。このことから、I社については、研修を

通して、社員の人材育成に対する抽象的なニーズの具体化を支援し、より積極的な事業主支援を展開す

るという目的も達成することができたと考える。 

その他の意見としては、学んだスキルを活用するという、宿題の結果を共有する中で見えてきた障害

者の就労支援上の悩みや課題へのスーパーバイズに対する好意的な意見が聞かれた一方、全く知らない

人との方がもっと自由に意見交換等ができたとの意見も聞かれた。また、経営陣と支援者社員が一緒に

受講することへの好意的な意見や、障害者社員と支援者社員が一緒に受講できる研修への希望が聞かれ
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ており、実施方法については更なる検討が必要と考える。 

支援の対象となる障害者の範囲が広がるにつれ、支援者として学ぶべきことも広範囲となっているた

め、課題把握のためのヒアリング調査でも聞かれたように、何を学べばよいか分からないと悩む事業主

及び支援者社員も少なくないと思われる。今回の研修プログラムでは認知行動療法のいくつかの方法を

紹介した。その結果、各支援者社員は自身に役立つと思うものについて、研修終了後、活用し、また、

学びを深めていた。研修プログラムで取り扱った認知行動療法は、全て地域センターで活用されている

ものである。これらの技法を障害者に対する支援のみならず、支援者社員に対する研修として活用し、

支援者社員が自身で学ぶべきことを選択する機会を提供することも支援者社員の人材育成に役立つので

はないかと考える。 
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第４節 支援者社員の人材育成を目的とした提案型事業主支援の試行Ⅱ 

１ 目的 

 企業における社員の人材育成において、最も重視されるテーマのひとつにコミュニケーションスキル

がある。障害者職業総合センターにおいては、コミュニケーションスキルの向上支援に有効とされる SST

を活用し、障害者を雇用する企業における、障害者社員及び支援者社員の育成という２つの人材育成を

同時に行うことを目的とした「SST を活用した人材育成プログラム」に係る研究を行っている（障害者

職業総合センター,2013,2015,2016）。このプログラムについては、障害者雇用企業における人材育成に

対する有効性が確認されており、事業主によるプログラムの自主的、発展的運営の更なる促進を図って

いくべきとされている（障害者職業総合センター,2015）。そこで、「SSTを活用した人材育成プログラム」

を活用した障害者社員及び支援者社員の人材育成というニーズを持つ事業主に対し、研修プログラムを

活用した提案型事業主支援の試行を実施し、その効果と課題を検討することを目的とした。 

試行については、１企業を対象とした試行と複数企業を対象とした試行を実施した。それぞれの試行

については、「２『SST を活用した人材育成プログラム』を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ－Ⅰ」、

「３『SST を活用した人材育成プログラム』を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ－Ⅱ」として報告す

る。なお、「SSTを活用した人材育成プログラム」については、巻末資料 22で紹介する。 

 

２ 「SSTを活用した人材育成プログラム」を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ－Ⅰ 

（１）試行協力企業 

本試行の協力企業となったのは、第４章第３節で報告した「支援者社員の人材育成を目的とした提案

型事業主支援の試行Ⅰ」の試行協力企業でもあった I社である。 
I 社は 2013年に設立された特例子会社で、従業員数は 123 名、８つの事業所で 76名の障害者を雇用

している（2021年４月 1日現在：図表４－54）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－54 I社の組織図と障害者社員の配属部署 

 

肢体 聴覚 視覚 内部

事務ｻｰﾋﾞｽ・

管理部門
4 2 3 1 8 4 22

清掃・

緑地管理
0 0 0 0 47 1 48

再生紙製造 0 0 0 0 6 0 6

計 4 2 3 1 61 5 76

知的 精神 計
身体

 

I-5事業所

I-6事業所

I-7事業所

I-8事業所

I-1事業所

代表取締役・

取締役

I-2事業所

I-3事業所

総務部

I-4事業所
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（２）実施方法 

本試行は以下の手順で行った。 

ア 課題の把握のためのヒアリング調査 

イ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

ウ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

エ 結果の確認のためのアンケート調査及びヒアリング調査 

（３）実施結果 

ア 課題の把握のためのヒアリング調査 

I社の３名の支援者社員（１名は取締役、２名は総務課主任（２名のうち１名は精神保健福祉士））に

対するヒアリング調査を実施した。 

I社においては、「支援者社員の人材育成を目的とした提案型事業主支援の試行Ⅰ」の試行終了後、障

害者社員の階層を、スタッフ、教育係、管理・監督層の３つに分けた障害者社員のキャリアマップを作

成した。スタッフについては、その部署における１作業員としての職務遂行、教育係（３年目以上の社

員）については、新入社員や異動者、実習生等への業務指導の役割、管理・監督者については、支援者

社員とともに事業所運営を担うことを期待されている。 

教育係を育成するための施策として、認知行動療法の一つである SSTを活用することとし、キャリア

マップに組み込んだものの、どのように実施していけばよいか悩んでいるとのことであった（図表４－

55）。また、支援者社員に、SST実施者であるリーダー、コ・リーダーとしてのスキルを身につけてもら

い、自社における SSTの運営・実施を任せることにより、支援者社員の人材育成を同時に行いたいとい

うニーズを持っており、いかにして SST実施者であるリーダー、コ・リーダーを養成するかという課題

を抱えていた。 

また、SST を活用したプログラムについては月１回、全４回、ステップ・バイ・ステップ方式で実施

したいとの希望があった。 

 

図表４－55 I社におけるニーズと課題 

ニーズ ・2021 年 4 月～８月、９月～12 月の二つの時期に分け、８事業所の３年目以上の社員に対す

るSSTを実施したい 

・支援者社員にSSTを運営・実施してもらうことにより、支援者社員の人材育成も同時に行って

いきたい 

課 題 ・SSTをどのようなプランで実施していけばよいか分からない 

・現時点でSSTのリーダー、コ・リーダーのスキルを有した支援者社員がおらず、育成方法も分

からない 
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イ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

事業主のニーズを充足するための研修プログラムとして、「SSTを活用した人材育成プログラムの活用

に関する研究 －ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー活用編－」（障害者職業総合センタ

ー, 2016）で実施されていた方法（巻末資料 22）を応用した以下の研修プログラムを提案した（図表４

－56）。 

ステップ・バイ・ステップ方式の SSTは、アセスメント面接の実施→個人目標、グループ目標の設定

→カリキュラムメニューの策定→SST の実施という手順で実施する。今回の研修は、試行協力企業の各

事業所でそれぞれ４回の SSTのセッションを実施することとした。各セッションについては、まず、１

事業所において第１グループとして研究員がリーダー、その事業所に勤務する支援者社員がコ・リーダ

ーとなって SSTを実施する。そして、翌日、別の事業所において第２グループとして、その事業所に勤

務する支援者社員がリーダー、コ・リーダーとなって SSTを実施する。その後、次の回のセッションま

での間に、それ以外のグループとして、その他の事業所において、支援者社員がリーダー、コ・リーダ

ーとなって SSTのセッションを実施する。そこで、まずは、SST実施前に、支援者社員を対象にした SST

に関する講義と演習を実施し、その中でアセスメント面接に関する講義、演習を行う。研修受講後、受

講した支援者社員には、自身がリーダーとしてセッションを担当する SSTのグループのメンバーとなる

障害者社員に対するアセスメント面接を実施してもらい、その結果をもとに障害者社員の個人目標を設

定する。第１グループの障害者社員の個人目標とグループ目標の設定及びカリキュラムメニューの策定、

全４回分の SSTのテキスト及び指導計画の作成は研究員が行う。 

 

図表４－56 提案した研修プログラムの内容 

内 容 実施者 

SSTに関する講義・演習（３時間） 研究員 

SSTのメンバー（障害者社員）に対するアセスメ

ント面接 
支援者社員 

個人目標の設定 支援者社員及び研究員 

第1グループのSSTのメンバー（障害者社員）

の個人目標とグループ目標の設定及びカリキュラ

ムメニューの策定 

研究員 

SSTのセッション（全４回） 

第１グループ  

リーダー：研究員 コ・リーダー：支援者社員 

 コ・リーダー以外の支援者社員は見学参加 

第２グループ  

リーダー、コ・リーダー：支援者社員 

 研究員は進行等をサポート 

 リーダー、コ・リーダー以外の支援者社員は見学参加 

上記以外のグループ 

 リーダー、コ・リーダー：支援者社員 
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各回の最初に実施するＩ－１事業所における SST（第１グループ）のリーダーは研究員、コ・リーダ

ーは支援者社員のうち１名が担当し、他の支援者社員に、それを見学してもらう。なお、このグループ

のメンバーとなる障害者社員５名も支援者社員とともに試行協力者とする（図表４－57）。第１グループ

の SST実施前には、指導計画をもとに事前打合せを行い、SST終了後には解説、質疑応答等を実施する。

翌日は、Ｉ－２事業所にて、支援者社員のリーダー、コ・リーダーによる第２グループの SSTを実施し、

研究員はそれをサポートし、他の支援者社員についてはそれを見学してもらう。第２グループの SST実

施前後には、前日と同様に打合せ等を実施する。その後、各事業所にて、支援者社員のリーダー、コ・

リーダーによる SSTを実施してもらい、次回、研究員が参加する SSTにて実践結果等を共有する。すな

わち、観察学習→実践→振り返り（実践に対するフィードバック）の繰り返しにより、支援者社員に SST

の実施者としてのスキルを習得してもらい、後半（９月～12月）には支援者社員のみで同様の仕組みで

全４回の SSTを実施することを提案した。 

 

 
                         ※図表内の(I-1)～(I-8)は(I-1)事業所～(I-8)事業所を示す 

図表４－57 実施方法 

 

 この提案について、事業主より同意が得られ、これに従い、事業主が作成した実施計画にて試行を実

施することとした（図表４－58）。なお、実施計画では、８つの事業所の障害者社員を８つのグループに

分け、そのうち５つのグループの SSTを５月～８月、３つのグループの SSTを９月～12月で実施する予

定となっていた（図表４－59）。また、１回の実施時間は２時間とした。 

  

障障害害者者社社員員

アアセセススメメンントト面面接接

個個人人目目標標のの設設定定

SSSSTTにに関関すするる講講義義・・演演習習

支支援援者者社社員員

第第１１回回 SSSSTT 第第２２ググルルーーププ ((II--22))

ヒヒアアリリンンググ調調査査

第第１１回回 SSSSTT 第第１１ググルルーーププ ((II--11))

第第１１回回 SSSSTT
第第３３～～５５ググルルーーププ ((II--33～～II--88))

第第２２回回 SSSSTT
第第３３～～５５ググルルーーププ ((II--33～～II--88))

第第４４回回 SSSSTT 第第１１ググルルーーププ ((II--11))

第第２２回回 SSSSTT 第第１１ググルルーーププ ((II--11))

各各事事業業所所でで実実施施

ププロロググララムムでで実実施施

研研究究員員

第第２２回回 SSSSTT 第第２２ググルルーーププ ((II--22))

第第４４回回 SSSSTT 第第２２ググルルーーププ ((II--22))
第第４４回回 SSSSTT

第第３３～～５５ググルルーーププ ((II--33～～II--88))

カカリリキキュュララムム策策定定

３３つつのSST研修によって構成。

((II--11))：：リーダーを研究員、
コ・リーダーを支援者社員が担当。

((II--22))：：リーダー、コ・リーダーを
支援者社員が担当。研究員が補助。

((II--33～～II--88))：：リーダー、コ・リーダー
を支援者社員が担当。

障障害害者者社社員員 支支援援者者社社員員
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図表４－58 実施計画 

 

 

 

 

図表４－59 試行協力者の所属と SSTのグループ分け  

事事業業所所 リリーーダダーー ココ・・リリーーダダーー
メメンンババーー

（（障障害害者者社社
員員））のの人人数数

第第11回回SSSSTT 第第22回回SSSSTT 第第33回回SSSSTT 第第44回回SSSSTT

① I-1 研究員 SS11
5

(M1～M5)
5月17日 6月17日 7月15日 8月19日

②
I-2・

総務部
SS22 SS44 9 5月18日 6月18日 7月16日 8月20日

③ I-3 SS33 SS66→→SS77 7 5月25日 6月22日 7月30日 8月23日

I-4

I-5

⑤ I-6 SS44 SS22 7 5月20日 6月22日 7月27日 8月24日

⑥ I-6 SS44 SS22 6 10月5日 11月9日 12月7日 1月11日

⑦ I-7 SS22 SS55 5 10月6日 11月10日 12月8日 1月12日

⑧ I-8 SS11 SS77 6 10月12日 11月12日 12月10日 1月14日

後半

※リーダー、コ・リーダー欄のS1～S7は支援者社員、メンバー欄のＭ１～Ｍ５は障害者社員を示す

   グループ①のSSTのリーダーについては研究員が担当
   グループ②のSSTには研究員が参加し、セッションの進行等をサポート
　 人事異動により、②グループのコ・リーダーは第２回以降S6からS7に交代

ググルルーーププ

前半

④ SS55 SS11 7 5月26日 6月22日 7月27日

支援者社員 障害者社員

②

   

支援者社員

S3  

S4

S5

S6 →S7 

⑤

⑥

代表取締役・

取締役

I-2事業所 ②

 

 I-6事業所

S1 M1～M5

S2

S3

I-1事業所 ①

総務部

I-4事業所

④

I-5事業所

 I-7事業所 ⑦

I-8事業所 ⑧

I-3事業所 ③

③

− 136 −



137 

 

ウ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

ａ SSTに関する講義と演習 

2021年４月 23日に、支援者社員を対象とした３時間の講義と演習を実施した。研修資料については、

「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー ～パートナー研修資料集～」（障害者職業総合セ

ンター, 2013）に追加の資料を加え、作成した。研修においては、まずは受講者に SSTをメンバーの立

場で体験してもらった（図表４－60）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－60 SST体験資料（一部抜粋） 

 

次に、SST についての講義を実施した。講義においては SST 概論、SST の背景となる「社会的学習理

論」、社会的学習を行う上で重要な「認知機能」等についての説明を行った（図表４－61）。 

最後に、SST 開始前にメンバーに対して実施するアセスメントシートを用いたアセスメント面接の演

習を実施した（図表４－62）。 

 

  

 
                         SST 普及協会認定講師   

佐藤珠江氏作成テキストを一部加筆修正 
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                         SST 普及協会認定講師   

佐藤珠江氏作成テキストを一部加筆修正 
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② ﾊｯｷﾘと誠実
せいじつ

な声
こえ

の調子
ちょうし

で 

③ 相手
あ い て

のいいと思
おも

うところを具体的
ぐ た い て き

に伝
つた

える 

ほめるポイント！！ 

「「ほほめめ言言葉葉
こ と ば

をを受受
う

けけ入入
い

れれるる」」ススキキルル  

ステップ  

① 相手
あ い て

の顔
かお

を見
み

る 

② お礼
れい

を言
い

う 

③ ほめられてどんな気持
き も

ちになったかを伝
つた

える 
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図表４－61 研修資料（一部抜粋） 

 

本日の内容

１．SSTとは

２．社会的学習理論

３．認知機能

４．アセスメント面接（演習）

SSTとは・・・

・Social Skills Trainingの略で、「社会生活技能訓練」や
「生活技能訓練」などと呼ばれている。

・認知行動療法の１つに位置づけられる対人関係を中心と
する社会生活技能を効果的に学習できるように構造化され
たトレーニング方法。

「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー－パートナー研修資料集－」より抜粋）

本日の内容

１．SSTとは

２．社会的学習理論

３．認知機能

４．アセスメント面接（演習）

SSTとは・・・

・Social Skills Trainingの略で、「社会生活技能訓練」や
「生活技能訓練」などと呼ばれている。

・認知行動療法の１つに位置づけられる対人関係を中心と
する社会生活技能を効果的に学習できるように構造化され
たトレーニング方法。

「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー－パートナー研修資料集－」より抜粋）

SSTの背景となる社会的学習理論

社社会会的的学学習習理理論論

社会的行動は、他人の行動の観察と自分の行動から生じる結
果との組み合わせにより学習され身についていく。

社社会会的的学学習習理理論論のの５５つつのの原原理理

 モモデデリリンンググ：モデルの観察を通じて行動を学習すること

 強強化化：ある行動をした場合、その行動をまた実行する可能性
を高めるため、行動に対して好ましい結果を与えること

 行行動動形形成成：望まれる目標に向けて、連続的にステップを踏ん
で強化を行っていくこと

 過過剰剰学学習習（（反反復復学学習習））：ある技能を自動的にできるようにな
るまで繰り返し練習すること

 般般化化：ある場面で獲得された技能を、それ以外の場面でも使
えるようになること

★認知機能とは・・・
理解、判断、論理などの知的機能

★ 主な４つの認知機能
①知覚機能
②注意機能
③記憶機能
④遂行機能

コミュニケーションをとる
際には、話している相手の
表情や言葉に注意を向け、
情報を受け取り、その内容
を記憶にとどめ、自分の話
すべき内容やとるべき行動
を選択し、実際に行動する
ことが必要！

7
「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー－パートナー研修資料集－」より抜粋）

観察学習のプロセス

①①注注意意 ②②記記憶憶

③③実実行行（（遂遂行行））

ＧＧＯＯＯＯＤＤ！！

ＧＧＯＯＯＯＤＤ！！

認知機能に障害があると、
どこかでつまづき、うま

く学習ができない！

⇓
ススキキルル不不足足、、誤誤学学習習

ＧＧＯＯＯＯＤＤ！！

ＳＳＴの8条件 Ｍｕｅｓｅｒ．Ｋ．Ｔ

①対人状況における技能の不足な点と過剰な点を評価すること。

②ある特定の技能について学習の方法を提供すること。

③社会的場面を模した中で治療者らによるモデリングが行われる
こと。

④患者に対して練習している技能に焦点を当てた教示が行われ
ること。

⑤ある技能に対して参加者による実技リハーサルが行われること。

⑥治療者やメンバーから参加者に対して正のフィードバックと矯正
のフィードバックが与えられること。

⑦リハーサルとフィードバックを繰り返す。

⑧般化を促すための宿題が与えられること。

4
「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー－パートナー研修資料集－」より抜粋
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図表４－62 アセスメントシート 

ｂ アセスメント面接、目標設定、カリキュラムメニューの策定 

「ａ SST に関する講義と演習」の研修受講後２週間程度の間に、支援者社員には自身がリーダーと

してセッションを担当する SSTのメンバーとなる障害者社員に対するアセスメント面接を実施してもら

った。メンバーの個人目標は、第１グループのメンバーについては研究員、その他のグループのメンバ

ーについては、アセスメント面接を担当した支援者社員が設定した（図表４－63）。また、グループ目標

及びカリキュラムメニューについては研究員が設定、策定し（図表４－64）、テキストについては「ジョ

ブコミュニケーションスキルアップ・セミナー ～SST研修資料集～」（障害者職業総合センター, 2013）

をもとに作成した。 

図表４－63 試行協力者の属性及び個人目標

 

障障害害者者社社員員 性性別別・・年年齢齢 障障害害 長長期期目目標標 短短期期目目標標

女性 知的障害

20代 発達障害

男性 知的障害

20代 発達障害

男性 知的障害

20代 発達障害

男性 知的障害 話しかけ上手で好感度アップ

20代 発達障害 聞き上手で情報収集力アップ

男性 知的障害

20代 発達障害

Ⅿ1

Ⅿ2

Ⅿ3

Ⅿ4

Ⅿ5 生活の自立度をアップする
相手からのメッセージを上手に受け取り、コミュニ

ケーションを楽しむ

一人暮らしに向けて家事力アップ

自動車免許をとるために必要な情報

をそろえる
話しかけ上手で雑談の達人になる

車で日本一周する計画をたてるため

に必要な情報をそろえる
質問上手で情報収集力アップ

仕事のスキルをアップする 表現力に磨きをかけ、好感度、信頼感をアップする
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図表４－64 SSTのグループ目標とカリキュラムメニュー 

ググルルーーププ目目標標  コミュニケーションスキルをアップして、頼られる先輩として大活躍しよう 

SSSSTTのの  

カカリリキキュュララムム  

メメニニュューー  

第１回 オリエンテーション ～スキル体験「相手をほめる」～ 

第２回 「相手の話に耳を傾ける/質問する」 

第３回 「頼みごとをする/バックアップスキル」 

第４回 「相手の意見を受け止める／話し合って折り合う」 

※今回の SST については、後輩社員の教育係になるという共通目標を持つ障害者社員のメンバーにより構成されたグループを

対象としていたため、グループ目標については８つのグループとも同じものとした 

 

ｃ 第１回～第４回の SSTと SST前後の解説及び質疑応答等 

 2021年５月～８月に月１回、計４回の SSTを実施した。２時間の研修時間のうち SSTのセッションの

実施時間は１時間としたが、グループ、回によっては、１時間を超過することがあった。研究員が参加

する回については、SST実施前に 30分の事前打ち合わせや予行練習を実施し、SST終了後はその日のセ

ッションの振り返りや質疑応答等を実施した。また、２回目以降は、各グループで実施した SSTの実施

状況や感想等を共有した。 

エ 結果の確認のためのアンケート調査及びヒアリング調査 

 毎回の研修（SST に関する講義・演習を含む５回の研修）終了後及び全研修終了後、支援者社員に対

するアンケート調査を実施した（巻末資料 19、巻末資料 23）。また、全研修終了後、支援者社員及び障

害者社員に対するヒアリング調査を実施した。 

ａ 各回の研修終了後のアンケート調査 

各回の研修終了後のアンケート調査においては、４レベルアプローチのレベル１（反応）を把握する

ため、①研修の満足度、②研修の難易度、③講師の説明のわかりやすさ、④研修内容の業務への貢献度、

⑤研修時間の長さについて尋ねた。 

 ①研修の満足度については、「とても満足」との回答割合が多く、「とても満足」と回答した受講者の

割合は、SSTに関する講義・演習を含む５回を通して 71.4%以上であり、「とても満足」、「満足」と回答

した受講者の割合の合計は５回いずれも 100%であった（図表４－65）。 

 ②研修の難易度については、「適切」と回答した受講者の割合が多く、５回のうち３回の研修について

は 66.7%以上であった。講義と演習を実施した回については、「少し難しい」と「適切」の回答割合がそ

れぞれ半数ずつあった。第４回では、「少し難しい」との回答が最も多く、50.0%であった。次いで「適

切」との回答が 33.3%、「やや易しい」との回答が 16.7%であった（図表４－66）。 

 ③講師の説明のわかりやすさについては、「とてもわかりやすい」との回答が５回いずれにおいても最

も多く、５回を通して 66.7%以上であった。「とてもわかりやすい」と「わかりやすい」との合計は 100%

と、全員が「とてもわかりやすい」あるいは「わかりやすい」と回答していた（図表４－67）。 

 ④研修時間の長さについては、５回のうち４回の研修において、全員が「適切」との回答をしていた

が、第２回では半数が「やや長い」と回答していた（図表４－68）。 

 ⑤研修内容の業務への貢献度については、５回のうち４回の研修について「とても役立つ」との回答
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が最も多かった。第１回については、「とても役立つ」と「役立つ」との回答がそれぞれ半数ずつあった。

５回を通して全員が「とても役立つ」あるいは「役立つ」と回答していた（図表４－69）。 

 

図表４－65 各回における研修の満足度についての回答数と回答割合 

①研修の 

満足度 
とても満足 満足 

どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

講義・演習 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第２回SST 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=7） 
5 71.4% 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表４－66 各回における研修の難易度についての回答数と回答割合 

②研修の 

難易度 
とても難しい 少し難しい 適切 やや易しい 易しすぎる 

講義・演習 

（n=6） 
0 0.0% 3 50.0% 3 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=6） 
0 0.0% 1 16.7% 5 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 

第２回SST 

（n=6） 
1 16.7% 1 16.7% 4 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=7） 
0 0.0% 2 28.6% 5 71.4% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=6） 
0 0.0% 3 50.0% 2 33.3% 1 16.7% 0 0.0% 

 

図表４－67 各回における講師の説明のわかりやすさについての回答数と回答割合 

③講師の説明の 

わかりやすさ 

とても 

わかりやすい 
わかりやすい 普通 

やや 

わかりにくい 
わかりにくい 

講義・演習 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第２回SST 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=7） 
6 85.7% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=6） 
4 66.7% 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
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図表４-68 各回における研修時間の長さについての回答数と回答割合 

④研修時間の 

長さ 
長い やや長い 適切 やや短い 短い 

講義・演習 

（n=6） 
0 0.0% 0 0.0% 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=6） 
0 0.0% 0 0.0% 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第２回SST 

（n=6） 
0 0.0% 3 50.0% 3 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=7） 
0 0.0% 0 0.0% 7 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=6） 
0 0.0% 0 0.0% 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表４－69 各回における研修内容の業務への貢献度についての回答数と回答割合 

⑤研修内容の 

業務への貢献度 

とても 

役立つ 
役立つ 

どちらとも 

言えない 

あまり 

役立たない 
役立たない 

講義・演習 

（n=6） 
5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=6） 
3 50.0% 3 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第２回SST 

（n=6） 
4 66.7% 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=6） 
4 57.1% 3 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=6） 
4 66.7% 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

自由記述の回答や毎回の研修終了後の感想においては、講義と演習を行った第１回の研修では、SSTに

「興味を持った」、「理解を深めていきたい」といった研修に対する動機付けに関すること、第２回以降

は「強化（褒めること）の効果」、「アセスメントの難しさと重要性」等を感じた等の SSTのリーダーと

してのスキルに関する回答・感想が多く得られた。 

ｂ 全研修終了後のアンケート調査結果 

全研修終了後に、試行協力者のうち支援者社員11に対して、研修全体について尋ねたアンケート調査を

実施した。設問項目は、①研修全体の満足度、②-１研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の

変化、②-２具体的な変化（自由記述）、③研修で役立ったと思われる内容（複数選択形式）、④-１研修

内容の活用の有無、④-２（活用した場合）活用状況及び活用の効果（自由記述）、④-３（活用できてい

ない場合）活用できない理由（複数選択形式）、⑤-１研修内容の成果の社内への還元の有無、⑤-２（還

元できていない場合）還元できない理由（複数選択形式）、⑥その他意見（自由記述）で構成された。③

研修で役立ったと思われる内容については、SST実施前の講義・演習で取り扱った「SST概論」、「（SSTの

背景となる）社会的学習理論」、「認知機能障害」に加え、SST研修に関する「アセスメント面接」、「研究

員がリーダーを担当した第１グループの SST」「支援者社員がリーダーを担当した第２グループの SST」、

「SST 前後の解説及び質疑応答」及び「その他」で構成される８項目からの複数選択形式とした。参加

 
11 支援者社員のうち１名については人事異動により別会社への異動となったため、アンケートについては６名に対して実施した。 
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者６名からアンケート調査の回答を得た（巻末資料 24）。 

 ①研修の満足度については、６名全員が「大変満足」と回答した。 

②研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の変化についての設問は、６名全員が「あった」

と回答し、具体的な変化としては、「受講者の新たな一面に気づけた」、「受講者個々人との関わりの中で、

本人の個性や特徴を考察することができた」といった趣旨の、セッションに参加した障害者社員メンバ

ーについての理解が促進されたことを示す回答が複数把握された。 

③研修で役立った内容について複数選択で尋ねた設問では、「研究員がリーダーを担当した第１グル

ープの SST」、「支援者社員がリーダーを担当した第２グループの SST」が役に立ったとの回答が全員から

得られた。次いで、「認知機能障害（に関する講義）」が役に立ったとの回答が多く、６名中５名が「役

立った」と回答した。「その他」と回答した１名については、「個別の相談」が役に立ったと回答してい

た。 

④研修内容の活用の有無について尋ねた設問では、全員が「活用した」と回答しており、具体的な活

用状況としては、「教育制度として取り入れた」、「社内講師を育成し、各事業所にて SSTを実践する活動

を行っている」といった回答が把握された。活用の効果としては、「今後、教育、育成のポイントを考え

やすくなった」、「社員一人ひとりの意識が高まり、自ら積極的に日常に SSTを取り入れている様子が見

られる」といった、個人に対する効果についての記述や、「職場全体がすごくよい雰囲気になった」、「職

場の雰囲気が明るくなった」と、職場全体への効果についての記述もみられた。 

⑤研修内容の成果の還元について尋ねた記述においても、回答者全員が「はい」（還元した）と回答し

ていた。 

⑥研修全体についてのその他の意見については、「自分の日常会話や指導時の表現などを見つめ直す

機会になりました」、「ロールプレイを通し、メンバー（障害者社員）の見えていなかった一面が見えた

りと、いい機会になりました」と、実践的な研修を通して障害者社員についての理解が促進されたこと

や、支援者自身のコミュニケーション方法の改善に関する記述がみられた。また、「引き続きフォロー体

制があると、継続しやすい」、「今後も継続的に実施するにあたっての助言があればお聞きしたい」と、

継続的な SSTの実施に前向きな意見もみられた。 

ｃ 全研修終了後のヒアリング調査結果 

支援者社員及び障害者社員に対する主なヒアリング項目は図表４－70のとおりである。なお、本研修

は障害者の職場定着支援、そのための支援者社員の育成を目的としたものであり、最終的な研修効果に

ついては職場定着率により把握すべきものである。しかしながら、測定については一定の期間を設けて

測定する必要があり、研究期間中に把握することは難しいため、本研究では、研修で学んだことに基づ

いて自らの行動を変化させたことにより、研修受講者及び職場にどのようなインパクトがもたらされた

かについての質問項目を加えることにより、レベル４の効果の把握を試みた。 
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図表４－70 主なヒアリング項目 

  支支援援者者社社員員  障障害害者者社社員員  

レレベベルル１１  

（（反反応応））  

（研修の満足度についてはアンケート調査で把

握） 

・SSTの満足度について（５段階評定） 

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

・SSTについて 

・障害者支援において重要であると学んだこと 

・SSTのリーダー、コ・リーダーとしての自身

及び他者の変化 

・SSTのメンバーの変化 

・SSTについて 

・コミュニケーションにおいて重要であると学

んだこと 

 

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

・研修実施前後の自身及び研修受講者の行動の

変化 

・SST受講前後の自身及び研修受講者の行動の

変化 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

・研修受講前後の自身の生活及び事業所内の変

化 

・SST受講前後の自身の生活及び事業所内の変

化 

 

支援者社員に対するヒアリング調査結果を巻末資料 25に記載した。 

SST についての説明を求めたところ、「コミュニケーションスキルのトレーニング」「メンバー（障害

者社員）とともにリーダー、コ・リーダー（支援社社員）がコミュニケーションを高めていくことがで

きる研修」「自分のコミュニケーションを楽に・円滑にするためのトレーニング」といった回答が得られ

た。 

障害者支援において重要だと学んだことについては、「相手のよいところを見つけ、具体的に褒めるこ

と」といった回答が多く得られた。「障害特性を理解すること/ 配慮すること」という回答も複数挙げら

れていた。 

SST のリーダー、コ・リーダーとしての自身及び他者の変化について尋ねたところ、自身の変化につ

いては、「定形的な文言ではなく、ゆとりをもったフィードバックができるようになったと同時に視野も

広がった」、「臨機応変な対応ができるようになっていった」といった回答が多く挙げられていた。他者

の変化については「自分の頭で考えた言葉でセッションを進行できるようになっていた」、「自分の言葉

で話ができるようになった」「説明にアレンジが効くようになり、グループに応じた進行が行えるように

なった」といった回答が見られた。 

研修実施前後の自身及び研修受講者の行動の変化について尋ねたところ、自身の変化については、「よ

いところ（強化のポイント）を探しやすくなり、褒めるという行動が増えた」という旨の回答が多く挙

げられていた。また、研修受講者の変化としては、「自ら積極的に話しかけるようになり、同僚、上司と

コミュニケーションが増えた」という回答もあった。その他、「家庭でも子どもの無邪気な反応に傾聴の

スキルで対応できるようになった」と、普段の生活における研修内容の活用に関する回答も得られた。 

SST実施前後の自身の生活及び事業所内の変化について尋ねたところ、「職場内のコミュニケーション

が活性化した」「家族に対しても自分の気持ちを伝えられることができるようになり、理解してもらえる

ようになったことで、トラブルが減った。また、職場でも気持ちのよいコミュニケーションが増えた」

など、職場及び生活の両方で研修内容の活用の効果があったとする回答が多く得られた。 
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障害者社員（Ⅿ１～Ⅿ５）に対するヒアリング調査結果を巻末資料 25に記載した。 

研修の満足度を５段階で評価してもらったところ、全員が一番高い満足度である「大変満足」と評価

した。 

SSTについての説明を求めたところ、「人とのコミュニケーション」「自分の考えや用件の伝え方」、「社

会人として人付き合いで必要なスキル」、「先輩社員として活躍できるスキル」を学ぶ、「自分の生活に役

立つ（コミュニケーションがとりやすくなる）訓練」との回答が得られた。 

コミュニケーションにおいて重要だと学んだことについては、視線の合わせ方等のコミュニケーショ

ンを効果的にとるためのポイントとして紹介し、修正のフィードバックとしたことが多く挙げられてい

た。 

研修実施前後の自身及び研修受講者の行動の変化について尋ねた際の各障害者社員の回答をみると、

障害者社員の自己評価と、各障害者社員がそれぞれに対して行った評価（他者評価）には、共通する記

述がみられた。また、特定の障害者社員に対する他の障害者社員の評価の間にも、一貫性がみられた。

なお、この評価については、支援者社員の障害者社員に対する評価とも概ね一致していた。障害者社員

それぞれが自身のコミュニケーションスキルについてよい変化を感じており、それにより支援者等に褒

められることが増えたといったコメントが聞かれた。また、他のメンバーのコミュニケーションスキル

についてもよい変化を感じていた。 

SST 実施前後の自身の生活及び事業所内の変化について尋ねたところ、人から話しかけられ、頼られ

ることが多くなった、褒められることで余裕が生まれた、自分なりに表現することに自信がついたとい

った回答が得られた。事業所内の変化については、全員が、コミュニケーションが増えたと答え、その

ことによって職場の雰囲気が明るくなった、よくなった、楽しくなったとの感想も得られた。 

（４）考察 

 支援者社員に対する各回の研修終了後のアンケート調査において、４レベルアプローチのレベル１（反

応）を把握した結果、各回の研修プログラムに対して受講者の高い満足度を得ることができたと考える。 

SST に関する講義と演習の研修については、研修の内容が「少し難しい」と感じた受講者が半数見ら

れたが、講師の説明について５名が「とてもわかりやすい」、１名が「わかりやすい」と回答しており、

また、５名が研修内容は業務に「とても役立つ」、１名が「役立つ」と回答していることから、新しい理

論等に難しさを感じた人についても、それを理解し、業務への活用可能性を感じてもらえたと考えられ

る。なお、３時間という研修の時間については、全員から「適切」という回答が得られており、内容と

のバランスは適切であったと考える。 

SSTを実施した第１回～第４回の研修の内容については、第２グループのリーダーを担当した１名が、

第１回以降の３回において「少し難しい」又は「とても難しい」、また、特定の１名が毎回「少し難しい」

と回答していた。前者は、事前に準備期間はあったものの、研修の中で SSTのリーダーを担当する立場

にあったため、オリエンテーションを実施した第１回 SST以降、本格的に SSTの実施した第２回～４回

について、他の参加者とは異なる難しさを感じており、後者は、一度難しいと感じたことについての困

難性を軽減する上では研修の回数が少なかったのではないかと思われる。第１回～第３回まで研修内容

の難易度が「適切」と回答し、第４回に参加した４名については、第４回で「少し難しい」、「やや易し

− 145 −



146 

 

い」と回答が変わった者が１名ずついた。「少し難しい」という回答については、第４回は総まとめの回

となるため、一番難易度が高い内容であったことが影響したと思われる。「やや易しい」という回答につ

いては、回を重ねるうち、SST への理解が深まった結果ではないかと考える。研修の長さについては、

二日目の SSTのセッション時間が予定の２倍近い２時間程度かかった第３回目のみ半数が「やや長い」

と感じていたが、他の回は全員が「適切」と回答したことから、SST のセッション１時間、前後の解説

等１時間という時間配分は適切であったと考える。講師の説明のわかりやすさについても第１回～第３

回は１名、第４回については２名が「わかりやすい」、他の参加者は「とてもわかりやすい」と回答して

おり、問題はなかったと思われる。研修内容については、全員が、業務に「とても役立つ」又は「役立

つ」と回答していた。回答と回答者の属性との関係をみると、現場で直接障害者を支援する立場の支援

者社員ほど、「とても役立つ」という回答が多かった。これについては、SSTで活用されている支援スキ

ルを実際の障害者の就労支援において活用できるためと思われる。 

自由記述の回答や毎回の研修終了後の感想においては、第１回の研修では、SST に「興味を持った」、

「理解を深めていきたい」といった研修に対する動機付けに関すること、第２回目以降は「強化（褒め

ること）の効果」、「アセスメントの難しさと重要性」等を感じたといった旨の、SST のリーダーとして

のスキルに関する回答・感想が得られており、参加者が研修に対して意欲的に取り組み、研修内容を理

解していたと考える。 

支援者社員への全研修終了後のアンケート調査及びヒアリング調査結果からは、理論と実践がセット

になった本研修プログラムの実施方法についての高い満足度が確認された。また、SST についての説明

を求めたところ、「本人の目標を達成するために行うコミュニケーションスキルのトレーニング」、「実践

的なコミュニケーションに関する研修」、「メンバーとともにリーダー、コ・リーダーがコミュニケーシ

ョンを高めていくことができる研修（一番成長できるのはリーダー）」といった SSTの本質を踏まえた回

答が、障害者雇用において重要なことについては、障害特性等のアセスメント、強化に関する回答が得

られており、研修で伝えたかった知識を習得することができたと考える。また、回を重ねるごとに支援

者社員のリーダーとしてのスキルが向上したことに関する意見も多く聞かれ、研修プログラムの受講に

より、知識の向上のみならず、スキルも獲得されたと考える。研修プログラムを通し、相手の行動をよ

く観察し、よい点があったら即時フィードバックによる強化を行うことの重要性を感じ、日々の障害者

支援に活用し、その効果を感じているといった内容の話や職場以外、子育て等にもそれを活用している

との話も聞かれた。自らが「気持ちを伝える」スキルを活用するようになったことにより、気持ちのよ

いコミュニケーションが取れるようになったといった意見も聞かれた。研修を受講した他の支援者社員

についても自身と同様の変化を感じている支援者社員が多く、本プログラムを受講していない支援者社

員についても、具体的に褒めるという行動が増えたといった変化も聞かれた。SST のメンバーとなった

障害者社員の変化については、個人差があるものの、コミュニケーションスキルの向上についての回答

が得られた。これらのことは、支援者社員が学習内容を十分理解し、それを日々の障害者支援に活かし

ていること、すなわち、本プログラムの学習効果及び受講者の行動変容（レベル３の研修効果）を示す

ものと考える。また、研修を受けたことによる個人の生活面へのインパクトも確認できており、事業所

の変化の程度には差が見られたが、コミュニケーションの活性化に関する感想はすべての支援者から聞
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かれたことからレベル４の効果も期待できると思われる。 

障害者社員に対するヒアリング結果からは、SSTの受講に対する満足度は高く、また、SSTについての

説明を求めたところ、「人とのコミュニケーション」、「自分の考えや用件の伝え方」、「社会人として人付

き合いで必要なスキル」、「先輩社員として活躍できるスキル」を学ぶ、「自分の生活に役立つ（コミュニ

ケーションがとりやすくなる）訓練」との回答が得られており、きちんとその目的を理解していたこと

が把握された。 

SST 受講前後の自身及び他のメンバーの変化について質問したところ、５名ともが自身及び他者の変

化を感じており、表現の差こそあれ自己評価と他者評価が一致していた（巻末資料 25）。また、これら

の評価は支援者社員の評価と一致していた。支援者社員の行動についての質問に対しては、「声の調子が

よくなった」等、具体的に褒められた、褒められることが多くなった、また、褒められて嬉しかった、

スキルの活用についてのモチベーションが上がった、話し方がわかりやすくなったといった意見が聞か

れた。SST 前後の事業所内の変化については、コミュニケーションが活性化したことについて共通意見

が得られた。これらのことから、障害者社員が、支援者社員の支援を受けながら、職場において SSTで

学んだスキルを、声の大きさ、調子、速さといったコミュニケーションを効果的に活用するためのポイ

ントを意識しながら活用し、コミュニケーションスキルの向上を図っていったことが理解される。また、

Ｉ－１事業所（図表４－54）の支援者社員のヒアリング調査においては、SST 実施後には SST を受けて

いない障害者社員に対する伝達研修を行い、全員でスキルトレーニングに取り組んだことが把握されて

おり、これが職場全体のコミュニケーションの活性化につながったと考える。SST 実施前後の自身の生

活及び事業所内の変化については、職場のみならず、家庭においても学んだスキルを活用するようにな

ったことにより、褒められた、コミュニケーションの幅が広がり、増え、うれしいといった感想が聞か

れた。また、職場全体のコミュニケーションが活発となり、職場が楽しくなったといった感想も聞かれ

た。 

 これらのことから、障害者社員は SSTで獲得したコミュニケーションスキルに関する知識やスキルを

正しく理解し、日常生活において活用していること、また、それにより自身の生活面や職場内の人間関

係や雰囲気においてよい変化を感じていること、すなわち、４レベルアプローチのレベル３までの効果

が確認された。また、レベル４についても、少なくとも受講者本人の生活においては確認されており、

職場内の人間関係や雰囲気が向上したと各人が感じていることからは、数年後の職場定着率にもよい影

響を及ぼすことが期待される。 

アンケート調査及びヒアリング調査の結果を総合的に見て、本研修プログラムの受講者は、研修に満

足し、その内容を理解し、学習したことに基づいて自らの行動を変容させることができた、すなわち、

本研修プログラムについてはレベル３までの効果があったと考える。 

レベル４の職場定着率については、すぐには把握することができないが、支援者社員及び障害者社員

ともに職場内のコミュニケーションが活性化したと感じていることが把握されていることから、少なく

とも研修プログラムが組織に対するよい影響を与えることはできたと考える。 

なお、試行協力企業においては、試行終了後、予定どおり、後半に実施予定としていたグループの SST

を開始した。 
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以上のことから、「SSTを活用した人材育成プログラム」を取り入れた研修プログラムを活用した事業

主支援は、事業主の支援者社員の育成というニーズを充足する上で、一つの有効な方法であり、職場内

のコミュニケーションを活性化し、職場環境を改善し、障害者の職場定着を促進する効果が期待できる

ものと考える。 

 

３ 「SSTを活用した人材育成プログラム」を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ－Ⅱ 

（１）試行協力企業 

 本試行については、障害者雇用企業６社の協力を得て実施した。６社の概要等については図表４－71

のとおりである。なお、本試行については、試行協力企業の１つであるＫ社の事業主が、ある障害者雇

用企業団体が開催したセミナーにて「SSTを活用した人材育成プログラム」のことを知り、これを自社

のみならず、地域の障害者雇用事業所に普及させることで支援者社員の人材育成を図り、地域の就労支

援力の向上を目指したい、また、この取組を活用し、地域の就労支援ネットワークづくりに役立てたい

というニーズを持ったことがきっかけとなり実施した。事業主の希望により実施した相談において、こ

の事業主には研修プログラムを支援者社員のニーズによるボトムアップ方式で実施したいというニーズ

もあったことから、本試行実施前に、事業主の呼びかけに応じた４社の事業所を含めた５社の支援者社

員を対象としたワークショップを実施した。その経緯及び内容については巻末資料 26に記載した。 

 

図表４－71 試行協力企業の概要 

企業ＩＤ K社 L社 M社 N社 O社 P社 

産業分類 情報サービス

業 

酒類製造業 輸送用機械器

具製造業 

その他の事業

サービス業 

社会保険・社

会福祉・介護

事業 

通信サービス

業 

従業員数 
(うち障害者数) 

２９名 

（24名） 

597名 

（16名） 

358名 

（４名） 

226名 

（186名） 

13名 

（3名） 

3,052名 

（56名） 

設立年 2012年 1949年 2017年 1985年 2016年 1989年 

備考 特例子会社 

 

  特例子会社   

試行協力 

支援者社員数 

４名 １名 ３名 ３名 １名 ３名 

※L社～P社は、K社からの広報により試行に参加した企業 

ワークショップに参加した支援者社員（10名）については、ワークショップ後に退社した１名以外は全員本試行に参加 

試行協力支援者社員数については一部参加の者も含む 

 

（２）実施方法 

本試行は以下の手順で行った。 

ア 課題の把握のためのヒアリング調査 

イ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

ウ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

エ 結果の確認のためのアンケート調査及びヒアリング調査 
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（３）実施結果 

ア 課題の把握のためのヒアリング調査 

試行協力企業（ワークショップに参加したＫ社～Ｏ社）の支援者社員に対するヒアリング調査を実施

した結果、以下のようなニーズと課題が把握された。 

 

図表４－72 試行協力企業の支援者社員のニーズと課題 

ニーズ ・SSTについて学び、SSTを自社で実施することにより、障害者支援に対する理解とスキルの向

上を図りたい 

・SSTを障害者社員のコミュニケーションスキルの向上に活用したい 

・SSTを活用した人材育成プログラムをテーマとした研修を地域で実施することにより、地域の障

害者雇用事業所の支援者社員のネットワークづくりに役立てたい 

・実施期間は半年程度としたい 

課 題 ・現時点でSSTのリーダー、コ・リーダーのスキルを有した支援者社員がおらず、どのようにし

てスキルを身につければよいか分からない 

・上記のニーズを充足するための実施方法が分からない 

 

イ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の提案 

「２『SST を活用した人材育成プログラム』を活用した事業主支援の試行Ⅱ－Ⅰ」において活用した

方法に、「SSTを活用した人材育成プログラムの活用方法に関する研究」（障害者職業総合センター,2016）

で用いられていた実施方法を組み合わせた以下の方法を提案した（図表４－73）。 

 

図表４－73 提案した研修プログラムの内容 

内内  容容  実実施施者者  

SSTに関する講義・演習（４時間） 研究員 

SSTのメンバー（障害者社員）に

対するアセスメント面接 
支援者社員 

個人目標の設定 支援者社員及び研究員 

グループ目標の設定及びカリキュ

ラムメニューの策定 
研究員 

SSTのセッション（全５回※） 

 

試行協力各社の障害者社員の混合メンバーによるグループ  

リーダー：研究員 コ・リーダー：会場提供企業の支援者社員 

コ・リーダー以外の支援者社員は見学参加 

会場提供企業の障害者社員のグループ  

リーダー、コ・リーダー：支援者社員 

研究員は進行等をサポート 

リーダー、コ・リーダー以外の支援者社員は見学参加 

※試行協力企業各社において、希望に応じた形で SST を支援者社員

のリーダー、コ・リーダーによるSSTを実施 
※先行研究においては SST のセッションは７回で実施することが多かったが、研究活動（試行実施可能な）期間との兼ね合い

から５回とした。 

今回の研修においても SST 開始前の支援者社員に対する SST に関する講義と演習、SST のセッション

については、「３『SSTを活用した人材育成プログラム』を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ－Ⅰ」と
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同様の方法で実施する（図表４－59）。 

「２『SSTを活用した人材育成プログラム』を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ－Ⅰ」では、研究

員が実施する SSTのセッションのグループは、１事業所の障害者社員で構成したが、今回の試行におい

ては、試行協力企業の中から希望者を募り、複数の企業の障害者社員からグループを構成する。なお、

このグループのメンバーとなる障害者社員も支援者社員とともに試行協力者とする。このグループに対

する SSTのセッション（以下「本セッション12」という。）のリーダーについては研究員が担当し、

コ・リーダーは研修プログラムの実施会場提供企業の支援者社員が担当する（図表４－74）。翌日は、

会場提供企業の支援者社員がリーダー、コ・リーダーとなり、本セッションのメンバーとなった自社の

障害者社員を含めた障害者社員のグループに対して、前日の SSTのセッションと同じ内容の SSTのセッ

ション（以下「ブースターセッション」という。）を実施し、研究員はこれをサポートする。その後、

試行協力企業各社において支援者社員による SSTを実施し、次回、その結果等について共有する。ま

た、会場を試行協力企業の持ち回りにすることにより、互いの SSTの実践状況を見学できるようにする

とともに、事業所見学・説明などを盛り込み、相互理解を図っていくことにより、ネットワークづくり

も図っていく。 

 

図表４－74 実施方法 

この提案について、同意が得られ、これに従い、実施計画（図表４－75）を作成した。 

 

 
12 研究員が実施する SSTのセッションに参加した支援者社員及び障害者社員にとっては、自社で実施される SSTのセッションは前者の学びを

補完する復習セッションとなるため、前者のセッションを「本セッション」、後者の「セッション」をブースターセッションとした。 

障障害害者者社社員員

アアセセススメメンントト面面接接

個個人人目目標標のの設設定定

SSSSTTにに関関すするる講講義義・・演演習習

支支援援者者社社員員

ブブーーススタターーセセッッシショョンン①①

ヒヒアアリリンンググ調調査査

本本セセッッシショョンン ①①

ブブーーススタターーセセッッシショョンン①①

ブブーーススタターーセセッッシショョンン②②

本本セセッッシショョンン ⑤⑤

本本セセッッシショョンン ②②

各各企企業業でで実実施施

ププロロググララムムでで実実施施

研研究究員員

ブブーーススタターーセセッッシショョンン②②

ブブーーススタターーセセッッシショョンン⑤⑤

ブブーーススタターーセセッッシショョンン⑤⑤

カカリリキキュュララムム
メメニニュューー策策定定

３３つつのSSTによって構成。

①① 本本セセッッシショョンン：：リーダーを研究員、
コ・リーダーを支援者社員が担当。

②② 会会場場提提供供企企業業ににおおけけるるブブーーススタターー
セセッッシショョンン：：リーダー、コ・リーダー
を支援者社員が担当。研究員が補助。

③③ ②②以以外外のの各各企企業業ににおおけけるるブブーーススタターー
セセッッシショョンン：：リーダー、コ・リーダー
を支援者社員が担当。

障障害害者者社社員員 支支援援者者社社員員
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図表４－75 実施計画 

内内  容容  予予  定定  実実施施日日  

SSTに関する講義・演習 2021年1月26日・27日 2月16日・17日 

第１回SST 本セッション 

ブースターセッション 

2021年2月16日 

2月17日 

３月16日 

３月17日 

第２回SST 本セッション 

ブースターセッション 

2021年3月16日 

3月17日 

4月13日 

４月14日 

第３回SST 本セッション 

ブースターセッション 

2021年4月13日 

4月14日 

6月 8日 

6月 9日 

第４回SST 本セッション 

ブースターセッション 

2021年5月11日 

5月12日 

6月29日 

6月30日 

第５回SST 本セッション 

ブースターセッション 

2021年６月 ８日 

６月 ９日 

7月20日 

7月21日 

 

ウ 改善方策（研修プログラムの試行計画）の実行 

新型コロナ感染症の拡大により、緊急事態宣言が発令されたこと等を受け、以下の点で計画を変更し

た。 

まずは、会場提供についてはＫ社に限定され、支援者社員によるブースターセッションの見学はＫ社

のブースターセッションのみとなった。また、会場を固定したことにより、毎回片道２時間以上かけて

移動することになった試行協力者が出ることとなった。 

実施日程についても、複数回変更することが必要となった（図表４－75）。 

更に試行協力者の参加については、オフライン、オンラインの混合参加となった。試行参加状況につ

いては図表４－76、図表４－77のとおりである。なお、試行協力者のうち、障害者社員については、ブ

ースターセッションに参加するＫ社の障害者社員以外は、当初より本セッションのみの参加予定として

いた。 

ａ SSTに関する講義と演習 

2021 年２月に、支援者社員を対象とした４時間の講義と演習を実施した。研修資料については、「ジ

ョブコミュニケーション・スキルアップセミナー～パートナー研修資料集～」に追加の資料を加え、作

成した。 

講義と演習においては、まずは、SST概論、SSTの背景となる「社会的学習理論」、精神障害者、発達

障害者、知的障害者、高次脳機能障害者等に共通してみられる「認知機能障害」等についての講義を行

った（「２『SSTを活用した人材育成プログラム』を活用した提案事業主支援の試行Ⅱ－Ⅰ」の図表４－

60、４－61）。その後、SST開始前にメンバーに対して実施するアセスメントシートを用いたアセスメン

ト面接の演習を実施し、アセスメント面接のデモンストレーション等を行った（「２『SSTを活用した人

材育成プログラム』を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ－Ⅰ」の図表４－62）。 
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図表４－76 試行協力者である支援者社員の試行参加状況

 

 

図表４－77 試行協力者である障害者社員の試行（本セッション）参加状況 

企業 ID 障害者社員 ID 第1回SST 第2回SST 第3回SST 第4回SST 第5回SST 

K M６ 参加 参加 参加 参加 参加 

L M７ 参加 ― オンライン 参加 参加 

M M８ 参加 参加 参加 参加 参加 

N M９ 参加 参加 参加 参加 参加 

N M10 参加 参加 参加 参加 参加 

－：不参加 

オンライン：オンライン参加 

 

ｂ アセスメント面接、目標設定、カリキュラムメニューの策定 

研修受講後２週間程度の間に、試行協力者となった支援者社員には自身がリーダーとなって実施する

SST のメンバーとなる障害者社員に対するアセスメント面接を実施してもらった。本セッションのメン

バーの個人目標及びグループ目標（図表４－78、４－79）については研究員、ブースターセッションの

メンバーについては、アセスメント面接を担当した支援者社員に設定してもらった。また、カリキュラ

ムメニュー（図表４－79）については研究員が策定し、テキストについては「ジョブコミュニケーショ

ンスキルアップ・セミナー～SST 研修資料集～」をもとに作成した。なお、ブースターセッションのグ

ループ目標については、本セッションのグループ目標と同じ目標とした。 

  

企業ID 支援者社員ID 講義・演習

K S8 参加

K S9 参加

K S10 参加

K S11 -

L S12 参加

M S13 参加

M S14 参加

M S15 -

N S16 参加

N S17 参加

N S18 -

O S19 参加

P S20 -

P S21 参加

P S22 -

-　：不参加
オンライン　：オンライン参加
参加・オンライン：2日目オンライン参加

オンライン オンライン オンライン - -

オンライン オンライン - - -

参加 - オンライン - 参加

オンライン - - - -

オンライン オンライン オンライン - -

- - - オンライン 参加・オンライン

- - - 参加 オンライン

参加・オンライン参加・オンライン参加・オンライン 参加 参加

参加 参加 参加 参加 -

- オンライン オンライン - -

- 参加 参加 参加 参加

参加 参加・オンライン オンライン 参加 参加

参加 参加 参加 参加 参加

参加 参加 参加 参加 参加

第1回SST 第2回SST 第3回SST 第4回SST 第5回SST

参加 参加 参加 参加 参加
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図表４－78 障害者社員の属性及び個人目標

 

 

図表４－79 グループ目標とカリキュラムメニュー 

グループ目標 職場で役立つコミュニケーションスキルを学び、仕事で支え合う関係を作ろう 

カリキュラム

メニュー 

第1回 オリエンテーション ～スキル体験「相手をほめる」～ 

第2回 「肯定的（前向き）な気持ちを伝える」 

第3回 「相手の話に耳を傾ける/質問する」 

第4回 「頼みごとをする/バックアップスキル」 

第5回 「不愉快な気持ちを伝える」 

 

ｃ 第１回～第５回の SSTと SST前後の解説及び質疑応答等 

2021年２月～６月に、計５回の SSTを実施した。２時間の研修時間のうち SSTの本セッションの実施

時間は１時間としたが、グループ、回によっては、ブースターセッションの時間は異なっていた。本セ

ッションは研究員がリーダーを担当し、会場提供企業（Ｋ社）の支援者社員にコ・リーダーを担当して

もらった。翌日は、会場提供企業（Ｋ社）の支援者社員のリーダー、コ・リーダーによるブースターセ

ッションを実施した。ブースターセッションには、本セッションのメンバーであったＫ社の障害者社員

（Ｍ６）を含むＫ社の５名の障害者社員がメンバーとして参加した。なお、開始前には、リーダー、コ・

リーダー以外の支援者社員及び研究員がメンバー役となり、セッションの予行演習を実施し、終了後に

は、その日のセッションの振り返りと、質疑応答を行った。また、２回目以降については、各企業にお

いてブースターセッションを実施してみた感想等についての情報共有も行った。なお、研修 SSTのセッ

ションの時間は１時間とした。 

  

障障害害者者社社員員ＩＩＤＤ 障障害害・・年年齢齢・・性性別別 長長期期目目標標 短短期期目目標標

M６ 発達障害・知的障害

20代・男性

M７ 知的障害（Ｂ－２） 話しかけ上手で好感度アップ

20代・女性 質問上手で情報収集力アップ

M8 視覚障害（2級）

30代・男性

M９ 発達障害（2級） 1人暮らしに向け、家事能力を高める

20代・女性 ストレスとうまく付き合えるようになる

M10 発達障害（3級） 情報発信力アップで仲間の輪を広げる

20代・男性 質問上手で仕事のスキルを高める

周囲からの信頼を得て仕事の幅を広げる
積極的なコミュニケーションで、たくさんの

人とのコミュニケーションを楽しむ

1人での買い物を楽しむ

資格取得に向けた計画を立て、実行する

気持ちや感情を言葉で積極的に伝える

充実した生活を送るための目標を設定する
相談上手で仲間の輪を広げ、情報収集力アッ

プ
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エ 結果の確認のためのアンケート調査及びヒアリング調査 

毎回の研修（SST に関する講義・演習を含む６回の研修）終了後にはその回に参加した支援者社員に

対するアンケート調査、全研修終了後にはＫ～Ｐ社の支援者社員に対するアンケート調査を実施した（巻

末資料 19、巻末資料 23）。また、全研修終了後、本セッションのメンバーとなった障害者社員５名（Ｍ

６～Ｍ10）と障害者社員がメンバーとして参加したＫ～Ｎ社の支援者社員 10 名に対するヒアリング調

査を実施した。 

ａ 各回の研修終了後のアンケート調査結果 

各回の研修終了後のアンケート調査においては、４レベルアプローチのレベル１（反応）を把握する

ため、①研修の満足度、②研修の難易度、③講師の説明のわかりやすさ、④研修時間の長さ、⑤研修内

容の業務への貢献度について尋ねたアンケート調査を行った。 

①研修の満足度については、「とても満足」との回答割合が多く、「とても満足」と回答した受講者の

割合は６回を通して 60.0%以上であり、「とても満足」又は「満足」と回答した受講者の割合の合計は６

回いずれも 100%であった（図表４－80）。 

②研修の難易度については、「適切」と回答した受講者の割合が多く、６回のうち４回の研修について

は 60.0%以上であった。第１回及び。第３回の SSTについては、「少し難しい」と「適切」、「易しすぎる」

の回答割合がそれぞれ半数ずつあった（図表４－81）。 

③講師の説明のわかりやすさについては、「とてもわかりやすい」との回答が６回いずれにおいても最

も多く、６回を通して 80.0%以上であった。講義・演習の回を除く５回については、「とてもわかりやす

い」と「わかりやすい」との合計は 100%と、全員が「とてもわかりやすい」あるいは「わかりやすい」

と回答していた（図表４－82）。 

④研修時間の長さについては、６回全ての研修において、「適切」との回答が最も多く、77.8%以上で

あった（図表４－83）。 

⑤研修内容の業務への貢献度については、「とても役立つ」との回答割合が多く、６回のうち５回の研

修について最も多かった。また、「とても役立つ」と「役立つ」との回答割合の合計は６回いずれも 100%

であった（図表４－84）。 

 

図表４－80 各回における研修の満足度についての回答数と回答割合 

①研修の満足度 とても満足 満足 
どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

講義・演習 

（n=10） 
6 60.0% 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=8） 
5 62.5% 3  37.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第２回SST 

（n=10） 
7 70.0% 3 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=8） 
5 62.5% 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=8） 
8 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第５回SST 

（n=10） 
7 70.0% 3 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

− 154 −



155 

 

 

 

図表４－81 各回における研修の難易度についての回答数と回答割合 

②研修の難易度 とても難しい 少し難しい 適切 やや易しい 易しすぎる 

講義・演習 

（n=10） 
0 0.0% 3 30.0% 7 70.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=8） 
1 12.5% 2  25.0% 4 50.0% 0 0.0% 1 12.5% 

第２回SST 

（n=10） 
1 10.0% 1 10.0% 8 80.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=8） 
0 0.0% 4 50.0% 4 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=8） 
0 0.0% 0 0.0% 8 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第５回SST 

（n=10） 
0 0.0% 3 30.0% 6 60.0% 1 10.0% 0 0.0% 

 

図表４－82 各回における講師の説明のわかりやすさについての回答数と回答割合 

③講師の説明の 

わかりやすさ 

とても 

わかりやすい 
わかりやすい 普通 

やや 

わかりにくい 
わかりにくい 

講義・演習 

（n=10） 
8 80.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=8） 
7 87.5% 1 12.5% 0 0.0% 0    0.0% 0   0.0% 

第２回SST 

（n=10） 
9 90.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=8） 
7 87.5% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=8） 
8 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第５回SST 

（n=10） 
9 90.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表４－83 各回における研修時間の長さについての回答数と回答割合 

④研修時間の長さ 長い やや長い 適切 やや短い 短い 

講義・演習 

（n=10） 
0 0.0% 0 0.0% 9 90.0% 1 10.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=8） 
0   0.0% 1   12.5% 7   87.5% 0   0.0% 0   0.0% 

第２回SST 

（n=10） 
0 0.0% 0 0.0% 9 90.0% 1 10.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=8） 
0 0.0% 0 0.0% 7 77.8% 1 11.1% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=8） 
0 0.0% 0 0.0% 8 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第５回SST 

（n=10） 
0 0.0% 0 0.0% 8 80.0% 2 20.0% 0 0.0% 
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図表４－84 各回における研修内容の業務への貢献度についての回答数と回答割合 

⑤研修内容の業務

への貢献度 
とても役立つ 役立つ 

どちらとも 

言えない 

あまり 

役立たない 

 

役立たない 

講義・演習 

（n=10） 
8 80.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第１回SST 

（n=8） 
4   50.0% 4   50.0% 0   0.0% 0   0.0% 0   0.0% 

第２回SST 

（n=10） 
8 80.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第３回SST 

（n=8） 
5 62.5% 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第４回SST 

（n=8） 
5 62.5% 3 37.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

第５回SST 

（n=10） 
6 60.0% 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

自由記述の回答や毎回の研修終了後の感想においては、講義と演習を行った回の研修では、「理論を学

べたことで自身の行動の見直しができた」、「理論だけでなく、実際にアセスメント面接の演習を行った

り、研究員のアセスメント面接の様子を見学させていただく中でより実践に近い学びを得ることができ

ました」、「事例をたくさん聞けたことが参考になりました」といった感想が複数得られた。また、オン

ライン参加者からは、「オンラインならではの難しさもありましたが思った以上にわかりやすかったで

す」「オンライン参加者も含めてランダムに演習に参加できるように Web 会議ツール内でグループ設定

を行っていただくとよいと思いました」といった意見が聞かれた。SST のセッションを開始した第２回

以降は、障害者社員の変化や成長を見れたことがうれしかった」、「メンバーのみなさんの変化が回数を

重ねる毎に見えて嬉しい」、「セッションに参加したメンバーが、早速、翌日声が大きくなっていて変化

におどろきました」、「セッションに参加したメンバーにとって、非常に有意義でほめられたことにより

自信につながったと思います」といった障害者社員の変化等に関すること、「相手を肯定する具体的な方

法を学ぶことができて大変よかった」、「適切な声掛け（フィードバック）・強化ができれば少しずつ（本

人にとっては大きな）変化があるのだなと強く思いました」、「実践して（障害者社員の）コミュニケー

ションスキルの向上を図っていきたい」、「振り返りでは、具体的なご助言を頂くことができ、すぐにで

も取り入れつつ、スキルアップを目指したいと思いました」等の障害者支援や SSTのリーダーとしての

スキルに関する回答・感想が多く得られた。また、リーダー、コ・リーダーともに経験した支援者社員

からは、それぞれの役割の必要性、難しさを感じたとの感想とともに、それぞれの役割についての理解

の深まりに対する感想が得られた。 

ｂ 全研修終了後のアンケート調査結果 

全研修終了後に、試行協力者のうち障害者社員とともに試行に参加し、ブースターセッションを実施

したＫ～Ｐ社の支援者社員 10 名に対して、研修に関するアンケート調査を実施した(巻末資料 27)。設

問内容は、①研修全体の満足度、②研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の深まり・広がり

の有無、②-２（あった場合）具体的な変化、③研修で役立ったと思われる項目、④研修内容の活用の有

無、④-２（あった場合）具体的な活用状況と活用の効果、④-３（なかった場合）活用できない理由、

⑤研修成果の還元の有無、⑤-２（なかった場合）還元できない理由、その他研修に関する意見や要望で
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構成された。13 名から回答を得た。なお、回答を得た 13 名のうち、障害者社員として SST セッション

に参加したが、デイケアや就労支援等を行う支援者社員の立場であった図表４－77、４－78におけるＭ

８のメンバーについても、支援者社員の視点から研修終了後のアンケート回答者に含めた。 

①研修全体の満足度については、13 名中 11 名が「大変満足」と回答していた。残り２名の参加者に

ついても「満足」と回答していた。 

②研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度については、13 名中 12 名が、深まりや広がりが

「あった」と回答していた。具体的な変化について尋ねた設問では、「こちらから予測して、前もって対

応をしていたが、それでは本人の根本的な困りごとへの解消には至っていないと気付いた」、「本人に問

いかけることやどこまでも待つ姿勢を見せることで発言・行動を引き出せることなど、つい先回りして

助けてしまいがちな点 を意識でき、修正するキッカケになった」、「何でも手取り足取りしてあげるのも

よくないとはおもっていたが、その加減が分からなかった。 何かを支援するときや教えるときに、それ

をするとどう役に立つのかなどをしっかり定義づけする事、役立つと思えるように導くことが大事なの

だと気付きました」といったこれまでの自身の支援に対する気づきに関することや「障害別にどのよう

な点で困り感があるのか、スキルが足りていないのか、 について具体的にご説明いただけることで、自

身の面談時の問いかけ方や上司への依頼の仕方などが変わってきた」、「障害者の方をよく観察するよう

になり、障害の特性や個々人の理解が深まった」など、理解の促進が支援でのコミュニケーション等に

反映されている旨の回答がみられた。 

③研修で役立った内容について複数回答形式で尋ねた設問では、「SST本セッション及びブースターセ

ッション前後の解説及び質疑応答」が役に立ったとの回答が 12 名から得られた。次いで、「SST の本セ

ッション」が役に立ったとの回答が多く、13名中 11名が「役立った」と回答した。「その他」の役立っ

た項目として、「（研修前のウォーミングアップとしての）ゲーム」が役立ったとの回答（自由記述）が

あった。 

④研修内容の活用の有無について尋ねた設問では、10名が「活用した」と回答しており、具体的な活

用状況としては、「『強化』を意識したコミュニケーション」や「日ごろのコミュニケーションの中で、

即時フィードバックやグッドモデル・バッドモデルの実演をやってみました」といった回答が把握され

た。活用の効果としては、「強化した行動は喜んで繰り返すようになった」、「『この行動がよかった』と

具体的に理解し、次に質問する際には意識した行動ができていました」と、日常のコミュニケーション

における強化とその有効性を示唆する回答が得られた。残りの３名は、「まだ活用していないが、近い将

来、活用を予定している」と回答した。 

⑤研修内容の成果の還元について尋ねた設問においては、13名中 11名が「はい」（還元した）と回答

していた。「いいえ」（還元していない）と回答した２名について、その理由を尋ねたところ、２名とも

に「機会がなかった」と回答していた。 

⑥研修全体についてのその他意見については、「障害者の方がみるみる変わっていく様子が見てとれ

た」、「メンバーの変化が目に見えてわかり、その時一瞬ではあっても、人は常に成長や変化ができるの

だと強く感じました」、「障がい者社員のスキルアップはもちろん、支援者社員のスキルアップも実感す

ることができました」、「関わりによってこんなに大きく成長できる様を観察できたことは、今後の支援
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者としてのモチベーションにもつながる」といった受講者の変化に関する感想が複数見られた。「SSTの

セッションを今後の業務やスキルアップ研修時に取り入れられるように検討していきたい」、「セミナー

で学んだことを従業員へ広める活動を今後も継続して行っていきたい」といった、研修内容の社内への

普及の意欲に関する意見も見られた。また、「オンラインでの参加環境も充実していけると、より学習の

機会が増えていくと感じた」といった、オンライン環境での研修の機会についての要望も複数把握され

た。更に、「県内の障がい者雇用をしている企業だけでなく、県外の SST を行っていらっしゃる企業と

もつないでいただいたことで意見交換の幅が大きく広がり、学びや連携が深まった」といった意見も見

られた。 

ｃ 全研修終了後のヒアリング調査結果 

本セッションのメンバーとなった障害者社員５名と障害者社員がメンバーとして参加したＫ～Ｎ社

の支援者社員 10 名に対する主なヒアリング項目は図表４－85 のとおりである。なお、本研修は障害者

の職場定着支援、そのための支援者社員の育成を目的としたものであり、最終的な研修効果については

職場定着率により把握すべきものである。しかしながら、測定については一定の期間を設けて測定する

必要があり、研究期間中に把握することは難しいため、本研究では、研修で学んだことに基づいて自ら

の行動を変化させたことにより、研修受講者及び職場にどのようなインパクトがもたらされたかについ

ての質問項目を加えることにより、レベル４の効果の把握を試みた。 

なお、本試行については、支援者社員のネットワークづくりも一つの目的であったため、支援者社員

に対するヒアリング項目については、「SSTを活用した人材育成プログラム」を活用した提案型事業主支

援の試行Ⅱ－Ⅰ」で使用したものに、「他社との関係の変化」についても質問項目に加えた。また、障害

者社員に対するヒアリング項目については、他社の障害者社員の変化等について確認するため、「SSTの

セッションにおける自身及び他のメンバーの変化」についても質問項目に加えた。 

 

図表４－85 主なヒアリング項目 

  支支援援者者社社員員  障障害害者者社社員員  

レレベベルル１１  

（（反反応応））  

（研修の満足度についてはアンケート調査で把握） ・SSTの満足度について（５段階評定） 

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

・SSTについて 

・障害者支援において重要であると学んだこと 

・SSTのリーダー、コ・リーダーとしての自身及び他

者の変化 

・SSTのメンバーの変化 

・SSTについて 

・コミュニケーションにおいて重要であると学んだこ

と 

・SST のセッションにおける自身及び他のメンバー

の変化 

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

・研修実施前後の自身及び研修受講者の行動の変化 ・SST受講前後の自身及び研修受講者の行動の変化 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

・研修受講前後の自身の生活及び事業所内の変化 

・他社との関係の変化 

・SST受講前後の自身の生活及び事業所内の変化 

※ 各受講者は他社の障害者社員の実施前後の変化について把握できないため、SST のセッション内で感じた変化を尋ねる設問として「SST

のセッションにおける自身及び他のメンバーの変化」の項目を設けた。 
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Ｋ～Ｎ社の10名の支援者社員に対するヒアリング調査結果を巻末資料28（図表 資28－１）に記載した。 

SSTについての説明を求めたところ、「コミュニケーションスキルを学ぶ研修」、「コミュニケーション

のトレーニング」、「自分自身がストレスを抱えないための適切なコミュニケーションの方法を学ぶ場」、

「自分も相手も楽に、よい関係を築くためのトレーニング」、「メンバーのコミュニケーションスキル、

メンバーへの支援スキルの向上の場としても役立つもの」、「チームとして成長するための研修」といっ

た回答が得られた。 

障害者支援において重要だと学んだことについては、「本人の強みを見つけ、それをポジティブに伝え

ること」、「認めてあげることや、成功体験を積ませてあげること」といった回答が多く得られた。「すぐ

に支援の手を差し伸べるのではなく相手の反応を待つこと」という回答も複数挙げられていた。 

SST のリーダー、コ・リーダーとしての自身及び他者の変化について尋ねたところ、自身の変化につ

いては、「『ここがよかった』と具体的に伝え、行動を強化できるようになった」、「メンバーの特性（個

性）が回を追うごとに明確に感じられるようになり、それに応じて次のフィードバックのポイントを絞

ることができるようになった」といった回答が多く挙げられていた。他者の変化については「余裕が感

じられるようになった」、「回を追うごとに会話が滑らかになり、話の内容がしっかりしてきた」、「話の

内容が具体的になった」、「メンバーの行動に細かく注意を払うようになった」といった回答が見られた。 

研修実施前後の自身及び研修受講者の行動の変化について尋ねたところ、自身及び支援者社員の変化

については、「障害者社員の小さな行動の変化に気づき、それを強化するようになった。他の支援者社員

も同じく強化をすることが増え、強化の仕方も具体的になった」、「障害者社員の強みを見つけ、褒める

ことを意識して実践するようになった」、「提案型の指導をするようになった」、「望ましい行動をとって

いる人を褒めることにより、問題行動をとる人の行動をかえていくよう働きかけるようになった」とい

った回答が挙げられていた。また、障害者社員の変化としては、「障害者社員でも褒め合うことが増え

た」、「自己主張がきちんとできるようになり、視線や表情から自信が感じられるようになった」、「自分

の障害及びそれに対して望まれる配慮等について話すようになった」といった、回答があった。 

SST実施前後の自身の生活及び事業所内の変化について尋ねたところ、「家庭では、妻の子どもに対す

る『褒めて伸ばす』関わり方に足並みをそろえた関わり方ができるようになった」、「障害のある子の母

として、職場でもこういったトレーニングを受けられることを知り、希望や安心感を持つことができた」、

「職場内のコミュニケーションが活性化した」、「職場内のコミュニケーション、笑顔が増え、職場全体

が明るくなり、活性化した」、「（障害者社員が）支援者社員に相談することが増えた。事業所内では、褒

める、感謝するということが活発になり、褒め合う文化が形成されていったと感じる」、「自身が具体的

に話をすることにより、障害者社員が同じ間違いを繰り返すことが少なくなった」、「障害者社員がその

提案（自身が行った提案）を受け入れ、自らの行動を改善してくれるようになった」などの回答が得ら

れた。 

他社との関係の変化については、「他社の支援者社員と気軽にメールや電話で情報交換ができるネッ

トワークができた」、「共通の視点を持って話ができるようになった」といった回答が得られた。 

Ｋ～Ｎ社の障害者社員（Ⅿ６～Ⅿ10）に対するヒアリング調査結果を巻末資料 28（図表 資28－２）に

記載した。 
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研修の満足度を５段階で評価してもらったところ、全員が一番高い満足度である「大変満足」と評価

した。 

SST についての説明を求めたところ、４名が生活等に役立つコミュニケーションスキルのトレーニン

グ、１名がとても勉強になるものと答えた。 

コミュニケーションにおいて重要だと学んだことについては、SSTで取り扱ったスキル（「相手をほめ

る」「肯定的な気持ちを伝える」「相手の話に耳を傾ける／質問する」「頼みごとをする」「不愉快な気持

ちを伝える」）やコミュニケーションを効果的にとるためのポイントとしてセッションで紹介した「「声

の大きさ」、「視線」などが挙げられていた。 

SST における自身及び他のメンバーの変化について尋ねたところ、それぞれが自他のコミュニーション

面でのよい変化を感じており、表現に差こそあれ、自他の評価は概ね一致していた。なお、この評価につ

いては、支援者社員の障害者社員に対する評価とも概ね一致していた。（巻末資料 28；図表 資 28－３） 

研修実施前後の事業所内での自身及び研修受講者の行動の変化を尋ねたところ、SST で学んだスキル

を職場で実践していること、それぞれが自身のコミュニケーションについてよい変化を感じていること

が把握された。また、支援者等に具体的に褒められることが増えたといったコメントも聞かれた。また、

支援者社員の変化については、話し方がわかりやすくなった、褒めることが増えたといった意見が聞か

れた。 

SST 実施前後の自身の生活及び事業所内の変化については、周囲とのコミュニケーションや褒められ

ることが増えた、職場の雰囲気がよくなったといった感想が多く聞かれた。 

（４）考察 

支援者社員に対する各回の研修終了後のアンケート調査において、４レベルアプローチのレベル１

（反応）を把握した結果、研修プログラムに対して程度の差はあるものの、受講者の満足度を得ること

ができたと考える。 

SST に関する講義と演習の研修については、研修の内容が「少し難しい」と回答した３名の講師の説

明のわかりやすさについての回答をみると「とてもわかりやすい」、「わかりやすい」、「普通」、満足度に

ついても１名が「とても満足」、２名が「やや満足」と回答が分かれていたが、全員が研修時間は「適切」、

研修で学んだことは業務に「とても役立つ」と回答していた。研修時間も適切と感じながらも、研修内

容が少し難しいと感じたことについては、３名の支援者社員が研修内容に関する知識をあまり持ってい

なかったからであり、だからこそ、新しい知識として学んだことが「とても役立つ」と感じたのではな

いかと考える。研修受講者の知識等に応じて事前資料を提供する等の工夫により、研修内容を十分理解

してもらうことで満足度を上げる工夫が必要と思われる。 

なお、研修内容の業務への貢献度についても、８名から「とても役立つ」、２名から「役立つ」との回

答を得ることができており、本研修内容の業務への活用可能性を感じてもらえたと判断する。 

第１回目～第５回の SST研修については、「頼みごとをする／バックアップスキル」と取り扱った第４

回において、全受講者が研修の難易度を「適切」、講師の説明を「とてもわかりやすい」、研修の時間の

長さが「適切」であり、研修について「とても満足」と回答していた。このことから、第４回について

は、２時間という研修時間に応じた研修内容及び難易度の設定であったことから、受講者の満足度が高
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かったと考えられる。一方、研修内容の業務への貢献度については、全ての回において、全受講者より

「とても役立つ」、「役立つ」との回答が得られていたが、「とても役立つ」の選択割合が最も低かったの

はオリエンテーションを実施した第１回であり、最も高かったのは本格的に SSTを実施した第２回であ

り、この回は SSTに関する講義と演習を実施した回と同様、10名中８名が「大変役立つ」と回答してい

た。これについては、この２つの回が新たな知識をより多く得られた回であったことが影響しているの

ではないかと考える。一方、第１回については、唯一、研修時間が「やや長い」との回答があった回で

あったことも考えると、「とても役立つ」の割合が低かったのは、初めて訪問する企業にて、初対面の人

たちと SSTに参加することになった障害者社員のために、ウォーミングアップの時間を多くとったため、

研修の内容が他の回と比較して薄くなってしまったことが影響したのではないかと思われる。 

自由記述の回答や毎回の研修終了後の感想においては、講義と演習を行った回の研修では、障害者支

援の背景となる理論、アセスメント面接の見学や演習、事例紹介といった研修内容に対する好意的な意

見とともに、オンライン参加者からは演習の実施方法の工夫についての要望が聞かれた。SST のセッシ

ョンを開始した第２回以降は、障害者社員の変化や成長に関すること、障害者支援や SSTのリーダーと

してのスキルに関することが多く聞かれた。また、学んだスキルを活用することにより、障害者によい

変化をもたらすことができることに対する気づきやスキルの活用に対する意欲がうかがわれる感想も得

られた。リーダー、コ・リーダーともに経験した支援者社員からは、それぞれの役割の必要性、難しさ

を感じたとの感想とともに、それぞれの役割についての理解の深まりに対する感想が得られた。これら

のことから、本研修プログラムを通し、支援者社員は障害者支援に対する理解を深めていくことができ

たと考える。更に、今後学んだスキルを活用して障害者社員を支援し、効果を発揮することが期待され

る。  

支援者社員への全研修終了後のアンケート調査においては、回答者 13 名のうち障害者社員とともに

試行に参加した５社の 11名からは「大変満足」、自社より障害者社員が参加しなかった２社の２名から

は「満足」との回答が得られた。また、２名のうち１名については、全回、オンライン参加となった支

援者社員であった。障害者とともに参加した５社の支援者社員については、本セッションにて自社の障

害者社員がスキルアップする姿をみることができ、また、自社にて実践したブースターセッションにて

自身及びメンバーとなった障害者社員のスキルアップを実感することができたこと等が満足度に影響し

たと考える。自由記述回答からは、これまでの障害者支援において、先回りした支援や過剰な支援に対

する反省とともに、本人の適応的な行動を引き出すための働きかけや適応的な行動に対する強化の重要

性に関する気づきに関する感想が複数見られた。また、SST で学んだスキルを日々の障害者支援におい

て活用し、そのことにより障害者社員の行動が望ましい方向で変化していることが把握された。更に「夢

（なりたい姿）を共有しながら仕事をするようになりました」といった SSTの本質である希望志向的ア

プローチに関する記述も得られた。更に、ブースターセッションのみならず、日常の障害者支援におい

て研修で学んだスキルを活用し、障害者社員によい変化がもたらされていることについての記載も見ら

れた。研修全体への意見や要望については、研修での学びに対する好意的な意見が多く見られたが、オ

ンラインでの実施についての課題も指摘されており、今後の検討事項と考える。 

支援者社員への全研修終了後のヒアリング調査において、SSTについての説明を求めたところ、「個人
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の目標を達成するため」、「障害のある方が職場でより働きやすくなるため」、「チームとして成長するた

め」、「自分も相手も楽に、よい関係を築くため」の「コミュニケーション」や「対人技能」の「トレー

ニング」といった SSTの本質を踏まえた回答が複数見られた。また、「支援スキルの向上の場として役立

つもの」といった支援者社員の育成に役立つという意見も聞かれた。障害者支援において重要なことに

ついては、「本人の強みを見つけ、それをポジティブに伝えること」、「相手の行動の意味を理解し、対応

すること」といったアセスメントに基づく対応に関することや「褒め方、誘導の仕方、意見の引き出し

方」、「細やかな強化」といった行動の引き出し方、引き出された行動に対する強化に関する回答が複数

得られており、研修で伝えたかった知識を習得することができたと考える。また、回を重ねるごとに、

SST のリーダーとして、メンバーに対するアセスメントやフィードバックのスキルが向上したことに関

する意見も多く聞かれ、研修プログラムの受講により、知識の向上のみならず、スキルも獲得されたと

考える。以上のことからレベル２の研修効果があったと考える。更に、支援者社員全員が試行協力者と

なり、本セッションの翌日のブースターセッションを実施したＫ社の支援者社員からは、「強化」という

キーワードもとにした支援が支援者社員の中で強く意識されるようになったという意見も聞かれ、共通

の学びを得たことの効果も聞かれた。また、研修プログラムを通し、相手の行動に対する具体的なフィ

ードバックによる行動形成の重要性に対する理解を深め、それを職場で実践しているといった意見も多

く聞かれ、その結果、「障害者社員でも褒め合うことが増えた」「障害者社員は自己主張がきちんとでき

るようになり、視線や表情から自信が感じられるようになった」といった自身及び障害者社員の変化に

対する意見も聞かれており、研修での学びが、支援者社員及び障害者社員の行動に変化をもたらしたこ

と（レベル３の研修効果）が把握された。また、研修を受けたことによる個人の生活面へのインパクト

も確認できており、職場全体のコミュニケーションの向上や活性化や職場の雰囲気のよい方向での変化

に関する感想が多く聞かれたことからレベル４の効果も期待できると思われる。 

障害者社員に対するヒアリング調査結果からは、障害者社員の SSTの受講に対する満足度は高いこと

が確認された。SST についての説明を求めたところ、４名が生活等に役立つコミュニケーションスキル

のトレーニング、１名がとても勉強になるものと答え、コミュニケーションにおいて重要だと学んだこ

とについては、SST で取り扱ったスキルや視線の合わせ方、声の調子等のコミュニケーションを効果的

にとるためのポイントが多く挙げていたことから、SSTが自身にとって役立つものであることを理解し、

コミュニケーションスキルに対する知識を獲得していることが確認された。SST の受講前後の自身及び

他のメンバーの変化について尋ねたところ、表現に差こそあれ、自他の評価は概ね一致しており、スキ

ルの向上が確認された。なお、この評価については、支援者社員の評価とも概ね一致していた。 

SST 受講前後の職場での自身及び他者の行動の変化を尋ねたところ、それぞれが自身のコミュニケー

ションについてよい変化を感じていた。また、支援者社員の支援スキルの向上も確認された。 

以上のことから、障害者社員が SSTに対して意欲的に取り組み、そこで得た知識やスキルを日常的に

活用することにより、自らの行動を変容させることができたこと、すなわち、４レベルアプローチのレ

ベル３までの効果が確認できたと考える。 

SST 受講前後の自身及び他のメンバーの変化について質問したところ、５名ともが自身及び他者の変

化を感じており、表現の差こそあれ自己評価と他者評価が一致していた。また、これらの評価は支援者
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社員の評価と一致していた。支援者社員の行動についての質問に対しては、「声の調子がよくなった」等、

具体的に褒められた、褒められることが多くなった、また、褒められて嬉しかった、スキルの活用につ

いてのモチベーションが上がった、話し方がわかりやすくなったといった意見が聞かれた。SST 前後の

事業所内の変化については、コミュニケーションが活性化したことについて共通意見が得られた。これ

らのことから、障害者社員が、支援者社員の支援を受けながら、職場において SSTで学んだスキルを、

声の大きさ、調子、速さといったコミュニケーションを効果的に活用するためのポイントを意識しなが

ら活用し、コミュニケーションスキルの向上を図っていったことが理解される。また、Ｉ社のＩ－１事

業所の支援者社員のヒアリング調査においては、SST 実施後には SST を受けていない障害者社員に対す

る伝達研修を行い、全員でスキルトレーニングに取り組んだことが把握されており、これが職場全体の

コミュニケーションの活性化につながったと考える。 

以上のことから、本研修プログラムの受講者は、研修に満足し、その内容を理解し、学習したことに

基づいて自らの行動を変容させることができた、すなわち、本研修プログラムについてはレベル３まで

の効果があったと考える。 

レベル４の職場定着率については、すぐには把握することができないが、支援者社員及び障害者社員

ともに職場内のコミュニケーションが活性化したと感じていることが把握されていることから、少なく

とも研修プログラムが組織に対するよい影響を与えることはできたと考える。 

なお、試行協力企業においては、試行終了後、予定どおり、後半に実施グループの SST を開始した。 

以上のことから、「SSTを活用した人材育成プログラム」を取り入れた研修プログラムを活用した事業

主支援は、事業主の支援者社員の育成というニーズを充足する上で、一つの有効な方法であり、職場内

のコミュニケーションを活性化し、職場環境を改善し、障害者の職場定着を促進する効果が期待できる

ものと考える。 

本研修プログラムのレベル４を測定するための職場定着率については現段階で把握することはでき

ないが、支援者社員及び障害者社員ともに自身の生活や職場についてのよい変化を感じていることから、

少なくとも個人及び組織に対してよい影響を与えることができたと考える。 
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第５節 研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試行のまとめ 

本研究においては、大きく分けて二つの研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試行を実施し

た。 

一つは企業としては障害者雇用に対するニーズを持ちながらも、各支店・拠点における意思決定がな

かなか行われていない事業主に対し、その意思決定を支援することを目的としたものである。もう一つ

は事業主支援の最終目的である「それぞれの企業が自社の障害者の雇用・定着の課題に自立的に取り組

み、ナチュラルサポートができる力を備え、外からの支援を必要としない状態」とすること、そのため

の支援者社員の人材育成を目的としたものである。 

二つの研修に共通する目的は、受講者が研修で得た知識やスキルを活用し、自身のニーズを充足する

ために行動変容し、その結果、個人及び組織に実際的・具体的なインパクトをもたらすことにある。前

者でいえば事業主の雇用する障害者の増加が組織に与えるインパクトであり、そのためには、研修終了

後、事業主の障害者雇用に向けた具体的な行動が必要となる。後者でいえば、障害者の職場定着率の向

上が組織に対するインパクトであり、そのためには、支援者社員が研修で学んだ知識やスキルを障害者

の就労支援において活用していくことが必要となる。 

本節では、これらの試行についてのまとめを行う。 

 

１ 障害者雇用の意思決定支援を目的とした研修プログラムを活用した提案型事業主支援の試行 

 企業としては障害者雇用に対するニーズを持ちながらも、各支店・拠点における意思決定を行うこと

ができていない事業主は、見方を変えれば、障害者雇用に対する潜在的又は抽象的なニーズを持ちなが

らも、そのニーズが顕在化又は具体化していない事業主とみることができる。 

そこで、本研究においては、事業主の潜在的なニーズを顕在化し、また、障害者を雇用したいという

漠然とした抽象的なニーズの具体化を図ることにより、障害者雇用の意思決定を支援するために、研修

を活用した提案型事業主支援の試行を実施し、効果的な情報提供のあり方についての検討を行った。 

試行結果からは、研修において、特に障害に対する理解及び支援機関から得られるサポートについて

の理解を促進する情報提供を行うことは、障害者雇用に際して企業が抱く不安の解消につながり、障害

者雇用への意欲を高め、具体的な行動の検討を促す上で重要であることが示唆された。更に、支援機関

の機能やその活用方法については、障害者雇用の経験の有無に関わらず、十分周知されていないことが

試行協力企業の事業主に対するヒアリング調査及び試行協力者に対するアンケート調査から把握されて

おり、これらのことについてのより丁寧な情報提供が必要と考える。マーケティング業界には、顧客の

不安や懸念を取り除くことで購買行動を促す「リスクリバーサル」という技術があり、活用されている。

障害者雇用の意思決定を支援する上でも、事業主がどのようなことに不安や懸念を抱いているかを的確

に把握し、それを取り除くための情報提供によるリスクリバーサルが重要と考える。 

研修においては、単なる情報提供にとどまらず、職務の創出、職務と障害のある求職者とのマッチン

グ、職場適応支援における「支援機関の活用」、短時間トライアル雇用という「支援制度の活用」を組み

合わせた一つの提案を行った。その結果、アンケートに記名のあった 27 名中９名がＥ社に所属してお

り、そのうち２名の支店長から新しく障害者を雇い入れることを検討したいとのニーズが把握された。
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この２支店においては、現在、「支援機関を活用した週 10時間から始める障害者雇用」という提案をも

とにした取組を開始している。また、これとは別に実施した中小企業の事業主を対象とした研修のアン

ケート調査回答者５名のうち１名の事業主が、この提案をもとにした取組を開始している（巻末資料 15）。 

厚生労働省が５年に１回実施している「障害者雇用実態調査」において、障害者雇用に当たっての課

題として回答されたものの中では「会社内に適当な仕事があるか」が毎回最も多い。これは障害者の担

当職務の創出が、いかに企業が障害者を雇用する上での大きな課題となっているかを示すものである。

本試行においては、いきなり週 30時間以上の職務を創出するのではなく、まずは週 10時間分の職務を

創出し、その職務の創出や職務と障害者のマッチング、職場適応から定着までの支援機関の支援、支援

制度が活用できることが理解できれば、そのハードルは下がると考え、「支援機関を活用した週 10時間

から始める障害者雇用」を提案した。本提案の有効性を確認する上では、更なる試行の積み重ねが必要

であるが、この「支援機関を活用した週 10時間から始める障害者雇用」という提案、そしてこの提案を

盛り込んだ研修プログラムを活用した事業主支援は、障害者の担当職務の創出に課題を抱える事業主の

障害者雇用の意思決定を支援し、障害者雇用を促進する一つの方法となる可能性があると考える。 

今後の課題として、リスクリバーサルのための情報提供のみならず、障害者雇用のメリットを感じて

もらえるような情報提供も必要と思われる。障害者雇用事例をもとに、障害者を雇用したことにより、

企業にもたらされるメリット等を伝えることにより、事業主の障害者雇用の意思決定を更に促進するこ

とが可能と考える。また、研修の方法についても、本試行では時間的な制約等もあり、講義のみを行う

に留まったが、事業主の主体的な行動を促す上ではグループワーク等を取り入れる等の工夫が必要であ

ると考える。更に、障害者雇用の意思決定を行った事業主が、その実行に対する支援を受けやすくする

ため、支援機関へのアクセスを容易にする、あるいは、支援機関から積極的に働きかけられるようにす

るといった工夫も行っていくべきと考える。 

 

２ 支援者社員の人材育成を目的とした提案型事業主支援の試行 

支援者社員の人材育成を目的とした試行については、認知行動療法の４つの技法を中心に構成した研

修プログラムと４つの技法の一つである SSTを活用した研修プログラムを用いた２種類の試行を実施し

た。 

前者の試行については、支援者社員の人材育成というニーズはありながらも、どのような内容、方法

で育成したいというニーズの具体化には至っていなかった３社を試行協力事業主として実施した。支援

者社員の人材育成に対するニーズを持つ事業主は多いが、そのニーズは抽象的なことが多い。本試行に

おける全５回の研修プログラムでは、認知再構成法、問題解決技法、アサーショントレーニング及び SST

という４つの認知行動療法の講義及び演習を行った。その結果、支援者社員は提案されたものの中から、

それぞれが有用と考えたものを就労支援や自らの生活において活用し、何らかの成果を得ていた。また、

経営陣が支援者社員とともに試行に参加した１社（Ｉ社）においては、本研修プログラム受講により、

自社の人材育成に対するニーズが具体化され、研修終了後すぐに、SST を活用した人材育成の具体的な

方針を定めるに至っていた。これについては、経営陣と支援者社員が同じ研修を受けたことにより、共

通の知識・理解を持って社内の人材育成計画に取り組んだことにより、組織の意思決定がスムーズにな
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されるという効果があったと考える。 

今回、研修プログラムにて取り上げた認知行動療法は、全て地域センターにおける障害者支援に活用

されているものである。今後は、例えば、地域センターにおいて実施している事業主ワークショップや

職場適応援助者養成研修修了者サポート研修等において、このような様々な支援技法等を紹介し、体験

してもらえるような研修を実施することにより、支援者社員の人材育成に対する抽象的なニーズを具体

化し、具体化されたニーズの充足に向けた支援を行っていくことで、より積極的な事業主支援を展開し

ていくことも一つの方法ではないかと考える。 

後者の試行においては、「SSTを活用した人材育成プログラム」という研修プログラムを活用した。試

行については、先に紹介したＩ社を対象としたものと、地域の複数の障害者雇用事業所を対象としたも

のを実施した。Ｉ社については、認知行動療法の４つの技法を中心に構成した研修プログラムを受講し

たことで、自社の人材育成に対するニーズの具体化が図られたことにより、その支援に対する新たなニ

ーズが発生した結果、本試行に参加することになった。複数の障害者雇用事業所を対象とした試行につ

いては、試行協力企業のうちの１つの事業主がある障害者雇用企業団体が開催したセミナーにて「SSTを

活用した人材育成プログラム」のことを知り、これを自社のみならず、地域の障害者雇用事業所に普及

させることで支援者社員の人材育成を図るとともに、地域の就労支援力の向上や地域の就労支援ネット

ワークづくりにつなげたいという事業主のニーズを持ったことがきっかけとなり実施した。また、この

事業主には、研修プログラムを事業主の指示による開催といったトップダウン式ではなく、支援者社員

のニーズに基づくボトムアップ式で実施したいというニーズもあったため、まずは、「SSTを活用した人

材育成プログラム」を地域の就労支援ネットワークの中で実践したいという支援者社員のニーズを引き

出すためのワークショップ形式の研修を実施した。 

「SSTを活用した人材育成プログラム」を活用した提案型事業主支援においては、SSTの観察学習→実

践→振り返り（実践に対するフィードバック）の繰り返しにより、支援者社員のスキルアップを支援し

た。その結果、支援者社員は SSTのセッションのみならず、日常場面においても SSTのリーダースキル

を障害者の就労支援に活用していた。また、その結果として、障害者社員の行動変容、職場へのインパ

クトも確認されており、一つの有効な事業主支援の方法ではないかと考える。 

先にも述べたように、SST は地域センターの障害者支援において活用されており、４つの技法の中で

は最も早く支援に取り入れられてきたものである。また、地域センターにおいて職場対人技能トレーニ

ングとして実施されている JST （Job related Skills Training)も、基本的には SSTと同じ構造を持つ

ものといえる。今回は観察学習の場を新たに設定したが、例えば地域センターが、今回の試行と同様の

事業主支援を実施する場合、センターで実施している SSTや JSTを、受講者である障害者の同意を得た

上で観察学習の場として提供すれば、あらたに観察学習の場を設定する必要はない。また、見学後、支

援者社員に自社にて実践してもらい、次回、各社における実践結果等の共有を図っていくという方法を

とれば、今回の試行と同じ構造で、支援者社員の育成を支援することが可能と考える。 

  

− 166 −



167 

 

【引用・参考文献】 

厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」う

つ病の認知療法・認知行動療法（患者さんのための資料）https://www.mhlw.go.jp/bunya/shouga

ihoken/kokoro/dl/04.pdf, 2020.９.３閲覧 

厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」う

つ病の認知療法・認知行動療法 治療者用マニュアル https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaiho

ken/kokoro/dl/01.pdf, 2020.９.３閲覧 

高齢・障害・求職者雇用支援機構（2019）「はじめからわかる障害者雇用 : 事業主のための Q&A集」（令和元

年９月版） 

障害者職業総合センター 調査研究報告書 No.113(2013)「SST を活用した人材育成プログラムに関する

研究」 

障害者職業総合センター（2013）「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー（試案）―SST研

修資料集―」 

障害者職業総合センター（2013）「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー（試案）―パート

ナー研修資料集―」 

障害者職業総合センター 調査研究報告書 No.124(2015)「SST を活用した人材育成プログラムの普及に

関する研究―ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナーの普及―」 

障害者職業総合センター 資料シリーズ No.92(2016)「SSTを活用した人材育成プログラムの活用方法に

関する研究―ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー（活用編）―」 

障害者職業総合センター 調査研究報告書 No.133(2017)「精神障害者及び発達障害者の雇用における職

務創出支援に関する研究」 

職業能力開発総合大学校能力開発研究センター調査研究資料 No.114（2005）「公共能力開発施設の行う

訓練効果測定 －訓練効果測定に関する調査・研究－」 

新里里春（2005）「交流分析療法 -エゴグラムを中心に-」（第２版） チーム医療 

鈴木克明 (2015) 「研修設計マニュアル：人材育成のためのインストラクショナルデザイン」 北大路

書房 

東京大学医学部心療内科 TEG研究会（編）（2019）「新版 TEGⓇ3 マニュアル」 金子書房 
米原あき（2014）研修評価における「行動変容」への視点：「4レベルアプローチ」を手掛かりに．国

立教育政策研究所紀要，143，209-219． 

  

− 167 −





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第５５章章  ままととめめ  

  

  
 





- 169 - 
 

第５章 まとめ 

 

第１節 提案型事業主支援のための課題把握と解決方策の検討について 

近年、障害者雇用における事業主支援業務の重要性が増す中で、支援者にとって、事業主の支援ニー

ズ・課題を把握・共有した上で、改善方策を検討・提案を行っていく提案型の事業主支援が求められて

きている。 

提案型の事業主支援の実施に当たっては、事業所の抱える課題を、事業所と支援者がともに紐解き、

そこに食い違いや誤解がある場合は、互いにすり合わせながら、共通認識のもと、課題解決のための方

策を探っていくことが必要である。 

上記を踏まえて、本調査研究は、地域センターの事業主援助業務の実態を把握し、事業主の抱える課

題を支援者と共に把握していくためのツールを開発することとした。あわせて、事業主支援の有効な方

策の一つである研修という手法を通じて、把握した課題の解決を図るとともに、その効果の検証を通じ

て更なる課題を把握してその解決を目指す、いわば PDCA サイクルを回す支援モデルを試行することと

した。 

以下では、本調査研究の経緯を振り返るとともに今後の課題について言及していきたい。 

 

第２節 地域センターの事業主援助業務について 

地域センターによる事業主援助業務の実施状況を把握するために、アンケート調査を実施した結果、 

下記のことが明らかとなった。 

① 障害者が特定されていない段階（雇用の拡大含む）の事業主支援は、特定の障害者の採用、職場適

応又は職場復帰に伴う支援よりも頻度は低いものの、ほとんどの地域センターで実施されていた。 

② 障害者が特定されていない段階（雇用の拡大含む）の事業主支援の、事業主にとってのねらいにつ

いては、「法定雇用率の達成」（96％）、「障害者の担当職務の検討」（92％）、「経営者・社員の意識

向上、経営者・社員への情報提供」(88％)が多かった。 

③ 障害者が特定されていない段階（雇用の拡大含む）の事業主支援の方法では「社員研修への協力

（講師派遣、外部講師の活用を含む）」が最も多く、すべての地域センターで実施されていた。 

④ 地域センターが支援した研修における事業主にとってのねらいについては、「障害者雇用に向けた

経営層の理解促進」、「障害者雇用に向けた社内の理解促進」、「職場の雇用管理ノウハウ、具体的

接し方の理解、演習」、「雇用開発・職務創出」、「その他」の５つに整理された。 

 

第３節 地域センターの実態を踏まえたツールの作成について 

本調査研究では、上記地域センターに対する調査結果等を踏まえて、ツールの作成を行うこととした。

ツールの作成に当たっては、依然として０人雇用企業が多い実態を踏まえて、主に地域センターでの活

用を意図し、「これから障害者雇用に取り組む事業主や既に取り組んでいる事業主」を対象に、「事業主

が主体となって障害者雇用に向けた取組を検討していただく中で、地域センターのカウンセラーと相談
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しながら」課題を把握するため活用するためのツールとして作成することとした。 

 ツールは、下記のプロセスで作成した。 

① 地域センターへのアンケート結果から、障害者雇用に関する事業主の課題、支援機関への期待及

び今後の事業主支援のあり方に関する自由意見等をクラスター分析することにより、事業主の抱

える課題の抽出を行うとともに、既存の資料等も参考としながら障害者雇用の課題を円滑に把握

するためのツール（試作版）を作成した。 

② 障害者を支援する機関の専門家（中央障害者雇用情報センターの障害者雇用支援ネットワークコ

ーディネーター、２地域センターの主任障害者職業カウンセラー、全地域センターの事業主援助

業務担当者等）の意見を取り入れて修正を施した。 

③ 事業主の視点として、地域センターにおいて事業主援助業務の対象となっている事業主との相談

場面でツール（試作版）を試用してもらうことで、障害者雇用の取組の整理にどのように役立つ

かの確認を行い、更に障害者の雇用実績のある企業２社の人事担当者の意見を聞いて修正を加え

た。 

上記の調査結果や専門家等の意見を踏まえ、ツールの作成においては、以下の点を意識することとし

た。 

① 事業主と支援者が、同じツールをもとに話し合いながら課題を把握することができるようポイン

トを押さえた、わかりやすい言葉でチェックポイントを整理する。 

② 事業主の障害者雇用に対する姿勢、取組の進捗状況や置かれた環境等に応じて、障害者雇用の課

題のうち、取り組みやすいところから始めることができるよう配慮して作成する。 

③ そのため障害者雇用の各チェックポイントについては、（ステップを踏んで直線型に進めるものと

して捉えるというより）始めやすいところからスタートできるような円環状の配置とする。 

④ 初めて障害者を雇用する事業主を意識して作成したが、その後の職場定着も見据えて、障害者の

仕事に対するモチベーションの向上、スキルアップや戦力化を意識した内容とする。 

⑤ 障害者の職務創出、採用や配置など、障害者の受入れに当たって、事業主が抱え、悩みやすいポイ

ントを整理する。 

なお、作成した具体的なツールは、以下の２点となった。 

① 障害者雇用のためのサポートツール：障害者雇用を円滑に進めるためのヒントになるような７つ

のチェックポイントを「障害者雇用のための取組みチェックポイント一覧」としてまとめた。形

式としては、相談場面における事業主の見やすさや支援者の使い勝手を考慮して、チェックポイ

ントの一覧を、Ａ３・１枚でまとめた（巻末資料 13－１）。 

② 障害者雇用のためのサポートツール チェックポイント別参考資料：７つの各チェックポイント

について、その背景等についてわかりやすく説明した冊子。この参考資料については、支援者が

チェックポイントの背景やより詳しい内容を事業主に情報提供したり、事業主自身が読むことで、
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より深い理解につなげることができるよう、関連するデータや調査結果、事例、制度の概要等に

ついてまとめたものとしている（巻末資料 13－２）。 

 

第４節 研修プログラムを活用した提案型事業主支援について 

 地域センターへのアンケート調査結果から、障害者・患者が特定されていない段階の事業主支援の方

法について「社員研修への協力」が一番多かったこと（問８：100％）、その研修のテーマ(タイトル、内

容)や、事業主にとっての研修のねらいは多様であること（問 18、問 19）等が確認された。研修の実施

は、事業主支援の有効な方策と考えられることから、本調査研究では、把握された事業主の課題解決の

方策として、研修プログラムを活用した提案型事業主支援を試行することとした。 

本試行については、支援の内容として、第１章で整理した事業主支援の課題を踏まえ、大きく「事業

主の障害者雇用の意思決定」及び「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」の２つの課題に対

応することを目的とした。 

また、「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」については、「認知行動療法の４つの技法を

活用した全般的なプログラム」と、4つの技法の一つである SSTを活用し、より専門的な人材育成を目

指した「SSTを活用した人材育成プログラム」とを実施した。 

さらに、「SST を活用した人材育成プログラム」については、「個々の企業を対象」としたものと、地

域全体の支援力の向上と地域ネットワークの構築を目指し「複数企業を対象」としたものを実施した。 

以上、本研究における研修プログラム試行の概要をまとめると以下の表のとおりとなる。 

表  研修を活用した提案型事業主支援の内容 

把把握握ししたた課課題題  研研修修ののねねららいい  対対象象企企業業のの属属性性  提提供供情情報報やや活活用用理理論論等等  

事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用のの意意

思思決決定定  

障害者雇用ニーズの顕在

化・具体化 

関連する事業所を含めた

企業グループ 

支援制度や支援機関に関

する情報を含めた多様な

情報提供 

企企業業内内でで障障害害者者雇雇用用をを支支

ええるる人人材材のの育育成成ⅠⅠ  

支援者社員として身に着

ける情報一般、地域ネット

ワークづくり 

複数企業 認知行動療法の４技法 

企企業業内内でで障障害害者者雇雇用用をを支支

ええるる人人材材のの育育成成  

ⅡⅡ－－ⅠⅠ        

社内のより専門的な支援

者社員育成 

個別企業 認知行動療法の４技法の

うちの SST 

企企業業内内でで障障害害者者雇雇用用をを支支

ええるる人人材材のの育育成成  

ⅡⅡ－－ⅡⅡ        

地域の支援力の向上、地域

のネットワークづくり 

複数企業 認知行動療法の４技法の

うちの SST 
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１ 「事業主の障害者雇用の意思決定」の支援について 

「事業主の障害者雇用の意思決定」の支援に先行し、試行対象企業からのヒアリング等を実施して課

題を把握した。把握した課題は、主に、①特に身体障害以外の雇用に消極的で障害特性の理解も不足し

ていること、②障害者の担当職務の創出、③障害者雇用に対する支援に関する情報不足の３点であった。

これらの課題に対応した研修プログラムを作成、試行するとともに、研修プログラムにおいて、短時間

の雇用から、徐々に職務の幅を広げ、勤務時間の延長を図っていくことを提案した。 

 研修プログラム実施後に、アンケート等で、その効果等について確認を行ったところ、研修を通じた

情報提供の中でも、特に障害に対する理解及び支援機関から得られるサポートについての理解を深める

ことは、障害者雇用に際して事業主が抱く不安の解消等につながり、障害者雇用への意欲を高め、具体

的な行動の検討を促す効果が期待できると考えられた。 

 一方で、受入れ態勢の整え方や障害者雇用の進め方に理解を示しつつも、それに係る人的・時間的コ

スト等から、その実行に困難を感じ、行動を検討するに至らなかった可能性も示唆され、同業他社の事

例の提供等更なる情報提供のあり方の工夫が必要と考えられた。 

 研修実施の方法として、本研修プログラムについては時間の制約等からオンラインでの講義という形

式をとったが、特に担当職務の創出という課題に対して、事業主の主体的な取組を促すためにはグルー

プワークを取り入れることが必要と考えられる。 

更に本研修プログラムを通じて事業主に提案した、支援機関を活用した「週 10時間から始める障害者

雇用」については、地域センター等の職業リハビリテーション機関の専門的支援が有効に機能すること

も併せて説明することで、事業主の障害者雇用の意思決定を促すことができたことから、課題の把握か

ら解決方策の提示に至る提案型の事業主支援の一つの有効な方法となる可能性があると考えられる。 

 

２ 「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」の支援（認知行動療法を活用したプログラム） 

研修プログラムの試行のもう一つの課題として設定した、「企業内で障害者の一般雇用を支える人材

の育成」については、２つの研修プログラムを設定した。 

一つは障害者社員の職場定着に対する支援体制の強化のための支援者社員の人材育成を目的として、

地域センターで活用されている４つの認知行動療法をもとに試作した。 

ヒアリングを通じて把握した試作対象企業の抱える課題は、主に、①精神障害者及び発達障害者に対

する支援スキルの向上、②就職前に就労支援機関が実施した支援と就職後に支援者社員が実施する支援

の継続性、③支援者社員のメンタルヘルスの３点であった。 

これらの課題に対して、地域センターで、リワーク支援等で活用されている認知再構成法（コラム法）、

精神障害者、発達障害者等を対象として活用されている問題解決技法（技能訓練）、アサーショントレー

ニング並びに SSTの講義及び演習により構成された研修プログラムを実施した。 

本研修プログラムの試行について、アンケート及びヒアリングでその効果等について確認を行ったと

ころ、研修で提供した認知行動療法等についての情報やその演習は、支援者社員に一定程度の満足度を

提供したこと、研修で学んだ知識やスキルが、少なからず支援場面において活用できるものであったこ

とが伺えた。 
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また、研修効果について、研修で学んだことに基づいて自らの行動が変化したかどうか等により評価

したところ、職場での研修プログラムの活用について、現時点では、職場単位で研修等に活用するには

至っていなかったものの、９名中７名が近い将来、活用を予定していると回答したことから、本研修の

効果が確認されたと考える。 

 

３ 「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」の支援（認知行動療法の４技法のうち SSTを活

用） 

「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」についてのもう一方の研修プログラムは、コミュ

ニケーションスキルの向上支援に有効とされる SST（障害者職業総合センターにおいては、SST を活用

し、障害者を雇用する企業における、障害者社員及び支援者社員の育成を同時に行うことを目的とした

「SSTを活用した人材育成プログラム」を開発している。）を活用した研修プログラムとした。 

 なお、本研修プログラムの試行については、1 企業を対象としたものと、地域の支援ネットワーク構

築も目指した地域の複数企業を対象とした２パターンの支援を実施することとした。 

 

（１）１企業を対象としたプログラム 

本研修プログラムの対象となった企業のニーズ及び課題は、「障害のある正社員に SSTを実施し、キャ

リアマップに盛り込みたいが、どのように実施してよいかわからない」、また支援者社員に SSTの運営・

実施を任せることにより、支援者社員の人材育成を同時に行いたいが、そのスキルを有した社員がいな

い」というものであった。 

これらのニーズや課題に対応した演習を含んだ研修プログラムを支援者社員と障害者社員に実施し、

研修終了後のアンケート調査等において結果の確認を行ったところ、支援者社員については、理論と実

践がセットになった本研修プログラムの実施方法についての高い満足度が確認されるとともに、研修で

伝えたかった知識の習得及びスキルの向上について一定程度の効果が認められたと考えられる。 

障害者社員に対する効果としては、SST の受講に対する満足度が高かったことが確認され、またその

目的もきちんと理解されていたと推察される。これらの結果から、障害者社員が支援者社員の支援を受

けながらコミュニケーションスキルの向上を図っていったこと、それが職場全体のコミュニケーション

の活性化、職場環境の改善につながり、ひいては職場定着を促進する効果が期待できると考えられた。 

 

（２）地域の支援力の向上と地域のネットワークの構築をめざした複数企業を対象としたプログラム 

本研修プログラムの試行については、自社のみならず地域の障害者雇用事業所への普及によって、地

域の就労支援力の向上及び地域の就労支援ネットワークづくりの構築を目指したいとの事業主ニーズを

もとに実施した。また（１）の場合と同様、SST の指導を担当するスキルを有した支援者が自社にも地

域にもいないことが課題として挙げられていた。 

上記ニーズを受けて、SST を活用した研修プログラムを実施することとした。本研修プログラムは、

まず、①地域の支援者社員に本プログラムの内容を知ってもらい、これを地域のネットワークの中で実

践したいというニーズを引き出すためのワークショップ形式の研修と、②引き出された支援者社員のニ
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ーズをもとに構成した研修プログラムの実施という２段構えの研修を、複数企業に対して実施すること

した。 

研修終了後のアンケート及びヒアリング調査等によりその効果を確認したところ、本研修プログラム

に対しても、研修受講者の高い満足度とともに、研修内容の理解が図られ、かつ学習したことに基づい

て自らの行動を変容させていることが確認できた。このことから本研修プログラムについては、行動変

容に至るまでの効果があったと考えられる。あわせて、本研修プログラムについては、地域の支援力の

向上や、支援者社員のネットワークづくりも、そのねらいの一つであったが、研修の実施による事業所

外のネットワークの形成の効果についての回答が得られており、当初の研修ニーズを一定程度満たして

いると思われる。 

 

第５節 今後の課題等 

１ ツールについて 

（１）ツールの検証、改訂 

本調査研究におけるツールは、主に、地域センターでの活用を意図したものとして作成したことから、

地域センターで把握された事業主の課題をもとにツールのチェック項目等の検討を進めていった。  

また、今回、ツールのチェック項目の検討に当たっては、支援者及び地域センターのカウンセラーに

対してチェック項目に対する意見を求めた。また、地域センターの協力を得て、12の事業主における相

談場面で、課題把握ツールの試用を実施するとともに、障害者雇用の一定進んだ企業２社に対して、今

後障害者を雇用する事業主の立場に立っていただき、ツールの改善点等についてヒアリングを行った。 

本ツールについては、必要に応じ地域センターの実情に即してカスタマイズしていくことが有効と考

える。また、今後、本ツールが、実際の相談場面で事業主の課題を把握するツールとして使いやすいも

のとなっているか、地域センターにおける活用を通じて検証し、必要な修正や情報の加除を行うことで

ブラッシュアップを行っていくことが必要であろう。あわせて、本ツールが事業主の課題を的確に把握

するのに有効か、事業主目線から、より詳細な検証も必要と考える。 

また、今回、地域センターを通じて、事業主の抱える課題を把握してツールを作成したが、これらの

課題については、一般的に、地域センター以外の支援機関も同様に把握する課題とも重複すると想定さ

れることから、本調査研究で作成したツールについては、地域センター以外の支援機関でも活用が可能

なものと考える。それぞれの支援機関を利用する事業主のニーズは、利用する支援機関の機能や地域性

等に応じて多様であろうが、今後、ツールを、より多様なニーズにも応えられるものするためには、対

象とする支援機関の幅を広げて意見聴取等を行うことも必要と考える。 

 

（２）ツールの活用のための検討 

ツール作成の経緯と活用する上での留意点について第３章で整理している。ツールの活用については、

障害者雇用が一定進んでいる２企業の人事担当者へのヒアリング結果から、ツールと参考資料の使い分

けについて、1社からは、チェックリスト一覧から使い始めることを想定し、もう 1社は、参考資料を

読むことからスタートすることを想定したというように、分かれる可能性があることが示唆された。そ
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れぞれの使い方のアプローチは、障害者雇用の検討に割ける時間や人員等、事業主によって異なると考

えられる。 

支援者には、これら事業主の状況も見極めつつ、ニーズや課題を把握していくことが求められる。 

どの事業主にはどういったアプローチが効果的であるかについては、今後、支援の現場において、実

際にツールを活用しながら、自ずと積み重ねられて、地域ごと、業種ごと、規模ごと等にカスタマイズ

されていくものと考える。 

 

（３）ツールを活用する支援者のスキルについて 

本ツールは、事業主に提示することを意識して、それぞれのチェックポイントをわかりやすく説明し

た参考資料もあわせて作成した。結果として、新任カウンセラーも経験の長いカウンセラーも有効活用

ができるようなものとなったと思われるが、課題の把握から支援に向けては一定の支援スキルが必要と

なってくると考えられる。 

その場合、事業主支援に当たって、その業種（製造か事務か）や規模（経営者のリーダーシップの浸

透度に影響）、地域（通勤手段等）、職場環境（安全衛生、設備環境）等の特性が障害者雇用に与える影

響等について意識することが重要である。 

 また、こうしたツールを活用した相談に当たって留意しなければならないこととして専門家等から指

摘されたことの一つとして、各チェックポイントに囚われすぎることにより、企業を指導するという意

識が働きがちになることが挙げられた。支援者には常に事業主の視点に立って共同で問題解決を図ると

いう姿勢が不可欠であることもツールを活用する上で忘れてはならない視点と考える。 

 

２ 研修プログラムを活用した提案型事業主支援について 

（１）研修プログラムの検証方法等について 

本調査研究の目的の一つである、研修プログラムを通じた提案型の事業主支援については、前述した

ように、「事業主の障害者雇用の意思決定」、「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成」（認知行

動療法の活用）、「企業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成（SST の活用:１事業所を対象）」、「企

業内で障害者の一般雇用を支える人材の育成（SST の活用：複数企業対象」の全部で４つのプログラム

を実施した。 

本調査研究における研修の効果については、カークパトリックの「４レベルアプローチ」に基づいて

確認したり、研修実施後の意欲の変化や具体的な行動への検討について、２軸で４象限に分けて検証し

たことは、今後の研修効果の測定方法として有意義であったと考えられる。今回、各象限ごとのサンプ

ル数は少なかったものの、今後、象限ごとのサンプル数を増やすことで、研修の効果測定の精度を上げ

ていくとともに、より有効な研修プログラムの開発に役立てていけると考える。 

本研修プログラムの中でも、特に職場定着を課題として設定した SSTを活用した研修については、支

援者社員のみならず、障害者社員に対しても研修及びその効果検証のためのアンケートを実施し、プロ

グラムの効果について一定の評価が得られたところである。 

支援者社員の視点と障害者社員の視点は、異なるものであり、同じ事象であってもその評価は異なる
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可能性があることから、支援者社員と障害者社員両者に研修を実施した場合は、障害者社員に対しても

より詳細なヒアリング等を行い、職場や仕事、人間関係に対する満足度あるいは職務遂行の状況やキャ

リア志向への影響等を把握することで、研修プログラムのより一層の充実につながると考える。 

 

（２）研修プログラムの内容・方法の更なる工夫 

本調査研究で実施したプログラムの効果について、研修受講者から有意義度や意欲の向上について高

い評価が得られた。一方で、知識を得たことによる人的、経済的コストへの不安感等から、「障害者雇用

は大変」というイメージ等が優先し、実際の行動に移せなかったケースがあったことも示唆されたとこ

ろである。今後、このような「障害者雇用は大変」というイメージを払しょくするため、具体的に、ど

こが大変なのか（環境整備に係るコストなのか、同僚等の障害者理解が進まないことなのか等）、その隘

路がどこにあり、解決のために何が必要なのかについて分析して、解決への糸口となるような情報提供

や提案を研修内容に盛り込むことが必要であろう。 

事業主が障害者雇用により取り組みやすくするため、研修プログラムにおいて、実際に働いている障

害者の姿を動画で紹介して障害者雇用のイメージをつかみやすくしたり、同規模、同業他社の事例を積

極的に紹介することで、障害者雇用をより身近なものと感じていただけるような情報提供が必要であろ

う。あわせて、より積極的な取組を促すために、障害者雇用に関する不安の解消や課題解決だけにとど

まらず、障害者雇用のもたらすメリットも感じてもらえるような情報提供や提案の工夫も求められると

考える。 

また、研修の実施方法として、171 ページ第４節の表「研修を活用した提案型事業主支援の内容」中

「企業内で障害者雇用を支える人材の育成 Ⅰ～Ⅱ-Ⅱ」の３種類の研修については、認知行動療法を活

用した支援者社員の人材育成を目的とし、研修の方法として研修参加者の演習やグループワーク、振り

返り等を含めて実施したことで、研修効果に対する一定の評価が得られたところである。ただし、研修

の意欲や行動の変容に向けて、研修参加者が「主体的に参加した」という意識を高めることが重要であ

るため、今後も引き続き「参加型」のプログラムの充実について検討が進められるべきであろう。 

さらに、本調査研究において、研修の対象とした事業所は、企業全体としては障害者雇用を進めたい

との基本的な方針を有していた。しかし、当該事業所での障害者雇用に際して現場の社員に不安があっ

たり、障害者雇用に対する理解が必ずしも進んでいないといった課題を抱えていた。効果検証の結果、

不安の解消や雇用の理解において一定程度の成果が得られたと言えよう。今後は、障害者雇用への積極

性に乏しい、ないしは基本的な方針がない企業に対して、いかに研修実施の理解を得ていくかについて

も検討が進められる必要があると考える。 

 

（３）研修プログラムの的確な実施のためのカスタマイズと支援者スキルの向上 

 本研修プログラムは、地域センターでの実施を想定して実施した。地域センターで活用されている認

知行動療法や SSTといった手法を研修内容に盛り込んで、研修を通じて、事業主のニーズや課題の把握

から、プログラムや資料の作成、研修効果の測定までの、一連の研修を通じた事業主支援のモデルを作

成した。このモデルのポイントは、事業主のニーズを把握した上で実施する研修を通じて、単なる知識
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の付与にとどまらず、事業主の更なる課題を把握するとともに、課題解決に向けた提案を実施すること

にある。 

この観点から、本調査研究で実施した研修プログラムは、一つのケースであり、これを、地域センタ 

ーで展開していくためには、支援対象企業の障害者雇用の実情や課題の所在に合わせたカスタマイズが

必要となってくる。本研修プログラムの資料として、実際のカリキュラムの内容やそれぞれの研修で活

用した資料について、それぞれ柔軟に加工が可能な形にして地域センターに提供することとしているが、

実際に、事業主の課題やニーズを聞き取り、研修プログラムを作成したり、解決に向けての方策を提案

し、新たなニーズを引き出すためには、カウンセラー自身に一定のスキルレベルが求められると考える。 

これは、本調査研究の目的の一つである、ツールの活用についても同様のことが言えるが、ツールや

プログラムは、相談を有効に進めるための手段であり、これらのツールや研修プログラムを活用するた

めの支援者スキルの向上については、支援機関として継続的に取り組むべき課題であると言えよう。 

 

３ おわりに 

本調査研究で示したツール及び研修プログラムについては、事業主支援を有効に進めるための取組の

一つであり、今後、実際の支援現場での活用を通じて、それぞれの実情に応じてカスタマイズやブラッ

シュアップが図られていくべきものと考える。 

 また、今回、開発を進めたツールや研修プログラムは、事業主支援の有効な手段であり、一定程度、

事業主支援の質を担保するものとして作成しているが、これを支援の現場で使う主体は一人ひとりの支

援者であることから、これらツール等の有効活用のためにも、より一層の支援スキル向上に向けての取

組が必要であると考える。 

あわせて、本調査研究を進める過程で、専門家等から受けた重要な意見として、調査研究テーマであ

る「提案型事業主支援」に当たって、支援者は、課題の解決方策を提案する立場であっても、常に事業

主の視点に立って、共同で問題解決を図る姿勢を忘れてはならないとの指摘があったことも付記してお

きたい。 

 今後、障害者雇用における事業主支援の重要性が増してくると想定され、多様な事業主のニーズや課

題への対応が求められる中で、本調査研究の成果が、今後の事業主支援の一助となれば幸いである。 
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貴
セ

ン
タ

ー
の

事
業

主
支

援
に

当
て

は
ま

る
も

の
を

い
く
つ

で
も

選
び

、
（ 

）

内
に

〇
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

） 
障

害
者

の
担

当
職

務
の

内
容

の
提

案
 

（ 
） 

求
人

票
の

作
成

に
係

る
助

言
 

（ 
） 

制
度

や
事

業
の

利
用

の
ご

案
内

 
（ 

） 
セ

ミ
ナ

ー
や

研
修

へ
の

参
加

の
ご

案
内

（セ
ン

タ
ー

主
催

か
否

か
を

問
わ

な
い

） 
（ 

） 
社

員
研

修
へ

の
協

力
（講

師
派

遣
、

外
部

講
師

の
活

用
を

含
む

） 
（ 

） 
典

型
的

な
障

害
特

性
や

配
慮

事
項

の
説

明
 

（ 
） 

他
社

の
障

害
者

雇
用

事
例

の
紹

介
 

（ 
） 

雇
用

事
例

企
業

、
訓

練
校

等
の

見
学

の
設

定
 

（ 
） 

障
害

者
雇

用
管

理
サ

ポ
ー

タ
ー

の
活

用
 

（ 
） 

そ
の

他
の

方
法

 
  9. 

上
の

問
「8

」で
「そ

の
他

の
方

法
」を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「1

0」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
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 15
. 障

害
者

の
担

当
職

務
の

提
案

の
前

段
階

で
、

貴
セ

ン
タ

ー
が

行
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
、

頻
度

が
最

も
高

い
も

の
を

１
と

し
、

順
位

を
（ 

）内
に

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
同

程
度

の
頻

度
で

あ
っ

た
り

頻
度

の
違

い
が

わ
か

ら
な

い
場

合
は

同
じ

番
号

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
該

当
し

な
い

選
択

肢
に

は
×

を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

 ）
 業

務
リ

ス
ト

を
事

業
所

に
作

成
し

て
も

ら
っ

た
 

（ 
 ）

 業
務

内
容

に
つ

い
て

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

し
た

り
、

職
場

を
見

学
さ

せ
て

も
ら

っ
た

り
し

た
 

（ 
 ）

 同
業

他
社

等
の

状
況

を
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
や

他
職

員
の

経
験

等
か

ら
確

認
し

た
 

（ 
 ）

 そ
の

他
 

  16
. 上

の
設

問
で

「そ
の

他
」を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「1

7」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
 

  
 

  

 

 13
. 障

害
者

の
担

当
職

務
の

内
容

の
提

案
に

際
し

、
貴

セ
ン

タ
ー

が
着

目
・確

認
し

た
事

項
に

つ
い

て
、

今
年

度
の

貴
セ

ン
タ

ー
の

事
業

主
支

援
に

当
て

は
ま

る
も

の
を

い
く
つ

で
も

選
び

、
（ 

）内
に

〇
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
（ 

 ）
 そ

の
事

業
所

の
誰

か
が

日
常

的
に

担
当

し
て

い
た

職
務

 
（ 

 ）
 主

な
職

務
を

補
う

周
辺

の
職

務
 

（ 
 ）

 外
注

し
て

い
た

職
務

 
（ 

 ）
 生

産
性

向
上

、
主

要
な

業
務

へ
の

専
念

等
が

期
待

さ
れ

る
サ

ポ
ー

ト
の

職
務

 
（ 

 ）
 当

該
事

業
所

の
誰

か
が

行
い

た
い

と
考

え
て

い
た

が
十

分
に

行
え

て
い

な
か

っ
た

職
務

 
（ 

 ）
 当

該
事

業
所

で
は

普
段

行
わ

れ
て

い
な

か
っ

た
が

、
他

社
で

は
行

わ
れ

て
お

り
、

 
  

  
 当

該
事

業
所

に
お

い
て

も
有

用
と

な
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

職
務

 
（ 

 ）
 そ

の
他

 
  14

. 上
の

問
「1

3」
で

「そ
の

他
」を

選
択

し
た

場
合

は
、

そ
の

概
要

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  

次
の

問
「1

5」
へ

お
進

み
く
だ

さ
い

。
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  ◎
ア

ン
ケ

ー
ト
は

以
上

で
す

。
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 
 ◎

令
和

２
年

３
月

９
日

（月
）頃

ま
で

に
回

答
を

完
了

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
支

部
共

有
フ

ォ
ル

ダ
内

の
、

こ
の

調
査

票
が

置
か

れ
て

い
た

以
下

の
フ

ォ
ル

ダ
へ

フ
ァ

イ
ル

を
保

存
し

て
く
だ

さ
い

。
 

¥¥
●

●
¥ 

 
¥●

●
¥ 

 
 

¥●
●

¥ 
 ◎

お
問

い
合

わ
せ

は
以

下
の

担
当

者
宛

、
お

願
い

し
ま

す
。

 

   


 担

当
者

 
●
●（

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

 
TE

L／
●
●●
●-
●●
●-
●●
●●

（
直
通
）

 
e-

m
ai

l／
●
●●
●@

●
●●
●.
●
●.

jp
（
代
表
）

 

 

17
. 貴

セ
ン

タ
ー

で
は

今
年

度
、

事
業

所
の

社
内

研
修

（セ
ン

タ
ー

か
ら

の
講

師
派

遣
、

外
部

講
師

の

活
用

な
ど

）を
支

援
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
し

た
か

？
 い

ず
れ

か
の

（ 
）内

に
〇

を
入

力
し

て
く
だ

さ

い
。

 
 

（ 
 ）

 支
援

し
た

こ
と

が
あ

る
 

（ 
 ）

 支
援

し
た

こ
と

は
な

い
 

→
問

「2
0」

へ
お

進
み

く
だ

さ
い

。
 

  18
. 上

の
問

「1
7」

で
「支

援
し

た
こ

と
が

あ
る

」を
選

択
し

た
場

合
は

、
そ

の
講

義
･演

習
等

の
テ

ー
マ

（タ
イ

ト
ル

ま
た

は
内

容
説

明
）を

お
答

え
く
だ

さ
い

。
 

  19
. 上

の
問

「1
7」

で
「支

援
し

た
こ

と
が

あ
る

」を
選

択
し

た
場

合
は

、
そ

の
研

修
の

（事
業

主
に

と
っ

て

の
）ね

ら
い

に
つ

い
て

、
そ

の
概

要
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

  20
. 障

害
者

雇
用

に
関

す
る

最
近

の
事

業
主

の
実

状
、

地
域

の
障

害
者

雇
用

の
課

題
、

支
援

機
関

へ

の
期

待
、

今
後

の
事

業
主

支
援

の
あ

り
方

等
に

関
す

る
ご

意
見

を
、

自
由

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

  21
. ど

の
よ

う
な

資
料

、
ツ

ー
ル

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
が

あ
れ

ば
、

貴
セ

ン
タ

ー
の

今
後

の
事

業
主

支
援

に

役
立

ち
そ

う
で

す
か

？
 資

料
等

の
内

容
、

解
決

し
た

い
課

題
等

を
自

由
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
 

  22
. こ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

の
主

た
る

回
答

者
の

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
と

し
て

の
経

験
年

数
を

、
１

年

未
満

は
切

上
げ

て
１

年
と

し
て

加
算

し
、

「〇
〇

年
」の

単
位

で
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
 

  

   
年
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□
 
特
定
の
障
害
者
の
障
害
特
性
や
適
性
に
着
目

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
を

現
在

利
用

し
て

い
る

求
職

中
の

障
害

者
を

想
定

し
て

、
具

体
的

な
特

性
等

を

担
当

者
に

説
明

し
な

が
ら

(臨
機

応
変

な
対

応
が

苦
手

で
あ

る
等

)、
対

象
者

が
経

験
し

た
こ

と

の
あ

る
業

務
や

対
応

が
可

能
で

あ
る

と
思

わ
れ

る
業

務
を

組
み

合
わ

せ
て

提
案

し
た

。
 

●
現

場
が

障
害

者
の

受
入

れ
に

対
し

て
不

安
や

負
担

感
を

訴
え

て
い

る
事

業
主

に
対

し
て

、
現

場
か

ら
の

理
解

を
得

ら
れ

や
す

く
な

る
よ

う
、

間
接

業
務

、
補

助
業

務
を

提
案

し
た

。
 

●
保

育
園

で
の

清
掃

 

●
職

業
準

備
支

援
3
等

の
受

講
者

の
中

に
、

そ
の

事
業

所
の

職
場

や
業

務
に

マ
ッ

チ
し

そ
う

な
障

害
者

が
い

れ
ば

、
事

業
所

と
障

害
者

に
見

学
や

実
習

を
提

案
し

た
。

 

●
執

務
室

で
の

事
務

補
助

、
ピ

ッ
キ

ン
グ

業

務
、

清
掃

中
心

の
庶

務
業

務
。

 

●
右

欄
で

「
電

話
応

対
の

な
い

」
と

し
た

の
は

、
発

達
障

害
が

あ
る

た
め

、
電

話
を

か
け

て
く
る

人

の
真

意
を

掴
む

こ
と

や
要

領
良

く
回

答
す

る
こ

と
が

難
し

い
た

め
。

精
神

障
害

が
あ

り
、

電
話

対

応
に

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
る

た
め

で
あ

る
。

 

●
右

欄
で

「
介

護
職

で
は

な
い

」
と

は
、

高
齢

者
へ

の
直

接
の

介
護

を
す

る
必

要
が

な
い

仕
事

。

そ
の

方
の

入
職

に
よ

り
、

介
護

職
員

は
介

護
業

務
に

専
念

す
る

こ
と

が
で

き
、

施
設

全
体

の
効

率
を

上
げ

る
よ

う
な

仕
事

で
あ

る
。

 

●
右

欄
で

「
分

業
」
と

し
た

の
は

、
シ

ー
ツ

は
が

し
、

ト
イ

レ
等

、
特

定
の

職
務

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、

作
業

の
漏

れ
を

減
ら

す
た

め
で

あ
る

。
 

●
電

話
応

対
の

な
い

Ｐ
Ｃ

入
力

を
主

と
し

た

事
務

作
業

。
 

●
介

護
現

場
に

お
け

る
介

護
職

で
は

な
い

清
掃

、
下

膳
作

業
。

 

●
ホ

テ
ル

清
掃

に
お

け
る

分
業

。
 

●
工

場
に

お
け

る
清

掃
業

務
。

 

●
特

定
の

障
害

者
の

障
害

特
性

を
念

頭
に

、
電

話
対

応
な

ど
一

部
業

務
を

除
外

し
て

も
ら

っ
た

。

人
事

担
当

者
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
と

、
事

業
場

の
見

学
を

実
施

し
、

提
案

し
た

。
 

●
簡

易
作

業
、

補
助

作
業

を
切

り
出

し
、

組

み
合

わ
せ

る
。

 

 
 

□
 
現
に
事
業
に
貢
献
し
て
い
る
職
務
に
着
目

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
雇

用
後

、
そ

の
職

務
を

担
当

す
る

障
害

者
の

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
に

も
影

響
す

る
た

め
「
障

害
者

に
も

で
き

る
仕

事
」
と

い
う

視
点

、
言

い
方

は
し

な
か

っ
た

。
決

め
つ

け
な

い
、

限
定

し
な

い
よ

う

に
配

慮
し

た
。

「
雑

務
」
「軽

作
業

」
等

の
言

葉
を

用
い

な
い

よ
う

留
意

し
た

。
 

●
職

務
を

探
し

て
も

見
つ

か
ら

な
い

場
合

は
、

新
た

な
職

務
を

創
り

出
す

よ
う

に
し

た
。

企
業

に
と

っ
て

プ
ラ

ス
と

な
る

、
社

員
に

と
っ

て
あ

る
と

よ
い

職
務

を
新

た
に

創
出

し
て

障
害

者
雇

用
を

検

討
す

る
こ

と
も

一
案

で
あ

る
。

 

●
事

業
所

の
人

事
担

当
者

、
地

域
セ

ン
タ

ー
、

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

だ
け

で
職

務
を

検
討

・
選

定
す

る

の
で

は
な

く
、

現
場

の
担

当
者

と
と

も
に

検
討

し
た

。
 

●
職

務
の

検
討

は
、

職
場

や
事

業
所

全
体

の
受

入
れ

態
勢

づ
く
り

に
も

な
っ

て
い

る
等

、
様

々
な

要
因

と
も

関
係

す
る

。
事

業
主

に
と

っ
て

も
、

雇
用

さ
れ

る
障

害
者

に
と

っ
て

も
、

W
in

-
W

in
の

状

態
に

結
び

つ
け

や
す

か
っ

た
。

 

●
業

務
請

負
・
派

遣
社

員
に

よ
り

対
応

し
て

い
る

業
務

な
ど

を
、

新
た

に
雇

用
す

る
障

害
者

の
仕

事
と

す
る

こ
と

も
一

案
で

あ
る

。
 

●
製

造
部

門
、

製
品

シ
ョ

ー
ル

ー
ム

 

▶
 Ｃ

Ａ
Ｄ

エ
ン

ジ
ニ

ア
、

機
械

加
工

作
業

（
旋

盤
等

）等
 

▶
 製

品
在

庫
管

理
、

検
品

、
梱

包
・
発

送
、

返
品

処
理

、
廃

版
処

理
、

デ
ー

タ
入

力
 

▶
 原

材
料

発
注

書
類

の
入

力
・
フ

ァ
イ

リ
ン

グ
 

▶
 図

面
製

本
、

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
（Ｐ

Ｄ
Ｆ

化
） 

▶
 工

場
内

の
窓

、
壁

、
床

等
の

清
掃

、
掲

示

物
貼

替
え

、
展

示
物

の
入

れ
替

え
、

見
学

者
情

報
の

管
理

 

●
営

業
・販

売
部

門
、

企
画

・間
接

部
門

 

▶
 〔

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
〕
 
基

礎
デ

ー
タ

の
調

査
・
分

析
、

収
益

分
析

、
営

業
関

連
デ

ー

タ
の

収
集

・
分

析
（市

場
リ

サ
ー

チ
） 

▶
 〔

営
業

支
援

〕 
資

料
作

成
 

伝
票

・名
刺

・

封
筒

印
刷

、
会

議
資

料
作

成
・
セ

ッ
ト

、
ダ

イ
レ

ク
ト

メ
ー

ル
封

入
・
発

送
、

 

▶
 〔

Ｗ
ｅ
ｂ
〕 

W
e
b

コ
ン

テ
ン

ツ
作

成
、

W
e
b

デ
ザ

イ
ン

・
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
、

W
e
b

ア
ク

セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
チ

ェ
ッ

ク
、

ネ
ッ

ト
販

売
情

報

の
更

新
、

W
e
b

掲
載

用
写

真
撮

影
、

画

像
処

理
・
取

り
込

み
 

▶
 〔

経
理

〕
 
給

与
・出

張
費

計
算

・
デ

ー
タ

入
力

 

▶
 〔

庶
務

〕
 Ｏ

Ａ
機

器
管

理
、

事
務

用
品

・
消

耗
品

の
在

庫
管

理
、

コ
ピ

ー
用

紙
・ト

ナ

ー
補

充
、

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

作
業

、
会

議
室

清
掃

・会
議

向
け

レ
イ

ア
ウ

ト
セ

ッ
ト

、
給

湯
室

清
掃

・
給

茶
機

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

 

●
そ

の
他

の
部

門
 

 
3
 
職

場
で

の
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
、

作
業

へ
の

集
中

、
日

々
の

生
活

リ
ズ

ム
等

に
関

す
る

、
職

業
準

備
の

た
め

の
通

所
プ

ロ
グ

ラ
ム

。
 

 

問
12

の
回

答
の

詳
細

1
 

自
由

記
述

（
49

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 
□

 
障
害
者
雇
用

の
検
討
に

至
っ

た
経
緯
に

着
目

 

地
域

セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
そ

の
事

業
主

が
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
き

っ
か

け
や

、
面

談
す

る
担

当
者

の
立

場
を

考
慮

し
て

、
ニ

ー
ズ

を
く
み

取
り

、
ニ

ー
ズ

と
結

び
付

け
て

提
案

す
る

こ
と

に
留

意
し

た
。

 

●
造

園
会

社
に

対
し

て
、

面
談

及
び

職
場

見

学
に

よ
る

助
言

を
行

い
、

本
社

内
の

事
務

と
清

掃
の

組
合

せ
、

又
は

清
掃

、
洗

車
、

併
設

す
る

倉
庫

内
の

整
理

を
組

み
合

わ

せ
る

職
務

を
提

案
し

た
。

 

●
事

業
所

の
業

務
拡

大
（
作

業
量

の
増

大
）
に

伴
い

、
事

業
所

か
ら

相
談

を
受

け
、

仕
事

の
切

り

出
し

や
創

出
を

提
案

し
た

。
 

●
清

掃
、

事
務

 

●
事

業
所

が
担

当
職

務
を

あ
る

程
度

検
討

し
た

上
で

相
談

を
受

け
た

。
 

●
外

注
や

、
す

で
に

ほ
か

の
従

業
員

が
行

っ
て

い
る

清
掃

作
業

等
を

担
当

職
務

に
設

定
す

る
場

合
、

職
務

の
内

容
の

み
で

な
く
、

作
業

量
を

調
整

し
た

。
 

●
備

品
（掃

除
用

具
）
の

扱
い

に
つ

い
て

確
認

し
た

。
 

●
清

掃
、

ス
キ

ャ
ン

、
デ

ー
タ

入
力

等
。

 

●
こ

れ
か

ら
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
き

た
い

が
、

具
体

的
な

進
め

方
が

決
ま

っ
て

い

な
い

企
業

に
対

し
て

は
、

そ
の

事
業

所
で

の
障

害
者

雇
用

が
イ

メ
ー

ジ
で

き
る

よ
う

に
、

参
考

と

な
り

そ
う

な
先

行
雇

用
事

例
の

中
か

ら
職

務
選

定
、

職
務

創
出

の
進

め
方

を
情

報
提

供
し

た
。

 

●
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

方
法

が
具

体
的

に
決

ま
っ

て
い

る
企

業
に

対
し

て
は

、
上

記
の

説
明

と
と

も
に

、
職

場
を

拝
見

し
、

事
業

主
と

一
緒

に
職

務
を

検
討

し
た

。
 

●
特

定
の

障
害

者
に

採
用

の
内

定
を

既
に

出
し

て
い

る
企

業
に

対
し

て
は

、
事

業
主

が
マ

ッ
チ

ン

グ
を

考
え

て
職

務
を

検
討

で
き

る
よ

う
、

そ
の

方
の

障
害

特
性

を
把

握
し

説
明

し
た

。
 

●
地

域
の

支
援

機
関

に
対

し
て

は
、

マ
ッ

チ
ン

グ
の

た
め

、
上

記
の

方
法

の
ほ

か
、

障
害

者
の

職

場
見

学
や

職
場

実
習

を
勧

め
た

。
 

－
 

 
 

□
 
他
社
の
雇
用

事
例
に
着

目
 

地
域

セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
他

社
の

事
例

の
紹

介
を

行
い

な
が

ら
、

社
内

に
あ

る
仕

事
で

で
き

そ
う

な
こ

と
を

考
え

て
い

た

だ
い

た
。

別
の

事
業

所
で

は
、

職
務

創
出

の
考

え
方

の
説

明
を

、
社

員
研

修
を

通
じ

て
行

っ
た

後
、

社
内

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
た

例
も

あ
っ

た
。

 

●
事

務
補

助
 

（
デ

ー
タ

入
力

、
名

刺
作

成
、

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

、
D

M
発

送
等

）
、

介
護

補

助
 
（
利

用
者

と
一

緒
に

行
う

軽
作

業
）

等
。

 

●
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
事

例
、

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
2
を

参
照

の
上

、
事

業

所
を

訪
問

し
て

相
談

を
実

施
し

た
。

 

●
支

援
を

進
め

る
上

で
は

、
事

業
所

の
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

考
え

方
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

っ
た

。
 

●
Ａ

社
で

は
対

応
で

き
た

こ
と

で
も

、
Ｂ

社
で

は
対

応
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

は
よ

く
あ

り
、

他
社

の

事
例

情
報

の
提

供
だ

け
で

は
必

ず
し

も
有

効
と

は
言

え
な

い
。

 

●
研

究
機

関
に

お
け

る
軽

作
業

（
試

験
器

具

の
洗

浄
、

共
用

部
分

の
清

掃
、

シ
ュ

レ
ッ

ダ
ー

、
書

籍
の

管
理

、
郵

便
物

や
書

籍
を

各
部

署
に

運
ぶ

な
ど

）
 

●
雇

用
事

例
を

口
頭

で
説

明
し

た
。

 
●

老
健

施
設

内
の

清
掃

や
洗

濯
、

介
護

補

助
な

ど
の

職
務

。
 

●
ア

パ
レ

ル
メ

ー
カ

ー
の

店
舗

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
障

害
者

雇
用

の
実

績
の

あ
る

事
業

所
を

、
今

後
、

障
害

者
雇

用
を

進
め

よ
う

と
し

て
い

る
同

業
の

事
業

所
に

紹
介

し
、

店
舗

で
の

作
業

内
容

の
検

討
に

つ
い

て
情

報
交

換
で

き
る

場
を

設
け

た
。

 

●
製

造
工

場
に

対
し

て
、

製
造

以
外

の
事

務
部

門
の

業
務

内
容

の
例

を
提

案
し

た
。

 

－
 

 
  

1
 
こ
の
表
の
左
側
の
欄
「
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
に
際
し
て
事
業
主
と
共
有
し
た
着
目
点
、
留
意
点
」
と
、
右
側
の
欄
「
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
し
た
職
務
」
の

２
つ
は
、
読
み
や
す
さ
等
の
配
慮
の
た
め
執
筆
者
が
行
っ
た
整
理
結
果
で
あ
り
、
回
答
欄
に
は
こ
の
よ
う
な
区
分
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
整
理
に
当
た

り
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
文
体
の
一
部
を
整
え
る
と
と
も
に
、
左
右
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
内
容
が
な
い
回
答
文
の
場
合
は
「
－
」
を
記
入
し
た
。
 

2
 
障

害
者

の
雇

用
事
例

を
紹

介
す

る
独

立
行

政
法

人
高

齢
･
障

害
･
求

職
者

雇
用
支

援
機

構
が

運
営

す
る

W
E
B
サ

イ
ト
。

 h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
r
e
f
.j
ee
d.
go
.j
p/
 

資
料
２
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
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□
 
職
務
の
検
討
手
順
に
着
目
（
業
務
の
リ
ス
ト
化
、
並
べ
替
え
な
ど
）

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地

域
セ
ン
タ
ー
が
提

案
し
た
職
務

 

●
具

体
的

職
務

を
提

案
す

る
前

に
、

職
務

創
出

の
考

え
方

を
伝

え
た

（
既

存
の

職
務

か
ら

選
ぶ

、

障
害

者
が

従
事

で
き

る
職

務
を

創
出

す
る

等
）。

 

●
上

記
と

併
せ

て
、

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
か

ら
当

該
事

業
所

向
け

に
抽

出

し
た

、
同

業
他

社
の

雇
用

事
例

を
、

情
報

提
供

し
た

。
 

－
 

●
特

定
の

障
害

者
を

雇
入

れ
る

予
定

の
事

業
所

で
、

情
報

処
理

を
要

す
る

仕
事

し
か

な
い

職
場

に
対

し
て

、
ど

の
よ

う
に

仕
事

の
適

性
を

検
討

す
る

か
の

プ
ロ

セ
ス

を
以

下
の

よ
う

に
ご

説
明

し

た
。

 

１
）
職

務
単

位
で

考
え

る
の

で
は

な
く
、

日
頃

の
仕

事
が

「
ど

の
よ

う
な

流
れ

で
行

わ
れ

て
い

る
の

か
」
「
ど

う
い

う
判

断
や

処
理

を
行

っ
て

い
る

の
か

」
の

プ
ロ

セ
ス

を
細

分
化

す
る

こ
と

を
ま

ず
ご

提
案

す
る

。
 

２
）
次

に
、

「
重

要
な

認
知

・
判

断
・情

報
処

理
を

す
る

部
分

」
と

「
ス

キ
ー

ム
が

整
理

さ
れ

た
後

に
実

行
す

る
部

分
」
に

分
け

る
。

そ
の

際
、

ど
の

よ
う

な
経

過
で

情
報

処
理

を
行

っ
た

か
も

で
き

れ
ば

ご
確

認
い

た
だ

く
。

 

３
）
２

）
を

繰
り

返
す

と
、

当
該

障
害

者
が

ど
の

程
度

ま
で

職
務

対
応

が
で

き
る

か
が

見
え

て
く
る

の

で
、

以
上

を
幾

つ
か

の
業

務
で

体
験

さ
せ

て
も

ら
っ

た
。

そ
の

結
果

か
ら

、
周

囲
が

あ
る

程
度

フ

ォ
ロ

ー
す

る
こ

と
で

、
該

当
職

務
を

担
え

る
か

ど
う

か
検

証
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

 

●
定

型
業

務
が

少
な

く
、

一
定

程
度

の
認

知
的

処
理

が
求

め
ら

れ
た

た
め

、
単

な
る

職
務

の
提

案
で

は
な

く
、

以
上

の
よ

う
な

検
討

の
プ

ロ
セ

ス
を

支
援

し
て

、
提

案
す

る
よ

う
に

し
た

。
 

－
 

●
社

内
ア

ン
ケ

ー
ト

（
業

務
リ

ス
ト

化
）
を

提
案

、
ひ

な
型

を
提

供
し

た
。

 

●
近

い
業

界
の

雇
用

事
例

を
紹

介
し

た
。

 

●
事

務
周

辺
業

務
。

 

●
環

境
美

化
、

清
掃

。
 

●
職

務
創

出
に

つ
い

て
、

全
部

署
担

当
者

へ
障

害
者

雇
用

の
理

解
周

知
と

併
せ

て
、

創
出

可
能

な
職

務
に

つ
い

て
の

ア
ン

ケ
ー

ト
実

施
を

行
い

、
職

場
全

体
の

職
務

の
創

出
実

施
を

提
案

し

た
。

 

－
 

●
事

務
補

助
に

関
し

て
は

、
全

社
員

に
対

し
て

職
務

創
出

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
た

。
 

●
保

育
現

場
で

の
ト

イ
レ

清
掃

専
従

、
金

属

加
工

業
に

お
け

る
粉

塵
の

処
理

、
事

務

補
助

業
務

を
提

案
。

 

●
定

型
業

務
を

集
約

す
る

た
め

の
社

内
ア

ン
ケ

ー
ト

を
実

施
し

、
当

該
業

務
の

見
学

を
踏

ま
え

て

提
案

し
た

。
 

●
朝

の
準

備
等

の
「
オ

フ
ィ

ス
管

理
・
事

務

補
助

業
務

」
「
製

造
補

助
・
屋

外
清

掃
業

務
」
等

。
 

●
仕

事
の

切
り

出
し

方
の

方
法

、
考

え
方

を
提

案
し

た
。

事
業

所
に

よ
る

職
務

の
検

討
の

後
、

再

訪
問

し
、

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
同

席
を

求
め

労
働

条
件

等
の

相
談

を
受

け
た

。
 

－
 

●
先

行
雇

用
事

例
で

の
職

務
の

切
り

出
し

方
法

、
職

務
設

計
の

方
法

を
説

明
し

た
。

切
り

出
し

モ

デ
ル

、
積

み
上

げ
モ

デ
ル

、
特

化
モ

デ
ル

を
紹

介
。

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
、

職
務

の
リ

ス
ト

ア
ッ

プ

の
提

案
、

そ
の

後
、

内
容

を
検

討
し

て
い

た
だ

い
た

。
 

●
口

頭
に

て
事

例
を

説
明

、
他

社
の

見
学

を
調

整
し

た
。

 

●
事

務
補

助
業

務
 

●
清

掃
業

務
、

ゴ
ミ

回
収

・仕
分

け
業

務
 

●
職

務
開

発
の

手
法

で
あ

る
「
切

り
出

し
・
再

構
成

モ
デ

ル
」
「
特

化
モ

デ
ル

」
「
積

上
げ

モ
デ

ル
」

を
解

説
し

た
。

 

●
高

齢
者

施
設

に
お

け
る

「
清

掃
」
「
食

事
の

配
膳

・
下

膳
」
「
レ

ク
レ

ー
シ

ョ
ン

の
準

備
」

等
の

職
務

創
出

に
つ

い
て

助
言

し
た

。
 

●
職

務
の

検
討

方
法

の
留

意
点

と
し

て
、

積
み

上
げ

モ
デ

ル
で

任
せ

ら
れ

る
事

務
等

作
業

や
当

初
想

定
し

て
い

た
よ

う
な

成
果

が
あ

が
ら

な
か

っ
た

場
合

、
何

を
中

心
に

任
せ

る
か

等
の

特
化

型
雇

用
に

関
す

る
相

談
を

、
事

業
主

か
ら

受
け

た
。

 

●
P

C
を

使
用

し
た

事
務

作
業

、
紙

媒
体

も

含
む

事
務

補
助

作
業

。
 

 
 

 

▶
 店

舗
、

駐
車

場
、

オ
フ

ィ
ス

、
研

修
施

設
、

社
員

寮
の

清
掃

 

▶
 工

場
構

内
の

緑
化

・
保

全
、

作
業

着
等

の

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

 

▶
 社

員
食

堂
・
喫

茶
の

調
理

、
洗

浄
、

コ
ー

ヒ
ー

サ
ー

バ
保

守
 

●
職

場
見

学
に

よ
り

対
応

可
能

と
思

わ
れ

る
職

務
を

切
り

出
し

た
。

 

●
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

障
害

が
あ

る
方

で
あ

れ
ば

、
そ

の
職

務
に

対
応

で
き

そ
う

か
を

、
支

援

者
側

で
想

定
し

な
が

ら
、

工
場

内
の

作
業

内
容

を
見

学
し

た
。

 

●
製

造
ラ

イ
ン

の
工

程
の

一
部

。
 

●
工

場
内

を
案

内
し

て
も

ら
い

、
作

業
手

順
を

細
分

化
し

て
切

り
出

し
を

実
施

。
併

せ
て

、
現

場
担

当
者

に
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
実

施
し

た
。

 

●
製

造
作

業
の

準
備

（
糸

の
取

り
付

け
）
、

手
書

き
の

図
面

の
Ｃ

Ａ
Ｄ

化
。

 

●
担

当
者

か
ら

の
聴

取
、

現
場

の
見

学
、

同
業

種
の

他
社

の
事

例
を

踏
ま

え
て

切
り

出
し

方
法

を
、

事
業

所
と

一
緒

に
検

討
。

事
業

所
と

の
相

談
場

面
で

、
地

域
セ

ン
タ

ー
以

外
の

支
援

機
関

も
同

席
し

、
意

見
を

出
し

合
っ

た
。

 

●
(事

務
系

)屋
内

・
屋

外
で

の
清

掃
、

シ
ュ

レ

ッ
ダ

ー
、

書
類

の
P

D
F

化
等

の
雑

務
、

草

取
り

等
の

環
境

整
備

。
 

●
(製

造
系

)部
品

の
補

充
、

単
独

遂
行

で
き

る
検

品
作

業
、

運
搬

の
補

助
業

務
。

 

●
事

業
所

内
（
特

に
工

場
等

）
を

見
学

し
た

の
ち

に
、

障
害

者
が

従
事

で
き

そ
う

な
職

務
に

つ
い

て

提
案

し
た

。
 

●
工

場
内

の
軽

作
業

（
補

充
作

業
、

ラ
ベ

ル

貼
り

、
箱

詰
め

等
）
、

事
務

補
助

業
務

等
。

 

●
一

つ
の

部
署

で
切

り
出

し
を

完
結

さ
せ

よ
う

と
す

る
の

で
は

な
く
、

複
数

の
部

署
を

ま
た

が
っ

た

形
で

職
務

を
切

り
出

し
て

設
定

し
て

い
く
こ

と
を

助
言

し
た

。
 

●
製

造
工

程
に

お
け

る
定

型
作

業
、

部
品

等
の

供
給

作
業

等
 

●
事

務
的

作
業

（
各

種
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

作

成
、

文
書

や
図

面
類

の
電

子
化

等
） 

●
清

掃
作

業
 

●
特

定
の

障
害

者
（
応

募
者

）
が

決
ま

っ
て

い
な

い
局

面
で

は
、

幅
広

く
応

募
者

を
募

る
こ

と
が

で

き
る

よ
う

な
仕

事
を

提
案

し
た

。
 

●
障

害
者

が
簡

単
な

仕
事

し
か

で
き

な
い

と
勘

違
い

さ
れ

な
い

よ
う

提
案

す
る

必
要

が
あ

っ
た

。
 

●
納

期
が

長
い

、
期

間
が

切
迫

し
て

い
な

い
仕

事
を

提
案

し
た

。
 

●
あ

く
ま

で
お

互
い

の
ハ

ー
ド

ル
を

下
げ

る
た

め
、

当
初

の
仕

事
内

容
と

し
て

上
記

の
よ

う
な

仕
事

か
ら

始
め

る
こ

と
を

提
案

し
、

お
互

い
が

慣
れ

て
、

本
人

の
適

性
が

見
え

て
き

た
ら

、
中

核
的

な

仕
事

内
容

に
移

行
し

て
い

く
よ

う
助

言
し

た
。

 

●
運

送
業

で
の

段
ボ

ー
ル

片
付

け
や

折
り

コ
ン

テ
ナ

の
整

理
や

準
備

作
業

。
 

●
製

造
業

で
の

社
内

書
類

の
デ

ー
タ

化
作

業
。

 

●
複

数
の

事
務

職
が

い
る

職
場

で
、

事
務

補
助

業
務

を
切

り
出

し
て

一
人

分
に

す
る

、
既

存
の

業

務
で

対
人

折
衝

的
な

職
務

を
除

き
定

型
業

務
に

特
化

し
て

括
っ

て
い

た
だ

く
、

時
間

的
に

不
足

す
る

の
で

環
境

整
備

(清
掃

等
)を

本
来

業
務

に
付

け
加

え
て

い
た

だ
く
、

な
ど

の
対

応
を

お
願

い
し

た
。

 

●
提

案
し

た
職

務
が

、
当

初
の

事
業

所
の

希
望

と
は

異
な

っ
て

い
た

場
合

、
障

害
者

に
対

す
る

ア

セ
ス

メ
ン

ト
と

と
も

に
、

必
ず

戦
力

と
な

る
よ

う
支

援
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

－
 

●
「
障

害
者

用
に

わ
ざ

わ
ざ

作
り

出
す

」
、

特
に

「
障

害
者

に
仕

事
を

確
保

す
る

こ
と

が
全

体
の

効

率
を

低
下

さ
せ

る
」
こ

と
が

な
い

よ
う

に
、

で
き

る
だ

け
企

業
・
事

業
所

全
体

を
俯

瞰
し

て
捉

え
、

障
害

者
・
事

業
主

双
方

の
利

益
に

つ
な

が
る

提
案

を
心

が
け

た
。

 

●
好

事
例

集
や

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

サ
ー

ビ
ス

な
ど

を
活

用
し

、
同

業
他

社
の

取
組

事
例

を
紹

介
し

、
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
や

前
向

き
な

気
持

ち
を

も
っ

て
い

た
だ

け
る

よ
う

に
支

援
し

た
。

 

●
ピ

ッ
キ

ン
グ

（
食

品
製

造
、

電
気

製
造

な

ど
複

数
社

）
、

調
理

補
助

・
清

掃
・
介

護
補

助
（
病

院
）
、

事
務

・
清

掃
・
洗

濯
・
送

迎
・

介
助

・
訪

問
看

護
（
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

）
、

在
宅

勤
務

で
の

デ

ー
タ

入
力

・
情

報
収

集
・
デ

ー
タ

整
理

（
情

報
通

信
企

業
） 

●
そ

の
事

業
所

の
既

存
の

一
般

向
け

求
人

の
仕

事
内

容
か

ら
、

障
害

者
が

従
事

で
き

る
職

務
が

な
い

か
、

工
程

を
分

け
部

分
的

に
従

事
で

き
る

職
務

が
な

い
か

検
討

を
い

た
だ

く
。

「
本

来
業

務
」
の

中
で

担
当

職
務

を
見

出
し

た
ほ

う
が

、
戦

力
に

直
結

し
や

す
か

っ
た

。
 

●
周

囲
の

従
業

員
の

負
担

感
を

少
な

く
す

る
た

め
、

ミ
ス

が
起

き
た

と
き

の
リ

カ
バ

リ
ー

が
し

や
す

い
職

務
を

選
定

し
た

。
 

●
職

務
の

「
難

易
度

」
や

「
ま

と
ま

り
」
、

「
ル

ー
チ

ン
ワ

ー
ク

（
日

・
週

・
月

単
位

）
」
、

「
重

要
だ

が
急

ぎ
で

は
な

い
職

務
」
等

の
視

点
か

ら
事

業
主

に
検

討
し

て
い

た
だ

い
た

。
 

●
種

類
を

限
定

し
た

ピ
ッ

キ
ン

グ
と

検
品

作

業
。

 

●
事

務
補

助
作

業
。

 

●
荷

受
け

、
社

内
メ

ー
ル

便
、

注
文

票
の

入

力
。

 

●
事

業
所

内
各

部
署

の
業

務
内

容
及

び
人

員
、

人
手

が
不

足
し

て
い

る
部

署
と

充
足

し
て

い
る

部
署

、
事

業
所

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

が
ど

の
程

度
と

れ
る

か
ど

う
か

を
、

実
際

に
社

内
を

見
学

さ
せ

て
も

ら
っ

て
提

案
し

た
。

 

●
事

務
補

助
作

業
、

清
掃

等
環

境
整

備
、

事
業

所
内

で
必

要
な

物
品

の
管

理
 

●
職

務
設

定
に

関
す

る
職

場
従

業
員

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

提
案

し
た

。
 

●
複

数
の

既
存

業
務

か
ら

ピ
ッ

ク
ア

ッ
プ

、
集

約
し

て
提

案
し

た
。

 
－
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問
18

の
回

答
の

詳
細

4
 

自
由

記
述

（
51

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 

講
義

･演
習

等
の

テ
ー

マ
（
タ

イ
ト

ル
又

は
内

容
説

明
） 

 

□
 
障
害
者
雇
用

の
現
状
、

制
度

と
サ
ー
ビ

ス
 

●
障

害
者

雇
用

の
情

勢
 

●
障

害
者

雇
用

と
は

（
雇

用
率

制
度

・
障

害
者

の
雇

用
状

況
・企

業
の

メ
リ

ッ
ト

） 
●

障
害

者
雇

用
の

必
要

性
 

●
障

害
者

雇
用

の
必

要
性

、
法

制
度

 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

、
法

律
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

雇
用

制
度

・意
義

 
●

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

意
義

と
障

害
者

雇
用

に
向

け
て

の
準

備
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

説
明

 
●

障
害

者
雇

用
率

制
度

、
障

害
者

雇
用

納
付

金
制

度
、

差
別

禁
止

及
び

合
理

的
配

慮
の

提
供

 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

、
雇

用
率

制
度

等
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

制
度

 
●

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
～

法
令

、
会

社
に

求
め

ら
れ

る
配

慮
事

項
 

●
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

つ
い

て
 

●
合

理
的

配
慮

の
ヒ

ン
ト

（
事

例
・演

習
） 

●
法

改
正

の
動

向
 

●
活

用
で

き
る

助
成

制
度

、
支

援
制

度
 

●
各

種
支

援
制

度
の

説
明

（
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
、

各
支

援
機

関
等

) 
●

支
援

機
関

の
役

割
・支

援
制

度
等

 
●

関
係

機
関

の
機

能
 

●
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

活
用

方
法

 

  
  

4
 
こ
の
表
の
回
答
の
分
類
及
び
分
類
名
は
、
読
み
易
さ
等
の
配
慮
の
た
め
執
筆
者
が
行
っ
た
整
理
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
複
数
の
回
答
者
が
同
様
の
回
答
記
述

を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
実
を
表
す
た
め
す
べ
て
の
回
答
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
似
た
よ
う
な
回
答
が
重
複
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
 

資
料
３
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
 

 

□
 
そ
の
他
の
着
目
点
、
留
意
点

 

地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
に
際
し
て
事
業

主
と
共
有
し
た
着

目
点

、
留

意
点

 
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
し
た
職
務

 

●
労

働
市

場
、

求
職

者
の

希
望

職
種

を
考

慮
し

、
応

募
者

が
多

数
見

込
め

る
事

務
系

の
業

務
の

切
り

出
し

を
検

討
す

る
よ

う
提

案
し

た
。

 

●
定

型
的

な
Ｐ

Ｃ
入

力
、

Ｐ
Ｄ

Ｆ
化

業
務

等
。

 

●
外

注
業

務
を

内
部

職
員

の
職

種
と

し
て

検
討

、
本

人
の

強
み

の
作

業
を

他
部

署
か

ら
寄

せ
集

め
て

、
一

日
の

仕
事

に
す

る
、

事
務

実
務

作
業

の
創

出
に

つ
い

て
、

同
業

他
社

の
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
シ

ー
ト

（
雇

用
事

例
）
を

持
参

し
、

参
照

・検
討

い
た

だ
い

た
。

 

－
 

●
高

齢
者

施
設

で
、

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

の
配

置
、

単
独

作
業

と
他

の
社

員
と

一
緒

の
作

業
と

の
別

、

ど
の

社
員

の
仕

事
の

補
助

作
業

か
、

誰
に

質
問

・
報

告
・
連

絡
す

る
か

･･
な

ど
の

人
的

環
境

が
、

雇
用

さ
れ

る
障

害
者

に
と

っ
て

明
確

に
な

る
よ

う
に

職
務

を
検

討
し

、
ご

提
案

し
た

。
 

●
介

護
・看

護
補

助
。

 

●
事

務
補

助
。

 

●
環

境
整

備
、

建
物

内
清

掃
。

 

●
身

体
障

害
者

で
S
E

の
業

務
を

想
定

す
る

事
業

主
に

、
現

在
の

求
職

者
の

動
向

を
伝

え
つ

つ
、

シ
ン

プ
ル

な
事

務
補

助
的

な
業

務
が

望
ま

し
い

こ
と

を
お

伝
え

し
た

。
 

●
事

業
主

が
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
を

持
ち

、
実

現
可

能
と

思
わ

れ
る

内
容

を
提

案
し

た
。

 

－
 

●
い

わ
ゆ

る
「
隙

間
仕

事
」
の

洗
い

出
し

に
よ

る
職

務
を

調
整

・
創

出
し

、
提

案
し

た
。

 
－

 

●
初

め
て

障
害

者
を

雇
入

れ
る

事
業

主
に

対
し

て
、

職
務

を
検

討
す

る
際

に
「
す

き
間

仕
事

を
組

み
合

わ
せ

て
障

害
者

の
業

務
に

」
と

い
う

説
明

を
研

修
等

で
行

う
こ

と
が

あ
る

が
、

そ
れ

ま
で

障

害
者

の
雇

用
経

験
が

な
か

っ
た

（
障

害
特

性
の

理
解

が
か

な
ら

ず
し

も
十

分
で

な
い

）
事

業
主

の
中

に
は

「
（
障

害
者

に
で

き
そ

う
な

）
す

き
間

仕
事

が
な

い
」
と

否
定

的
に

捉
え

た
り

、
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
が

わ
か

な
い

場
合

も
多

く
あ

る
。

同
業

他
社

の
取

組
事

例
を

、
な

る
べ

く
多

く
用

意

し
、

必
要

に
応

じ
て

提
供

し
な

が
ら

、
相

談
を

進
め

て
い

っ
た

。
 

●
職

務
の

検
討

に
際

し
て

は
、

ま
ず

事
業

所
側

が
想

定
し

て
い

る
配

属
部

署
を

ベ
ー

ス
に

職
場

を

訪
問

さ
せ

て
い

た
だ

き
、

想
定

業
務

の
内

容
や

執
務

環
境

等
を

確
認

し
な

が
ら

周
辺

業
務

で

追
加

可
能

と
思

わ
れ

る
業

務
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

提
案

し
た

。
 

●
事

務
職

(定
型

作
業

を
中

心
と

し
た

簡
易

事
務

)、
倉

庫
内

補
助

作
業

、
簡

易
事

務

と
環

境
保

全
業

務
の

組
み

合
わ

せ
な

ど
。

 

 
 

□
 
地
域
セ
ン
タ
ー
が
提
案
し
た
そ
の
他
の
職
務
の
例
（「

着
目

点
、
留
意

点
」に

関
す
る
事
項
が

付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
回

答
）

 

●
一

般
求

人
と

同
等

の
職

務
、

補
助

業
務

 

●
物

流
部

門
で

の
作

業
で

、
現

在
い

る
ベ

テ
ラ

ン
従

業
員

は
検

品
と

梱
包

を
一

括
し

て
行

っ
て

い
る

が
、

発
達

障
害

者
や

精
神

障
害

者
は

検
品

に

対
し

て
プ

レ
ッ

シ
ャ

ー
を

感
じ

や
す

い
こ

と
か

ら
、

分
業

す
る

こ
と

を
提

案
し

た
。

 

●
コ

ン
ビ

ニ
を

運
営

す
る

事
業

所
に

対
し

て
、

同
業

他
社

で
の

取
組

を
紹

介
し

つ
つ

、
清

掃
や

バ
ッ

ク
ヤ

ー
ド

で
の

業
務

等
具

体
的

な
職

務
内

容
の

提
案

を
行

っ
た

。
 

●
ヘ

ア
サ

ロ
ン

店
舗

の
事

務
、

ス
タ

ッ
フ

の
補

助
、

ユ
ニ

フ
ォ

ー
ム

の
洗

濯
 

●
自

社
ビ

ル
の

清
掃

、
デ

ー
タ

の
入

力
作

業
 

●
高

齢
者

施
設

の
事

務
補

助
、

清
掃

、
敷

地
内

植
栽

管
理

 

●
事

務
部

門
で

の
職

務
の

切
り

出
し

 

●
事

務
補

助
作

業
、

清
掃

作
業

、
事

業
所

内
に

あ
る

既
存

の
作

業
か

ら
の

切
り

出
し

 

●
定

型
的

一
般

事
務
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 □
 
職
場
で
の
対
応
の
仕
方

 

●
障

害
特

性
と

職
場

で
の

接
し

方
と

支
援

機
関

の
理

解
に

つ
い

て
 

●
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
お

け
る

リ
ー

ダ
ー

の
た

め
の

ア
サ

ー
テ

ィ
ブ

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
 

●
職

場
で

の
具

体
的

な
支

援
ポ

イ
ン

ト
 

●
障

害
特

性
と

効
果

的
な

か
か

わ
り

方
 

●
障

害
の

あ
る

方
と

働
く
 

●
分

か
り

や
す

い
教

え
方

（
事

例
・演

習
） 

●
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

の
進

め
方

と
ヒ

ン
ト

（
演

習
） 

●
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

技
能

の
向

上
 

●
グ

ル
ー

プ
で

意
見

交
換

（
例

：障
害

者
を

雇
用

す
る

に
あ

た
り

不
安

に
感

じ
る

こ
と

） 
●

体
調

不
良

の
精

神
障

害
の

方
が

久
し

ぶ
り

に
出

勤
し

て
き

た
際

の
声

の
か

け
方

（
管

理
者

以
上

を
集

め
て

の
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

） 
●

障
害

の
あ

る
方

と
の

関
わ

り
方

～
○

○
障

害
の

特
性

と
対

応
の

ポ
イ

ン
ト

～
 

●
雇

用
中

の
障

害
者

の
特

徴
、

具
体

的
な

エ
ピ

ソ
ー

ド
と

そ
れ

に
対

す
る

合
理

的
配

慮
に

つ
い

て
講

義
、

質
疑

応
答

を
含

め
1

時
間

程
度

の
研

修
を

実
施

. 
●

発
達

障
害

者
の

在
職

者
が

い
る

事
業

所
に

つ
い

て
、

ご
本

人
の

復
職

時
に

講
義

を
行

っ
た

。
現

場
で

ご
本

人
と

一
緒

に
働

く
方

、
上

司
に

対
し

て
、

一
般

的
な

発
達

障
害

の
特

性
に

つ
い

て
の

講
義

を
行

っ
た

。
ま

た
、

当
該

障
害

者
の

特
性

と
配

慮
事

項
に

つ
い

て
、

人
事

部
と

協
力

し
て

講
義

を
行

っ
た

。
講

義
終

了
後

は
意

見
交

換
を

行
い

、
現

場
で

の
困

り
ご

と
に

つ
い

て
共

有
し

た
。

 
●

精
神

障
害

者
の

在
職

者
が

い
る

事
業

所
に

つ
い

て
、

ご
本

人
の

部
署

異
動

時
に

講
義

を
行

っ
た

。
現

場
で

ご
本

人
と

一
緒

に
働

く
方

、
上

司
に

対
し

て
、

一
般

的
な

精
神

障
害

の
特

性
及

び
ご

本
人

の
病

気
（
統

合
失

調
症

）
に

つ
い

て
講

義
を

行
っ

た
。

ま
た

、
当

該
障

害
者

の
特

性
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

、
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
と

協
力

し
て

講
義

を
行

っ
た

。
講

義
終

了
後

は
、

現
場

で
懸

念
さ

れ
る

点
に

つ
い

て
参

加
者

か
ら

意
見

を
募

り
、

対
応

方
法

に
つ

い
て

話
合

い
を

行
っ

た
。

 
●

在
職

中
の

社
員

が
う

つ
病

で
休

職
と

な
り

、
同

時
期

に
発

達
障

害
の

診
断

も
受

け
た

た
め

、
復

職
の

際
に

発
達

障
害

の
特

性
及

び
配

慮
事

項
の

説
明

を
実

施
。

そ
の

後
、

社
員

の
方

と
意

見
交

換
を

行
っ

た
。

 
●

障
害

者
雇

用
の

考
え

方
～

精
神

障
害

者
の

雇
用

継
続

と
職

場
定

着
支

援
～

 
●

精
神

障
害

・発
達

障
害

に
つ

い
て

～
障

害
の

基
礎

知
識

と
と

も
に

働
く
ポ

イ
ン

ト
～

 
●

精
神

障
害

者
の

障
害

特
性

と
職

場
定

着
の

進
め

方
 

●
高

次
脳

機
能

障
害

の
あ

る
方

の
特

性
と

関
わ

り
方

に
つ

い
て

 
●

高
次

脳
機

能
障

害
で

休
職

し
、

配
置

転
換

で
復

職
し

た
方

に
つ

い
て

、
同

じ
部

署
で

働
く
社

員
向

け
に

特
性

と
配

慮
事

項
を

説
明

。
そ

の
後

、
現

場
で

の
対

応
で

困
っ

て
い

る
事

な
ど

意
見

交
換

し
、

対
応

方
法

を
助

言
。

 
●

て
ん

か
ん

の
対

処
法

 

 □
 
そ
の
他

 

●
職

務
設

定
の

考
え

方
 

●
障

害
者

雇
用

を
一

歩
進

め
る

た
め

に
～

職
務

の
切

り
出

し
・
活

用
で

き
る

支
援

を
知

る
～

 
●

障
害

特
性

と
配

慮
事

項
、

職
務

内
容

創
出

 
●

職
務

創
出

の
ヒ

ン
ト

 
●

機
構

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

各
種

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
 

●
色

々
な

職
場

で
活

躍
す

る
障

害
者

（
雇

用
事

例
紹

介
）
 

●
障

害
者

雇
用

の
進

め
方

～
障

害
者

雇
用

の
ス

テ
ッ

プ
と

そ
れ

ぞ
れ

の
ポ

イ
ン

ト
～

 
●

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
た

め
に

 
●

障
害

者
雇

用
管

理
全

般
 

●
障

害
者

雇
用

と
職

場
定

着
に

向
け

て
 

●
障

害
者

雇
用

の
基

礎
知

識
 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
の

業
務

概
要

、
一

般
的

な
障

害
特

性
、

職
場

で
の

対
応

方
法

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

事
例

紹
介

等
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
所

の
ニ

ー
ズ

に
合

わ
せ

て
、

内
容

を
組

み
合

わ
せ

て
講

義
を

行
っ

た
。

 
●

医
療

・介
護

業
務

に
お

け
る

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
 

●
「
企

業
を

取
り

巻
く
障

害
者

雇
用

の
状

況
と

障
害

特
性

へ
の

配
慮

」
と

い
う

よ
う

な
テ

ー
マ

で
実

施
す

る
こ

と
が

多
い

で
す

が
、

ニ
ー

ズ
に

応
じ

て
配

分
を

変
え

る
、

特
定

の
障

害
に

重
点

を
置

い
て

説
明

す
る

な
ど

オ
ー

ダ
ー

メ
イ

ド
で

対
応

し
て

い
る

こ
と

を
強

調
し

て
い

ま
す

。
 

●
障

害
者

雇
用

の
啓

発
や

障
害

へ
の

理
解

促
進

を
目

的
と

し
た

も
の

が
中

心
。

障
害

者
雇

用
率

、
全

国
や

地
域

の
障

害
者

雇
用

の
情

勢
、

障
害

の
種

類
、

障
害

の
一

般
的

特
性

や
関

わ
り

方
、

就
労

支
援

機
関

等
を

説
明

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

（
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

法
律

、
制

度
、

な
ぜ

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

の
か

、
利

用
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

、
参

加
者

同
士

で
自

分
が

所
属

し
て

い
る

部
署

で
採

用
が

検
討

で
き

そ
う

な
職

務
を

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
形

式
で

検
討

し
て

い
た

だ
い

た
） 

  
 

 

□
 
障
害
特
性
、
配
慮
事
項

 

●
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

 
●

障
害

特
性

と
配

慮
事

項
 

●
障

害
特

性
、

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
つ

い
て

 
●

各
障

害
に

応
じ

た
配

慮
事

項
な

ど
 

●
障

害
別

の
特

性
及

び
配

慮
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

障
害

特
性

の
理

解
（管

理
者

、
一

般
社

員
、

指
導

者
、

障
害

者
そ

れ
ぞ

れ
向

け
） 

●
障

害
特

性
と

雇
用

管
理

の
ポ

イ
ン

ト
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
概

要
と

障
害

特
性

に
つ

い
て

説
明

 
●

障
害

特
性

に
つ

い
て

（
依

頼
に

も
と

づ
き

調
整

） 
●

障
害

特
性

に
つ

い
て

 
●

一
般

的
な

障
害

特
性

と
、

対
応

の
ポ

イ
ン

ト
 

●
障

害
の

基
礎

知
識

、
障

害
に

よ
る

特
性

と
対

応
方

法
 

●
障

害
特

性
と

対
応

方
法

に
つ

い
て

 
●

障
害

別
の

特
性

と
具

体
的

な
配

慮
の

方
法

、
社

内
体

制
の

構
築

方
法

 
●

障
害

者
雇

用
の

基
礎

知
識

、
リ

ワ
ー

ク
支

援
の

活
用

に
つ

い
て

、
ラ

イ
ン

ケ
ア

の
要

（気
づ

き
力

を
高

め
る

） 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

及
び

身
体

障
害

者
（
視

覚
障

害
、

肢
体

不
自

由
者

）
の

障
害

特
性

に
応

じ
た

配
慮

事
項

に
つ

い
て

 
●

障
害

者
雇

用
の

意
義

及
び

発
達

障
害

及
び

発
達

障
害

が
疑

わ
れ

る
職

員
へ

の
配

慮
の

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

 
●

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
～

障
害

の
基

礎
知

識
と

と
も

に
働

く
ポ

イ
ン

ト
～

 
●

障
害

者
の

雇
用

・
職

場
定

着
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

障
害

特
性

と
職

場
に

お
け

る
配

慮
事

項
 

●
障

害
理

解
の

た
め

の
研

修
会

 
···
発

達
障

害
、

知
的

障
害

、
精

神
障

害
に

関
す

る
内

容
 

●
障

害
者

雇
用

と
職

場
定

着
に

向
け

て
 

···
障

害
者

雇
用

の
進

め
方

、
知

的
障

害
、

精
神

障
害

、
発

達
障

害
に

関
す

る
内

容
 

●
会

社
か

ら
オ

ー
ダ

ー
が

あ
っ

た
障

害
に

つ
い

て
の

特
性

説
明

(身
体

、
精

神
) 

●
精

神
障

害
、

発
達

障
害

、
知

的
障

害
、

高
次

脳
機

能
障

害
の

特
性

と
効

果
的

な
環

境
調

整
、

配
慮

が
望

ま
れ

る
事

項
等

に
つ

い
て

（
事

業
所

の
ニ

ー
ズ

に
よ

っ
て

必
要

な
内

容
を

組
み

合
わ

せ
て

実
施

） 
●

障
害

特
性

は
す

べ
て

の
障

害
。

精
神

・発
達

障
害

が
多

い
わ

け
で

は
な

い
。

 
●

一
般

的
な

障
害

特
性

に
つ

い
て

（
知

的
、

精
神

、
発

達
） 

●
障

害
の

特
性

・配
慮

事
項

に
つ

い
て

（
知

的
・
精

神
・
発

達
） 

●
知

的
障

害
・発

達
障

害
の

障
害

特
性

と
対

応
 

●
知

的
障

害
・発

達
障

害
・
精

神
障

害
の

障
害

特
性

と
対

応
方

法
 

●
知

的
障

害
、

発
達

障
害

、
精

神
障

害
者

な
ど

の
障

害
特

性
に

関
す

る
解

説
 

●
知

的
障

害
者

の
障

害
特

性
・配

慮
 

●
知

的
障

害
、

発
達

障
害

の
特

性
と

職
業

的
課

題
 

●
知

的
障

害
の

特
性

と
雇

用
管

理
 

●
知

的
障

害
の

特
性

と
対

応
に

つ
い

て
 

●
知

的
障

害
者

の
障

害
特

性
と

対
応

法
に

つ
い

て
 

●
知

的
障

害
の

特
性

と
配

慮
事

項
 

●
精

神
疾

患
の

基
礎

知
識

と
職

場
復

帰
の

際
の

会
社

の
対

応
・
配

慮
 

●
精

神
、

発
達

障
害

の
特

性
や

対
応

に
つ

い
て

 
●

精
神

・発
達

障
害

の
あ

る
従

業
員

の
対

応
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

障
害

特
性

と
対

応
···
精

神
障

害
を

中
心

と
し

た
内

容
 

●
発

達
障

害
の

特
性

と
接

し
方

の
ポ

イ
ン

ト
に

つ
い

て
 

●
発

達
障

害
の

あ
る

方
の

職
場

で
の

特
性

を
見

え
る

化
す

る
～

情
報

処
理

過
程

に
お

け
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
視

点
紹

介
～

 
●

発
達

障
害

者
の

障
害

特
性

と
雇

用
管

理
の

ポ
イ

ン
ト

 
●

発
達

障
害

の
特

性
と

雇
用

管
理

 
●

発
達

障
害

者
の

障
害

特
性

と
対

応
法

に
つ

い
て

 
●

発
達

障
害

・精
神

障
害

の
特

性
な

ど
、

障
害

特
性

に
つ

い
て

の
理

解
を

深
め

る
研

修
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

－
発

達
障

害
の

方
を

中
心

に
－

 
●

障
害

者
雇

用
（精

神
障

害
、

発
達

障
害

）～
は

じ
め

か
ら

わ
か

る
障

害
者

雇
用

～
 

●
障

害
特

性
の

理
解

（精
神

障
害

及
び

発
達

障
害

の
特

性
と

配
慮

事
項

） 
●

高
次

脳
機

能
障

害
に

つ
い

て
 

●
高

次
脳

機
能

障
害

の
特

性
と

配
慮

事
項
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□
 
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
経
営
層
の
理
解
促
進

 

●
上

層
部

に
対

し
て

の
障

害
者

雇
用

の
理

解
促

進
 

●
経

営
層

や
管

理
職

員
の

た
め

の
理

解
促

進
。

 
●

役
員

に
障

害
者

雇
用

の
大

切
さ

を
知

っ
て

も
ら

う
／

リ
ー

ダ
ー

ク
ラ

ス
や

、
一

緒
に

働
く
人

に
障

害
者

雇
用

へ
の

抵
抗

感
を

減
ら

す
目

的
、

或
い

は
一

緒
に

働
く
た

め
の

心
構

え
づ

く
り

／
一

緒
に

は
働

か
な

い
も

の
の

、
社

内
の

障
害

者
雇

用
へ

の
理

解
を

促
し

、
受

入
れ

に
関

す
る

雰
囲

気
を

受
容

的
に

す
る

た
め

。
 

●
企

業
上

層
部

の
理

解
促

進
、

意
識

の
醸

成
。

 
●

経
営

幹
部

、
配

属
先

の
社

員
へ

の
障

害
者

に
対

す
る

理
解

促
進

（雇
用

前
）
。

 
●

事
業

所
幹

部
職

員
へ

の
啓

発
 

 □
 
職
場
の
雇
用
管
理
ノ
ウ
ハ
ウ
、
具
体
的
接
し
方
の
理
解
、
演
習

 

●
障

害
者

を
各

店
舗

で
雇

用
し

て
い

る
事

業
主

で
あ

り
、

各
店

長
へ

の
知

識
付

与
及

び
対

応
ス

キ
ル

の
向

上
を

意
図

し
て

い
た

。
 

●
在

職
障

害
者

支
援

：在
職

し
て

い
る

方
の

障
害

特
性

に
特

化
し

た
特

性
や

特
徴

、
関

わ
り

方
を

知
り

た
い

。
 

●
現

場
担

当
者

へ
の

関
わ

り
方

の
理

解
と

サ
ポ

ー
ト

の
協

力
依

頼
。

 
●

障
害

に
つ

い
て

、
正

し
い

知
識

を
理

解
す

る
。

 
●

障
害

者
と

一
緒

に
働

く
こ

と
に

つ
い

て
、

社
員

の
不

安
軽

減
を

図
る

。
 

●
直

接
接

す
る

現
場

担
当

社
員

を
対

象
と

し
、

障
害

に
関

す
る

知
識

を
付

与
す

る
こ

と
で

、
不

安
の

軽
減

を
図

る
こ

と
。

 
●

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
に

つ
い

て
は

、
精

神
障

害
の

方
と

の
関

わ
り

方
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

職
員

が
ど

の
よ

う
に

取
っ

て
い

る
の

か
を

事
業

所
人

事
が

把
握

す
る

こ
と

、
ま

た
、

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
に

よ
っ

て
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

取
る

と
い

う
こ

と
の

意
識

向
上

。
 

●
現

場
の

不
安

軽
減

、
受

入
れ

態
勢

づ
く
り

。
 

●
障

害
特

性
に

つ
い

て
理

解
促

進
（
精

神
障

害
、

発
達

障
害

、
知

的
障

害
、

聴
覚

障
害

、
身

体
障

害
等

）。
 

●
人

事
担

当
者

、
指

導
担

当
者

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
（面

接
、

面
談

、
関

わ
り

方
等

）
。

 
●

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

活
性

化
、

社
員

相
互

の
理

解
促

進
。

 
●

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

支
援

を
通

じ
、

事
業

所
の

管
理

者
は

本
人

の
特

徴
に

つ
い

て
あ

る
程

度
把

握
が

で
き

た
が

、
実

際
に

現
場

で
働

く
同

僚
社

員
が

対
応

方
法

に
悩

ん
で

い
た

た
め

、
具

体
的

な
エ

ピ
ソ

ー
ド

を
基

に
接

し
方

に
理

解
を

深
め

た
い

ニ
ー

ズ
が

あ
っ

た
。

 
●

採
用

を
前

提
と

し
て

職
場

実
習

を
行

っ
た

が
、

特
に

事
前

の
情

報
等

が
な

い
ま

ま
で

受
け

入
れ

た
た

め
、

当
該

障
害

者
の

特
性

等
へ

の
対

応
に

予
想

以
上

に
苦

慮
し

た
こ

と
か

ら
、

障
害

に
関

す
る

正
確

な
知

識
と

そ
れ

ら
を

踏
ま

え
た

適
切

な
対

応
方

法
等

を
上

層
部

や
関

係
す

る
従

業
員

で
共

有
す

べ
き

と
考

え
た

。
 

●
障

害
特

性
の

理
解

や
配

慮
事

項
の

協
力

を
現

場
の

従
業

員
に

促
す

こ
と

。
加

え
て

、
普

段
接

す
る

社
員

の
困

り
感

を
把

握
し

、
対

応
方

法
を

助
言

す
る

こ
と

で
、

障
害

の
あ

る
従

業
員

の
雇

用
管

理
に

役
立

て
る

こ
と

を
ね

ら
い

と
し

た
。

 
●

受
入

れ
職

場
の

負
担

軽
減

。
 

●
受

入
れ

現
場

の
不

安
の

解
消

。
 

●
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
係

る
基

幹
職

の
知

識
や

対
応

力
の

向
上

。
 

●
雇

用
障

害
者

の
配

属
先

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

へ
の

知
識

付
与

（
雇

用
前

）
。

 
●

管
理

職
を

対
象

と
し

て
、

障
害

者
雇

用
の

意
義

・
必

要
性

の
理

解
及

び
現

に
雇

用
し

て
い

る
視

覚
障

害
者

等
へ

の
配

慮
事

項
を

学
ん

で
い

た
だ

く
こ

と
。

 
●

発
達

障
害

者
と

と
も

に
働

く
上

司
、

同
僚

等
に

対
し

て
、

障
害

特
性

及
び

配
慮

事
項

に
つ

い
て

適
切

な
理

解
を

促
す

こ
と

。
 

●
新

規
雇

用
も

し
く
は

雇
用

中
の

障
害

者
の

障
害

特
性

や
配

慮
事

項
に

つ
い

て
、

管
理

職
及

び
上

司
、

同
僚

社
員

の
意

識
向

上
を

図
る

た
め

。
 

●
既

に
接

し
て

い
る

、
あ

る
い

は
今

後
接

す
る

こ
と

に
な

る
障

害
者

に
つ

い
て

、
障

害
特

性
と

特
性

に
応

じ
た

対
応

方
法

を
理

解
す

る
こ

と
で

、
職

場
の

従
業

員
が

安
心

し
て

障
害

者
と

働
く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
り

、
結

果
と

し
て

障
害

者
が

継
続

的
に

働
け

る
よ

う
に

な
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
た

。
 

●
す

で
に

内
定

し
て

い
る

対
象

者
と

似
た

よ
う

な
事

例
を

説
明

し
て

、
職

場
で

の
対

応
の

具
体

的
な

感
触

を
つ

か
ん

で
い

た
だ

く
。

障
害

の
知

識
に

つ
い

て
は

、
対

応
し

て
み

な
い

と
分

か
ら

な
い

こ
と

も
多

い
が

、
コ

ン
パ

ク
ト

に
分

か
り

や
す

く
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

し
た

。
 

●
発

達
障

害
者

が
ス

ム
ー

ズ
に

復
職

し
、

現
場

に
定

着
す

る
こ

と
。

ま
た

、
従

業
員

の
発

達
障

害
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
こ

と
。

 
●

精
神

障
害

者
が

現
場

に
定

着
す

る
こ

と
。

ま
た

、
従

業
員

の
精

神
障

害
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
こ

と
。

 
●

採
用

し
た

障
害

者
の

特
性

や
雇

用
管

理
の

ポ
イ

ン
ト

を
説

明
し

た
。

 
●

現
場

の
理

解
促

進
（採

用
後

）
。

 
●

雇
用

し
て

い
る

障
害

者
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
。

 
●

障
害

者
と

一
緒

に
働

く
上

司
・同

僚
な

ど
、

従
業

員
の

サ
ポ

ー
ト

力
の

向
上

。
 

 □
 
そ
の
他

 

●
会

社
内

だ
け

で
は

情
報

や
支

援
方

法
の

検
討

が
限

ら
れ

る
た

め
、

各
種

支
援

制
度

や
情

報
、

資
料

の
探

し
方

を
知

っ
て

も
ら

う
。

 
●

合
理

的
配

慮
の

提
供

、
セ

ル
フ

ケ
ア

・
ラ

イ
ン

ケ
ア

、
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

の
推

進
。

 
●

新
設

の
特

例
子

会
社

の
支

援
員

（
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

つ
い

て
は

未
経

験
者

）
に

対
す

る
障

害
特

性
の

理
解

促
進

（雇
用

と
同

時
）。

 
●

在
職

者
（
発

達
障

害
）
の

特
性

・配
慮

事
項

に
つ

い
て

。
 

●
大

企
業

で
は

自
社

雇
用

だ
け

で
雇

用
率

達
成

が
難

し
い

こ
と

を
想

定
し

、
依

頼
元

の
事

業
所

担
当

者
だ

け
で

な
く
関

連
会

社
等

で
も

障
害

者
雇

用
を

す
す

め
る

た
め

、
関

連
会

社
の

責
任

者
、

人
事

担
当

者
な

ど
も

集
め

障
害

特
性

や
障

害
者

雇
用

の
社

会
的

意
義

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
た

。
 

●
適

切
な

雇
用

管
理

 

 
 

 

問
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の
回

答
の

詳
細
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自
由

記
述

（
50

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 
（
事

業
主

に
と

っ
て

の
）
研

修
の

ね
ら

い
 

 □
 
障
害
者
雇
用

に
向
け
た

社
内

の
理
解
促

進
 

●
こ

れ
ま

で
の

身
体

障
害

者
中

心
の

雇
用

か
ら

、
精

神
障

害
・
発

達
障

害
な

ど
の

障
害

者
の

雇
用

を
考

え
た

い
。

 
●

従
業

員
の

障
害

者
雇

用
、

障
害

特
性

等
に

つ
い

て
の

理
解

促
進

、
障

害
者

雇
用

の
促

進
の

た
め

の
土

台
づ

く
り

。
 

●
社

内
の

全
部

署
に

対
し

て
の

研
修

だ
っ

た
た

め
、

障
害

者
雇

用
を

進
め

て
い

く
う

え
で

、
な

ぜ
進

め
て

い
く
必

要
が

あ
る

の
か

法
律

面
や

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
の

観
点

を
理

解
し

て
も

ら
う

。
 

●
現

場
で

雇
用

さ
れ

て
い

る
障

害
者

の
一

般
的

な
障

害
特

性
を

知
っ

て
も

ら
い

つ
つ

、
今

後
の

新
規

採
用

者
の

受
入

れ
時

に
確

認
が

必
要

な
人

事
側

、
現

場
側

そ
れ

ぞ
れ

で
の

支
援

方
法

の
ポ

イ
ン

ト
を

伝
え

、
受

入
れ

態
勢

の
基

盤
を

整
え

て
も

ら
う

。
 

●
事

業
所

総
務

部
の

依
頼

を
受

け
て

、
障

害
者

雇
用

の
目

的
、

知
的

障
害

者
と

一
緒

に
働

く
ポ

イ
ン

ト
を

講
義

し
た

。
事

業
所

と
し

て
は

、
当

セ
ン

タ
ー

の
講

義
に

よ
り

、
「
障

害
者

雇
用

は
社

と
し

て
取

り
組

む
こ

と
」
を

周
知

し
た

か
っ

た
よ

う
で

あ
る

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
対

す
る

社
内

気
運

の
醸

成
と

理
解

の
促

進
。

 
●

障
害

者
雇

用
を

進
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

に
つ

い
て

、
社

員
（管

理
職

を
含

む
）の

理
解

促
進

を
図

る
。

 
●

人
事

部
門

が
社

内
研

修
を

企
画

す
る

こ
と

に
よ

り
、

組
織

的
に

障
害

者
雇

用
を

進
め

て
い

る
こ

と
を

伝
え

る
。

 
●

管
理

職
を

対
象

と
し

た
意

識
の

醸
成

。
 

●
広

く
社

内
に

障
害

者
雇

用
の

必
要

性
を

示
す

こ
と

、
障

害
理

解
を

深
め

る
こ

と
を

ね
ら

い
と

す
る

。
 

●
は

じ
め

て
の

障
害

者
雇

用
の

理
解

促
進

。
 

●
障

害
者

雇
用

を
各

部
署

で
進

め
て

い
く
た

め
、

管
理

職
等

を
対

象
に

、
障

害
者

雇
用

に
対

す
る

理
解

を
促

す
。

 
●

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

理
解

促
進

（管
理

職
向

け
、

現
場

ス
タ

ッ
フ

向
け

）。
 

●
社

員
の

理
解

促
進

。
 

●
社

内
の

コ
ン

セ
ン

サ
ス

を
確

立
さ

せ
る

た
め

。
 

●
従

業
員

へ
の

障
害

者
雇

用
の

意
識

向
上

。
 

●
障

害
者

社
員

に
対

す
る

従
業

員
の

理
解

と
意

識
向

上
。

 
●

同
僚

や
上

司
へ

の
理

解
促

進
。

 
●

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
従

業
員

の
意

識
付

け
、

基
礎

知
識

の
理

解
。

 
●

管
理

職
又

は
受

入
れ

職
場

の
障

害
者

雇
用

の
啓

発
。

 
●

企
業

全
体

の
障

害
者

雇
用

の
啓

発
。

 
●

障
害

特
性

や
接

し
方

の
留

意
点

に
つ

い
て

現
場

の
従

業
員

が
理

解
す

る
こ

と
。

 
●

障
害

者
雇

用
の

基
本

的
な

知
識

に
つ

い
て

の
周

知
。

 
●

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
上

で
の

制
度

や
障

害
に

つ
い

て
の

知
識

付
与

。
 

●
社

内
コ

ン
セ

ン
サ

ス
の

形
成

、
新

規
受

入
れ

又
は

既
に

雇
入

れ
を

し
て

い
る

部
署

の
障

害
理

解
、

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

等
担

当
者

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
、

人
事

部
等

が
行

う
現

場
サ

ポ
ー

ト
の

一
環

。
 

●
受

入
れ

に
当

た
っ

て
、

社
内

で
障

害
に

対
す

る
共

通
理

解
を

す
る

。
 

●
既

に
雇

用
さ

れ
て

い
る

障
害

の
あ

る
方

へ
の

事
業

所
内

の
理

解
促

進
。

 
●

既
に

雇
用

し
て

い
る

複
数

の
精

神
障

害
の

あ
る

従
業

員
へ

の
雇

用
管

理
の

た
め

、
中

間
管

理
職

層
に

対
す

る
研

修
の

実
施

。
 

●
初

め
て

発
達

障
害

者
を

雇
用

す
る

事
業

所
に

対
し

て
、

一
般

的
な

特
性

に
つ

い
て

理
解

し
て

も
ら

い
、

指
示

の
出

し
方

等
を

検
討

し
て

い
た

だ
く

た
め

。
 

●
厳

し
い

職
場

環
境

で
、

な
ぜ

障
害

者
を

雇
用

し
な

い
と

い
け

な
い

の
か

を
、

社
員

に
う

ま
く
伝

え
て

ほ
し

い
と

い
う

ニ
ー

ズ
が

年
々

高
ま

っ
て

い
る

。
 

●
従

業
員

に
対

す
る

障
害

者
雇

用
へ

の
啓

発
や

、
障

害
へ

の
理

解
促

進
（
障

害
に

つ
い

て
基

本
的

な
知

識
や

関
わ

り
方

を
従

業
員

に
知

っ
て

も
ら

う
）
が

主
目

的
。

 
●

障
害

者
を

雇
用

す
る

上
で

、
他

部
署

の
従

業
員

も
含

め
て

一
般

的
な

障
害

特
性

等
の

知
識

と
接

し
方

を
習

得
す

る
。

 
●

職
員

の
障

害
者

雇
用

に
対

す
る

意
識

向
上

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
社

内
の

理
解

促
進

。
 

●
新

規
採

用
に

向
け

た
準

備
。

 
●

障
害

者
全

般
、

も
し

く
は

特
定

の
障

害
特

性
を

理
解

し
て

も
ら

い
、

受
入

れ
体

制
の

整
備

の
た

め
。

 
●

今
後

、
雇

用
す

る
か

も
知

れ
な

い
障

害
種

別
に

つ
い

て
理

解
す

る
。

 
●

自
社

の
雇

用
管

理
能

力
の

向
上

。
 

 □
 
雇
用
開
発
・

職
務
創
出

 

●
事

業
所

が
既

に
担

当
職

務
の

リ
ス

ト
（
案

）
を

作
成

し
て

い
た

た
め

、
そ

れ
を

も
と

に
相

談
を

実
施

。
 

●
職

務
の

切
り

出
し

 
●

障
害

者
の

新
規

雇
入

れ
に

係
る

職
務

内
容

の
選

定
 

 
  

5
 
こ
の
表
の
回
答
の
分
類
及
び
分
類
名
は
、
読
み
易
さ
等
の
配
慮
の
た
め
執
筆
者
が
行
っ
た
整
理
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
複
数
の
回
答
者
が
同
様
の
回
答
記
述

を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
実
を
表
す
た
め
す
べ
て
の
回
答
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
似
た
よ
う
な
回
答
が
重
複
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
 

資
料
４
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
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●
障

害
者

雇
用

の
支

援
で

は
、

就
業

規
則

、
俸

給
表

、
人

事
評

価
、

キ
ャ

リ
ア

コ
ー

ス
等

の
対

応
に

つ
い

て
の

企
業

か
ら

の
質

問
が

、
以

前
よ

り
も

増
え

て
い

る
。

 

●
支

援
機

関
の

活
用

・
登

録
を

望
む

事
業

所
、

個
々

の
特

性
を

把
握

し
た

い
（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
ブ

ッ
ク

や
就

労
パ

ス
ポ

ー
ト

活
用

）

事
業

所
ニ

ー
ズ

は
増

え
て

き
て

い
る

が
、

ご
本

人
側

の
ニ

ー
ズ

・
希

望
や

同
意

と
ど

う
結

び
つ

け
て

い
く
か

が
難

し
い

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
 

●
大

企
業

を
中

心
に

、
障

害
者

雇
用

率
の

引
上

げ
や

雇
用

ノ
ウ

ハ
ウ

の
蓄

積
、

一
般

社
員

も
含

め
生

産
性

や
働

き
や

す
さ

の
向

上
、

ダ
イ

バ
ー

シ

テ
ィ

の
推

進
と

い
っ

た
動

き
が

加
速

し
、

障
害

者
の

雇
入

れ
か

ら
定

着
ま

で
企

業
自

身
の

よ
り

主
体

的
・
積

極
的

な
取

組
も

高
ま

っ
て

い
る

。
そ

の
よ

う
な

企
業

か
ら

の
相

談
に

対
し

て
、

テ
レ

ワ
ー

ク
、

サ
テ

ラ
イ

ト
オ

フ
ィ

ス
、

Ｗ
ｅ
ｂ
会

議
、

Ａ
Ｉ、

ビ
ッ

グ
デ

ー
タ

の
活

用
、

業
務

プ
ロ

セ
ス

の
改

善
な

ど
も

、
障

害
者

雇
用

と
関

わ
り

が
深

く
、

支
援

を
求

め
ら

れ
て

い
る

。
造

詣
の

深
い

各
分

野
の

専
門

家
と

の
連

携
も

必
要

に
な

る
と

思
わ

れ

る
。

 

●
雇

用
障

害
者

の
増

加
に

伴
い

、
在

職
者

に
関

す
る

事
業

主
か

ら
の

相
談

や
、

在
職

障
害

者
か

ら
の

相
談

も
増

え
、

困
難

性
や

緊
急

性
が

高
い

も
の

も
増

え
て

い
る

。
 

●
少

子
化

や
人

手
不

足
の

解
決

策
と

し
て

、
各

社
で

R
P

A
（
Ｒ

o
bo

ti
c
 P

ro
c
e
ss

 A
ut

o
m

at
io

n
）
の

導
入

が
進

め
ら

れ
、

従
来

の
障

害
者

雇
用

の

職
務

が
、

R
P

A
に

よ
る

事
務

部
門

の
自

動
化

・
効

率
化

の
焦

点
と

な
っ

て
い

る
よ

う
に

思
う

。
職

務
開

発
の

考
え

方
、

進
め

方
の

再
検

討
が

求
め

ら
れ

る
時

期
に

来
て

い
る

の
か

も
し

れ
な

い
。

 

●
同

業
他

社
の

見
学

会
や

事
業

主
支

援
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

へ
の

希
望

は
高

い
が

、
ご

案
内

で
き

る
企

業
に

限
り

が
あ

る
地

域
も

あ
る

。
ま

た
、

事
業

主
向

け
の

セ
ミ

ナ
ー

で
あ

る
事

業
主

支
援

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

事
前

に
所

定
の

計
画

・
準

備
が

必
要

だ
が

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
タ

イ

ム
リ

ー
に

即
応

で
き

る
開

催
が

求
め

ら
れ

る
場

合
も

増
え

て
き

た
。

 

●
職

務
開

発
で

、
業

務
リ

ス
ト

を
事

業
所

に
作

成
し

て
い

た
だ

く
場

合
も

多
い

が
、

今
年

度
は

、
作

成
は

し
て

い
た

だ
い

た
も

の
の

、
作

成
後

の
雇

用
に

向
け

た
相

談
に

至
ら

な
か

っ
た

。
 

●
法

定
雇

用
率

の
引

き
上

げ
に

伴
い

、
中

小
企

業
に

お
い

て
も

今
ま

で
以

上
に

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
ま

れ
て

い
る

が
、

大
企

業
と

比
較

す
る

と
、

切
り

出
せ

る
職

務
内

容
が

限
定

さ
れ

る
場

合
が

あ
り

、
求

人
を

出
し

て
も

応
募

が
な

い
と

い
う

状
況

が
続

き
、

結
果

的
に

障
害

者
雇

用
が

進

み
に

く
い

。
 

●
採

用
後

に
発

達
障

害
と

診
断

さ
れ

た
従

業
員

へ
の

対
応

や
、

発
達

障
害

等
が

疑
わ

れ
る

従
業

員
へ

の
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

事
業

所
も

増
え

て
い

る
。

 

●
障

害
者

求
人

は
多

い
が

、
仕

事
内

容
や

給
料

等
の

条
件

が
本

人
の

希
望

と
折

り
合

わ
な

い
場

合
も

あ
り

、
マ

ッ
チ

ン
グ

の
難

し
さ

が
あ

る
。

県

の
中

心
部

か
ら

離
れ

た
地

域
で

は
、

企
業

数
が

少
な

く
、

雇
用

で
き

る
と

こ
ろ

は
す

で
に

雇
用

が
進

み
、

こ
れ

以
上

の
受

入
れ

は
難

し
い

と
こ

ろ

も
あ

る
。

 

●
最

近
の

相
談

内
容

と
し

て
は

、
今

ま
で

か
ら

積
極

的
に

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
か

ら
、

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の

仕
組

み
と

そ
れ

ら
と

連
動

し
た

人
事

評
価

制
度

の
あ

り
方

、
賃

金
体

系
に

対
す

る
助

言
や

他
企

業
で

の
取

組
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

を
、

求
め

ら
れ

る
こ

と
が

増
え

て
き

た
。

 

●
精

神
障

害
者

や
発

達
障

害
者

の
雇

用
は

徐
々

に
進

ん
で

き
て

い
る

。
 

●
一

方
で

、
職

務
内

容
や

面
接

時
に

適
切

な
配

慮
事

項
を

事
業

所
側

が
把

握
で

き
て

い
な

い
等

に
よ

り
、

マ
ッ

チ
ン

グ
が

図
れ

て
い

な
い

状
況

も

う
か

が
え

る
。

ま
た

、
こ

れ
ま

で
連

携
を

図
っ

て
い

た
地

域
の

支
援

機
関

の
中

に
、

拠
点

と
な

る
就

労
移

行
支

援
事

業
の

休
止

あ
る

い
は

廃
止

と

な
る

事
業

所
が

出
て

き
て

お
り

、
就

職
後

の
定

着
支

援
や

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
協

同
支

援
も

困
難

な
場

合
が

あ
る

等
、

事
業

所
の

支
援

ニ
ー

ズ
に

対
応

が
困

難
な

状
況

も
出

て
き

て
い

る
。

今
後

、
事

業
主

支
援

を
実

施
し

て
い

く
中

で
、

事
業

所
に

雇
用

管
理

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

提
供

し
、

採
用

か
ら

定
着

支
援

ま
で

の
事

業
所

の
主

体
的

な
取

組
は

ま
す

ま
す

重
要

と
な

る
。

併
せ

て
、

関
係

機
関

に
対

し
、

定
着

支
援

に
関

す
る

事
業

主
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

方
法

を
広

く
助

言
し

、
支

援
の

力
量

の
あ

る
支

援
者

だ
け

に
頼

る
よ

り
地

域
の

連
携

や
組

織
力

を
生

か
し

た
支

援
を

意
識

し
て

、
事

業
主

支
援

を
実

践
で

き
る

よ
う

に
支

援
ノ

ウ
ハ

ウ
を

蓄
積

し
て

い
く
ア

プ
ロ

ー
チ

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

●
支

援
機

関
に

対
す

る
期

待
が

高
く
な

っ
て

い
る

の
を

実
感

す
る

が
、

事
業

所
の

取
組

を
検

討
す

る
視

点
が

薄
く
、

本
人

の
課

題
に

つ
い

て
支

援

機
関

に
何

と
か

し
て

ほ
し

い
と

の
要

望
が

強
い

事
業

所
へ

の
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

。
 

●
発

達
障

害
が

疑
わ

れ
る

在
職

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

事
業

主
か

ら
の

相
談

が
増

え
て

い
る

。
 

●
法

定
雇

用
率

が
上

昇
し

続
け

て
い

る
が

、
配

慮
・
支

援
の

必
要

性
が

高
い

求
職

者
、

安
定

出
勤

が
困

難
な

求
職

者
に

つ
い

て
は

、
マ

ッ
チ

ン
グ

や
定

着
が

難
し

い
。

 

●
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
に

同
行

し
、

法
定

雇
用

率
の

未
達

成
企

業
を

訪
問

す
る

と
、

定
型

作
業

が
切

り
出

せ
る

事
業

所
の

障
害

者
雇

用
は

比
較

的
進

ん
で

き
て

い
る

こ
と

が
理

解
で

き
る

。
し

か
し

、
中

小
企

業
を

中
心

に
、

定
型

作
業

が
な

い
こ

と
を

理
由

に
障

害
者

雇
用

が
進

ま
な

い
企

業
が

多

い
。

最
近

相
談

し
た

事
業

所
で

は
、

多
品

種
少

量
生

産
の

製
造

業
、

運
転

手
が

多
い

旅
客

運
送

会
社

等
か

ら
、

職
務

の
切

り
出

し
の

ニ
ー

ズ
を

受
け

た
。

事
例

集
に

も
あ

ま
り

掲
載

さ
れ

て
い

な
い

、
こ

の
よ

う
な

多
様

な
ニ

ー
ズ

も
応

え
、

職
務

設
計

に
関

す
る

効
果

的
な

提
案

を
し

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

●
「
雇

用
し

た
障

害
者

ご
自

身
が

、
障

害
の

意
識

が
あ

ま
り

な
い

」
と

の
こ

と
で

、
職

場
の

社
員

は
疲

弊
し

て
お

り
、

事
業

主
と

し
て

ど
の

よ
う

な
接

し

 

問
20

の
回

答
の

詳
細

 

自
由

記
述

（
46

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

最
近

の
事

業
主

の
実

状
、

地
域

の
障

害
者

雇
用

の
課

題
、

 

支
援

機
関

へ
の

期
待

、
今

後
の

事
業

主
支

援
の

あ
り

方
に

関
す

る
意

見
 

 ●
事

業
主

ご
と

の
障

害
者

雇
用

の
経

験
の

ば
ら

つ
き

が
大

き
い

。
 

●
障

害
者

＝
身

体
障

害
と

イ
メ

ー
ジ

し
て

い
る

事
業

主
の

場
合

、
具

体
的

な
雇

用
の

ス
テ

ッ
プ

へ
進

み
に

く
い

。
 

●
障

害
者

雇
用

の
受

け
入

れ
が

積
極

的
な

企
業

と
、

全
く
進

ん
で

い
な

い
企

業
に

、
二

極
化

し
て

い
る

と
い

う
印

象
が

あ
る

。
 

●
支

援
機

関
や

制
度

の
情

報
自

体
を

知
ら

な
い

会
社

も
見

受
け

ら
れ

る
。

障
害

者
雇

用
を

支
援

す
る

社
会

資
源

が
限

ら
れ

る
地

域
も

あ
る

。
 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
を

は
じ

め
、

支
援

機
関

の
サ

ー
ビ

ス
や

制
度

の
概

要
を

知
っ

て
い

た
だ

く
機

会
が

必
要

。
 

●
障

害
者

雇
用

を
ト

ー
タ

ル
で

相
談

で
き

る
窓

口
を

分
か

り
や

す
く
し

て
ほ

し
い

、
支

援
機

関
が

あ
っ

て
も

仕
組

み
が

分
か

り
に

く
く
相

談
し

に
く
い

と

の
事

業
主

の
声

が
寄

せ
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

 

●
具

体
的

な
求

人
の

作
成

に
苦

慮
す

る
事

業
主

へ
の

対
応

。
人

手
不

足
の

高
齢

者
施

設
等

で
は

、
簡

易
業

務
や

補
助

業
務

で
の

増
員

が
難

し

く
、

直
接

利
用

者
対

応
の

で
き

る
人

材
を

求
め

て
い

る
。

 

●
当

セ
ン

タ
ー

管
内

で
は

、
障

害
者

雇
用

率
の

達
成

を
目

的
と

し
て

、
障

害
者

の
職

務
の

再
設

計
・
開

発
を

含
め

て
検

討
し

て
い

る
事

業
主

は
少

な
く
、

既
存

の
業

務
の

多
少

の
調

整
を

行
う

に
と

ど
ま

っ
て

い
る

。
 

●
事

業
主

の
関

心
や

障
害

者
雇

用
へ

の
取

組
に

は
地

域
差

が
大

き
く
、

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
の

実
状

を
十

分
に

把
握

し
た

上
で

支
援

に
取

り
組

む

必
要

性
を

感
じ

る
。

 

●
社

内
コ

ン
セ

ン
サ

ス
の

形
成

に
係

る
研

修
を

企
業

担
当

者
が

自
ら

行
え

る
よ

う
な

サ
ポ

ー
ト

を
、

地
域

セ
ン

タ
ー

が
行

う
こ

と
も

重
要

。
 

●
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
行

う
こ

と
が

重
要

。
事

業
所

が
「
雇

用
し

な
い

と
い

け
な

い
」
と

い
う

状
況

で
対

面
相

談
ま

で
こ

ぎ

つ
け

る
と

、
1

時
間

程
度

は
事

業
所

と
し

て
の

悩
み

を
話

し
て

く
れ

る
の

で
、

そ
の

悩
み

に
ど

う
応

え
ら

れ
る

か
が

重
要

で
あ

る
。

一
緒

に
悩

み
、

共
同

歩
調

を
取

る
の

が
満

足
度

を
高

め
る

ポ
イ

ン
ト

で
あ

り
、

対
象

者
支

援
と

本
質

は
変

わ
ら

な
い

と
考

え
る

。
「
身

体
障

害
者

が
い

な
い

か
ら

精
神

・発
達

障
害

者
の

雇
用

を
」
と

い
う

提
案

の
仕

方
は

必
ず

し
も

望
ま

し
く
な

い
。

 

●
菅

内
で

は
障

害
者

求
人

に
応

募
す

る
際

に
支

援
機

関
の

担
当

者
の

同
行

を
積

極
的

に
受

け
入

れ
て

く
だ

さ
る

事
業

主
が

増
え

て
お

り
、

地
域

の
資

源
を

活
用

し
て

の
雇

用
に

向
け

た
取

組
は

広
が

っ
て

い
る

よ
う

に
思

う
。

 

●
一

方
で

、
支

援
ニ

ー
ズ

が
増

大
し

て
い

る
精

神
・
発

達
障

害
者

に
対

す
る

事
業

所
の

理
解

は
ま

だ
十

分
で

は
な

く
、

開
示

就
職

が
ス

ム
ー

ズ
に

進
ま

な
い

面
が

あ
る

。
す

で
に

雇
用

し
て

い
る

社
員

の
中

で
障

害
者

雇
用

で
は

な
い

精
神

・
発

達
障

害
者

へ
の

対
応

に
苦

慮
す

る
事

業
所

か
ら

の
相

談
が

あ
り

、
新

規
雇

用
に

積
極

的
に

踏
み

込
め

な
い

と
い

っ
た

相
談

も
増

え
て

い
る

。
従

来
の

単
な

る
「
障

害
者

雇
用

」
と

い
っ

た
切

り
口

だ

け
で

は
対

応
が

難
し

い
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
取

組
み

を
積

極
的

に
行

っ
て

い
る

事
業

所
へ

の
職

場
見

学
や

、
意

見
交

換
の

場
に

ご
協

力
い

た
だ

け
る

よ
う

な
協

力
事

業
主

が
増

え
る

と
よ

い
と

思
わ

れ
る

。
 

●
積

極
的

に
雇

用
を

進
め

よ
う

と
し

て
い

て
も

、
他

社
と

比
較

し
て

給
料

が
安

い
、

交
通

が
不

便
な

ど
労

働
条

件
や

通
勤

手
段

等
の

課
題

に
よ

り
、

求
職

者
の

応
募

が
相

当
少

な
い

事
業

所
も

あ
る

。
 

●
障

害
者

雇
用

の
支

援
者

も
、

Ｉo
Ｔ

等
の

技
術

革
新

の
変

化
に

つ
い

て
い

く
努

力
が

必
要

。
 

●
様

々
な

障
害

に
つ

い
て

基
本

的
な

知
識

を
得

た
い

と
い

う
ニ

ー
ズ

や
、

社
内

に
ま

だ
ま

だ
雇

用
の

必
要

性
が

普
及

し
て

い
な

い
と

い
っ

た
声

も

依
然

と
し

て
多

い
。

 

●
同

業
他

社
の

事
業

主
同

士
の

意
見

交
換

会
を

行
っ

た
が

、
事

業
主

同
士

で
個

別
具

体
的

に
情

報
交

換
や

意
見

交
換

が
で

き
る

場
の

設
定

は

効
果

的
で

あ
っ

た
。

 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
及

び
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
の

連
携

の
下

、
事

業
主

支
援

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

調
整

力
、

交
渉

力
、

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
能

力
等

の
各

リ
テ

ラ
シ

ー
を

、
今

後
も

一
層

伸
ば

し
て

い
き

た
い

。
 

●
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

の
ス

タ
ッ

フ
も

職
務

創
出

の
支

援
を

行
う

場
合

が
あ

る
。

 

●
警

備
、

人
材

派
遣

等
の

中
に

、
職

務
の

提
案

が
し

づ
ら

い
業

種
も

あ
る

。
 

●
中

小
企

業
は

そ
れ

ぞ
れ

に
独

自
性

が
あ

り
、

他
の

企
業

の
雇

用
事

例
な

ど
が

活
用

が
難

し
い

場
合

も
多

い
。

 

●
障

者
雇

用
を

と
り

ま
く

IT
の

変
化

が
早

い
。

テ
レ

ワ
ー

ク
の

雇
用

管
理

等
、

こ
れ

ま
で

必
ず

し
も

求
め

ら
れ

て
こ

な
か

っ
た

助
言

が
、

求
め

ら
れ

て

い
る

。
対

応
で

き
る

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

、
職

業
訓

練
機

関
等

の
技

能
の

専
門

家
と

の
連

携
等

も
今

後
益

々
重

要
。

 

資
料
５
 

（
第
２
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係
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な
る

ケ
ー

ス
が

散
見

さ
れ

る
（
団

塊
世

代
が

退
職

す
る

時
期

の
た

め
同

様
の

ケ
ー

ス
が

散
見

さ
れ

る
）
。

こ
の

た
め

、
「
障

害
者

の
雇

入
れ

」
の

た

め
の

ノ
ウ

ハ
ウ

・経
験

が
あ

ま
り

な
く
、

「
障

害
者

の
新

規
採

用
」
を

す
る

こ
と

に
不

安
・抵

抗
感

を
持

つ
事

業
所

も
多

い
。

 

●
事

業
主

に
と

っ
て

事
業

主
支

援
を

行
う

支
援

機
関

の
選

択
肢

が
増

え
、

地
域

セ
ン

タ
ー

の
役

割
も

変
化

し
つ

つ
あ

る
。

 

●
中

小
企

業
は

人
員

的
に

一
人

で
完

結
す

る
仕

事
を

求
め

ら
れ

る
た

め
、

事
業

所
に

メ
リ

ッ
ト

が
あ

る
切

り
出

し
は

難
し

い
と

い
う

現
状

が
あ

る
。

障
害

者
雇

用
を

本
当

に
進

め
た

い
と

い
う

気
持

ち
は

、
以

前
よ

り
高

ま
っ

て
き

て
お

り
、

き
ち

ん
フ

ォ
ロ

ー
し

て
い

れ
ば

支
援

関
係

も
続

く
よ

う
に

思
う

。
 

●
入

社
後

に
診

断
を

受
け

た
方

や
、

診
断

は
な

い
も

の
の

障
害

が
疑

わ
れ

る
方

へ
の

対
応

（
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

、
周

囲
と

の
関

係
性

）
に

苦
慮

す
る

と
い

っ
た

相
談

を
事

業
所

か
ら

受
け

る
こ

と
が

増
え

つ
つ

あ
る

。
事

業
所

は
手

帳
の

取
得

や
支

援
者

の
介

入
等

を
希

望
す

る
も

、
ご

本
人

に
抵

抗
等

が
あ

り
、

ま
た

、
支

援
者

か
ら

し
て

も
、

ご
本

人
の

就
業

継
続

が
保

証
さ

れ
て

い
な

い
中

で
、

支
援

介
入

に
難

し
さ

を
感

じ
る

こ
と

が
あ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
進

め
方

や
、

求
人

を
出

し
て

も
充

足
し

な
い

と
い

っ
た

、
事

業
主

か
ら

の
相

談
が

増
加

し
て

い
る

。
 

●
中

小
企

業
は

人
手

不
足

。
戦

力
と

し
て

の
障

害
者

雇
用

を
考

え
て

い
る

が
、

社
内

で
育

て
る

余
裕

が
な

い
。

配
慮

や
支

援
を

必
要

と
し

な
い

障

害
者

の
採

用
が

現
実

的
に

は
難

し
い

こ
と

が
分

か
る

と
、

採
用

に
踏

み
切

れ
な

い
等

の
悩

み
が

あ
る

。
 

●
長

く
雇

用
し

て
き

た
身

体
障

害
者

の
定

年
退

職
に

よ
り

、
実

雇
用

率
の

低
下

に
対

応
す

る
た

め
、

障
害

者
の

新
規

採
用

が
検

討
さ

れ
て

い
る

企

業
が

あ
る

。
現

在
の

障
害

者
の

労
働

市
場

の
状

況
（
身

体
障

害
者

の
応

募
者

が
少

な
い

こ
と

等
）
に

つ
い

て
は

、
人

事
担

当
者

は
理

解
し

て
い

て
も

、
理

解
で

き
る

人
が

社
内

に
少

な
い

た
め

、
採

用
が

進
ん

で
い

な
い

企
業

は
少

な
く
な

い
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
必

要
性

は
理

解
す

る
が

、
職

務
創

出
の

方
法

や
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
、

あ
る

い
は

、
合

理
的

配
慮

と
い

う
言

葉
は

知
っ

て

い
る

が
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
も

の
か

分
か

ら
な

い
、

と
い

う
事

業
所

か
ら

の
相

談
が

増
え

て
い

る
。

 

●
法

律
改

正
後

、
初

め
て

障
害

者
雇

用
を

行
う

事
業

所
か

ら
の

相
談

も
増

え
て

い
る

。
実

習
や

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
制

度
を

利
用

せ
ず

に
早

急
に

雇

用
し

、
後

で
様

々
な

課
題

に
気

づ
い

て
、

相
談

に
つ

な
が

る
ケ

ー
ス

も
増

え
て

い
る

。
 

●
複

数
の

事
業

主
に

発
達

障
害

に
類

似
す

る
特

性
を

有
す

る
従

業
員

の
雇

用
管

理
に

課
題

が
あ

る
。

 

●
中

小
企

業
の

場
合

、
「
切

り
出

し
モ

デ
ル

」
で

は
限

界
が

あ
り

、
雇

用
が

進
み

に
く
い

。
「積

み
上

げ
モ

デ
ル

」
「
特

化
モ

デ
ル

」
を

勧
め

て
い

る
。

 

●
○

○
県

で
は

、
障

害
者

の
雇

用
は

全
国

的
に

は
高

い
が

、
精

神
障

害
者

の
雇

用
は

全
国

と
比

較
す

る
と

遅
れ

て
い

る
。

事
業

主
支

援
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

等
で

、
先

進
的

な
取

組
と

し
て

紹
介

で
き

る
事

業
所

も
少

な
い

。
 

●
職

場
改

善
好

事
例

集
等

の
資

料
は

文
字

数
が

多
く
、

視
覚

的
に

イ
メ

ー
ジ

し
づ

ら
い

も
の

が
多

い
。

ま
た

、
取

組
が

進
ん

で
い

な
い

地
方

都
市

に
お

け
る

中
小

企
業

に
と

っ
て

は
、

障
害

者
雇

用
の

取
組

が
進

ん
で

い
る

大
都

市
の

事
例

は
参

考
に

し
に

く
い

も
の

も
多

い
。

 

●
事

業
主

が
支

援
機

関
に

抱
く
期

待
の

中
に

は
、

「
障

害
者

を
紹

介
し

て
ほ

し
い

」
と

い
う

も
の

が
一

番
で

あ
る

場
合

が
あ

る
。

深
刻

な
人

材
不

足

も
背

景
に

あ
る

も
の

と
思

わ
れ

る
。

 

●
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

と
し

て
、

公
開

求
人

よ
り

非
公

開
求

人
を

希
望

す
る

事
業

所
も

多
い

。
支

援
機

関
が

サ
ポ

ー
ト

し
て

く
れ

る
こ

と
を

期
待

し
て

い

る
も

の
と

推
測

し
て

い
る

。
 

●
職

務
創

出
を

行
い

、
求

人
票

が
作

成
さ

れ
、

募
集

活
動

に
至

っ
て

も
、

求
職

者
の

応
募

が
な

い
事

案
が

散
見

さ
れ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
量

的
進

展
が

み
ら

れ
る

。
そ

の
一

方
で

、
雇

用
さ

れ
た

障
害

者
や

そ
の

家
族

が
、

事
業

主
に

と
っ

て
対

応
が

難
し

い
配

慮
の

要

望
を

強
く
要

望
す

る
等

の
相

談
も

あ
る

。
 

●
障

害
者

雇
用

を
検

討
し

て
求

人
票

を
出

し
て

も
、

人
手

が
集

ま
ら

な
い

事
業

所
か

ら
の

相
談

が
増

え
て

い
る

。
 

●
障

害
者

が
一

般
求

人
へ

応
募

し
、

採
用

さ
れ

る
ケ

ー
ス

は
少

な
く
な

い
。

そ
の

際
、

事
業

主
が

、
障

害
に

配
慮

し
た

教
育

・
指

導
体

制
が

整
え

ら

れ
て

い
な

い
場

合
が

あ
り

、
職

場
定

着
に

課
題

が
出

て
い

る
。

十
分

な
配

慮
が

行
わ

れ
ず

、
仕

事
に

対
す

る
事

業
主

の
要

求
水

準
は

高
く
、

障

害
者

に
と

っ
て

負
荷

が
高

く
、

体
調

悪
化

や
転

職
を

希
望

す
る

場
合

も
あ

る
。

労
働

者
不

足
の

解
消

の
た

め
に

も
、

障
害

者
に

配
慮

し
た

雇
用

の
あ

り
方

を
企

業
が

検
討

し
て

い
た

だ
け

る
よ

う
、

支
援

す
る

こ
と

が
必

要
に

な
っ

て
い

る
。

 

●
企

業
が

持
つ

長
期

的
な

労
働

力
の

確
保

の
ニ

ー
ズ

に
も

つ
な

が
る

、
障

害
者

の
職

場
定

着
に

向
け

た
企

画
書

を
作

成
し

、
提

案
す

る
こ

と
も

必

要
と

考
え

る
。

 

  
 

 

方
を

す
れ

ば
よ

い
か

を
、

事
業

主
か

ら
質

問
さ

れ
る

こ
と

が
あ

っ
た

。
距

離
の

取
り

方
や

、
専

門
家

へ
の

相
談

方
法

等
を

助
言

し
て

い
る

。
 

●
売

り
手

市
場

の
労

働
市

場
の

昨
今

、
雇

入
れ

の
相

談
を

受
け

て
も

応
募

者
の

確
保

が
難

し
く
、

採
用

ま
で

の
支

援
に

つ
な

が
り

に
く
い

状
況

が

あ
る

。
ま

た
、

支
援

機
関

を
活

用
せ

ず
、

準
備

性
も

整
わ

な
い

状
態

で
障

害
者

を
採

用
し

、
採

用
後

に
対

応
に

苦
慮

す
る

事
業

所
は

少
な

く
な

い
。

 

●
発

達
障

害
の

傾
向

の
あ

る
い

わ
ゆ

る
グ

レ
ー

ゾ
ー

ン
の

状
態

の
方

に
対

す
る

事
業

主
の

対
応

に
つ

い
て

、
相

談
を

受
け

る
こ

と
が

あ
る

。
 

●
実

際
に

関
わ

っ
た

中
小

企
業

の
担

当
者

か
ら

は
、

雇
入

れ
の

意
欲

は
あ

っ
て

も
、

単
純

反
復

作
業

や
定

型
作

業
が

切
り

出
せ

な
い

、
長

い
時

間
を

か
け

て
人

を
育

て
る

時
間

的
・
経

済
的

余
裕

が
な

い
、

大
企

業
と

違
っ

て
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
を

聞
い

て
も

義
務

感
し

か
感

じ
ら

れ
な

い

等
の

切
実

な
悩

み
を

聞
く
こ

と
が

多
く
、

事
業

主
支

援
の

課
題

の
ひ

と
つ

で
あ

る
と

感
じ

て
い

る
。

 

●
実

習
等

を
経

ず
に

採
用

と
な

り
、

就
労

後
に

不
適

応
が

生
じ

る
ケ

ー
ス

が
多

い
た

め
支

援
や

関
係

機
関

の
介

入
が

ス
ム

ー
ズ

に
行

え
な

い
事

例
が

あ
る

。
本

採
用

前
に

は
な

る
べ

く
実

習
や

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
等

の
制

度
活

用
を

し
て

も
ら

う
よ

う
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
は

じ
め

関
係

機
関

と
連

携
し

て
周

知
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

段
階

の
事

業
主

と
、

複
数

名
か

つ
数

年
～

1
0

年
以

上
の

雇
用

経
験

の
あ

る
事

業
主

と
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

主
か

ら
の

相
談

、
支

援
の

要
請

が
あ

る
。

各
事

業
主

の
状

況
や

障
害

者
雇

用
に

対
す

る
認

識
を

踏
ま

え
、

事
業

主
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
支

援

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
 

●
診

断
の

な
い

発
達

障
害

が
疑

わ
れ

る
従

業
員

の
雇

用
管

理
に

関
し

て
、

事
業

主
か

ら
の

相
談

が
増

え
て

い
る

。
事

業
主

へ
の

助
言

に
際

し
て

は
、

人
権

を
一

層
意

識
し

慎
重

に
行

っ
て

い
る

。
 

●
障

害
者

の
求

人
に

対
し

、
求

職
者

、
応

募
者

の
絶

対
数

が
不

足
し

て
い

る
地

域
が

あ
る

。
法

定
雇

用
率

の
達

成
に

向
け

て
採

用
を

急
ぐ

事
業

所
、

職
務

と
の

ミ
ス

マ
ッ

チ
に

悩
む

事
業

所
、

体
調

不
良

に
よ

る
欠

勤
が

目
立

つ
障

害
者

を
雇

用
す

る
事

業
所

な
ど

、
採

用
後

の
不

適
応

の
相

談
も

増
え

て
き

て
い

る
。

戦
力

化
で

き
て

い
な

い
障

害
者

を
雇

用
し

続
け

、
職

場
の

社
員

が
疲

弊
し

て
い

る
事

業
所

も
あ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
関

わ
る

限
ら

れ
た

社
会

資
源

の
中

で
、

地
域

の
就

労
移

行
支

援
事

業
所

、
就

労
定

着
支

援
事

業
所

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
を

実

施
す

る
機

関
と

の
連

携
事

例
が

増
え

、
支

援
方

法
の

共
有

を
目

指
し

て
い

る
。

 

●
地

域
セ

ン
タ

ー
と

関
係

諸
機

関
が

事
業

所
向

け
の

セ
ミ

ナ
ー

を
多

様
な

内
容

で
開

催
し

て
い

る
。

地
域

セ
ン

タ
ー

の
事

業
主

支
援

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
も

、
テ

ー
マ

設
定

、
企

画
な

ど
に

つ
い

て
こ

れ
ま

で
以

上
に

工
夫

が
必

要
に

な
っ

て
い

る
。

 

●
支

援
機

関
の

サ
ー

ビ
ス

の
あ

り
方

に
対

す
る

事
業

所
か

ら
の

意
見

の
中

に
は

、
障

害
者

と
事

業
所

の
ど

ち
ら

の
側

に
立

っ
て

い
る

の
か

が
イ

メ

ー
ジ

し
に

く
い

と
い

う
も

の
が

あ
っ

た
。

近
年

で
は

、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

み
な

ら
ず

地
方

自
治

体
や

就
労

移
行

支
援

事
業

所
が

、
旧

来
型

の
障

害

者
支

援
の

み
な

ら
ず

、
事

業
所

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
と

い
う

立
ち

位
置

を
明

確
に

し
て

事
業

主
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
、

サ
ー

ビ
ス

を
説

明
す

る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

支
援

の
ツ

ー
ル

に
も

工
夫

を
こ

ら
し

て
い

る
。

 

●
企

業
が

自
社

の
仕

事
で

障
害

者
を

雇
用

し
な

く
て

も
、

外
部

か
ら

障
害

者
向

け
の

仕
事

を
企

業
に

提
供

す
る

民
間

事
業

者
の

進
出

が
見

ら
れ

る
。

障
害

者
に

と
っ

て
働

き
や

す
い

職
場

は
障

害
の

な
い

方
に

と
っ

て
も

働
き

や
す

い
こ

と
、

障
害

者
と

健
常

者
が

一
緒

に
働

く
こ

と
を

当
た

り
前

と
す

る
共

生
社

会
、

ノ
ー

マ
ラ

イ
ゼ

ー
シ

ョ
ン

の
本

来
の

理
念

が
実

現
で

き
て

い
な

い
と

感
じ

て
い

る
。

障
害

の
あ

る
方

と
な

い
方

が
同

じ
職

場
で

働
い

て
い

る
好

事
例

を
社

会
で

共
有

し
て

い
け

る
と

よ
い

。
 

●
初

め
て

精
神

障
害

者
や

発
達

障
害

者
を

雇
用

す
る

場
合

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

研
修

依
頼

が
増

加
し

て
い

る
。

併
せ

て
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
を

活
用

す
る

場
合

が
多

い
が

、
作

業
支

援
よ

り
も

生
活

支
援

を
中

心
と

す
る

場
合

も
増

え
て

い
る

（
知

的
障

害
者

の
支

援
件

数
が

減
少

し
、

精
神

、
発

達
の

支
援

件
数

が
増

加
）。

 

●
県

全
体

の
雇

用
率

は
○

○
％

と
高

い
が

、
達

成
企

業
割

合
は

○
○

％
と

、
支

援
が

必
要

な
事

業
主

は
多

い
。

 

●
障

害
者

の
雇

用
経

験
の

な
い

事
業

主
の

中
に

は
、

初
め

は
身

体
障

害
者

を
採

用
し

た
い

と
言

わ
れ

る
と

こ
ろ

も
多

い
。

 

●
法

定
雇

用
率

の
引

上
げ

に
伴

っ
て

、
中

小
事

業
主

に
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

説
明

す
る

機
会

が
増

え
て

い
る

。
障

害
の

な
い

従
業

員
の

確
保

も
難

し
い

状
況

の
企

業
も

多
く
、

障
害

者
の

雇
入

れ
は

積
極

的
で

あ
る

一
方

、
マ

ン
パ

ワ
ー

の
問

題
で

十
分

な
配

慮
が

な
さ

れ
ず

、
早

期
に

退

職
し

て
し

ま
う

ケ
ー

ス
も

あ
る

。
 

●
精

神
障

害
者

や
発

達
障

害
者

の
雇

用
に

つ
い

て
も

、
以

前
よ

り
は

相
談

の
テ

ー
ブ

ル
に

乗
ろ

う
と

い
う

事
業

主
は

増
え

て
い

る
。

し
か

し
従

来

の
、

初
め

て
の

障
害

者
雇

用
＝

身
体

障
害

者
雇

用
と

い
う

認
識

の
企

業
は

、
現

代
で

も
あ

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
特

性
に

配
慮

し
て

職
務

を
工

夫
す

る
よ

り
も

、
既

存
業

務
へ

の
あ

て
は

め
の

イ
メ

ー
ジ

は
ま

だ
強

く
、

業
務

の
切

り
出

し
、

あ
る

い
は

特
性

を
生

か
し

た
職

務
創

出
な

ど
の

提
案

に
は

、
仕

事
を

増
や

す
＝

人
件

費
が

余
計

に
か

か
る

、
企

業
経

営
と

し
て

成
立

し
な

い

と
の

意
見

も
、

根
強

く
あ

る
。

 

●
障

害
者

の
雇

用
の

メ
リ

ッ
ト

に
つ

い
て

は
、

健
康

な
職

場
環

境
へ

の
寄

与
や

従
業

員
の

モ
チ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

ア
ッ

プ
な

ど
の

事
例

は
聴

く
が

、
ス

ト

レ
ー

ト
に

利
潤

へ
の

好
影

響
の

事
例

は
、

数
多

く
あ

る
事

例
の

中
で

も
見

聞
き

し
た

こ
と

が
あ

ま
り

な
い

。
シ

ビ
ア

な
経

営
が

求
め

ら
れ

る
中

小

企
業

等
に

障
害

者
雇

用
を

提
案

す
る

際
、

法
令

順
守

の
ほ

か
に

も
直

接
的

な
メ

リ
ッ

ト
を

訴
え

ら
れ

る
事

例
が

あ
っ

て
も

よ
い

の
で

は
と

思
う

。
 

●
雇

用
後

に
中

途
で

障
害

者
と

な
っ

た
社

員
に

、
よ

り
雇

用
率

を
満

た
し

て
い

た
事

業
所

が
、

当
該

社
員

の
定

年
退

職
に

よ
り

、
雇

用
数

が
不

足
と
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 □
 
事
例
関
係
資
料

 

●
精

神
・
発

達
・
高

次
脳

に
特

化
し

た
業

種
別

の
雇

用
事

例
集

、
精

神
・
高

次
脳

の
復

職
事

例
集

、
高

次
脳

機
能

障
害

者
に

対
す

る
心

理
教

育

（
疾

病
理

解
、

障
害

受
容

、
自

己
理

解
促

進
）の

マ
ニ

ュ
ア

ル
・
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
回

復
期

リ
ハ

か
ら

社
会

復
帰

に
つ

な
げ

て
い

く
プ

ロ
セ

ス
で

医
療

機

関
と

協
同

し
て

行
え

る
よ

う
な

取
組

。
） 

●
発

達
障

害
者

等
が

、
本

人
の

特
性

の
う

ち
苦

手
と

す
る

部
分

に
つ

い
て

は
配

慮
を

得
な

が
ら

も
、

得
意

と
す

る
部

分
を

十
分

に
活

か
す

形
で

職

場
で

高
い

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
を

発
揮

し
、

企
業

利
益

に
貢

献
し

て
い

る
事

例
等

の
具

体
的

な
紹

介
が

あ
る

と
、

事
業

主
に

と
っ

て
、

障
害

者
の

雇

入
れ

を
前

向
き

に
考

え
る

き
っ

か
け

に
な

る
の

で
は

な
い

か
。

 

●
発

達
障

害
が

疑
わ

れ
る

在
職

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て
の

事
例

、
ノ

ウ
ハ

ウ
集

、
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

等
 

●
職

務
の

幅
を

広
げ

る
、

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
や

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

と
い

う
意

味
で

は
な

く
、

い
わ

ゆ
る

人
事

評
価

制
度

や
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
モ

デ
ル

事

例
が

ほ
し

い
。

評
価

項
目

、
評

価
・査

定
の

仕
方

、
契

約
社

員
や

正
社

員
登

用
の

基
準

等
の

情
報

が
ほ

し
い

。
 

●
同

業
他

社
等

の
現

状
を

よ
り

説
明

し
や

す
い

よ
う

、
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
を

そ
の

場
で

見
せ

ら
れ

る
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

や
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
の

企
業

先
が

増
え

る
こ

と
。

 

●
参

考
事

例
が

一
目

で
分

か
る

、
絵

が
多

い
、

雇
用

促
進

、
定

着
、

研
修

の
別

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
 

●
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
の

よ
う

な
、

ほ
か

の
事

業
所

の
具

体
例

が
掲

載
さ

れ
て

お
り

携
帯

で
き

る
事

例
集

で
、

イ
ン

デ
ッ

ク
ス

等
で

職

種
別

に
引

き
や

す
く
な

っ
て

い
る

も
の

。
 

●
業

種
ご

と
の

雇
用

事
例

を
ま

と
め

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
 

●
介

護
施

設
、

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
、

病
院

等
業

種
別

の
障

害
者

が
対

応
し

や
す

い
職

務
や

必
要

な
配

慮
を

ま
と

め
た

資
料

。
既

に
業

種
別

の

事
例

集
は

あ
る

が
、

事
例

の
み

で
は

な
く
、

同
じ

業
種

に
共

通
す

る
雇

用
管

理
の

ポ
イ

ン
ト

等
を

ま
と

め
た

内
容

が
あ

る
と

活
用

し
や

す
い

。
 

●
既

存
の

雇
用

事
例

サ
イ

ト
は

非
常

に
役

に
立

つ
が

、
簡

易
版

、
例

え
ば

、
業

種
と

障
害

別
で

従
事

作
業

の
一

覧
が

出
て

そ
こ

か
ら

詳
細

を
調

べ

ら
れ

る
よ

う
な

も
の

等
が

あ
る

と
よ

い
。

 

●
支

援
機

関
や

制
度

を
活

用
す

る
際

に
、

ど
の

タ
イ

ミ
ン

グ
で

、
ど

う
い

っ
た

機
関

や
制

度
を

活
用

し
た

の
か

プ
ロ

セ
ス

に
沿

っ
た

事
例

紹
介

(冊
子

や
D

V
D

等
) 

 □
 
研
修
資
料

 

●
障

害
者

の
採

用
面

接
に

つ
い

て
事

業
所

に
実

施
し

た
研

修
内

容
例

。
 

●
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

、
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
の

視
点

か
ら

の
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

研
修

資
料

。
 

●
研

修
メ

ニ
ュ

ー
及

び
説

明
資

料
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
係

る
社

内
研

修
内

容
例

。
 

●
社

内
研

修
資

料
で

活
用

し
や

す
い

ス
ラ

イ
ド

や
統

計
情

報
等

を
ま

と
め

た
マ

テ
リ

ア
ル

集
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
D

V
D

は
、

職
員

研
修

等
の

機
会

に
活

用
し

て
い

ま
す

。
 

●
座

学
の

み
の

研
修

だ
と

反
応

が
芳

し
く
な

い
の

で
、

研
修

の
進

め
方

等
ア

イ
デ

ィ
ア

集
。

 

●
Ｄ

Ｖ
Ｄ

は
障

害
者

雇
用

に
係

る
情

報
収

集
や

、
社

内
研

修
に

頻
繁

に
活

用
さ

れ
、

事
業

所
か

ら
の

満
足

度
も

高
い

た
め

、
障

害
種

別
や

業
種

、

職
種

等
様

々
な

事
例

に
つ

い
て

提
供

で
き

る
と

よ
い

。
 

●
研

修
資

料
に

つ
い

て
、

基
礎

知
識

～
特

例
子

会
社

担
当

者
向

け
レ

ベ
ル

ま
で

、
講

義
・
演

習
・
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

・
研

修
用

Ｄ
Ｖ

Ｄ
等

が
あ

る
と

よ

い
。

「障
害

者
の

雇
用

状
況

」
の

数
字

等
は

、
最

新
の

デ
ー

タ
を

パ
ワ

ー
ポ

イ
ン

ト
で

。
 

●
雇

用
率

達
成

指
導

の
同

行
で

、
話

せ
る

時
間

が
10

分
と

す
る

と
、

雇
用

事
例

を
紹

介
す

る
際

に
、

文
字

情
報

よ
り

、
働

く
様

子
の

写
真

や
既

存

資
料

の
イ

メ
ー

ジ
写

真
、

図
表

等
が

あ
る

と
よ

い
。

 

●
面

談
の

進
め

方
や

課
題

の
共

有
の

仕
方

、
問

題
解

決
の

方
法

等
に

関
す

る
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
が

あ
る

と
、

ニ
ー

ズ
が

多
く
寄

せ
ら

れ
る

の
で

は
な

い
か

。
 

  
 

 

問
21

の
回

答
の

詳
細

 

自
由

記
述

（
42

の
地

域
セ

ン
タ

ー
が

回
答

） 

事
業

主
支

援
に

役
立

ち
そ

う
な

資
料

、
ツ

ー
ル

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
の

内
容

、
 

解
決

し
た

い
事

業
主

支
援

の
課

題
等

に
関

す
る

意
見

 
 □

 
相
談
で
役
立

ち
そ
う
な

資
料

、
ツ
ー
ル

 

●
相

談
場

面
で

提
示

で
き

る
よ

う
な

、
各

障
害

特
性

の
説

明
資

料
や

中
途

障
害

者
の

職
場

復
帰

の
進

め
方

等
A

4
サ

イ
ズ

1
枚

で
提

示
で

き
る

資

料
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
向

け
て

の
相

談
を

進
め

る
上

で
求

職
者

の
概

況
を

数
字

で
示

す
こ

と
は

有
効

。
地

域
ご

と
に

求
職

者
数

や
就

職
者

数
な

ど
を

入
力

す
れ

ば
活

用
で

き
る

、
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
が

あ
れ

ば
。

 

●
各

業
界

、
事

業
主

が
現

に
直

面
し

て
い

る
課

題
、

仕
事

の
や

り
方

や
働

き
方

の
変

化
等

を
知

る
こ

と
が

、
効

果
的

な
事

業
主

支
援

の
実

施
に

は

必
要

で
あ

り
、

そ
の

サ
ポ

ー
ト

と
な

る
資

料
、

ツ
ー

ル
等

が
あ

れ
ば

効
果

的
と

思
わ

れ
る

。
 

●
障

害
の

あ
る

方
の

職
場

適
応

に
関

す
る

相
談

を
事

業
主

か
ら

受
け

る
場

合
、

使
用

者
側

と
し

て
の

お
立

場
か

ら
会

社
側

の
事

情
の

ご
相

談
と

な

り
、

職
場

で
現

象
化

し
て

い
る

問
題

を
使

用
者

か
ら

捉
え

た
ご

相
談

と
な

る
た

め
、

障
害

者
や

職
場

の
方

々
か

ら
み

た
状

況
や

背
景

が
つ

か
め

な
い

こ
と

も
多

い
。

状
況

把
握

の
た

め
の

情
報

が
不

足
し

て
い

た
り

、
偏

っ
て

い
る

た
め

に
、

見
立

て
が

ズ
レ

な
い

よ
う

、
集

め
る

こ
と

が
望

ま
し

い

情
報

の
整

理
シ

ー
ト

等
が

あ
れ

ば
、

会
社

と
の

相
談

が
進

め
や

す
く
な

る
と

思
わ

れ
る

。
 

●
単

発
的

な
相

談
は

あ
る

も
の

の
、

継
続

的
な

相
談

に
つ

な
が

る
ケ

ー
ス

が
少

な
い

。
相

談
後

に
提

案
書

を
送

付
し

て
、

段
階

的
に

事
業

主
が

取

り
組

む
べ

き
こ

と
を

提
案

す
る

ケ
ー

ス
も

あ
る

が
、

さ
ら

に
視

覚
的

に
分

か
り

や
す

い
相

談
ツ

ー
ル

（
事

業
主

と
セ

ン
タ

ー
と

の
双

方
的

な
情

報
共

有
ツ

ー
ル

等
）
が

あ
る

と
、

そ
の

後
の

継
続

的
な

相
談

に
つ

な
が

っ
た

り
、

事
業

主
が

主
体

的
に

取
り

組
む

姿
勢

を
引

き
出

せ
る

か
も

し
れ

な

い
。

 

 □
 
障
害
者
雇
用

の
理
解
促

進
 

●
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
等

、
事

業
主

が
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

始
め

て
い

た
だ

け
る

よ
う

な
資

料
。

 

●
今

後
、

現
在

、
在

職
中

の
身

体
障

害
者

が
続

々
と

定
年

退
職

し
、

新
規

の
採

用
を

進
め

て
い

く
と

き
、

事
業

所
と

し
て

は
「
今

ま
で

い
た

身
体

障

害
者

の
ス

キ
ル

の
あ

る
人

な
ら

い
つ

で
も

」
と

い
う

ス
タ

ン
ス

で
ス

タ
ー

ト
す

る
。

そ
も

そ
も

、
即

戦
力

に
な

り
う

る
身

体
障

害
者

が
中

小
企

業
を

希

望
す

る
こ

と
が

少
な

い
。

一
方

、
地

域
セ

ン
タ

ー
等

の
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

機
関

は
、

精
神

・
発

達
障

害
者

の
利

用
が

多
い

。
そ

の
状

況
を

分
か

り
や

す
く
、

説
得

力
の

あ
る

表
現

で
ご

理
解

い
た

だ
く
た

め
の

説
明

資
料

が
必

要
で

あ
る

。
事

業
所

と
一

定
の

共
通

理
解

を
得

ら
れ

れ
ば

、

ほ
か

の
障

害
種

別
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

ど
う

し
た

ら
よ

い
か

と
い

う
話

に
移

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

●
障

害
者

雇
用

へ
の

取
組

へ
の

ハ
ー

ド
ル

が
下

が
る

よ
う

な
見

や
す

く
使

い
や

す
い

ツ
ー

ル
。

 

 □
 
雇
用
開
発
・

職
務
創
出

 

●
職

務
の

切
り

出
し

等
に

つ
い

て
演

習
を

行
う

こ
と

も
あ

る
が

、
そ

の
よ

う
な

受
講

者
参

加
型

の
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
研

修
内

容
や

具
体

的
な

進
め

方
等

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

、
資

料
等

）が
あ

れ
ば

大
変

あ
り

が
た

い
。

 

●
業

務
の

切
り

出
し

の
た

め
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
等

、
事

業
主

が
す

ぐ
に

活
用

で
き

そ
う

な
ツ

ー
ル

。
 

●
相

談
場

面
に

て
、

作
業

創
出

し
た

内
容

が
動

画
及

び
視

覚
的

な
資

料
と

し
て

、
ＩＴ

端
末

等
を

活
用

し
た

呈
示

が
行

え
る

と
よ

い
。

併
せ

て
、

企
業

の
規

模
や

作
業

内
容

等
を

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

の
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
に

○
を

つ
け

る
こ

と
で

、
該

当
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
事

例
が

そ
の

場
で

見
ら

れ
る

よ
う

に

な
る

と
、

持
参

し
た

リ
フ

ァ
レ

ン
ス

シ
ー

ト
は

あ
る

も
の

の
実

際
の

相
談

場
面

で
想

定
し

た
業

務
や

職
種

が
異

な
っ

た
場

合
等

に
、

役
立

つ
と

思
わ

れ
る

。
 

●
業

種
ご

と
の

職
務

の
切

り
出

し
例

。
 

●
中

小
企

業
の

事
情

を
考

慮
し

た
業

務
の

切
り

出
し

や
障

害
者

雇
用

に
前

向
き

に
な

っ
て

も
ら

う
た

め
の

提
案

ツ
ー

ル
が

あ
れ

ば
支

援
に

役
立

て

ら
れ

る
と

思
わ

れ
る

。
 

●
職

務
分

析
・再

設
計

の
方

法
が

図
や

具
体

例
で

示
さ

れ
て

い
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

。
 

●
職

務
創

出
・設

定
の

仕
方

に
つ

い
て

、
様

々
な

職
種

の
事

例
紹

介
が

あ
る

と
よ

い
（Ｄ

Ｖ
Ｄ

等
映

像
化

さ
れ

た
も

の
）。

 

●
テ

レ
ワ

ー
ク

の
雇

用
管

理
の

留
意

点
・工

夫
を

ま
と

め
た

ツ
ー

ル
。

 

●
テ

レ
ワ

ー
ク

等
の

在
宅

勤
務

の
雇

用
プ

ロ
セ

ス
、

会
社

の
取

組
事

例
、

当
事

者
の

意
見

等
が

盛
り

込
ま

れ
た

資
料

。
 

  
 

資
料
６
 

（
第
２
章
第
３
節
関
係
）
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A
nc

ho
r 

【
ア
ン
ケ
ー
ト
Ａ
】

 
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
検
討
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

 
 問

１
 
回

答
地

域
セ
ン

タ
ー

名
 

   問
２

 
こ

れ
ま

で
の
事

業
主

援
助
業

務
の

ご
経
験

を
踏

ま
え
て

、
チ

ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
と

参
考

資
料
の

有
用

性
、
あ

る
い

は
修
正
・
不

要
等
の

改
善

点
に
つ

い
て

ご
意
見

を
お

答
え
く

だ
さ

い
（
欄

は
適

宜
増
や

し
て

入
力
し

て
く

だ
さ

い
）
。

 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
の

有
用

性
等

 
（

複
数
回

答
可

）
 

有
用

、
修

正
、

不
要
の

内
容

 
有

用
、
修

正
、

不
要
の

理
由

 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
１

]
 

経
営

者
は

障
害

者
雇

用

の
方

針
を

全
社

に
示

し

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
２

] 

障
害

者
雇

用
が

全
社

的

に
理

解
さ

れ
る

よ
う

取

組
ま

れ
て

い
ま

す
か

 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
３

] 

障
害

者
の

仕
事

、
部

署

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
４

] 

配
属

先
の

職
場

の
上

司

や
従

業
員

は
取

組
を

理

解
し

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
５

] 

募
集

・
採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
６

] 

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー

ト
す

る
社

外
の

支
援

機

関
を

ご
存

じ
で

す
か

 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

[
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
７

] 

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制

は
あ

り
ま

す
か

 

□
有

用
 

□
修

正
意

見
あ

り
 

□
不

要
 

□
わ

か
ら

な
い

 

 
 

 
 

資
料
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□
 
そ
の
他
の
意
見

 

●
障

害
別

に
、

一
般

的
な

特
徴

や
対

応
方

法
を

A
４

、
１

～
２

枚
程

度
で

ま
と

め
て

あ
り

、
イ

ラ
ス

ト
入

り
で

事
業

主
に

と
っ

て
読

み
や

す
い

も
の

。
 

●
診

断
を

受
け

て
い

な
い

が
、

発
達

障
害

の
疑

い
が

あ
る

方
に

対
す

る
、

職
場

で
の

関
わ

り
方

等
に

つ
い

て
、

事
業

主
に

参
考

と
な

る
資

料
等

。
 

●
障

害
理

解
、

配
慮

を
示

し
た

簡
略

化
し

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
（
長

い
と

読
ん

で
も

ら
え

な
い

）
。

 

 ●
合

理
的

配
慮

に
つ

い
て

、
文

字
数

が
多

く
な

く
、

そ
の

度
に

話
し

合
っ

て
い

く
こ

と
が

大
事

だ
と

理
解

し
て

も
ら

え
る

よ
う

な
、

分
か

り
や

す
い

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
。

 

●
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

に
関

す
る

工
夫

（
人

事
評

価
、

俸
給

表
や

処
遇

と
の

リ
ン

ク
、

社
内

制
度

等
）
を

ま
と

め
た

資
料

。
 

●
企

業
の

障
害

者
雇

用
の

担
当

者
が

異
動

さ
れ

る
と

き
の

、
後

任
者

へ
の

「
引

継
ぎ

事
項

(例
)の

マ
ニ

ュ
ア

ル
」。

 

●
事

業
所

内
で

作
成

で
き

る
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

ブ
ッ

ク
。

 

●
業

種
ご

と
に

「障
害

者
が

よ
く
従

事
し

て
い

る
仕

事
内

容
」
を

イ
ラ

ス
ト

付
き

で
ま

と
め

た
参

考
資

料
。

 

●
同

業
他

社
見

学
会

等
。

 

●
「
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

Ｑ
＆

Ａ
」
が

分
か

り
や

す
く
、

障
害

者
雇

用
に

関
し

て
初

め
て

の
事

業
所

で
な

い
場

合
に

も
活

用
し

て
い

る
。

今
後

、
障

害
種

別
コ

ミ
ッ

ク
版

の
「
事

業
主

支
援

」
バ

ー
ジ

ョ
ン

の
よ

う
な

も
の

が
あ

る
と

よ
い

と
思

う
。

 

 ●
従

業
員

向
け

研
修

で
活

用
で

き
る

、
各

テ
ー

マ
に

応
じ

た
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

資
料

、
映

像
資

料
。

 

●
よ

り
一

層
の

視
覚

的
な

資
料

の
充

実
(特

に
Ｄ

Ｖ
Ｄ

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

等
) 

。
 

●
企

業
が

気
軽

に
参

考
に

で
き

る
視

聴
覚

ツ
ー

ル
は

ま
だ

ま
だ

必
要

だ
と

思
い

ま
す

。
よ

い
も

の
も

あ
り

ま
す

が
、

古
く
な

っ
て

い
た

り
内

容
が

か
た

い
も

の
で

あ
っ

た
り

す
る

た
め

、
充

実
す

る
と

事
業

主
支

援
が

し
や

す
い

と
思

い
ま

す
。

 

●
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

事
業

所
に

対
す

る
支

援
の

難
し

さ
は

、
事

業
所

内
の

様
々

な
立

場
の

方
が

関
わ

る
こ

と
。

統
一

的
見

解
を

描
き

に
く
い

こ
と

が
あ

る
。

 

 ●
ツ

ー
ル

は
既

存
の

も
の

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
現

行
の

も
の

で
十

分
だ

と
思

っ
て

い
ま

す
。
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A
nc

ho
r 

【
ア
ン
ケ
ー
ト
Ｂ
】

 
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
検
討
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
の
試
用
結
果
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

 
 ◎

こ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
は

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
セ

ッ
ト

（
参

考
資

料
等

を
含

む
）
を

試
用

し
た

場

合
に

の
み

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 問
１

 
回

答
地

域
セ
ン

タ
ー

名
 

  問
２

 
試

用
状

況
を
ご

回
答

く
だ
さ

い
（

欄
は
適

宜
増

や
し
て

使
用

し
て
く

だ
さ

い
）
。
 

事
業
主
の
業

種
・
業
態
等

（
対
応
者
）

 
試

用
前
の

 
事

業
主
の
状

況
 

障
害
者
雇
用

の
課

題
 

事
業
主
の
取

組
の

提
案

 
（

支
援
を
伴
う
か
否
か
を
問
わ
な
い
）

 
(例

) 
ホ

ー
ム
セ

ン
タ

ー
の

店
舗

 
（

店
長
、

本
社

総
務

部
長

）
 

(例
) 

●
障

害
者

を
新

規
採

用
し

た
こ

と
も

、
社

員
が

障
害

者
に

な
っ

た
こ
と

も
な

か
っ
た

。
 

●
本

社
か

ら
障

害
者

１
名

の
採

用
を

指
示

さ
れ

、
何

か
ら

取
組

め
ば

よ
い

か
が

漠
然

と
し

て
い

た
。

 

(例
) 

●
仕

事
内

容
が

決
ま

っ
て

い
な

い
こ

と
。

 
●

仕
事

の
教

え
方

、
ど

の
よ

う
に

接
す

れ
ば

よ
い

か
が

、
わ

か
ら

な
い

こ
と

。
 

●
現

在
の

職
場

の
人

間
関

係
に

障
害

者
が

入
っ

て
い

け
る

か
を

店
長

が
心

配
に

思
っ

て
い

る
こ

と
。

 

(例
) 

●
職

務
の

検
討

 
●

社
員
研

修
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 問
３

 
上

の
試

用
の
際

、
相

談
の
話

の
流

れ
の
中

で
、
事

業
主

の
課

題
は
ど

の
よ

う
な
質

問
、
き

っ
か

け
、
タ

イ
ミ

ン
グ

で
把
握

さ
れ

ま
し
た

か
（

欄
は
適

宜
増

や
し
て

使
用

し
て
く

だ
さ

い
）
。

 
  問
４

 
上

の
試

用
の

際
、

相
談

の
話

の
流

れ
の

中
で

、
取

組
検

討
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

セ
ッ

ト
（

参
考

資
料

等
を

含
む

）
の

活
用
の

タ
イ

ミ
ン
グ

、
併

用
し
た

ツ
ー

ル
や
資

料
等

を
以
下

に
ご

入
力
く

だ
さ

い
（
欄

は
適

宜
増
や

し
て

使
用

し
て
く

だ
さ

い
）
。

 
  問
５

 
障

害
者

雇
用
に

向
け

た
事
業

主
の

課
題
の

把
握

の
た
め

に
、
ど
の

よ
う
な

資
料
、
ツ
ー

ル
等
が

あ
れ

ば
よ
い

と
思

わ
れ
ま

す
か

（
欄
は

適
宜

増
や
し

て
使

用
し
て

く
だ

さ
い
）
。

 
  問
６

 
こ

の
ア

ン
ケ
ー

ト
の

回
答
結

果
に

つ
い
て

研
究

部
門
か

ら
お

聞
き
で

き
る

場
合
の

照
会

先
 

職
氏

名
 

資
料
８
 

（
第
３
章
第
２
節
関
係
）
 

 

問
３
 
障

害
者

雇
用
に

係
る

事
業
主
の
現
状
を
把
握
す
る
う
え
で
、
新
た
に
加
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

は
あ

り
ま
す

か
（
欄
は
適
宜
増
や
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
）
。

 
 □
特
に
な

い
 

□
あ
る
 
→
下

欄
へ
具

体
的
に
ご
記
入
く
だ
さ
い

 
□
わ
か
ら

な
い

 
 チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
名

 
（
ま
た
は

チ
ェ

ッ
ク
ポ

イ
ン

ト
の
概
要
）

 
左
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
加
え
る
理
由

 

[
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
] 

 

[
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
] 

 

 問
４
 
参
考
資
料
に
つ
い
て
追
加
ま
た
は
削
除
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
内
容
（
欄
は
適
宜
増
や
し
て
入
力
し
て
く
だ
さ

い
）。

 
   問
５
 
障

害
者

雇
用
の

た
め

の
取
組
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
は
、
事
業
主
と
の
相
談
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
面
や
タ
イ

ミ
ン

グ
で

活
用

す
る
と

効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
か
（
欄
は
適
宜
増
や
し

て
入
力
し
て
く
だ
さ
い
）。

 
   問
６
 
そ

の
他

、
感
想

、
ご

意
見
、
ご
要
望
（
欄
は
適
宜
増
や
し
て
入
力
し
て
く
だ
さ
い
）。

 
   問
７
 
こ

の
ア

ン
ケ
ー

ト
の

回
答
結
果
に
つ
い
て
研
究
部
門
か
ら
お
聞
き
で
き
る
場
合
の
照
会
先

 

職
氏
名
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２
 
相

談
の

主
な

留
意

点
 

※
事

業
主

と
の

相
談

に
際

し
て

参
考

と
な

る
事

項
で

す
。
 

信
頼

関
係

を
基

礎
と

し
て


 

事
業

主
の

取
組

の
提

案
、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

支
援

の
提

案
の

前
に

は
、
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

事
業

所

の
状

況
を

話
し

て
も

ら
い

、
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
事

業
主

の
状

況
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

る
。
そ

の
際

、
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
事

業
主

か
ら

信
頼

を
得

る
こ

と
が

、
す

べ
て

の
相

談
の

基

盤
と

な
る

こ
と

は
、
障

害
者

の
相

談
と

同
じ

で
あ

る
。
 

何
か

ら
手

を
付

け
れ

ば
よ

い

か
わ

か
ら

な
い

、
と

お
っ

し

ゃ
る

事
業

主
の

場
合


 

事
業

主
が

、
障

害
者

雇
用

に
ほ

と
ん

ど
取

り
組

め
て

い
な

い
場

合
や

、
ま

ず
何

か
ら

手
を

付
け

れ
ば

よ
い

か
が

わ
か

ら
な

い
場

合
は

、
「障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
一

覧
」の

中
か

ら
、
取

り
組

み
や

す
い

も
の

を
ひ

と
つ

で
も

選
び

、
取

組
ん

で
み

る
こ

と
を

お
勧

め
し

、
障

害
者

雇
用

の
実

現
に

向
け

た
当

面
の

目
標

と
し

て
も

ら
う

よ
う

に
す

る
。
 


 

「障
害

者
雇

用
に

は
取

り
組

ん
だ

こ
と

が
な

い
、
ま

だ
何

も
着

手
で

き
て

い
な

い
」と

お
っ

し
ゃ

る
事

業
主

の
中

に
も

、
実

は
既

に
取

組
め

て
い

る
側

面
を

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ

ン
ト

一
覧

」の
中

に
見

出
す

こ
と

が
で

き
る

場
合

が
あ

る
。
そ

の
取

組
が

必
ず

し
も

進
ん

で
い

な
い

場

合
は

、
対

応
す

る
支

援
を

提
案

す
る

。
 

障
害

の
あ

る
求

職
者

を
紹

介

し
て

ほ
し

い
と

い
う

事
業

主

の
場

合
 


 

事
業

主
が

障
害

者
の

職
業

紹
介

を
求

め
て

い
る

場
合

が
あ

る
。
 


 

こ
の

場
合

は
、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

使
用

せ
ず

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

の
求

人
申

込
み

を
お

勧
め

す
る

。
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

求
人

申
込

書
の

作
成

方
法

に
つ

い
て

は
、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
か

ら
の

助
言

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

要
請

す
る

。
 


 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
ス

ー
パ

ー
ビ

ジ
ョ

ン
を

受
け

な
が

ら
、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

相
談

の
中

で
事

業
主

と
一

緒
に

求
人

申
込

書
を

作
成

す
る

方
法

も
あ

る
。
求

人
申

込
書

の
作

成
に

あ
た

り
、
「仕

事
の

内
容

」の
記

載
に

つ
い

て
相

談
を

受
け

た
場

合
は

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

助
言

を
得

た
上

で
、
職

務
の

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

や

職
務

切
出

し
等

の
支

援
を

提
案

す
る

。
 


 

「求
人

以
外

に
、
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

上
で

留
意

す
べ

き
事

項
が

何
か

な
い

か
」の

よ
う

に
、
事

業
主

の
関

心
が

他
に

も
向

け
ら

れ
た

段
階

で
、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

使
用

す
る

。
 

主
要

な
職

務
内

容
が

障
害

者

に
は

困
難

で
あ

る
と

お
考

え

の
事

業
主

の
場

合
 


 

当
該

事
業

所
に

お
い

て
従

業
員

数
の

多
く

を
占

め
、
主

力
と

な
っ

て
い

る
職

務
が

、
医

療
・Ｉ

Ｔ
等

の
高

度

専
門

職
、
小

売
や

営
業

等
の

顧
客

接
点

の
現

場
で

自
立

し
て

動
く

職
務

、
重

工
業

等
の

危
険

を
伴

う
職

務
等

、
事

業
主

の
意

識
が

仕
事

内
容

に
集

中
し

、
障

害
者

雇
用

を
あ

き
ら

め
て

い
る

場
合

が
あ

る
。
 


 

そ
れ

で
も

地
域

セ
ン

タ
ー

に
相

談
が

あ
る

場
合

は
、
同

業
他

社
の

事
例

が
雇

用
に

至
っ

た
経

過
を

調

べ
、
当

該
事

業
所

に
お

け
る

雇
用

へ
の

道
筋

を
描

い
て

も
ら

う
に

す
る

。
 


 

「仕
事

の
内

容
以

外
に

、
障

害
者

雇
用

を
進

め
る

上
で

留
意

す
べ

き
事

項
が

何
か

な
い

か
」の

よ
う

に
、

事
業

主
の

関
心

が
他

に
も

向
け

ら
れ

た
段

階
で

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル

を
使

用
す

る
。
 

事
業

所
の

多
様

性
へ

の
対

応


 
障

害
者

雇
用

の
イ

メ
ー

ジ
が

必
ず

し
も

明
確

に
な

っ
て

い
な

い
事

業
主

の
悩

み
や

不
安

は
、
事

業
主

の
話

を
た

だ
聞

く
だ

け
で

は
、
明

ら
か

に
な

ら
な

い
こ

と
も

多
い

。
ま

た
、
事

業
主

が
障

害
者

雇
用

に

向
け

た
実

状
を

話
す

と
き

、
そ

の
内

容
は

実
に

多
様

で
あ

る
。
こ

れ
は

、
産

業
・業

種
、
組

織
、
職

務
内

容
、
職

場
の

モ
ラ

ル
、
仕

事
で

使
う

言
葉

が
、
事

業
所

ご
と

に
異

な
る

こ
と

に
よ

る
。
 


 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
事

業
主

と
の

相
談

に
お

い
て

、
「障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」の

よ
う

な
様

々
な

ツ
ー

ル
を

使
う

こ
と

は
、
事

業
主

と
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

と
の

間

の
共

通
言

語
を

確
認

し
合

い
、
支

援
関

係
を

深
め

、
関

係
機

関
の

支
援

を
受

け
る

準
備

を
整

え
る

意
味

が
あ

る
。
 


 

事
業

主
が

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
検

討
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」の
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
の

言
葉

を
指

し
、
「こ

れ
っ

て
ど

う
い

う
意

味
で

す
か

」と
問

わ
れ

た
と

き
こ

そ
が

、
支

援
関

係
の

構
築

の
チ

ャ
ン

ス

で
あ

る
。
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
解

説
を

手
掛

か
り

に
、
当

該
事

業
主

の
今

後
の

障
害

者
雇

用

の
進

め
方

を
、
事

業
主

の
言

葉
で

語
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

れ
ば

、
次

は
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
事

業
主

の
言

葉
を

使
っ

て
、
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

提
案

書
を

作
成

し
、
支

援
を

提
案

し
ま

し

ょ
う

。
 

 

 

障
害
者
雇
⽤
の
た
め
の
取
組
検
討
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル

 

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
向

け
 
使

い
方

ガ
イ

ド
 

１
 
基

本
的

な
使

い
方

 

※
代

表
的

な
事

業
主

の
相

談
ニ

ー
ズ

を
想

定
し

た
使

い
方

の
例

で
あ

り
、
良

好
な

関
係

構
築

と
自

然
な

流
れ

の
相

談
を

心
が

け
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
 

ど
の

よ
う

な
支

援
者

が
使

う
か


 

事
業

主
の

相
談

を
既

に
何

回
か

経
験

し
、
相

談
の

進
め

方
の

イ
メ

ー
ジ

を
有

す
る

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
が

、
事

業
主

の
障

害
者

雇
用

の
課

題
（疑

問
、
悩

み
、
問

題
）を

把
握

す
る

際
に

活
用

で

き
る

よ
う

作
成

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

ど
の

よ
う

な
事

業
主

に
 


 

初
め

て
の

障
害

者
雇

用
に

臨
も

う
と

し
て

い
る

も
の

の
、
何

か
ら

手
を

付
け

れ
ば

よ
い

か
が

、
わ

か
ら

な
い

場
合

。
 


 

障
害

者
雇

用
に

向
け

て
情

報
収

集
を

始
め

て
い

る
が

、
実

際
に

ど
の

よ
う

な
取

組
を

行
え

ば
よ

い

の
か

が
、
わ

か
ら

な
い

場
合

。
 


 

身
体

障
害

者
以

外
の

障
害

者
を

雇
用

し
た

経
験

が
な

い
場

合
。
 


 

そ
の

他
、
障

害
者

雇
用

の
取

組
み

方
や

支
援

機
関

の
活

用
方

法
が

わ
か

ら
な

い
場

合
。
 

ど
の

よ
う

な
目

的
で

 


 
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

事
業

主
の

課
題

の
整

理
を

支
援

 


 

障
害

者
雇

用
に

向
け

た
事

業
主

の
取

組
を

提
案

 

ど
の

よ
う

な
場

面
、
方

法
で

 
[方

法
１
] 

障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
が

事
業

所
を

訪
問

（又
は

事
業

主
が

地
域

セ
ン

タ
ー

へ
来

所
）し

た
際

、
「障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」を

一
緒

に
ご

覧
い

た
だ

き
つ

つ
相

談
す

る
。
 

[方
法

２
] 

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」を
郵

送
又

は
メ

ー
ル

送
信

し
、
あ

ら
か

じ

め
お

読
み

い
た

だ
い

た
上

で
、
手

元
に

置
き

な
が

ら
電

話
や

Ｗ
Ｅ
Ｂ

等
で

相
談

す
る

。
 

相
談

の
進

め
方

 
１
. 

 
過

去
・現

在
・未

来
の

３
点

か
ら

事
業

主
の

状
況

を
聞

く
 

（１
）こ

れ
ま

で
の

相
談

歴
の

質
問

  

[例
] 

「貴
社

の
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

、
社

外
の

機
関

等
へ

相
談

さ
れ

た
こ

と
は

あ
り

ま
す

か
。
ど

の
よ

う
な

ア
ド

バ
イ

ス
を

受
け

ま
し

た
か

。
」 

[解
説

] 
先

行
す

る
関

係
機

関
で

の
対

応
は

、
地

域
セ

ン
タ

ー
で

の
相

談
に

影
響

を
与

え
ま

す
。
ア

ド

バ
イ

ス
を

受
け

た
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
内

容
を

確
認

の
上

、
以

下
の

２
で

障
害

者
雇

用
の

た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

活
用

し
ま

す
。
 

(2
)現

在
の

状
況

の
質

問
 

[例
] 

「こ
れ

ま
で

の
障

害
者

の
雇

用
状

況
を

お
聞

か
せ

い
た

だ
け

ま
せ

ん
か

。
」、

「特
定

の
障

害
者

に
つ

い
て

、
採

用
の

検
討

中
、
又

は
既

に
採

用
さ

れ
て

い
ま

す
か

。
」 

[解
説

] 
障

害
者

雇
用

の
経

験
が

な
い

場
合

は
、
こ

れ
ま

で
の

障
害

者
以

外
の

雇
用

ま
で

の
流

れ
を

尋
ね

、
先

行
事

例
と

比
較

し
ま

す
。
障

害
者

雇
用

の
経

験
が

あ
る

場
合

は
、
そ

の
流

れ
を

尋

ね
、
今

後
も

同
じ

方
法

を
と

る
か

ど
う

か
の

お
考

え
を

伺
い

ま
す

。
採

用
候

補
者

と
し

て
特

定
の

障
害

者
が

事
業

主
の

念
頭

に
あ

る
場

合
は

、
そ

の
支

援
ニ

ー
ズ

を
確

認
す

る
た

め
相

談
・支

援
ツ

ー
ル

を
活

用
し

ま
す

。
特

定
の

障
害

者
が

念
頭

に
な

い
場

合
は

、
以

下
の

２
で

障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

検
討

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
を

活
用

し
ま

す
。
 

（３
）今

後
の

取
組

の
質

問
 

[例
] 

「今
後

の
障

害
者

雇
用

の
具

体
的

な
計

画
は

あ
り

ま
す

か
。
」 

[解
説

] 
特

定
の

計
画

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
計

画
を

中
心

に
相

談
を

進
め

る
。
計

画
実

現
の

課
題

を

発
見

す
る

た
め

に
、
以

下
の

２
で

障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
検

討
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

を
活

用
し

ま
す

。
 

２
. 

障
害

者
雇

用
の

課
題

を
整

理
す

る
 

[例
] 

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
一

覧
」を

ご
覧

い
た

だ
き

な
が

ら
、
「様

々

な
企

業
の

取
組

や
、
取

組
む

際
に

課
題

に
な

っ
た

ポ
イ

ン
ト

を
ま

と
め

ま
し

た
の

で
、
ご

覧
い

た
だ

け
ま

せ
ん

か
。
」と

お
勧

め
し

ま
す

。
 

[解
説

] 
他

社
の

障
害

者
雇

用
の

ポ
イ

ン
ト

が
整

理
さ

れ
た

「チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

一
覧

」を
一

緒
に

見

て
い

き
、
そ

れ
ぞ

れ
の

課
題

の
原

因
を

整
理

し
説

明
し

ま
す

（障
害

者
職

業
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー

は
「参

考
資

料
」等

を
も

参
考

に
、
解

説
で

き
る

よ
う

に
し

て
お

く
）。

次
に

、
当

該
事

業
所

の

現
況

に
照

ら
し

、
当

該
事

業
所

に
と

っ
て

課
題

と
な

る
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
に

メ
モ

を
書

き

加
え

て
い

き
ま

す
。
 

３
. 

事
業

主
に

と
っ

て
効

果
的

な
取

組
を

提
案

す
る

 

[例
] 

「当
面

、
○

○
と

○
○

に
つ

い
て

、
取

組
ん

で
み

て
は

い
か

が
で

し
ょ

う
か

。
」 

４
. 

取
組

を
支

援
で

き
る

こ
と

を
提

案
す

る
 

[例
] 

「○
○

に
つ

い
て

は
、
当

セ
ン

タ
ー

の
○

○
事

業
が

お
役

に
立

つ
と

思
い

ま
す

。
」 

資
料
９
 

（
第
３
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第
２
節
関
係
）

− 194 −



 

の
教
え
方
は
、
ど
な
た
か
１
人
の
障
害
者
を
雇
用
し
て
、
そ
の
方
に
仕
事
を
教
え
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多

い
。
仕
事
を
教
え
る
体
制
を
整
え
た
ら
、
最
初
は
あ
ま
り
深
く
考
え
ず
、
雇
用
し
て
か
ら
指
導
方

法
を
工
夫

し
、
変
え
て

い
く
と
い
う
方
が
現
実
的
で
、
ま
た
あ
る
べ
き
姿
だ
と
考
え
て
い
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
例
え
ば
、
労
働
条
件
（
処
遇
・
働
き
方
）
の
項
目
の
中
に
、
３
つ
の
小
項
目
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
詳
し
過
ぎ
る
。
障
害
者
の
労
働
条
件
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
相
談
は
確
か
に
多
い
が
、
相
談
を

受
け
た
支
援
者
は
、
こ
の
よ
う
な
項
目
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
項
目
を
頭
の
中
に
置
き
、
企
業
の
既
存

の
労
働
条
件
を
聞
い
て
か
ら
、
障
害
者
に
も
同
じ
よ
う
に
な
さ
っ
た
ら
い
か
が
で
す
か
、
と
シ
ン
プ
ル
に
助
言
す
る
こ
と

か
ら
始
め
る
方
が
よ
い
。
相
談
で
労
働
条
件
だ
け
を
掘
り
下
げ
て
し
ま
う
と
、
関
心
が
最
低
賃
金
の
減
額
特
例
に
安
易
に

移
っ
て
し
ま
い
、
相
談
の
収
集
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
合
理
的
配
慮
の
項
目
が
な
い
が
、
ど
こ
か
に
あ
っ
て
も
よ
い

。
合
理

的
配
慮
は

当
然
の
取
組
だ

が
、
相
談
の
手
掛
か
り
に
な
る
よ
う
に
、
要
点
だ
け
触
れ
て
置
い
た
方
が
。
必
要
に
応
じ
他
の
項
目
の
中
に
も
ち
り
ば
め

て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
、
何
を
、
ど
こ
に
照
会
、
相
談
す
れ
ば
よ
い
か
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
企
業
の
最
大
の
悩
み

だ
。
障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
何
で
も
相
談
で
き
る
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
相
談
窓
口
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

●
支

援
者

向
け

マ
ニ

ュ
ア

ル
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
地
域
セ
ン
タ
ー
等
の
支
援
機
関
の
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
し
て
作
る
場

合
と
、
実
際
に
障
害
者
を

雇
用
す
る
企
業
に
参
考
に
な
る
資
料
と
し
て
作
る
場
合
で
は
、
内
容
が
全
く
違
う
も
の
に
な
り
、
両
方
を
満
た
す
の
は
無

理
が
あ
る
。
両
方
に
向
け
て
作
り
た
い
な
ら
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
し
て
、
別
に
、
支
援
機
関
向

け
の
別
冊
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
項
目
に
は
丁
寧
な
解
説
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
書
か
れ
て
い
る
内
容
自
体
は
ど
れ
も
大
切
な
事
項
。

た
だ
、
文
が
長
く
、
ま
た
、
専
門
家
が
使
う
特
有
の
用
語
が
多
く
使
わ
れ
て
い
て
企
業
に
と
っ
て
は
難
解
だ
。
特
に
専
門

用
語
は
中
小
企
業
に
は
分
か
り
に
く
い
場
合
が
多
い
か
ら
、
企
業
向
け
の
資
料
を
作
る
場
合
は
、
平
易
な
こ
と
ば
の
方
が

よ
い
。
も
し
支
援
機
関
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
専
門
用
語
を
使
っ
た
資
料
は
そ
ち
ら
に
書
い
た

方
が
よ
い
。

 

障
害
者
雇
用
を
支
援
す
る
機
関
の
意
見
の
詳
細

 

（
２
）
地
域
セ
ン
タ
ー
の
主
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
意
見
 

ア
 
Ａ
地
域
セ
ン
タ
ー
の
主
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

 

●
ツ

ー
ル

を
活

用
す

る
主

体
に

つ
い

て
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
内
容
は
ど
れ
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
解
説
に
は
そ
の
理
由
も
書
か
れ
て
い
る
。
事
業

主
が
取
り

組
む
と
よ
い
内
容
と
そ
の
理
由
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
支
援
者
向
け
の
情
報
で
あ
る
。
「
こ
の

よ
う
に
説
明
す
る
と
よ
い
で
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
支
援
者
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
見
え
る
。
支
援
者
が
事
業
主
に
伝
え
た
い

情
報
と
、
事
業
主
が
知
り
た
い
情
報
は
、
違
う
。
ま
た
、
事
業
主
が
知
り
た
い
情
報
は
、
事
業
主
ご
と
に
違
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
人
事
担
当
者
が
持
ち
返
り
、
自
社
の
経
営
者
に
見
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
再
読

し
て
み
る

と
、
や
は
り
対
象
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
「
～
で
す
か
？
」
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
、
支
援
者
が
事
業
所

に
尋
ね
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
事
業
所
向
け
な
の
か
。
 

●
相

談
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
必

要
性

 

事
業
主
支
援
を
担
当
す
る
支
援
者
に
と
っ
て
勉
強
に
な
る
よ
う
な
、
相
談
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
て
も
よ
い
。（

他
の
資
料

と
の
併
用
を
含
め
て
）
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
使
っ
た
相
談
の
進
め
方
に
関
す
る
、
支
援
者
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
る
方

法
が
考
え
ら
れ
る
。
 


相
談
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
賃
金
体
系
、
就
業
規
則
に
関
す
る
質
問
は
、
事
業
所
か
ら
聞
か
れ
る
機
会
が
多
い
。

賃
金
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
求
人
も
作
れ
な
い
し
採
用
も
で
き
な
い
た
め
、
企
業
が
障
害
者
雇
用
の
ハ
ー
ド
ル
に
感
じ
て

し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
談
に
は
、
「
障
害
者
用
に
違
う
求
人
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
状
に

 

A
nc

ho
r 

障
害

者
雇

用
を

支
援
す

る
機

関
の
意

見
の

詳
細
 

（
１

）
中

央
障

害
者
雇

用
情

報
セ
ン

タ
ー

の
障
害

者
雇

用
支
援

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
の

意
見

の
詳
細

 

●
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

事
業

主
と

の
相

談
の

進
め

方
と

ツ
ー

ル
の

活
用

 


障

害
者
雇

用
を

進
め
る
事

業
主

と
の
相
談

で
は
、
何

よ
り
も
ま

ず
、
相
談
し
て

い
る
人
事

担
当

の
方
の
お

話
を

じ
っ
く
り

伺
う
。
そ
の
後
、
事

業
主
に
と
っ

て
参
考
と

な
り

そ
う
な
様

々
な

資
料
を
使

う
が
、
多
く
は
冊
子
「

は
じ
め
か
ら

わ
か
る

障
害
者
雇
用
 事

業
主
の
た

め
の

Ｑ
＆
Ａ
」

6
の

関
係
す
る
ペ

ー
ジ

を
開
い
て

お
話

し
し
、
ま

た
人

事
担
当
者

が
話

さ
れ
る

こ
と
を
聞
い

て
い

る
。
 


も
し
も

冊
子
「

は
じ
め

か
ら
わ

か
る
障

害
者
雇

用
 事

業
主
の

た
め
の

Ｑ
＆
Ａ

」
の
中

に
人
事

担
当
者

が
特
に

関
心
を

示

す
ペ
ー
ジ
が

あ
れ

ば
、
冊
子
を
１

冊
ご
と
お

渡
し
、
持
ち
帰
っ
て

お
読
み
い

た
だ

く
場
合
も

あ
る
。
巻
末
に
は
「
障

害
者

雇
用
の
た
め

の
企

業
用
自
己

診
断

チ
ェ
ッ
ク

シ
ー

ト
」
が

あ
る
が

、
項
目

が
多
く

、
相
談

場
面
で

は
あ
ま
り

使
っ

て
い
な

い
。
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の

内
容
は

、
こ
れ

か
ら
障

害
者
雇
用

を
進

め
る
企
業

に
対

し
て
確
認

し
て

お
き
た
い

項
目

が
、
網
羅

さ
れ
た
内
容

に
な

っ
て
い
る

と
思

う
。
た
だ
、
網

羅
さ
れ
て

い
る

が
ゆ
え
に
、
さ

き
ほ
ど
述

べ
た
「

障
害
者
雇
用

の
た
め

の
企
業
用
自

己
診

断
チ
ェ
ッ

ク
シ

ー
ト
」
と
同
様

、
相
談

し
て
い

る
人
事
担

当
の

方
の
前
に

こ
れ

を
出
す
と

、
一

度
に
全

部
の
項
目
を

考
え

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
よ
う

な
感

じ
に
な
り

、
無

理
が
あ
る

と
思

う
。
 


ま

ず
人
事

担
当

の
方
の
話

を
よ

く
聞
く
こ

と
だ

。
障
害
者

雇
用

で
課
題
と

な
る

ポ
イ
ン
ト

は
、

企
業
に
よ

っ
て

異
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の

企
業

に
と
っ
て
、
今

一
番
必
要

な
情

報
を
見
極

め
な

が
ら
、
人
事
担

当
の
方
が

着
目

し
て
い
る

ポ
イ

ン
ト
に

し
ぼ
っ
た
相

談
か

ら
始
め
た

方
が

、
支
援
者

側
の

説
明
が
、

人
事

担
当
者
に

と
っ

て
分
か
り

や
す

い
も
の
に

な
る

。
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の
内
容
は
、
例
え
ば
、
初

級
、
中
級
、
上

級
等
に
分

け
て

呈
示
で
き

る
よ

う
に
し
て

は
ど

う
だ
ろ
う

か
。
現
案

に
は
、
初
め
て

取
り
組

む
初
級
段

階
の

人
事
担
当

者
に

も
そ
こ
ま

で
聞

く
の
か
と

い
う

項
目
が
あ

る
。
初
め
て

の
企
業
が
見

る
に

し
て
は
詳

し
過

ぎ
る
情
報

。
 


人

事
担
当

者
が

ご
存
じ
の

こ
と

、
そ
れ
ま

で
取

り
組
ん
で

き
た

こ
と
、
企

業
の

状
況
は
、
パ
タ

ー
ン
が
無

数
に

あ
り
得
る
。

支
援
機
関
か

ら
の

、
企
業
の

取
組

に
対
す
る

ご
提

案
、
質
問

等
も

、
ツ
ー
ル
（
試

作
版
）
の

よ
う

な
形
で
は

書
き

き
れ
な

い
。
 


相

談
し
て

い
る

企
業
の
担

当
者

は
様
々
で
、
経

営
者
か
ら

特
命

を
受
け
て

相
談

に
来
て
い

る
人

事
担
当
者

も
い

れ
ば
、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

経
営

判
断

は
ま

だ
な

い
状

態
で

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

か
ら

の
お

話
を

受
け

て
何

か
ら

手
を

付
け

れ
ば

よ

い
の
か
困
っ

て
い

る
人
事
担

当
者

も
い
る
。
ど
ち

ら
か
と
い

え
ば

後
者
の
方

が
多

い
よ
う
に

思
う
。
相

談
し
て
い

る
人
事

担
当
者
は
、
相
談

に
来
る
前

に
、
障
害

者
雇
用
に

つ
い
て
ハ

ロ
ー

ワ
ー
ク
を

含
め

社
内
外
か

ら
ア

ド
バ
イ
ス

を
受

け
て
い

る
場

合
が
あ

る
。

受
け

て
い
れ
ば
そ
の
内
容
と
、
「
企
業
と
し
て
」
あ
る
い
は
「

人
事

担
当

者
と

し
て

」
こ

れ
か

ら
ど
の

よ
う
に
取
り

組
も

う
と
し
て

い
る

か
を
、
支
援
者

は
聞
く

。
資
料

も
使
い
な

が
ら

助
言
を
す

る
の

は
、
そ

れ
ら
の

お
話
を

踏
ま
え
て
か

ら
の

方
が
自
然

だ
し

、
い
き

な
り
助

言
す
る
こ

と
は

ま
ず
な
い

。
実

状
と
あ
ま

り
に

相
反
す
る

と
、
人
事
担

当
者
を
混
乱

さ
せ

て
し
ま
う

の
で

は
な
い
か

。
 

●
相

談
の

内
容

に
応

じ
た

活
用

方
法

 

ご

相
談
さ

れ
て

い
る
人
事

担
当

者
の
話
を

あ
ま

り
聞
か
な

い
ま

ま
で
、
ツ
ー
ル
（
試

作
版
）
を

い
き
な
り

見
せ

て
し
ま
う

の
は
あ
ま
り

よ
く

な
い
。
見

せ
る

に
し
て
も

、
こ

こ
に
書
か

れ
た

内
容
は
、

細
か

く
て
詳
し

す
ぎ

る
。
 


企

業
と
い

う
と

こ
ろ
は
、
障
害

者
雇
用
に

当
た

り
、
ま
ず
一
番

重
要
な
最

低
限

の
準
備
を

整
え

る
。
ど
の
企
業

に
も
あ
て

は
ま

る
最
重

要
項

目
は
、
「
雇
用
形
態
」
、
「
職
務

内
容
」
、
「
仕
事
を
教
え
る
体
制

」
の

３
つ

で
は

な
い

だ
ろ

う
か

。
初
め

て
の
企
業
に

は
、
こ
の

３
つ
を
ま

ず
整
え
る

こ
と

を
お
勧
め

す
る
。
そ

れ
以
外
は

応
用
編
と

す
る

の
が
よ
い

と
考

え
て
い

る
。
 


３

つ
の
う

ち
「

仕
事
を

教
え
る

体
制
」
に
つ
い

て
は
、
ジ
ョ
ブ

コ
ー
チ
の

研
修

等
で
は

、
一
般

的
な
障
害

特
性

に
応
じ
た

指
導
方
法

、
教
え

方
の
演
習

が
行

わ
れ
て
い

る
。
確
か
に

そ
の
よ

う
な
教
え

方
の

予
備
知
識

も
必

要
だ
が

、
実
際

の
仕
事
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独
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齢
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う
。
一
定
の
相
談
の
後
に
、
事
業
主
が
持
ち
帰
り
、
振
り
返
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
課
題
が
網
羅
さ
れ
て
い
て
よ
い
か
も
し

れ
な
い
。

 

●
地

域
に

よ
る

違
い

 

障
害
者
雇
用
の
課
題
、
相
談
内
容
は
、
都
市
と
地
方
、
県
内
の
圏
域
に
よ
っ
て
も
違
う
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に

も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
版
の
独
自
の
項
目
群
や
解
説
を
入
れ
る
余
地
が
あ
れ
ば
、
な
お
よ
い
。
 


企
業
が
活
用
で
き
る
情
報
は
全
国
一
律
で
は
な
く
、
網
羅
で
き
な
い
情
報
が
多
く
あ
る
。
企
業
の
力
量
に
よ
っ
て
も
活
用

で
き
る
も
の
が
違
う
。
例
え
ば
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
中
に
、
他
社
の
見
学
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
イ
ベ
ン
ト
、
助
成
金
、

ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支
援
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
ら
は
都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
制
度
、
や
り
方
で
実
施
す
る
場

合
も
多
く
、
事
業
主
も
、「

ぜ
ん
ぜ
ん
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
は
、
地

域
ご
と
に
変
え
た
り
削
除
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
作
っ
た
方
が
、
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
る
と
思
う
。
地
域
セ
ン
タ
ー

が
複

数
の

ツ
ー

ル
や

資
料

を
併

用
し

た
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

に
応

じ
た

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

資
料

を
作

る
の

は
そ

の
た

め

だ
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
作
る
の
は
、
支
援
者
に
と
っ
て
も
支
援
の
や
り
方
を
考
え
る
上
で
頭
の
整
理
に
な
っ
て
い
る
。
 


し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
課
題
が
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
中
に
書
い
て
あ
る
必
要
は
な
い
。
課
題
は
事
業
主
が

気
づ
き
、

整
理
す
る
。
事
業
所
の
人
が
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
る
の
か
と
知
っ
た
り
、
気
づ
い
た
り
、
あ
と
は
し
ゃ
べ
っ
て
も
ら
う
材

料
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
れ
ば
、
十
分
だ
と
思
う
。

 

●
ツ

ー
ル

の
中

に
追

加
し

た
方

が
よ

い
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
等

 


（
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
課
題
項
目
群
に
追
加
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
項
目
は
あ
る
か
、
と
の
問
に
対
し

て
、）

次

の
項
目
を
加
え
て
は
ど
う
か
。
 

「
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
貴
社
の
方
針
、
考
え
方
は
」
 

「
障
害
者
雇
用
を
受
け
入
れ
る
環
境
づ
く
り
（
物
理
的
、
人
的
）
の
取
組
状
況
は
」

 

「
社
内
で
障
害
者
が
働
い
て
い
る
姿
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
す
か
」

 

「
受
入
れ
部
署
だ
け
に
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
、
ど
の
よ
う
に
社
内
が
連
携
し
て
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
か
（
人
事
部
門
で
の
人
件
費
負
担
等
）」

 

「
募
集
活
動
、
人
材
確
保
の
方
法
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
」

 

「
採
用
面
接
へ
の
不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

 

「
な
ぜ
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
の
で
す
か
」

 

「
定
着
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
職
場
外
の
サ
ポ
ー
ト
、
支
援
機
関
を
ご
存
じ
で
す
か
」

 

「
社
内
に
障
害
の
あ
る
社
員
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
紹
介
・
解
説
）」

 

最
後
の
「
社
内
に
障
害
の

あ
る
社
員
が
･･
」
に
つ
い
て
。
ど
の
事
業
所
に
も
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
項
目
。
全

社
員
に
対

す
る
プ
ラ
イ

バ
シ

ー
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
に
沿
っ

た
障

害
の
確
認

方
法

を
提
案
す

る
と

、
事
業
所

に
と

っ
て
取
り

組
み

や
す
い

内
容
の
よ
う

で
、
反

応
が
よ

い
。
支

援
者
の

立
場

と
し
て
、
新
規

の
雇
用
に

い
き

な
り
向
か

う
よ

り
も
、
中

途
障

害
者
も
、

力
を
発
揮
で

き
る

よ
う
な
職

場
環

境
に
し
て

い
た

だ
き
た
い

と
考

え
て
い
る

。
 


こ
の
ツ
ー
ル
の
中
に
加
え
た
方
が
よ
い
と
思
う
情
報
と
し
て
、
各
種
研
究
調
査
デ
ー
タ
が
あ
る
。
ツ
ー

ル
（
試
作
版
）
の

参
考
資
料
の
「
コ
ラ
ム
」
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
障
害
者
雇
用
の
環
境
づ
く
り
、
配
慮
、
障
害
別
の
職
場
配
置
や
職

務
、
他
社
は
な
ぜ
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
、
障
害
者
を
雇
用
す
る
理
由
等
の
、
調

査
デ
ー
タ
。
事
業
主
と

の
相
談
で
、
こ
れ
ら
の
話
が
事
業
主
か
ら
出
る
場
合
が
あ
る
。「

今
回
は
手
元
に
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
と
き

に
は
、
次
の
事
業
主
と
の
相
談
で
同
じ
こ
と
を
聞
か
れ
た
ら
、
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
用
意
し
て
お
こ
う
と
思
い
、
調
べ
よ

う
と
す
る
が
、
調
査
デ
ー
タ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
探
し
き
れ
な
い
う
ち
に
、
次
の
相
談
が
来
る

こ
と
も
あ
る
。
蓄
積
が

難
し
い
。
現
場
の
声
を
集
め
て
、
ま
と
め
て
調
べ
て
も
ら
い
、
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
と
、
使
え
る
材
料
に
な
る
と
思
う
。

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
部
門
の
成
果
物
の
内
容
も
、
こ
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
よ
い
。
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い

た
情
報
提
供
を
行
い
た
い
も
の
の
、
成
果
物
の
ど
の
箇
所
が
必
要
な
情
報
な
の
か
が
、
分
か
ら
な
い
。
成
果
物
の

冊
子
１

冊
を
熟
読
す
る
時
間
は
な
か
な
か
と
り
に
く
い
。

 

 

お
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
の
か
、
足
り
な
い
部
分
は
何
な
の
か
等
、
働
く
人
に
対
し
て
適
切
な
説
明
が
行
え
る

よ
う
な
検
討
を
行
え
る
よ
う
、
支
援
す
る
た
め
の
相
談
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
と
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


事
業
主
の
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
ポ
イ
ン
ト
」
の
よ
う
な
内
容
も
相
談
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
掲
載
し
て
は
ど
う
か
。
 

●
資
料
の
言
葉
を
手
掛
か
り
と
し
た
相
談

 

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
よ
う
な
資
料
を
作
成
す
る
場
合
、
事
業
主
と
の
相
談
で
話
題
に
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
書

い
て
あ
る

方
が
、
支
援
者
が
キ
ー
ワ
ー
ド
を
き
っ
か
け
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
示
し
な
が
ら
聞
き
取
り
が
し
や
す
く
な
り
、
事
業
主
に

と
っ
て
も
気
づ
か
な
か
っ
た
課
題
に
、
気
づ
き
や
す
く
な
る
。
事
業
主
の
課
題
を
「
見
え
る
化
」
す
る
よ
う
な
相
談
に
な

る
こ
と
が
あ
る
。
 


障

害
者

雇
用

に
向

け
て

は
準

備
万

端
な

感
じ

で
相

談
に

臨
む

事
業

主
や

、
こ

れ
以

上
何

も
取

り
組

む
必

要
は

な
い

と
お

考
え
の
事
業
主
も
、
地
域
セ
ン
タ
ー
が
用
意
し
た
資
料
に
書
い
て
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
取
組
の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
ら

れ
る
場
合
は
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
障
害
者
募
集
の
求
人
を
作
成
す
れ
ば
準
備
Ｏ
Ｋ
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
場
合
で
も
、
社
内

の
理
解
や
体
制
等
、
他
に
も
取
り
組
ん
で
お
き
た
い
こ
と
が
ま
だ
あ
っ
た
、
と
気
づ
か
れ
た
例
等
。
 


ま
た
、
採
用
面
接
に
つ
い
て
は
支
援
機
関
に
相
談
す
る
予
定
が
無
か
っ
た
も
の
の
、
相
談
で
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る
資
料

に
「
採
用
面
接
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
書
い
て
あ
れ
ば
、
障
害
者
の
採
用
面
接
に
関
す
る
質
問
を
し
や
す
く
な
る
。
支
援
者

の
方
か
ら
採
用
面
接
に
つ
い
て
話
を
切
り
出
し
た
い
場
合
も
、
ま
と
ま
っ
た
資
料
の
中
に
「
採
用
面
接
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

が
書
い
て
あ
れ
ば
、
自
然
な
相
談
の
流
れ
の
中
で
話
し
や
す
く
な
る
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
事
業
主
支
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
障
害
者
の
面
接
や
選
考
の
仕
方
を
、
企
業
の
人

事
担
当
者
の
方
に
練
習
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
る
。
相
談
で
そ
の
話
題
が
出
せ
れ
ば
、
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
を
提
案
し
や

す
く
な
る
。
同
業
他
社
の
事
例
に
つ
い
て
書
か
れ
た
資
料
を
見
せ
れ
ば
「
他
社
さ
ん
は
ど
う
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
」
と

尋
ね
ら
れ
、「

他
社
の
例
で
は
･･
･
」
と
情
報
提
供
す
る
等
、
話
が
進
み
や
す
く
な
る
。
 


あ

る
人

事
担

当
者

か
ら

「
障

害
者

を
雇

用
す

る
と

、
ず

ー
っ

と
誰

か
が

付
い

て
教

え
な

い
と

い
け

な
い

の
で

し
ょ

う
？

（
そ
の
よ
う
な
方
を
雇
用
す
る
の
は
）
無
理
で
す
よ
ね
。」

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
障
害
者
に
仕
事
を
教
え
る
人

が
い
な
い
。
こ
れ
に
は
そ
の
職
場
の
人
出
不
足
も
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
を
理
解
し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
提
案

を
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
、
い
つ
提
案
す
る
か
。
職
場
の
環
境
面
を
、
お
金
を
か
け
て
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
話
よ
り
も
、
今
の
環
境
で
も
、
雇
用
で
き
る
障
害
者
が
い
る
、
で
き
る
仕
事
が
あ
る
。
支
援
者
が
提
示
す
る
資
料
に
課

題
の
整
理
と
解
決
に
向
け
た
方
法
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
な
ら
ど
う
で
す
か
と
切
り
出
し
や
す
く
な
る
。
 

●
課
題
を
絞
り
込
ん
だ
相
談

 

障
害
者
雇
用
の
課
題
、
相
談
内
容
は
、
事
業
主
ご
と
に
違
う
。
 


事
業
主
と
の
相
談
は
、
そ
の
事
業
所
に
ど
の
よ
う
な
雇
用
経
験
が
あ
り
、
こ
の
度
の
障
害
者
雇
用
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な

こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
た
か
、
相
談
し
て
い
る
方
が
障
害
者
雇
用
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
、
自

負
を
お
持
ち
な
の
か
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
人
事
担
当
者
、
ト
ッ
プ
、
管
理
職
、
職
場
ス
タ
ッ
フ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

状
況
や
考
え
を
分
か
っ
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
理
解
さ
れ
や
す
い
か
、
言
い
方
や
相
談
の
進
め
方
等
、
よ
く
考
え

な
が
ら
相
談
を
進
め
て
い
る
。
支
援
者
か
ら
何
ら
か
の
提
案
を
す
る
場
合
の
方
法
や
内
容
も
、
相

談
の
内
容
に
よ
っ
て
違

う
も
の
に
な
る
。
 


相
談
で
は
、
支
援
者
は
一
度
に
た
く
さ
ん
の
質
問
を
し
な
い
方
が
よ
い
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
が

書
い
て
あ
る
。
こ
れ
ら
全
分
野
を
１
回
の
相
談
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
す
る
と
無
理
が
あ
る
。
相
談
を
２
回
に
分
け
た
り
、

宿
題
方
式
に
し
て
２
回
目
の
相
談
で
続
き
を
見
て
い
く
よ
う
な
や
り
方
も
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
い
よ
う
に
思
う
。
 


今
日
相
談
し
た
い
の
は
ど
こ
の
部
分
で
す
か
と
尋
ね
、
事
業
主
が
関
心
を
示
し
た
テ
ー
マ
に
絞
る
。
相
談
で
出
た
キ
ー
ワ

ー
ド

を
メ

モ
し

て
事

業
主

と
共

有
す

る
。

事
業

主
に

関
心

の
あ

る
当

面
の

取
組

に
絞

っ
て

、
そ

の
日

の
相

談
を

完
結

さ

せ
、
地
域
セ
ン
タ
ー
と
し
て
で
き
る
支
援
を
行
う
よ
う
に
す
る
方
が
よ
い
。
事
業
主
が
関
心
を
示
し
た
内
容
は
、
１
回
の

相
談
で
そ
の
場
で
整
理
し
て
も
よ
い
し
、
時
間
を
か
け
て
整
理
し
て
い
く
の
も
よ
い
。
事
業
主
の
ペ
ー
ス
で
、
無
理
の
な

い
よ
う
に
話
し
た
り
気
づ
い
た
り
し
て
も
ら
う
と
、
事
業
主
の
関
心
が
深
ま
っ
た
り
広
が
っ
た
り
す
る
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
、
一
社
ご
と
に
違
う
提
案
書
を
作
り
、
事
業
主
が
取
り
組
も
う
と
さ
れ
て
い
る
内
容
に
対
応
し
た
支

援
の
内
容
を
提
案
し
て
い
る
。
提
案
書
で
は
、
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
企
業
の
課
題
を
絞
っ
て
作
成
し
、
次
の
課
題
が
出

て
き

た
ら

新
し

い
提

案
書

を
作

っ
て

支
援

を
進

め
る

。
障

害
者

雇
用

に
向

け
て

事
業

主
と

一
緒

に
歩

ん
で

い
く

イ
メ

ー

ジ
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
内
容
は
、
活
用
す
る
相
談
の
相
手

や
、
活
用
場
面
に
よ
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
内
容
が
異
な
る
と
思
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シ
ン
プ
ル
な
も
の
ほ
ど
使
い
や
す
い
。
情
報
量
を
落
と
せ
ば
、
も
っ
と
使
い
や
す
い
も
の
に
な
る
。
使
い
分
け
方
等
が
あ

る
程
度
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
あ
と
は
、
実
践
家
が
親
し
ん
で
い
け
ば
自
然
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
し
、
他
の
ツ
ー
ル
と

一
緒
に
加
工
さ
れ
、
溶
け
込
ん
で
い
く
。
そ
の
と
き
、
開
発
者
の
当
初
の
意
図
と
は
異
な
る
使
い
方
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
。
 

●
障

害
者

雇
用

の
取

組
間

の
関

係
 


障
害
者
雇
用
の
取
組
を
図
示
す
る
と
き
の
並
べ
方
は
、「

は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 事

業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」

で
は
ス
テ
ッ
プ
図
に
、
ま
た
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
取
組
項
目
の
グ
ル
ー
プ
を
円
環
状
に
並
べ
た
図
に
な
っ
て
い
る
。

何
か
お
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
う
。
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
、
事
業
主
と
の
相
談
で
「
は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇

用
 
事
業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
の
ス
テ
ッ
プ
図
を
使
う
こ
と
に
慣
れ
、
図
に
親
し
ん
で
い
る
の
で
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）

の
円
環
図
の
意
図
を
知
り
た
い
と
思
う
。
取
組
に
は
相
互
の
つ
な
が
り
が
あ
り
、
一
直
線
で
は
な
い
。
円
環
図
の
方
が
、

相
談
を
進
め
や
す
い
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 


円
環
図
を
見
る
と
、
取
組
項
目
は
相
互
に
関
係
し
な
が
ら
連
動
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
事
業
主
の
障
害
者
雇
用
の
取

り
組
み
方
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
関
連
性
も
変
わ
り
、
連
動
の
仕
方
、
上
下
左
右
の
配
置
が
違
っ
た
り
、
取
組
が
進
む
と
位

置
が
動
い
た
り
す
る
よ
う
に
思
う
。
図
の
取
組
項
目
の
位
置
関
係
は
、
固
定
し
て
考
え
て
は
い
け
な
い
関
係
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
 


例
え
ば
、
企
業
内
の
専
門
人
材
の
選
任
・
育
成
と
定
着
支
援
は
連
動
し
、
両
方
を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
く
こ
と
は
、
翻
っ

て
今
後
の
採
用
に
も
影
響
が
出
る
。
 


ま
た
、
「
募
集
」
と
「
職
務
」
は
離
れ
た
位
置
に
あ
る
が
、
事
業
所
に
よ
っ
て
は
近
し
い
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
と
こ
ろ
も

。

ま
た
「
配
属
先
の
不
安
」
は
、
不
安
の
解
消
も
大
事
だ
が
、
同
時

に
配
属
先

の
負
担
を
軽
減
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
こ
の
場
合
の
図
の
配
置
は
「
職
場
定
着
」
の
中
か
ら
「
職
場
の
理
解
」
の
中
へ
移
る
。
さ
ら
に
「
配
属
先
の
不
安
」

で
負
担
を
課
題
と
し
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
「
社
内
サ
ポ
ー
ト
」
と
「
全
社
的
理
解
」
が
必
要
だ
。
 


「
全
社
的
理
解
」
が
図
ら
れ
る
と
、「

職
務
選
定
」
を
進
め
や
す
く
な
る
。
チ
ー
ム
集
約
型
の
部
署
（
共
同
で
作
業
し
て

い
る
労
働
集
約
型
の
部
署
）
で
あ
れ
ば
他
部
署
か
ら
仕
事
を
も
ら
う
。
「
全
社
的
理
解
」
も
「
経
営
者
方
針
」
も
、
浸
透

に
は
時
間
が
か
か
る
。「

配
属
先
の
不
安
」
の
解
決
を
経
て
、「

全
社
的
理
解
」
に
波
及
す
れ
ば
、
「
職
場
定
着
」
に
も
貢

献
す
る
。
 


「
経
営
者
方
針
」
と
「
全
社
的
理
解
」
は
、
法
的
義
務
と
並
び
、
確
か
に
重
要
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
面
倒
で
堅
苦
し
い
も
の

と
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
、
事
業
主
が
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
ま
な
く
な
る
の
は
、
支
援
者
の
本
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「

全

社
的
理
解
」
に
つ
い
て
は
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
は
初
め
か
ら
「
全
社
」
と
い
う
考
え
方
は
あ
ま
り
し
な
い
と
思
う
。

配
属
先
を
検
討
し
、
特
定
の
部
署
の
理
解
を
図
っ
た
後
、
雇
用
後
の
定
着
の
対
策
の
た
め
、
他
の
部
署
に
も
知
っ
て
も
ら

い
協
力
を
得
た
い
場
合
や
、
さ
ら
に
複
数
の
部
署
の
雇
用
を
進
め
て
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
「
全
社
」
へ
広
が
る
。
こ
の

よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
全
社
的
理
解
」
は
、
取
組
と
い
う
よ
り
、
取
組
の
過
程
で
現
れ
、
他
の
取

組
の
下
地
に
も
な
る
も

の
で
、
一
覧
か
ら
外
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

 
●

企
業

内
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
等

の
選

任
の

本
質

 

企
業
内
の
支
援
体
制
に
関
す
る
項
目
が
あ
る
。
例
え
ば
企
業
在
籍
型
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
等
の
専
門
家
の
選
任
に
つ

い
て
は
、

実
は
資
格
が
必
ず
し
も
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
企
業
も
あ
る
等
、
選
任
の
有
無
が
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
選
任
が

無
く
て
も
し
っ
か
り
し
た
支
援
を
さ
れ
て
い
る
事
業
所
も
あ
る
。
選
任
の
有
無
よ
り
、
支
援
体
制
の
有
無
が
課
題
。

 
●

そ
の

事
業

主
に

と
っ

て
そ

の
情

報
は

な
ぜ

必
要

か
 


こ
の
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
企
業
に
対

し
、
支
援
の
入
口
と
な
る
資
料
と
し
て
活

用
で
き
る
と
思
う
。
し
か
し
、
事
業
主
に
こ
れ
を
直
接
手
渡
し
た
り
、
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
ア
ッ
プ
す
る
だ
け
で
は
、
必
要
な
情

報
を
自
主
的
に
調
べ
る
行
動
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 


ネ
ッ
ト
上
に
は
既
に
障
害
者
雇
用
の
情
報
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
掲
載
で
き
る
情
報
量
は

限
ら
れ
て

い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
数
あ
る
資
料
の
中
か
ら
、
な
ぜ
こ
れ
ら
が
選
ば
れ
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
相
談
の

中
で
支
援
者
が
説
明
す
る
の
が
よ
い
。
手
渡
し
た
り
、
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
ア
ッ
プ
す
る
な
ら
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
事
業

主
が
読
ん
で
、
分
か
る
よ
う
に
書
い
た
方
が
よ
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
よ
う
な
資
料
を
事
業
主
に
お
示
し
す
る
と
き
の
難
し
さ
の
ひ
と
つ
は
、
障
害
者
雇
用
に
消
極
的
な

事
業
主
の
雇
用
の
意
欲
を
喚
起
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ツ
ー
ル
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
よ
り
詳

し
く
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
。
情
報
を
自
ら
取
り
に
行
き
、
自
社
に
と
っ
て
の
意
義

を
考
え
て
、
有
効
な
情
報
を
選
び
、
有

効
な
ら
使
う
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
意
欲
を
、
持
っ
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
、
こ
の
点
が
ツ
ー
ル
の
難
し
さ
だ
と
思
う
。 

 


も
ち
ろ
ん
支
援
者
自
身
も
、
普
段
か
ら
知
識
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
人
事
担
当
者
の
方
に
は
最
低
限

持
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
障
害
者
雇
用
の
知
識
と
し
て
、
障
害
の
範
囲
等
の
制
度
、
支
援
機
関
の
機
能
、
雇
用
事
例

が
あ
る
。
障
害
者
雇
用
の
「
障
害
者
」
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
方
々
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
正
確
な
知
識
を
事
業
主
が

持
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
支
援
者
と
し
て
は
、
尋
ね
ら
れ
た
ら
正
確
に
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
。
初
め

て
の
事
業
主
に
は
、
手
帳
に
も
種
類
が
あ
る
こ
と
、
等
級
の
意
味
、
重
度
の
意
味
等
、
基
本
的
な
こ
と
か
ら
、
分
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
。
「
重
度
な
の
に
働
け
る
の
で
す
か
」
と
い
う
方
が
い
る
。
一
般
の
人
が
と
ら
え
る
重
度
障
害
と
、
雇
用

の
分
野
の
重
度
障
害
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
。
精
神
障
害
者
の
応
募
も
多
い

こ
と
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
 

●
ツ
ー
ル
の
分
量

 

も
し
支
援
者
が
事
業
主
と
の
相
談
で
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
使
う
な
ら
、
冊
子
等
の
形
式
よ
り

、
項
目
の
一
覧
を
Ａ
４
片

面
で
１
枚
に
ま
と
め
た
方
が
見
や
す
く
、
相
談
で
も
活
用
さ
れ
や
す
い
と
思
う
。
も
し
冊
子
に
す
る
な
ら
、
Ａ
４
両
面
２

ペ
ー
ジ
１
枚
で
完
結
す
る
内
容
の
も
の
を
複
数
作
成
し
、
そ
れ
ら
を
綴
じ
て
、
支
援
者
が
相
談
内
容
に
応
じ
て
必
要
な
１

枚
を
引
き
出
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
全
体
の
分
量
は
多
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
 

（
取
組
項
目
に
企
業
と
し
て
な
ぜ
取
り
組
ん
だ
方
が
よ
い
の
か
の
解
説
が
書
か
れ
た
冊
子
を
も
し
作
る
な
ら
、
と
の
問
い

に
対
し
て
、
）
取
組
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
情
報
、
検
討
を
よ
り
深
め
る
た
め
の
資
料
、
コ
ラ
ム
と
い
っ
た
情
報
が
あ

る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
全
部
を
読
ま
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
も
の
よ
り
、
項
目
ご
と
に
ま
と
ま
っ
た
内
容
に
し
て
、

項
目
ご
と
に
、
前
後
の
項
目
の
解
説
が
無
く
て
も
、
冊
子
の
途
中
で
切
っ
て
必
要
な
ペ
ー
ジ
だ
け
情
報
提
示
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
、
使
い
や
す
い
も
の
に
な
る
。
 


（
障
害
者
雇
用
に
向
け
て
何
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
分
か
ら
な
い
事
業
主
が
、
相
談
の
中
で
一
緒

に
見
て
、

課
題

を
探

し
て

い
く

た
め

の
冊

子
で

あ
れ

ば
、

た
く

さ
ん

の
項

目
が

書
い

て
あ

り
、

ペ
ー

ジ
数

も
多

く
て

も
よ

い
の

で

は
、
と
の
意
見
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、）

そ
の
場
合
、
項
目
の
一
覧
と
は
別
に
、
冊
子
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
作
成
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
 


（
項
目
が
多
い
と
の
意
見
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、）

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
項
目
一
覧
の
ペ
ー
ジ
で
は
、「

労
働
条
件
」

ま
で
は
、
雇
用
前
の
、
採
用
計
画
、
採
用
活
動
の
段
階
。
次
の
「
支
援
体
制
・
配
慮
」
は
、
採
用
後
の
定
着
に
関
す
る
項

目
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
も
し
項
目
の
一
部
を
省
く
と
し
た
ら
、
例
え
ば
、
後
半
の
採
用
後
の
と
こ
ろ
を
切
り
離
し
て

別
に
作
成
し
、
前
半
の
、
採
用
に
向
け
て
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
シ
ー
ト
と
、
後
半
の
採
用
後
に
分
け
て
作
れ
ば
、
分

か
り
や
す
く
、
使
い
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


あ
る
い
は
、
前
半
、
後
半
、
前
後
半
が
一
緒
に
な
っ
た
も
の
の
３
種
類
作
る
と
か
、
前
半
の
最
後
に
後
半
の
一
部
を
入
れ

た
も
の
を
作
る
。
前
半
の
中
か
ら
後
半
を
全
部
省
か
ず
に
少
し
で
も
定
着
の
項
目
が
あ
る
と
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の

事
業
主
に
安
心
し
て
も
ら
え
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 

障
害
者
雇

用
を

支
援
す

る
機

関
の
意
見
の
詳
細

 

（
２
）
地

域
セ

ン
タ
ー

の
主

任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
意
見
 

イ
 
Ｂ
地

域
セ

ン
タ
ー

の
主
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
 

●
開
発
の
意
図
に
つ
い
て

 

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
従
来
の
ツ
ー
ル
や
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
部
門
の
成
果
物
の
一
部
を
ミ
ッ

ク
ス
し
て

い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
。
機
構
が
作
る
多
く
の
資
料
に
は
、
機
構
の
サ
ー
ビ
ス
だ
け
が
載
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
ツ

ー
ル
（
試
作
版
）
は
機
構
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
も
含
め
て
体
系
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
点
が
違
う
。
 

（
「
事
業
主
支
援
の
実
務
で
ど
う
使
う
か
は
地
域
セ
ン
タ
ー
に
お
任
せ
し
た
い
が
、
ど
の
よ
う
な
使
い
方
で
あ
る

に
せ
よ
、

地
域
セ
ン
タ
ー
の
事
業
主
援
助
業
務
の
質
が
高
ま
る
こ
と
に
貢
献
で
き
れ
ば
。」

と
説
明
す
る
と
、）

こ
れ
ま
で
に
も
た
く

さ
ん
の
ツ
ー
ル
が
出
て
い
た
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
目
的
は
従
来
の
ツ
ー
ル
と
同
じ
で
、
中
味

が
従
来
の
ツ
ー
ル
に
取

っ
て
代
わ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
目
的
自
体
が
違
う
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
、
使
い
づ
ら
い
し
、
ど
う
使
う
も
の
な

の
か
、
分
か
ら
な
い
と
使
っ
て
も
ら
え
な
い
。
新
し
い
も
の
が
出
て
き
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
支
援
場
面
の
ニ
ー
ズ
を
受
け
、

ど
の

よ
う

な
経

緯
で

作
り

、
ど

の
よ

う
な

使
い

方
を

想
定

し
て

い
る

の
か

、
開

発
サ

イ
ド

か
ら

は
っ

き
り

示
し

て
ほ

し

い
。
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の
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
か
を
確
認
す
る
。
参
考
と
な
り
そ
う
な
資
料
、
支
援
サ
ー
ビ
ス
、
制
度
を
説
明
し
て
い
く
。
最

新
情
報
を
意
識
し
た
い
と
き
は
、
機
構
が
作
成
し
て
い
る
「
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
好
事
例
集
等
の
ご
あ

ん
な
い
」
を
事
業
主
に
示
す
。
20

ペ
ー
ジ
程
度
の

Wo
rd

形
式
フ
ァ
イ
ル
で
毎
年
更
新
さ

れ
、
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ

ー
研
究
部
門
の
最
新
の
研
究
成
果
も
載
っ
て
い
る
。
 


同
じ
趣
旨
、
内
容
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
も
多
数
あ
り
、
分
量
が
多
く
て
も
、
使
わ
れ
て
い
く
中
で
加
工
さ
れ
、
分

量
も
使
い
方
も
シ
ン
プ
ル
に
変
わ
っ
て
い
く
。
ツ
ー
ル
は
必
要
最
低
限
の
分
量
さ
え
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
使
っ
て
地
域
セ
ン

タ
ー
が
話
を
す
る
こ
と
は
十
分
で
き
る
。
ツ
ー
ル
を
使
う
地
域
セ
ン
タ
ー
が
、
そ
の
ツ
ー
ル
を
使
う
際
の
イ
メ
ー
ジ
が
し

や
す
い
も
の
ほ
ど
、
使
わ
れ
る
。
情
報
量
が
多
く
て
も
小
分
け
に
で
き
る
も
の
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ

の
意
味
が
分
か
る
も
の
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
の
方
が
、
使
い
方
の
イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
、
応
用
も
き
く
。
 

●
ツ

ー
ル

の
分

量
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
情
報
量
が
多
い
。
障
害
者
雇
用
に
慣
れ
て
い
な
い
企
業
の
人
事
担
当
者
に
は
読
み
こ
な
せ
ず
、
取

組
に
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 


シ
ン
プ
ル
な
も
の
ほ
ど
応
用
が
利
き
、
使
い
や
す
い
も
の
だ
。
相
談
場
面
で
は
、
ペ
ー
ジ
を
何
回
も
開
く
の
は
わ
ず
ら
わ

し
い

と
感

じ
ら

れ
る

。
１

枚
で

全
体

像
を

示
し

、
詳

し
く

知
り

た
け

れ
ば

リ
ン

ク
先

Ｕ
Ｒ

Ｌ
や

Ｑ
Ｒ

コ
ー

ド
を

表
示

す

る
。
「

は
じ

め
か

ら
わ

か
る

障
害

者
雇

用
 
事

業
主

の
た

め
の

Ｑ
＆

Ａ
」

の
ス

テ
ッ

プ
図

は
Ａ

４
で

片
面

の
み

し
か

な
い

が
、
こ
の
情
報
量
で
十
分
。
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
あ
の
図
だ
け
で
も
相
当
の
相
談
が
行
え
て
い
る
。
 


他
の
資
料
へ
の
入
口
と
し
て
活
用
す
る
ツ
ー
ル
に
す
る
な
ら
な
お
さ
ら
、
Ａ
４
で
１
枚
ず
つ
か
、
Ａ
３
で
２
つ
折
り
、
４

ペ
ー
ジ
程
度
に
ま
と
め
た
方
が
よ
い
。
事
業
主
が
何
に
困
っ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
取
組
を
す
れ
ば
よ
い
か
、
ど
こ
に

相
談

す
れ

ば
よ

い
か

。
ひ

と
ま

ず
そ

の
ス

タ
ー

ト
を

切
っ

て
い

た
だ

き
、

雇
用

に
踏

み
切

っ
て

も
ら

え
る

よ
う

な
相

談

に
、
役
立
つ
資
料
が
必
要
だ
。
 


地
域
の
支
援
機
関
の
情
報
や
、
国
の
制
度
紹
介
を
掲
載
す
る
の
は
疑
問
だ
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
地
域
セ
ン
タ
ー
の
他
に
地

域
に
特
有
の
支
援
機
関
を
含
め
、
自
治
体
や
地
方
労
働
局
が
冊
子
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
し
て
お
り
、
地
域
セ
ン
タ

ー
で
も
こ
れ
ら
を
入
手
し
て
活
用
し
て
い
る
。
そ
の
情
報
量
は
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
よ
う
な
資
料
に
掲
載
で
き
る
分

量
で
は
な
い
。
掲
載
し
よ
う
と
す
る
と
、
他
の
ツ
ー
ル
へ
の
リ
ン
ク
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
 


特
に
企
業
と
の
初
期
の
相
談
で
は
、
必
要
な
内
容
だ
け
を
Ａ
３
で
２
つ
折
り
く
ら
い
に
ま
と
め
、
そ
の
他
の
相
談
の
留
意

点
等
は
、
支
援
者
向
け
の
手
引
と
し
て
分
冊
化
す
る
方
が
よ
い
。
支
援
者
に
は
そ
の
方
が
使
い
や
す
い
と
思
う
。
（
最
小

限
の
情
報
を
１
枚
の
Ａ
３
に
し
、
そ
の
他
企
業
向
け
の
参
考
資
料
を
別
冊
化
し
て
、
１
テ
ー
マ
１
ペ
ー
ジ
ず
つ
切
り
離
し

て
企
業
に
渡
す
か
、
冊
子
ご
と
渡
す
か
、
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
よ
う
に
す
る
場
合
は
ど
う
か
、
と
問
う
と
、
）
そ
れ
ぞ
れ

の
企
業
に
お
い
て
何
が
重
要
か
は
、
相
談
の
初
期
段
階
で
は
分
か
ら
な
い
。
相
談
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
が
浮
か
び
上
が
り
、

必
要
な
情
報
だ
け
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

 
 

 


例
え
ば
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
巻
末
資
料
に
、
機
構
が
発
行
す
る
事
例
集
等
の
資
料
の
一
覧
が
あ
り
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
数
あ
る
資
料
の
中
か
ら
、
な
ぜ
こ
れ
ら
が
選
ば
れ
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
個
々
の
企
業
に
と

っ
て
そ
の
情
報
は
、
「
な
ぜ
」
必
要
・
有
効
な
の
か
。
何
に
役
立
つ
資
料
か
が
示
さ
れ
、
活
用
の
目
的
や
使
い
方
の
別
に

分
類
さ
れ
て
い
る
等
、
そ
の
「
な
ぜ
」
が
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
あ
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た

り
、
相
談
で
説
明
で
き
る
と
、
事
業
主
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
 


そ
も
そ
も
Ｐ
Ｃ
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力
す
る
の
は
負
担
が
あ
る
し
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
、
ま
だ
自
信
も
無
く
前
向
き
で

も
な
い
事
業
主
が
こ
の
ペ
ー
ジ
を
見
て
も
、
ご
自
身
で
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
う
。
逆
に
、
自

分
か
ら
積
極
的
に
調
べ
る
意
欲
の
あ
る
意
識
の
高
い
事
業
主
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ペ
ー
ジ
は
必
要
な
い
も
の
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
積
極
的
に
調
べ
る
意
欲
の
あ
る
企
業
で
あ
れ
ば
、
そ
の
企
業
に
と
っ
て
そ
の
資
料
が
、
な
ぜ
有
効
・
必
要
か
が
分
か

る
か
ら
だ
。
 


初
め
て
の
障
害
者
雇
用
で
十
分
な
情
報
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
事
業
主
に
は
「
こ
れ
な
ら
で
き
そ
う
だ
」
と
い
う
具
体

例
を
中
心
に
厳
選
し
て
呈
示
し
、
意
識
の
高
い
事
業
主
に
は
障
害
者
雇
用
の
考
え
方
を
問
題
提
起
す
る
よ
う
な
相
談
の
進

め
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
 

●
雇

用
前

と
雇

用
後

の
課

題
の

違
い

 

（
課
題
一
覧
の
課
題
数
や
課
題
の
組
み
合
わ
せ
方
は
、
雇
用
前
の
課
題
と
雇
用
後
の
課
題
を
共
通
化
さ
せ
る
等

に
よ
り
、

現
在
は
大
項
目
７
個
と
小
項
目

12
個
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
絞
っ
た
方
が
よ
い
か
、
と
問
う
と
、
）
ど
の
企

業
で
も
採
用
担
当
者
は
、
障
害
者
の
雇
用
前
で
も
、
当
然
、
長
期
に
働
き
続
け
る
こ
と
を
考
え
て
障
害
者
を
採
用
す
る
。

「
ま
ず
は
雇
っ
て
か
ら
」、
「
定
着
に
つ
い
て
は
雇
用
後
に
ゆ
っ
く
り
考
え
て
も
ら
う
」
と
言
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
実

際
に
は
、
初
め
て
雇
用
す
る
企
業
が
方
針
を
考
え
て
い
く
と
、
そ
の
中
に
そ
の
先
の
定
着
に
つ
な

が
る
視
点
が
含
ま
れ
て

く
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
雇
用
後
の
定
着
に
向
け
た
最
低
限
の
視
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
経
営
者
の
方
針
」

で
あ
れ
ば
、
採
用
の
み
な
ら
ず
育
成
、
キ
ャ
リ
ア
ッ
プ
ま
で
も
が
方
針
と
し
て
検
討
さ
れ
る
な
ら
ば
、
定
着
の
取
組
に
も

つ
な
が
る
。
人
事
担
当
者
が
異
動
す
れ
ば
、
定
着
の
取
組
と
併
せ
て
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
と
同

様
の
取
組
も
必
要
に
な

る
か
ら
、
雇
用
前
・
雇
用
後
の
両
方
の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
課
題
項
目
は
、
全
部
が
、
常
に
課
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「

経
営
者
方
針
」
が
掲

げ
ら
れ
な
く
て
も
、
障
害
者
雇
用
は
で
き
る
。
ど
れ
が
入
口
に
な
り
、
ど
れ
に
波
及
し
、
当
面
ど
れ
を
し
な
い
か
は
、
企

業
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
。
 


た
だ
し
、
特
に
雇
用
後
の
状
況
、
取
組
の
詳
細
は
、
企

業
に
よ
っ
て
よ
り
多
様
な
も
の
に
な
り
、
雇
用
後
に
必
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
情
報
を
、
個
々
の
事
業
主
と
の
相
談
で
把
握
す
る
以
前
に
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
チ

ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
の
よ

う
に
事
前
に
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
。
 


例
え
ば
、
雇
用
後
の
相
談
の
例
と
し
て
、
企
業
で
雇
用
す
る
障
害
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
に
伴
い
、
人
事
評
価
の
制
度
を

見
直
し
た
い
、
と
い
っ
た
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
支
援
者
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
評
価
基
準
で
は
な
く
合
理
的

配
慮
を
伴
っ
て
の
職
務
遂
行
能
力
を
見
る
必
要
性
等
、
差
別
禁
止
指
針
・
合
理
的
配
慮
指
針
の
趣
旨
を
ご
説
明
す
る
こ
と

に
な
る
と
思
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
企
業
の
取
組
に
落
と
し
込
め
て
い
な
い
。
人
事
評
価
を
変
え

る
理
由
を
よ
り
深
く
聞

き
、
前
提
と
な
る
企
業
の
状
況
、
問
題
意
識
、
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
、
人
事
担
当
者
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
、
考
え
る

た
め
の
材
料
や
、
提
案
や
助
言
を
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
●

複
数

の
資

料
を

加
工

し
て

活
用

 


例
え
ば
、
地
域
セ
ン
タ
ー
が
、
事
業
主
に
障
害
者
雇
用
の
全
体
像
を
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
し
っ
か
り
ご
説
明
し
た
い
の

な
ら
、
機
構
の
冊
子
「
は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 事

業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
の
中
か
ら
、
相
談
内
容
に
合
っ

た
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
見
せ
な
が
ら
ご
説
明
す
る
。
障
害
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い

な
ら
コ
ミ
ッ
ク
版
、
具
体
的
な
雇
用
事
例
を
見
て
障
害
者
雇
用
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
た
だ
く
な
ら
冊
子
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の

事
例
集
、
地
域
セ
ン
タ
ー
の
事
業
を
ご
紹
介
し
た
い
場
合
は
地
域
セ
ン
タ
ー
が
共
通
で
使
っ
て
い
る
資
料
を
出
す
。
そ
れ

ぞ
れ
使
い
慣
れ
た
ツ
ー
ル
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
。
 


他
に
も
有
用
な
資
料
は
既
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
実
際
の
相
談
で
支
援
者
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
か
ら
、
事
業
主
の
状
況

に
応
じ
、
一
部
コ
ピ
ー
や
加
工
を
加
え
、
一
番
使
い
や
す
い
も
の
を
、
使
い
や
す
い
場
面
で
活
用
し
、
最
も
使
い
勝
手
の

よ
い
ツ
ー
ル
を
選
ん
で
い
る
。
ど
の
ツ
ー
ル
も
大
切
な
事
項
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
当
然
そ
の
内
容
は
重
な
り
合
っ
て
い

る
。
内
容
は
同
じ
で
も
、
見
せ
方
は
工
夫
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
主
に
合
わ
せ
て
加
工
し
、
様
々
な
企
業
の
反
応

を
知
り
、
使
う
こ
と
を
繰
り
返
す
中
で
、
支
援
の
勘
ど
こ
ろ
も
分
か
っ
て
く
る
。
 


相
談
の
進
め
方
と
し
て
、「

は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 
事
業
主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
の
障
害
者
雇
用
の
ス
テ
ッ
プ
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め
。
 


「
仕
事
、
部
署
」
が
不
明
確
な
ま
ま
採
用
し
、
事
後
に
苦
慮
す
る
事
業
所
が
あ
る
た
め
、
有
用
な
項
目
。
 


仕
事
、
部
署
の
検
討
の
意
義
、
背
景
を
解
説
し
て
い
る
点
で
有
用
。
時
代
背
景
、
問
題
点
、
陥
り
や
す
い
点
等
が
解
説
し

て
あ
る
た
め
、
適
確
な
検
討
に
つ
な
が
り
や
す
く
な
る
。
 


こ
れ
ま
で
の
経
験
上
、
事
業
主
か
ら
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
項
目
で
あ
る
た
め
有
用
。
 


「
障
害
者
の
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
は
、
日
頃
の
事
業
主
支
援
で
は
口
頭
で
伝
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
文

字
化
さ
れ
る
こ
と
は
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
支
援
（
職
務
創
出
）
が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
。
 


障
害
者
雇
用
推
進
の
た
め
に
は
、
必
須
の
内
容
と
考
え
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。

 

●
「
配

属
先

の
職

場
の

上
司

や
従

業
員

は
取

組
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

」 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
支
援
（
職
務
創
出
）
が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
。
 


同

僚
や

上
司

の
不

安
に

焦
点

を
あ

て
て

い
る

点
で

有
用

。
働

く
障

害
者

の
周

囲
の

従
業

員
の

関
わ

り
方

が
職

場
定

着
に

は
重
要
と
あ
る
と
い
う
企
業
側
へ
の
意
識
付
け
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
た
め
。
 


ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支
援
等
の
説
明
、
提
案
が
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
た
め
有
用
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。
 


配
属
先
の
理
解
が
な
い
と
雇
用
継
続
が
難
し
い
た
め
。
 


障
害
者
雇
用
推
進
の
た
め
に
は
、
必
須
の
内
容
と
考
え
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。

 

●
「
募

集
・採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
」 


失

業
者

の
内

訳
で

精
神

障
害

者
が

多
い

こ
と

を
明

示
し

て
い

る
点

で
有

用
。

発
達

障
害

を
含

む
精

神
障

害
者

の
雇

用
へ

取
り
組
む
動
機
付
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 


具

体
的

な
募

集
・

採
用

の
仕

方
に

関
す

る
助

言
や

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

と
の

連
携

等
が

必
要

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
た

め
に

有
用
で
あ
る
。
 


職

務
内

容
や

勤
務

時
間

、
日

数
等

に
つ

い
て

一
般

の
求

人
と

同
様

に
考

え
十

分
な

検
討

を
行

わ
な

い
ま

ま
雇

用
し

て
い

る
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
、
有
用
な
項
目
。
 


ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
活
用
方
法
等
説
明
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
た
め
有
用
。
 


事
業
所
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
連
絡
・
相
談
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
。
 


障
害
者
雇
用
経
験
が
全
く
な
い
事
業
所
の
場
合
は
、
募
集
・
採
用
の
仕
方
も
イ

メ
ー
ジ
が
持
て
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
た

め
有
用
な
項
目
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。

 

●
「
障

害
者

雇
用

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
社

外
の

支
援

機
関

を
ご

存
じ

で
す

か
」 


必
須
項
目
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
採
用
担
当
者
様
の
多
く
が
抱
え
込
ま
ず
に
済
む
と
分
か
っ
た
時
に
「
ホ
ッ
」
と
し
た
表

情
を
さ
れ
ま
す
。
 


支
援
機
関
の
活
用
の
仕
方
ま
で
触
れ
て
い
る
点
が
有
用
。
支
援
機
関
が
多
い
、
ア
ク
セ
ス
方
法
が
不
明
と
い
っ

た
企
業
に

と
っ
て
の
疑
問
、
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
対
応
で
き
て
い
る
。
 


ど

こ
に

相
談

し
て

よ
い

か
分

か
ら

な
い

事
業

所
は

多
い

と
思

わ
れ

る
。
「

～
ど

の
専

門
機

関
へ

連
絡

す
れ

ば
よ

い
の

か
 

地
域
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
」
と
書
い
て
あ
る
点
が
よ
い
。
 


社

外
の

支
援

機
関

を
把

握
し

て
い

な
い

ケ
ー

ス
が

散
見

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

支
援

体
制

の
検

討
を

促
す

意
味

で
有

用
と

考
え
る
。
 


障

害
者

雇
用

経
験

が
全

く
な

い
事

業
所

の
場

合
、

就
労

支
援

の
サ

ー
ビ

ス
が

あ
る

こ
と

自
体

を
ご

存
じ

な
い

場
合

も
多

い
た
め
。
 

 

障
害

者
雇

用
を

支
援
す

る
機

関
の
意

見
の

詳
細

 

（
３

）
全

地
域

セ
ン
タ

ー
の

事
業
主

援
助

業
務
担

当
者

等
の
意

見
及

び
試
用

結
果

 

有
用

で
あ

る
理

由
 

●
「
経

営
者

は
障

害
者

雇
用

の
方

針
を

全
社

に
示

し
て

い
ま

す
か

」 


障

害
者
雇

用
を

進
め
る
う

え
で

の
大
前
提

と
な

る
重
要
な

項
目

で
あ
る
た

め
、

有
用
で
あ

る
。
 


こ

の
質

問
を

入
れ

る
こ

と
で

、
会

社
の

障
害

者
雇

用
の

取
組

状
況

(
進

捗
)
や

取
り

組
む

経
緯

に
つ

い
て

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

が
ス
ム
ー
ズ

に
で

き
た
。
 


チ

ェ
ッ
ク

ポ
イ

ン
ト
と
し

て
明

記
さ
れ
る

こ
と

で
必
要
な

こ
と

と
し
て
伝

え
や

す
く
な
る

。
 


方

針
が
示

さ
れ

て
い
る
企

業
で

雇
用
が
進

ん
で

い
る
デ
ー

タ
は

参
考
に
な

る
。
 


障

害
者
雇

用
で

比
較
的
多

く
見

ら
れ
る
採

用
担

当
者
が
孤

軍
奮

闘
さ
れ
て

い
る

事
業
所
に

お
い

て
、
こ
の

取
組

は
重
要
。
 


障

害
者

の
配

属
先

の
方

た
ち

が
障

害
者

雇
用

に
対

し
消

極
的

で
あ

る
場

合
は

取
組

が
進

ま
な

か
っ

た
り

、
雇

用
後

の
必

要
な
配
慮
が

あ
ま

り
行
わ
れ

な
い

事
例
が
あ

る
。
全
社

一
丸
と
な

っ
た
取
組

が
必

要
で
あ
り
、
有

用
な
項
目

で
あ

る
と
思

わ
れ
る
。
 


経

営
者

が
組

織
の

方
針

と
し

て
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

組
織

全
体

に
取

組
当

初
の

段
階

で
示

す
こ

と
は

、
そ

の
後

の
取

組
が
ス
ム
ー

ズ
に

進
む
こ
と

が
考

え
ら
れ
る

た
め

。
 


必
要
な

準
備
を

整
え
な

い
状
態

で
障
害

者
を
雇

用
し
て

し
ま
う

事
業
主

は
少
な

く
な
い

。
「
障

害
者
雇

用
が
全

社
的
に

理

解
さ

れ
る

よ
う

取
組

ま
れ

て
い

ま
す

か
」

と
併

せ
て

、
地

域
セ

ン
タ

ー
も

こ
の

よ
う

な
基

本
的

な
こ

と
か

ら
言

語
化

し

て
、
事
業
主
に
き

ち
ん
と
伝

え
て

い
く
こ
と

は
重

要
。
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
、
障
害
者

就
業
・
生
活
支

援
セ
ン
タ

ー
と

も
共
有

し
た
い
項
目

。
 


会

社
全

体
に

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
示

す
こ

と
の

意
義

を
ご

認
識

い
た

だ
き

た
い

事
業

所
は

少
な

く
な

い
。

こ
の

質
問

を
す
る
こ
と

で
、
社
内
研
修

や
そ

の
他
の
支

援
方

法
と
組
み

合
わ

せ
た
体
系

的
な

事
業
主
援

助
業

務
に
つ
な

げ
や

す
い
た

め
。
 


経

営
者

側
か

ら
ト

ッ
プ

ダ
ウ

ン
の

意
思

表
示

が
あ

る
こ

と
で

、
事

業
所

と
し

て
取

り
組

む
べ

き
課

題
で

あ
る

と
の

認
識

が
図
ら
れ
る

と
考

え
ま
す
。
 


こ

の
よ
う

な
項

目
が
あ
る

と
ワ

ー
ク
シ
ョ

ッ
プ

や
社
内
研

修
の

提
案
が
し

や
す

く
な
る
。
 


事

業
主
支

援
を

行
う
中
で

確
認

し
た
い
事

項
で

あ
る
た
め

。
 


「

理
解
者

の
異

動
・
退
職

が
安

定
し
た
障

害
者

雇
用
の
妨

げ
と

な
る
事
例

も
み

ら
れ
ま
す

」
は

特
に
周
知

す
べ

き
内
容
。
 

●
「
障

害
者

雇
用

が
全

社
的

に
理

解
さ

れ
る

よ
う

取
組

ま
れ

て
い

ま
す

か
」 


経

営
者
・
人
事

担
当
者
と

現
場

と
の
間
に
、
障

害
者
雇
用

に
対

す
る
考
え

方
の

温
度
差
が

あ
り
、
現

場
が
障
害

者
雇
用
に

対
し
消
極
的

で
あ

る
と
、
雇
用
し

て
も
必
要

な
配

慮
が
行
わ

れ
な

い
こ
と
が

あ
る
。
全

社
一
丸
と

な
っ
た
取

組
が

必
要
で

あ
り
、
現
場

へ
の

理
解
促
進

が
重

要
で
あ
る

こ
と

の
認
識
を

促
す

た
め
に
有

用
な

項
目
で
あ

る
。
 


人

事
部
門

の
み

な
ら
ず
、

経
営

者
、
人
事

部
門

、
配
属
先

現
場

の
共
通
理

解
が

図
ら
れ
る

こ
と

が
必
要
と

考
え

る
た
め
。
 


「
障
害

者
雇
用

が
全
社
的

に
理

解
さ
れ
る

よ
う

取
組
ま
れ

て
い

ま
す
か

」
の
項

目
は
有
用

だ
。
経
営
・
人
事
担

当
者
と
受

入
れ
側
で
あ

る
現

場
と
の
間

で
障

害
者
雇
用

に
対

す
る
考
え

方
に

違
い
が
生

じ
る

こ
と
は
、

よ
く

あ
る
。
 


「
障

害
者
雇
用

が
全
社
的

に
理

解
さ
れ
る

よ
う

取
組
ま
れ

て
い

ま
す
か
」
は
、
日
頃

の
事
業
主

支
援
で
は

口
頭

で
伝
え
る

こ
と
が
多
い

が
、

文
字
化
さ

れ
る

こ
と
は
効

果
が

あ
る
と
思

わ
れ

る
。
 


こ

の
よ
う

な
項

目
が
あ
る

と
ワ

ー
ク
シ
ョ

ッ
プ

や
社
内
研

修
の

提
案
が
し

や
す

く
な
る
。
 


事

業
主
支

援
を

行
う
中
で

確
認

し
た
い
事

項
で

あ
る
た
め

。
 

●
「
障

害
者

の
仕

事
、
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

」 


タ

イ
ト
ル

が
分

か
り
や
す

く
有

用
。
職
務
創
出

の
方
法
に

つ
い

て
や
環
境

設
定

等
、
ど
の
程
度

事
業
所
が

情
報

を
得
て
い

る
か
が
把
握

で
き

る
。
 


有

用
。

初
め

て
障

害
者

雇
用

を
考

え
る

企
業

の
多

く
が

、
職

務
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

に
悩

ん
で

い
る

状
況

が
見

ら
れ

る
た

資
料

1
1
 

（
第
３
章
第
２
節
関
係
）
 

− 199 −



 

●
「
障

害
者

雇
用

が
全

社
的

に
理

解
さ

れ
る

よ
う

取
組

ま
れ

て
い

ま
す

か
」 


必
ず
し
も
全
社
員
に
対
し
て
一
律
に
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
が
よ
い
と
は
思
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、「

全
社
的
」

を
「
社
内
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
 


「
人
事
部
門
だ
け
で
は
な
く
全
社
的
に
」
に
修
正
。
も
し
項
目
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
れ
ば
。
 


「
障
害
者
雇
用
が
事
業
所
内
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
か
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
会
社
規

模
に
よ
っ

て
は

事
業

所
単

位
で

の
取

組
で

よ
い

場
合

も
考

え
ら

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

全
社

的
に

理
解

が
得

ら
れ

る
の

は
理

想
的

だ

が
、
理
解
が
必
ず
得
ら
れ
な
け
れ
ば
障
害
者
雇
用
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 


社
内
研
修
に
活
用
で
き
る
資
料
の
リ
ス
ト
が
あ
る
と
よ
い
。
 


解
説
文
の
順
番
を
入
れ
替
え
た
方
が
よ
い
。
ま
ず
、
方
針
を
示
し
社
内
全
体
で
取
り
組
む

こ
と

が
大
事
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
（
大
枠
）、

次
に
「
最
初
は
人
事
の
み
で
も
理
解
が
進
ん
だ
例
が
あ
る
」（

方
法
論
）
の
順
で
。
 


解
説
文
の
「
当
初
は
人
事
担
当
者
だ
け
の
…
配
属
先
の
理
解
を
得
て
い
っ
た
…
」
を
「
当
初
は
人
事
担
当
者
中
心
の
…
配

属
先
の
理
解
に
広
げ
て
い
っ
た
」
に
修
正
し
た
方
が
、
全
社
的
な
取
組
が
つ
な
が
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
よ
い
と

思
う
。
 


「
全
従
業
員
が
経
営
者
の
方
針
を
理
解
し
」
に
続
け
て
「
理
解
の
輪
を
拡
げ
る
試
み
が
重
要
で

す
」
と
書
く
等
、
従
業
員

が
受
け
身
で
は
な
く
積
極
的
に
拡
げ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
 

●
「
障

害
者

の
仕

事
、
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

」 


障

害
者

が
で

き
る

職
務

を
作

り
出

す
、

職
務

を
分

か
り

や
す

く
作

り
替

え
る

と
い

う
発

想
が

必
要

だ
と

い
う

こ
と

を
明

確
に
し
た
方
が
よ
い
。
 


仕
事
や
部
署
が
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
い
る
方
が
、
雇
用
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
逆
に
障
害

種
別
や
受

け
入
れ
る
部
署
を
狭
め
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「

障
害
者
の
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
広
い
た
め
、
特
に
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
場
合
、
障
害
者
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
自
体
が
な
い
た
め

、
こ
の

項
目
の
何
か
ら
行
え
ば
よ
い
か
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「

決
ま
っ
て
い
れ
ば
な
お
よ
い
」
く
ら
い

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
丁
度
よ
い
と
思
う
。
 


「
補
助
的
な
作
業
」
だ
け
で
な
く
、
一
連
の
作
業
工
程
の
一
部
分
を
「
切
り
出
す
」
こ
と
も
あ
り
得
る
。
 


「
障
害
者
が
従
事
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
仕
事
や
部
署
の
候
補
は
あ
り
ま
す
か
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
障
害
者
が
従

事
す
る
仕
事
や
部
署
が
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 


「
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
よ
り
、「

仕
事
の
選
定
は
進
ん
で
い
ま
す
か
」
等
の
方
が
は
答
え
や
す
い
の
で

は
な
い
か
。
 


障
害
者
の
切
り
出
し
、
選
定
に
役
立
つ
情
報
が
あ
る
と
よ
い
。
 


「
切
り
出
し
・
再
構
成
」
に
加
え
「
特
化
モ
デ
ル
」
に
も
言
及
し
て
ほ
し
い
。
 


「
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
 
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
一
覧
」
の
「
雇
用
前
の
実
習
等
の
制
度
の
利
用
も
有
効
で
す
」
の

「
有
効
」
を
よ
り
具
体
的
に
、
例
え
ば
「
職
務
や
職
場
環
境
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
確
認
す
る
た
め
に
も
有
効
で
す
」
等
。
 


仕
事
や
部
署
は
決
ま
っ
て
も
、
事
業
主
が
勤
務
時
間
や
賃
金
等
の
決
定
に
時
間
を
要
し
た
り
、
迷
う
場
合
も
あ

る
。
勤
務

時
間
、
賃
金
等
の
労
働
条
件
が
決
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
項
目
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
 


「
補
助
的
な
作
業
を
持
ち
寄
り
」
と
「
雇
用
前
の
実
習
等
の
制
度
の
利
用
」
は
特
に
周
知
す
べ
き
内
容
だ
。
 


「
補
助
的
な
作
業
を
持
ち
寄
り
」
を
「
職
務
を
切
り
出
し
て
再
構
成
す
る
」
等
に
修
正
し

て
は
ど
う
か
。
職
務
創
出
等
に

お
い
て
抽
出
す
る
作
業
は
、
補
助
的
な
も
の
に
限
ら
な
い
た
め
。

 

労
働
条
件
の
設
定
に
つ
い
て
の
助
言
や
情
報
を
求
め
ら
れ
る
事
例
も
多
い
。
具
体
的
に
例
示
さ
れ
て
い
た
方
が
よ
い
。

 

●
「
配

属
先

の
職

場
の

上
司

や
従

業
員

は
取

組
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

」 


「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
と
の
違
い
が
理
解
し
づ
ら
い
。
取
組
が
何
を
指

し
て
い
る
の
か
具
体
的
に
記
載
し
て
あ
れ
ば
、
差
異
が
分
か
り
や
す
く
な
る
と
考
え
る
。
 


「
配
属
先
の
上
司
や
従
業
員
は
障
害
者
雇
用
に
向
け
た
取
組
を
理
解
し
て
い
ま
す
か
」
の
方
が
、
意
図
が
明
確
に
伝
わ
る

の
で
は
な
い
か
。

 


「
障
害
の
特
徴
や
配
慮
事
項
に
つ
い
て
、
配
属
先
の
上
司
等
は
、
情
報
の
不
足
や
不
安
を
感
じ
て
い
な
い
で
し

ょ
う
か
」

 


支
援
機
関
と
関
わ
り
慣
れ
て
い
な
い
事
業
所
に
、
支
援
機
関
と
の
連
携
の
重
要
性
を
示
せ
る
こ
と
は
有
用
。
 


地
域
セ
ン
タ
ー
の
支
援
（
提
供
、
関
係
機
関
と
の
つ
な
ぎ
）
が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
有
用
で
あ

る
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。

 

●
「
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

は
あ

り
ま

す
か

」 


担
当
者
が
孤
軍
奮
闘
し
た
り
、
疲
れ
果
て
て
し
ま
う
例
が
あ
る
。
担
当
者
を
支
え
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
た
め
有
用
な

項
目
。
 


担
当
者
が
孤
立
化
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
目
的
が
明
示
さ
れ
て
お
り
有
用
。
 


①

障
害

者
雇

用
の

開
始

に
向

け
た

社
内

で
の

相
談

体
制

の
構

築
や

指
導

担
当

者
の

フ
ォ

ロ
ー

体
制

を
整

備
、

②
実

際
に

雇
用
さ
れ
た
障
害
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
際
の
組
織
体
制
の
確
認
、
と
い
う
点
に
お
い
て
有
用
と
考
え
る
。
 


具

体
的

な
サ

ポ
ー

ト
体

制
構

築
等

に
お

い
て

、
地

域
セ

ン
タ

ー
の

支
援

や
助

言
が

必
要

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
た

め
に

有
用
で
あ
る
。
 


有
用
で
あ
る
。「

社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
」
が
検
討
さ
れ
ず
現
場
任
せ
に
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
 


人
事
担
当
者
や
職
場
の
担
当
者
が
一
人
で
苦
慮
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
る
た
め
有
用
。
 


こ
の
「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
あ
り
ま
す
か
」
は
、
「
経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」

と
「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
で
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
改
善
で
き
る
か
の

具
体
的
な
回
答
に
も
な
っ
て
い
る
。
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
相
互
に
関
連
が
あ
る
。
 


事
業
主
支
援
を
行
う
中
で
確
認
し
た
い
事
項
で
あ
る
た
め
。
 


問
題
な
い
。
分
か
り
や
す
い
。
 

修
正
意
見

等
改

善
点
 

●
「
経

営
者

は
障

害
者

雇
用

の
方

針
を

全
社

に
示

し
て

い
ま

す
か

」 


な
ぜ
企
業
が
障
害
者
雇
用
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
の
か
の
記
載
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
 


ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
例
も
あ
る
と
、
「
経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」
の
意
味
の
イ
メ

ー
ジ
を
持
っ
て
も
ら
い
や
す
い
と
思
う
。
 


「
方
針
」
を
「
取
組
方
針
」
に
修
正
し
た
方
が
具
体
的
で
よ
い
と
思
う
。
 


「
障
害
者
雇
用
の
方
針
や
計
画
に
つ
い
て
、
社
内
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
具
体
的
な
取
組
を
開

始
さ
れ
て

い
ま
す
か
」
に
修
正
し
た
方
が
、
企
業
が
受
け
入
れ
や
す
い
。
 


「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
と
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め

、「
経
営

者
は
障
害
者
雇
用
の
意
義
や
制
度
に
つ
い
て
理
解
し
、
具
体
的
方
針
を
決
定
し
て
い
ま
す
か
」
に
修
正
。
 


「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
の
必
要
条
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「

障
害
者
雇

用
が

全
社

的
に

理
解

さ
れ

る
よ

う
取

組
ま

れ
て

い
ま

す
か

」
の

中
の

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

で
も

よ
い

の
で

は
な

い

か
。
 


人
事
担
当
者
と
の
相
談
で
は
、
経
営
者
方
針
に
言
及
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
（
人
事
担
当

者
と
経
営

者
と
の
間
で
必
ず
し
も
十
分
な
調
整
が
図
ら
れ
て
い
な
い
場
合
等
）
。
今
回
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
試
用
し
た
企
業
は

い
ず
れ
も
、
経
営
者
が
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
 


チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
の
一
番
上
で
は
な
い
方
が
よ
い
。
障
害
者
雇
用
を
検
討
す
る
最
初
の
段
階
で
は
、
従
業
員

全
体
に
周

知
す
る
と
い
う
発
想
に
な
り
づ
ら
い
。
ま
た
「
全
社
」
と
い
う
表
現
を
変
え
た
方
が
よ
い
。
従
業
員
規
模
に
よ
っ
て
は
、

大
げ
さ
な
印
象
を
受
け
る
た
め
。
 


解
説
文
に
「
組
織
全
体
の
取
組
と
言
え
ま
す
」
と
あ
る
が
、
断
定
せ
ず
、「

組
織
全
体
の
取
組
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
」
の
方
が
よ
い
。
 

「
経
営
者
は
」
を
削
除
。
経
営
者
の
姿
勢
は
重
要
だ
が
、
経
営
者
に
向
け
て
直
接
問
う
よ
う
な
表
現
は
避
け
た

方
が
よ
い
。  
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制
度
や
資
料
の
活
用
の
文
の
中
で
、「

無
料
か
つ
○
○
日
で
可
能
」
等
の
コ
ス
ト
を
記
載
で
き
な
い
か
。
記
載
の
Ｗ
ｅ
ｂ

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
情
報
を
得
た
い
と
い
う
動
機
付
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
。
 


参
考
資
料
の
「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
意
義
と
効
果
」
に
、
「
職
場
の
同
僚
や
上
司
に
任
せ
き
り
に
し
な
い
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
職
場
の
同
僚
や
上
司
が
不
調
に
陥
っ
た
り
、
障
害
者
雇
用
の
理
解
が
深
ま
ら
な
い
こ
と
等
が
懸
念

さ
れ
る
等
、
理
由
を
具
体
的
に
書
い
た
方
が
説
得
力
が
増
す
と
考
え
る
。
 


「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
あ
り
ま
す
か
」
の
項
目
は
障
害
者
雇
用
の
必
要
条
件
で
は
な
い
。
あ
れ
ば
な
お
よ
い
チ
ェ
ッ

ク
項
目
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 


社
内
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
も
例
示
し
て
ほ
し
い
。
事
業
主
支
援
の
中
で
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
も
含

め
た
雇
用
管
理
体
制
づ
く
り
に
対
す
る
助
言
を
求
め
ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
た
め
。
 


障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
資
格
認
定
講
習
、
企
業
在
籍
型
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
養
成
研
修
に
つ
い
て
の
記
載
も
必
要

。
 

●
７

項
目

の
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
に

共
通

す
る

改
善

意
見

 


取
組
の
例
示
、
「
で
き
て
い
る
」
場
合
と
「
で
き
て
い
な
い
」
場
合
の
い
ず
れ
か
に
✔
を
入
れ
る
欄
、
取
組
を
実
施
し
て

い
る
場
合
の
記
入
欄
が
あ
る
と
、
相
談
を
深
め
や
す
い
。
 


７
つ
の
取
組
に
な
ぜ
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
の
か
、
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
方
が
よ
い
。
 


説
明
文
を
よ
り
平
易
に
、
見
出
し
と
本
文
の
構
成
を
整
理
し
て
ほ
し
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
表
紙
の
「
趣
旨
と
使
い
方
」
の
「
障
害
者
の
就
業
意
欲
が
高
ま
る
と
と
も
に
…
事
業
主
も
増
加
し

て
い
ま
す
」
は
、
こ
こ
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
 


文
を
明
確
に
。（

例
「
相
談
相
手
と
な
る
体
制
」
→
「
雇
用
管
理
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
体
制
」
に
。）

 


文
を
控
え
め
に
。
（
例
「
○
○
と
言
え
ま
す
」
を
「
○
○
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
」
に
。）

 


障
害
者
雇
用
は
企
業
が
自
律
的
・
主
体
的
に
取
り
組
む
も
の
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
文
言
「
～
ま
す
か
」
等
の
文
言
は
、

事
業
主
が
第
三
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
り
、
不
適
切
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
●
●
と
言
え
る
」「

●
●
が
重
要
で
あ
る
」
等
の
文
言
は
、
障
害
者
雇
用
に
つ
い
て
学
び
た
い
、

知
り
た
い
と
お
考
え
の
事
業
主
に
は
、
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
方
に
と
っ
て
は
、
高
み
か
ら
説
明
さ
れ
て
い

る
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
と
思
う
。
活
用
に
は
注
意
が
必
要
。

 

そ
の
他
の
意
見
 

●
相

談
の

進
め

方
と

ツ
ー

ル
の

活
用

の
仕

方
 


こ

れ
ま

で
の

相
談

の
中

で
、

事
業

主
も

支
援

者
も

経
験

則
に

基
づ

い
て

言
及

し
て

い
た

漠
然

と
し

た
障

害
者

雇
用

の
課

題
が
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
明
確
に
文
字
化
さ
れ
て
い
て
よ
い
と
思
っ
た
。
 


こ
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
は
、
多
種
多
様
、
多
い
ほ
ど
よ
い
。
事
業
所
と
の
相
談
の

幅
が
広
が

り
、
支
援
の

幅
が
広

が
る
と
思

う
。
 


チ
ェ
ッ
ク
項
目
ご
と
の
研
究
デ
ー
タ
を
載
せ
て
あ
る
点
は
、
支
援
機
関
が
説
明
す
る
際
の
助
け
に
な
る
。
 


事
業
主
と
の
相
談
場
面
に
お
い
て
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
別
冊
参
考
資
料
が
大
変
分
か
り
や
す
く
、
参
考
に
な
る
。
既
存

の
資
料
と
組
み
合
わ
せ
て
活
用
し
て
い
き
た
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
内
容
は
、
地
域
セ
ン
タ
ー
で
の
通
常
の
事
業
主
相
談
場
面
に
お
い
て
、
説
明
し
て
い
る

内
容
で
、

目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
が
あ
る
こ
と
で
、
説
明
す
べ
き
内
容
を
漏
れ
な
く
伝
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
点
は
心
強
い
と
思
っ
た
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
す
る
に
は
、
事
業

主
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
の
支
援
者
の
技
術
の
向
上
が
必
要
。

ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
個
別
事
業
主
の
障
害
者
雇
用
の
課
題
等
を
的
確
か
つ
速
や
か
に
把
握
す
る
、
と
い
う
目
的
に
限

定
す
れ
ば
有
用
。
し
か
し
そ
の
後
、
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
提
案
す
る
段
階
で
は
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
な
く
、
既
存
の

 

の
方
が
、
企
業
が
受
け
入
れ
や
す
い
表
現
に
な
る
。
 


「
不
安
」
を
「
理
解
」
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
際
に
不
安
が
生
じ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
。
 


「
障
害
者
雇
用
の
た
め
の
取
組
 
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
一
覧
」
の
「
配
慮
事
項
と
そ
の
根
拠
と

な
る
障
害

特
性

」
を
、
よ

り
分
か
り
や
す
く
「
配
慮
事
項
と
関
連
す
る
障
害
特
性
に
つ
い
て
」
に
修
文
。
 


「
障
害
者
が
配
慮
を
希
望
し
」
を
「
障
害
に
対
す
る
必
要
な
配
慮
に
つ
い
て
」
に
修
正
。
障
害

者
個
人
の
希
望
だ
け
で
は

な
く
企
業
と
し
て
の
判
断
を
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

 


参
考
資
料
の
「
配
属
先
の
上
司
や
従
業
員
の
不
安
の
解
消
方
法
」
の

2
番
目
の
「
・
」
以
下
は
意
味
が
分
か
り

に
く
い
。

事
業
所
に
提
示
す
る
こ
と
を
考
え
て
、
修
文
す
る
か
削
除
し
た
方
が
よ
い
。

 

●
「
募

集
・採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
」 


求
人
の
受
付
や
求
職
者
の
紹
介
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
へ
ご
相
談
い
た
だ
け
る
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
方
が
よ
い

。
 


面
接
の
方
法
に
つ
い
て
も
触
れ
て
ほ
し
い
。
面
接
の
方
法
等
を
通
じ
て
、
応
募
者
の
障
害
の
開
示
範
囲
等
を
確
認
し
て
い

く
た
め
。
 


採
用
面
接
は
、
事
業
主
と
の
相
談
の
な
か
で
助
言
や
情
報
を
求
め
ら
れ
る
事
例
も
多
い
。
採
用
面
接
の
方
法
や
留
意
点
に

つ
い
て
記
述
し
て
ほ
し
い
。
 


非
公
開
求
人
（
支
援
機
関
に
の
み
限
定
的
に
情
報
提
供
）
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
「
公
募
原
則
」
で
は
齟
齬

が
生
じ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 


「
一
般
の
募
集
と
同
様
、
障
害
者
に
つ
い
て
も
公
募
が
原
則
で
す
」
と
あ
る
が
、
縁
故
採
用
等

も
あ
り
「
原
則
」
と
ま
で

は
言
え
な
い
。
 


「
公
募
が
原
則
」
は
説
明
不
足
で
あ
る
。
公
募
以
外
の
方
法
も
あ
る
。
 


「
公
募
が
原
則
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
募
集
す
る
場
合
に
は
、
公
募
に
よ
ら
ず
採
用
に
至
る
こ
と
も
あ

る
。「

原
則
」
以

外
の
緩
や
か
な
言
葉
に
置
き
換
え
た
方
が
よ
い
。
 


参
考
資
料
の
「
障
害
者
の
募
集
・
採
用
の
方
法
」
の
３
つ
目
の
「
・
」
を
削
除
。
企
業
に
お
け
る
採
用
と
育
成
の
問
題
提

起
で
終
わ
っ
て
お
り
、
具
体
的
に
障
害
者
雇
用
に
お
い
て
何
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
明
確
で
は
な
い
た
め
。
 


障

害
者

に
限

ら
ず

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

で
求

人
を

出
し

た
こ

と
の

な
い

事
業

所
が

あ
り

、
障

害
者

専
用

求
人

に
つ

い
て

ご
存

じ
な
い
事
業
所
も
あ
る
。
解
説
、
情
報
提
供
が
あ
る
と
よ
い
。
 


こ
の
項
目
と
関
連
付
け
て
各
種
助
成
金
等
の
活
用
に
つ
い
て
も
書
き
加
え
た
方
が
よ
い
。

 

●
「
障

害
者

雇
用

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
社

外
の

支
援

機
関

を
ご

存
じ

で
す

か
」 


支
援
機
関
の
説
明
は
、
文
字
情
報
で
は
な
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
図
等
で
関
係
性
や
機
能
が
分
か
る
よ
う
に
し
た
方
が

よ
い
。
 


本

資
料

が
支

援
者

の
手

元
資

料
で

は
な

く
事

業
主

に
提

供
す

る
も

の
で

あ
れ

ば
、

地
域

の
支

援
機

関
の

連
絡

先
等

が
掲

載
（
編
集
）
で
き
る
空
欄
が
あ
る
と
よ
い
と
思
う
。
 


代
表
的
な
支
援
機
関
を
記
載
し
て
、
相
談
し
て
い
る
機
関
に
〇
を
し
て
も
ら
う
方
式
で
も
よ
い
の
で
は
。
 


知
的
障
害
者
の
雇
用
に
際
し
て
は
、
特
別
支
援
学
校
の
見
学
や
実
習
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
支
援
機
関
の
ひ
と
つ
と

し
て
重
要
で
あ
り
、
掲
載
し
た
方
が
よ
い
。
 


「
相
談
相
手
と
な
る
体
制
」
の
「
相
談
」
の
目
的
を
絞
り
、「

雇
用
管
理
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
体
制
」
に
修
正
し
て
は

ど
う
か
。
 

●
「
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

は
あ

り
ま

す
か

」 


確
か
に
、
職
場
の
受
入
れ
の
担
当
者
が
「
孤
立
し
た
た
め
に
過
度
な
負
担
と
な
る
」
こ
と
は
あ

る
。
孤
立
は
し
て
い
な
い

も
の
の
一
人
に
集
約
し
過
ぎ
て
過
重
負
荷
に
な
っ
て
い
る
例
等
も
あ
り
、
孤
立
と
負
担
は
、
原
因
と
結
果
の
関
係
で
は
必

ず
し
も
な
い
。「

孤
立
し
た
り
、
過
度
な
負
担
と
な
っ
た
り
す
る
」
で
も
よ
い
。
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企
業

の
人

事
担

当
者
の

意
見

の
詳
細

 
（

１
）
Ｃ

社
の

人
事
担

当
者

の
意
見

 

●
ツ

ー
ル

の
全

体
構

成
と

使
い

方
に

つ
い

て
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の
障
害
者

雇
用
の
取

組
一

覧
の
円
環

図
は
、
企
業
は
最
初

に
こ
れ
を

見
て
、
例
え
ば
「
採

用
・
募
集

の
方
法
は
決

ま
っ

て
い
ま
す

か
」
の
項
目
に

対
し

て
、
何
と

な
く
「
ま
だ
決

ま
っ

て
い
な
い

」
と

な
れ
ば
、
参
考

資
料
の

該
当
の
ペ
ー

ジ
を

見
に
行
け

る
。
支
援

機
関
の
窓

口
の
担
当

者
は
、
人

事
担
当
者

に
一
覧
の

ひ
と

つ
ひ
と
つ

の
項

目
を
示

し
て

、
「
決

ま
っ

て
い

ま
す

か
」

と
尋

ね
て

い
く

。
も

し
決

ま
っ

て
な

い
場

合
は

、
参

考
資

料
を

出
し

て
「

こ
こ

に
詳
し

く
出
て
い
ま

す
よ

」
と
い
う

感
じ

で
、
ツ
ー

ル
（

試
作
版
）

を
使

っ
て
相
談

を
進

め
れ
ば
よ

い
と

思
う
。
 


障

害
者
を

雇
用

し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
こ

と
は

、
ど
の

企
業
も

分
か
っ
て

い
る

と
思
う

。
ツ
ー

ル
（
試

作
版
）
に
「
取
組

み
や
す
い
も

の
か

ら
始
め
て

み
て

く
だ
さ
い
」
と

書
い
て
あ

る
の

は
、
雇
用
を
進

め
る
に
当

た
っ

て
何
を
ど

の
よ

う
に
進

め
れ
ば
よ
い

か
が

、
お
分
か

り
に

な
ら
な
い

企
業

に
と
っ
て

は
、

取
り
組
み

や
す

い
、
よ
い

書
き

方
だ
と
思

う
。
 


ツ

ー
ル
（

試
作

版
）
の
参

考
資

料
は
、
文

字
が

あ
ま
り
に

多
い

。
端
か
ら

読
も

う
と
す
る

と
読

む
の
が
大

変
。

し
か
し
、

企
業
は
、
全

部
を

読
ま
な
く

て
も

よ
く
、
気

に
な

っ
た
と
こ

ろ
だ

け
を
読
め

ば
よ

い
。
 


ツ

ー
ル
（
試
作

版
）
の
中
に
書

き
き
れ
な

か
っ

た
部
分
や

詳
細

に
つ
い
て

は
、
相
談

窓
口
や
関

係
資
料
に

あ
た

る
よ
う
に

紹
介
さ
れ
て

い
る

。
だ
が

も
し
も

、
支
援

機
関
と

企
業
と
の

相
談

場
面
で
は

な
い

状
況
で

、
人
事

担
当
者
だ

け
で

ツ
ー
ル

（
試
作
版

）
を
見

て
い
る
場

合
で

あ
れ
ば

、
こ
こ

に
書
か
れ

た
相

談
窓
口
や

関
係

資
料
に
あ

た
る

こ
と
は

、
あ
ま

り
考
え

ら
れ
な
い
。
 


ツ

ー
ル
（

試
作

版
）
の
障

害
者

雇
用
の
７

つ
の

課
題
項
目

の
１

～
７
の
番

号
に

つ
い
て
。

も
し

順
番
を
決

め
た

い
な
ら
、

「
経
営
者
は

障
害

者
雇
用
の

方
針

を
全
社
に

示
し

て
い
ま
す

か
」
が

１
番
目
、
最

後
の
７
番

目
は
「

募
集
・
採
用

の
方
法

は
決

ま
っ
て
い
ま

す
か

」
で

、
他

は
特

に
順

番
は

な
い

と
思

う
。
「

経
営
者

は
障

害
者

雇
用

の
方

針
を

全
社

に
示

し
て
い

ま
す
か
」
は

、
人

事
担
当
者

と
し

て
社
内
で

障
害

者
雇
用
を

進
め

る
立
場
と

し
て

は
、
経
営

者
の

方
針
が
必

要
。
 


雇

用
率
達

成
は
、
バ

ッ
ク
ボ
ー

ン
と
し
て

法
律

で
決
ま
っ

て
い

る
当
た
り

前
の

こ
と
な
の

に
、
な
ぜ

経
営
者
が

方
針
を
示

さ
な
け
れ
ば

雇
用

が
進
ま
な

い
の

か
と
思
う

と
こ

ろ
も
あ
る
。
コ

ン
プ
ラ
イ

ア
ン

ス
と
は
い

え
、
や
は

り
障
害
者

雇
用
は

大
変
だ
と

、
人
事

部
門
と
し

て
配

属
先
の
現

場
か

ら
言
わ
れ

、
取

組
が
後
回

し
に

な
っ
て
し

ま
う

の
が
現
実

。
こ

れ
か
ら

雇
用

率
を
達
成
し

よ
う

と
す

る
企

業
で

あ
れ

ば
、
「

目
標
雇

用
率

2.
3％

を
達
成

す
る

」
と

ト
ッ

プ
ダ

ウ
ン

で
言

っ
て
く

れ
な
い
と
、

会
社

の
人
事
担

当
者

と
し
て
は

動
き

に
く
い
の

で
は

な
い
か
。

 

●
障

害
者

雇
用

の
実

務
に

資
す

る
資

料
に

つ
い

て
 


障

害
者
雇

用
に

関
す
る
人

事
担

当
者
の
実

務
は

、
始
め
は

何
か

ら
何
ま
で

分
か

ら
な
い
こ

と
が

多
い
。
例

え
ば

、
募
集
、

採
用
の
実
務

に
つ

い
て
は
ツ

ー
ル
（

試
作
版
）
に

は
書
い
て

い
な

い
が
、
企
業
が

障
害
者
雇

用
を

進
め
る
に

は
、
求

人
の

出
し
方
、
採
用
面

接
の
仕
方
、
保

管
す
る
手

帳
の

コ
ピ
ー
す

べ
き

ペ
ー
ジ
等

々
、
分

か
り
に
く
い

こ
と
が
多

い
。
制

度
の

仕
組
み
や
障

害
特

性
等
の
よ

う
な

基
本
的
情

報
は

掲
載
さ
れ

て
い

る
が
、
人

事
担

当
者
の
実

務
的

な
こ
と
が

分
か

ら
な
い

と
、
実
際
の

取
組

に
は
つ
な

が
ら

な
い
。
細

か
い

こ
と
な
の

だ
が

、
分
か
ら

な
い

と
き
や
、
迷
っ

た
都
度
、
教
え

て
も
ら

え
る
窓
口
が

あ
る

と
、
本
当

は
よ

い
と
思
っ

て
い

る
。
 


雇

用
率

制
度

や
障

害
者

雇
用

納
付

金
制

度
と

も
関

係
す

る
こ

と
だ

が
、

雇
用

率
制

度
で

事
業

主
は

手
帳

の
コ

ピ
ー

を
備

え
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
納
付
金

制
度
の
申

告
の

証
拠
書
類

の
中

に
も
手
帳

の
コ

ピ
ー
が
あ

る
。
障
害

者
手
帳
の

制
度
や

手
帳
の
中
身

の
読

み
方
は
分

か
り

に
く
い

。
療
育

手
帳
や
精

神
障

害
者
保
健

福
祉

手
帳
の
有

効
期

限
、
再

判
定
、
身
体
障

害
手

帳
も
医
療
が

発
達

し
て

更
新

が
あ

り
得

る
こ

と
等

、
都

道
府

県
に

よ
っ

て
も

違
う

。
「

重
度

」
や

「
判

定
書

」
に
つ

い
て
も
、
手
帳
は

軽
度
だ
が

雇
用

対
策
上
は

重
度

等
も
す
ぐ

に
理

解
で
き
な

い
。
療
育
手

帳
の
有

効
期
間
は

様
々

で
、
無

期
に
な
る
場

合
が

あ
る
。
採
用
時

に
担
当
者

が
取

っ
た
コ
ピ

ー
が

、
氏
名

だ
け
の

ペ
ー
ジ
だ

け
、
あ
る
い

は
減
免

措
置
の

ペ
ー
ジ
だ
け

で
、

等
級
の
ペ

ー
ジ

が
な
い
等

、
証

拠
書
類
と

し
て

必
要
な
条

件
を

満
た
し
て

い
な

か
っ
た
例

が
あ

る
。
 


初

め
て
の

障
害

者
雇
用
で

は
、

ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク

に
求
人
票

を
出

す
と
き
の

、
出

し
方
（
内

容
、

方
法
）
が

分
か

ら
な
い
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の

オ
ン
ラ
イ

ン
申

請
が
で
き

る
こ

と
も
、
ご
存
じ

な
い
企
業

は
多

い
の
で
は

な
い

か
。
採

用
面
接

は
、
障

害
特
性
を
踏

ま
え

て
行
う
こ

と
が

必
要
だ
。

実
務

で
は
、
障

害
ご

と
の
特
性

に
つ

い
て
分
か

り
や

す
い
解
説

が
ほ

し
い
。

実
務
に
資
す

る
情

報
は
非
常

に
多

く
、
ツ
ー
ル
（
試

作
版
）
に
は

書
き
き
れ

な
い

と
思
う
。
リ
ン

ク
先
が
あ

れ
ば

そ
れ
だ

け
で
も
書
か

れ
て

い
る
と
あ

り
が

た
い
と
思

う
。
 


企

業
の
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ
の

中
に

障
害
者
募

集
ペ

ー
ジ
を
立

ち
上

げ
、
そ
こ
へ
の

応
募
を
受

け
付

け
る
場
合

が
あ

る
。
精
神

障
害
者
の
応

募
、
雇

用
が
相
当
増

え
、
支
援
機
関

と
の
連
携

が
重

要
に
な
る

と
考

え
る
。
し
か
し
、
初
め
て
の
障

害
者
雇

資
料

1
2
 

（
第
３
章
第
２
節
関
係
）
 

 

多
種
に
及
ぶ
業
務
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
使
い
分
け
る
方
が
よ
い
。
 


初
め
て
障
害
者
雇
用
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
企
業
に
、
こ
の
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
示
し
な

が
ら
説
明
す
る
場
合
、
内

容
が
固
い
、
指
導
的
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
７
項
目
等
は
、
大
ま
か

な
内
容
で
詳
し
い
こ
と
に
は
触
れ
な
い
よ
う
な
内
容
に
し
て
、
事
業
主
が
支
援
者
か
ら
よ
り
詳
し
い
話
を
聞
き
た
い
場
合

に
、
よ
り
詳
し
い
資
料
を
お
示
し
す
る
方
が
よ
い
。
 


事
業
主
と
の
相
談
の
場
で
、
事
業
主
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
方
で
、
障
害
者
雇
用
の
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ

さ
る
。
ツ

ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
相
談
場
面
で
は
な
く
、
相
談
の
中
で
の
事

業
主
の
お
話
を
、
相
談
の
後
で
支
援
者
が
整
理
す
る
際

に
活
用
で
き
る
。
企
業
の
実
状
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
が
参
考
に
な
る
。
 


事

業
主
か
ら
「
身
体
障
害
者
を
雇
用
し
た
い
」「

軽
度
の
知
的
障
害
者
を
雇
用
し
た
い
」
と
い
っ
た
相
談
が
寄
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
地
域
セ
ン
タ
ー
で
は
独
自
の
資
料
を
作
成
す
る
場
合
も
多
い
が
、
例
え
ば
、
現
在
と

10
年
前
の
労
働
市

場
の
比
較
表
を
作
成
し
て
ご
説
明
し
、
身
体
、
知
的
障
害
者
で
の
新
規
雇
用
は
難
し
く
、
精
神
障
害
者
や
発
達
障
害
者
の

雇
用
に
取
り
組
む
こ
と
の
意
味
を
ご
理
解
い
た
だ
い
て
い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
は
、
そ
の
際
の
説
明
資
料
の
ひ
と
つ

と
し
て
も
有
効
だ
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
し
た
事
業
所
の
人
事
担
当
者
と
の
相
談
の
前
に
、「

は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 事

業

主
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
等
の
中
の
、
事
業
主
の
障
害
者
雇
用
の
取
組
の
ス
テ
ッ
プ
図
を
使
っ
て
、
基
本
的
な
障
害
者
雇
用

の
進
め
方
を
ご
理
解
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。
ス
テ
ッ
プ
の
共
通
理
解
が
な
い
状
況
で
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
使
っ
て

「
経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」、
「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま

れ
て
い
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
て
も
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
か
が
ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
と
思
う
。
 


既
に
様
々
な
資
料
が
あ
り
、
事
業
主
相
談
で
の
使
い
分
け
が
難
し
い
。
 


既
存
の
資
料
の
体
系
化
、
使
い
分
け
方
、
活
用
す
る
支
援
者
の
条
件
（
事
業
主
支
援
の
経
験
や

所
属
機
関
等
）
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
方
が
よ
い
。
 

●
デ
ザ
イ
ン
や
レ
イ
ア
ウ
ト
の
変
更

 

各
項
目
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
否
か
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
と
、
企
業
ご
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
内
容
の
記
入
欄
が
あ

る
と
、
相

談
を
深
め
や
す
い
。
「
障
害
者
の
仕
事
、
部
署
は
」
は
、
仕
事
や
受
入
れ
部
署
が
決
ま
っ
て
い
る
場
合
の
記
入
欄
が
あ
る

と
よ
い
。「

社
外
の
支
援
機
関
」
は
、
代
表
的
な
機
関
名
の
選
択
肢
を
印
字
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
欄
が
あ
る
と
よ
い
。
 


全
体
的
に
説
明
が
文
章
で
記
載
さ
れ
紙
面
に
対
す
る
文
字
数
が
多
く
、
行
間
が
狭
い
。
情
報
量
を
絞
り
、
説
明

は
文
字
よ

り
図
表
や
イ
ラ
ス
ト
を
用
い
た
方
が
事
業
主
に
と
っ
て
ご
理
解
い
た
だ
き
や
す
い
内
容
に
な
る
。
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
つ
い
て
は
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
付
記
す
る
と
よ
い
。
（
文
字
数
、
行
数
、
フ
ォ
ン
ト
、
イ
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
は
多
数
の
意
見
あ
り
。
）
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
円
環
図
の
課
題
項
目
の
番
号
は
、
も
し
「
は
じ
め
か
ら
わ
か
る
障
害
者
雇
用
 
事
業
主
の
た
め
の

Ｑ
＆
Ａ
」
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
番
号
順
に
並
べ
た
方
が
よ
い
。（

こ
の
他
、
課
題
項
目
の

１
～
７
の
番
号
の
変
更
に
つ
い
て
は
多
様
な
意
見
あ
り
。）

 


こ
の
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
す
る
支
援
機
関
の
連
絡
先
を
入
力
で
き
る
欄
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
。
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「
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
の
ペ
ー
ジ
に
「
職
場
の
業
務
の
洗
い
出
し
・
リ
ス
ト
化
を
、
相
談
窓
口
・
支
援

機
関
が
ご
提
案
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
。
「
提
案
さ
れ
た
く
な
い
」
企
業
に
と
っ
て
は
、
強
引
に
提
案
さ
れ
る

印
象
が
あ
る
と
思
う
。
困
っ
て
い
る
企
業
、
提
案
し
て
ほ
し
い
企
業
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
「
提
案
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
」「

お
困
り
だ
っ
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
」
の
よ
う
に
書
い
た
方
が
よ
い
。
 

●
そ

の
他

 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
Ｑ
Ｒ
コ
－
ド
が
付
い
て
い
る
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ら
よ
い
が
、
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
で
は
画
面
が
小
さ
い

た
め
、
検
索
し
て
も
読
め
な
い
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
が

We
b
上
に
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
ペ
ー
ジ
を
パ
ソ
コ
ン
で
閲
覧
す

る
方
に
と
っ
て
は
Ｑ
Ｒ
コ
－
ド
は
不
要
で
、
リ
ン
ク
が
貼
ら
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。
紙
の
冊
子
で
あ
れ
ば
検
索
キ
ー
ワ
ー
ド

が
あ
れ
ば
よ
く
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
記
載
は
不
要
で
は
な
い
か
。
 


障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
に

当
た

り
、

無
料

の
制

度
や

公
共

サ
ー

ビ
ス

を
上

手
に

利
用

し
た

い
と

考
え

て
い

る
企

業
も

あ
る
と
思
う
。
民
間
の
人
材
紹
介
サ
ー
ビ
ス
は
、
利
用
す
る
と
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
一
般
に
地
域
の
支
援
機
関
は

無
料
の
も
の
が
多
い
と
思
う
が
、
無
料
と
書
い
て
あ
る
方
が
相
談
さ
れ
や
す
い
。
 


障

害
者

の
雇

用
助

成
金

は
必

要
な

申
請

書
類

の
作

成
が

大
変

と
い

う
イ

メ
ー

ジ
か

ら
、

ハ
ー

ド
ル

に
感

じ
ら

れ
る

か
も

し
れ
な
い
。
書
類
作
成
に
も
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
と
よ
い
と
思
う
。

 

（
２
）
Ｄ
社
の
人
事
担
当
者
の
意
見
 

●
ツ

ー
ル

の
全

体
構

成
と

使
い

方
に

つ
い

て
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
障
害
者
雇
用
の
７
つ
の
課
題
項
目
の
文
言
は
、
こ
の
と
お
り
で
よ
い
と
思
う
。
企
業
が

取
り
組
む

順
番
は
、「

経
営
者
は
障
害
者
雇
用
の
方
針
を
全
社
に
示
し
て
い
ま
す
か
」
が
最
初
で
、
そ
の
他
の
順
番
は
、
企
業
に
よ

っ
て
違
う
と
思
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
障
害
者
雇
用
の
７
つ
の
課
題
項
目
の
円
環
図
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
内
容
が
理
解
で
き
な
い
が
、
参

考
資
料
の
本
文
を
読
め
ば
理
解
で
き
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
を
活
用
す
る
企
業
が
最
初
に
手
に
す
る
の
は
参
考
資
料
で
、

参
考
資
料
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
が
円
環
図
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
参
考
資
料
を
主
に
し
て
、
そ
の
中
に
ま
と
め
と

し
て
円
環
図
が
入
っ
て
い
れ
ば
、
書
い
て
あ
る
内
容
が
理
解
し
や
す
く
な
る
。

 

●
障

害
者

の
担

当
職

務
に

つ
い

て
 


企
業
の
取
組
で
、
一
番
時
間
を
か
け
て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
で
あ
る
。
切
り
出

し
は
雇
用
前
に
行
い
、
手
間
を
か
け
た
ら
、
か
け
た
だ
け
の
こ
と
が
あ
る
。
障
害
者
雇
用
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
企
業

で
あ
れ
ば
、
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
は
１
年
あ
れ
ば
で
き
る
と
思
う
。
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
企
業
で
あ
れ
ば
、
着
手

か
ら
２
～
３
年
く
ら
い
は
、
か
か
る
の
で
は
な
い
か
。
 


当
企
業
グ
ル
ー
プ
の
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
に
際
し
て
は
、
障
害
者
の
採
用
の
方
針
が
決
ま
っ
た
事
業
所
に
障
害
者
雇
用

の
担
当
者
が
通
い
、
各
部
署
を
回
り
、
社
員
の
動
き
を
メ
モ
し
、
そ
れ
ま
で
の
障
害
者
雇
用
の
経
験
か
ら
様
々
な
障
害
者

の
障
害
特
性
を
念
頭
に
、
ど
の
仕
事
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
障
害
の
あ
る
方
に
で
き

そ
う
か
を

考
え
、
段
取
り
を
決
め
、
道

具
を
用
意
し
て
、
障
害
者
雇
用
の
担
当
者
が
自
分
で
や
っ
て
み
る
。
そ
の
後
、
試
し
に
そ
の
仕
事
を
障
害
の
あ
る
方
に
や

っ
て
も
ら
い
、
調
整
に
時
間
を
か
け
る
。「

仕
事
の
切
り
出
し
」
は
、
仕
事
の
段
取
り
を
含
め
実
際
の
仕
事
に
落
と
し
込

み
、
仕
事
を
作
っ
て
い
く
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
完
了
す
る
。
最
初
は
、
現
地
の
社
員
が
ど
う
い
う
動
き
を
し
て
い
る
か
を

見
て
、
「
障
害
が
あ
る
人
に
と
っ
て
も
し
か
し
た
ら
で
き
る
仕
事
な
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
た
仕
事
を
よ
く
調
べ
、
本

社
へ
持
ち
帰
り
、
工
程
を
分
け
た
仕
事
の
リ
ス
ト
を
作
り
、
そ
こ
で
働
け
る
障
害
者
が
い
る
か
ど
う
か
を
支
援
機
関
に
相

談
す
る
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
仕
事
、
部
署
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
の
ペ
ー
ジ
に
、「

職
場
の
業
務
の
洗
い
出
し
・
リ
ス
ト

化
を
、
相
談
窓
口
・
支
援
機
関
が
ご
提
案
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
」
と
書
い
て
あ
る
。「

洗
い
出
し
・
リ
ス
ト
化
」
は
企

業
が
行
う
こ
と
で
、
外
部
の
支
援
機
関
か
ら
そ
の
よ
う
な
提
案
を
受
け
る
場
合
が
本
当
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
 


支
援
機
関
と
の
連
携
は
重
要
だ
。
障
害
特
性
、
職
業
経
験
や
働
く
準
備
は
様
々
で
、
例
え
ば
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
障
害

特
性
を
お
持
ち
の
方
が
、
こ
の
作
業
に
合
い
そ
う
だ
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
仕
事
の

洗
い
出
し
・
リ
ス
ト
化
の
後
で
、
障
害
者
一
人
分
の
作
業
に
「
落
と
し
込
む
」
段
階
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
う
い
う
障

 

用
の

企
業

で
あ

れ
ば

支
援

機
関

か
ら

ど
の

よ
う

な
サ

ポ
ー

ト
を

し
て

も
ら

え
る

か
を

知
れ

ば
、

安
心

で
は

な
い

だ
ろ

う

か
。
身
体
障
害
者
で
あ
れ
ば
、
お
ひ
と
り
で
応
募
し
て
き
て
、
す
ぐ
選
考
に
進
む
。
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
で
あ
れ

ば
学
校
や
支
援
者
が
つ
き
、
実
習
を
希
望
す
る
人
が
多
い
。
 


実
習
の
進
め
方
、
実
習
の
時
間
や
期
間
を
決
め
る
と
き
の
基
本
的
考
え
方
、
実
習
に
直
接
関
わ
る
労
働
法
制
度
等
も
障
害

者
雇
用
の
実
務
だ
が
、
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
し
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
特
別
支
援
学
校
の
実
習
で
あ
れ
ば
、

学
校
か
ら
説
明
が
あ
り
、
評
価
票
や
評
価
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
ツ
ー
ル
等
が
学
校
か
ら
提
供
さ
れ
る
等
に
よ
り
、

安
心
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
 


障
害
特
性
は
、
職
場
実
習
で
見
て
い
く
の
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版

）
に
は
、
特
別
支
援
学
校
の
実
習

に
つ
い
て
「
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
」
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
特
別
支
援
学
校
は
実
習
を
求
め
て
い
る
よ

う
な
の
で
、
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
企
業
と
し
て
は
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
求
職
者
確

保
の
手
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
説
明
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う

。
企
業
が
、
実
習
後
の

特
別
支
援
学
校
の
生
徒
さ
ん
（
知
的
障
害
者
）
に
対
す
る
指
名
求
人
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
一
般

に
は

知
ら

れ
て

い
な

い
。

特
別

支
援

学
校

高
等

部
を

卒
業

見
込

み
の

方
に

つ
い

て
は

、
大

人
の

障
害

者
の

雇
用

と
異

な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
仕
事
の
進
め
方
を
一
か
ら
教
え
て
い
け
る
良
さ
が
あ
る
。
職
場
実
習
か
ら
始
め
て
、
時
間
を
か

け
て
見
て
い
く
。
生
徒
さ
ん
た
ち
の
自
立
に
向
け
て
育
て
て
い
く
姿
勢
を
、
学
校
も
企
業
も
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
 


大
卒
の
就
職
活
動
で
も
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
選
考
や
採
用
の
要
領
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
の
多
く
は
店
舗
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
や
本
社
の
企
画
・
事
務
の
よ
う
な
仕
事
。
企
業
に
よ
っ
て
は
正
社
員
で
障

害
者
を
雇
用
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
実
習
で
や
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
小
売
業
の

場
合

、
地

方
の

店
舗

で
の

障
害

者
雇

用
の

求
職

者
で

増
え

て
い

る
精

神
障

害
者

や
発

達
障

害
者

に
多

い
、

店
舗

の
品

出

し
、
清
掃
等
の
仕
事
と
は
（
職
務
能
力
の
評
価
の
観
点
、
面
接
で
聞
く
べ
き
こ
と
、
配
慮
事
項
等
も
）
違
う
。
 


採
用
面
接
の
進
め
方
や
聞
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
聞
い
て
も
よ
い
こ
と
、
採
用
の
決
定
方
法
、
合
否
の
基
準
、
一
般
の

学
卒
や
中
途
採
用
と
の
違
い
等
、
採
用
に
関
す
る
実
務
的
な
こ
と
に
つ
い
て
も
、
解
説
が
あ
る
と
よ
い
と
思
う
。
 


採
用
決
定
後
、
入
社
ま
で
に
企
業
が
準
備
す
る
こ
と
は
、
ハ
ー
ド
面
も
ソ
フ
ト
面
も
あ
る
。
配
慮
に
伴
っ
て
、
そ
の
方
の

障
害
特
性
を
ど
こ
ま
で
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
い
の
か
、
面
接
の
中
で
ご
本
人
と
合
意
形
成
す
る
等
の
手
続
き
も
あ
る
。
社

内
の
ど
の
人
ま
で
オ
ー
プ
ン
に
す
る
か
を
決
め
、
し
っ
か
り
と
障
害
特
性
を
伝
え
て
い
く
勉
強
会
を
開
く
場
合
も
あ
る
。
 


障

害
者

の
募

集
や

採
用

の
実

務
は

、
で

き
る

だ
け

そ
れ

ぞ
れ

の
障

害
者

の
個

々
人

の
事

情
や

ペ
ー

ス
に

合
わ

せ
て

進
め

る
と
い
う
こ
と
。
就
職
で
き
る
よ
う
に
、
企
業
も
障
害
者
も
お
互
い
に
歩
み
寄
る
イ
メ
ー
ジ
。
 


障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
資
格
認
定
講
習
の
テ
キ
ス
ト
が
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
も
リ

ン
ク
先
が
出
て
い
る
。
し
か
し
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
認
定
講
習
を
受
講
す
る
と
分
か
る
が
、
上
で
述
べ
た
企
業
の
人
事
担

当
者
の
実
務
情
報
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
 


人
事
担
当
者
の
実
務
に
資
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
で
は
な
く
、
さ
ら
に
別
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
選
考
に
つ
い
て
は
、
採
用
基
準
の
基
本
的
な
考
え
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
が
ど
の
よ
う
に
決
め
て

い
く
か
、
一
律
に
線
が
引
け
る
わ
け
で
も
な
く
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
助
か
る
。
障
害
者
の
採
用
・

不
採
用
を
決
め
る
際
に
、「

仕
事
が
な
い
か
ら
」
は
理
由
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
人
物
が
職
業
へ
の
準
備
が

整
っ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
い
い
。
障
害
特
性
に
応
じ
て
仕
事
を
作
り
出
す
と
か
、
作
業
の
切
り
出
し
を
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
く
る
と
思
う
。

 

●
資

料
の

文
言

に
つ

い
て

 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
中
の
「
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
」
は
、
質
問
が
大
き
す
ぎ
て
何
を
問
わ
れ
て
い
る
の
か
分
か

り
に
く
い
。「

整
っ
て
い
ま
す
か
」「

準
備
が
で
き
て
い
ま
す
か
」「

検
討
し
て
い
ま
す
か
」「

決
ま
っ
て
い
ま
す
か
」
等
の

方
が
よ
い
。
 


「
理
解
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
。
全
体
に
「
理
解
」
の
意
味
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
障
害
の
「
理
解
」
で

あ
れ
ば
、
各
種
障
害
の
特
性
等
に
関
す
る
お
お
ま
か
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
「
理
解
」
と
、
障
害
者
個
人

の
事
情
や
気
持
ち
を
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
「
理
解
」
で
は
、
意
味
が
違
う
し
、
対
応
や
配
慮
、
取
組
も
別
の
も

の
だ
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
障
害
者
雇
用
の
７
つ
の
課
題
項
目
は
、
誰
に
対
し
て
の
質
問
な
の
か
。
お
そ
ら
く
企
業

の
人
事
担

当
者
に
向
け
て
「
こ
れ
は
で
き
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
経
営
者
に
対
し

て
言
っ
て
い
る
可
能
性
や
、
配
属
先
の
上
司
に
向
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
、
会
社
全
体
に
対
す
る
可
能
性
が
読
み
取
れ
る

箇
所
も
あ
り
、
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
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害
特
性
を
お
持
ち
の
方
が
、
こ
の
作
業
に
合
い
そ
う
だ
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
個
別
の
障
害
者
の
就
職
の
支
援
を
し

て
い
る
支
援
機
関
か
ら
受
け
る
場
合
が
あ
る
。
新
た
な
障
害
者
雇
用
を
進
め
る
企
業
も
、
支
援
機
関
に
見
学
に
来
て
も
ら

っ
て
、
企
業
が
自
ら
切
り
出
し
た
作
業
を
支
援
機
関
の
方
に
実
際
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
方
が
よ
い
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
配
属
先
の
職
場
の
上
司
や
従
業
員
は
取
組
を
理

解
し
て
い
ま
す
か
」
と
「
障
害
者
雇
用
が
全
社

的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
当
に
こ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
既
に
障

害
者
雇
用
が
進
め
ら
れ
て
い
る
企
業
で
も
、
さ
ら
に
雇
用
を
拡
大
す
る
に
は
、
社
内
の
さ
ら
な
る
理
解
が
必
要
だ
。
 


当
企
業
グ
ル
ー
プ
の
「
仕
事
の
切
り
出
し
」
で
は
、
障
害
者
が
配
属
さ
れ
て
い
な
い
部
署
に
も
、
障
害

者
雇
用
の
担
当
者

が
時
々
巡
回
し
、
社
員
が
や
っ
て
い
る
仕
事
を
見
せ
て
も
ら
う
。
も
し
障
害
者
に
で
き
そ
う
な
仕
事
を
見
つ
け
る
と
、
た

と
え
そ
れ
が
短
時
間
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
作
業
で
あ
っ
て
も
「
や
ら
せ
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
交
渉
し
、
既
に
障

害
者
が
配
属
さ
れ
て
い
る
部
署
へ
そ
の
作
業
を
持
っ
て
い
っ
て
、
障
害
者
に
先
程
の
作
業
を
や
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
仕
上

が
り
の
時
間
と
出
来
栄
え
を
、
先
程
の
社
員
に
評
価
し
て
も
ら
う
。
評
価
が
よ
い
と
、
「
障
害
者
に
も
こ
う
い
う
作
業
が

で
き
る
の
で
す
ね
」
と
気
付
い
て
も
ら
い
、
次
に
仕
事
を
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
企
業
グ
ル
ー
プ
で
は
こ
の
よ
う
に

し
て
、
ま
ず
障
害
者
雇
用
の
「
理
解
」
を
広
め
て
い
る
。
や
が
て

そ
の
部
署
の
仕
事
を
本
格
的
に
切
り
出
し
、
障
害
者
を

配
属
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
進
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

 

●
資

料
の

文
言

に
つ

い
て

 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
障
害
者
雇
用
が
全
社
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
か
」
の
中

に
、「

理
解
が
、

徐
々
に
浸
透
し
た
例
も
」
と
あ
る
が
、
む
し
ろ
徐
々
に
浸
透
す
る
方
が
、
お
そ
ら
く
多
い
の
で
は
な
い
か
。
ト
ッ
プ
経
営

陣
が
方
針
を
出
し
て
も
、
社
内
に
浸
透
す
る
ま
で
は
２
～
３
年
く
ら
い
か
か
る
の
で
は
な
い
か
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
社
内
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
は
あ
り
ま
す
か
」
で
、
障
害

者
雇
用
の
現
場
の
担
当
者
に
つ
い
て
「
孤

立
さ
せ
な
い
よ
う
に
」
「
任
せ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
」
は
本
当
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
強
調
（
朱
書
）
さ
れ
て

も
よ
い
と
思
う
。
 


ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
の
「
配
属
先
の
職
場
の
上
司
や
従
業
員
は
取
組
を
理
解
し
て
い
ま
す
か
」
の
中
に
、「

個
々
の
障
害

特
性

や
性

格
を

踏
ま

え
た

仕
事

を
教

え
る

コ
ツ

を
つ

か
み

、
障

害
者

に
仕

事
を

教
え

る
こ

と
が

重
要

」
と

書
か

れ
て

い

る
。
障
害
特
性
を
考
慮
す
る
の
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
が
、
新
た
に
障
害
者
が
配
属
さ
れ
た
部
署
の
、
障
害
者
に
仕
事

を
教
え
る
上
司
や
先
輩
社
員
に
、
配
属
す
る
障
害
者
の
こ
と
を
お
願
い
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
場
の
仕
事
を
初
め
て
覚
え

る
障

害
の

な
い

新
入

社
員

や
ア

ル
バ

イ
ト

の
方

に
仕

事
を

教
え

る
の

と
基

本
は

同
じ

だ
と

思
っ

て
も

ら
う

方
が

よ
い

と

思
う
。
ツ
ー
ル
（
試
作
版
）
に
は
「
仕
事
を
教
え
る
コ
ツ
を
つ
か
み
」
と
書
い
て
あ
り
、
障
害
者
へ
の
特
別
な
教
え
方
が

あ
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
が
、
障
害
者
に
仕
事
を
教
え
る
上
司
や
先
輩
社
員
に
は
、
教
え
方
の
基
本
は
、
障
害

の
な
い
新
入
社
員
に
対
す
る
教
え
方
と
同
じ
だ
と
説
明
す
る
方
が
、
配
属
先
の
職
場
の
社
員
に
は
安
心
し
て
も
ら
え
る
と

思
う
。
 

●
そ

の
他

 


人
事
担
当
者
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
障
害
者
雇
用
の
取
組
は
、
決
し
て
急
ぐ
こ
と
な
く
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
進
め

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
特
に
初
め
て
の
障
害
者
雇
用
の
企
業
に
は
、
他
社
事
例
の
見
学
を
お
勧
め

し
た
い
。
支
援
機
関
と
一
緒
に
見
に
行
く
の
が
よ
い
と
思
う
。
 


賃
金
、
時
間
、
作
業
環
境
等
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
支
援
機
関
に
相
談
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
 


資
料
の
最
後
に
、
制
度
に
つ
い
て
記
載
し
た
部
分
は
、
す
べ
て
こ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
 


支
援
機
関
が
付
い
て
い
な
い
障
害
者
は
、
付
い
て
い
る
障
害
者
よ
り
も
採
用
が
難
し
い
と
思
う
。
障
害
の
あ
る
求
職
者
を

送
り
出
す
側
で
あ
る
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
や
就
労
移
行
支
援
事
業
所
が
、
障
害
者
の
雇
用
後
も
引
き
続
き

企
業
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
企
業
と
障
害
者
を
支
援
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
だ
。
障
害
者
の
不
調
の
場
合
の
対
応
、
万

一
離

職
し

た
後

の
戻

り
先

と
し

て
も

対
応

し
て

も
ら

い
た

い
。

雇
用

し
た

障
害

者
が

、
も

し
職

場
に

適
応

で
き

な
い

と

か
、
病
気
の
再
発
等
で
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
な
ぜ
で
き
な
く
な
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
障
害
者
就
業
・
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
や
就
労
移
行
支
援
事
業
所
を
通
し
て
企
業
が
把
握
で
き
れ
ば
、
対
応
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

ご
家
族
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
家
族
会
を
主
宰
し
て
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
企
業
も
あ
る
。
当
社
の
場
合
、
原
則
と
し
て

支
援
機
関
に
お
任
せ
し
て
い
る
。
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障
害
者
雇
⽤
の
た
め
の

 

サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル

 

  

こ
の

ツ
ー

ル
は

、
こ

れ
か

ら
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
事

業
主

や
既

に
取

り
組

ん

で
い

る
事

業
主

に
、
障

害
者

雇
用

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
の

ヒ
ン

ト
に

し
て

い
た

だ

け
る

よ
う

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

を
ま

と
め

た
も

の
で

す
。

 

事
業

主
が

主
体

と
な

っ
て

障
害

者
雇

用
に

向
け

た
取

組
を

検
討

し
て

い
た

だ
く

中
で

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

の
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

等
の

支
援

者
と

相
談

し
な

が
ら

、
こ

の
ツ

ー
ル

を
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
の

詳
細

を
説

明
し

た
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ

ー
ル

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
別

参
考

資
料

」
と

併
せ

て
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

 

2
0

2
2

.3
. 

●
 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
(公

共
職

業
安

定
所

) 
 

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.h
e

ll
o

w
o

rk
.m

h
lw

.g
o

.j
p

 

就
職

を
希

望
す

る
障

害
者

の
求

職
登

録
を

行
い

、
専

門
職

員
が

障
害

の
種

類
・
程

度
に

応
じ

た
職

業
相

談
・
紹

介
、
職

場
定

着
指

導
等

を
 

 

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

 

●
 
独

立
行

政
法

人
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

 
 

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.j
e

e
d

.g
o

.j
p

/
 


 地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

 
事

業
主

に
対

す
る

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
関

す
る

相
談

・援
助

を
実

施
し

て
い

ま
す

（
雇

用
管

理
の

相
談

全
般

に
応

じ
ま

す
）
。
 


 都

道
府

県
支

部
 

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
・
申

請
の

受
付

、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

助
成

金
の

受
付

、
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
 

を
行

っ
て

い
ま

す
。
 


 中

央
障

害
者

雇
用

情
報

セ
ン

タ
ー

 
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

、
専

門
家

の
派

遣
に

関
す

る
相

談
、
就

労
支

援
機

器
の

紹
介

や
貸

出
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

●
 
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

 

障
害

者
の

職
業

生
活

に
お

け
る

自
立

を
図

る
た

め
、
就

業
面

及
び

生
活

面
に

お
け

る
一

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

※
そ

の
他

、
自

治
体

や
民

間
法

人
が

設
置

す
る

地
域

の
就

労
支

援
機

関
が

あ
り

ま
す

。
 

就
労

支
援

機
関

に
つ

い
て

の
詳

細
は

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

に
お

尋
ね

く
だ

さ
い

。
 

 

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

 
 
h

tt
p

s
:/

/
w

w
w

.j
e

e
d

.g
o

.j
p

/
 

💻💻💻💻
 雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
(事

例
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
) 

 

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
創

意
工

夫
を

行
い

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
の

事
例

や
、
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

関
す

る
事

例
を

 

紹
介

し
て

い
ま

す
。
業

種
や

障
害

ご
と

に
検

索
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 は

じ
め

て
の

障
害

者
雇

用
～

事
業

主
の

た
め

の
Ｑ

＆
Ａ

～
 

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
に

あ
た

っ
て

の
疑

問
や

不
安

に
対

し
て

、
具

体
的

な
方

策
や

関
連

情
報

を
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 障

害
者

の
職

場
定

着
と

戦
力

化
 

障
害

者
の

戦
力

化
の

工
夫

な
ど

中
小

企
業

の
1
5

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 み

ん
な

輝
く

職
場

へ
 
～

事
例

か
ら

学
ぶ

 
合

理
的

配
慮

の
提

供
～

 

合
理

的
配

慮
の

取
組

事
例

を
映

像
資

料
で

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 職

場
改

善
好

事
例

集
 

障
害

者
の

雇
用

管
理

等
、
事

業
所

の
実

践
を

テ
ー

マ
別

に
ご

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 
障

害
者

雇
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
や

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。
 

 
 

・
視
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
知
的
障
害
者
と
働
く
 

・
聴
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
精
神
障
害
者
と
働
く
 

・
発
達
障
害
者
と
働
く
 
 
・
高
次
脳
機
能
障
害
者
と
働
く
 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
各

種
情

報
・
資

料
 

障
害
者
雇
⽤
の
た
め
の

 

サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル

 

  

こ
の

ツ
ー

ル
は

、
こ

れ
か

ら
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
事

業
主

や
既

に
取

り
組

ん

で
い

る
事

業
主

に
、
障

害
者

雇
用

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
の

ヒ
ン

ト
に

し
て

い
た

だ

け
る

よ
う

、
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

取
組

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

を
ま

と
め

た
も

の
で

す
。

 

事
業

主
が

主
体

と
な

っ
て

障
害

者
雇

用
に

向
け

た
取

組
を

検
討

し
て

い
た

だ
く

中
で

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

の
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

等
の

支
援

者
と

相
談

し
な

が
ら

、
こ

の
ツ

ー
ル

を
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
の

詳
細

を
説

明
し

た
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ

ー
ル

 
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
別

参
考

資
料

」
と

併
せ

て
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

 

2
0

2
2

.3
. 

●
 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
(公

共
職

業
安

定
所

) 
 

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.h
e

ll
o

w
o

rk
.m

h
lw

.g
o

.j
p

 

就
職

を
希

望
す

る
障

害
者

の
求

職
登

録
を

行
い

、
専

門
職

員
が

障
害

の
種

類
・
程

度
に

応
じ

た
職

業
相

談
・
紹

介
、
職

場
定

着
指

導
等

を
 

 

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

 

●
 
独

立
行

政
法

人
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

 
 

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.j
e

e
d

.g
o

.j
p

/
 


 地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

 
事

業
主

に
対

す
る

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
関

す
る

相
談

・援
助

を
実

施
し

て
い

ま
す

（
雇

用
管

理
の

相
談

全
般

に
応

じ
ま

す
）
。
 


 都

道
府

県
支

部
 

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
・
申

請
の

受
付

、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

助
成

金
の

受
付

、
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
 

を
行

っ
て

い
ま

す
。
 


 中

央
障

害
者

雇
用

情
報

セ
ン

タ
ー

 
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

、
専

門
家

の
派

遣
に

関
す

る
相

談
、
就

労
支

援
機

器
の

紹
介

や
貸

出
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

●
 
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

 

障
害

者
の

職
業

生
活

に
お

け
る

自
立

を
図

る
た

め
、
就

業
面

及
び

生
活

面
に

お
け

る
一

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

※
そ

の
他

、
自

治
体

や
民

間
法

人
が

設
置

す
る

地
域

の
就

労
支

援
機

関
が

あ
り

ま
す

。
 

就
労

支
援

機
関

に
つ

い
て

の
詳

細
は

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

に
お

尋
ね

く
だ

さ
い

。
 

 

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

 
 
h

tt
p

s
:/

/
w

w
w

.j
e

e
d

.g
o

.j
p

/
 

💻💻💻💻
 雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
(事

例
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
) 

 

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
創

意
工

夫
を

行
い

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
の

事
例

や
、
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

関
す

る
事

例
を

 

紹
介

し
て

い
ま

す
。
業

種
や

障
害

ご
と

に
検

索
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 は

じ
め

て
の

障
害

者
雇

用
～

事
業

主
の

た
め

の
Ｑ

＆
Ａ

～
 

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
に

あ
た

っ
て

の
疑

問
や

不
安

に
対

し
て

、
具

体
的

な
方

策
や

関
連

情
報

を
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 障

害
者

の
職

場
定

着
と

戦
力

化
 

障
害

者
の

戦
力

化
の

工
夫

な
ど

中
小

企
業

の
1
5

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。
 

💻💻💻💻
 み

ん
な

輝
く

職
場

へ
 
～

事
例

か
ら

学
ぶ

 
合

理
的

配
慮

の
提

供
～

 

合
理

的
配

慮
の

取
組

事
例

を
映

像
資

料
で

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 職

場
改

善
好

事
例

集
 

障
害

者
の

雇
用

管
理

等
、
事

業
所

の
実

践
を

テ
ー

マ
別

に
ご

紹
介

し
て

い
ま

す
。
 

💻💻💻💻
 
障

害
者

雇
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
ノ

ウ
ハ

ウ
や

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。
 

 
 

・
視
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
知
的
障
害
者
と
働
く
 

・
聴
覚
障
害
者
と
働
く
 
 
・
精
神
障
害
者
と
働
く
 

・
発
達
障
害
者
と
働
く
 
 
・
高
次
脳
機
能
障
害
者
と
働
く
 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
各

種
情

報
・
資

料
 

資
料

13
-1
 

（
第
３
章
第
３
節
関
係
）
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[取
組

状
況

]

●
障

害
者

の
相

談
窓

口
（
担

当
者

）
や
困

っ
て
い

る
こ
と
等

の
対

応

を
検

討
す
る
体

制
を
社

内
に
整

え
る
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

●
担

当
者

が
孤

立
し
た
り
、
過

度
な
負

担
を
抱

え
る
こ
と
が

な
い

よ

う
、
社
内
の
協

力
体
制

を
整

え
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

経
営

者
は

 

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
 

広
く

社
内

に
 

示
し

て
い

ま
す

か
 

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
 

理
解

さ
れ

て
い

ま
す

か
 

上
司

や
同

僚
は

 

障
害

者
へ

の
関

わ
り

方
を

 

理
解

し
て

い
ま

す
か

 

障
害

者
雇

用
を

 

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を

利
用

し
て

い
ま

す
か

 

社
内

の
 

サ
ポ

ー
ト

体
制

は

あ
り

ま
す

か

募
集

・
採

用
の

方
法

は
 

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 

職
務

内
容

、
 

配
置

部
署

は
 

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 

取取
りり

組組
みみ

やや
すす

いい
もも

のの
かか

らら
  

始始
めめ

てて
みみ

まま
しし

ょょ
うう

  

障
害

者
雇

用
の

た
め

の
取

組
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

一
覧

 

●
既

存
の

職
務

の
中

に
障

害
者

に
合

っ
た
仕

事
が

見
当

た
ら
な
い

場
合

は
、
次

の
よ
う

な
方

法
で
既

存
の

仕
事

の
枠

組
み
を
見

直
し
新

た
な
職

務
を
創

出
し
ま
す
。

(1
)
仕

事
の

手
順

や
職

場
環

境
を
改

善
す
る

(2
)
複
数
の
仕
事
の
一
部
を
切
り
出
し
、
一
人
分
の
仕
事
と
し
て
段
階
的
に
積
み
上
げ
る

(3
)
障
害
者
の
不
得
手
な
作
業
等
の
担
当
を
見
直
し
強
み
を
生
か
す

[取
組

状
況

]

●
障

害
者

専
用

の
求

人
を
公

開
し
募

集
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●
障
害

者
専

用
求
人

、
一

般
の
求

人
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
募
集

の
対

象
か

ら
特

定
の

障
害

種
別

の
障

害
者

を
排

除
し
な

い
よ
う

に
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

[取
組

状
況

]

●
障
害
者
雇

用
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
支
援

機
関
を
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

●
活
用
方
法

が
わ
か
り
に
く
い
場
合
は
、
地
域
障
害

者
職
業
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

＊
就
労
支
援
機
関
に
つ
い
て
は
、
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

[利
用

し
て

い
る

支
援

機
関

]

●
障

害
者

と
一

緒
に
働

く
上

司
や
同

僚
が

、
障

害
者

の
障

害
特

性
や

必
要

な
配

慮
事

項
を
理

解
す
る
こ
と
は

、
仕

事
上

の
適

切
な

配
慮

の
提
供
と
職

場
の
良
好

な
関
係
構
築
に
つ
な
が
り
ま
す
。

[取
組

状
況

]

●
障
害
者
雇

用
に
つ
い
て
人
事
管
理

部
門
の
担
当

者
や
配
属
先
の

上
司
な
ど
特

定
の
社
員

の
み
な
ら
ず
社

内
の
幅
広

い
社
員
に
理

解
さ
れ
、
一
人
一
人
が
取
り
組
む
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

[取
組

状
況

]

●
経
営

者
が

障
害

者
雇

用
に
対
す
る
具

体
的

な
取
組

の
方

針
を
示

す
こ
と
は
、
障

害
者

雇
用

の
あ
り
方

に
つ
い

て
社

内
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得

る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。

[取
組

状
況

]
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■
 チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
別

 
参

考
資

料
 

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か
 ·

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
 ２

 

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 4
 

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 6

 

募
集

・採
用

の
方

法
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· ８
 

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
0

 

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
2

 

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か
 ··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
4

 

 

■
 
巻

末
情

報
 

［1
］ 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
6

 

[2
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
8

 

[3
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
9

 

［4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

0
 

[5
] 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 ·

··
··

··
··

··
··

··
· 2

3
 

[6
] 

障
害

者
雇

用
率

制
度

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

4
 

[7
] 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

5
 

 
 

 

  
 

2
0

2
2

.3
. 

    
 

障
害

者
雇

⽤
の

た
め

の
 

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
 

参
考

資
料

 

 

こ
の

参
考

資
料

は
、
別

冊
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」
の

７
つ

の

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

、
詳

し
く

説
明

し
て

い
ま

す
。
 

 こ
れ

か
ら

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

事
業

主
や

既
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

業
主

が
、

別
冊

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」で
現

状
の

取
組

を
確

認
し

、
必

要
な

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

い
た

だ
い

た
り

、
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

検
討

す
る

前
に

参
考

資

料
と

し
て

活
用

し
て

い
た

だ
く

な
ど

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

  

2
0

2
2

.3
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障
害

者
雇

⽤
の

た
め

の
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ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
 

参
考

資
料
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の

参
考

資
料

は
、
別

冊
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」
の

７
つ

の

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

、
詳

し
く

説
明

し
て

い
ま

す
。
 

 こ
れ

か
ら

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

事
業

主
や

既
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

業
主

が
、

別
冊

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」で
現

状
の

取
組

を
確

認
し

、
必

要
な

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

い
た

だ
い

た
り

、
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

検
討

す
る

前
に

参
考

資

料
と

し
て

活
用

し
て

い
た

だ
く

な
ど

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

  

2
0

2
2

.3
. 

    
 

障
害

者
雇

⽤
の

た
め

の
 

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
 

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

別
 

参
考

資
料

 

 

こ
の

参
考

資
料

は
、
別

冊
「
障

害
者

雇
用

の
た

め
の

サ
ポ

ー
ト

ツ
ー

ル
」
の

７
つ

の

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

、
詳

し
く

説
明

し
て

い
ま

す
。
 

 こ
れ

か
ら

障
害

者
雇

用
に

取
り

組
む

事
業

主
や

既
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

業
主

が
、

別
冊

「障
害

者
雇

用
の

た
め

の
サ

ポ
ー

ト
ツ

ー
ル

」で
現

状
の

取
組

を
確

認
し

、
必

要
な

ペ
ー

ジ
を

参
照

し
て

い
た

だ
い

た
り

、
障

害
者

雇
用

の
取

組
を

検
討

す
る

前
に

参
考

資

料
と

し
て

活
用

し
て

い
た

だ
く

な
ど

、
事

業
主

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

趣趣
旨旨

とと
使使

いい
方方

  

資
料

1
3
-
2
 

（
第
３
章
第
３
節
関
係
）
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3 

42
.9

25
.9

66
.2

51
.9

90
.3

88
.2 97

.7

96
.6

97
.2

93
.5

57
.1

74
.1

33
.8

48
.1

9.
7

11
.8

2.
3

3.
4

2.
8

6.
5

0
20

40
60

80
10

0

言
及

あ
り

(n
 =
 1
05

)

言
及

な
し

(n
 =
 3
13

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
30

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
87

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
76

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
78

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
31

)

言
及

な
し

(n
 =
 1
17

)

言
及

あ
り

(n
 =
 1
42

)

言
及

な
し

(n
 =
 7
7)

障
害

者
雇

用
あ

り
障

害
者

雇
用

な
し

4
0
～

4
9
人

5
0
～

9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

3
0
0
～

9
9
9
人

1
,0

0
0
人

以
上

(％
)

有
意

差

あ
り

有
意

差

あ
り

図
１
 
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
言

及
の

有
無

と
障

害
者

雇
用

状
況

 

障
害

者
雇

用
の

メ
リ

ッ
ト

（企
業

ト
ッ

プ
の

声
） 

障
害

者
が

戦
力

と
し

て
活

躍
し

て
い

る
 

・
会

社
に

と
っ

て
、
な

く
て

は
な

ら
な

い
戦

力
と

な
っ

て
い

る
。

・
人

手
不

足
の

中
、
戦

力
と

し
て

会
社

を
支

え
て

く
れ

て
い

る
。

職
場

環
境

の
改

善
に

つ
な

が
っ

た
 

・
障

害
者

が
働

き
や

す
く

な
る

よ
う

に
行

っ
た

環
境

整
備

が
、
障

害
の

な
い

従
業

員
の

働
き

や
す

さ
に

も
つ

な

が
っ

た
。

・
上

司
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

能
力

が
向

上
し

て
い

る
。

業
務

効
率

化
に

つ
な

が
っ

た
 

・
雑

多
だ

っ
た

作
業

プ
ロ

セ
ス

を
シ

ン
プ

ル
に

す
る

検
討

の
き

っ
か

け
に

な
っ

た
。

・
こ

れ
ま

で
職

人
化

し
て

い
た

業
務

に
つ

い
て

、
誰

で
も

そ
の

業
務

が
で

き
る

よ
う

工
夫

す
る

よ
う

に
な

っ
た

。

（独
）高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

（2
0

1
9

年
）「

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

」 
4

ペ
ー

ジ
 

2 

＜
障

害
者

雇
用

の
方

針
（

例
）

＞
 


障

害
の

あ
る

社
員

●
名

を
2

0
x
x

年
度

末
ま

で
に

●
●

工
場

に
配

属
す

る
。

 


障

害
者

を
配

属
す

る
店

舗
の

人
件

費
を

本
社

経
費

と
す

る
。

 


社

内
に

障
害

者
雇

用
と

定
着

に
取

り
組

む
「

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
」

を
立

ち
上

げ
る

。
 

   

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
貴

社
が

障
害

者
を

雇
用

す
る

理
由

は
、
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

❏
貴

社
の

障
害

者
雇

用
の

考
え

、
計

画
は

、
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か

●
多

く
の

企
業

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

み
、
雇

用
管

理
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
積

み
重

ね
て

い
ま

す
。

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
た

め
に

は
、
障

害
者

雇
用

を
経

営
課

題
の

一
つ

に
位

置
づ

け
、
他

の
経

営
課

題
と

の
バ

ラ

ン
ス

を
図

る
経

営
者

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

が
重

要
と

な
っ

て
い

ま
す

。

●
障

害
者

雇
用

の
あ

り
方

に
つ

い
て

社
内

の
コ

ン
セ

ン
サ

ス
を

得
る

た
め

、
経

営
者

が
障

害
者

雇
用

の
方

針
と

実
現

方
法

を
明

確
に

示
す

こ
と

が
大

切
で

す
。

経
営

者
が

示
す

障
害

者
雇

用
の

方
針

に
つ

い
て

 

●
企

業
規

模
が

大
き

く
な

る
ほ

ど
、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
障

害
者

の
雇

入
れ

、
人

材
活

用
、
能

力
開

発
等

に
積

極

的
に

取
り

組
む

方
針

・方
向

性
を

示
し

て
い

ま
し

た
。

●
4

0
～

4
9

人
、
5

0
～

9
9

人
規

模
の

企
業

で
は

、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
障

害
者

雇
用

方
針

等
の

言
及

の
有

無
と

、
障

害
者

雇
用

の
有

無
に

有
意

な
差

が
見

ら
れ

ま
し

た
（図

１
）。

経
営

者
の

方
針

の
有

無
と

障
害

者
雇

用
状

況
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
 
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

0
３

ペ
ー

ジ
） 

2
   

■
 チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
別

 
参

考
資

料
 

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か
 ·

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
 ２

 

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 4
 

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 6

 

募
集

・採
用

の
方

法
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· ８
 

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
0

 

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
2

 

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か
 ··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

 1
4

 

 

■
 
巻

末
情

報
 

［1
］ 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
6

 

[2
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 
1
8

 

[3
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
1
9

 

［4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

0
 

[5
] 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 ·

··
··

··
··

··
··

··
· 2

3
 

[6
] 

障
害

者
雇

用
率

制
度

 ··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

4
 

[7
] 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 ·
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
· 2

5
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5 

    
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

と
し

て
、
社

内
で

で
き

る
取

組
（会

議
な

ど
で

の
周

知
、
啓

発
用

資
料

の
作

成
な

ど
）の

ほ

か
、
社

外
の

機
関

を
活

用
す

る
方

法
も

あ
り

ま
す

。
そ

れ
ぞ

れ
の

企
業

に
あ

っ
た

効
果

的
な

方
法

で
進

め
る

た
め

に
、

「障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

」に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

 


障

害
者

雇
用

に
関

す
る

知
識

の
習

得
や

演
習

等
、
外

部
講

師
を

招
い

た
社

内
研

修
の

実
施

や
社

外
セ

ミ
ナ

ー
へ

の

参
加

等
を

通
し

て
、
障

害
者

雇
用

の
理

解
を

深
め

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


企

業
の

障
害

者
雇

用
の

取
組

状
況

に
応

じ
て

、
必

要
な

研
修

テ
ー

マ
や

方
法

で
実

施
す

る
こ

と
が

効
果

的
で

す
。


障

害
者

雇
用

企
業

を
見

学
し

、
募

集
・採

用
か

ら
職

場
定

着
ま

で
の

障
害

に
応

じ
た

職
場

環
境

整
備

や
取

組
の

工

夫
に

つ
い

て
の

情
報

を
社

内
理

解
の

促
進

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

を
見

学
し

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
を

知
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
イ

メ
ー

ジ
を

持
つ

こ
と

が
で

き
ま

す
。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

か
ら

の
職

場
見

学
や

職
場

実
習

を
受

け
入

れ
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
社

内

理
解

だ
け

で
な

く
、
職

務
内

容
や

職
場

環
境

の
見

直
し

に
つ

な
が

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
を

配
置

し
て

い
る

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
や

就
労

支
援

機
関

が
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

必
要

性
や

効
果

的
な

支
援

に
つ

い
て

相
談

に
応

じ
ま

す
。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

し
た

社
員

が
、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ
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1
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有
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差

あ
り

有
意

差

あ
り

図
１
 
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
言

及
の

有
無

と
障

害
者

雇
用

状
況

 

障
害

者
雇

用
の

メ
リ

ッ
ト

（企
業

ト
ッ

プ
の

声
） 

障
害

者
が

戦
力

と
し

て
活

躍
し

て
い

る
 

・
会

社
に

と
っ

て
、
な

く
て

は
な

ら
な

い
戦

力
と

な
っ

て
い

る
。

・
人

手
不

足
の

中
、
戦

力
と

し
て

会
社

を
支

え
て

く
れ

て
い

る
。

職
場

環
境

の
改

善
に

つ
な

が
っ

た
 

・
障

害
者

が
働

き
や

す
く

な
る

よ
う

に
行

っ
た

環
境

整
備

が
、
障

害
の

な
い

従
業

員
の

働
き

や
す

さ
に

も
つ

な

が
っ

た
。

・
上

司
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

能
力

が
向

上
し

て
い

る
。

業
務

効
率

化
に

つ
な

が
っ

た
 

・
雑

多
だ

っ
た

作
業

プ
ロ

セ
ス

を
シ

ン
プ

ル
に

す
る

検
討

の
き

っ
か

け
に

な
っ

た
。

・
こ

れ
ま

で
職

人
化

し
て

い
た

業
務

に
つ

い
て

、
誰

で
も

そ
の

業
務

が
で

き
る

よ
う

工
夫

す
る

よ
う

に
な

っ
た

。

（独
）高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

（2
0

1
9

年
）「

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

」 
4

ペ
ー

ジ
 

2 

＜
障

害
者

雇
用

の
方

針
（

例
）

＞
 


障

害
の

あ
る

社
員

●
名

を
2

0
x
x

年
度

末
ま

で
に

●
●

工
場

に
配

属
す

る
。

 


障

害
者

を
配

属
す

る
店

舗
の

人
件

費
を

本
社

経
費

と
す

る
。

 


社

内
に

障
害

者
雇

用
と

定
着

に
取

り
組

む
「

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
」

を
立

ち
上

げ
る

。
 

   

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
貴

社
が

障
害

者
を
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用

す
る
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由

は
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の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

❏
貴

社
の

障
害

者
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用
の

考
え

、
計

画
は

、
ど

の
よ

う
な

も
の

で
す

か
。

経
営

者
は

障
害

者
雇

用
の

方
針

を
広

く
社

内
に

示
し

て
い

ま
す

か

●
多

く
の

企
業

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

み
、
雇

用
管

理
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
積

み
重

ね
て

い
ま

す
。

障
害

者
雇

用
を

進
め

る
た

め
に

は
、
障

害
者

雇
用

を
経

営
課

題
の

一
つ

に
位

置
づ

け
、
他

の
経

営
課

題
と

の
バ

ラ

ン
ス

を
図

る
経

営
者

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

が
重

要
と

な
っ

て
い

ま
す

。

●
障

害
者

雇
用

の
あ

り
方

に
つ

い
て

社
内

の
コ

ン
セ

ン
サ

ス
を

得
る

た
め

、
経

営
者

が
障

害
者

雇
用

の
方

針
と

実
現

方
法

を
明

確
に

示
す

こ
と

が
大

切
で

す
。

経
営

者
が

示
す

障
害

者
雇

用
の

方
針

に
つ

い
て

 

●
企

業
規

模
が

大
き

く
な

る
ほ

ど
、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
障

害
者

の
雇

入
れ

、
人

材
活

用
、
能

力
開

発
等

に
積

極

的
に

取
り

組
む

方
針

・方
向

性
を

示
し

て
い

ま
し

た
。

●
4

0
～

4
9

人
、
5

0
～

9
9

人
規

模
の

企
業

で
は

、
ト

ッ
プ

・マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
障

害
者

雇
用

方
針

等
の

言
及

の
有

無
と

、
障

害
者

雇
用

の
有

無
に

有
意

な
差

が
見

ら
れ

ま
し

た
（図

１
）。

経
営

者
の

方
針

の
有

無
と

障
害

者
雇

用
状

況
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
 
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

0
３

ペ
ー

ジ
） 

3

− 209 −



7 

特
化

モ
デ

ル
 

 
障

害
者

が
従

事
で

き
る

作
業

を
切

り
出

し
、
組

み

合
わ

せ
て

職
務

を
構

成
し

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
介

護
施

設
に

お
い

て
、
介

護
職

員
が

行
っ

て
い

る
職

務
の

う
ち

、
清

掃
・洗

濯
作

業
を

切

り
出

し
、
障

害
者

の
担

当
職

務
と

し
て

構
成

す
る

こ

と
に

よ
り

、
介

護
職

員
が

介
護

の
仕

事
に

専
念

で
き

る
と

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

切
り

出
し

・
再

構
成

モ
デ

ル
 

 
能

力
の

向
上

に
必

要
な

時
間

を
考

慮
し

、
一

定
の

時
間

を
か

け
て

次
第

に
職

務
の

内
容

の
幅

を
広

げ
、
多

様
な

業
務

、
専

門
的

な
業

務
、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

等
の

職
務

を
担

当
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

目

指
す

職
務

設
計

を
行

い
ま

す
。
 

 
例

え
ば

、
精

神
障

害
者

の
体

調
の

変
化

に
応

じ
た

職
務

の
調

整
や

、
発

達
障

害
者

の
特

性
に

応
じ

た
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
工

夫
を

行
い

な
が

ら
、
段

階

的
に

職
務

を
積

み
上

げ
て

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

積
み

上
げ

モ
デ

ル
 

 
個

々
の

障
害

の
特

性
、
能

力
や

経
験

の
強

み
に

着

目
し

、
強

み
を

生
か

す
こ

と
の

で
き

る
専

門
性

の
高

い
職

務
を

担
当

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

を
目

指

す
職

務
設

計
を

行
い

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
シ

ス
テ

ム
エ

ン
ジ

ニ
ア

と
し

て
の

技
能

を

持
っ

た
発

達
障

害
者

が
、
不

得
手

な
作

業
（顧

客
対

応
）の

担
当

を
見

直
す

こ
と

で
、
得

意
と

す
る

職
務

（シ
ス

テ
ム

開
発

）に
専

念
・特

化
で

き
る

と
い

っ
た

例
が

あ
り

ま
す

。
 

6 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
仕

事
を

教
え

る
社

員
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

。

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

に
つ

い
て

は
、
社

内
の

各
部

署
や

担
当

者
の

協
力

を
得

て
、
職

務
を

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

し
、
そ

の
職

務
に

必
要

な
ス

キ
ル

な
ど

を
確

認
す

る
等

に
よ

り
、
職

務
内

容
を

検
討

す
る

方
法

が
あ

り
ま

す
。

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

と
併

せ
て

、
「仕

事
を

教
え

る
社

員
」を

決
め

る
こ

と
も

大
切

で
す

。
仕

事
の

段
取

り

の
組

み
方

、
社

員
の

配
置

等
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
長

け
て

い
る

社
員

は
、
新

た
に

雇
用

さ
れ

た
障

害
者

の
指

導
役

と

し
て

適
任

で
す

。

●
既

存
の

職
務

の
中

に
障

害
者

に
合

っ
た

仕
事

が
見

当
た

ら
な

い
場

合
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

と
話

し
合

い
、
既

存
の

仕
事

の
枠

組
み

を
見

直
し

、
新

た
に

障
害

者
が

従
事

す
る

仕
事

を
作

り
ま

す
。

こ
の

方
法

に
は

、
「切

り
出

し
・再

構
成

モ
デ

ル
」、

「積
み

上
げ

モ
デ

ル
」、

「特
化

モ
デ

ル
」が

あ
り

ま
す

。
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
3

3
（2

0
1
7

年
） 

「精
神

障
害

者
及

び
発

達
障

害
者

の
雇

用
に

お
け

る
職

務
創

出
支

援
に

関
す

る
研

究
」よ

り
作

成
） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
の

検
討

方
法

 

障
害

者
に

ど
の

よ
う

な
仕

事
を

配
分

・指
導

す
る

か
は

、
戦

力
化

を
図

る
上

で
も

重
要

な
課

題
で

す
。
 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
し

な
い

理
由

は
、
「当

該
障

害
者

に
適

し
た

業
務

が
な

い
か

ら
」が

最
も

多
い

。
 

（身
体

障
害

者
８

１
．７

％
、
知

的
障

害
者

8
4

.0
％

、
精

神
障

害
者

7
9

.6
％

、
発

達
障

害
者

8
2

.6
％

） 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
際

の
課

題
と

し
て

、
「会

社
内

に
適

当
な

仕
事

が
あ

る
か

」が
最

も
多

い
。
 

（身
体

障
害

者
7

1
.3

％
、
知

的
障

害
者

7
4

.4
％

、
精

神
障

害
者

7
0

.2
％

、
発

達
障

害
者

7
5

.3
％

） 

（厚
生

労
働

省
 
平

成
３

０
年

度
障

害
者

雇
用

実
態

調
査

） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
よ

く

知
る

社
員

の
意

見
を

十
分

に
聞

き
、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中
心

と
な

っ
て

取
り

組
む

な
ど

の
連

携
が

重
要

で
す

。

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
9

8
（2

0
1
0

年
） 

「障
害

者
採

用
に

係
る

職
務

等
の

開
発

に
向

け
た

事
業

主
支

援
技

法
に

関
す

る
研

究
」4

5
～

5
0

ペ
ー

ジ
） 

※
次

ペ
ー

ジ
参

照
 

6
5 

    
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

と
し

て
、
社

内
で

で
き

る
取

組
（会

議
な

ど
で

の
周

知
、
啓

発
用

資
料

の
作

成
な

ど
）の

ほ

か
、
社

外
の

機
関

を
活

用
す

る
方

法
も

あ
り

ま
す

。
そ

れ
ぞ

れ
の

企
業

に
あ

っ
た

効
果

的
な

方
法

で
進

め
る

た
め

に
、

「障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

」に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

社
内

理
解

を
進

め
る

方
法

 


障

害
者

雇
用

に
関

す
る

知
識

の
習

得
や

演
習

等
、
外

部
講

師
を

招
い

た
社

内
研

修
の

実
施

や
社

外
セ

ミ
ナ

ー
へ

の

参
加

等
を

通
し

て
、
障

害
者

雇
用

の
理

解
を

深
め

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


企

業
の

障
害

者
雇

用
の

取
組

状
況

に
応

じ
て

、
必

要
な

研
修

テ
ー

マ
や

方
法

で
実

施
す

る
こ

と
が

効
果

的
で

す
。


障

害
者

雇
用

企
業

を
見

学
し

、
募

集
・採

用
か

ら
職

場
定

着
ま

で
の

障
害

に
応

じ
た

職
場

環
境

整
備

や
取

組
の

工

夫
に

つ
い

て
の

情
報

を
社

内
理

解
の

促
進

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

を
見

学
し

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
を

知
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
イ

メ
ー

ジ
を

持
つ

こ
と

が
で

き
ま

す
。


就

労
支

援
施

設
や

特
別

支
援

学
校

か
ら

の
職

場
見

学
や

職
場

実
習

を
受

け
入

れ
る

こ
と

で
、
障

害
者

雇
用

の
社

内

理
解

だ
け

で
な

く
、
職

務
内

容
や

職
場

環
境

の
見

直
し

に
つ

な
が

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
を

配
置

し
て

い
る

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
や

就
労

支
援

機
関

が
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
の

必
要

性
や

効
果

的
な

支
援

に
つ

い
て

相
談

に
応

じ
ま

す
。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

し
た

社
員

が
、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

」と
し

て
、
障

害
者

の
職

場
適

応
、

職
場

定
着

、
社

内
理

解
の

促
進

の
た

め
の

支
援

を
行

う
方

法
も

あ
り

ま
す

。


ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
の

支
援

に
よ

り
、
障

害
者

雇
用

に
つ

い
て

の
社

内
理

解
が

進
ん

で
い

る
事

例
が

多
く

見
ら

れ
ま

す
。

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

は
、
障

害
者

の
働

く
職

場
を

訪
問

し
、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

と
協

力
し

て
、
仕

事
の

進
め

方
や

職
場

で
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
等

、
障

害
者

の
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
を

行
い

ま
す

。
 

障
害

者
雇

用
企

業
等

の
見

学
 

就
労

支
援

施
設

、
特

別
支

援
学

校
等

の
見

学
 

社
員

研
修

の
実

施
 

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

（職
場

適
応

援
助

者
）の

活
用

 

4 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
、
障

害
者

の
配

属
先

の
管

理
責

任
者

と
従

業
員

、
配

属
先

以
外

の
従

業
員

が
、

障
害

者
雇

用
を

理
解

し
、
連

携
し

て
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

趣
旨

、
達

成
方

針
、
達

成
に

向
け

た
具

体
的

方
法

が
、
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
や

、
障

害

者
の

配
属

先
の

管
理

責
任

者
な

ど
特

定
の

社
員

の
み

な
ら

ず
、
社

内
の

幅
広

い
社

員
に

理
解

さ
れ

、
社

員
一

人
一

人
が

障
害

者
雇

用
に

参
画

す
る

意
識

を
持

つ
こ

と
が

大
切

で
す

。

●
社

内
で

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

進
む

と
、
採

用
部

署
の

拡
大

や
障

害
者

の
能

力
発

揮

の
た

め
の

職
場

環
境

の
整

備
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

の
職

場
定

着
と

と
も

に
、
社

員
同

士
の

連
携

や
関

わ
り

が
増

え
て

く
る

こ
と

か
ら

、
障

害
者

雇
用

の
理

解

を
社

内
へ

広
げ

る
意

義
は

大
き

い
と

言
え

ま
す

。

障
害

者
雇

用
の

社
内

理
解

に
つ

い
て

 

●
障

害
者

雇
用

の
理

解
は

、
必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の

ば
か

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
障

害

者
が

他
の

社
員

と
と

も
に

努
力

を
重

ね
る

過
程

で
、
戦

力
と

し
て

の
人

材
で

あ
る

こ
と

の
理

解
が

、
徐

々
に

浸
透

し
た

事
例

も
あ

り
ま

す
。

➔
1
8

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
2

]雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

社
内

理
解

の
効

果
 

障
害

者
雇

用
 

に
つ

い
て

 

社
員

研
修

 
企

業
見

学
 

4 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

 

❏
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
、
障

害
者

の
配

属
先

の
管

理
責

任
者

と
従

業
員

、
配

属
先

以
外

の
従

業
員

が
、

障
害

者
雇

用
を

理
解

し
、
連

携
し

て
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
が

社
内

に
理

解
さ

れ
て

い
ま

す
か

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
の

趣
旨

、
達

成
方

針
、
達

成
に

向
け

た
具

体
的

方
法

が
、
人

事
管

理
部

門
の

担
当

者
や

、
障

害

者
の

配
属

先
の

管
理

責
任

者
な

ど
特

定
の

社
員

の
み

な
ら

ず
、
社

内
の

幅
広

い
社

員
に

理
解

さ
れ

、
社

員
一

人
一

人
が

障
害

者
雇

用
に

参
画

す
る

意
識

を
持

つ
こ

と
が

大
切

で
す

。

●
社

内
で

障
害

者
雇

用
に

つ
い

て
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

進
む

と
、
採

用
部

署
の

拡
大

や
障

害
者

の
能

力
発

揮

の
た

め
の

職
場

環
境

の
整

備
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

の
職

場
定

着
と

と
も

に
、
社

員
同

士
の

連
携

や
関

わ
り

が
増

え
て

く
る

こ
と

か
ら

、
障

害
者

雇
用

の
理

解

を
社

内
へ

広
げ

る
意

義
は

大
き

い
と

言
え

ま
す

。

障
害

者
雇

用
の

社
内

理
解

に
つ

い
て

 

●
障

害
者

雇
用

の
理

解
は

、
必

ず
し

も
一

気
に

進
む

も
の

ば
か

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
雇

用
後

に
お

い
て

も
、
障

害

者
が

他
の

社
員

と
と

も
に

努
力

を
重

ね
る

過
程

で
、
戦

力
と

し
て

の
人

材
で

あ
る

こ
と

の
理

解
が

、
徐

々
に

浸
透

し
た

事
例

も
あ

り
ま

す
。

➔
1
8

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
2

]雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

社
内

理
解

の
効

果
 

障
害

者
雇

用
 

に
つ

い
て

 

社
員

研
修

 
企

業
見

学
 

5
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9 

＜
募

集
及

び
採

用
時

の
合

理
的

配
慮

の
対

応
例

＞
 

  ●
障

害
者

専
用

求
人

の
場

合
、
募

集
の

対
象

か
ら

特
定

の
障

害
種

別
の

障
害

者
を

排
除

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
例

え
ば

、
採

用
を

身
体

障
害

者
に

限
定

す
る

求
人

票
は

作
成

で
き

ま
せ

ん
。

●
一

般
求

人
に

障
害

者
か

ら
の

応
募

が
あ

っ
た

場
合

、
障

害
が

あ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

応
募

を
受

け
付

け
な

い
こ

と
は

禁
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

た
、
単

に
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
障

害
者

を
募

集
や

採
用

の
対

象
か

ら

排
除

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

➔
 1

9
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

３
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 

募
集

・採
用

時
の

留
意

事
項

 

●
採

用
面

接
で

は
、
配

属
先

や
担

当
業

務
の

決
定

に
向

け
、
雇

用
管

理
上

必
要

な
事

柄
を

把
握

す
る

た
め

、
基

本
的

な

質
問

や
確

認
を

行
い

ま
す

。

採
用

面
接

の
実

施
 

○
障

害
に

関
す

る
こ

と
 
（障

害
状

況
、
通

院
・服

薬
の

状
況

、
配

慮
や

支
援

が
必

要
な

事
項

）

○
勤

務
及

び
職

務
の

遂
行

に
関

す
る

こ
と

（希
望

す
る

仕
事

、
得

意
な

こ
と

・苦
手

な
こ

と
、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

方
法

、

移
動

方
法

等
）

○
そ

の
他

 （
必

要
に

応
じ

て
、
支

援
機

関
を

利
用

し
て

い
る

か
、
支

援
機

関
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
が

受
け

ら
れ

る
か

等
）

「障
害

に
関

す
る

こ
と

」は
、
採

用
後

、
社

内
の

ど
の

範
囲

の
社

員
に

何
を

伝
え

る
か

、
仕

事
上

必
要

と
判

断
さ

れ
る

内

容
を

本
人

と
確

認
し

、
同

意
を

得
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

す
。
 

募
集

及
び

採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

対
応

に
つ

い
て

、「
取

り
組

ん
で

い
る

（
一

部
取

組
も

含
む

）」
と

回
答

の
あ

っ
た

上
位

５
項

目
(1

,4
4

2
社

が
回

答
)。

 

・
 

体
調

に
配

慮
し

た
面

接
時

間
の

設
定

を
し

て
い

る
(3

1
.6

%
)

・
 

面
接

時
に

、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
の

同
席

を
認

め
て

い
る

(3
0

.7
%

)

・
 

面
接

の
際

に
で

き
る

だ
け

移
動

が
少

な
い

よ
う

に
し

て
い

る
(2

3
.6

%
)

・
 

面
接

を
筆

談
等

に
よ

り
行

っ
て

い
る

（
1

1
.7

%
）

 

・
 

文
字

に
よ

る
説

明
プ

リ
ン

ト
を

配
布

し
て

い
る

(1
0

.3
％

)

基
本

的
な

質
問

・確
認

項
目

留
意

事
項

：質
問

や
確

認
の

意
図

を
説

明
す

る
こ

と
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
5

7
(2

0
2

1
年

)「
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

及
び

合

理
的

配
慮

指
針

に
係

る
取

組
の

実
態

把
握

に
関

す
る

調
査

研
究

」5
3

ペ
ー

ジ
) 

8 

       

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

の
求

職
状

況
、
就

職
状

況
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

❏
募

集
や

採
用

の
方

法
で

、
分

か
ら

な
い

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

か
。

募
集

・
採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か

●
就

職
活

動
を

行
っ

て
い

る
障

害
者

は
、
専

門
知

識
や

ス
キ

ル
、
業

務
経

験
が

あ
る

者
、
専

門
的

な
ス

キ
ル

を
も

た
な

い
が

得
意

分
野

が
あ

る
者

、
職

場
環

境
が

整
え

ば
力

を
発

揮
で

き
る

者
等

、
様

々
で

す
。
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性

を
踏

ま

え
、
多

様
な

人
材

を
活

用
す

る
視

点
で

募
集

・採
用

活
動

を
行

っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

す
。

●
令

和
2

年
度

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
（公

共
職

業
安

定
所

）を
通

じ
た

障
害

者
の

就
職

件
数

は
、
身

体
障

害
者

2
0

,0
2

5

件
（2

2
.3

%
）、

知
的

障
害

者
1
9

,8
0

1
件

（2
2

.0
%

）、
精

神
障

害
者

4
0

,6
2

4
件

（4
5

.2
%

）、
そ

の
他

9
,3

9
0

件
（1

0
.5

%
）で

し
た

。
（厚

生
労

働
省

, 
2

0
2

1
）

募
集

・採
用

の
方

法
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
（事

業
主

の
方

へ
の

サ
ー

ビ
ス

） 

・障
害

者
専

用
求

人
の

申
込

み

・障
害

者
の

求
職

情
報

検
索

・各
種

制
度

の
情

報

オ
ン

ラ
イ

ン
上

で
求

人
申

込
み

が
で

き
る

「ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
」も

ご
覧

く
だ

さ
い

。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

に
は

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
が

求
職

申
込

み
（登

録
）を

し
て

い
ま

す
。
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

障
害

者
専

門
の

相
談

窓
口

（専
門

援
助

部
門

）等
で

、
障

害
者

専
用

求
人

を
作

成
し

募
集

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
利

用
 

就
職

を
希

望
す

る
障

害
者

の
中

に
は

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

の
登

録
に

加
え

て
、
支

援
機

関
（地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
）を

利
用

し
て

い
る

人
も

い
ま

す
。
 

こ
の

よ
う

な
場

合
は

、
個

々
の

障
害

者
の

特
性

を
理

解
し

た
各

支
援

機
関

の
担

当
者

と
連

携
す

る
こ

と
に

よ
り

、
障

害
者

の
募

集
・採

用
を

ス
ム

ー
ズ

に
進

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
 [

巻
末

情
報

１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

支
援

機
関

と
の

連
携

 

8
7 

特
化

モ
デ

ル
 

 
障

害
者

が
従

事
で

き
る

作
業

を
切

り
出

し
、
組

み

合
わ

せ
て

職
務

を
構

成
し

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
介

護
施

設
に

お
い

て
、
介

護
職

員
が

行
っ

て
い

る
職

務
の

う
ち

、
清

掃
・洗

濯
作

業
を

切

り
出

し
、
障

害
者

の
担

当
職

務
と

し
て

構
成

す
る

こ

と
に

よ
り

、
介

護
職

員
が

介
護

の
仕

事
に

専
念

で
き

る
と

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

切
り

出
し

・
再

構
成

モ
デ

ル
 

 
能

力
の

向
上

に
必

要
な

時
間

を
考

慮
し

、
一

定
の

時
間

を
か

け
て

次
第

に
職

務
の

内
容

の
幅

を
広

げ
、
多

様
な

業
務

、
専

門
的

な
業

務
、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

等
の

職
務

を
担

当
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

目

指
す

職
務

設
計

を
行

い
ま

す
。
 

 
例

え
ば

、
精

神
障

害
者

の
体

調
の

変
化

に
応

じ
た

職
務

の
調

整
や

、
発

達
障

害
者

の
特

性
に

応
じ

た
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
工

夫
を

行
い

な
が

ら
、
段

階

的
に

職
務

を
積

み
上

げ
て

い
っ

た
例

が
あ

り
ま

す
。
 

積
み

上
げ

モ
デ

ル
 

 
個

々
の

障
害

の
特

性
、
能

力
や

経
験

の
強

み
に

着

目
し

、
強

み
を

生
か

す
こ

と
の

で
き

る
専

門
性

の
高

い
職

務
を

担
当

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

を
目

指

す
職

務
設

計
を

行
い

ま
す

。
 

 
例

え
ば

、
シ

ス
テ

ム
エ

ン
ジ

ニ
ア

と
し

て
の

技
能

を

持
っ

た
発

達
障

害
者

が
、
不

得
手

な
作

業
（顧

客
対

応
）の

担
当

を
見

直
す

こ
と

で
、
得

意
と

す
る

職
務

（シ
ス

テ
ム

開
発

）に
専

念
・特

化
で

き
る

と
い

っ
た

例
が

あ
り

ま
す

。
 

6 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
仕

事
を

教
え

る
社

員
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

。

職
務

内
容

、
配

属
部

署
は

決
ま

っ
て

い
ま

す
か

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

に
つ

い
て

は
、
社

内
の

各
部

署
や

担
当

者
の

協
力

を
得

て
、
職

務
を

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

し
、
そ

の
職

務
に

必
要

な
ス

キ
ル

な
ど

を
確

認
す

る
等

に
よ

り
、
職

務
内

容
を

検
討

す
る

方
法

が
あ

り
ま

す
。

●
職

務
内

容
、
配

置
部

署
の

検
討

と
併

せ
て

、
「仕

事
を

教
え

る
社

員
」を

決
め

る
こ

と
も

大
切

で
す

。
仕

事
の

段
取

り

の
組

み
方

、
社

員
の

配
置

等
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
長

け
て

い
る

社
員

は
、
新

た
に

雇
用

さ
れ

た
障

害
者

の
指

導
役

と

し
て

適
任

で
す

。

●
既

存
の

職
務

の
中

に
障

害
者

に
合

っ
た

仕
事

が
見

当
た

ら
な

い
場

合
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

と
話

し
合

い
、
既

存
の

仕
事

の
枠

組
み

を
見

直
し

、
新

た
に

障
害

者
が

従
事

す
る

仕
事

を
作

り
ま

す
。

こ
の

方
法

に
は

、
「切

り
出

し
・再

構
成

モ
デ

ル
」、

「積
み

上
げ

モ
デ

ル
」、

「特
化

モ
デ

ル
」が

あ
り

ま
す

。
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
3

3
（2

0
1
7

年
） 

「精
神

障
害

者
及

び
発

達
障

害
者

の
雇

用
に

お
け

る
職

務
創

出
支

援
に

関
す

る
研

究
」よ

り
作

成
） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
の

検
討

方
法

 

障
害

者
に

ど
の

よ
う

な
仕

事
を

配
分

・指
導

す
る

か
は

、
戦

力
化

を
図

る
上

で
も

重
要

な
課

題
で

す
。
 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
し

な
い

理
由

は
、
「当

該
障

害
者

に
適

し
た

業
務

が
な

い
か

ら
」が

最
も

多
い

。
 

（身
体

障
害

者
８

１
．７

％
、
知

的
障

害
者

8
4

.0
％

、
精

神
障

害
者

7
9

.6
％

、
発

達
障

害
者

8
2

.6
％

） 

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
際

の
課

題
と

し
て

、
「会

社
内

に
適

当
な

仕
事

が
あ

る
か

」が
最

も
多

い
。
 

（身
体

障
害

者
7

1
.3

％
、
知

的
障

害
者

7
4

.4
％

、
精

神
障

害
者

7
0

.2
％

、
発

達
障

害
者

7
5

.3
％

） 

（厚
生

労
働

省
 
平

成
３

０
年

度
障

害
者

雇
用

実
態

調
査

） 

職
務

内
容

、
配

置
部

署
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
よ

く

知
る

社
員

の
意

見
を

十
分

に
聞

き
、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中
心

と
な

っ
て

取
り

組
む

な
ど

の
連

携
が

重
要

で
す

。

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
9

8
（2

0
1
0

年
） 

「障
害

者
採

用
に

係
る

職
務

等
の

開
発

に
向

け
た

事
業

主
支

援
技

法
に

関
す

る
研

究
」4

5
～

5
0

ペ
ー

ジ
） 

※
次

ペ
ー

ジ
参

照
 

7

− 211 −
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障
害

種
類

 
事

例
の

特
徴

 
支

障
の

内
容

（例
） 

対
応

の
結

果
（例

） 

視
覚

障
害

 
移

動
に

関
す

る
こ

と
 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

到
着

時
の

電
子

音
が

「昇
り

」も
「降

り
」も

同
じ

で
あ

る
た

め
、
利

用
し

た
い

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
前

に
立

つ
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

る

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
改

修
工

事
に

合
わ

せ
て

、
到

着
時

の
電

子
音

を
「昇

り
」と

「降
り

」で
変

え
た

聴
覚

・言
語

障
害

 
従

業
員

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
こ

と

健
聴

者
と

の
意

思
疎

通
が

円
滑

で
な

い
 

音
声

認
識

ソ
フ

ト
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

し
た

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
を

用
意

し
た

肢
体

不
自

由
 

移
動

に
関

す
る

こ
と

 
車

椅
子

の
た

め
開

き
戸

を
開

閉
し

づ
ら

い
 

自
動

ド
ア

を
設

置
し

た
 

内
部

障
害

 
体

調
管

理
（通

院
・服

薬
）、

体
力

に
関

す
る

こ
と

 
通

院
の

た
め

就
業

で
き

な
い

日
が

あ
る

 

体
力

的
に

長
時

間
の

勤
務

が
困

難
で

あ
る

 

就
業

可
能

な
日

を
就

業
日

と
定

め
雇

い
入

れ
た

 

本
人

の
申

し
出

に
よ

り
適

宜
休

憩
時

間
を

確
保

し
た

 

知
的

障
害

 
業

務
遂

行
に

関
す

る
こ

と
 

長
時

間
一

つ
の

こ
と

に
集

中
で

き
な

い
 

違
う

作
業

に
切

り
替

え
る

タ
イ

ミ
ン

グ
等

、
仕

事
内

容
を

見
直

し
た

精
神

障
害

 
職

場
環

境
に

関
す

る
こ

と
 

周
囲

の
ス

タ
ッ

フ
と

の
人

間
関

係
悪

化
に

よ
り

業
務

に
集

中
で

き
な

い
 

席
な

ど
の

配
置

変
え

、
休

息
を

促
す

等
に

よ
り

継
続

的
に

勤
務

を
行

え
る

よ
う

に
な

っ
た

 

発
達

障
害

 
苦

手
な

業
務

内
容

に
関

す
る

こ
と

 
定

例
的

な
業

務
以

外
（突

発
的

な
業

務
、
電

話
、
接

客
等

）に
対

応
で

き
な

い
 

定
例

的
な

業
務

の
み

と
し

、
他

の
業

務
は

必
ず

上
司

が
同

席
し

た
 

●
事

業
主

は
、
障

害
者

を
採

用
後

、
職

場
に

お
い

て
支

障
と

な
る

事
情

の
有

無
を

確
認

し
、
支

障
と

な
る

事
情

が
あ

れ

ば
、
そ

の
改

善
の

た
め

に
障

害
者

が
希

望
す

る
措

置
の

内
容

を
確

認
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
事

業
主

か
ら

の
確

認
を

待
た

ず
、
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

を
申

し
出

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。

➔
 2

0
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

４
]合

理
的

配
慮

の
提

供
 

障
害

種
類

と
配

慮
事

項
 

●
企

業
へ

の
調

査
に

よ
り

得
ら

れ
た

「採
用

後
の

合
理

的
配

慮
に

関
す

る
障

害
種

類
別

の
特

徴
と

具
体

例
」

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

1
7

、
１
１
８

ペ
ー

ジ
よ

り
作

成
）

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

10
9 

＜
募

集
及

び
採

用
時

の
合

理
的

配
慮

の
対

応
例

＞
 

  ●
障

害
者

専
用

求
人

の
場

合
、
募

集
の

対
象

か
ら

特
定

の
障

害
種

別
の

障
害

者
を

排
除

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
例

え
ば

、
採

用
を

身
体

障
害

者
に

限
定

す
る

求
人

票
は

作
成

で
き

ま
せ

ん
。

●
一

般
求

人
に

障
害

者
か

ら
の

応
募

が
あ

っ
た

場
合

、
障

害
が

あ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

応
募

を
受

け
付

け
な

い
こ

と
は

禁
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

た
、
単

に
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
障

害
者

を
募

集
や

採
用

の
対

象
か

ら

排
除

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

➔
 1

9
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

３
] 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 

募
集

・採
用

時
の

留
意

事
項

 

●
採

用
面

接
で

は
、
配

属
先

や
担

当
業

務
の

決
定

に
向

け
、
雇

用
管

理
上

必
要

な
事

柄
を

把
握

す
る

た
め

、
基

本
的

な

質
問

や
確

認
を

行
い

ま
す

。

採
用

面
接

の
実

施
 

○
障

害
に

関
す

る
こ

と
 
（障

害
状

況
、
通

院
・服

薬
の

状
況

、
配

慮
や

支
援

が
必

要
な

事
項

）

○
勤

務
及

び
職

務
の

遂
行

に
関

す
る

こ
と

（希
望

す
る

仕
事

、
得

意
な

こ
と

・苦
手

な
こ

と
、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

方
法

、

移
動

方
法

等
）

○
そ

の
他

 （
必

要
に

応
じ

て
、
支

援
機

関
を

利
用

し
て

い
る

か
、
支

援
機

関
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
が

受
け

ら
れ

る
か

等
）

「障
害

に
関

す
る

こ
と

」は
、
採

用
後

、
社

内
の

ど
の

範
囲

の
社

員
に

何
を

伝
え

る
か

、
仕

事
上

必
要

と
判

断
さ

れ
る

内

容
を

本
人

と
確

認
し

、
同

意
を

得
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

す
。
 

募
集

及
び

採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

対
応

に
つ

い
て

、「
取

り
組

ん
で

い
る

（
一

部
取

組
も

含
む

）」
と

回
答

の
あ

っ
た

上
位

５
項

目
(1

,4
4

2
社

が
回

答
)。

 

・
 

体
調

に
配

慮
し

た
面

接
時

間
の

設
定

を
し

て
い

る
(3

1
.6

%
)

・
 

面
接

時
に

、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
の

同
席

を
認

め
て

い
る

(3
0

.7
%

)

・
 

面
接

の
際

に
で

き
る

だ
け

移
動

が
少

な
い

よ
う

に
し

て
い

る
(2

3
.6

%
)

・
 

面
接

を
筆

談
等

に
よ

り
行

っ
て

い
る

（
1

1
.7

%
）

 

・
 

文
字

に
よ

る
説

明
プ

リ
ン

ト
を

配
布

し
て

い
る

(1
0

.3
％

)

基
本

的
な

質
問

・確
認

項
目

留
意

事
項

：質
問

や
確

認
の

意
図

を
説

明
す

る
こ

と
 

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
5

7
(2

0
2

1
年

)「
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

及
び

合

理
的

配
慮

指
針

に
係

る
取

組
の

実
態

把
握

に
関

す
る

調
査

研
究

」5
3

ペ
ー

ジ
) 

8 

       

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

の
求

職
状

況
、
就

職
状

況
を

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

❏
募

集
や

採
用

の
方

法
で

、
分

か
ら

な
い

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

か
。

募
集

・
採

用
の

方
法

は
決

ま
っ

て
い

ま
す

か

●
就

職
活

動
を

行
っ

て
い

る
障

害
者

は
、
専

門
知

識
や

ス
キ

ル
、
業

務
経

験
が

あ
る

者
、
専

門
的

な
ス

キ
ル

を
も

た
な

い
が

得
意

分
野

が
あ

る
者

、
職

場
環

境
が

整
え

ば
力

を
発

揮
で

き
る

者
等

、
様

々
で

す
。
そ

れ
ぞ

れ
の

特
性

を
踏

ま

え
、
多

様
な

人
材

を
活

用
す

る
視

点
で

募
集

・採
用

活
動

を
行

っ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

す
。

●
令

和
2

年
度

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
（公

共
職

業
安

定
所

）を
通

じ
た

障
害

者
の

就
職

件
数

は
、
身

体
障

害
者

2
0

,0
2

5

件
（2

2
.3

%
）、

知
的

障
害

者
1
9

,8
0

1
件

（2
2

.0
%

）、
精

神
障

害
者

4
0

,6
2

4
件

（4
5

.2
%

）、
そ

の
他

9
,3

9
0

件
（1

0
.5

%
）で

し
た

。
（厚

生
労

働
省

, 
2

0
2

1
）

募
集

・採
用

の
方

法
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
（事

業
主

の
方

へ
の

サ
ー

ビ
ス

） 

・障
害

者
専

用
求

人
の

申
込

み

・障
害

者
の

求
職

情
報

検
索

・各
種

制
度

の
情

報

オ
ン

ラ
イ

ン
上

で
求

人
申

込
み

が
で

き
る

「ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
」も

ご
覧

く
だ

さ
い

。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

に
は

、
就

職
を

希
望

す
る

障
害

者
が

求
職

申
込

み
（登

録
）を

し
て

い
ま

す
。
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

障
害

者
専

門
の

相
談

窓
口

（専
門

援
助

部
門

）等
で

、
障

害
者

専
用

求
人

を
作

成
し

募
集

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
利

用
 

就
職

を
希

望
す

る
障

害
者

の
中

に
は

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

の
登

録
に

加
え

て
、
支

援
機

関
（地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
）を

利
用

し
て

い
る

人
も

い
ま

す
。
 

こ
の

よ
う

な
場

合
は

、
個

々
の

障
害

者
の

特
性

を
理

解
し

た
各

支
援

機
関

の
担

当
者

と
連

携
す

る
こ

と
に

よ
り

、
障

害
者

の
募

集
・採

用
を

ス
ム

ー
ズ

に
進

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

➔
 1

6
、
１
７

ペ
ー

ジ
 [

巻
末

情
報

１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

支
援

機
関

と
の

連
携

 

9
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13
 

 

社
内

の
チ

ー
ム

支
援

に
つ

い
て

 

●
企

業
の

規
模

や
業

態
に

よ
っ

て
、
社

内
の

体
制

は
様

々
で

す
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

体
制

に
応

じ
て

、
社

員
同

士
が

役
割

分
担

・連
携

し
、
障

害
者

雇
用

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
を

支
え

る

と
と

も
に

、
障

害
者

へ
適

切
な

支
援

を
行

う
「チ

ー
ム

支
援

」の
体

制
を

整
え

る
こ

と
が

大
切

で
す

。

12
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

が
困

っ
て

い
る

こ
と

を
相

談
で

き
る

窓
口

が
あ

り
ま

す
か

。
相

談
の

機
会

を
設

け
て

い
ま

す
か

。

❏
障

害
者

に
仕

事
を

教
え

る
社

員
、
障

害
者

の
相

談
を

受
け

る
社

員
を

、
サ

ポ
ー

ト
す

る
体

制
が

あ
り

ま
す

か
。

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

を
雇

用
し

て
い

る
企

業
で

は
、
雇

用
管

理
の

担
当

者
、
現

場
の

担
当

者
な

ど
が

役
割

分
担

を
し

て
、
チ

ー
ム

で
障

害
者

を
支

え
る

体
制

整
備

を
進

め
て

い
ま

す
。

●
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

が
確

立
さ

れ
れ

ば
、
障

害
者

雇
用

の
課

題
に

取
り

組
ん

で
き

た
担

当
者

が
異

動
・退

職
し

て

も
、
そ

れ
ま

で
の

雇
用

管
理

の
ノ

ウ
ハ

ウ
が

引
き

継
が

れ
、
障

害
者

の
職

場
定

着
を

図
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

雇
用

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
づ

く
り

と
と

も
に

、
障

害
者

雇
用

の
担

当
者

（キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
な

る
社

員
）を

孤
立

さ
せ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
も

重
要

で
す

。
障

害
者

雇
用

に
普

段
関

わ
っ

て
い

な
い

社
員

や
役

員
が

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

に
障

害
者

へ
の

対
応

を
任

せ
き

り
に

し
て

し
ま

う
こ

と
が

な
い

よ
う

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

を
支

え
る

体
制

づ
く

り
が

必
要

で
す

。
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
良

く
知

る
社

員
の

意
見

を
十

分
に

聞
き

、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中

心
と

な
っ

て
取

り
組

む
な

ど
の

連
携

が
重

要
で

す
。

サ
ポ

ー
ト

体
制

を
つ

く
る

た
め

に
 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

 

５
人

以
上

の
障

害
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

に
は

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

社
員

の
中

か
ら

障
害

者
職

業
生

活

相
談

員
を

選
任

し
、
職

業
生

活
に

関
す

る
相

談
・指

導
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
  

企
業

在
籍

型
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
（職

場
適

応
援

助
者

） 

企
業

に
在

籍
し

、
同

じ
企

業
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
障

害
の

あ
る

労
働

者
が

職
場

適
応

で
き

る
よ

う
様

々
な

支

援
を

行
う

人
を

、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

」と
い

い
ま

す
。
 

社
員

が
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

す
る

こ
と

に
よ

り
、
企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

と
し

て
障

害
の

あ

る
従

業
員

へ
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

（産
業

医
、
衛

生
管

理
者

、
産

業
看

護
師

、
産

業
保

健
師

） 

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

12
11

 

 

障
害

種
類

 
事

例
の

特
徴

 
支

障
の

内
容

（例
） 

対
応

の
結

果
（例

） 

視
覚

障
害

 
移

動
に

関
す

る
こ

と
 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

到
着

時
の

電
子

音
が

「昇
り

」も
「降

り
」も

同
じ

で
あ

る
た

め
、
利

用
し

た
い

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
前

に
立

つ
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

る

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
改

修
工

事
に

合
わ

せ
て

、
到

着
時

の
電

子
音

を
「昇

り
」と

「降
り

」で
変

え
た

聴
覚

・言
語

障
害

 
従

業
員

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
こ

と

健
聴

者
と

の
意

思
疎

通
が

円
滑

で
な

い
 

音
声

認
識

ソ
フ

ト
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

し
た

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
を

用
意

し
た

肢
体

不
自

由
 

移
動

に
関

す
る

こ
と

 
車

椅
子

の
た

め
開

き
戸

を
開

閉
し

づ
ら

い
 

自
動

ド
ア

を
設

置
し

た
 

内
部

障
害

 
体

調
管

理
（通

院
・服

薬
）、

体
力

に
関

す
る

こ
と

 
通

院
の

た
め

就
業

で
き

な
い

日
が

あ
る

 

体
力

的
に

長
時

間
の

勤
務

が
困

難
で

あ
る

 

就
業

可
能

な
日

を
就

業
日

と
定

め
雇

い
入

れ
た

 

本
人

の
申

し
出

に
よ

り
適

宜
休

憩
時

間
を

確
保

し
た

 

知
的

障
害

 
業

務
遂

行
に

関
す

る
こ

と
 

長
時

間
一

つ
の

こ
と

に
集

中
で

き
な

い
 

違
う

作
業

に
切

り
替

え
る

タ
イ

ミ
ン

グ
等

、
仕

事
内

容
を

見
直

し
た

精
神

障
害

 
職

場
環

境
に

関
す

る
こ

と
 

周
囲

の
ス

タ
ッ

フ
と

の
人

間
関

係
悪

化
に

よ
り

業
務

に
集

中
で

き
な

い
 

席
な

ど
の

配
置

変
え

、
休

息
を

促
す

等
に

よ
り

継
続

的
に

勤
務

を
行

え
る

よ
う

に
な

っ
た

 

発
達

障
害

 
苦

手
な

業
務

内
容

に
関

す
る

こ
と

 
定

例
的

な
業

務
以

外
（突

発
的

な
業

務
、
電

話
、
接

客
等

）に
対

応
で

き
な

い
 

定
例

的
な

業
務

の
み

と
し

、
他

の
業

務
は

必
ず

上
司

が
同

席
し

た
 

●
事

業
主

は
、
障

害
者

を
採

用
後

、
職

場
に

お
い

て
支

障
と

な
る

事
情

の
有

無
を

確
認

し
、
支

障
と

な
る

事
情

が
あ

れ

ば
、
そ

の
改

善
の

た
め

に
障

害
者

が
希

望
す

る
措

置
の

内
容

を
確

認
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
事

業
主

か
ら

の
確

認
を

待
た

ず
、
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

を
申

し
出

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。

➔
 2

0
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

４
]合

理
的

配
慮

の
提

供
 

障
害

種
類

と
配

慮
事

項
 

●
企

業
へ

の
調

査
に

よ
り

得
ら

れ
た

「採
用

後
の

合
理

的
配

慮
に

関
す

る
障

害
種

類
別

の
特

徴
と

具
体

例
」

（障
害

者
職

業
総

合
セ

ン
タ

ー
調

査
研

究
報

告
書

№
1
4

3
(2

0
1
9

年
)

「障
害

者
雇

用
制

度
の

改
正

等
に

伴
う

企
業

意
識

･行
動

の
変

化
に

関
す

る
研

究
」1

1
7

、
１
１
８

ペ
ー

ジ
よ

り
作

成
）

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

10
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
個

々
の

障
害

の
特

徴
と

配
慮

事
項

に
つ

い
て

理
解

し
て

い
ま

す
か

。

上
司

や
同

僚
は

、
障

害
者

へ
の

関
わ

り
方

を
理

解
し

て
い

ま
す

か
 

●
上

司
や

同
僚

が
障

害
者

の
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

を
理

解
す

る
こ

と
は

、
お

互
い

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
円

滑

に
す

る
と

と
も

に
、
障

害
状

況
に

応
じ

た
適

切
な

関
わ

り
と

配
慮

の
提

供
に

つ
な

が
り

ま
す

。

●
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
は

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

か
ら

「障
害

者
と

の
関

わ
り

方
が

分
か

ら
な

い
」と

い
う

声

が
聞

か
れ

ま
す

。
上

司
が

障
害

者
と

の
接

し
方

に
つ

い
て

部
下

か
ら

相
談

さ
れ

て
も

、
「対

応
の

仕
方

が
分

か
ら

な

い
」と

い
っ

た
事

例
も

見
ら

れ
ま

す
。

●
高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
W

e
b

サ
イ

ト
で

は
、
障

害
者

雇
用

企
業

の
取

組
事

例
や

、
企

業
向

け
の

マ

ニ
ュ

ア
ル

・ツ
ー

ル
を

紹
介

し
て

い
ま

す
の

で
、
ぜ

ひ
ご

覧
く

だ
さ

い
。

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料

 

上
司

や
同

僚
の

理
解

を
進

め
る

た
め

に
 

●
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

で
は

、
障

害
特

性
の

理
解

と
配

慮
事

項
、
仕

事
の

教
え

方
等

に
つ

い
て

、

障
害

者
雇

用
企

業
や

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

集
め

、
企

業
向

け
の

各
種

セ
ミ

ナ
ー

や
社

員
研

修
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

を

通
じ

、
障

害
者

の
上

司
や

同
僚

へ
の

情
報

提
供

や
具

体
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

。

➔
 1

６
、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
１
] 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

等
 

障障
害害

状状
況況

にに
応応

じじ
たた

  

・・
適適

切切
なな

関関
わわ

りり

・・
配配

慮慮
のの

提提
供供

障障
害害

者者
とと

のの
面面

談談

担
当

者

ど
の

よ
う

に
 

関
わ

っ
た

ら
よ

い
か

 

分
か

ら
な

い
 

11

− 213 −
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障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
内

容
（例

）と
対

応
で

き
る

支
援

機
関

 

～
活

用
方

法
が

分
か

り
に

く
い

場
合

は
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

へ
ご

相
談

く
だ

さ
い

～
 

障
害

者
を

雇
用

す
る

際
に

活
用

で
き

る
支

援
制

度
を

知
り

た
い

 

都
道

府
県

支
部

 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

自
社

の
業

務
に

合
っ

た
、
障

害
の

あ
る

求
職

者
を

探
し

て
い

る
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

医
療

機
関

 

特
別

支
援

学
校

 

障
害

者
雇

用
に

向
け

て
、
職

場
実

習
を

受
け

入
れ

た
い

 

特
別

支
援

学
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
つ

い
て

専
門

的
な

支
援

を
受

け
た

い
 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

職
場

適
応

支
援

、
職

場
定

着
支

援
を

受
け

た
い

 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
 

就
労

移
行

支
援

事
業

所
等

 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

14
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

を
雇

用
し

、
人

材
育

成
を

図
る

た
め

、
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
･支

援
機

関
を

活
用

し
て

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か

障
害

者
雇

用
の

支
援

機
関

に
つ

い
て

 

●
全

国
に

設
置

さ
れ

て
い

る
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
企

業
の

相
談

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
地

域
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

担
い

、
企

業
の

状
況

に
応

じ
た

活
用

や
連

携
の

仕
方

に
つ

い
て

情

報
を

提
供

し
て

い
ま

す
。

●
地

域
の

各
支

援
機

関
は

、
お

互
い

の
役

割
や

強
み

を
理

解
し

合
い

、
必

要
な

連
携

を
図

っ
て

い
ま

す
。
障

害
者

の
就

職
の

相
談

か
ら

就
職

後
の

支
援

ま
で

、
障

害
者

の
家

族
、
福

祉
機

関
、
教

育
機

関
、
医

療
機

関
等

と
情

報
共

有
を

行

い
な

が
ら

チ
ー

ム
で

支
援

を
行

う
場

合
が

あ
り

ま
す

。

➔
1
6

、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
1
]障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

 

14
13

 

 

社
内

の
チ

ー
ム

支
援

に
つ

い
て

 

●
企

業
の

規
模

や
業

態
に

よ
っ

て
、
社

内
の

体
制

は
様

々
で

す
。

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
の

体
制

に
応

じ
て

、
社

員
同

士
が

役
割

分
担

・連
携

し
、
障

害
者

雇
用

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
を

支
え

る

と
と

も
に

、
障

害
者

へ
適

切
な

支
援

を
行

う
「チ

ー
ム

支
援

」の
体

制
を

整
え

る
こ

と
が

大
切

で
す

。

12
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

が
困

っ
て

い
る

こ
と

を
相

談
で

き
る

窓
口

が
あ

り
ま

す
か

。
相

談
の

機
会

を
設

け
て

い
ま

す
か

。

❏
障

害
者

に
仕

事
を

教
え

る
社

員
、
障

害
者

の
相

談
を

受
け

る
社

員
を

、
サ

ポ
ー

ト
す

る
体

制
が

あ
り

ま
す

か
。

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
は

あ
り

ま
す

か

社
内

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
に

つ
い

て
 

●
障

害
者

を
雇

用
し

て
い

る
企

業
で

は
、
雇

用
管

理
の

担
当

者
、
現

場
の

担
当

者
な

ど
が

役
割

分
担

を
し

て
、
チ

ー
ム

で
障

害
者

を
支

え
る

体
制

整
備

を
進

め
て

い
ま

す
。

●
社

内
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

が
確

立
さ

れ
れ

ば
、
障

害
者

雇
用

の
課

題
に

取
り

組
ん

で
き

た
担

当
者

が
異

動
・退

職
し

て

も
、
そ

れ
ま

で
の

雇
用

管
理

の
ノ

ウ
ハ

ウ
が

引
き

継
が

れ
、
障

害
者

の
職

場
定

着
を

図
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

●
障

害
者

雇
用

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
づ

く
り

と
と

も
に

、
障

害
者

雇
用

の
担

当
者

（キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
な

る
社

員
）を

孤
立

さ
せ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
も

重
要

で
す

。
障

害
者

雇
用

に
普

段
関

わ
っ

て
い

な
い

社
員

や
役

員
が

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

に
障

害
者

へ
の

対
応

を
任

せ
き

り
に

し
て

し
ま

う
こ

と
が

な
い

よ
う

、
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
と

な
る

社
員

を
支

え
る

体
制

づ
く

り
が

必
要

で
す

。
障

害
者

へ
の

仕
事

の
配

分
・指

導
、
必

要
な

機
械

器
具

等
の

確
認

に
つ

い
て

は
、
配

属
先

の
職

場
の

仕
事

を
良

く
知

る
社

員
の

意
見

を
十

分
に

聞
き

、
そ

れ
以

外
の

課
題

に
は

人
事

担
当

者
が

中

心
と

な
っ

て
取

り
組

む
な

ど
の

連
携

が
重

要
で

す
。

サ
ポ

ー
ト

体
制

を
つ

く
る

た
め

に
 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

 

５
人

以
上

の
障

害
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

に
は

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

社
員

の
中

か
ら

障
害

者
職

業
生

活

相
談

員
を

選
任

し
、
職

業
生

活
に

関
す

る
相

談
・指

導
を

行
わ

せ
る

こ
と

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
  

企
業

在
籍

型
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
（職

場
適

応
援

助
者

） 

企
業

に
在

籍
し

、
同

じ
企

業
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
障

害
の

あ
る

労
働

者
が

職
場

適
応

で
き

る
よ

う
様

々
な

支

援
を

行
う

人
を

、
「企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

」と
い

い
ま

す
。
 

社
員

が
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
養

成
研

修
を

修
了

す
る

こ
と

に
よ

り
、
企

業
在

籍
型

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

と
し

て
障

害
の

あ

る
従

業
員

へ
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

（産
業

医
、
衛

生
管

理
者

、
産

業
看

護
師

、
産

業
保

健
師

） 

➔
 1

8
ペ

ー
ジ

[巻
末

情
報

２
] 

雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・資
料
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▶
障

害
者

の
雇

用
支

援
（障

害
者

雇
用

納
付

金
の

申
告

・申
請

の
受

付
、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

助
成

金
の

受
付

、
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
な

ど
）を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
民

間
企

業
で

障
害

者
雇

用
経

験
を

有
す

る
障

害
者

雇
用

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

が
、
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

及
び

様
々

な
分

野
の

専
門

家
（障

害
者

雇
用

管
理

サ
ポ

ー
タ

ー
）の

派
遣

に
関

す
る

相
談

を
行

っ
て

い
ま

す
。
ま

た
、
就

労
支

援
機

器
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
が

、
障

害
者

の
就

労
を

支
援

す
る

機
器

の
紹

介
や

貸
出

し
に

関
す

る
相

談
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
訓

練
の

実
施

（各
種

職
種

の
専

門
知

識
・技

能
の

訓
練

）

・
就

職
支

援

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
訓

練
状

況
の

見
学

の
受

入
れ

・
職

業
訓

練
受

講
者

又
は

修
了

者
の

求
職

情
報

の
公

開

（就
職

希
望

地
域

、
希

望
職

種
、
免

許
・資

格
、
職

業
訓

練
の

修
了

予
定

日
等

）

・
訓

練
生

の
採

用
を

検
討

す
る

た
め

の
職

場
実

習

◎
国

立
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

と
国

立
吉

備
高

原
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

の

職
業

訓
練

を
受

講
中

又
は

修
了

し
た

障
害

者
の

求
職

情
報

の
公

開
と

問
合

せ
先

 ➔
 

 
 

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

上
の

支
援

を
必

要
と

す
る

方
に

対
し

、
窓

口
で

の
相

談
や

、
職

場
・家

庭
訪

問
等

に
よ

る
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
雇

用
、
保

健
・福

祉
、
教

育
等

の
地

域
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

＜
就

業
面

で
の

支
援

＞
 
就

職
に

向
け

た
準

備
支

援
、
職

場
実

習
の

あ
っ

せ
ん

、
就

職
活

動
の

支
援

、
職

場
定

着
に

向
け

た
支

援
、
企

業
に

対
す

る
障

害
特

性
を

踏
ま

え
た

雇
用

管
理

に
つ

い
て

の
助

言
 

＜
生

活
面

で
の

支
援

＞
 
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

に
関

す
る

助
言

（健
康

管
理

等
の

日
常

の
自

己
管

理
、
生

活
習

慣

の
形

成
、
家

庭
生

活
、
地

域
生

活
、
年

金
等

の
生

活
設

計
等

） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
 

都
道

府
県

支
部

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 

国
立

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（埼

玉
県

所
沢

市
） 

国
立

吉
備

高
原

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（岡

山
県

） 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
等

 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援
 
（障

害
者

雇
用

全
般

の
相

談
に

応
じ

ま
す

）

・
障

害
者

の
雇

用
前

の
準

備
か

ら
雇

用
後

の
職

場
適

応
に

つ
い

て
の

相
談

、
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

「事
業

主
支

援
計

画
」を

作
成

し
、
継

続
し

た
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

の
制

度
や

利
用

で
き

る
支

援
に

つ
い

て
説

明
し

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

社
内

の
理

解
を

進
め

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
相

談
、
職

業
評

価
を

通
し

て
職

業
上

の
特

性
を

整
理

し
、
就

職
及

び
職

場
適

応
の

た
め

の
「職

業
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
」を

策
定

し
ま

す
。

・
「職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

」に
基

づ
い

て
、
就

職
及

び
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
（職

業
準

備
支

援
、
リ

ワ
ー

ク
支

援
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
）を

行
い

ま
す

。

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、
求

職
活

動
支

援
、
職

場
適

応
支

援
、
職

場
定

着
支

援
を

行
い

ま
す

。

▶
関

係
機

関
に

対
す

る
支

援

・
企

業
や

障
害

者
へ

の
支

援
方

法
に

係
る

助
言

・援
助

を
行

い
ま

す
。

・
支

援
技

術
に

関
す

る
実

務
的

な
研

修
を

行
い

ま
す

。

←
詳

し
く

は
こ

ち
ら

！
 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
雇

用
管

理
上

の
助

言
、
助

成
措

置
の

案
内

、
各

種
セ

ミ
ナ

ー
や

障
害

者
の

就
職

面
接

会
の

開
催

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

等
の

専
門

機
関

と
の

連
携

方
法

、
必

要
な

制
度

の
活

用
等

の
紹

介
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
個

々
の

障
害

者
に

応
じ

た
職

業
相

談
、
職

業
紹

介
、
就

職
後

の
職

場
適

応
指

導
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ト

ラ
イ

ア
ル

雇
用

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
各

種
支

援
策

の
活

用
を

図
り

、
障

害
者

の
職

場
適

応
と

職
場

定
着

を

進
め

て
い

ま
す

。

＜
社

員
研

修
の

テ
ー

マ
（

例
）

＞
 

「
障

害
者

雇
用

の
制

度
」、

「
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

」、
「

職
場

定
着

の
ポ

イ
ン

ト
」

 

＜
社

員
研

修
の

方
法

（
例

）
＞

 

企
業

主
催

の
研

修
・

勉
強

会
で

の
従

業
員

へ
の

説
明

 

障
害

者
の

配
置

部
署

の
上

司
へ

の
説

明
 

人
事

担
当

者
へ

の
説

明
 

全
国

５
２

か
所

の
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

が
、
企

業
に

対
し

て
「社

員
研

修
」を

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

（公
共

職
業

安
定

所
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
等

 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援
 
（障

害
者

雇
用

全
般

の
相

談
に

応
じ

ま
す

）

・
障

害
者

の
雇

用
前

の
準

備
か

ら
雇

用
後

の
職

場
適

応
に

つ
い

て
の

相
談

、
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

「事
業

主
支

援
計

画
」を

作
成

し
、
継

続
し

た
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

の
制

度
や

利
用

で
き

る
支

援
に

つ
い

て
説

明
し

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

社
内

の
理

解
を

進
め

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
相

談
、
職

業
評

価
を

通
し

て
職

業
上

の
特

性
を

整
理

し
、
就

職
及

び
職

場
適

応
の

た
め

の
「職

業
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
」を

策
定

し
ま

す
。

・
「職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

」に
基

づ
い

て
、
就

職
及

び
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
（職

業
準

備
支

援
、
リ

ワ
ー

ク
支

援
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
）を

行
い

ま
す

。

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、
求

職
活

動
支

援
、
職

場
適

応
支

援
、
職

場
定

着
支

援
を

行
い

ま
す

。

▶
関

係
機

関
に

対
す

る
支

援

・
企

業
や

障
害

者
へ

の
支

援
方

法
に

係
る

助
言

・援
助

を
行

い
ま

す
。

・
支

援
技

術
に

関
す

る
実

務
的

な
研

修
を

行
い

ま
す

。

←
詳

し
く

は
こ

ち
ら

！
 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
雇

用
管

理
上

の
助

言
、
助

成
措

置
の

案
内

、
各

種
セ

ミ
ナ

ー
や

障
害

者
の

就
職

面
接

会
の

開
催

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

等
の

専
門

機
関

と
の

連
携

方
法

、
必

要
な

制
度

の
活

用
等

の
紹

介
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
個

々
の

障
害

者
に

応
じ

た
職

業
相

談
、
職

業
紹

介
、
就

職
後

の
職

場
適

応
指

導
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ト

ラ
イ

ア
ル

雇
用

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
各

種
支

援
策

の
活

用
を

図
り

、
障

害
者

の
職

場
適

応
と

職
場

定
着

を

進
め

て
い

ま
す

。

＜
社

員
研

修
の

テ
ー

マ
（

例
）

＞
 

「
障

害
者

雇
用

の
制

度
」、

「
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

」、
「

職
場

定
着

の
ポ

イ
ン

ト
」

 

＜
社

員
研

修
の

方
法

（
例

）
＞

 

企
業

主
催

の
研

修
・

勉
強

会
で

の
従

業
員

へ
の

説
明

 

障
害

者
の

配
置

部
署

の
上

司
へ

の
説

明
 

人
事

担
当

者
へ

の
説

明
 

全
国

５
２

か
所

の
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

が
、
企

業
に

対
し

て
「社

員
研

修
」を

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

（公
共

職
業

安
定

所
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
内

容
（例

）と
対

応
で

き
る

支
援

機
関

 

～
活

用
方

法
が

分
か

り
に

く
い

場
合

は
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

へ
ご

相
談

く
だ

さ
い

～
 

障
害

者
を

雇
用

す
る

際
に

活
用

で
き

る
支

援
制

度
を

知
り

た
い

 

都
道

府
県

支
部

 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

自
社

の
業

務
に

合
っ

た
、
障

害
の

あ
る

求
職

者
を

探
し

て
い

る
 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

医
療

機
関

 

特
別

支
援

学
校

 

障
害

者
雇

用
に

向
け

て
、
職

場
実

習
を

受
け

入
れ

た
い

 

特
別

支
援

学
校

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

 
就

労
移

行
支

援
事

業
所

等
 

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

雇
用

管
理

に
つ

い
て

専
門

的
な

支
援

を
受

け
た

い
 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

障
害

者
の

職
場

適
応

支
援

、
職

場
定

着
支

援
を

受
け

た
い

 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
 

就
労

移
行

支
援

事
業

所
等

 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
 

セ
ン

タ
ー

 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
 

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

14
 

関
連

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

❏
障

害
者

を
雇

用
し

、
人

材
育

成
を

図
る

た
め

、
障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
･支

援
機

関
を

活
用

し
て

い
ま

す
か

。

障
害

者
雇

用
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

支
援

機
関

を
利

用
し

て
い

ま
す

か

障
害

者
雇

用
の

支
援

機
関

に
つ

い
て

 

●
全

国
に

設
置

さ
れ

て
い

る
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

、
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

が
、
障

害
者

雇
用

に
取

り
組

む
企

業
の

相
談

に
応

じ
る

と
と

も
に

、
地

域
の

相
談

窓
口

・支
援

機
関

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

担
い

、
企

業
の

状
況

に
応

じ
た

活
用

や
連

携
の

仕
方

に
つ

い
て

情

報
を

提
供

し
て

い
ま

す
。

●
地

域
の

各
支

援
機

関
は

、
お

互
い

の
役

割
や

強
み

を
理

解
し

合
い

、
必

要
な

連
携

を
図

っ
て

い
ま

す
。
障

害
者

の
就

職
の

相
談

か
ら

就
職

後
の

支
援

ま
で

、
障

害
者

の
家

族
、
福

祉
機

関
、
教

育
機

関
、
医

療
機

関
等

と
情

報
共

有
を

行

い
な

が
ら

チ
ー

ム
で

支
援

を
行

う
場

合
が

あ
り

ま
す

。

➔
1
6

、
１
７

ペ
ー

ジ
[巻

末
情

報
1
]障

害
者

雇
用

の
相

談
窓

口
・支

援
機

関
等

 

15

− 215 −
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[
巻

末
情

報
3

]
 

 障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 
  

 

▶
 2

0
1
3

年
6

月
に

「障
害

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

に
関

す
る

法
律

」が
制

定
さ

れ
ま

し
た

。
障

害
の

有

無
に

よ
っ

て
分

け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
合

い
な

が
ら

共
生

す
る

社
会

の
実

現

に
向

け
、
障

害
者

差
別

の
解

消
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
 

▶
 障

害
者

差
別

を
解

消
す

る
た

め
に

、
企

業
や

同
じ

職
場

で
働

く
者

は
、
障

害
特

性
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
取

得
や

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

雇
用

分
野

で
の

障
害

者
差

別
の

例
 
（差

別
禁

止
指

針
よ

り
） 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
応

募
を

受
け

付
け

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

排
除

す
る

こ
と

。
 

・ 
採

用
の

基
準

を
満

た
す

者
の

中
か

ら
障

害
者

で
な

い
者

を
優

先
し

て
採

用
す

る
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
賃

金
・手

当
等

に
不

利
な

労
働

条
件

を
課

す
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
教

育
訓

練
を

受
け

さ
せ

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
福

利
厚

生
を

不
利

な
も

の
と

す
る

こ
と

。
 
 
 な

ど
 

▶
 2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「障

害
者

差
別

禁
止

指
針

」で
は

、
す

べ
て

の
事

業
主

を
対

象
に

、
「募

集
及

び
採

用
」、

「賃
金

」、
「配

置
」、

「昇
進

」、
「降

格
」、

「教
育

訓
練

」、
「福

利
厚

生
」、

「職
種

の
変

更
」、

「雇
用

形
態

の
変

更
」、

「退
職

の
勧

奨
」、

「定
年

」、
「解

雇
」、

「労
働

契
約

の
更

新
」の

待
遇

に
つ

い
て

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
不

当
な

差
別

的
取

扱
い

が
行

わ
れ

な
い

よ
う

禁
止

措
置

を
定

め
て

い
ま

す
。
 

た
だ

し
、
次

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
差

別
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

・ 
積

極
的

差
別

是
正

措
置

と
し

て
、
障

害
者

で
な

い
者

と
比

較
し

て
障

害
者

を
有

利
に

取
り

扱
う

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労

働
能

力
等

を
適

正
に

評
価

し
た

結
果

と
し

て
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
（そ

の
結

果
と

し
て

、
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
と

な
る

こ
と

）。
 

・ 
障

害
者

専
用

求
人

の
採

用
選

考
又

は
採

用
後

に
お

い
て

、
仕

事
を

す
る

上
で

の
能

力
及

び
適

性
の

判
断

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

た
め

な
ど

、
雇

用
管

理
上

必
要

な
範

囲
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
つ

つ
、
障

害
者

に
障

害
の

状
況

等
を

確

認
す

る
こ

と
。
 

▶
 障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。
 

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
職

業
生

活
に

相
当

の
制

限
を

受
け

、
ま

た
は

職
業

生
活

を
営

む
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

方
が

対
象

と
な

り
ま

す
。
 

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 
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[
巻

末
情

報
2

]
 

 雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・
資

料
 

▶
テ

ー
マ

別
に

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。

・
身

体
障

害
や

難
病

の
あ

る
方

な
ど

の
職

場
定

着

・
中

高
年

齢
層

の
障

害
者

の
雇

用
継

続

・
精

神
障

害
の

あ
る

方
や

発
達

障
害

の
あ

る
方

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

・
障

害
者

の
雇

用
管

理
の

知
識

や
ノ

ウ
ハ

ウ
を

有
す

る
企

業
内

の
専

門
人

材
の

育
成

 
 
な

ど

障
害

者
雇

用
が

あ
ま

り
進

ん
で

い
な

い
業

種
に

お
け

る
雇

用
事

例
 

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

障
害

者
雇

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

資
格

認
定

講
習

テ
キ

ス
ト

 

 

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
 

▶
全

国
の

障
害

者
雇

用
の

事
例

を
、
業

種
、
障

害
、
フ

リ
ー

ワ
ー

ド
等

か
ら

検
索

で
き

ま
す

。

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 
 h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.j

e
e
d

.g
o

.j
p

/）
 

▶
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
イ

メ
ー

ジ
を

描
き

に
く

い
企

業
に

向
け

、
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。

は
じ

め
て

の
障

害
者

雇
用

 
事

業
主

の
た

め
の

Q
&

A

障
害

者
雇

用
職

場
改

善
好

事
例

集

▶
中

小
企

業
１
５

事
例

（職
務

内
容

、
工

夫
、
経

営
者

の
声

、
経

営
上

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
）を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
職

場
定

着
と

戦
力

化
の

１
４

事
例

。
企

業
ト

ッ
プ

が
語

る
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
障

害
者

雇
用

の
ノ

ウ
ハ

ウ
や

具
体

的
な

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。

▶
障

害
者

が
働

く
現

場
で

、
障

害
者

の
職

業
生

活
全

般
に

つ
い

て
の

支
援

を
行

う
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
と

し
て

の
認

定
を

受
け

る
方

の
た

め
の

テ
キ

ス
ト

で
す

。

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
の

内
容

別
に

、
相

談
窓

口
・支

援
機

関
を

図
解

し
て

い
ま

す
。

📖📖📖📖
 障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
テ

キ
ス

ト

「事
業

主
の

方
へ

の
支

援
」 

➔
 

「
視

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
知

的
障

害
者

と
働

く
」、

「
聴

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
精

神
障

害
者

と
働

く
」、

 

「
発

達
障

害
者

と
働

く
」、

「
高

次
脳

機
能

障
害

者
と

働
く

」
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▶
障

害
者

の
雇

用
支

援
（障

害
者

雇
用

納
付

金
の

申
告

・申
請

の
受

付
、
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

助
成

金
の

受
付

、
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
な

ど
）を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
民

間
企

業
で

障
害

者
雇

用
経

験
を

有
す

る
障

害
者

雇
用

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

が
、
障

害
者

の
雇

用
管

理
に

関
す

る
相

談
や

援
助

及
び

様
々

な
分

野
の

専
門

家
（障

害
者

雇
用

管
理

サ
ポ

ー
タ

ー
）の

派
遣

に
関

す
る

相
談

を
行

っ
て

い
ま

す
。
ま

た
、
就

労
支

援
機

器
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
が

、
障

害
者

の
就

労
を

支
援

す
る

機
器

の
紹

介
や

貸
出

し
に

関
す

る
相

談
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
訓

練
の

実
施

（各
種

職
種

の
専

門
知

識
・技

能
の

訓
練

）

・
就

職
支

援

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
訓

練
状

況
の

見
学

の
受

入
れ

・
職

業
訓

練
受

講
者

又
は

修
了

者
の

求
職

情
報

の
公

開

（就
職

希
望

地
域

、
希

望
職

種
、
免

許
・資

格
、
職

業
訓

練
の

修
了

予
定

日
等

）

・
訓

練
生

の
採

用
を

検
討

す
る

た
め

の
職

場
実

習

◎
国

立
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

と
国

立
吉

備
高

原
職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

の

職
業

訓
練

を
受

講
中

又
は

修
了

し
た

障
害

者
の

求
職

情
報

の
公

開
と

問
合

せ
先

 ➔
 

 
 

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

上
の

支
援

を
必

要
と

す
る

方
に

対
し

、
窓

口
で

の
相

談
や

、
職

場
・家

庭
訪

問
等

に
よ

る
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
雇

用
、
保

健
・福

祉
、
教

育
等

の
地

域
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

＜
就

業
面

で
の

支
援

＞
 
就

職
に

向
け

た
準

備
支

援
、
職

場
実

習
の

あ
っ

せ
ん

、
就

職
活

動
の

支
援

、
職

場
定

着
に

向
け

た
支

援
、
企

業
に

対
す

る
障

害
特

性
を

踏
ま

え
た

雇
用

管
理

に
つ

い
て

の
助

言
 

＜
生

活
面

で
の

支
援

＞
 
就

業
に

伴
う

日
常

生
活

に
関

す
る

助
言

（健
康

管
理

等
の

日
常

の
自

己
管

理
、
生

活
習

慣

の
形

成
、
家

庭
生

活
、
地

域
生

活
、
年

金
等

の
生

活
設

計
等

） 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
 

都
道

府
県

支
部

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
） 

中
央

障
害

者
雇

用
情

報
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 

国
立

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（埼

玉
県

所
沢

市
） 

国
立

吉
備

高
原

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
（岡

山
県

） 
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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[
巻

末
情

報
１
]
 

障
害

者
雇

用
の

相
談

窓
口

・
支

援
機

関
等

 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援
 
（障

害
者

雇
用

全
般

の
相

談
に

応
じ

ま
す

）

・
障

害
者

の
雇

用
前

の
準

備
か

ら
雇

用
後

の
職

場
適

応
に

つ
い

て
の

相
談

、
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
向

け
た

「事
業

主
支

援
計

画
」を

作
成

し
、
継

続
し

た
支

援
を

行
い

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

の
制

度
や

利
用

で
き

る
支

援
に

つ
い

て
説

明
し

ま
す

。

・
障

害
者

雇
用

に
関

す
る

社
内

の
理

解
を

進
め

る
た

め
の

支
援

を
行

い
ま

す
。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
職

業
相

談
、
職

業
評

価
を

通
し

て
職

業
上

の
特

性
を

整
理

し
、
就

職
及

び
職

場
適

応
の

た
め

の
「職

業
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
計

画
」を

策
定

し
ま

す
。

・
「職

業
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

」に
基

づ
い

て
、
就

職
及

び
職

場
適

応
に

必
要

な
支

援
（職

業
準

備
支

援
、
リ

ワ
ー

ク
支

援
、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
）を

行
い

ま
す

。

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、
求

職
活

動
支

援
、
職

場
適

応
支

援
、
職

場
定

着
支

援
を

行
い

ま
す

。

▶
関

係
機

関
に

対
す

る
支

援

・
企

業
や

障
害

者
へ

の
支

援
方

法
に

係
る

助
言

・援
助

を
行

い
ま

す
。

・
支

援
技

術
に

関
す

る
実

務
的

な
研

修
を

行
い

ま
す

。

←
詳

し
く

は
こ

ち
ら

！
 

▶
企

業
に

対
す

る
支

援

・
雇

用
管

理
上

の
助

言
、
助

成
措

置
の

案
内

、
各

種
セ

ミ
ナ

ー
や

障
害

者
の

就
職

面
接

会
の

開
催

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

等
の

専
門

機
関

と
の

連
携

方
法

、
必

要
な

制
度

の
活

用
等

の
紹

介
を

行
っ

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

に
対

す
る

支
援

・
個

々
の

障
害

者
に

応
じ

た
職

業
相

談
、
職

業
紹

介
、
就

職
後

の
職

場
適

応
指

導
を

行
っ

て
い

ま
す

。

・
ト

ラ
イ

ア
ル

雇
用

、
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
支

援
等

の
各

種
支

援
策

の
活

用
を

図
り

、
障

害
者

の
職

場
適

応
と

職
場

定
着

を

進
め

て
い

ま
す

。

＜
社

員
研

修
の

テ
ー

マ
（

例
）

＞
 

「
障

害
者

雇
用

の
制

度
」、

「
障

害
特

性
と

配
慮

事
項

」、
「

職
場

定
着

の
ポ

イ
ン

ト
」

 

＜
社

員
研

修
の

方
法

（
例

）
＞

 

企
業

主
催

の
研

修
・

勉
強

会
で

の
従

業
員

へ
の

説
明

 

障
害

者
の

配
置

部
署

の
上

司
へ

の
説

明
 

人
事

担
当

者
へ

の
説

明
 

全
国

５
２

か
所

の
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

が
、
企

業
に

対
し

て
「社

員
研

修
」を

実
施

し
て

い
ま

す
。
 

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

（公
共

職
業

安
定

所
） 

地
域

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
（高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

） 
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確
認
用
に
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ャ
プ
チ
ャ
を
貼
り
付
け
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[
巻

末
情

報
4

]
 

 合
理

的
配

慮
の

提
供

 

雇
用

分
野

で
の

合
理

的
配

慮
と

は
、
以

下
の

措
置

の
こ

と
を

指
し

ま
す

。
 

・
募

集
及

び
採

用
時

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
機

会
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置

・
採

用
後

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

の
均

等
な

待
遇

の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と

な
っ

て
い

る
事

情
を

改
善

す
る

措
置

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

▶
2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「合

理
的

配
慮

指
針

」で
は

、
全

て
の

事
業

主
を

対
象

に
、
募

集
及

び
採

用
時

に
は

障
害

者
が

応
募

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

、
採

用
後

は
仕

事
を

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

す
る

こ
と

な
ど

を
定

め

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り

職
業

生
活

に
相

当
の

制
限

を
受

け
、
又

は
職

業
生

活
を

営
む

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
方

が
対

象
と

な
り

ま
す

。

▶
合

理
的

配
慮

の
手

続

＜
募

集
・

採
用

時
＞

・
障

害
者

か
ら

事
業

主
に

対
し

、
募

集
及

び
採

用
に

当
た

っ
て

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

及
び

そ
の

改
善

の
た

め
に

希
望

す
る

措
置

の
内

容
を

申
出

る
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

＜
採

用
後

＞
 

・
事

業
主

か
ら

障
害

者
に

対
し

、
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

の
有

無
を

確
認

す
る

。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

※
募

集
・採

用
時

、
採

用
後

の
い

ず
れ

に
お

い
て

も
、
障

害
者

の
意

向
確

認
が

困
難

な
場

合
、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
に

障
害

者
の

補

佐
を

求
め

て
も

差
し

支
え

な
い

。

募
集

・採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

例

・
募

集
内

容
を

、
音

声
な

ど
で

提
供

す
る

こ
と

（視
覚

障
害

ほ
か

）

・
面

接
を

筆
談

な
ど

に
よ

り
行

う
こ

と
（聴

覚
・言

語
障

害
ほ

か
）

・
机

の
高

さ
を

調
節

す
る

こ
と

な
ど

作
業

を
可

能
に

す
る

工
夫

を
行

う
こ

と
（肢

体
不

自
由

ほ
か

） 
な

ど

採
用

後
の

合
理

的
配

慮
の

例
 

・
本

人
の

習
熟

度
に

応
じ

て
業

務
量

を
徐

々
に

増
や

し
て

い
く

こ
と

（知
的

障
害

ほ
か

）

・
出

退
勤

時
刻

・休
暇

・休
憩

に
関

し
、
通

院
・体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

（精
神

障
害

ほ
か

） 
 
な

ど

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 

 
 

 
事

業
主

の
皆

様
へ

 

 

自
主

点
検

資
料

 
～
障
害
者

の
差

別
禁
止
・

合
理

的
配

慮
の

提
供

の
た

め
に

～
 

          

 ＜
障

害
者

差
別

の
禁

止
＞

 

Ａ
 

募
集

・
採

用
時

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

障
害

者
を

排
除

し
て

い
な

い
。
 

(
例

)
 
 
障

害
者

か
ら

の
応

募
を

拒
否

す
る

こ
と

や
、

障
害

者
で

な
い

者
を

優
先

的
に

採
用

す
る

こ
と

は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 

 

 
２

．
募

集
又

は
採

用
に

当
た

っ
て

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

不
利

な
条

件
を

付
し

て
い

な
い

。
 

(
例

)
 

障
害

者
に

対
し

て
の
み

特
定

資
格

を
有

す
る

こ
と
を

応
募

要
件

と
す

る
こ

と
は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 
 

 

 
 

Ｂ
 

採
用

後
 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
労

働
能

力
を

適
正

に
評

価
す

る
こ

と
な

く
、
「

障
害

者
だ

か
ら

」
と

い
う

理
由

で
、
賃

金
、
配

置
、

昇
進

、
教

育
訓

練
、

契
約

の
更

新
、

雇
用

形
態

の
変

更
、

定
年

、
福

利
厚

生
な

ど
の

面
で

差
別

的
な

取
扱

い
を

し
て

い
な

い
。

 

 
(
例

)
 

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

差
別

に
当
た

り
ま

す
。
 

・
 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
昇

進
、
教

育
訓
練

の
受

講
、
労

働
契

約
の

更
新

、
福

利
厚

生
の

措
置

等
の

対
象

者
と

し
な
い
。

 
・
 
一

定
の

職
務
へ

の
配

置
、
雇

用
契

約
の

変
更

、
解

雇
の
対

象
者

の
選

定
等

に
お

い
て
、
障

害
者

の
み

に
不

利
な

条
件

を
付

す
。
 

・
 
労

働
能

力
に

基
づ

か
ず

、
障

害
者

を
優

先
し

て
降

格
や
退

職
勧

奨
の

対
象

と
す

る
。
 

は
い

 

○
 

障
害

者
雇

用
促

進
法

に
基

づ
き

、
全

て
の

事
業
主

に
募

集
・

採
用

な
ど

雇
用

の
あ

ら
ゆ

る
局

面
で

の
障
害
者

に
対

す
る
差

別
が
禁
止
さ

れ
、

合
理
的

配
慮

の
提

供
が

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

ま
す

。
 

 ○
 

各
企

業
に

お
い

て
障

害
者

差
別

を
行

っ
て

い
な
い

か
、

必
要

な
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

か
、

自
主

点
検
を
実

施
し

て
い
た

だ
き
た
く
、

本
資

料
を
送

付
し

て
お

り
ま

す
。

 

 ○
 

「
は

い
」

に
該

当
し

な
い

項
目

が
あ

る
場

合
は
、

厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

下
記

Ｕ
Ｒ

Ｌ
）

に
掲
載
し

て
お

り
ま
す

指
針
等
を
ご

参
照

の
上
、

措
置

内
容

等
を

改
善

す
る

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
s
t
f
/
s
e
i
s
a
k
u
n
i
t
s
u
i
t
e
/
b
u
n
y
a
/
k
o
y
o
u
_
r
o
u
d
o
u
/
k
o
y
o
u
/
s
h
o
u
g
a
i
s
h
a
k
o
y
o
u

/
s
h
o
u
g
a
i
s
h
a
_
h
2
5
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
 

 

20
19

 

[
巻

末
情

報
3

]
 

 障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 
  

 

▶
 2

0
1
3

年
6

月
に

「障
害

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

に
関

す
る

法
律

」が
制

定
さ

れ
ま

し
た

。
障

害
の

有

無
に

よ
っ

て
分

け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
合

い
な

が
ら

共
生

す
る

社
会

の
実

現

に
向

け
、
障

害
者

差
別

の
解

消
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
 

▶
 障

害
者

差
別

を
解

消
す

る
た

め
に

、
企

業
や

同
じ

職
場

で
働

く
者

は
、
障

害
特

性
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
取

得
や

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

雇
用

分
野

で
の

障
害

者
差

別
の

例
 
（差

別
禁

止
指

針
よ

り
） 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
応

募
を

受
け

付
け

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

排
除

す
る

こ
と

。
 

・ 
採

用
の

基
準

を
満

た
す

者
の

中
か

ら
障

害
者

で
な

い
者

を
優

先
し

て
採

用
す

る
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
賃

金
・手

当
等

に
不

利
な

労
働

条
件

を
課

す
こ

と
。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
教

育
訓

練
を

受
け

さ
せ

な
い

こ
と

。
 

・ 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
福

利
厚

生
を

不
利

な
も

の
と

す
る

こ
と

。
 
 
 な

ど
 

▶
 2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「障

害
者

差
別

禁
止

指
針

」で
は

、
す

べ
て

の
事

業
主

を
対

象
に

、
「募

集
及

び
採

用
」、

「賃
金

」、
「配

置
」、

「昇
進

」、
「降

格
」、

「教
育

訓
練

」、
「福

利
厚

生
」、

「職
種

の
変

更
」、

「雇
用

形
態

の
変

更
」、

「退
職

の
勧

奨
」、

「定
年

」、
「解

雇
」、

「労
働

契
約

の
更

新
」の

待
遇

に
つ

い
て

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
不

当
な

差
別

的
取

扱
い

が
行

わ
れ

な
い

よ
う

禁
止

措
置

を
定

め
て

い
ま

す
。
 

た
だ

し
、
次

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
差

別
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

・ 
積

極
的

差
別

是
正

措
置

と
し

て
、
障

害
者

で
な

い
者

と
比

較
し

て
障

害
者

を
有

利
に

取
り

扱
う

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労

働
能

力
等

を
適

正
に

評
価

し
た

結
果

と
し

て
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る

こ
と

。
 

・ 
合

理
的

配
慮

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
（そ

の
結

果
と

し
て

、
障

害
者

で
な

い
者

と
異

な
る

取
扱

い
と

な
る

こ
と

）。
 

・ 
障

害
者

専
用

求
人

の
採

用
選

考
又

は
採

用
後

に
お

い
て

、
仕

事
を

す
る

上
で

の
能

力
及

び
適

性
の

判
断

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

た
め

な
ど

、
雇

用
管

理
上

必
要

な
範

囲
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
つ

つ
、
障

害
者

に
障

害
の

状
況

等
を

確

認
す

る
こ

と
。
 

▶
 障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。
 

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
職

業
生

活
に

相
当

の
制

限
を

受
け

、
ま

た
は

職
業

生
活

を
営

む
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

方
が

対
象

と
な

り
ま

す
。
 

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 
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[
巻

末
情

報
2

]
 

 雇
用

事
例

に
関

す
る

各
種

情
報

・
資

料
 

▶
テ

ー
マ

別
に

事
例

を
紹

介
し

て
い

ま
す

。

・
身

体
障

害
や

難
病

の
あ

る
方

な
ど

の
職

場
定

着

・
中

高
年

齢
層

の
障

害
者

の
雇

用
継

続

・
精

神
障

害
の

あ
る

方
や

発
達

障
害

の
あ

る
方

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

・
障

害
者

の
雇

用
管

理
の

知
識

や
ノ

ウ
ハ

ウ
を

有
す

る
企

業
内

の
専

門
人

材
の

育
成

 
 
な

ど

障
害

者
雇

用
が

あ
ま

り
進

ん
で

い
な

い
業

種
に

お
け

る
雇

用
事

例
 

障
害

者
の

職
場

定
着

と
戦

力
化

障
害

者
雇

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
コ

ミ
ッ

ク
版

 

障
害

者
職

業
生

活
相

談
員

資
格

認
定

講
習

テ
キ

ス
ト

 

 

障
害

者
雇

用
事

例
リ

フ
ァ

レ
ン

ス
サ

ー
ビ

ス
 

▶
全

国
の

障
害

者
雇

用
の

事
例

を
、
業

種
、
障

害
、
フ

リ
ー

ワ
ー

ド
等

か
ら

検
索

で
き

ま
す

。

（高
齢

・障
害

・求
職

者
雇

用
支

援
機

構
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 
 h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.j

e
e
d

.g
o

.j
p

/）
 

▶
初

め
て

の
障

害
者

雇
用

で
イ

メ
ー

ジ
を

描
き

に
く

い
企

業
に

向
け

、
Ｑ

＆
Ａ

形
式

で
解

説
し

て
い

ま
す

。

は
じ

め
て

の
障

害
者

雇
用

 
事

業
主

の
た

め
の

Q
&

A

障
害

者
雇

用
職

場
改

善
好

事
例

集

▶
中

小
企

業
１
５

事
例

（職
務

内
容

、
工

夫
、
経

営
者

の
声

、
経

営
上

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
）を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
職

場
定

着
と

戦
力

化
の

１
４

事
例

。
企

業
ト

ッ
プ

が
語

る
障

害
者

雇
用

の
メ

リ
ッ

ト
な

ど
を

紹
介

し
て

い
ま

す
。

▶
障

害
者

雇
用

の
ノ

ウ
ハ

ウ
や

具
体

的
な

雇
用

事
例

を
、
障

害
別

に
コ

ミ
ッ

ク
形

式
で

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

す
。

▶
障

害
者

が
働

く
現

場
で

、
障

害
者

の
職

業
生

活
全

般
に

つ
い

て
の

支
援

を
行

う
障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
と

し
て

の
認

定
を

受
け

る
方

の
た

め
の

テ
キ

ス
ト

で
す

。

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
相

談
の

内
容

別
に

、
相

談
窓

口
・支

援
機

関
を

図
解

し
て

い
ま

す
。

📖📖📖📖
 障

害
者

職
業

生
活

相
談

員
資

格
認

定
講

習
テ

キ
ス

ト

「事
業

主
の

方
へ

の
支

援
」 

➔
 

「
視

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
知

的
障

害
者

と
働

く
」、

「
聴

覚
障

害
者

と
働

く
」、

「
精

神
障

害
者

と
働

く
」、

 

「
発

達
障

害
者

と
働

く
」、

「
高

次
脳

機
能

障
害

者
と

働
く

」
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[
巻

末
情

報
5

]
 

 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 

／
 ［

巻
末

情
報

4
］ 

合
理

的
配

慮
の

提
供

 (
2

0
ペ

ー
ジ

) 
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確
認
用
に
キ
ャ
プ
チ
ャ
を
貼
り
付
け

 
 

＜
障

害
者

へ
の

合
理

的
配

慮
の

提
供

＞
 

Ａ
 
募

集
・

採
用
時

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検
結結

果果
  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
応

募
者

か
ら

合
理

的
配

慮
の

提
供

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

過
重

な
負

担
（

注
）

と
な

ら
な

い
範

囲
で

、
必

要
な

配
慮

を
提

供
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

（
例

）
 
視

覚
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、
音

声
な

ど
で

採
用

試
験

を
行

う
こ

と
や

、
聴

覚
・
言

語
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、

筆
談

な
ど

で
面

接
を

行
う

こ
と

が
配

慮
に

当
た

り
ま

す
。

 

は
い

 

 

 Ｂ
 
採

用
後

 

点点
検検

項項
目目

  
点点

検検
結結

果果
  

 
１

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

に
対

し
て

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
（

※
）

が
事

業
主

に
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
る

。
 

 
（

※
)
 
「

合
理

的
配

慮
」
と

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
待

遇
の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と
な

っ
て

い
る

事
情

を
改

善
す
る

た
め

の
措

置
の

こ
と

を
言
い

ま
す

。
 

は
い

 

 
２

．
雇

用
し

て
い

る
労

働
者

が
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

把
握

し
た

場
合

（
注

）
は

、
当

該
労

働
者

に
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
な

い
か

確
認

を
し

て
い

る
。
 

 

 
（

注
）

障
害

者
の

把
握

・
確

認
を

す
る

場
合

は
、

利
用

目
的

を
明

確
に

し
、

業
務

命
令

と
し

て
回

答
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
を

伝
え
た

上
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に
十

分
に

配
慮

し
て

行
う

必
要
が

あ
り

ま
す

。
 

は
い

 

 
３

．
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
あ

る
と

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
過

重
な

負
担

（
注

）
と

な
ら

な
い

範
囲

に
お

い
て

、
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

て
い

る
。

 
 

は
い

 

 
４

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
た

め
の

相
談

窓
口

を
設

置
し

て
、

雇
用

し
て

い
る

労
働

者
に

周
知

を
し

て
い

る
。
 

 
は
い

 

 
５

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

が
合

理
的

配
慮

に
関

し
て

相
談

し
た

こ
と

を
理

由
に

、
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

て
い

な
い

。
 

 
は
い

 

 （
注

）
 

合
理

的
配

慮
の

提
供

義
務

に
つ

い
て

は
、

事
業

主
に

対
し

て
「
過

重
な

負
担

」
を

及
ぼ

す
こ

と
と

な
る

場
合

は
除

く
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
過

重
な

負
担

か
ど

う
か

は
、

①
事

業
活

動
へ

の
影

響
の

程
度

、
②

実
現

困
難

度
、

③
費

用
負

担
の

程
度

、
④

企
業

の
規

模
、

⑤
企

業
の

財
務

状
況

、
⑥

公
的

支
援

の
有

無
、

の
６

つ
の

要
素

を
総

合
的

に
勘

案
し

、
個

別
に

判
断

し
ま

す
。
 

 ※
 

次
に

掲
げ

る
措

置
等
を
講

ず
る

こ
と

は
障

害
者

で
あ
る

こ
と

を
理

由
と

す
る

差
別
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

・
 積

極
的

差
別

是
正

措
置
と
し

て
、

障
害

者
で

な
い

者
と
比

較
し

て
障

害
者

を
有

利
に
取

り
扱

う
こ

と
。

 

・
 合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労
働

能
力

等
を

適
正

に
評

価
し
た

結
果

と
し

て
障

害
が

な
い
者

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る
こ

と
。
 

・
 
合

理
的

配
慮

に
係

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
（

そ
の

結
果
と

し
て

、
障

害
者

で
な

い
者
と

異
な

る
取

扱
い

と
な

る
こ
と

）
。
 

・
 
障

害
者

専
用

の
求

人
の

採
用

選
考

又
は

採
用

後
に

お
い
て

、
仕

事
を

す
る

上
で

の
能
力

及
び

適
性

の
判

断
、
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

た
め

な
ど

、
雇
用
管

理
上

必
要

な
範

囲
で

、
プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

つ
つ
、
障

害
者

に
障

害
の

状
況
等
を

確

認
す

る
こ

と
。

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

厚
生

労
働

省
・

都
道

府
県

労
働

局
・

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

(公
共

職
業

安
定

所
) 

詳
細

に
つ

い
て

は
、

厚
生
労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「

障
害
者

雇
用

対
策

」
に

関
係

資
料
を

掲
載

中
で

す
。
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21

 

確
認
用
に
キ
ャ
プ
チ
ャ
を
貼
り
付
け

20
 

[
巻

末
情

報
4

]
 

 合
理

的
配

慮
の

提
供

 

雇
用

分
野

で
の

合
理

的
配

慮
と

は
、
以

下
の

措
置

の
こ

と
を

指
し

ま
す

。
 

・
募

集
及

び
採

用
時

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
機

会
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置

・
採

用
後

に
お

い
て

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

の
均

等
な

待
遇

の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と

な
っ

て
い

る
事

情
を

改
善

す
る

措
置

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

▶
2

0
1
5

年
３

月
に

策
定

さ
れ

た
「合

理
的

配
慮

指
針

」で
は

、
全

て
の

事
業

主
を

対
象

に
、
募

集
及

び
採

用
時

に
は

障
害

者
が

応
募

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

、
採

用
後

は
仕

事
を

し
や

す
い

よ
う

な
配

慮
を

す
る

こ
と

な
ど

を
定

め

て
い

ま
す

。

▶
障

害
者

の
範

囲
は

、
障

害
者

手
帳

を
持

っ
て

い
る

方
に

限
定

さ
れ

ま
せ

ん
。

身
体

障
害

、
知

的
障

害
、
精

神
障

害
、
発

達
障

害
、
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

に
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り

職
業

生
活

に
相

当
の

制
限

を
受

け
、
又

は
職

業
生

活
を

営
む

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
方

が
対

象
と

な
り

ま
す

。

▶
合

理
的

配
慮

の
手

続

＜
募

集
・

採
用

時
＞

・
障

害
者

か
ら

事
業

主
に

対
し

、
募

集
及

び
採

用
に

当
た

っ
て

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

及
び

そ
の

改
善

の
た

め
に

希
望

す
る

措
置

の
内

容
を

申
出

る
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

＜
採

用
後

＞
 

・
事

業
主

か
ら

障
害

者
に

対
し

、
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

の
有

無
を

確
認

す
る

。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
障

害
者

と
話

合
い

を
行

う
。

・
事

業
主

は
、
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（「
過

重

な
負

担
」に

あ
た

る
場

合
は

、
当

該
措

置
を

実
施

で
き

な
い

理
由

）を
障

害
者

に
伝

え
る

。

※
募

集
・採

用
時

、
採

用
後

の
い

ず
れ

に
お

い
て

も
、
障

害
者

の
意

向
確

認
が

困
難

な
場

合
、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
に

障
害

者
の

補

佐
を

求
め

て
も

差
し

支
え

な
い

。

募
集

・採
用

時
の

合
理

的
配

慮
の

例

・
募

集
内

容
を

、
音

声
な

ど
で

提
供

す
る

こ
と

（視
覚

障
害

ほ
か

）

・
面

接
を

筆
談

な
ど

に
よ

り
行

う
こ

と
（聴

覚
・言

語
障

害
ほ

か
）

・
机

の
高

さ
を

調
節

す
る

こ
と

な
ど

作
業

を
可

能
に

す
る

工
夫

を
行

う
こ

と
（肢

体
不

自
由

ほ
か

） 
な

ど

採
用

後
の

合
理

的
配

慮
の

例
 

・
本

人
の

習
熟

度
に

応
じ

て
業

務
量

を
徐

々
に

増
や

し
て

い
く

こ
と

（知
的

障
害

ほ
か

）

・
出

退
勤

時
刻

・休
暇

・休
憩

に
関

し
、
通

院
・体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

（精
神

障
害

ほ
か

） 
 
な

ど

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

「平
成

2
8

年
4

月
（一

部
公

布
日

又
は

平
成

3
0

年
4

月
）よ

り
、
改

正
障

害
者

雇
用

促
進

法
が

施
行

さ
れ

ま
し

た
。
」 

 
 

 
事

業
主

の
皆

様
へ

 

 

自
主

点
検

資
料

 
～
障
害
者

の
差

別
禁
止
・

合
理

的
配
慮
の

提
供

の
た
め
に

～
 

          

 ＜
障

害
者

差
別

の
禁

止
＞

 

Ａ
 

募
集

・
採

用
時

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検
結結

果果
  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

障
害

者
を

排
除

し
て

い
な

い
。
 

(
例

)
 
 
障

害
者

か
ら

の
応

募
を

拒
否

す
る

こ
と

や
、

障
害

者
で

な
い

者
を

優
先

的
に

採
用

す
る

こ
と

は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 

 

 
２

．
募

集
又

は
採

用
に

当
た

っ
て

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

不
利

な
条

件
を

付
し

て
い

な
い

。
 

(
例

)
 

障
害

者
に

対
し

て
の
み

特
定

資
格

を
有

す
る

こ
と
を

応
募

要
件

と
す

る
こ

と
は
差

別
に

あ
た

り
ま

す
。
 

は
い

 
 

 

 
 

Ｂ
 

採
用

後
 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検
結結

果果
  

 
１

．
労

働
能

力
を

適
正

に
評

価
す

る
こ

と
な

く
、
「

障
害

者
だ

か
ら

」
と

い
う

理
由

で
、
賃

金
、
配

置
、

昇
進

、
教

育
訓

練
、

契
約

の
更

新
、

雇
用

形
態

の
変

更
、

定
年

、
福

利
厚

生
な

ど
の

面
で

差
別

的
な

取
扱

い
を

し
て

い
な

い
。

 

 
(
例

)
 

次
に

掲
げ

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

差
別

に
当
た

り
ま

す
。
 

・
 
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
昇

進
、
教

育
訓
練

の
受

講
、
労

働
契

約
の

更
新

、
福

利
厚

生
の

措
置

等
の

対
象

者
と

し
な
い
。

 
・
 
一

定
の

職
務
へ

の
配

置
、
雇

用
契

約
の

変
更

、
解

雇
の
対

象
者

の
選

定
等

に
お

い
て
、
障

害
者

の
み

に
不

利
な

条
件

を
付

す
。
 

・
 
労

働
能

力
に

基
づ

か
ず

、
障

害
者

を
優

先
し

て
降

格
や
退

職
勧

奨
の

対
象

と
す

る
。
 

は
い

 

○
 

障
害

者
雇

用
促

進
法
に

基
づ

き
、

全
て

の
事

業
主

に
募

集
・

採
用

な
ど

雇
用

の
あ

ら
ゆ

る
局

面
で

の
障

害
者

に
対

す
る

差
別

が
禁
止
さ

れ
、

合
理
的

配
慮
の
提
供

が
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

 

 ○
 

各
企

業
に

お
い

て
障
害

者
差

別
を

行
っ

て
い

な
い

か
、

必
要

な
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

か
、

自
主

点
検

を
実

施
し

て
い

た
だ

き
た
く
、

本
資

料
を
送

付
し
て
お
り

ま
す

。
 

 ○
 

「
は

い
」

に
該

当
し
な

い
項

目
が

あ
る

場
合

は
、

厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

下
記

Ｕ
Ｒ

Ｌ
）

に
掲

載
し

て
お

り
ま

す
指

針
等
を
ご

参
照

の
上
、

措
置
内
容
等

を
改

善
す

る
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
s
t
f
/
s
e
i
s
a
k
u
n
i
t
s
u
i
t
e
/
b
u
n
y
a
/
k
o
y
o
u
_
r
o
u
d
o
u
/
k
o
y
o
u
/
s
h
o
u
g
a
i
s
h
a
k
o
y
o
u

/
s
h
o
u
g
a
i
s
h
a
_
h
2
5
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
 

 

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.j

p
/
st

f/
se

is
ak

u
n
it

su
it

e
/
b
u
n
y
a/

k
o
y
o
u
_r

o
u
d
o
u
/
k
o
y
o
u
/
sh

o
u
g
ai

sh
ak

o
y
o
u
/

sh
o
u
ga

is
h
a_

h
2
5
/
in

d
ex

.h
tm

l

21

− 218 −
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[
巻

末
情

報
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障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

厚
生
労
働
省
 
障
害
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
な
ど
の
助
成
な
ど
 

▶
特

定
就

職
困

難
者

コ
ー

ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
障

害
者

を
雇

用
す

る
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

▶
発

達
障

害
者

・難
治

性
疾

患
患

者
雇

用
開

発
コ

ー
ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
発

達
障

害
者

又
は

難
治

性
疾

患
患

者
を

継
続

し
て

雇
用

す
る

従
業

員
と

し
て

雇
い

入
れ

、
雇

用
管

理
に

関
す

る
事

項
を

把
握

・報
告

す
る

等
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 

▶
障

害
者

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

・障
害

者
短

時
間

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

障
害

者
を

試
行

的
に

雇
い

入
れ

た
場

合
又

は
週

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
が

難
し

い
精

神
障

害
者

・発
達

障
害

者
を

、

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
を

目
指

し
て

試
行

雇
用

を
行

う
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
助

成
金

 

雇雇
いい

入入
れれ

たた
場場

合合
  

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
た

め
に

、
職

場
の

 

作
業

施
設

・福
祉

施
設

等
の

設
置

・整
備

、
適

切
な

雇
用

管
理

の
た

め
に

必
要

な
介

助
等

の
措

置
、
通

勤
を

容
易

に
す

る
た

め
の

措
置

等
を

講
じ

た
場

合
、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。
 

ま
た

、
職

場
適

応
に

特
に

課
題

を
抱

え
る

障
害

者
に

対
し

て
訪

問
型

・企
業

在
籍

型
職

場
適

応
援

助
者

に
よ

る
支

援
を

実
施

し
た

企
業

、
中

途
障

害
等

に
よ

り
１
ヶ

月
以

上
の

療
養

の
た

め
の

休
職

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

者
の

、
職

域
開

発
そ

の

他
職

場
復

帰
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

が
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
 

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 
施施

設設
等等

のの
整整

備備
やや

  
適適

切切
なな

雇雇
用用

管管
理理

のの
措措

置置
をを

行行
っっ

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

職
業

能
力

開
発

コ
ー

ス

障
害

者
の

職
業

能
力

の
開

発
・向

上
の

た
め

に
、
対

象
障

害
者

に
対

し
て

障
害

者
職

業
能

力
開

発
訓

練
事

業
を

行
う

た

め
の

施
設

ま
た

は
設

備
の

設
置

・整
備

ま
た

は
更

新
を

行
う

企
業

及
び

対
象

障
害

者
に

対
し

て
障

害
者

職
業

能
力

開

発
訓

練
事

業
を

行
う

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

人
材

開
発

支
援

助
成

金
 

職職
業業

能能
力力

開開
発発

をを
しし

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

正
社

員
化

コ
ー

ス

障
害

者
の

雇
用

を
促

進
す

る
と

と
も

に
職

場
定

着
を

図
る

た
め

に
、
（１

）有
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
（多

様
な

正
社

員
を

含
む

）ま
た

は
無

期
雇

用
労

働
者

に
転

換
す

る
措

置
又

は
、
（２

）無
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
に

転
換

す
る

措
置

、
の

い
ず

れ
か

を
継

続
的

に
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
助

成
金

 
職職

場場
定定

着着
のの

たた
めめ

のの
措措

置置
をを

実実
施施

しし
たた

場場
合合
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※※
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
の

う
ち

、
次

の
①

と
②

の
両

方
を

満
た

す
方

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
１

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

し
ま

す
。

①
新

規
雇

入
れ

か
ら

３
年

以
内

の
方

 又
は

 精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
取

得
か

ら
３

年
以

内
で

あ
る

方

②
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
雇

用
さ

れ
、

か
つ

、
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
精

神
障

害
者

保
健

福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

方

[
巻

末
情

報
6

]
 

 障
害

者
雇

用
率

制
度

 
[厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

] 

イ
ラ
ス
ト
は
仮

 

週
の

 

所
定

労
働

時
間

 
３

０
時

間
以

上
 

２
０

時
間

以
上

３
０

時
間

未
満

 

（短
時

間
労

働
者

） 

身
体

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

知
的

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

精
神

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

ま
た

は
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
（※

） 

●
障

害
者

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１
号

で
は

、
障

害
者

を
「身

体
障

害
、
知

的
障

害
又

は
精

神
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
、
職

業
生

活
に

相
当

の
制

限
を

受
け

、
又

は
職

業
生

活
を

営
む

こ
と

が
著

し
く

困

難
な

者
」と

定
め

て
い

ま
す

。

●
障

害
者

雇
用

率
制

度
は

、
障

害
者

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

4
3

条
第

１
項

に
基

づ
き

、
企

業
等

に
障

害
者

雇
用

率
の

達
成

義
務

を
課

す
こ

と
に

よ
り

、
障

害
者

に
対

し
雇

用
の

機
会

を
保

障
す

る
も

の
で

す
。

障
害

者
雇

用
率

 
（法

定
雇

用
率

） 

＜
民

間
企

業
＞

 

民
間

企
業

 
２

．３
％

 

特
殊

法
人

等
 
２

．６
％

 

＜
国

及
び

地
方

公
共

団
体

＞
 

国
、
地

方
公

共
団

体
 
２

．６
％

 

都
道

府
県

等
の

教
育

委
員

会
 
２

．５
％

 

・
短

時
間

労
働

者
は

、
１
人

を
０

．５
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト

・
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

は
、
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

・
短

時
間

重
度

身
体

障
害

者
、
短

時
間

重
度

知
的

障
害

者
は

、
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト

【出
典

】 
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「障
害

者
雇

用
率

」 
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[
巻

末
情

報
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 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 
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］ 
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確
認
用
に
キ
ャ
プ
チ
ャ
を
貼
り
付
け

 
 

＜
障

害
者

へ
の

合
理

的
配

慮
の

提
供

＞
 

Ａ
 
募

集
・

採
用

時
 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
障

害
者

で
あ

る
応

募
者

か
ら

合
理

的
配

慮
の

提
供

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

過
重

な
負

担
（

注
）

と
な

ら
な

い
範

囲
で

、
必

要
な

配
慮

を
提

供
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

（
例

）
 
視

覚
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、
音

声
な

ど
で

採
用

試
験

を
行

う
こ

と
や

、
聴

覚
・
言

語
障

害
が

あ
る

方
に

対
し

、

筆
談

な
ど

で
面

接
を

行
う

こ
と

が
配

慮
に

当
た

り
ま

す
。

 

は
い

 

 

 Ｂ
 
採

用
後

 

点点
検検
項項

目目
  

点点
検検

結結
果果

  

 
１

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

に
対

し
て

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
（

※
）

が
事

業
主

に
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
る

。
 

 
（

※
)
 
「

合
理

的
配

慮
」
と

は
、
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
人

と
の

均
等

な
待

遇
の
確

保
ま

た
は

障
害

者
の

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と
な

っ
て

い
る

事
情

を
改

善
す
る

た
め

の
措

置
の

こ
と

を
言
い

ま
す

。
 

は
い

 

 
２

．
雇

用
し

て
い

る
労

働
者

が
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

把
握

し
た

場
合

（
注

）
は

、
当

該
労

働
者

に
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
な

い
か

確
認

を
し

て
い

る
。
 

 

 
（

注
）

障
害

者
の

把
握

・
確

認
を

す
る

場
合

は
、

利
用

目
的

を
明

確
に

し
、

業
務

命
令

と
し

て
回

答
を

求
め

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
を

伝
え
た

上
で

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に
十

分
に

配
慮

し
て

行
う

必
要
が

あ
り

ま
す

。
 

は
い

 

 
３

．
障

害
者

か
ら

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

が
あ

る
と

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
過

重
な

負
担

（
注

）
と

な
ら

な
い

範
囲

に
お

い
て

、
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

て
い

る
。

 
 

は
い

 

 
４

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
た

め
の

相
談

窓
口

を
設

置
し

て
、

雇
用

し
て

い
る

労
働

者
に

周
知

を
し

て
い

る
。
 

 
は

い
 

 
５

．
雇

用
し

て
い

る
障

害
者

が
合

理
的

配
慮

に
関

し
て

相
談

し
た

こ
と

を
理

由
に

、
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

て
い

な
い

。
 

 
は

い
 

 （
注

）
 

合
理

的
配

慮
の

提
供

義
務

に
つ

い
て

は
、

事
業

主
に

対
し

て
「
過

重
な

負
担

」
を

及
ぼ

す
こ

と
と

な
る

場
合

は
除

く
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
過

重
な

負
担

か
ど

う
か

は
、

①
事

業
活

動
へ

の
影

響
の

程
度

、
②

実
現

困
難

度
、

③
費

用
負

担
の

程
度

、
④

企
業

の
規

模
、

⑤
企

業
の

財
務

状
況

、
⑥

公
的

支
援

の
有

無
、

の
６

つ
の

要
素

を
総

合
的

に
勘

案
し

、
個

別
に

判
断

し
ま

す
。
 

 ※
 

次
に

掲
げ

る
措

置
等
を
講

ず
る

こ
と

は
障

害
者

で
あ
る

こ
と

を
理

由
と

す
る

差
別
に

該
当

し
ま

せ
ん

。
 

・
 積

極
的

差
別

是
正

措
置
と
し

て
、

障
害

者
で

な
い

者
と
比

較
し

て
障

害
者

を
有

利
に
取

り
扱

う
こ

と
。

 

・
 合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労
働

能
力

等
を

適
正

に
評

価
し
た

結
果

と
し

て
障

害
が

な
い
者

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る
こ

と
。
 

・
 
合

理
的

配
慮

に
係

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
（

そ
の

結
果
と

し
て

、
障

害
者

で
な

い
者
と

異
な

る
取

扱
い

と
な

る
こ
と

）
。
 

・
 
障

害
者

専
用

の
求

人
の

採
用

選
考

又
は

採
用

後
に

お
い
て

、
仕

事
を

す
る

上
で

の
能
力

及
び

適
性

の
判

断
、
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

た
め

な
ど

、
雇
用
管

理
上

必
要

な
範

囲
で

、
プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

つ
つ
、
障

害
者

に
障

害
の

状
況
等
を

確

認
す

る
こ

と
。

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

厚
生

労
働

省
・

都
道

府
県

労
働

局
・

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

(公
共

職
業

安
定

所
) 

詳
細

に
つ

い
て

は
、

厚
生
労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「

障
害
者

雇
用

対
策

」
に

関
係

資
料
を

掲
載

中
で

す
。
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 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
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者
に

対
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る
差

別
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禁
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 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9

ペ
ー

ジ
） 
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］ 
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の
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[
巻

末
情

報
5

]
 

 プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
 

障
害

者
の

把
握

・
確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 

《ご
留

意
く

だ
さ

い
》 

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」は

、
2

0
0

5
年

1
1

月
に

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

た
め

障
害

者
雇

用
状

況
報

告
等

を
行

う
事

業
主

の
範

囲
に

関
す

る
記

載
が

当
時

の
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

現
行

制
度

で
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
 

障
害
者
雇
用
状
況
の
報
告
  
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

43
.5

人
以
上
の
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

障
害
者
雇
用
調
整
金
の
申
請
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
を
超
え
る
企
業
が
対
象
）
 

報
奨
金
の
申
請
 
 
 
 
 
 
→
現
行
制
度
（
従
業
員

10
0 
人
以
下
の
企
業
が
対
象
）
 

 

●
2

0
0

5
年

1
1

月
に

「プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
障

害
者

の
把

握
・確

認
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」が

策
定

さ
れ

ま
し

た
。
こ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
各

企
業

が
障

害
者

雇
用

の
実

雇
用

率
算

定
の

際
に

、
採

用
後

に
障

害
者

と
な

っ
た

者
の

把

握
・確

認
に

当
た

っ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

策
定

さ
れ

た
も

の
で

す
。

●
障

害
者

本
人

の
意

に
反

し
た

雇
用

率
制

度
の

適
用

等
が

行
わ

れ
な

い
よ

う
、
す

べ
て

の
障

害
者

に
共

通
す

る
も

の

と
し

て
、
障

害
者

の
把

握
・確

認
の

具
体

的
な

手
順

及
び

禁
忌

事
項

を
示

し
て

い
ま

す
。

障
害

者
手

帳
や

判
定

書
に

基
づ

く
障

害
の

確
認

 

障
害

者
の

把
握

・確
認

方
法

に
つ

い
て

、
特

定
の

社
員

に
申

告
を

呼
び

か
け

る
の

で
は

な
く

、
雇

用
す

る
労

働
者

全

員
に

申
告

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
原

則
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
申

出
の

あ
っ

た
社

員
の

障
害

に
関

す
る

情
報

を
基

に
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

等
に

お
い

て
雇

用
障

害

者
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

◎
厚

生
労

働
省

 
「プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

障
害

者
の

把
握

・確
認

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 事
業

主
の

皆
様

へ
」 

[概
要

] 
[本

文
] 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
し

出
が

あ
っ

た
社

員
 

採
用

後
、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
の

申
出

が
あ

る
社

員
に

は
、
採

用
時

に
障

害
が

な
か

っ
た

ケ
ー

ス
と

、
採

用
時

に
障

害
が

あ
っ

た
が

申
告

す
る

必
要

が
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
お

り
、
障

害
者

雇
用

状
況

報
告

及
び

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
申

告
に

お
い

て
雇

用
障

害
者

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
す

る
際

は
、
個

人
情

報
保

護
法

等
の

法
令

に
留

意
し

、
当

該
社

員
の

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

当
該

社
員

が
障

害
者

手
帳

や
判

定
書

を
取

得
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
障

害
者

差
別

禁
止

指
針

・合
理

的
配

慮
指

針

に
沿

っ
た

対
応

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
 

［巻
末

情
報

3
］ 

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

 （
1
9
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ー

ジ
） 
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情
報
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］ 
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障
害
者
雇
用
の
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
 
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
別
参
考
資
料
 

○Ｃ
20
22

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
 

 
本
冊
子
の
ほ
か
、
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
研
究
成
果
物
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
除
い
て
、
下
記
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

PD
F
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
 

【
障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
研
究
部
門
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】
 

ht
tp
s:
//
ww
w.
ni
vr
.j
ee
d.
go
.j
p/
 

編
集
・
発
行
 

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
 

障
害
者
職
業
総
合
セ
ン
タ
ー
 

〒
26
1-
00
14
 

千
葉
市
美
浜
区
若
葉

3-
1-
3 

電
話
 
04
3-
29
7-
90
67
 

FA
X 

04
3-
29
7-
90
57
 

発
 
行
 
日
 

20
22

年
3
月
 

印
刷
・
製
本
 

情
報
印
刷
株
式
会
社
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[
巻

末
情

報
7

]
 

障
害

者
雇

用
に

関
す

る
助

成
制

度
 

[厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
] 

厚
生
労
働
省
 
障
害
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
な
ど
の
助
成
な
ど
 

▶
特

定
就

職
困

難
者

コ
ー

ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
障

害
者

を
雇

用
す

る
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

▶
発

達
障

害
者

・難
治

性
疾

患
患

者
雇

用
開

発
コ

ー
ス

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

等
の

紹
介

に
よ

り
発

達
障

害
者

又
は

難
治

性
疾

患
患

者
を

継
続

し
て

雇
用

す
る

従
業

員
と

し
て

雇
い

入
れ

、
雇

用
管

理
に

関
す

る
事

項
を

把
握

・報
告

す
る

等
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 

▶
障

害
者

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

・障
害

者
短

時
間

ト
ラ

イ
ア

ル
コ

ー
ス

障
害

者
を

試
行

的
に

雇
い

入
れ

た
場

合
又

は
週

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
が

難
し

い
精

神
障

害
者

・発
達

障
害

者
を

、

2
0

時
間

以
上

の
勤

務
を

目
指

し
て

試
行

雇
用

を
行

う
企

業
を

対
象

と
す

る
助

成
措

置
で

す
。

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
助

成
金

 

雇雇
いい

入入
れれ

たた
場場

合合
  

企
業

が
障

害
者

を
雇

用
す

る
た

め
に

、
職

場
の

 

作
業

施
設

・福
祉

施
設

等
の

設
置

・整
備

、
適

切
な

雇
用

管
理

の
た

め
に

必
要

な
介

助
等

の
措

置
、
通

勤
を

容
易

に
す

る
た

め
の

措
置

等
を

講
じ

た
場

合
、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。
 

ま
た

、
職

場
適

応
に

特
に

課
題

を
抱

え
る

障
害

者
に

対
し

て
訪

問
型

・企
業

在
籍

型
職

場
適

応
援

助
者

に
よ

る
支

援
を

実
施

し
た

企
業

、
中

途
障

害
等

に
よ

り
１
ヶ

月
以

上
の

療
養

の
た

め
の

休
職

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

者
の

、
職

域
開

発
そ

の

他
職

場
復

帰
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

が
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
 

特
定

求
職

者
雇

用
開

発
助

成
金

 
施施

設設
等等

のの
整整

備備
やや

  
適適

切切
なな

雇雇
用用

管管
理理

のの
措措

置置
をを

行行
っっ

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

職
業

能
力

開
発

コ
ー

ス

障
害

者
の

職
業

能
力

の
開

発
・向

上
の

た
め

に
、
対

象
障

害
者

に
対

し
て

障
害

者
職

業
能

力
開

発
訓

練
事

業
を

行
う

た

め
の

施
設

ま
た

は
設

備
の

設
置

・整
備

ま
た

は
更

新
を

行
う

企
業

及
び

対
象

障
害

者
に

対
し

て
障

害
者

職
業

能
力

開

発
訓

練
事

業
を

行
う

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

人
材

開
発

支
援

助
成

金
 

職職
業業

能能
力力

開開
発発

をを
しし

たた
場場

合合
  

▶
障

害
者

正
社

員
化

コ
ー

ス

障
害

者
の

雇
用

を
促

進
す

る
と

と
も

に
職

場
定

着
を

図
る

た
め

に
、
（１

）有
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
（多

様
な

正
社

員
を

含
む

）ま
た

は
無

期
雇

用
労

働
者

に
転

換
す

る
措

置
又

は
、
（２

）無
期

雇
用

労
働

者
を

正
規

雇
用

労
働

者
に

転
換

す
る

措
置

、
の

い
ず

れ
か

を
継

続
的

に
講

じ
た

企
業

を
対

象
と

す
る

助
成

措
置

で
す

。

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
助

成
金

 
職職

場場
定定

着着
のの

たた
めめ

のの
措措

置置
をを

実実
施施

しし
たた

場場
合合
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※※
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
の

う
ち

、
次

の
①

と
②

の
両

方
を

満
た

す
方

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
１

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

し
ま

す
。

①
新

規
雇

入
れ

か
ら

３
年

以
内

の
方

 又
は

 精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
取

得
か

ら
３

年
以

内
で

あ
る

方

②
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
雇

用
さ

れ
、

か
つ

、
令

和
５

年
３

月
3

1
日

ま
で

に
精

神
障

害
者

保
健

福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

方

[
巻

末
情

報
6

]
 

 障
害

者
雇

用
率

制
度

 
[厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

] 

イ
ラ
ス
ト
は
仮

 

週
の

 

所
定

労
働

時
間

 
３

０
時

間
以

上
 

２
０

時
間

以
上

３
０

時
間

未
満

 

（短
時

間
労

働
者

） 

身
体

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

知
的

障
害

者
 

１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

１
人

を
0

.5
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

重
度

 
１
人

を
２

人
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

 
１
人

を
１
人

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
 

精
神

障
害
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第４章第２節 Ｅ社ａ本店における職場定着支援 

 

１ 実施結果 

（１）課題の把握のためのヒアリング調査 

 ａ本店においては、初めて雇用した知的障害者の指導・支援体制を整えるため、本店長のもと、２名

の支援者社員を配置していた。そこで、本店長及び２名の支援者社員に対するヒアリング調査を実施し

たところ、職場定着のニーズを充足する上の課題として、大きく分けて以下の二つのことが把握された。   

① 知的障害のある社員の職場適応・定着上の課題の整理 

知的障害者の言動等に対して問題と感じることについて、それを改善すべき課題として取り扱

うべきなのか、障害特性等によるものとして配慮すべきことなのかという判断がつかずにいた。

そのため、十分な支援・指導を行うことができていなかった。そこで、まずは職場適応・定着の

上での課題を整理し、本店長及び支援者社員と共有することが必要と判断された。 

② 知的障害のある社員の課題改善のための支援ノウハウの不足 

    知的障害者に対する支援の経験がなかったため、障害特性及びそれを踏まえた指導ノウハウが

不足していた。そこで、整理した障害者社員の課題の改善を支援者社員とともに支援していくこ

とで、障害特性に応じた支援ノウハウを提供していくことが必要と判断された。 

（２）改善方策（事業主支援計画）の提案 

 ヒアリング調査において把握された課題の改善方策として、地域センターの職場適応援助者（ジョブ

コーチ）支援に相当する支援（以下「ジョブコーチ支援」という。）を通し、知的障害のある社員の職場

適応・定着上の課題の整理を行い、OJT による支援者社員の知的障害者に対する就労支援スキルの向上

の支援を提案し、事業主より同意を得た。 

（３）改善方策の実行 

2020年 12月から 2021年３月にかけて改善方策を実行した。なお、ジョブコーチ支援における障害者

職業カウンセラーの役割は研究員（障害者職業カウンセラー）、ジョブコーチの役割は研究員とＦ社の企

業在籍型ジョブコーチが担当した1。 

 毎回の支援の後には、その日に把握された知的障害のある社員の課題、課題改善に向けた支援とその

結果について、課題の背景となる障害特性等についての説明も含め、本店長及び支援者社員と共有した。

また、支援担当者の質問や日々の支援における疑問や悩みに対するアドバイスも行い、それらのアドバ

イスをもとにした支援者社員の支援・指導の実行結果に対するフィードバックを行い、支援者社員をエ

ンパワーメントしていった。なお、支援に要した時間は数分程度のこともあれば、１時間ということも

 
1
 Ｆ社は、関係会社の障害者雇用に対する支援を業務内容に加えることを予定しており、そのために企業及び企業在籍型ジョブコーチの事業主支

援力の向上を図りたいというニーズを持っていた。そこで、Ｅ社におけるジョブコーチ支援をＦ社の企業在籍型ジョブコーチと協同して実施

し、その中で企業在籍型ジョブコーチへの OJTを行うこととした。 

本資料では、第４章第２節で報告した試行の協力企業であるＥ社の障害者の職場定着というニーズ

に対して実施した、Ｅ社ａ本店に対する支援結果について報告する。 
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あった。把握された課題、課題改善に向けた支援及びその結果については、以下のとおりである。 

知的障害のある社員の課題１：働くことに対する理解の不足 

ジョブコーチ支援の対象となった知的障害のある社員は、働くことに対する理解が不十分であること

により、安易な欠勤や職業人としてふさわしくない行動、職場にふさわしくない服装やお洒落をするこ

とがあった。これについては、本人と働くことの意義や目的について話し合っていくことにより、改善

を図っていった。また、支援者社員からの指導方法についての質問に対して、抽象的な指摘は理解する

ことが難しいため、具体的に、何がいけなくて、何が正解なのかということを伝えるようアドバイスを

行い、支援者社員にそれを実践してもらうことにより、改善を促した。 

知的障害のある社員の課題２：作業の効率・能率の向上 

丁寧な作業で仕上がりがきれいなことは高く評価されていたが、効率や能率に対する意識の問題から、

本人の作業能力に比して、作業能率が低調であった。これについては、本人の作業の中で大きなウエイ

トを占めるパンフレット等への押印作業をもとに指導を実施した。まずは、本人の普段の作業を観察し、

効率・能率向上を図るための工夫の提案、PDCAサイクルを回しながら、作業の効率・能率の向上を図っ

ていくための支援を実施した。 

知的障害のある社員の課題３：作業の進捗管理 

本人の担当職務については、職場にある定型的な作業を切り出し、再構成したルーティン作業と、他

の社員から不定期に依頼されるスポット作業があった。これらの作業の進捗管理を本人に任せていたた

め、スポット作業については期限を守れないことがあった。また、本人の作業能力に比して作業量が少

ない傾向があり、本人の能力が十分発揮できていない面があった。これについては、M-メモリーノート

2を活用した支援を試みた。本人には一日のスケジュール（実績）、スポット作業の To-Do リストへの記

載、作業ごとの作業量及び作業時間等も記録してもらった。更に、支援者社員に対しては、将来的には

本人自身で作業の進捗管理ができるようにすることを目指しつつも、現段階では支援者社員の方で進捗

管理を行うようアドバイスを行い、そのための情報共有ツールとしても M-メモリーノートの活用を促し

た。 

知的障害のある社員の課題４：コミュニケーションスキル 

傾聴のスキルに課題があり、話を聞くときの返事や復唱、相づちや頷きが少ないために、相手を不安

にしてしまうことがあった。また、質問や相談のスキルにも不足が見られた。そこで、コミュニケーシ

ョンスキル向上支援の方法である SSTを活用した支援を行った。 

（４）結果の確認 

結果の確認のため、本店長及び支援者社員に対してヒアリング調査を行った。 

本店長に対するヒアリング調査においては、以下のような意見が把握された。 

支援者社員の本人に対する不要な遠慮がなくなり、率直なコミュニケーションが図られるようになっ

たことで、本人と支援者社員との信頼関係が強くなり、また、支援者社員の積極的な支援により、本人

 
2
 障害者職業総合センターにて開発された障害者の職場適応促進のための支援ツールで、「予定管理」「行動管理」「行動記録」「情報共有」という

4つの機能がある（障害者職業総合センター（2014）「マニュアル、教材、ツール等 No.21-3 M-メモリーノート（幕張版）のご紹介」: https:
//www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/21_3_mnote.html(最終アクセス：2021年 11月 24日)）。 
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の成長が促されている。また、支援者社員以外の社員についても、仕事の指示の出し方が、具体的にな

ったと感じる。本人に対する支援も有効であったが、毎回の支援後のフィードバックが最も有効であり、

重要であったと考える。 

２名の支援者社員に対するヒアリング調査においては以下の意見が把握された。 

対象障害者は、勤怠も勤務態度も安定し、安心して仕事を任せられるようになった。研修をとおし、

本人の障害について理解することができ、また、具体的な支援・指導例をみることで、どういうことを

課題と捉え、それに対してどう指導していけばよいのかということを理解でき、また、遠慮と配慮の区

別がつけられたことにより、踏み込んだ指導ができるようになったと思う。今回の取組で、職場での情

報共有が障害者支援において一番重要であると感じるようになった。理論的な研修は職場全体の支援力

を向上する上でも役立つと思う。今回の支援は本人にとっても、自分たちにとっても有効な支援であっ

た。 

なお、支援の中で、本人にも感想を求めたところ、最初は支援者社員の対応の変化（積極的な支援・

指導が行われるようになったこと）に戸惑ったが、そのおかげで仕事がスムーズに進むようになり、他

の社員の人とも親しくなれたと思うとのことであった。 

 

２ まとめ 

ジョブコーチ支援は、多くの企業において活用され、障害者の職場適応・定着支援において効果を発

揮している。ジョブコーチ支援において把握された課題及びその改善のために実施した支援を、課題の

背景となっている障害特性を含めて伝えること、そして日々の支援・指導に対する提案を行い、その実

行結果に対するフィードバックを行い、支援者社員等をエンパワーメントしていくことにより、その効

果は更に高くなると考える。ジョブコーチ支援においても、ニーズ・課題の把握及び共有、課題改善方

策の提案・実行、結果の確認という事業主支援の基本を、より意識して行っていくことが重要と考える。 
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第４章第２節 中小企業事業主の任意団体を対象とした研修プログラムの試行 

 

１ アンケート調査結果 

 研修終了後に、参加者に対して研修内容について尋ねたアンケート調査を実施し、参加者 10名のうち

５名より回答を得た。 

アンケート調査の設問項目は、参考資料 17のアンケート調査に、研修終了後の障害者雇用に対する意

欲の変化や具体的な取組の検討がなかった理由を把握するための質問項目を加え、①研修の満足度、②

障害者雇用の理解に対する研修の貢献度、③研修で役立ったと思われる項目、④-１研修受講による障害

者雇用に対する意欲の変化の有無、④-２（「あった」場合）具体的な変化（自由記述）、④-３（あった

場合）特に意欲の変化につながったと思われる項目1、④-４（「どちらとも言えない」又は「なかった」

場合）意欲の変化につながらなかった理由2、⑤-１研修受講による障害者雇用に向けた具体的な行動へ

の検討の有無、⑤-２（「あった」場合）具体的な検討項目3、⑤-３（「あった」場合）特に具体的な行動

への検討につながったと思われる研修内容4、⑤-４（なかった場合）具体的な行動への検討ができなか

った理由5、⑥地域センターの利用希望の有無、⑦その他意見や要望で構成した。アンケート調査につい

ては、参加者５名から回答を得た。 

 ①研修の満足度については、５名中４名が「満足」と回答し、１名が「どちらとも言えない」と回答

していた（図表 資 15－１）。 

 ②障害者雇用の理解に対する研修の貢献度についての設問では、５名全員が「役立った」と回答して

いた（図表 資 15－２）。 

 
1 選択項目は、①障害者雇用制度の理解、②障害に対する理解、③支援機関の理解、④支援制度の理解、⑤担当職務の創出方法の考え方、⑥受け
入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等）、⑦ 障害者雇用の進め方（ロードマップ）、⑧その他とした。 

2
 選択項目は、①研修内容が不十分だった、②研修の意義や内容を十分に理解できなかった、③研修内容と知りたい内容が異なっていた、④研修

内容に関して既にある程度の知識をもっていた、⑤主に自社の職務に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用することが難しい、⑥主

に自社の人手や時間に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用することが難しい、⑦研修内容の活用方法が分からない、⑧その他とし

た。 
3 選択項目については、①関係機関への相談、②職場実習の受入れ、③採用計画の策定、④採用活動とした。 
4
 選択項目については、①障害者雇用制度の理解、②障害に対する理解、③支援機関の理解、④支援援制度の理解、⑤担当職務の創出方法の考え

方、⑥受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等）、⑦障害者雇用の進め方（ロードマップ）、⑧その他とした。 
5 選択項目については④－４と同じ項目とした。 

第４章第２節で報告した障害者雇用の意思決定支援を目的とした研修プログラムを活用した事業

主支援の試行で実施した研修内容の汎用性等について検討するため、中小企業事業主により組織され

た障害者雇用問題について考える会にて、本試行で実施した研修プログラムを試行した（2021 年８

月２日）。ここでは、研修終了後に実施したアンケート調査及びヒアリング結果を紹介する。 

試行については、対面で実施することを予定していたが、新型コロナ感染症拡大防止のため緊急事

態宣言が発令されたことで、急遽オンラインでの実施となり、研修参加者は主催企業の１名以外の９

名はオンライン参加となった。なお、当初参加予定していた事業主の中には、オンラインになったこ

とで不参加となった者もいた。また、参加者についても PC操作に戸惑う場面が見られ、アンケート

についても、PC操作の問題から回答できない者もいた。 
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 ③研修で役立ったと思われる項目について複数選択にて尋ねた設問では、５名全員が「支援機関の理

解」を役立った項目として挙げていた。その他、「支援制度の理解」（５名中３名）、「障害者雇用制度の

理解」（５名中２名）、「障害者雇用の進め方（ロードマップ）」（５名中２名）、「担当職務の創出方法」（５

名中１名）が役立った項目として挙げられていた（図表 資 15－３）。 

 ④研修を受けたことによる障害者雇用に対する意欲の変化の有無について尋ねた設問で、変化が「あ

った」との回答した者は５名中１名であり、３名が「どちらとも言えない」と回答していた（図表 資 15

－４）。また１名が、変化が「なかった」と回答していた。変化があった１名について、具体的な変化に

ついて尋ねたところ、「短時間のトライアルを活かせるなと思った」との回答が得られた。特に意欲の変

化につながった項目としては、「担当職務の創出方法」が挙げられていた。また、変化が「なかった」あ

るいは「どちらとも言えない」と回答した４名に対し、変化につながらなかった理由について複数選択

形式にて尋ねたところ、「なかった」と回答した１名は「主に自社の職務に関する理由から、研修内容を

自社での取組に活用することが難しい」、また「主に自社の人手や時間に関する理由から、研修内容を自

社での取組に活用することが難しい」と回答していた（図表 資 15－５）。「どちらでもない」と回答し

た３名は「その他」を選択しており、具体的には「すでに実施済みだったから」、「もともと障害者雇用

に取り組んでいるから」、「障害者雇用に関して普段から意欲がある程度あるため」との回答が得られた。 

 ⑤研修を受けたことによる障害者雇用に向けた具体的な行動への検討の有無について尋ねた設問では、

５名中４名が「はい」と回答していた（図表 資 15－６）。この４名に対し、具体的な検討事項について

複数選択形式で尋ねたところ、うち３名が「職場実習の受入れ」と回答していた（図表 資 15－７）。な

お、この３名のうちの１名については、意欲の変化については「なかった」と回答していた。また、２

名が「社内研修の実施」、１名が「関係機関への相談」と回答していた。また、この４名に対し、特に行

動への検討につながった研修内容について尋ねたところ、４名中２名は「障害者雇用制度の理解」と回

答していた（図表 資 15－８）。また、「支援機関の理解」、「担当職務の創出方法」を挙げていた回答者

がそれぞれ１名ずつあった。行動への検討がなかった１名に、その理由を複数選択形式で尋ねたところ、

「その他」の項目として「すでに障害者雇用に着手している」との回答があった。 

 ⑥地域センターの利用希望の有無については、５名中３名が「はい」と回答していた（図表 資 15－

９）。 

 ⑦その他意見や要望については、２名から回答が得られ、「障害者の中途採用の短時間トライアルを知

る事が出来、機会があれば取り組みたい」、「リアル開催ができるとよかった」との意見が挙げられた。 

図表 資 15－１ 研修の満足度についての回答数 

 ① 大変満足 満足 どちらとも言えない やや不満 不満 

研修の満足度 （n=5） 0 4 1 0 0 

図表 資 15－２ 障害者雇用促進の理解に対する研修の貢献度についての回答数 

 ② 大変役立った 役立った どちらとも言えない 
あまり 

役立たなかった 
役立たなかった 

研修の貢献度 （n=5） 0 5 0 0 0 

− 225 −



- 226 - 

 

図表 資 15－３ 研修で役立ったと思われる項目についての回答数 
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練 

体
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等
） 

障
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者
雇
用
の
進
め
方 

（
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ー
ド
マ
ッ
プ
） 

そ
の
他 

研修で役立った項目 

（n=5） 
2 0 5 3 1 0 2 0 

 

図表 資 15－４ 研修受講による障害者雇用に対する意欲の変化の有無についての回答数 

 ④ あった どちらとも言えない なかった 

研修による意欲の変化 （n=5） 1 3 1 

 

図表 資 15－５ 意欲の変化につながらなかった理由についての回答数及び回答割合 
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自
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で
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組
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が
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し
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内
容
の
活
用
方
法
が
分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

意欲の変化につながら 

なかった理由 （n=4） 
0 0 0 0 1 1 0 3 

 

図表 資 15－６ 研修受講による障害者雇用に向けた具体的な行動への検討についての回答数 

 ⑤ はい いいえ 

研修による具体的な行動の検討の有無 （n=5） 4 1 

 

図表 資 15－７ 具体的な検討内容についての回答数 

 ⑤-２ 
社内研修の実施 

関係機関への 

相談 

職場実習の 

受入れ 
採用計画の策定 採用活動 

具体的な検討内容 

（n=4） 
2 1 3 0 0 
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図表 資 15－８ 特に行動への検討につながった研修内容についての回答数 
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プ
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そ
の
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特に行動の検討に 

つながった項目 （n=4） 
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図表 資 15－９ 地域センターの利用希望の有無についての回答数 

 ⑥ はい いいえ 

地域センターの利用希望 （n=5） 3 2 

 

※ ④-３「特に意欲の変化につながった研修内容」、⑤-４「具体的な行動への検討ができなかった理由」については、それぞれ

回答者が１名のみであったため、表は省略した。 

 

２ ヒアリング調査結果 

 研修終了後、研修主催企業の事業主（会の代表者）及び研修プログラムにて提案した「支援機関を活

用した週 10時間から始める障害者雇用」に向け、地域センターを活用した取組を開始した事業主に対す

るヒアリング調査を実施した。その結果、障害者雇用問題に積極的に取り組み、すでに障害者雇用を行

っている事業主であっても、必ずしも支援機関や支援制度に精通しているわけではなく、特にハローワ

ーク等の支援機関を介した障害者雇用を行ったことのない事業主についてはこれらに関する丁寧な情報

提供とともに、具体的な活用例や活用事例の提示が重要であることが把握された。また、地域センター

を活用した障害者雇用の取組を始めた事業主からは、10時間から始める障害者雇用ということで、職務

創出に対するハードルが下がったこと、また、職務と障害者のマッチングやジョブコーチ支援等の地域

センターの支援が受けられることにより、今回の障害者雇用の取組に前向きになれたとの意見が聞かれ

た。なお、この事業主は研修終了後のアンケート調査において、研修を受けたことにより障害者雇用に

対する意欲の変化があったと回答した事業主であった。 

また、アンケート調査において、「主に自社の職務に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用

することが難しい」、「主に自社の人手や時間に関する理由から、研修内容を自社での取組に活用するこ

とが難しい」という理由により、研修を受けたことによる意欲の変化はなかったと回答したが、具体的

な行動の検討はあったと回答した事業主にその理由を確認した。その結果、「現段階での雇用は難しいけ

れども、 将来的な雇用に向けてまずは職場実習から受け入れてみよう」と考えての回答であり、また、

まずは経営者自ら実践企業の話を聞きながら学んでいこうと考えているとのことであった。 
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障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度

 平成30年４月１日から、従従業業員員4455..55人人以以上上の民間企業
において障害者の雇用が義務付けられている

 平成33年（令和３年）４月までには、更更にに00..11％％引引きき上上
げげ（（民間企業：従従業業員員4433..55人人以以上上））

事業主区分
法定雇⽤率

現⾏
（平成30年4⽉1⽇以降）

３年を経過する⽇より前
（令和３年３⽉1⽇以降）

⺠間企業 2.2% ⇒ 2.3%

国、地⽅公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%

都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

【【目目的的】】：：

 障障害害者者のの雇雇用用義義務務等に基づく雇用の促進等のための措置、
職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の
安定を図ること

職業の

安定

雇用義務

制度

納付金
助成金
制度

納付金

制度

障障害害者者雇雇用用率率に相当する
人数の障害者の雇用

障害者の雇用に伴う
経経済済的的負負担担のの調調整整

施設の設置、介助者の
配置等に助助成成金金をを支支給給

ステップ１
障害者雇用の理解を深める

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

障害者雇用事例の把握 ・F社さまの見学

障障害害者者雇雇用用制制度度の理解
・自社の障害者雇用状況（雇用率未達成）の把握
・自社の障害者雇用納付金の納付状況（令和2年
度355万円）の把握

支支援援機機関関の理解
・特別支援学校、愛知障害者職業センター、就労
移行支援事業所等の見学

経営者・社員の理解促進 特別支援学校からの職場実習の受け入れ

機運の醸成 a本店長 → 社員の皆様

スステテッッププ１１

障害者雇用の理解を深める

スステテッッププ２２

職務の選定

スステテッッププ３３

受け入れ態勢を整える・雇用条件の検討

スステテッッププ４４

採用活動（募集～採用）

スステテッッププ５５

職場定着

障障害害者者雇雇用用にに向向けけたた段段階階的的なな取取組組

参考：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
「はじめからわかる障害者雇用—事業主のためのＱ＆Ａ－」

１．E社a本店さまにおける
障害者雇用のお取組をもとに

－障害者雇用に係るステップ・

基本事項の確認－

障害者雇用を進めるために

第４章第２節 研修資料 資料 16 

①

③

⑤

②

④

⑥
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③③納納付付金金助助成成金金制制度度

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

障害者作業施設設
置等助成⾦

雇⽤する障害者が障害を克服し、作業を容易に⾏えるよう配慮された作業施設や設
備、就労を容易にするために配慮されたトイレ・スロープ等の附帯施設の設置・整備を
⾏う場合、その費⽤の⼀部を助成

障害者福祉施設設
置等助成⾦

障害者が利⽤できるよう配慮された保健施設、給⾷施設、教養⽂化施設等の福利厚
⽣施設の設置・整備を⾏う場合、その費⽤の⼀部を助成

障害者介助等助成
⾦

重度⾝体障害者（⼜は就労が特に困難と認められる⾝体障害者）を雇⽤している
事業主が、障害の程度に応じた必要な介助等の措置を⾏う場合、その費⽤の⼀部を
助成（ICT（情報通信技術）を活⽤した事例でも⽀給対象）

重度障害者等通勤
対策助成⾦

通勤が特に困難と認められる⾝体・知的・精神障害者に、通勤を容易にするための措
置（住宅の賃借や通勤⽤バス・⾃動⾞の購⼊など）を⾏う場合、その費⽤の⼀部を
助成

重度障害者多数雇
⽤事業所施設設置
等助成⾦

重度⾝体障害者、知的障害者、精神障害者を労働者として多数雇⽤し、安定して
雇⽤できると認められる事業主が、障害者のための事業施設等の整備を⾏い、モデル
性が認められる場合に、その費⽤の⼀部を助成

問合わせ先 （独）⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構 各都道府県⽀部 ⾼齢・障害者業務課
（東京・⼤阪は⾼齢・障害者窓⼝サービス課）

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

②②納納付付金金制制度度
（対象：常時雇用している労働者数が100人を超える事業主）

 障障害害者者雇雇用用納納付付金金

雇用障害者数の年度間合計数が法定雇用障害者数の年度間合計数に満
たない場合に、不足している雇用障害者数1人あたり月額50,000円を
納付しなければならない。

 障障害害者者雇雇用用調調整整金金

法定雇用率を超えて雇用している雇用障害者1人あたり月額27,000
円（月額）が支給される。

⾼障求未達成企業
達成企業

不⾜障害者1⼈につき
50,000円/ ⽉

超過障害者1⼈につき
27,000円/ ⽉

納付⾦ 調整⾦

⾝体障害者⼿帳 療育⼿帳 精神障害者保健福祉⼿帳

根拠 ⾝体障害者福祉法
（昭和24年法律第283号）

療育⼿帳制度について
（昭和48年厚⽣事務次官通知）
※ 通知に基づき、各⾃治体において

要綱を定めて運⽤。

精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律
（昭和25年法律第123号）

交付主体
・都道府県知事
・指定都市の市⻑
・中核市の市⻑

・都道府県知事
・指定都市の市⻑

・都道府県知事
・指定都市の市⻑

障害分類

・視覚障害
・聴覚障害・平衡機能障害
・⾳声・⾔語・そしゃく障害
・肢体不⾃由（上肢不⾃由、下
肢不⾃由、体幹機能障害、脳原
性運動機能障害）
・⼼臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう・直腸機能障害
・⼩腸機能障害
・HIV免疫機能障害
・肝臓機能障害

知的障害

・統合失調症
・気分（感情）障害
・⾮定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害（⾼次脳機能
障害を含む）
・発達障害
・その他の精神疾患

所持者数 5,087,275⼈
（平成30年度福祉⾏政報告例）

1,115,962⼈
（平成30年度福祉⾏政報告例）

1,062,700⼈
（平成30年度衛⽣⾏政報告例）

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

出所：厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html）

身身体体障障害害者者：：身身体体障障害害者者手手帳帳（※１）

知知的的障障害害者者：：都道府県知事又は政令指定都市市長が交付
する療療育育手手帳帳（※２）又は児童相談所、知的障害者更生相
談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは
障害者職業センターによる判判定定書書

精精神神障障害害者者：：精精神神障障害害者者保保健健福福祉祉手手帳帳（平成18 年 4 月以降）

※１ 身体障害者については、当分の間、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による
障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（ただし、心臓、じん
臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障
害については、当分の間、指定医によるものに限る。）によって確認を行うことも 認められ
ている。
※２ 療育手帳（自治体によっては別の名称を用いる場合がある。

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度：：障障害害者者のの確確認認方方法法

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

• 「⾝体障害、知的障害、精神障害（ 発達障害を含む。）そ
の他の⼼⾝の機能の障害があるため、⻑期にわたり、職
業⽣活に相当の制限を受け、⼜は職業⽣活を営むことが
著しく困難な者」（「障害者の雇⽤の促進等に関する法律」第2条）

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度：：障障害害者者のの範範囲囲、、雇雇用用義義務務のの対対象象

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

障害者のうち、
⾝体障害があ
る者であって、
別表に掲げる
障害があるも
の
（法第２条第２号）

障害者のうち、
知的障害があ
る者であって省
令で定めるも
の
（法第２条第４号）

障害者のうち、
左記に該当し
ないもの

発達障害者
難治性疾患患者
等

障害者のうち、精神障害があって
省令で定めるもの（法第２条第６号）

⾝体障害者 知的障害者 精神障害者 その他

精神障害者保健
福祉⼿帳所持者

①統合失調症
②そううつ病
③てんかん
※⼿帳所持者を除く

雇⽤義務の対象 参考：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
「はじめからわかる障害者雇用—事業主のためのＱ＆Ａ－」

障害者の雇用の促進等に関する法律
（障害者雇用促進法）

➀➀障障害害者者雇雇用用率率制制度度：：障障害害者者雇雇用用率率ののカカウウンントト方方法法

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上
30時間未満

⾝体障害者 1 0.5

重度 2 1

知的障害者 1 0.5

重度 2 1

精神障害者 1 0.5※

精神障害者である短時間労働者は、
以下の要件を満たす場合、1カウント
として計上

・新規雇⼊れから３年以内
・⼿帳の交付から３年以内
・令和５年３⽉31⽇までの雇⼊れ
・令和５年３⽉31⽇までの⼿帳交付

※退職後3年以内に同じ事業主に再
雇⽤された場合は対象外

⑦

⑨

⑪

⑧

⑩

⑫
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障害者就業・生活センター（334 センター （令和元年 5 月 現在））

身近な地域において、就業面と生活面の相談・支援を実施

障害のある⽅

障害者就業・⽣活⽀援センター

〇就業に関する相談
⽀援

〇障害特性を踏まえ
た雇⽤管理に関する
助⾔

〇関係機関との連絡
調整

〇⽇常⽣活・地域
⽣活に関する助⾔

〇関係機関との連
絡調整

⼀
体
的
な
⽀
援

ハローワーク

地域障害者
職業センター

特別⽀援
学校

職業能⼒
開発施設

事業主 医療機関

保健所

福祉事務所

就労移⾏
⽀援事業者等基礎訓練

のあっせん

対象者
の送り出し

福祉サービスの
利⽤調整

保健サービスの
利⽤調整

医療⾯の
相談職場適応⽀援

連携

連携

専⾨的
⽀援の依頼

技術的⽀援

求職活動
⽀援

相談

就業⽀援 ⽣活⽀援

⾃⽴・安定した職業⽣活の実現
出所：厚生労働省資料（https://www.mhlw.go.jp/content/000525099.pdf）より一部改変

職場

地地域域障障害害者者職職業業セセンンタターー（（各各都都道道府府県県にに１１ヶヶ所所＋＋５５ヶヶ所所のの支支所所））

障害のある⽅ 事業主（企業）

関係⽀援機関
（障害者就業・⽣活⽀援センターなど）

医療・福祉・教育
関連分野

・職業評価
・職業準備⽀援
・精神障害者総合雇⽤⽀援

・事業主のニーズや課題を分析
・⽀援計画作成
・専⾨的な助⾔、援助

・専⾨的・技術的な助⾔・援助
・マニュアルの作成、実務研修の実施

・職業リハビリテーション推進フォーラム等を
通じ、地域における就労⽀援のネットワーク
を形成

ジョブコーチ
⽀援

地域障害者
職業センター

就職件数の推移（障害種別）

出所：厚生労働省「令和元年度 障害者の職業紹介状況等」

精神障害者
就職率46.2%

⾝体障害者
就職率41.1%

知的障害者
就職率59.4%

• 障害者雇用の主眼点は精神障害者に

新規求職者申込件数の推移（障害種別）

出所：厚生労働省「令和元年度 障害者の職業紹介状況等」

• 障害者雇用の主眼点は精神障害者に

公共職業安定所（ハローワーク）

障
害
者

企
業

ハローワーク

求職者への⽀援 企業への⽀援・指導

・専⾨窓⼝による相談・
⽀援
・職業訓練のあっせん
・他機関との連携
→チームによる定着⽀援

・雇⽤率達成指導
・職務の切り出し

・求⼈条件の緩和指導
・セミナー・⾒学会の実施
・障害者トライアル雇⽤

⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構 医療機関

福祉施設 特別⽀援学校

就労⽀援機関

就
職

職場定着⽀援

障害者就労⽀援チーム
連
携

出所：東京都産業労働局雇用就業部就業推進課「平成28年度障害者雇用促進ハンドブック」（一部改変）

障害者雇用に関する支援機関

企業（事業主）就労⽀援
事業所

公共職業安定所
（ハローワーク）

⾼齢・障害者
業務課

地域障害者
職業センター

障害者就業・
⽣活⽀援センター

障害者職業
能⼒開発校

・職業紹介
・雇⽤率達成指導
など

・事業主⽀援
・ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ⽀援
・ﾘﾜｰｸ⽀援 など

・助成⾦の受付、相談員
認定講習実施など

・就労に必要
な訓練 など

・就職・職場定着
に向けた⽀援

・⽇常⽣活の助⾔

・職業訓練
など

都道府県⽀部

独
⽴
⾏
政
法
⼈

⾼
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
⽤
⽀
援
機
構

運営

全国18校中
2校を運営

特別⽀援学校

・学校教育
・⾃⽴⽀援

など

⑬

⑮

⑰

⑭

⑯

⑱
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ステップ３
受け入れ態勢を整える・雇用条件の検討

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

雇用形態、就業時間、賃金な
どの決定

・正社員、9時～18時、月給16万

職場環境の見直し ・指導担当者の選任

教育訓練体制の整備 ・指導担当者によるマンツーマン指導体制の整備

社内意識の向上 ・（社員研修の計画）

採用計画の作成 ・令和2年4月に採用

・指示命令系統が統一されることにより、本人が混乱する
ことを防ぐことができ、また、報告・連絡・相談の窓口が
明確化され、安心して働くことができる環境が確保できる

・採用時点では短時間からはじめ、本人が職場に慣れ、対
応可能な作業が増加に伴い、勤務時間を増やしていき、将
来的に正社員への登用を検討することも無理なく障害者を
雇用するための一つの方法

ステップ２
職務の選定

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

配属部署の選定 ・選任した指導スタッフの下につける（新たな部署）

従事職務の選定
・判断要素の少ない、定型反復作業を切り出し、再構
成し、職務を創出（※切り出し・再構成モデル）

出所：障害者職業総合センター「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する研究」

ステップ２
職務の選定

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

配属部署の選定 ・選任した指導スタッフの下につける（新たな部署）

従事職務の選定
・判断要素の少ない、定型反復作業を切り出し、再構
成し、職務を創出（※切り出し・再構成モデル）

①

出所：障害者職業総合センター「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する研究」

学⽣に対する
職業相談

特
別
⽀
援
学
校

企
業

�
�
�

�
�
�

⽣徒の就職希望
等の把握

実
習
先
の
確
保

実
習
開
始 採

⽤
検
討

求
⼈
提
出

応
募 選

考

採
⽤
内
定

就
職

特別支援学校

・企業訪問、職場⾒学
・受⼊部署、実習内容の

相談

職業教育の⽬的
勤労の意義について理解する
とともに、職業⽣活に必要な
能⼒を⾼め実践的な態度を
育てる

参考：愛知労働局「特別支援学校の生徒を採用するまでの流れ」（一部改変）

(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku/_79409/index0/index1-4-3.html)

就労支援事業所：就労移行支援と就労継続支援

就労移⾏⽀援 就労継続⽀援
（A型）

就労継続⽀援
（B型）

対象者 企業等への就労を希望する者 企業等への就労が困難な者

⽬的 就労のための知識・能⼒の向上 就労・⽣産活動の機会の提供

雇⽤契約 なし あり なし
⼯賃

（給与） なし（⼀部事業所ではあり） あり あり

年齢制限 65歳未満 65歳未満 制限なし

利⽤期間 原則として2年間 制限なし

事業所数 2,952事業所 2,623事業所 9,176事業所

利⽤者数 28,637⼈ 46,446⼈ 193,508⼈

※「事業所数」及び「利用者数」は国保連データ（平成27年2月）による

就労支援事業所：就労移行支援と就労継続支援

就労移⾏⽀援 就労継続⽀援
（A型・B型）

⼀般企業などへの
就労を希望する者に対して、
1.職場体験等の活動の機会を
提供、就労に必要な知識・能
⼒の向上に必要な訓練

2.求職活動に関する⽀援
3.適性に応じた職場の開拓
4.就職後の職場定着のために必
要な相談

等を⾏う。

⼀般企業などへの
就労が困難な者(⼜は離職者)
に対して、
1. 雇⽤契約の締結等による就
労の機会の提供（A型）

2. 就労の機会の提供及び⽣産
活動の機会の提供（B型）

3. その他就労に必要な知識・能
⼒の向上に必要な訓練

を⾏う。

⑲

㉑

㉓

⑳

㉒
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主な精神疾患

• 統統合合失失調調症症
 発症の原因はよくわかっていないが、100人に１人弱か

かる、比較的一般的な病気

 「「幻幻覚覚」」や「「妄妄想想」」が特徴的な症状だが、その他にも
様々な生活のしづらさが障害として表れる

・幻覚︓
悪⼝や指図などの幻聴が多い
・妄想︓
被害妄想（誰かに嫌がらせをさ
れている）など

 陽陽性性症症状状

・意欲や集中⼒の低下
・⼊浴や着替えが苦⼿になる

 陰陰性性症症状状

・考えがまとまらない
・話の内容がつかめない

 認認知知やや行行動動のの障障害害

精神障害者保健福祉手帳

• 何らかの精神疾患（てんかん、発達障害などを含む）により、⻑
期にわたり社会⽣活に制約がある⽅を対象に、各⾃治体が交付

• 主主なな対対象象疾疾患患：

 統合失調症

 うつ病、そううつ病などの気分障害

 てんかん

 高次脳機能障害

 発達障害

主な症状や状態によって
交付されない場合もある

知的な遅れを
伴うこともある

広汎性発達障害

発達障害
• ⾃閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意
⽋陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常
低年齢において発現するもの（「発達障害者⽀援法」による定義）

⾃閉症

アスペルガー症候群

注意⽋陥多動性障害（AD/HD）
・不注意
・多動・多弁
・衝動的に⾏動する

学習障害（LD）
・「読む」「書く」「計算する」などの
能⼒が、全体的な知的発達に
⽐べて極端に苦⼿

・⾔葉の発達の遅れ
・コミュニケーションの障害
・対⼈関係・社会性の障害
・パターン化した⾏動・こだわり

・基本的に⾔語発達の遅れはない
・コミュニケーションの障害
・対⼈関係・社会性の障害
・パターン化した⾏動、興味関⼼のかたより
・不器⽤（⾔語発達に⽐べて） 出所：厚生労働省資料「発達障害の理解のために」

（https://www.mhlw.go.jp/seisaku/dl/17b_0001.pdf）

1. 知的機能

2. ⽇常⽣活への適応機能

3. 障害が発達期（概ね18歳まで）に表れていること

に⽀障が⽣じていること

知的障害

知的障害
• 日日本本における知的障害の定定義義（厚生労働省）：

【⽤語の定義】
（知的障害とは）「知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）にあら
われ、⽇常⽣活に⽀障が⽣じているため、何らかの特別な援助を必要とする状
態にあるもの」
【知的障害であるかどうかの判断基準】
以下の（a）および（b）のいずれにも該当するものを知的障害とする。
(a) 「知的機能の障害」について︓
標準化された知能検査（ウェクスラーによるもの、ビネーによるものなど）によっ
て測定された結果、知能指数が概ね70までのもの。
(b) 「⽇常⽣活能⼒」について︓
⽇常⽣活能⼒（⾃⽴機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、⽣活
⽂化、職業等）の到達⽔準が総合的に同年齢の⽇常⽣活能⼒⽔準に照ら
した場合どうであるかを検討する。

参考：厚生労働省「平成17年度知的障害児（者）基礎調査の結果の概要」

ステップ４
採用活動（募集～採用）

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

求人し採用者を決める
・特別支援学校との連携

職場実習 → 採用者の決定

・支援機関を通して、募集をかけると支援機関のマッチング機
能が働くため、ミスマッチ防止に効果がある。（採用に至らな
かった場合のトラブル防止にも効果がある。）
・知知的的障障害害者者、精精神神障障害害者者等の場合、面接だけでは能力特性や
作業適性等の把握が難しいことが多いので、一定期間の職場実
習を行うことが望ましい。

㉕

㉗

㉙

㉖
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障害者トライアル雇用
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間（原則
３か月間）試行雇用する制度で、助成金も受けることができる

【障害者トライアルコース】

① 就労経験のない職業へ就職希望

② ２年以内に離職/転職が２回以上

③ 離職期間６か月以上

④ 重度身体/知的/精神障害者

ハローワーク

紹
介

８万円/⽉×３か⽉ ４万円/⽉×３か⽉

４万円/⽉×３か⽉

＋ 最
⻑
６
�
�
�最

⻑
３
�
�
�

精神障害者

精神障害者以外

企業

求⼈
提出

一定期間雇入れ
（原則３か月）

職業適性・
障害特性の

見極め

雇⼊れ 労働局

E社さまにおける
障害者雇用のロードマップ案

66..11調調査査ままででにに障障害害者者雇雇用用ををすするるたためめにに・・・・・・
➀➀週週所所定定労労働働時時間間3300時時間間をを目目標標ととししたた障障害害者者雇雇用用

2月 支援機関からの職場見学・職場実習の受け入れ

3月～5月 障害者トライアル雇用（有期雇用）

短時間（週20時間以上）勤務から、徐々に勤務時間を延長

ジョブコーチ支援の活用もできます！

6月1日 継続雇用

➀➀週週所所定定労労働働時時間間2200時時間間をを目目標標ととししたた障障害害者者雇雇用用

2月 支援機関からの職場見学・職場実習の受け入れ

3月～5月 障害者短時間トライアル雇用（有期雇用）

短時間（週10時間以上）勤務から、徐々に勤務時間を延長

ジョブコーチ支援の活用もできます！

6月1日 継続雇用

E社さまにおける
障害者雇用のロードマップ案

ステップ１ 障害者雇用の理解を深める

（地域障害者職業センターでは各種情報提供のほか、ニーズに合わせた研
修も実施しています）

ステップ２ 職務の選定

・E社a本店さまのお取組を参考に、まずは同様の職務を選定

ステップ３ 受け入れ態勢を整える・雇用条件の検討

・指導担当者の選任

・当面の職務内容と量に応じた勤務時間の設定

ステップ４ 採用活動

支援機関からの職場見学の受け入れ

→職場実習

→障害者トライアル雇用（有期雇用）
精神障害者又は発達障害者を雇用する場合、週10以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始し、職
トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す「障害者短時間トライアル雇用」制度もあります。

→継続雇用

ステップ５ 職場定着

○済  

○済  

２．障害者雇用における
ロードマップ

－E社a本店さまにおける障害者雇用の

お取組をもとに－

ステップ５
職場定着

対対処処すするるこことと EE社社ささままににおおけけるる具具体体的的行行動動

職場定着のための支援・
雇用管理

・障害者就業・生活支援センター、特別支援学校、
障害者職業総合センターなどとの連携
（・キャリア形成支援（職務の拡大））
（・人事評価（昇給）制度の検討）

必要な職場改善 （・社員研修）

今後の取組

出所：障害者職業総合センター「精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する研究」

主な精神疾患

• 気気分分障障害害（（ううつつ病病、、そそううううつつ病病））
 気気分分のの波波がが主主なな症症状状として表れる病気

 うつ状態のみ見られる時はううつつ病病と呼び、うつ状態とそ
う（躁）状態を繰り返す場合には、そそううううつつ病病 （（双双極極
性性障障害害））と呼ぶ

●気持ちが過剰に⾼揚する状態

・異常な浪費をする
・眠らずに働き続ける
・他⼈に対して怒りっぽくなる
・他⼈の話を聞かない

 そそうう（（躁躁））状状態態

●気持ちが強く落ち込む状態

・何事にもやる気が出ない、
・疲れやすい
・考えが働かない
・⾃分が無価値な⼈間に思える

 ううつつ状状態態

㉛

㉝

㉟

㉜

㉞

㊱
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障害者雇用の段階と利用可能な助成金制度

助成⾦名 ⼊⾦⽇ ⽀給額
障害者トライアル雇⽤助成⾦ 28.03.09 ¥120,000 
特定求職者雇⽤開発助成⾦
第1期 28.10.07 ¥400,000 
特定求職者雇⽤開発助成⾦
第2期 29.05.02 ¥400,000 
特定求職者雇⽤開発助成⾦
第3期 29.06.16 ¥99,999 

合計 ¥1,019,999 
※⽀給額、⽀給の体系は申請当時のもの

• ああるる中中小小企企業業のの活活用用事事例例：：精精神神障障害害者者

障害種︓精神障害
仕事の内容︓プログラマー

不安傾向が強いためマイナ
ス思考な状態にならないよ
うにコントロールが必要

助成⾦の活⽤（２種類）

特定求職者雇用開発助成金

【【中中小小企企業業のの定定義義】】

 業種ごとに、以下に該当するものをいう。

業種 要件

⼩売業・飲⾷店
資本⾦もしくは出資の総額が５千万円以下

または
常時雇⽤する労働者数50⼈以下

サービス業
資本⾦もしくは出資の総額が５千万円以下

または
常時雇⽤する労働者数100⼈以下

卸売業
資本⾦もしくは出資の総額が１億円以下

または
常時雇⽤する労働者数100⼈以下

その他の業種
資本⾦もしくは出資の総額が３億円以下

または
常時雇⽤する労働者数300⼈以下

労働局雇⼊れ

特定求職者雇用開発助成金

【【特特定定就就職職困困難難ココーースス】】

 高高齢齢者者や障障害害者者等の就職困難者を、

11.. ハハロローーワワーーククまたは民民間間のの職職業業紹紹介介事事業業者者等の紹介により、

22.. 継継続続ししてて雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）

として雇い入れる事業主に助成。

対象労働者 ⽀給額 助成対象期間 ⽀給対象期ごとの⽀給額

短時間労
働者以外

の者

[1]⾼年齢者
⺟⼦家庭の⺟等

６０万円
(５０万円) 

１年
(１年)  

３０万円 × ２期
(２５万円 × ２期)

[2]重度障害者等を除く
⾝体・知的障害者

１２０万円
(５０万円) 

２年
(１年)  

３０万円 × ４期
(２５万円 × ２期)

[3]重度障害者等 ２４０万円
(１００万円)   

３年
(１年６か⽉) 

４０万円 × ６期
(３３万円※× ３期)

※第３期の⽀給額は３４万円

短時間
労働者

[4] ⾼年齢者
⺟⼦家庭の⺟等

４０万円
(３０万円)  

１年
(１年)  

２０万円 × ２期
(１５万円 × ２期)

[5]重度障害者等を含む
⾝体・知的・精神障害者

８０万円
(３０万円)   

２年
(１年)  

２０万円 × ４期
(１５万円 × ２期)

※（）内は中⼩企業以外の企業

労働局雇⼊れ

障害者トライアル雇用

【支給対象外となる場合の要件】

雇⼊れ 労働局

1
基準期間（障害者トライアル雇⽤を開始した⽇の前⽇から起算して６か⽉前の⽇から障害者トライ
アル雇⽤期間を終了する⽇までの期間をいう）に、障害者トライアル雇⽤を⾏う事業所において、雇
⽤保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある場合

2
基準期間に障害者トライアル雇⽤を⾏う事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち、
「雇⽤保険被保険者離職票」の離職区分コードの１Ａまたは３Ａの理由によって離職した⼈の数を
事業所全体の雇⽤保険被保険者数で割った割合が、６%を超えていた場合（この離職者数が３
⼈以下の場合を除く）

3 ⾼年齢者雇⽤確保措置をとっていなかったために、「⾼年齢者等の雇⽤の安定等に関する法律第
10 条第２項」 に基づく勧告を受けた後、⽀給申請⽇までにその是正がなされていない場合

4 障害者総合⽀援法に基づく就労継続⽀援事業（A 型）を⾏う事業所である場合（対象労働者
を職員などの施設利⽤者以外の⼈として雇い⼊れる場合を除く）

5

障害者トライアル雇⽤を開始した⽇の前⽇から起算して過去３年間に、障害者トライアル雇⽤を⾏っ
た事業所において、障害者トライアル雇⽤を実施した後に継続雇⽤する労働者として雇⽤されなかっ
た障害者（障害者本⼈の都合による離職や本⼈の責めに帰すべき解雇等は除く）の数に障害者ト
ライアル雇⽤結果報告書 兼 障害者トライアル雇⽤助成⾦ ⽀給申請書が提出されていない⼈の数
を加えた数が３⼈を超え、 継続雇⽤する労働者として雇⽤された数を上回っている場合

障害者トライアル雇用

【障害者短時間トライアルコース】
• 精神障害者

又は

• 発達障害者

ハローワーク

紹
介

４万円/⽉×12か⽉ 最
⻑
12
�
�
�

精神/発達障害者
企業

求⼈
提出

10～20時間/週
雇入れ（３～12か月）

体調・適応状況に応じて
20時間/週 以上を目指す

雇⼊れ 労働局

㊲

㊴

㊶

㊳

㊵
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研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

 

このたびは、「障害者雇用を進めるために」（研修）にご参加いただき、ありがとうござい

ます。 

本研修は、「障害者雇用及び雇用継続において事業主が抱える課題の把握方法及び提案型

事業主支援の方法に関する研究」における研究活動の一環として、事業所における障害者雇

用の促進を支援することを目的とした研修プログラムを試行実施させていただいたもので

す。 

ご参加いただきました皆様からご意見をいただくことにより、研修のさらなる質的向上

を図っていくために、参加者の皆様にアンケートをお願いしております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願え

ますと幸いです。 

 

１１．．今今回回のの研研修修ににつついいてて満満足足ししてていいまますすかか。。  

 

□ 大変満足  □ やや満足  □ どちらとも言えない  □ やや不満  □ 大変不満 

 

２２．．今今回回のの研研修修はは、、障障害害者者雇雇用用にに関関すするる理理解解のの促促進進にに役役立立ちちままししたたかか。。  

 

□ とても役立った  □ 役立った  □ どちらとも言えない  □ 役立たなかった 

□ 全く役立たなかった 

 

３３．．今今回回のの研研修修をを受受けけたたここととでで役役立立っったたとと思思わわれれるる項項目目のの□□にに✓✓をを記記入入ししててくくだだささいい（（複複

数数選選択択可可））。。  

 

□ 障害者雇用制度の理解 

□ 障害に対する理解 

□ 支援機関の理解 

□ 支援制度の理解 

□ 担当職務の創出方法の考え方 

□ 受け入れ態勢の整え方（労働条件、教育訓練体制等） 

□ 障害者雇用の進め方（ロードマップ） 

□ その他（                                 ） 

 

  

 

次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  

資料 17 

第４章第２節 調査票「研修に関するアンケート」 
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４４．．今今回回のの研研修修をを受受けけたたここととでで、、障障害害者者雇雇用用へへのの意意欲欲にに変変化化ががあありりままししたたかか。。  

 

□ あった  □ どちらとも言えない  □ なかった 

 

（（「「ああっったた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな変変化化ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

  

 

５５．．今今回回のの研研修修をを受受けけたたここととでで、、障障害害者者雇雇用用にに向向けけたた具具体体的的なな行行動動をを検検討討すするるよよううににななりり

ままししたたかか。。  

 

□ はい       □ いいえ 

 

６６．．今今後後、、地地域域障障害害者者職職業業セセンンタターーのの利利用用をを希希望望さされれまますすかか。。  

 
□ はい       □ いいえ 

  

77．．最最後後にに、、本本セセミミナナーーににつついいててののごご意意見見・・ごご要要望望ががあありりままししたたららおお聞聞かかせせくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

 

◎ よよろろししけけれればば、、おお名名前前、、ごご連連絡絡先先ををごご記記入入くくだだささいい。。  

おお勤勤めめ先先   

おお名名前前   

ごご連連絡絡先先  
TTeell：：  

EE--mmaaii：： 

 

ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
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第４章第２節 アンケート調査の自由記述回答の結果 
①①  意意欲欲変変化化有有//行行動動検検討討有有  

本日はありがとうございました。社内でどういった業務を担当いただくのかが難しい部分はありますが（また育成について

も周囲の理解や協力が今以上に必要だと感じております）、今後実際に採用するにあたってどういった業務ができるのか

等、検討したいと思います。この度は貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。また、当社でも障害者雇

用を行う場合に質問等させていただければありがたいです。 

とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。採用は社内で相談して検討していきたいと思います。 

状況によって判断したいと考えたいと思います。 

ありがとうございました。自支店では4月から1名受け入れます。支援機関等とも連携し対応してまいります。 

ありがとうございました。制度活用で収入となることと同時に社会貢献にもつながる点、よく理解できました。 

妻が知的障害者施設に勤務しています。健常者以上に能力が高いと感じる部分も多くあるようです。受入れ側の障害者に対

する認識、理解が今後重要と考えます。ありがとうございました。制度活用で収入となることと同時に社会貢献にもつなが

る点、よく理解できました。 

自支店では、現在、１名、発達障害のメンバーを障害者雇用として就労いただいています。一度、自分なりに制度を学習し

ましたが、今回のような講義を受講できてよかったです。期待レベルでは活躍いただいていますが、間もなく助成金を受領

できなくなってしまうのでどうしても本人への期待を高めてしまい、うまく機能しなくなることを懸念しています。 

（F社から離れた）地方都市の為、具体的にF社に（支援を）お願いするようなことは難しいかと思いますが、障害者雇用

に対する考え方が大変大きく変わり、とても勉強になりました。ありがとうございます。 

（近隣の）支社（拠点）にもいらっしゃるのでイメージがしやすく、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

障害者雇用の意義を知ることができて、とても有益な勉強会でした。 

貴重なお話をいただきありがとうございました。 

②②  意意欲欲変変化化無無//行行動動検検討討有有  

過去に障害者職業生活相談員の講習を受けたので一通りの知識は学んだうえでの参加でした。それを復習する意味、今の制

度がどのようになっているかを整理する意味で有意義でした。所在地にもF社の支社があるので接点づくりから始めること

を検討したいです。一方で、判断不要の定型業務が少なくなっている昨今、何を担っていただくかが難しいと感じます。ま

た、バリアフリーの環境設定についても、収支を勘案して即座の対応が難しいと感じたことが率直な意見です。主旨や制度

の理解は十分に持っていると認識していますので、できることから検討していきたいと思います。 

質問です。現在障害者雇用の方がいらっしゃるのですが、在宅勤務での業務について困っています。通常の業務は清掃やシ

ュレッダー、パソコンでの入力等ですが、在宅ではできない作業がほとんどです。障害者雇用の在宅勤務の業務例で参考に

できるものがあれば教えていただきたく。 

貴重な機会をありがとうございました。 

資料 18 
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出先支社（拠点）ですので、支店や本店組織で決めていくことが多いと思いますので、すぐに行動できるところまでにはい

きませんが、内容は大変参考になりました。 

③③  意意欲欲変変化化有有//行行動動検検討討無無  

人数の多い職場では役割分担による労働創出ができ、効果発揮が期待できると拝察、一方で限られた人数となる出先での雇

用には未だ課題多いと感じた次第。 

自支店では現時点で1名採用しており、この社員についてきちんと対話できていないことに対し、猛省しています。 

実際の採用事例をもとにした説明なので興味を持って拝聴することができました。有難うございました。 

④④  意意欲欲変変化化無無//行行動動変変化化無無  

当支社（拠点）には既に1名障害者雇用の従業員がおり、助成金申請等も定期的に対応しているが、現在の拠点長や人事担

当が採用当時に在籍していなかったため、採用に至るまでの機関との詳細なやり取りや助成金申請初期の対応については資

料でしか把握しておらず、もっと理解する必要があると感じた。今回の研修を受け、雇用までの流れや制度、業務分担のポ

イントの基礎的な部分を知ることができたため、今後、対象の従業員が働く上でのよりよい環境づくりや業務分担について

改めて考えていきたい。 

（自支店では）既に1名採用していますので、一部回答をNOとしております 

以前、F社を見学したことがあります。皆さん一生懸命働いていました。支社（拠点）は少人数で余裕がなく、採用となる

と支店や本店かなと。逆に支社で採用している事例とかあれは教えてほしい。 

支店内で採用を検討する必要があり、社員数が少ない拠点での採用は実質的になしと思います。知識として得ておく必要も

あり勉強になりました。 

自社（E社のグループ会社）の置かれている状況を考えれば、採用は不可欠だと思うが、単に雇えばよいということではな

く、障害者の方の雇用も守っていく、障害者の方にマッチした仕事を切り出し、周りの理解も得て、伴走していく社員も必

要ということになると、正直現時点で採用しても、十分にケアができない。よって、上記の答えはネガティブな答えではな

く、現時点の状況を踏まえた上で難しいと感じたものです。 

障害者雇用について、制度や重要性が理解できました。ありがとうございました。 

人数の少ない拠点であり、すぐに障害者雇用に動ける状況にありませんが、頭に入れておきます。 

本店等で、総務的な機能を持つ部署においては活躍の場があると感じた。一方、営業の最先端の職場として考えたとき、実

感が湧かないのが現状です。 

障害者雇用ができると障害者の就職支援もでき、収益を給付金の支払いに充てることもなく滞りがちな業務改善も行えるメ

リットは感じたが、実際のところ専門的知識の不足とそこにかけられる時間や担当者を生み出すことが難しい現状があると

思った。 

大変わかりやすいセミナーでした。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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第第●●回回  研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

研修にご参加いただき、ありがとうございます。 

さらなる研修の質の向上のために、参加者の皆様にアンケートを実施しております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願えま

すと幸いです。 
 
 

11..  今今回回のの研研修修のの満満足足度度をを教教ええててくくだだささいい。。  

□とても満足   □満足   □どちらとも言えない   □やや不満   □不満 

 

 

22．．研研修修内内容容のの難難易易度度はは適適切切ででししたたかか？？  

□とても難しい   □少し難しい   □適切   □やや易しい   □易しすぎる 

 

 

33..  講講師師のの説説明明ははわわかかりりややすすかかっったたでですすかか？？  

□とてもわかりやすい □わかりやすい □普通 □ややわかりにくい □わかりにくい 

 

 

44．．研研修修のの時時間間はは適適切切ででししたたかか？？  

□長い     □やや長い     □適切     □やや短い     □短い 

 

 

55．．研研修修でで学学んんだだここととはは、、ああななたたのの仕仕事事でで役役立立ちちまますすかか？？  

□とても役立つ □役立つ □どちらとも言えない □あまり役立たない □役立たない 

 

 

ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
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次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  

研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

 

研修にご参加いただき、ありがとうございます。 

さらなる研修の質の向上のために、参加者の皆様にアンケートを実施しております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願えま

すと幸いです。 

 

 

１１．．今今回回のの研研修修ににつついいてて満満足足ししてていいまますすかか。。  

 

□ 大変満足   □ 満足   □ どちらとも言えない  □ やや不満   □ 不満 

 

２２．．今今回回のの研研修修にによよりり、、障障害害者者雇雇用用やや就就労労支支援援にに関関すするる理理解解のの深深ままりりやや広広ががりりははあありりまましし

たたかか。。  

 

□ あった          □ どちらとも言えない         □ なかった 

 

（（「「ああっったた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな変変化化ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

３３．．今今回回のの研研修修でで役役立立っったたとと思思わわれれるる内内容容をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ エゴグラムを活用した自己理解や行動変容等 

 

□ 認知再構成法（コラム法） 

 

□ 問題解決技法 

 

□ アサーショントレーニング（SST） 

 

□ その他（                                 ） 
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４４．．今今回回のの研研修修でで学学んんだだここととににつついいてて、、職職場場ででのの活活用用ははあありりままししたたかか。。  

 

□ 活用した   

□ まだ活用していないが、近い将来、活用を予定している  

□ 活用の予定はない 

 

（（「「活活用用ししたた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな活活用用状状況況とと効効果果ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

具具体体的的なな  

活活用用状状況況  
  

活活用用ししたた  

効効果果 
 

 

 

 

（（「「活活用用のの予予定定ははなないい」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 活用する場面がない（なかった） 

 

□ 活用する時間がない（なかった） 

 

□ 活用したいがその方法や手順がわからない（わからなかった） 

 

□ 考え方は参考になるが、すぐには活用できない 

 

□ 活用する価値を感じない（感じなかった） 

 

□ その他（                                ） 

 

 

 

 

 

次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  
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５５．．今今回回のの研研修修のの内内容容をを社社内内でで伝伝ええたたりり、、成成果果をを還還元元ししままししたたかか。。  

 

□ はい       □ いいえ 

 

（（「「いいいいええ」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））そそのの理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 機会がなかった 

 

□ 時間がなかった 

 

□ 内容を十分理解できていなかった 

 

□ 自信がなかった 

 

□ その価値を感じなかった 

 

□ その他（                             ） 

 

６６．．最最後後にに、、本本研研修修ににつついいててののごご意意見見・・ごご要要望望ががあありりままししたたららおお聞聞かかせせくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 差差支支ええののなないい範範囲囲でで、、おお勤勤めめ先先、、おお名名前前、、ごご連連絡絡先先をを教教ええててくくだだささいい。。  

おお勤勤めめ先先   

おお名名前前   

ごご連連絡絡先先  

TTeell::    

EE--mmaaiill::  

 ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
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第４章第３節 支援者社員に対するヒアリング調査結果 

 

  

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

障障害害者者支支援援ににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・相手の認知機能障害を踏まえて対応すること。自分の対応を変えることにより、相手の変化を促すこと。 

・支援者社員が共通の知識・理解を持って、支援を行っていくこと。 

・支援者が一方的に支援するのではなく、障害者社員とともに問題解決に向け、意見を出し合い、取り組ん

でいくことが非常に重要であると感じた。 

・問題の本質がわかっていないと、支援したつもりでも結局違ったことになる。何となく「こうであろう」と

いうところで支援しても無駄になる。知識を深めて、問題の本質へアプローチすることが必要である。企

業である以上、社員は業績に貢献しなければならない。しかし本人たちの負担になりすぎないように、本

人の成長を促すために何ができるかといったことを考えるようになった。（障害者社員が）できなかったこ

とをできるようにする、その引き出し方は結局、自分たちにかかっている。だからこそ自分自身が知識を

深めて成長しなければならない。 

・障害者社員に対する直接的な支援のみならず、研修で学んだことを周囲の人に伝えていくことにより、職

場全体の支援力を上げていくことがこれらかの自分たちの大きな役割と感じている。 

・研修ではエゴグラムによる主観的評価と客観的評価が割と一致したが、支援者と障害当事者では、ひらき

があると思う。主観的評価と客観的評価のずれが大きいほど本人は苦しみ、ストレスが溜まっていくので、

支援する上では、そのずれに気づき、配慮しながら、ずれを修正していく必要がある。 

・支援者社員が一人で悩みを抱え込まず、情報共有し、話し合い、連携しながら支援を行うこと。 

・障害者の特性を踏まえた上で、その人の行動の背景を考え、支援すること。 

・障害を理解し、「できるはず」と思い込まず、客観的に対応すること。どうしたらできるようになるか考え

ながら支援すること。 

そそのの他他  

・すべての研修内容が障害者支援につながっていたので、興味がある部分を拾い上げて支援にいかすことが

でき、有意義だと感じた。興味を持ったテーマについては、書籍を購入し、読んで理解を深めた。 

・知識の習得のみならず、具体的な支援技法を身に着け、役立てることができた。 

・エゴグラムによる自己理解は有効であったと感じる。普段はなかなか（自身でも）分からないことを可視

化することで、得意なこと、苦手なことを理解することができた。また、他者を理解する上でも役立つもの

と感じた。 

・・他企業の支援者社員が「こんなことに困っている、 悩んでいる」ということを知ることができ、視野が広

がった。 

・他企業の支援者社員の意見を聞くことにより、自社にはない考え方を知ることができ、また、これまでに

ない対処法について知ることができた。 
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レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・アサーティブなコミュニケーションを心掛け、オープンクエスチョンを意識して会話するようになった。

他の支援者社員については、それぞれの立場で障害者社員のキャリア形成に研修で学んだことを取り入れ

ようとするようになった。 

・アサーティブなコミュニケーションを心掛けるようになった。他の支援者社員についても、障害者社員に

対するコミュニケーションの取り方が変わったように感じる。 

・傾聴を普段から意識するようになり、ただ意見を聞いて、それ対して答えるのではなく、障害者の気持ち

に寄り添いながら、その意見を咀嚼し、それに対する意見を伝えるようになった。他の支援者社員にも、説

明はできないが何らかの変化を感じている。 

・その人が抱えている問題の本質はなんであるかを考えて支援するようになった。ジョブコーチとして、彼

らが外から評価されるような業務のマッチングを考えるようになってきた。 

・これまでは自分の経験・感覚で支援を行ってきたため、それを人に伝えることが難しかった。研修を受け

たことで、自分が行ってきた支援に対する理論的な裏付けを得ることができたことにより、自信を持って

支援や他者に対する説明ができるようになった。障害者支援の経験がなかった支援者社員については、障

害者社員の問題へのアプローチ方法が深いものとなったと感じている。 

・アサーティブなコミュニケーションを心掛けるようになった。認知再構成法を活用し、「こういう見方もあ

るのではないか」という形で本人の認知の歪みに対して反証となる事実を伝えるようになった。他の支援

者社員については、支援に対してより積極的になった、コミュニケーションの発信力が上がったと感じる。 

・問題解決技法を取り入れた障害者支援を行うようになった。相手がどんなタイプであるのか、エゴグラム・

プロフィールを思い浮かべながら、対処するようになった。他の支援者社員については、障害者社員の行

動に対する気づきや自己理解が深まり、支援に対してより前向き、積極的になったと感じる。 

・相手の気持ちに寄り添いながら、支援をするようになった。他の支援者社員については、リーダーシップ

が強くなったように感じる。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・コミュニケーション方法を工夫したことにより、苦手だった障害者社員との話が続くようになり、関係が

よくなったと周囲の社員からも言われた。研修で得た知識等が、障害者社員のキャリアマップ作りの推進

力となり、SSTの受講をキャリアパスに組み込んだ。また、支援者社員に SSTを実施してもらうことに

より、支援者社員の育成も行っていくことを検討している（問題は、どのようにして支援者社員にSSTを

実施するスキルを身に着けてもらうかということである）。 

・ある問題について、問題解決技法を試みた結果、真の問題は問題解決技法のテーマとした問題ではなく、

子どもとの関係であることに気が付き、コミュニケーションの取り方等を工夫するようになった。 

・気分が落ち込んだ時、認知再構成法を活用し、気分の立て直しを図れるようになった。 

・エゴグラムを学んだことで、人と接する時の対応の幅が広がった。 

・研修で学んだことを活用することで、他人の行動、その背景が理解しやすくなった。  

（２社については、コロナ禍において、在宅勤務が主となっているため、事業所内の変化については、確認で

きていないとのことであった。）  
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そそのの他他  ・幅広く、興味深い内容を学ぶことができ、有意義であった。一番学びたかった認知再構成法の回について

は、欠席となったが、他の参加者の実践結果を共有し、それにより研修内容を知ることができたのでよか

った。 

・これから何を学んでいけばよいかということがわかった研修であった。 

・他企業の社員と情報交換や日頃の悩みを相談する機会はあっても、それに対するスーパーバイズを受けら

れる機会はなかったので、スーパーバイズを受けられたことがありがたかった。 

・他の企業の人の意見に触れるよい機会であったが、顔見知りが多いとやりにくい部分はある。全く知らな

い人との方がもっと自由に意見交換等ができたと思う。 

・研修を通し、その企業の障害者雇用や障害者の就労支援に対する考え方等に対する理解が深まった。 

・共通の学びを得たことで、同じ視点に立って話ができるようになった。 

・他者の支援者社員とのつながりが強くなった。 

・役員が参加していた企業があったが、経営陣と支援者社員が一緒に研修に参加するのはよいことだと思っ

た。また、「SSTを活用した人材育成プログラム」については、障害者社員と支援者社員が一緒に研修に参

加した試行があったが、同様に障害者社員とともに参加できる研修があるとよいと思う。 

・欠席者がいると、次回に復習の時間がとられたことが残念であった（そのため、全研修終了後のアンケー

トについての設問に対しては「どちらとも言えない」と回答した）。 

・（第5回の研修終了後のアンケート調査において、研修内容の業務への貢献度について「どちらとも言えな

い」と回答した理由を尋ねたところ）直接障害者を指導する立場にないため、（演習で実施した集団認知行

動療法を）活用する場面がないというからという回答であった。  
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第４章４節 SSTを活用した人材育成プログラムの概要 

１ SST  

SSTとは、“Social Skills Training”の略で、主としてコミュニケーションスキルをトレーニン

グする認知行動療法であり、社会生活を営む全ての人に必要かつ有益な訓練とされている。SST に

はいくつかの方法があるが、最も普及しているのは基本訓練モデルと呼ばれている方法である（図

表 資 22－１左）。基本訓練モデルによる SSTでは、目的・方法の説明、ウォーミングアップ、宿題

の報告の後、ロールプレイを用いた訓練を行う。ロールプレイを用いた訓練では、各メンバー（参

加者）の希望の実現、目標達成に向けた練習場面を設定し、予行練習のロールプレイ（ドライラン）

の後、リーダー、コ・リーダー、他のメンバーは、そのロールプレイにおいてよかった点（正）の

フィードバックを行った後、さらによくするための工夫として改善点を提示し、必要に応じ、リー

ダーや他のメンバーがその改善点を取り入れたモデルのロールプレイを行う。その後、ドライラン

を行ったメンバーが改善点を取り入れたロールプレイを実施し、最後に、改善点に焦点を当てた実

際の生活場面におけるスキルの活用が宿題として設定されるというのが基本的な流れとなる。 

 

図表 資 22－１ 基本訓練モデルとステップ・バイ・ステップ方式の SSTの流れ 

（出所）障害者職業総合センター（2013）より抜粋 

 

本研究では、障害者職業総合センター（2013）の調査研究をもとに、ベラックら（2005）による

ステップ・バイ・ステップ方式の SSTを採用した（図表 資 22－１右）。ステップ・バイ・ステップ

方式による SSTでは、対象者が訓練する技能（スキル）の内容をその場で選択する基本訓練モデル

とは異なり、SST の実施前に対象者に実施するアセスメント面接の結果をもとに、カリキュラムメ

ニューを作成する。また、基本訓練モデルでは予行練習として、対象者の普段のやり方によるロー

ルプレイが行われるのに対し、ステップ・バイ・ステップ方式の SSTでは、ロールプレイ前にスキ

ルを学ぶ意義の説明を行い、スキルをいくつかの要素に細かく分けたステップについての話合いが

行われる。その後、リーダーによる適応的なモデルを観察学習した後、各メンバーがロールプレイ

を実施する。なお、メンバーのロールプレイ以降の手順については、基本訓練モデルと同様の流れ
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となる。ステップ・バイ・ステップ方式の SSTを実施する際、スキルを細分化したステップを示す

ことは、認知機能障害のある者にとって学びやすさにつながり、障害者を支援する立場の者にとっ

ては、障害者の課題や指導のポイント等を把握しやすいというメリットがある（障害者職業総合セ

ンター, 2013）。 

 

２ SSTを活用した人材育成プログラム 

 SST を活用した人材育成プログラムは、障害者社員のコミュニケーションスキル及び支援者社員

の障害者支援スキルの向上を支援することを目的としている。 

SST の効果の指標とされるスキルの般化（ある場面で獲得された技能を、それ以外の場面でも使

えるようになること）のためには、SST 以外の場でも、SST のセッションや SST で保証されたコミ

ュニケーションの構造が一貫して維持されていることが重要となる。SST は、セッションにおける

学びと日常生活場面におけるトレーニングが一体となってはじめて効果を発揮するが、日常生活に

おけるトレーニングには支援者社員の支援が不可欠である（図表 資 22－２）。支援者社員が効果的

な支援を行うためには、障害者社員の障害特性を理解し、SST で実践されている支援方法を習得す

ることが必要となる。そこで、本プログラムは、支援者社員に対する障害者支援スキル向上のため

の研修（パートナー研修）を SST と並行して実施する構成となっている。SSTにて障害者社員はコ

ミュニケーションスキルを学び、パートナー研修にて支援者社員は障害者支援スキルを学ぶ。そし

て職場において、それぞれ学んだスキルのトレーニングを行い、相互作用的にスキルの向上を図っ

ていくことにより、互いの自己効力感も向上するという考えをもとにプログラムは構成され、調査

研究においてもその効果が確認されている（障害者職業総合センター, 2013）。 

 

研修での学びと日常生活におけるトレーニング

今日のスキル 講義＆解説・質疑
トトレレーーニニンンググ ききっっかかけけ＆＆

強強化化

ＳＳＳＳＴＴ
（（障障害害者者社社員員））

ﾊﾊﾟ゚ｰーﾄﾄﾅﾅｰー研研修修
（（支支援援者者社社員員））

スス
キキ
ルル
ＵＵ
ＰＰ

日日常常生生活活

スス
キキ
ルル
ＵＵ
ＰＰ

ココミミュュニニケケーーシショョンン
ススキキルルのの学学習習

障障害害者者支支援援ススキキルルのの
学学習習 ススキキルルトトレレーーニニンンググ

トトレレーーニニンンググ
ききっっかかけけ＆＆

強強化化
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図表 資 22－２ SSTを活用した人材育成プログラムが効果を発揮する仕組み 

３ 本研究における SSTを活用した人材育成プログラム 

 SST を活用した人材育成プログラムにはいくつかの実施方法があるが、本研究においては、障害

者職業総合センター（2016）が行った以下の方法を応用し、実施した。この方法は、SST を活用し

た人材育成プログラムの効果を維持、向上させるため、支援者社員による SSTの自主的、発展的運

営に対する事業主のニーズに応え、実施されたものである。この方法では、外部講師による SSTの

セッション（本セッション）に、支援者社員がリーダー、コ・リーダーとなり実施する SSTのセッ

ション（ブースターセッション）を加えた二段構えで実施する（図表 資 22－３）。 

具体的な手続きとしてはまず、本セッション開始前後に、支援者社員に対してその日の SSTのセ

ッションの解説、質疑応答等を実施する。本セッションのリーダーは研究員が、コ・リーダーは支

援者社員１名が担当し、それ以外の支援者社員は見学参加とする。本セッションの後、支援者社員

は自社の社員を対象としたブースターセッションを実施する。なお、本セッションの後、最初に実

施するブースターセッションには研究員も参加し、進行をサポートする。リーダー、コ・リーダー

以外の支援者社員は見学参加とし、ブースターセッションの前に実施する予行練習ではメンバー役

を担当する。 

ブースターセッションを加えたこの方法では、SST の基本構造（モデルの観察学習、ロールプレ

イの実践、フィードバックという一連の手続き）を、支援者社員のスキル向上を目的としたプログ

ラムに取り入れている。すなわち障害者社員がモデルのロールプレイを観察学習した後、自身もロ

ールプレイを行い、フィードバックを受けることにより、コミュニケーションスキルの向上を図っ

ていくように、支援者社員も本セッションにおける観察学習後、セッション及び日常生活場面にお

いて、障害者支援スキルを実際に用いる。その結果としての障害者社員のコミュニケーションスキ

ルの変化は、支援者社員に対するフィードバックとなる。加えて、ブースターセッション終了後に

は研究員及び見学参加した支援者社員からの正のフィードバックも行い、質疑応答を通して改善点

のフィードバックも行う。また、研究員が参加しないブースターセッションについても、次回の本

セッション前後の質疑応答等の時間において、各社における SSTの実施状況を確認し、それに対す

るフィードバックを実施する。このように、研修による学びと日常生活場面におけるトレーニング

の繰り返しにより、障害者社員のコミュニケーションスキルと支援者社員の障害者支援スキルの向

上をより効果的に支援する仕組みとなっている。 
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※ 黒丸は支援者社員、白抜き丸は障害者社員、網掛け丸は研究員を示す。 

  ブースターセッション（a）：本セッションの後、最初に実施されるブースターセッションを示す。 

図表 資 22－３ 本研究におけるプログラムの構成 
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今日のスキル

―――――
―――――

今日のスキル

―――――
―――――

研究員
（リーダー）

支援者社員
（コ・リーダー）

研究員
（補助）

支援者社員
（リーダー、
コ・リーダー）

障害者社員
（メンバー）

支援者社員
（見学）

今日のスキル

―――――
今日のスキル

―――――

自自社社でで実実施施すするるブブーーススタターーセセッッシショョンン（（ａａ以以外外））
（（支支援援者者社社員員ががリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーをを担担当当））

本本セセッッシショョンン前前後後にに実実施施
（（事事前前打打ちち合合わわせせ、、解解説説・・質質疑疑応応答答等等））

本本セセッッシショョンン
（（研研究究員員ががリリーーダダーーをを担担当当））

ブブーーススタターーセセッッシショョンン（（ａａ））
（（支支援援者者社社員員ががリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーをを担担当当））

1

２ ４

５

３

1

２
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研研修修にに関関すするるアアンンケケーートト  

 

研修にご参加いただき、ありがとうございます。 

さらなる研修の質の向上のために、参加者の皆様にアンケートを実施しております。 

お忙しいところ恐縮ですが、下記のアンケートにご協力いただき、ご意見をお聞かせ願えま

すと幸いです。 

 

 

１１．．今今回回のの研研修修ににつついいてて満満足足ししてていいまますすかか。。  

 

□ 大変満足   □ 満足   □ どちらとも言えない  □ やや不満   □ 不満 

 

２２．．今今回回のの研研修修にによよりり、、障障害害者者雇雇用用やや就就労労支支援援にに関関すするる理理解解のの深深ままりりやや広広ががりりははあありりまましし

たたかか。。  

 

□ あった          □ どちらとも言えない         □ なかった 

 

（（「「ああっったた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな変変化化ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

３３．．今今回回のの研研修修でで役役立立っったたとと思思わわれれるる内内容容をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ SST概論 

□（SSTの背景となる）社会的学習理論       

□ 認知機能障害                  

□ アセスメント面接                

□ ①研究員がリーダーを担当した第 1グループの SST 

□ ②支援者社員が担当した第 2グループの SST 

□ ①②の前後の解説及び質疑応答 

□その他（                              ） 

  

次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  

資料 23 

第４章第４節 調査票「研修に関するアンケート」 
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４４．．今今回回のの研研修修でで学学んんだだここととににつついいてて、、職職場場ででのの活活用用ははあありりままししたたかか。。  

 

□ 活用した   

□ まだ活用していないが、近い将来、活用を予定している  

□ 活用の予定はない 

 

（（「「活活用用ししたた」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））具具体体的的なな活活用用状状況況とと効効果果ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

具具体体的的なな  

活活用用状状況況  
  

活活用用ししたた  

効効果果 
 

 

（（「「活活用用のの予予定定ははなないい」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 活用する場面がない（なかった） 

□ 活用する時間がない（なかった） 

□ 活用したいがその方法や手順がわからない（わからなかった） 

□ 考え方は参考になるが、すぐには活用できない 

□ 活用する価値を感じない（感じなかった） 

□ その他（                                ） 

 

  

  次次ののペペーージジにに続続ききまますす。。↩↩  
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５５．．今今回回のの研研修修のの内内容容をを社社内内でで伝伝ええたたりり、、成成果果をを還還元元ししままししたたかか。。  

 

□ はい       □ いいえ 

 

（（「「いいいいええ」」とと回回答答ししたた方方ににつついいてて））そそのの理理由由をを教教ええててくくだだささいい（（複複数数選選択択可可））。。  

 

□ 機会がなかった 

□ 時間がなかった 

□ 内容を十分理解できていなかった 

□ 自信がなかった 

□ その価値を感じなかった 

□ その他（                             ） 

 

６６．．最最後後にに、、本本研研修修ににつついいててののごご意意見見・・ごご要要望望ががあありりままししたたららおお聞聞かかせせくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 差差支支ええののなないい範範囲囲でで、、おお勤勤めめ先先、、おお名名前前、、ごご連連絡絡先先をを教教ええててくくだだささいい。。  

おお勤勤めめ先先   

おお名名前前   

ごご連連絡絡先先  
TTeell::    

EE--mmaaiill::  

 

ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
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第４章第４節２ 全研修終了後のアンケート調査結果 

 

図表 資 24－１ 研修全体の満足度についての回答数及び回答割合（①） 

 大変満足 満足 
どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

満足度（n=6） 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

図表 資 24－２ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の変化 

についての回答数及び回答割合（②） 

 あった 
どちらとも 

言えない 
なかった 

研修による理解度

の変化（n=6） 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

図表 資 24－３ 研修で役立った項目についての回答数及び回答割合（③） 

 SST 概論 
社会的学習 

理論 
認知機能 

障害 

アセス 

メント 

面接 

①研究員が 

ﾘｰﾀﾞｰを担当 

した第1 

ｸﾞﾙｰﾌﾟのSST 

②支援者社員

がﾘｰﾀﾞｰを 

担当した 

第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

のSST 

①②の前後

の解説及び 

質疑応答 
その他 

研修で役立った 

項目（n=6） 

※複数回答 

4 66.7% 4 66.7% 5 83.3% 4 66.7% 6 100.0% 6 100.0% 4 66.7% 1 16.7% 

 

 

図表 資 24－４ 研修内容の活用の有無についての回答数及び回答割合（④） 

 活用した 

まだ活用していない

が、近い将来、活用

を予定している 

活用の予定はない 

研修内容の活用の

有無（n=6） 
6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

図表 資 24－５ 研修内容の成果の還元についての回答数及び回答割合（⑤） 

 はい いいえ 

研修内容の成果の

還元（n=6） 6 100.0% 0 0.0% 

 

  

資料 24 
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図表 資 24－６ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の具体的な変化についての 

自由記述回答（②-２） 

サポートする従業員、本社機能が充実し、団結力が高まった。 

ウォーミングアップの言動により、個々の障害特性が見えてくるということをお聞きし、仕事（作業）以外の場面でも、注意

して観察する意識を持つことができました。 

日々の業務指導について、個々の障害特性をしっかりと行ったうえで指導することの重要さを再確認することができました。

まだ、大きな変化は出ていないのですが、日常会話にSST を取り入れ、社員と話すことを意識しています。 

障害者社員の新たな一面に気づけたこと。 

障害者社員個々人との関わりの中で、本人の個性や特徴を考察することができた。指導員と障害者社員障害者社員の交流とし

ても意味があると思う。 

障害者社員の行動、言動に対して、より深く着眼点の持ち方と対応により、指導する幅が広がったこと。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 

 

図表 資 24－７ 研修内容の活用状況と活用の効果についての自由記述回答 （④-２） 

活活用用状状況況 活活用用のの効効果果 

教育制度として取り入れた。 ３年目以上の障害者社員にコミュニケーションスキルを学ぶ

機会を提供することができ、コミュニケーションについて話

す機会が増えた。 

いろんな人から話しかけられることが多くなった。 

上司と部下、同僚間など、コミュニケーションの場面で話の

内容だけでなく、スキル、ステップの習得・活用に着目する

ようになった。 

感覚的にコミュニケーションの得手、不得手を判断していた

が、そこに一つの基準となる目安ができた。今後、教育、育

成のポイントを考えやすくなった。 

社内講師を育成し、各事業所にて SST を実践する活動を行

っている。 

一部の事業所では、SST に対して、社員一人ひとりの意識が

高まり、自ら積極的に日常に SST を取り入れている様子が

見られる。結果、職場全体がすごくよい雰囲気になった。 

違う障害者社員に向けて同じ研修を実施した。 育成に一役買っていると思う。 

・受講した障害者社員は積極的にスキルを活用してくれてい

る。 

・指導員等の管理層も、SST を活用している障害者社員の姿

勢を認め、よい雰囲気づくりのきっかけとなっていると思う。 

・職場の雰囲気が明るくなった。 

・管理層と障害者社員のコミュニケーションが活発化した

（ハードルが下がった？） 

障害者社員のみで、清掃治具の活用と運用方法について、ミ

ーティングを実施しました。司会はSST 研修受講者で、ミー

ティングの進行を任せました。 

意見を出した障害者社員に対して、SST研修で学んだステッ

プを活用して、話の聞き方や、質問の仕方をうまく取り入れ

ていたので、今後も、障害者社員のみのミーティングを実施

していきます。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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図表 資 24－８ 研修全体に関する意見・要望についての自由記述回答（⑥） 

引き続きフォロー体制があると、継続しやすいと思いました。 

意見や要望は特にありませんが、ロールプレイを通し、メンバーの見えていなかった一面が見えたりと、いい機会になりまし

た。ありがとうございました。 

意見、要望ではなく、感想になるのですが、今回のSST を通じて、自分の日常会話や指導時の表現などを見つめ直す機会に

なりました。当初はSST の本質を理解することが難しかったのですが、周囲の協力にも恵まれ、何とか自分なりに解釈する

ことができ、安堵しております。今後は、社内にて積極的に普及活動を進めていき、社員が働きやすい職場づくりに励んでい

きます。ありがとうございました。 

今後も継続的に実施するにあたっての助言があればお聞きしたい。 

基本から様々なことを教えていただき、ありがとうございました。今回の研修会は４回で終わりましたが、職場のよい雰囲気

づくりのためには、普段からSSTで学んだことの活用を続けていくことが重要ではないかと思います。障害者社員だけでな

く、管理層を含めた全員が共通の理解を持って実践していくためにも継続的なSST の実施が有効ではないかと思います。 

まだまだ試行錯誤の段階ですが、よい職場づくりに役立てて行きたいと思います。 

事業所では、本セミナーの内容を教育していたつもりでしたが、やはり「体系的」に教育できていなかったと痛感しました。

本セミナーのように、「体系的」に教育することで、各障害者社員の理解した上での実践を通して、今後のさらなる成長に寄

与したいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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第４章第４節２ 全研修終了後のヒアリング調査結果 

 

図表 資 25－１ 支援者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・自分のコミュニケーションを楽に・円滑にするためのトレーニング。 

・コミュニケーションスキル（話す、聞く、伝える）を武器として活用できるようにするトレーニング。 

・本人の目標を達成するために行うコミュニケーションスキルのトレーニング。 

・実践的なコミュニケーションに関する研修で、座学には限界のある障害者には有効なOJT的な研修。 

・理論を実務に落とし込んでいくことができる研修。 

・メンバーとともにリーダー、コ・リーダーがコミュニケーションを高めていくことができる研修（一番成長

できるのはリーダー）。理論を学び、実践トレーニングができる有効な訓練で、同じ目標に向かって全員が向

かっていくことが重要。 

・障害者社員と支援者社員をともに育てていくことができる研修。 

・コミュニケーションスキルのトレーニング。 

障障害害者者支支援援ににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・相手をよく観察し、よいところを見つけ、それを強化すること。 

・相手のよいところを見つけ、具体的に褒めること。 

・個人の特性（どういったところに「生きにくさ」を感じるか）を理解すること。 

・相手が何を伝えたいかを、まず聞くこと（積極的な傾聴）。障害特性を理解すること。 

・学んだことを実践させること。強化すること。 

・認知機能障害に配慮すること。支援者社員が共通認識を持って支援すること。 

SSSSTTののリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーととししててのの自自身身及及びび他他者者のの変変化化  

・（自身）最初はメンバーのロールプレイに対するフィードバックが思いつかず、引き出しも少なかったが、

２、３回目になると，リラックスしてきたからか、定型的な文言ではなく、ゆとりをもったフィードバック

ができるようになったと同時に視野も広がった。（他者）最初は緊張・プレッシャーを感じているようで台本

どおりの進行であったが、セッションを重ねる中で慣れていき、自分の頭で考えた言葉でセッションを進行

できるようになっていた。もともとコミュニケーションスキルの高い人であったが、回を重ねる中で、その

バリエーションが増えていった。 

・（自身）メンバーの反応に対し、臨機応変な対応ができるようになっていった。（他者）進行が的確になり、

理解させながらも上手くまとめる運営ができるようになっていった。 

・（自身）難しさは拭えないが、回を重ねる中で、メンバーの小さな変化に気づくことができるようになった。 

（他者）メンバーの反応により、自分の対応を微調整できるようになった（台本どおりではない対応ができ

るようになった）。説明にアレンジが効くようになり、グループに応じた進行が行えるようになった。 

・（自身）指導計画を自分なりに咀嚼し、グループに応じたアレンジができるようになってきた。（他者）回を

重ねるごとにスムーズに、流暢に進行していくことができていた。 

・（他者）回を重ねるごとにスムーズに進行できるようになり、メンバーのロールプレイに対するフィードバッ

クのバリエーションも増えていった。 

・・（自身）メンバーの反応に敏感になり、それに対応できるようになった。（他者）自分の言葉で話ができるよ
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うになった。 

 
  

メメンンババーー（（障障害害者者社社員員（（MM11～～MM55））））のの変変化化  

（M1～M5の変化については、図表 資25－３に記載）  

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・障害者社員を評価するときの一つの基準を持つことができ、よいところ（強化のポイント）を探しやすくな

り、褒めるという行動が増えた。これまで、仕事をしながら障害者社員の話を聞くことがあったが、話を聞

くときは手を止め、相手に視線を向けるようになった。障害者社員は程度に差はあるが、それぞれがSSTで

伝えられたコミュニケーションスキルを使う際のポイントを意識して話をするようになった。 

・よいところを見つけ、褒める回数が増えた。メンバーは自ら積極的に話しかけるようになり、同僚、上司と

コミュニケーションが増えた。 

・メンバー個人それぞれが人の話をよく聞くようになり、意見交換が活発になった。 

・障害特性等のアセスメントの方法、質問を促すための話し方の工夫についての理解が深まったことで、スム

ーズに面談を行うことができるようになった。支援者社員は日々の練習の支援を積極的に支援し、褒めると

いう行動が増えた。障害者社員の中には、家庭でも学んだスキルを活用している人もおり、積極的にコミュ

ニケーションをとる場面が増えた。 

・「相手の気持ちを汲んだ上で自分はこう思う」というコミュニケーションの取り方になった。障害者社員との

コミュニケーションに苛立ちを覚えることもあったが、障害の特性を理解し、「何を伝えたいか」を考えるよ

うになったことで、理性的に接することができるようになった。メンバーはスキルを活用する際の声の大き

さ、視線の合わせ方を意識してコミュニケーションをとることが増えた。 

・積極的傾聴のスキルを意識して使うようになった。家庭でも子どもの無邪気な反応に傾聴のスキルで対応で

きるようになった。支援者社員は学んだスキルを積極的に学んだスキルを活用し、障害者支援にあたるよう

になった。 

・コミュニケーションをテーマとし、人と話をすることが多くなった。支援者社員は総務部で自分が担ってい

る役割を理解し、自分を頼ってくれることが増えた。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・家庭生活においても、子どものふとした行動の変化に目が行くようになり、関係がよくなったように感じる。

障害者社員は指導員に話しかける際の恐る恐る感が減ったように感じる。研修を受講していない指導員も、

「ありがとう」という言葉で終わらず、良かった点を伝え、強化（褒める）することが増えたことにより、

職場内のコミュニケーションが活性化した。他事業所の支援者社員との結び付きが強くなった。 

・プライベートでもスキルを使い、効果を感じている。経験で培ってきた支援方法の裏付けとなる理論を学ん

だことで、視野が広がり、ゆとりをもって人と接することができるようになった。 

・支援者社員間のコミュニケーションが増え、関係が深くなった。 

・家族に対しても自分の気持ちを伝えられることができるようになり、理解してもらえるようになったことで、

トラブルが減った。また、職場でも気持ちのよいコミュニケーションが増えた。 

・相手のよいところを褒める、相談しやすい雰囲気をつくる、修正のフィードバックなど、職場だけでなく、

日常生活の子育て等にいかせていると感じる。職場内のコミュケーションの齟齬が少なくなり、気持ちよく

仕事ができるようになった。 

・支援者社員と総務の結びつきが強くなり、一体となった支援ができるようになり、ともに研修を受け、共通

の知識を得たことで、会話がしやすくなった。障害者社員と支援者社員のコミュニケーションが増えた。 
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図表 資 25－２ 障害者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル１１  

（（反反応応））  

SSSSTTのの満満足足度度ににつついいてて（（５５段段階階評評定定））  

「大変満足」「満足」「どちらでもない」「不満」「大変不満」の中から全員が「大変満足」を選択  

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・ソーシャルスキルトレーニング。先輩社員として活躍できるスキルを学ぶ。 

・お願いごとをしたり、社会人として人付き合いに必要なスキルを学ぶ。 

・自分の生活に役立つ（コミュニケーションがとりやすくなる）訓練。 

・人とのコミュニケーションを学ぶ。 

・自分の考えや用件の伝え方を学ぶ。 

ココミミュュニニケケーーシショョンンににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・視線や体の向きを相手に向けること。 

・視線の合わせ方、相手の話を聞くときのキーワード復唱。どのようにしたら自分の求めているこ

とを聞き出せるか。 

・視線、表情、話し方の工夫。相手と自分の気持ちを伝えられるようなコミュニケーションを心掛

けること。 

・シンプルに伝えること。 

・相手の目を見ること。相手との距離。 

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・すらすらと話すことができるようになった。表現力が豊かになった。相手のよいところを見つけ

ようとするようになった。頼みごとや指示を出すときにスキルを使えるようになった。相手にも

自分の気持ちが伝わるようになった。弟を起こす時など、日常でもSSTで学んだスキルを使う

ようになった。指導員（支援者社員）は気持ちを伝えられた時などには褒めてくれ、それによっ

て、継続のモチベーションが上がった。他のメンバーも作業のミスを注意するときに視線に気を

付けるなどスキルを使っている。 

・相手を尊重したり、受け入れられるようになった。質問するようになった。指導員（支援者社員）

は言葉使いが良くなった、声の調子がよかったと褒めてくれることが多くなった。 

・いろいろな人に話しかけられるようになった。職場で声をかけたり、指示をだしたりしやすくな

った。職場以外でも、いつもより明るく話すように心がけるようになった。指導員（支援者社員）

の話し方がわかりやすくなり、SST で学んだスキルを活かしていると感じる。アドバイスや褒

めてくれることも多くなった。 

・作業指示をシンプルに伝えられるようになった。頼みごとのスキルを役立てている。後輩にも「相

手をほめる」スキルを使って、意識して気持ちも伝えるようになった。指導員（支援者社員）は

「頼りになる」との評価を多く与えてくれるようになった。 

・相手の顔を見るよう心掛けるようになった。コミュニケーションをとることが増えた。相手の話

を最後まで聞けるようになった。作業の内容がしっかり理解できるようになり、後輩にも仕事を

わかりやすく教えることができるようになった。指導員（支援者社員）も「笑顔が増えた」等の

評価をしてくれるようになり、指導員も以前より明るくなった。 

※ 障害者社員がそれぞれの変化について行った自己・他者評価は図表 資25－３に記載。 
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レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・同僚が以前よりも頼ってくれるようになった。周りのメンバーも積極的にコミュニケーションを

とるようになった。昼休みにも話すようになった。事業所の雰囲気がよくなった。 

・頼みごとを断られたときのバックアップスキルを学んだことで、頼み事がしやすくなった。メン

バーと親しく話せるようになり、コミュニケーションの幅が広がり、事業所以外の人とも話せる

ようになった。SST 未受講者もコミュニケーションが活発になり、上司とのコミュニケーショ

ンも増え、職場が楽しくなったと感じる。 

・周囲の人がたくさん話しかけてくれ、うれしいと感じる。賑やかになり、職場の雰囲気も明るく

なった。 

・褒められることで余裕が生まれた。訪問看護に来るヘルパーや家族に「コミュニケーションが上

手にとれるようになった」と言われた。後輩社員から話しかけられるようになった。職場内のコ

ミュニケーションが増えた。 

・自分なりに表現することに自信がついた。コミュニケーションが増えた。職場が明るく、良い雰

囲気になった。 
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図表 資 25－３ 研修実施前後の自身及び他のメンバーの変化 

被評価者 

評価者 
Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ Ｍ５ 

Ｍ１ 

すすららすすららとと話話すすここととがが

ででききるるよよううににななっったた。。  

表表現現力力がが豊豊かかににななっったた。。  

相相手手ののよよいいととこころろをを見見
つつけけよよううととすするるよよううにに

ななっったた。。  

視線を向けて、話しかけ

てくれる頻度が増えた。 

目線などに気をつけて、

作業のミスの指摘などを
してくれるようになっ

た。 

しっかりスキルを使って

いた。 

作業について質問した

り、話しかけたりしてく
れるようになった。 

Ｍ２ 
以前は会話が途切れがち

だったが、なめらかに話
すようになった。 

相相手手をを尊尊重重ししたたりり、、受受けけ

入入れれたたりりででききるるよよううにに
ななっったた。。質質問問すするるよよううにに
ななっったた。。遠遠慮慮気気味味だだっったた

がが、、「「駄駄目目ででももととももとと」」とと
頼頼みみごごととががででききるるよようう
ににななっったた。。  

ババッッククアアッッププススキキルルをを

学学んんだだおおかかげげでで、、頼頼みみ事事
ががししややすすくくななっったた。。  

無口だったが、自分から

話すようになったと感じ
る。 

頼み方（表情、落ち着い

た言い方）が上手くなっ
た。 

遠慮がちだったが、積極

的になった。話せる人が
少なかったが、ＳＳＴを
経て増えた。自信が顔に

表れていて、頼もしいと
感じる。 

Ｍ３ 
もごもごして暗い印象だ

ったが、表情が明るくな
った。 

言葉の使い方（口調）を

意識しているように感じ
る。 

いいろろんんなな人人にに話話ししかかけけ

らられれるるよよううににななっったた。。  

話している内容がわかり

やすくなった。 

暗い印象だったが、いろ

んな人とコミュニケーシ

ョンをとるようになった
と感じる。 

Ｍ４ 
指示が途切れ途切れにな

っていたところが、スム
ーズになった。 

口調が荒かったが、ソフ

トになった。 

他の人とコミュニケーシ

ョンをとるようになっ
た。 

以以前前ははやややや雑雑だだっったた指指

示示がが、、丁丁寧寧ににななっったた。。  

ネガティブな印象だった

が、自信がついて前向き

に、明るくなったように
感じる。 

Ｍ５ 話し方が明るくなった。 話し方が優しくなった。 
積極的に話しかけてくれ

るようになった。 

班長らしくハキハキと話

すようになった。 

相相手手のの顔顔をを見見るるここととをを

心心ががけけるるよよううににななっったた。。
ココミミュュニニケケーーシショョンンをを
ととるる機機会会がが増増ええたた。。自自分分

ななりりにに表表現現すするるここととにに
自自信信ががつついいたた。。  

支援者 

社員ａ 

一番変化を感じている。

来客者に挨拶をすること
すら難しかったが、今で
は作業説明等も行うこと

ができている。自信をも
って積極的にコミュニケ
ーションをとるようにな

り、同僚や上司とスムー
ズに話ができるようにな
った。 

意識してソフトな話し方

をするようになったこと
により、人から話しかけ
られることが増えた。 

特定の人としか話をしな

かったが、いろいろな人
と話をするようになっ

た。休憩時間に雑談を楽
しめるようになった。 

相手に合わせた話し方が

できるようになった。自
信を持って指示等を出せ
るようになった。 

視線を合わせて話ができ

るようになり、表情も明

るくなった。また、人と
の距離を意識してコミュ
ニケーションをとるよう

になった。 

※太字は自己評価 
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第４章第４節３ 「SSTを活用した人材育成プログラム」を活用した提案型事業主支援の試行Ⅱ-Ⅱの前

に実施したワークショップについて 

 

１ ワークショップ参加者 

ワークショップについては、Ｋ社からの広報に対し、応募のあった障害者雇用事業所４社の支援者社

員 10名と教育機関の職員１名の計 11名を対象として実施した。５社の概要等については図表 資 26－

１のとおりである。 

 

図表 資 26－１ ワークショップ参加企業の概要等  

企業ＩＤ K社 Ｌ社 Ｍ社 Ｎ社 Ｏ社 

産業分類 情報通信業 酒類製造業 
輸送用機械器具 

製造業 

その他の事業 

サービス業 

社会保険・社会福祉 

・介護事業 

従業員数 

(うち障害者数) 

２９名 

（24名） 

597名 

（16名） 

358名 

（４名） 

226名 

（186名） 

13名 

（３名） 

設立年 2012年 1949年 2017年 1985年 2016年 

備考 
特例子会社 

 
  特例子会社  

試行協力者数 4名 1名 1名 2名 2名 

 

２ 実施方法 

 2020年 12月に２時間のワークショップを実施した。 

研修資料については、「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー～パートナー研修資料集

～」（障害者職業総合センター,2013）に追加の資料を加え、作成した。研修においては、まずは受講者

に SSTをメンバーの立場で体験してもらい、次に、SSTについての講義を実施した。講義においては、

SSTについての概論、SSTの背景となる「社会的学習理論」、精神障害者、発達障害者、知的障害者、高

次脳機能障害者等に共通してみられる「認知機能障害」等についての説明を行った。最後に、2011年度

～2015年度にかけて実施した「SSTを活用した人材育成プログラム」に関する研究の成果をもとに、本

プログラムの効果等についての講義を行った。 

 

本試行の実施については、ある障害者雇用企業団体が開催したセミナーにて「SSTを活用した人材

育成プログラム」のことを知り、これを自社のみならず、地域の障害者雇用事業所に普及させること

で支援者社員の人材育成を図り、地域の就労支援力の向上を目指したい、また、この取組を活用し、

地域の就労支援ネットワークづくりに役立てたいというＫ社の事業主のニーズがきっかけとなった。

この事業主には、研修プログラムを事業主の指示による開催といったトップダウン式ではなく、支援

者社員のニーズに基づくボトムアップ式で実施したいというニーズもあった。そこで、まずは、「SST

を活用した人材育成プログラム」を地域の就労支援ネットワークの中で実践したいという支援者社員

のニーズを引き出すためのワークショップ形式の研修を実施した。以下、そのワークショップについ

て記載する。 
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３ 実施結果 

 研修終了後、Ｋ社の支援者社員によるワークショップ参加者に対するアンケート調査が実施された。 

アンケート結果によると、ワークショップ・講習の内容について「理解できた」が９名、「どちらかと

言えば理解できた」が２名であった（図表 資 26－２）。また、参加した 11名全員が SSTを「興味深い」

と感じ、「SST を活用した人材育成プログラム」を８名が自社で「単独でも展開したい」、３名が「合同

で展開したい」と回答した。また、「所属団体に導入希望された理由（課題と期待される効果）」につい

ての自由記述には、本プログラムの障害者社員及び支援者社員の人材育成に対する効果、他企業との学

びの機会への期待等に関する記述が見られた（図表 資 26－３）。また、「（SSTは）本人が望んだ上で実

施することに意味があると思う」という SSTを希望志向的に実施することの重要性、「（ほめる行動（強

化）と反復学習を）日頃の支援の中でも即実践していきたい」、「『お互いを評価し合う（相手の行動を強

化する）』ことで、良い職場環境（雰囲気）になる」といった SSTの背景となる社会的学習理論に関する

こと等に関する記述も見られた。 

この結果を受け、Ｋ社の支援者社員より、ワークショップ参加者の総意により、「SSTを活用した人材

育成プログラム」を活用した提案型事業主支援を、地域の障害者雇用事業所を対象として実施したいと

の申し出があり、事業主の希望どおり、支援者社員のニーズに基づく「SST を活用した人材育成プログ

ラム」を活用した事業主支援を実施することとなった。 

 

 

 

図表 資 26－２ ワークショップ終了後のアンケート結果 

 

  

9, 
82%

2, 
18%

ワークショップ・講習内容

理解できた

どちらかといえば理解できた

どちらかと言えば理解できなかった

理解できなかった

11, 
100%

SSTへの興味

理解できた

どちらかといえば理解できた

どちらかと言えば理解できなかった

理解できなかった

8, 
73%

3, 
27%

今後の展開

理解できた

どちらかといえば理解できた

どちらかと言えば理解できなかった

理解できなかった
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図表 資 26－３ ワークショップ終了後のアンケート結果 

 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 

所属団体に導入希望された理由（課題と期待される効果）

1
教育指導の現場では利用者のみでなく保護者、地域の方々（支援者としての立場でも）との高いコミュニケー

ションが必要と考えます。
是非教育機関の研究会として実施できればと思います。

2
創業四年目の若い会社です。障害者雇用もスタートしたばかり。

障害者雇用のみならず、一般の社員にも非常に成長の機会をえることができるプログラムと感じたため。

3
トレーニングすることで、伸ばしていく方がいると感じましたので、支援者としてまず学びたいと思いまし

た。プラス、よりよい職場環境になると期待しました。

4
発達障がいの子ども達が多く通所する施設の中で、指導スタッフも様々な知識をつけ、それを日々子ども達へ

のレッスンに取り入れていきたい。
その為に学習する機会があれば参加し合同で進めていきたい。

5
支援するスタッフに学んでもらいたい内容のため平日日中での開催を希望します。本日はありがとうございま

した。

6
大変興味深く、勉強になる研修でした。今回の様に他社の方と学ばせていただくのも貴重ですし、会社として

も学びが大きいと思います。
今回の様な機会がありましたら、ぜひ参加させて頂きたいです。本日はありがとうございました。

7
様々な障害の方がおり、コミュニケーションによる問題も多く発生していることと、

支援者（本人だけでなく）も　というところが、自社でも（多人数のため）実施できるとよいと思いました。

8
他企業様の支援の方と意見交換しながらトレーニングを進めさせていただけると、より学びも深まるのではと

思いました。

9
大変勉強になりました。社内でも日頃の支援の中でも即実践していきたいと思います（褒める行動と反復学

習）。ゆくゆくは社内でもSST講習を運営していけるよう今後もこういった学びの機会を継続できるとよいと
感じました。ありがとうございました。

10

現状コミュニケーションに課題感のあるメンバーが複数いるため。ただし研修でもあったように本人が望んだ

上（アセスメント面談）で実施することに意味があると思うので、その認識をしていくことが必要だと感じ
た。実際のワークショップでの「お互いを評価し合う」ことで、よい職場環境（雰囲気）になることを期待し
たい。

11
他社もとても興味を持ってくれていたので、希望があれば合同で展開し、当該地域の障害者雇用の強化ととも

にネットワークを広げたいです。
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第４章第４節３ 全研修終了後のアンケート調査結果 

 

図表 資 27－１ 研修の満足度についての回答数と回答割合（①） 

 大変満足 満足 
どちらとも 

言えない 
やや不満 不満 

全体 

（n=13） 
11 84.6% 2 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

図表 資 27－２ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解の深まりや広がりについての 

回答数と回答割合（②） 

 あった 
どちらとも 

言えない 
なかった 

全体 

（n=13） 
12 92.3% 1 7.7% 0 0.0% 

 

図表 資 27－３ 研修で役立った項目についての回答数と回答割合（複数選択形式）（③） 

 SST概論 

（SSTの背景

となる）社会

的学習理論 

認知機能 

障害 

アセスメント

面接 

①SSTの本セ

ッション 

②SSTのブー

スターセッシ

ョン 

①②の前後の

解説及び質疑

応答 

その他 

全体 

（n=13） 
7 53.8% 5 38.5% 2 15.4% 5 38.5% 11 84.6% 7 53.8% 12 92.3% 1 7.7% 

講義 

参加 

（n=10） 

7 70.0% 5 50.0% 2 20.0% 5 50.0% 8 80.0% 4 40.0% 9 90.0% 1 10.0% 

※ 13名中３名は、「SST概論」、「社会的学習理論」、「認知機能障害」、「アセスメント面接」の４項目を

取り扱った講義に不参加であった。 

 

図表 資 27－４ 研修内容の活用についての回答数と回答割合（④） 

 活用した 

まだ活用していないが、近い

将来、 

活用を予定している 

活用の予定はない 

全体 

（n=13） 
10 76.9% 3 23.1% 0 0.0% 

 

図表 資 27－５ 研修内容の社内への還元についての回答数と回答割合（⑤） 

 はい いいえ 

全体 

（n=13） 
11 84.6% 2 15.4% 
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図表 資 27－６ 研修による障害者雇用や就労支援に関する理解度の 

具体的な変化の内容についての自由記述回答（②-２） 

今までは、こちらから予測して、前もって対応をしていたが、それでは本人の根本的な困りごとへの解消には

至っていないと気づいた。今後は、様子がおかしい、何か困っているのかなと感じても、まずは相手の出方を

見守ろうと感じました。 

障害別にどのような点で困り感があるのか、スキルが足りていないのか、について具体的にご説明いただける

ことで、自身の面談時の問いかけ方や上司への依頼の仕方などが変わってきたと感じている。 

また、沈黙の意味を知ることの重要性を学んだ。本人に問いかけることやどこまでも待つ姿勢を見せることで

発言・行動を引き出せることなど、つい先回りして助けてしまいがちな点を意識でき、修正するきっかけにな

った。 

支援をする際に、何でも手取り足取りしてあげるのもよくないとは思っていたが、その加減がわからなかっ

た。何かを支援するときや教えるときに、それをするとどう役に立つのかなどをしっかり定義づけすること、

役立つと思えるように導くことが大事なのだと気付きました。 

強化、評価する方法が理解、意識することで障害者が、いきいきと成長する姿が見られた。 

挨拶や業務上のコミュニケーションの向上ができた。 

障害のある方との関わりにおいて、つい先回りしてフォローしがちだが、自分の言葉で伝えていただくこと、

それができるようにきちんと待つことが大切だと知り、できるだけ関わりの中で待つようになりました。 

私自身、障害のあるメンバーが抱えるコミュニケーションの難しさについて、「それが特性なんだ」と思いこ

み、そこを強化しようという意識が薄かったように思います。今回、 SST セミナーに参加させていただき、

まずは障害のあるメンバー本人が自らのコミュニケーションの課題を知り具体的に取り組んだことで、変化・

成長がみられ、私の思い込みがとても勿体ないことだったのだと気づかされました。 

人と話をすることが苦手なメンバーが、人前に立って業務を教えられるようになったことに大きな変化を感

じました。 

障害者の方へ業務指示や業務における間違いを正す際に、1つ依頼をするときには、1つよいポイントを付け

て依頼や間違いを正すようにした。 

1つよいポイントを付け足すことによって、業務管理をするうえで、障害者の方をよく観察するようになり、

障害の特性や個々人の理解が深まった。 

弊社は障害者の就業を目指し、学童期の年齢からの就労に向けて日々活動をしていますが、大人の障害のある

方がどのようなことに課題を持っているのか、またそれに対してどのような支援をしたら良いのか等を学ぶ

とてもよい機会になりました。 

就労後においても、SST に取り組むことで、その方の課題が明確になり、また本人も課題を自覚し、改善し

ようとする意識が芽生えていくことが実践を通して、気づけた。 

頼みごとをする、相手の気持ちを受け入れることのSSTを受け、自分も相手もお互いが気持ちよくコミュニ

ケーションを図るためのスキルを意識して活用することができ、職場での円滑な行動ができるようになった。

自分が実践して感じたことを踏まえて、支援する側として、どのように障害者に伝えることで理解が深まるか

という方法を具体的にイメージすることができ、支援に広がりができた。 

何のためにSSTで学んだのか（SSTの必要性）を念頭に置いて、会話や働きかけを行うようになりました。

また夢（将来のなりたい姿）を共有しながら仕事をするようにもなりました。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 

  

− 265 −



 

- 266 - 

 

図表 資 27－７ 研修内容の具体的な活用状況と活用の効果についての自由記述回答（④-２） 

活活用用状状況況 活活用用のの効効果果 

自分自身が社員に対して研修を行う際に、「言い切りの

かたち」を意識して話すようにした。実際使ってみる

と思っていたより難しく、普段自分がいかに「言い切

りのかたち」を使えていなかったかが実感できた。 

「～だと思います」「～だと感じています」といったか

たちで終わるのではなく、言い切ることによってより

強調することができ、必要なことなんだ、そうしてい

くべきだと感じていただけたかなと思いました。 

社内でもブースターセッションを行うことで、コミュ

ニケーションスキルを学ぶ機会になった。また、それ

に伴う面談等も定期的に行うことができた。 

視線や仕草、声のトーンなどを意識しての言動が増え

た。 

参加メンバーの意識や姿勢の変化 

例：受動的なコミュニケーションをする人が能動的な

コミュニケーションも少しではあるが、できるように

なった。 

何を聞いても「わからない」または無言だったが、部分

的にではあるが皆の前で発言できるようになった。 

声のトーンなどを意識することで、伝わり方が異なる。

（疲れている時こそ口角を上げて笑顔を意識！など実

践中です） 

SSTのセッションを受けたスタッフが事業所にて、利

用者さん向けにSSTのセッションを実施した。 

支援者へ話しかける時のサインや、人に気持ちを伝え

る時の手順の踏み方などを理解して実践する人が出て

きた。また、支援員が改善を促すときも「SSTでもや

ったことある事かな？」と話をするきっかけとなって

いる。 

障害者と会話するときに、「強化」を意識したコミュニ

ケーション。 

強化した行動は喜んで繰り返すようになった。 

日頃の障害者社員との関わりにおいて、「待つ」ことと

「強化する」ことを取り入れるようにしています。 

特に「強化」に関して褒められた分同じ行動が増える

様子が見られるなどの効果を感じています。 

社内での SST 研修はまだ実施できていませんが、日

ごろのコミュニケーションの中で、即時フィードバッ

クやグッドモデル・バッドモデルの実演をやってみま

した。 

例）相手が仕事中にあまりよくない声掛けの仕方をし

た 

⇒私がグッドモデル・バッドモデルを実践し本人も実

践。即時良かったところを褒め、強化した。 

即時にフィードバックをもらうことで、「この行動が良

かった」と具体的に理解し、次に質問する際には意識

した行動ができていました。 

SST で相手を褒めるときに具体的にどこがよかった

のか相手に伝える点を現場で実践した。事業所では、

帰りの会で子どもたちに「１日頑張ったことや楽しか

ったこと」を答えてもらう場面がある。 

そこでは、いつも「すごい」などの抽象的な一言と拍手

をするだけで終わってしまっていたが、一人ひとりに

対して具体的にコメントを伝えるようにした。 

頑張ったことに対して、みんなの前で先生から具体的

にコメントをもらい褒めてもらうことで子どもたちの

肯定感も上がっている様子だった。 

また、スタッフが「〜くんの〇〇がよかったね」と伝え

ると、周りの子どもたちも「そうだね」等と共感する姿

も見られ、褒められた子どもはより嬉しそうにする姿

が見られた。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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活活用用状状況況 活活用用のの効効果果 

• セミナーでスタッフが学んだことをいかし、就労移

行支援事業所および放課後等デイサービスにおいて、

SST研修の実施を行った。 

• 講師からの日々の言葉がけに関するアドバイスに

ついて、スタッフ間でその意図と共に共有し、日常の

場面でいかせるようにした。 

・スタッフが、より生徒の特性を把握した上で、感情

的になることなく、言葉がけをしようという意識が強

まった。 

・生徒に対しての効果は、日常の中で目立って見えて

きているものはまだないが、研修の間では、お互いの

プラスの気持ちを伝え合うことで、互いの関係性にプ

ラスの効果が見られた。 

• 相手からフォローや手助けをしてもらったときに

きちんと感謝の言葉と、具体的な気持ち（助かった、嬉

しかったなど）を伝えるように心がけた。 

• 相手に頼みごとをする際に、状況にもよるが、「～

お願いできますか？」ではなく、「～お願いします。」

と断定した表現を活用している。 

相手とのコミュニケーションが以前よりもスムーズに

進んでいるように感じている。そのことにより、自分

自身も自信がついてきて、より積極的な関わりや業務

への取組ができている。 

職場研修時の緊張緩和や脳活性化を意図して、開始時

に習ったゲームを実施。管理スタッフへの情報共有を

行い、日報に「褒めた回数」「褒められた回数」を今年

度半期10月より導入。 

参加した障害のあるメンバーは終了後も引き続き学ん

だことを実践しており、他者への話しかけを努力して

いることと、視線を合わせたり、笑顔が多くなったと

感じる。 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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図表 資 27－８ 研修全体への意見や要望についての自由記述回答（⑥） 

現在の業務状況等ですぐにいかせるものではなかったのですが、タイミングを見て活用したいと思う内容、現

在私が実施している内容やキャッチボールで問題ないと自信がついた部分があり参加でき良かったです。 

指導する必要があるときに良い評価を伝え続けることが難しい部分もあるのでまだチャレンジは続いていま

す。 

第４回からの参加となりましたが、障害者への活用方法はもちろん自分自身も活用できることがたくさんあ

り、学ぶこともたくさんあり、同時に反省することもたくさん感じられた。セミナーで学んだことを従業員へ

広める活動を今後も継続して行っていきたいと思います。 

今回の研修を社内でも広めていきたいが、難しさも感じている。多くの社員に知ってほしいと思っている。（自

身のスキルアップが必要） 

全５回のセミナーに参加させていただき、メンバーの変化が目に見えてわかり、そのとき一瞬ではあっても、

人は常に成長や変化ができるのだと強く感じました。 

その変化を常態化できるような働きかけについて、実践させてもらえるとても貴重な学びの時間をいただい

たと思っています。 

途中からの参加でしたが、参加させていただいて様々な学びがありました。今後就労移行として、社会に出て

働いていく人たちの支援をする中で、SST のセッションでやったような事が訓練時に既にできていると強み

になると感じました。 

オンライン受講時には、カメラの画角が、先生や受講者の顔が見えるようになっていると音以外の状況も把握

して掴みやすいので助かります。 

障害者雇用、支援にとても役立つ知識が身につきました。 

悪いところではなく、良いところに目を向けて関わることは、障害者雇用以外にも必要なことなので、今後の

マネジメントにもいかせると感じています。 

SSTのセッションを今後の業務やスキルアップ研修時に取り入れられるように検討していきたいです。 

長期にわたり、SST のご指導をいただきありがとうございました。 

SST セミナーへの参加により、障害者社員のスキルアップはもちろん、支援者社員のスキルアップも実感す

ることができました。 

また、県内の障害者雇用をしている企業だけでなく、県外のSST を行っていらっしゃる企業ともつないでい

ただいたことで意見交換の幅が大きく広がり、学びや連携が深まったと感じております。 

今後もご指導いただいたことを日頃の支援の中でいかして、障害のある方が働きやすい会社を作っていきた

いです。 

SST 研修に参加させていただいた障害者の皆さんの変化を目の当たりにし、改めて大変有意義な研修をして

いただけたことに、とても感謝しております。 

リーダー、コ・リーダーとして 、私も SST 研修に参加させていただき、なかなか難しく、反省することが

多々ありましたが、 大変学びの多い時間でございました。 

また今後、自社でもSST 研修を実施したいと思います。 

濃密な研修をありがとうございました。 

研修で学んだことを社内でもいかし、メンバー一人ひとりがいきいき働けるよう力を尽くしたいと思います。 

今回のセミナーでは、弊社から障害者の参加はなく、支援者のみの参加であったが、支援者としての伝え方や

関わり方を学ばせていただいた。 

今後は、面談等の機会を通して、長期目標や短期目標を共に考え、働き甲斐を持って仕事できる環境づくりに

取り組んでいきたい。 

また、講師の障害者の方との絶妙な関わりや言葉がけが大変魅力的で、障害者の方がみるみる変わっていく様

子が見てとれた。関わりによってこんなに大きく成長できる様を観察できたことは、今後の支援者としてのモ

チベーションにもつながる。 
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弊社の都合上 1 回目のセミナーのみ現場で参加させていただき、その後は弊社スタッフより研修内容の共有

を受けておりました。 

自社では、小学1年生〜高校３年生を対象にSSTを行う中で、年齢、障害の特性に合わせてどのように進め

たらよいのか等課題がありましたが、今回のセミナーや実際にSST の様子を見ていただきアドバイスをいた

だいて、子どもたちへの声かけの仕方や SSTを指導する姿勢、また改めて SSTの概念について理解を深め

ることができました。 

今回、セミナーで学んだことを今後事業所の方でいかしていきたいと思います。 

障害者雇用における障害当事者、支援者両者の現場の課題を日々見られているからこそのアドバイスをたく

さんいただき、それがとても学びに繋がりました。 

オンラインで参加できるセミナー等がありましたら、ぜひご紹介いただけるとありがたいです。 

今回のセミナーを受講して、普段無意識に行っていることを意識して取り組むことができるようになったの

で、今後も学んだことを振り返り、実践しながら、仕事に反映していけるように取り組んでいく。 

オンラインでの参加環境も充実していけると、より学習の機会が増えていくと感じた。 

同内容のセミナーを開催される際には、新しい支援員等にオンラインで参加させていただく機会を頂戴でき

るとありがたいです。（講師から学んだ内容を寸分漏らさず伝える自信がまだありません） 

※ 誤字脱字、表記ゆれ、及び個人や企業特定の恐れのある記述については修正又は削除の上記載。 
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第４章第４節３ 全研修終了後のヒアリング調査結果 

 

図表 資 28－１ 支援者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・メンバーのコミュニケーションスキル、メンバーへの支援スキルの向上の場としても役立つもの。 

・障害のある方が職場でより働きやすくなるためのコミュニケーションのスキルを学ぶトレーニング。 

・コミュニケーションスキルを学ぶ研修。チームとして成長するための研修。 

・コミュニケーションスキルをトレーニングするための研修。（本人が意識しているか否かに関わらず）

苦手とする対人技能を訓練するもの。SSTは本人のストレングスを強化する上で重要。 

・個人の目標を達成するために行うコミュニケーションのトレーニング。 

・自分自身がストレスを抱えないための適切なコミュニケーションの方法を学ぶ場。 

・コミュニケーションの練習をする場。 

・社会に出るために最低限必要なスキルのトレーニング。 

・日常生活の中でコミュニケーションのスキルを学ぶことで、自分も相手も楽に、よい関係を築くため

のトレーニング。 

・コミュニケーションを円滑に進めるためのトレーニング。 

障障害害者者支支援援ににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・本人の強みを見つけ、それをポジティブに伝えること。とにかく体験してもらい、行動に対してフィ

ードバックをすることにより望ましい行動の獲得を支援していくことや、普段の細やかな強化。 

・自信を持たせることが重要だと感じた。 

・認めてあげることや、成功体験を積ませてあげることが重要だと改めて認識した。 

・何がよかったのか具体的に詳しく伝えること。 

・相手の行動の意味を理解し、対応すること。 

・褒め方、誘導の仕方、意見の聞き出し方。障害者支援では、ダメなものはダメだと言わなければ伝わ

らないということ、また、「なぜダメなのか」を自分の言葉で言えるようになる必要があるということ

を感じた。 

・できていることを褒めること。それぞれの発達に合わせた言葉掛けや、間を置くゆとり。 

・すぐに手を差し伸べてしまわず、待ってあげること。 

・すぐに支援の手を差し伸べるのではなく相手の反応を待つこと。 

SSSSTTののリリーーダダーー、、ココ・・リリーーダダーーととししててのの自自身身及及びび他他者者のの変変化化  

・（自身）メンバーの行動に対して「ありがとう」で済ませることなく、「ここがよかった」と具体的に

伝え、行動を強化できるようになった。（他者）話の内容が具体的になった。 

・（自身）すぐに褒めたり（即時フィードバック）、答えやすい質問の仕方をしたりということを意識す

るようになった。（他者）より自然にセッション自体を楽しむというか，余裕が感じられるようになっ

た。台本ではなく、心から思ったことを発言できるようになった。 

・（自身はリーダー、コ・リーダーは体験せず。）褒める＋更に改善点を呈示する（修正のフィードバッ

ク）ための考え方が早くなったと思う。人前で話すことに対する自信がついていった。 

・（自身）どうしても自分で説明しなくては、という意識が、参加メンバーに積極的に話してもらおうと

いう意識になった。（他者）メンバーの行動に細かく注意を払うようになった。 

・（自身）メンバーの行動に対して「ありがとう」で片づけず、「何がどうよかったのか」等を具体的に

伝えられるようになった。（他者）回を追うごとに会話が滑らかになり、話の内容がしっかりしてきた。

メンバーとの信頼関係もしっかりと築いていっていた。 

・（自身）最初は必死だったが、段々個々のメンバーを冷静に観察できるようになり、本セッションのア

ドバイスの仕方を参考に自分でアレンジして、それぞれに適切なアドバイスができるようになった。 

・（自身）メンバーの特性（個性）が回を追うごとに明確に感じられるようになり、それに応じて次のフ

ィードバックのポイントを絞ることができるようになった。 

メメンンババーー（（障障害害者者社社員員（（ＭＭ６６～～ＭＭ1100））のの変変化化  

（Ｍ６～Ｍ10の変化については、図表 資28－2に記載） 

 

  

資料 28 
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レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・障害者社員の小さな行動の変化に気づき、それを強化するようになった。他の支援者社員も同じく強

化をすることが増え、強化の仕方も具体的になった。もともと支援者社員の目標として、1日1回は

各障害者社員に話しかけるという目標があったが、話す内容がより具体的になり、話しかける回数も

増えた。障害者社員でも褒め合うことが増えた。 

・障害者社員の強みを見つけ、褒めることを意識して実践するようになった。支援者社員間の会話の中

でも「強化」という言葉が使われるようになり、障害者社員のよいところを見つけて支援者社員間で

共有し、お互いに強化していこうという意識が強くなった。 

・障害者社員の「よいところを探そう」という視点で関わろうとするようになった。 

・提案型の指導をするようになった。 

・「何がどうよかったのか」「何がどう駄目だったのか」を具体的に伝えるようになった。障害者社員は

褒められた時にそれに対する気持ちを笑顔で返せるようになった。 

・メンバーとして参加した障害者社員は白杖を持つようになり、自分の障害及びそれに対して望まれる

配慮等について話すようになった。 

・望ましい行動をとっている人を褒めることにより、問題行動をとる人の行動を変えていくよう働きか

けるようになった。他の支援者社員は具体的にポイントを絞った話をすること、できていない時に注

意するのではなく、できていることを褒めることが増えた。 

・相手の行動の意味を考えて、対応できるようになった。障害者社員は自己主張がきちんとできるよう

になり、視線や表情から自信が感じられるようになった。 

・障害者社員の特性を踏まえた対応ができるようになった。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・支援者社員間で、ネガティブな視点ではなく、ポジティブなことを伝えようという意識が共有でき、

同じ視点で話ができるようになった。 

・職場内のコミュニケーションが活性化した。 

・障害者社員との関係がより良好になったと感じる。障害者社員が褒められて嬉しそうにする場面が増

えた。支援者社員に相談することが増えた。事業所内では、褒める、感謝するということが活発にな

り、褒め合う文化が形成されていったと感じる。 

・自身が具体的に話をすることにより、障害者社員が同じ間違いを繰り返すことが少なくなった。また、

こちらが積極的に話しかけることで、障害者社員からも話しかけられることが増えた。職場内のコミ

ュニケーション、笑顔が増え、職場全体が明るくなり、活性化した。 

・家庭では、妻の子どもに対して「褒めて伸ばす」関わり方に足並みをそろえた関わり方ができるよう

になった。支援者社員の、障害者社員のよいところに目を向け、それを強化する（褒める）というプ

ラスの関わり方の頻度が増えた結果、障害者社員全体、職場全体のコミュニケーションが向上した。 

・ SSTのセッションを参考に、職場のメンバーに対しても指導がしやすくなった。障害者社員がその

提案を受け入れ、自らの行動を改善してくれるようになった。職場内のコミュニケーションが増えた。 

・研修を受けた先輩社員がアドバイスをくれるようになった。褒められることによって、デイケアで支

援している子どもたちの行動やデイケアの雰囲気が変わった。 

・障害者社員への対応の幅が広がり、他の支援者社員と共通の視点を持って対応ができるようになった。

メンバーとなった障害者社員の変化が他の障害者社員にもよい変化をもたらし、障害者社員間のコミ

ュニケーションが増えた。 

・障害のある子の母として、職場でもこういったトレーニングを受けられることを知り、希望や安心感

を持つことができた。職場内のコミュニケーションが活性化した。 

他他社社ととのの関関係係のの変変化化  

・他社の支援者社員と気軽にメールや電話で情報交換ができるネットワークができた。 

・これをきっかけに定期的に勉強会や情報交換会を行うことを予定している。 

・互いの取組を深く知ることができた。 

・悩みを共有し、問題に対する違ったアプローチを学び合うことができた。 

・共通の視点で話ができるようになった。 
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図表 資 28－２ 障害者社員に対するヒアリング結果 

レレベベルル１１  

（（反反応応））  

SSSSTTのの満満足足度度ににつついいてて（（５５段段階階評評定定））  

「大変満足」「満足」「どちらでもない」「不満」「大変不満」の中から全員が「大変満足」を選択  

レレベベルル２２  

（（学学習習））  

SSSSTTににつついいててのの説説明明（（質質問問：：「「SSSSTTににつついいてて説説明明ししてて下下ささいい」」））  

・普段の生活でも役立つ、コミュニケーションスキルの訓練。 

・とても勉強になるもの。 

・職場でのコミュニケーションを円滑にするスキルトレーニング。 

・コミュニケーションスキルを高める実践的な方法。 

・コミュニケーションを上達させるために学ぶこと。 

ココミミュュニニケケーーシショョンンににおおいいてて重重要要ででああるるとと学学んんだだこことと  

・人を褒めること。 

・褒めること、質問すること、頼みごとの仕方。言葉遣い、あいさつ。声の大きさ、視線。 

・自分の気持ちを伝える。言葉の使い方。相手の力をうまく引き出していくこと。 

・相手の目を見ること、相手の様子を見ること。 

・表情やわかりやすい表現で伝えること。 

SSSSTTににおおけけるる自自身身及及びび他他ののメメンンババーーのの変変化化  

図表 資28－３に記載 

レレベベルル３３  

（（行行動動））  

研研修修実実施施前前後後のの自自身身及及びび研研修修受受講講者者のの行行動動のの変変化化  

・自分から話しかけるようになった。話す際に、考えこむ時間が短くなった。毎日ではないが、人を褒

めることが増えた。家庭でもSSTで学んだスキルを使うようになった。 

・挨拶は大切と思うようになり、挨拶をしっかりとするようになった。支援者社員はよりわかりやすく

話をしてくれ、褒めてくれることが増えた。 

・人との接し方が変わった。「どうしてそう思ったの？」と質問したりすることで、深い話ができるよう

になった。またSST以外の場でも、SSTで身につけたことが生かせるようになった。一緒に指導員

として働く他のスタッフに対し、「こういうところで困っている」と自身の障害由来の困りごとを伝え

るようになり、プライベートで会う人にも、自分の障害について、どんな手助けが必要なのか伝えら

れるようになった。 

・積極的に質問等ができるようになった。明るい表情を意識して職場でも話をするようになり、人に話

しかけることが増えた。支援者社員は、以前より具体的に話をしてくれるようになり、（自身の行動に

対し）きちんとフィードバックをしてくれるようになった。グループホームでも明るく挨拶をするよ

う心掛けている。 

・相談の中で自分の気持ちを伝えられるようになった。相手の目を見るようになった。支援者社員は、

以前よりも話しやすくなった。 

レレベベルル４４  

（（結結果果））  

SSSSTT実実施施前前後後のの自自身身のの生生活活及及びび事事業業所所内内のの変変化化  

・家族や会社の人と、コミュニケーションをスムーズにとれるようになり、ブースターセッションを一

緒に受講したメンバーから、コミュニケーションを取りやすくなったと言われる。以前よりも褒めら

れるようになった。同僚に「話がはっきりと聞きやすくなった」と言われるようになった。職場の雰

囲気が、以前よりもよくなった。 

・掃除をしていると、スタッフから「ありがとう」と言われたり褒められたりすることが増えた。たま

に家族からも、料理や皿洗いをしていると、褒められるようになった。前より職場内で笑ったり、話

をしたりすることが増えた。 

・デイケアで支援している子どもたちが、自分の意見や気持ちを伝えられるようになった。言葉で「あ

りがとう」等と言うようになった。他の指導員も具体的に褒めることを意識し、また、褒める回数も

増えたことにより、デイケアの雰囲気がソフトになった。就労移行支援事業所で支援をしているメン

バーは積極的傾聴のスキルを活用して話を聞くことができるようになり、自分の意見も伝えられるよ

うになった。一緒に指導員として働く他のスタッフや子どもたちが自分の困りごとに対してさりげな

く支援をしてくれるようになった。 

・話しかけられることが増えた。研修に参加していない支援者社員からも褒められることが増えた。職

場の雰囲気も明るくなったと感じる。 

・面談の際、研修に参加していない支援者社員から、自分の意見をはっきり言うことができていると評

価されるようになった。職場がより楽しくなり、家族からも楽しそうだねと言われることが増えた。 
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図表 資 28－３ SSTのメンバーの変化 

 

 

M－６ Mー７ M－８ M－９ M－10CB3:G13

M-６
目目をを見見てて話話せせるるよよううににななっっ

たた。。

声の大きさが変わり、落ち着

いてはっきり話せるように
なった。

声が大きくなり、はっきりわ

かりやすく話せるようになっ
た。

初回は緊張していたが、５回

目にはあまり固まらずにはっ
きり話せるようになった。

ロールプレイの時に緊張して

いたが、落ち着いた。

M-７

初めは静かで何も話さず考え

込んでいたが、徐々に表情が
変化し、大きな声で話すよう
になった。

声声がが大大ききくくななりり、、目目線線をを合合

わわせせななががらら「「おおははよよううごござざ
いいまますす」」ととああいいささつつががでできき
るるよよううににななっったた。。前前でで演演技技
ををししたた時時、、「「ととててももわわかかりり
ややすすかかっったた」」「「大大ききなな声声がが
出出てていいたた」」とと言言わわれれるるよようう
ににななっったた。。

子供たちの面倒を見る仕事を

しているためか、言葉が上手
でとてもやさしい。人見知り
の自分に、話しかけてくれた
（※スキルの向上は語られ
ず）。

初めはM-６同様に静かで話し

かけたりしなかったが、質
問・感想が上手になり、うま
く詳しく話せるようになっ
た。不愉快な気持ちを伝える
ケースでも。コミュニケー
ションのポスターにある、声
の大きさ、視線がよくなっ
た。

直接話をしたことはないが、

ロールプレイの時、癖なのか
最初はフラフラしていた。し
かしそれを指摘されると、す
ぐに直した。声の大きさもす
ぐに良くなった。声が大きい
と、相手によく伝わる。動き
を止めるとフラフラしていた
時より印象がよくなった。

M-８

声の大きさ、伝えようとする

気持ち、参加する姿勢に変化
が見られた。最初は、参加さ
せられている感じだった。

自分の気持ちや意見、困った

ことを言えるようになり、場
に溶け込めるようになった。

相相手手にに目目的的ををききちちんんとと伝伝ええ

るるよよううににななっったた。。ままたた、、
「「どどううししててそそうう思思っったた
のの？？」」とと質質問問ししたたりりすするるここ
ととでで、、腹腹をを割割っってて深深いい話話がが
ででききるるよよううににななっったた。。

目を見て話せるようになっ

た。最初は意識的にそうして
いるように見えたが、最後は
自然にできるようになってい
た。

表情が明るくなった。最初は

とても緊張していたが、徐々
に積極的に発言するように
なった。

M-９
回を追うごとに思いを伝える

ことが上手できるようになっ
た。

自分の意見をはっきり言える

ようになった。

最初からしっかり話せる方で

学ぶことが多かったが、研修
を通して全体的にスキルアッ
プしていた。

（（指指導導員員ととのの））相相談談でで自自分分

のの気気持持ちちをを伝伝ええるるここととががでで
ききるるよよううににななっっててききたた。。相相
手手のの目目をを見見るるよよううににななっっ
たた。。

最初の頃は緊張したり、手が

動いたりしていたが、注意す
べきことに気をつけて頑張っ
ていた。以前より明るくなっ
た。

M-１０

話すことが苦手な印象だった

が、セッションを通じて口調
や声の大きさなどが変化し、
自信を感じるようになった。

話す内容がわかりやすくなっ

た。
表現方法が幅広くなった。

最初は控えめだったが、段々

と積極的になっていった。

最最初初はは話話しし方方やや表表情情がが上上手手

くくででききてていいななかかっったたがが、、
徐徐々々ににななれれてていいきき、、ははっっきき
りり話話すすここととががででききるるよよううにに
ななっったた。。無無表表情情でで話話すすこことと
がが多多かかっったたがが、、明明るるいい表表情情
でで話話すすよよううににななっったた。。

M-６の

事業所の
支援者社員

顔を見て話をする頻度が増

え、声量も大きくなった。
話すときの視線，体の向き，
声のトーンは以前とは比べ物
にならないほど改善した（以
前は体が90度別の方を向
き、やっと話せる程度だっ
た）。
声の大きさが大きくなり、表
情が生き生きしていくのを感
じた。
相手にきちんと体と視線を向
け、話すようになった考える
時間が減った。

最初は支援者に助けを求める

ような行動が多かったが、な
んとか自分でやってみようと
いう姿勢が見受けられるよう
になった。
自信を持って話をするように
なったし、明るくなっていっ
たと感じる。
しっかり発言するようになっ
た。

回を重ねるごとにリラックス

していっていた。
相手のことを考えた接し方が
できるようになっていったと
思う。
より周囲への気遣いができる
ようになっていた。

表情が明るくなった。自分の

意見を言うことに抵抗がなく
なったように感じる。
回を追うごとに、表情が明る
くなり、積極性が増したよう
に感じる。
表情が明るくなった。
回を重ねるごとに、SSTを楽
しんでいるようであった。

視線や姿勢から自信がついた

ように感じる。
自分から発信する頻度も増
え、表情や伝え方の面でも成
長が見られたと感じる。
自分の意見や気持ちを言うこ
とに対して積極的なった。
声量が大きくなり、表情も明
るくなった。回を重ねるごと
に積極的にSSTに参加してい
た。

M-７の

事業所の
支援者社員

初めは意思表示ができず、周

りがついつい選択肢を提示し
ていたが、徐々に表情・仕草
が変わり、自分で意思を伝え
られるようになった

ほめられた時の返し方、笑顔

が身についた。

元々上手だが、間を意識した

りできるようになった。

視線、表情、声の大きさ等、

アドバイスを受け、変わろう
と努力している様子が見て取
れた。心を開くようになり、
思うことを自然に伝えられる
ようになった。

初めは手が震えていたが、

「手を握るように」との指導
を受け改善された。
視線、表情、声の大きさ等、
アドバイスを受け、変わろう
と努力している様子が見て取
れた。心を開くようになり、
思うことを自然に伝えられる
ようになった。

M－８の

事業所の
支援者社員

声が大きくなり、はきはきと

話せるようになった。考えこ
む時間が短くなり、自分で話
をまとめられるようになっ
た。
考えて悩む時間が短くなっ
た。

M-９、M-10 と同様の変化

があり、「認められている」
「批判されない」ということ
を心地よく感じているように
見受けられた。
大きな声が出るようになっ
た。

（※SSTにおける変化は語ら

れず。研修後、白杖を持つよ
うになり、そのことで子供た
ちが配慮について話す機会が
できた。また、自分の障害由
来の困りごとを隠さず、課題
として捉えて取り組むように
なった。）

初めは緊張していたが、慣れ

てからは自分の言葉で話せる
ようになった。
堂々とロールプレイを行うよ
うになり、臨機応変な対応も
できるようになっていた。

M－９と同じく、初めは緊張

が強い様子だったが、徐々に
考えを言語化できるようにな
り、目を合わせて話せるよう
になった。
自分の言葉でロールプレイを
実施できるようになってい
た。

M-９及び

M-10の
事業所の

支援者社員

声のトーンや張り具合（大き

さ）の変化が顕著で、顔を上
げて、話している人の顔を見
て話すように一生懸命に意識
している様子が感じられた。

最初はおどおどして、何と

いったら良いかわからない、
指示通りの行動をするという
印象から、自分で考え、「わ
からないので教えてくださ
い」と、自発的な行動が見ら
れるようになった。表情や声
のトーンも明るくなった。

支援者的な視点（自分がどう

したら相手が話しやすくなる
か、など）を積極的に取り入
れようとしている姿勢が感じ
られ、最初の回からステップ
アップしている様子を感じ
た。

自信がついたように感じる。

他人と違うところを見つけよ
うとする点を意識しているよ
うに感じる。何か問題が起き
た時にも、多角的にものをみ
ることができるようになっ
た。

以前はYesかNoだけで答える

ようなコミュニケーション
だったが、YesやNoの後に
「～だからです」と理由づけ
ることができるようになり、
会話らしくなった。また、明
るくなった。

※太字は自己評価

評価者

被評価者
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